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令和６年第２回沖縄県議会（定例会）会期日程

会期33日間 自 令和６年６月28日  
至 令和６年７月30日  

月  日 曜日 日             程 備       考

1 6月28日 金 本 会 議

（正副議長の選挙）
（議席の指定）
（会議録署名議員の指名）
（会期の決定）
（常任・議会運営委員の選任）
（特別委員会の設置）
（知事提出議案の説明）

 請願・陳情付託

２ 29日 ㊏ 休　　会
３ 30日 ㊐ 休　　会
４ ７月1日 月 議案研究
５ 2日 火 議案研究
６ 3日 水 議案研究

７ 4日 木 議案研究
委 員 会 （先議案件審査、採決）

８ 5日 金 議案研究  代表質問通告締切（正午）
９ 6日 ㊏ 休　　会
10 7日 ㊐ 休　　会
11 8日 月 議案研究  一般質問通告締切（正午）

12 9日 火 議案研究
委 員 会 （議会運営委員会）  請願・陳情提出期限

13 10日 水 本 会 議 （先議案件委員長報告、採決）（代表質問）
14 11日 木 本 会 議 （代表質問）
15 12日 金 本 会 議 （一般質問）
16 13日 ㊏ 休　　会

17 14日 ㊐ 休　　会

18 15日 ㊊ 休　　会  海の日
19 16日 火 本 会 議 （一般質問）
20 17日 水 本 会 議 （一般質問）  請願・陳情付託（常任委）

21 18日 木 本 会 議

委 員 会

（選挙管理委員の選挙等）
（一般質問）
（常任委員会、特別委員会）

 議案付託
 請願・陳情付託（特別委）

22 19日 金 議案研究
23 20日 ㊏ 休　　会

24 21日 ㊐ 休　　会

25 22日 月 委 員 会 （常任委員会）
26 23日 火 委 員 会 （常任委員会）
27 24日 水 委 員 会 （常任委員会）
28 25日 木 委 員 会 （特別委員会）
29 26日 金 休　　会（予備日）
30 27日 ㊏ 休　　会
31 28日 ㊐ 休　　会

32 29日 月 議案整理
委 員 会 （議会運営委員会）

33 30日 火 本 会 議 （委員長報告、採決）
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中　川　京　貴　議長

上　原　　　章　副議長

瑞慶覧　長　風　議員

瀬　長　美佐雄　議員

喜友名　智　子　議員

儀　保　　　唯　議員

大　田　　　守　議員

高　橋　　　真　議員

宮　里　洋　史　議員

徳　田　将　仁　議員

比　嘉　　　忍　議員

新　垣　善　之　議員

新　里　　　匠　議員

平　良　識　子　議員

比　嘉　瑞　己　議員

次呂久　成　崇　議員

米　須　清一郎　議員

幸　喜　　　愛　議員

當　間　盛　夫　議員

松　下　美智子　議員

喜屋武　　　力　議員

大　屋　政　善　議員

小　渡　良太郎　議員

新　垣　淑　豊　議員

島　尻　忠　明　議員

当　山　勝　利　議員

西　銘　純　恵　議員

新　垣　光　栄　議員

上　原　快　佐　議員

玉　城　健一郎　議員

山　里　将　雄　議員

糸　数　昌　洋　議員

仲　里　全　孝　議員

仲　村　家　治　議員

下　地　康　教　議員

座　波　　　一　議員

新　垣　　　新　議員

大　浜　一　郎　議員

渡久地　　　修　議員

仲宗根　　　悟　議員

仲　村　未　央　議員

照　屋　大　河　議員

山　内　末　子　議員

西　銘　啓史郎　議員

又　吉　清　義　議員

呉　屋　　　宏　議員

花　城　大　輔　議員

島　袋　　　大　議員

 

開会日に応招した議員





令和６年６月28日

　
令和６年
第 2 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第１号）
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令 和 ６年
第 2 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

令和６年６月28日（金曜日）午前10時３分開会

議　　事　　日　　程　第１号
令和６年６月28日（金曜日）

午前10時開議
第１　議長の選挙
第２　副議長の選挙
第３　議席の指定
第４　会議録署名議員の指名
第５　会期の決定
第６　常任委員の選任
第７　議会運営委員選任の件
第８　特別委員会設置の件（米軍基地関係特別委員会）
第９　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第21号議案まで、諮問第１号及び諮問第２号（知事説明）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　議長の選挙
日程第２　副議長の選挙
日程第３　議席の指定
日程第４　会議録署名議員の指名
日程第５　会期の決定
日程第６　常任委員の選任
日程第７　議会運営委員選任の件
日程第８　特別委員会設置の件
日程第９　甲第１号議案、乙第１号議案から乙第21号議案まで、諮問第１号及び諮問第２号
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一
　　　　　　　　　　　　　 部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第８号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　債権の放棄について
　　　　　　乙第11号議案　家屋損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第14号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
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　　　　　　乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第20号議案　専決処分の承認について
　　　　　　乙第21号議案　専決処分の承認について
　　　　　　諮 問第１号　退職手当支給制限処分に関する審査請求について
　　　　　　諮 問第２号　退職手当支給制限処分に関する審査請求について
日程追加　　陳情第49号、第50号及び第74号の付託の件

 

 

出　席　議　員（48名）

説明のため出席した者の職、氏名

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員
５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員

23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
27　番　　上　原　快　佐　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事
池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
島　袋　芳　敬　　政　策　調　整　監
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長

真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長
諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
當　間　秀　史　　公安委員会委員長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長

村　上　恵　実　　労働委員会公益委員

玉　寄　こずえ
　　人事委員会事務局

　　　　　　　　　総 　 務 　 課 　 長

安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員 

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

儀　間　俊　江　　課　　長　　補　　佐
宮　城　　　亮　　主　　　　　　　　幹
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○平田正志 事務局長　おはようございます。
　事務局長の平田正志でございます。よろしくお願い
いたします。
　この際、私から臨時議長を御紹介申し上げます。
　一般選挙後最初の議会でありますので、議長が選挙
されるまでの間、地方自治法第107条の規定により年
長議員が臨時に議長の職務を行うことになっておりま
す。
　出席議員中、西銘純恵議員が年長者であります。
　西銘純恵議員、議長席にお着き願います。（拍手）
　　　〔西銘純恵　臨時議長議長席に着く〕
○西銘純恵 臨時議長　ただいま御紹介いただきまし
た西銘純恵でございます。
　地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職
務を行います。何とぞよろしくお願い申し上げます。

○西銘純恵 臨時議長　ただいまより令和６年第２回
沖縄県議会（定例会）を開会いたします。

○西銘純恵 臨時議長　これより本日の会議を開きま
す。
　この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。
　仮議席は、ただいま御着席の議席と指定いたしま
す。

○西銘純恵 臨時議長　日程第１　議長の選挙を行い
ます。
　選挙は投票により行います。
　議場を閉鎖いたします。
　　　〔議場閉鎖〕
○西銘純恵 臨時議長　ただいまの出席議員数は48人
であります。
　会議規則第31条第２項の規定により立会人に
　　　２番　瀬　長　美佐雄　議員　及び
　　　８番　徳　田　将　仁　議員
を指名いたします。

　投票用紙を配付いたします。
　念のため申し上げます。投票は単記無記名でありま
す。
　なお、投票に当たっては被選挙人の氏名まで記載す
るようお願いいたします。
　　　〔投票用紙配付〕
○西銘純恵 臨時議長　投票用紙の配付漏れはありま
せんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西銘純恵 臨時議長　配付漏れなしと認めます。
　投票箱を改めます。
　　　〔投票箱点検〕
○西銘純恵 臨時議長　異状なしと認めます。
　これより投票に移ります。
　職員の点呼に応じて順次投票願います。
　点呼いたします。
　　　〔氏名点呼〕
　　　〔投　　票〕
○西銘純恵 臨時議長　投票漏れはありませんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○西銘純恵 臨時議長　投票漏れなしと認めます。
　投票を終了いたします。
　開票を行います。
　瀬長美佐雄議員及び徳田将仁議員、立会いを願いま
す。
　　　〔開　　　票〕
　　　〔立会人点検〕
○西銘純恵  臨時議長　選挙の結果を報告いたしま
す。
　投票総数　　48票
　　有効投票　46票
　　無効投票　２票
　有効投票中
　　中川　京貴議員　26票
　　山内　末子議員　20票
　以上のとおりであります。



- 14 -

　この選挙の法定得票数は12票であります。
　よって、中川京貴議員が議長に当選されました。
（拍手）
　議場の閉鎖を解きます。
　　　〔議場開鎖〕
○西銘純恵 臨時議長　ただいま議長に当選されまし
た中川京貴議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第２項の規定による告知をいたしま
す。

○西銘純恵 臨時議長　中川京貴議員。
　御登壇の上、御挨拶をお願いいたします。（拍手）
　　　〔中川京貴　議長登壇〕
○中川京貴 議長　皆様、おはようございます。
　本日、第19代沖縄県議会議長に就任するに当た
り、一言御挨拶を申し上げます。
　皆様の御支援と御信頼に深く感謝いたします。
　私、中川京貴は、この重責を担うこととなり、身の
引き締まる思いであり、全力で取り組みます。
　沖縄は豊かな自然と文化に恵まれた島嶼県です。多
くの課題が山積しておりますが、議会の皆様と共に未
来志向の施策を推進してまいりたいと思います。
　経済成長を目指し、新たな産業創出と地域経済の活
性化に取り組み、持続可能な観光地づくりを進め、教
育の質を高め、次世代の人材育成に努めてまいりま
す。また、環境保護と交通インフラ整備に力を入れ、
沖縄の美しい自然を次世代に継承し、特に鉄軌道の整
備を進めることで地域間の移動をスムーズにし、観光
業の活性化や住民の利便性向上を図り、子どもの貧困
問題にも真 に取り組み、全ての子どもたちに教育の
機会の均等化と教育費や医療費などの支援体制の強化
を図りたいと思います。
　平和の持続に関しても、地域と国の安全を確保し、
平和の維持に努め、政府や関連機関と連携し、沖縄の
安全と発展を両立させる解決策を模索します。
　また、基地問題に関しては、地域住民の安全と生活
を守りながら平和の維持に努め、さらに東アジアの平
和の維持に向けた対話を重視し、近隣諸国との協力を
深め、地域全体の安定に貢献してまいります。
　議会運営は、透明性と公平・公正さを基本とし、県
民の声に耳を傾けることを最優先といたします。多様
な意見を尊重し、建設的な議論を通じて最良の解決策
を見いだすよう努力いたします。皆様と力を合わせ、
沖縄の平和と繁栄を実現するために、一歩一歩着実に
前進してまいります。
　これからの任期中、変わらぬ御指導と御協力、よろ

しくお願いいたします。
　結びに、沖縄県議会の発展に御尽力された先人の皆
様方に深い敬意を表し、先輩方の意思を引き継ぎ、さ
らに発展させていくことをお約束いたします。
　皆様の御支援に心から感謝を申し上げ、私の就任挨
拶といたします。
　ありがとうございました。（拍手）
○西銘純恵 臨時議長　中川京貴議長、議長席にお着
き願います。
　休憩いたします。
　　　〔西銘純恵　臨時議長退席〕
　　　〔中川京貴　議長議長席に着く〕
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　再開いたします。
　日程第２　副議長の選挙を行います。
　選挙は投票により行います。
　議場を閉鎖いたします。
　　　〔議場閉鎖〕
○中川京貴 議長　ただいまの出席議員数は48人であ
ります。
　会議規則第31条第２項の規定により立会人に
　　　２番　瀬　長　美佐雄　議員　及び
　　　８番　徳　田　将　仁　議員
を指名いたします。
　投票用紙を配付いたします。
　念のため申し上げます。投票は、単記無記名であり
ます。
なお、投票に当たっては、被選挙人の氏名まで記載
するようお願いいたします。
　　　〔投票用紙配付〕
○中川京貴 議長　投票用紙の配付漏れはありません
か。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　配付漏れなしと認めます。
　投票箱を改めます。
　　　〔投票箱点検〕 
○中川京貴 議長　異状なしと認めます。
　これより投票に移ります。
　職員の点呼に応じて 順次投票願います。
　　　〔氏名点呼〕
　　　〔投　　票〕
○中川京貴 議長　投票漏れはありませんか。
　　　〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　投票漏れなしと認めます。
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　投票を終了いたします。
　開票を行います。
　瀬長美佐雄議員及び徳田将仁議員、立会いを願いま
す。
　　　〔開　　　票〕
　　　〔立会人点検〕
○中川京貴 議長　選挙の結果を報告いたします。
　投票総数　　48票
　　有効投票　46票
　　無効投票　２票
　有効投票中
　　上原　　章議員　26票
　　仲宗根　悟議員　20票
　以上のとおりであります。
　この選挙の法定得票数は12票であります。
　よって、上原章議員が副議長に当選されました。
（拍手）
　議場の閉鎖を解きます。
　　　〔議場開鎖〕
○中川京貴 議長　ただいま副議長に当選されました
上原章議員が議場におられますので、本席から会議規
則第32条第２項の規定による告知をいたします。

○中川京貴 議長　上原章議員。
　御登壇の上、御挨拶をお願いいたします。
　　　〔上原　章　副議長登壇〕
○上原　章 副議長　皆さん、こんにちは。
　ただいま議員各位の御推挙によりまして、第23代
の沖縄県議会副議長に就任いたしました上原章でござ
います。
　誠に光栄に存じますとともに、その職責の重大さを
痛感している次第でございます。
　この上は、先ほど選出されました中川京貴議長を補
佐し、どこまでも県民生活を守る政策実現第一に、公
正かつ円滑な議会運営に努めてまいる所存でございま
す。
　議員各位の御指導、御 撻を心からお願い申し上げ
まして、就任の挨拶といたします。
　ありがとうございました。（拍手）

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴  議長　日程第３　議席の指定を行いま
す。
　議席は、会議規則第４条第１項の規定により、ただ
いま御着席の仮議席のとおり指定いたします。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第４　会議録署名議員の指名

を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　１番　瑞慶覧　長　風　議員　及び
　　　７番　宮　里　洋　史　議員
を指名いたします。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第５　会期の決定を議題とい
たします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から７月30日までの33
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から７月30日までの33日間
と決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴  議長　この際、諸般の報告をいたしま
す。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
22件及び諮問２件並びに補正予算説明書、令和５年
度繰越計算書、令和６年５月末現在の令和６年度一般
会計予算執行状況報告書及び同一般会計繰越予算執行
状況報告書の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　日程第６　常任委員の選任を行い
ます。
　お諮りいたします。
　常任委員の選任については、委員会条例第５条第１
項の規定によりお手元に配付の常任委員一覧表のとお
り指名いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、常任委員は、お手元に配付の常任委員一覧
表のとおり選任することに決定いたしました。

　　　〔常任委員一覧表　巻末に掲載〕
　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　

○中川京貴 議長　日程第７　議会運営委員選任の件
を議題といたします。
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　お諮りいたします。
　議会運営委員の選任については、委員会条例第５条
第１項の規定によりお手元に配付の名簿のとおり指名
いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、議会運営委員は、お手元に配付の名簿のと
おり選任することに決定いたしました。

　　　〔議会運営委員名簿　巻末に掲載〕
　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　

○中川京貴 議長　日程第８　特別委員会設置の件を
議題といたします。
本件につきましては、６月27日の第３回各派調整
会議において、軍使用土地、基地公害、演習等米軍基
地関係諸問題の調査及び対策の樹立を付議するため特
別委員会を設置することとし、その名称を「米軍基地
関係特別委員会」とし、13人の委員をもって構成す
るとの意見の一致を見ております。
　よって、お諮りいたします。
　軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題
の調査及び対策の樹立を付議するため、13人の委員
をもって構成する米軍基地関係特別委員会を設置する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○中川京貴 議長　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました米軍基地関係特別委員会の
委員の選任につきましては、委員会条例第５条第１項
の規定によりお手元に配付の名簿のとおり指名いたし
たいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、米軍基地関係特別委員会の委員は、お手元
に配付の名簿のとおり選任することに決定いたしまし
た。

　　　〔米軍基地関係特別委員名簿　巻末に掲載〕
　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　

○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時59分休憩

　　　午後１時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　次の日程に入ります前に報告いたします。
　各常任委員長、議会運営委員長、米軍基地関係特別
委員長及び議会改革推進会議委員長から、
　　　総 務 企 画 委 員 長　　西銘啓史郎議員
　　　同   　　副 委 員 長　　高橋　　真議員
　　　経 済 労 働 委 員 長　　新垣　淑豊議員
　　　同   　　副 委 員 長　　次呂久成崇議員
　　　文 教 厚 生 委 員 長　　新垣　　新議員
　　　同   　　副 委 員 長　　松下美智子議員
　　　土 木 環 境 委 員 長　　仲里　全孝議員
　　　同   　　副 委 員 長　　糸数　昌洋議員
　　　議 会 運 営 委 員 長　　呉屋　　宏議員
　　　同   　　副 委 員 長　　大田　　守議員
　　　米  軍  基  地  関  係
　　　特　別　委　員　長　　

小渡良太郎議員

　　　同   　　副 委 員 長　　高橋　　真議員
　　　議  会  改  革  推  進
　　　会　議　委　員　長　　

山内　末子議員

　　　同   　　副 委 員 長　　宮里　洋史議員
をそれぞれ互選したとの報告がありました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　次に、これまでに受理いたしまし
た陳情のうち、特別委員会に付託すべき陳情を除く陳
情40件は、お手元に配付の陳情文書表のとおりそれ
ぞれ所管の常任委員会及び議会運営委員会に付託いた
しました。

　　　〔陳情文書表　巻末に掲載〕

　次に、説明員として出席を求めた池田修人事委員会
委員長及び田島啓己労働委員会会長は、所用のため本
日の会議に出席できない旨の届出がありましたので、
その代理として、玉寄こずえ人事委員会事務局総務課
長及び村上恵実労働委員会公益委員の出席を求めまし
た。
○中川京貴 議長　日程第９　甲第１号議案、乙第１
号議案から乙第21号議案まで、諮問第１号及び諮問
第２号を議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
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○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、お疲れさまでございます。
　まずは、このたびの沖縄県議会議員選挙におきまし
て、県民の多くの支持を得て、当選の栄を得られまし
た議員の皆様に心からお祝いを申し上げます。
　令和６年第２回沖縄県議会（定例会）の開会に当た
り、提出しております議案の説明に先立ち、さきの２
月定例会で表明いたしました私の県政運営に対する所
信について、改めてその概要を御説明申し上げます。
　私は、知事就任以来、祖先（ウヤファーフジ）への
敬い、自然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添うチム
グクルを大切にするとともに、「自立」、「共生」、
「多様性」の理念の下、包摂性と寛容性に基づき様々
な施策を推進してまいりました。
　米軍基地問題については、過重な基地負担を強いら
れ続けている県民の負担軽減を図るため、基地の整理
縮小をはじめ、基地から派生する諸問題の解決に努
め、平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書に
込めた全ての願いがかなえられるよう、ひたむきに心
を込めて取り組んでまいります。
　さて、本県経済は入域観光客数の増加などコロナ禍
からの回復基調が続く一方で、人手不足や物価高騰に
よる県民生活や経済活動への影響が懸念される状況に
あります。
　県としては、物価高騰の影響を受ける生活者や事業
者に対する支援を行うなど、引き続き国の動向等を踏
まえながら本県経済の回復と活性化に向けて機動的に
取り組んでまいります。
　また、東アジアでは米中対立や中国の軍事力の強
化、台湾をめぐる問題など安全保障環境が厳しさを増
している一方で、日中韓首脳会議が開かれるなど対話
による緊張緩和と信頼醸成に向けた動きも見られま
す。アジア太平洋地域の平和構築と相互発展のため、
沖縄県地域外交基本方針に基づき、沖縄の地理的優位
性や自然・歴史・文化などの独自のソフトパワー、国
際ネットワーク等を活用した地域外交を積極的に推進
してまいります。
　今後ともＳＤＧｓの理念を踏まえながら新・沖縄
21世紀ビジョン基本計画に掲げた各種施策を加速化
させるとともに、本県の自立的発展と県民お一人お一
人が豊かさを実感できる社会の実現に向けて、公約に
掲げた各取組を展開してまいります。
　まず、「県民のいのちと暮らしを守る」について。
新興感染症等対策の強化を図ります。また、産業Ｄ
Ｘの推進など産業全体の生産性を高める取組等によ

り、経済の再生を着実に進めてまいります。
　次に、「辺野古新基地建設反対をつらぬく」につい
て。
市民・県民の願いである普天間飛行場の一日も早い
危険性の除去と早期閉鎖・返還を日米両政府に求める
とともに、辺野古新基地建設の断念と対話による解決
を求める姿勢を堅持し、引き続き全身全霊で取り組ん
でまいります。
　「子どもは沖縄の未来」について。
子ども施策では、子どもの貧困対策を県政の最重要
課題に位置づけ、「沖縄県こども計画（仮称）」を策
定し、誰一人取り残さないこどもまんなか社会の実現
に向けて、総合的な子ども施策を全庁体制で推進して
まいります。
　「安全・安心の沖縄へ」について。
県民の関心が高いＰＦＯＳ等の環境問題への対応や
東日本大震災以後、本県では初となる、去る４月の津
波警報を機に明らかとなった課題等を踏まえた、さら
なる防災・減災の取組の強化を図ります。
　また、県政の最重要課題である離島振興に加え、過
疎地域の振興を図り、地域の課題解決に向けて取り組
んでまいります。
　「自然環境と文化・伝統が調和する沖縄」につい
て。
国立沖縄自然史博物館の設立誘致の早期実現に向け
て、さらなる取組を推進してまいります。
　また、首里城の復興について、国と連携した首里城
正殿の早期復元や復元過程の公開による「見せる復
興」等、首里城復興基本計画に基づく施策に引き続き
取り組んでまいります。
　「限りない沖縄の可能性を未来へ」について。
県内企業の「稼ぐ力」の強化を図り、企業収益を従
業員の賃上げなどにつなげることで成長と分配の好循
環を実現することが重要であり、産業ＤＸの推進、ス
タートアップの育成、おきなわブランド戦略の推進
等、経済循環を高める施策を総合的に展開してまいり
ます。
　また、沖縄観光のさらなる振興及び持続可能な観光
地の形成に向け、人材確保やオーバーツーリズムの発
生抑制など受入れ体制の強化を図るとともに、ＰＦＩ
手法による大型ＭＩＣＥ施設の整備に取り組みます。
　さらに、食料自給率の向上に向けた産地育成等によ
る生産供給体制の強化、鉄軌道を含む新たな公共交通
システムの導入を前提としたフィーダー交通の充実に
取り組んでまいります。
　ジェンダー平等の実現に向けては、女性活躍の推進
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等に取り組むとともに、「沖縄県困難な問題を抱える
女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計
画」に基づき効果的に支援してまいります。
　令和７年度に戦後80年の節目を迎えるに当たり、
全庁体制で関連事業に取り組むとともに、沖縄県平
和祈念資料館の展示内容及び設備のリニューアルや第
32軍司令部壕の保存・公開に向けた取組等を推進す
るほか、地域外交で大きな役割を担うウチナーネット
ワークの継承・発展につなげるため、「世界ウチナー
ンチュセンター（仮称）」を整備する等、地域外交施
策と連携して、国内外に向けた「平和の発信」につい
て取組強化を図ってまいります。
　このたび、県民の代表として選ばれた議員の皆様に
おかれましても、沖縄の発展を願う気持ちは皆同じで
あると確信しております。執行部と共に沖縄の発展に
向けて取り組んでいただきたく、県政運営に対する特
段の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
　私は、誰もが輝き、誰もが尊重され、そして誰もが
希望のうちに喜びを見つけることが当たり前に実現す
る島、幸福が真に実感できる沖縄を目指し、職員と一
丸となって、全力で取り組んでまいります。
　それでは、提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案１件、条例
議案６件、議決議案10件、同意議案３件、承認議案
２件及び諮問２件の合計24件であります。
　まず初めに、予算議案について御説明申し上げま
す。
　甲第１号議案「令和６年度沖縄県一般会計補正予算
（第１号）」は、物価高騰対策として、経済的に困難
な状況にある子育て世帯、ひとり親、女性及び高齢者
等に対する物価高騰による負担軽減のための支援に要
する経費、肉用子牛価格下落や配合飼料価格高騰等に
対する畜産農家への支援に要する経費、Ｊリーグスタ
ジアム基準の改定に伴うサッカースタジアム整備基本
計画の改定の実施に要する経費など、緊急に予算計上
が必要な経費として、28億8988万9000円を計上する
ものであります。
　次に、乙第１号議案から乙第６号議案までの条例議
案６件のうち、主なものを御説明申し上げます。
　乙第３号議案「沖縄県税の課税免除及び不均一課税
に関する条例の一部を改正する条例」は、地方活力向
上地域内に本社機能の移転等を行うため、事務所、研
修施設等の新設に併せて保育所等を整備した事業者に
対し、不動産取得税及び固定資産税の課税を免除し、
または不均一の課税をする措置を講ずる必要があるこ

とから、条例を改正するものであります。
　乙第４号議案「沖縄県幼保連携型認定こども園以外
の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改
正する条例」は、内閣総理大臣及び文部科学大臣が定
める施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正さ
れたことを踏まえ、職員の配置に関する基準を改める
等の必要があることから、条例を改正するものであり
ます。
　次に、乙第７号議案から乙第16号議案までの議決
議案10件は、工事請負契約、財産の取得、債権の放
棄、車両損傷事故に関する和解及び損害賠償の額の決
定などについて、議会の議決を求めるものでありま
す。
　次に、乙第17号議案から乙第19号議案までの同意
議案３件は、人事委員会委員、収用委員会委員及び予
備委員並びに公安委員会委員の任期満了等に伴い、そ
の後任を選任し、または任命するため、議会の同意を
求めるものであります。
　次に、乙第20号議案及び乙第21号議案の承認議案
２件は、沖縄県税条例及び沖縄県税の課税免除及び不
均一課税に関する条例の一部改正を令和６年３月31
日付で専決処分を行ったことについて、承認を求める
ものであります。
　最後に、諮問第１号及び諮問第２号の諮問２件は、
行政不服審査法及び地方自治法に基づく退職手当支給
制限処分に関する審査請求について、地方自治法第
206条第２項の規定により、議会に意見を求めるもの
であります。
　諮問第１号及び諮問第２号につきましては、先議案
件として御審議を賜りますようよろしくお願いいたし
ます。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニ
フェーデービル。
　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　知事の提案理由の説明は終わりま
した。
　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　先ほどの知事の提案理由説明の中で、諮問第１号
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「退職手当支給制限処分に関する審査請求について」
及び諮問第２号「退職手当支給制限処分に関する審査
請求について」は、早期に議決されたい旨の要望があ
りました。
　よって、諮問第１号及び諮問第２号については、こ
れより直ちに質疑に入るのでありますが、ただいまの
ところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております議案のうち、諮問第
１号及び諮問第２号については総務企画委員会に付託
いたします。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　この際、お諮りいたします。
　陳情第49号、第50号及び第74号の付託の件を日程
に追加し、議題といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
 　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、この際、陳情３件の付託の件を日程に追加
し、議題とすることに決定いたしました。

○中川京貴 議長　陳情第49号、第50号及び第74号
の付託の件を議題といたします。

　お諮りいたします。
　ただいまの陳情３件については、米軍基地関係特別
委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案研究のため、明６月29日から
７月９日までの11日間休会といたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、明６月29日から７月９日までの11日間休
会とすることに決定いたしました。

○中川京貴 議長　以上をもって本日の日程は全部終
了いたしました。
　次会は、７月10日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後１時42分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

臨　時　議　長　　西　　銘　　純　　恵

議　　　　　長　　中　　川　　京　　貴

会議録署名議員　　瑞 慶 覧　　長　　風

会議録署名議員　　宮　　里　　洋　　史



令和６年７月10日

　
令和６年
第 ２ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第２号）
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令 和 ６年
第 ２ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

令和６年７月10日（水曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第２号
令和６年７月10日（水曜日）

午前10時開議
第１　沖縄県離島医療組合議会議員の選挙
第２　那覇港管理組合議会議員の選挙
第３　沖縄県北部医療組合議会議員の選挙
第４　諮問第１号及び諮問第２号（総務企画委員長報告）
第５　相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関する意見書
　　　　小渡良太郎議員　　比嘉　　忍議員
　　　　喜屋武　力議員　　大屋　政善議員
　　　　仲里　全孝議員　　又吉　清義議員
　　　　米須清一郎議員　　玉城健一郎議員　　提出　議員提出議案第１号
　　　　仲宗根　悟議員　　高橋　　真議員
　　　　比嘉　瑞己議員　　当山　勝利議員
　　　　大田　　守議員
第６　相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関する抗議決議
　　　　小渡良太郎議員　　比嘉　　忍議員
　　　　喜屋武　力議員　　大屋　政善議員
　　　　仲里　全孝議員　　又吉　清義議員
　　　　米須清一郎議員　　玉城健一郎議員　　提出　議員提出議案第２号
　　　　仲宗根　悟議員　　高橋　　真議員
　　　　比嘉　瑞己議員　　当山　勝利議員
　　　　大田　　守議員
第７　代表質問
第８　議員派遣の件（多様化する社会と議会を考える研修）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　沖縄県離島医療組合議会議員の選挙
日程第２　那覇港管理組合議会議員の選挙
日程第３　沖縄県北部医療組合議会議員の選挙
日程第４　諮問第１号及び諮問第２号
　　　　　　諮問第１号　退職手当支給制限処分に関する審査請求について
　　　　　　諮問第２号　退職手当支給制限処分に関する審査請求について
日程第５　相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関する意見書
日程第６　相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関する抗議決議
日程第７　代表質問
日程第８　議員派遣の件（多様化する社会と議会を考える研修）

 

出　席　議　員（48名）

48　番　　中　川　京　貴　議長 42　番　　上　原　　　章　副議長
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長
儀　間　俊　江　　課　　長　　補　　佐
宮　城　　　亮　　主　　　　　　　　幹

比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査
上　原　　　毅　　政務調査課副参事
伊　敷　ユカリ　　主　　　　　　　　幹
上運天　慎　也　　主　　　　　　　　幹

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。 　日程に入ります前に報告いたします。

 
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事
池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員
５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員
23　番　　島　尻　忠　明　議員

24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
27　番　　上　原　快　佐　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員
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　昨日、小渡良太郎議員外12人から議員提出議案第
１号「相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事
件に関する意見書」及び議員提出議案第２号「相次ぐ
米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関する抗
議決議」の提出がありました。
　次に、説明員として出席を求めた池田修人事委員会
委員長及び田島啓己労働委員会会長は、所用のため本
日から12日まで及び16日から18日までの会議に出席
できない旨の届出がありましたので、その代理とし
て、森田崇史人事委員会事務局長及び下地誠労働委員
会事務局長の出席を求めました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　日程第１ 沖縄県離島医療組合議会
議員の選挙を行います。
　本件は、沖縄県離島医療組合規約第５条の規定によ
り、本県議会議員のうちから同組合議会議員の３人を
選挙するものであります。
　お諮りいたします。
　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。

○中川京貴 議長　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

○中川京貴  議長　沖縄県離島医療組合議会議員に
は、
　　新里　　匠議員　　上原　快佐議員
　　糸数　昌洋議員
　以上の皆様を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました皆様を沖縄

県離島医療組合議会議員の当選人と定めることに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました
　　新里　　匠議員　　上原　快佐議員
　　糸数　昌洋議員
　以上の皆様が沖縄県離島医療組合議会議員に当選さ
れました。

○中川京貴 議長　ただいま沖縄県離島医療組合議会
議員に当選されました皆様が議場におられますので、
本席から会議規則第32条第２項の規定による告知を
いたします。

○中川京貴 議長　新里　匠議員。
　　　〔新里　匠議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　上原快佐議員。
　　　〔上原快佐議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
　　　〔糸数昌洋議員　起立　会釈〕

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第２　那覇港管理組合議会議
員の選挙を行います。
　本件は、那覇港管理組合規約第６条の規定により、
本県議会議員のうちから同組合議会議員の５人を選挙
するものであります。
　お諮りいたします。
　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。

○中川京貴 議長　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

○中川京貴 議長　那覇港管理組合議会議員には、
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　　島尻　忠明議員　　当山　勝利議員
　　西銘　純恵議員　　仲村　家治議員
　　西銘啓史郎議員
　以上の皆様を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました皆様を那覇
港管理組合議会議員の当選人と定めることに御異議あ
りませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました
　　島尻　忠明議員　　当山　勝利議員
　　西銘　純恵議員　　仲村　家治議員
　　西銘啓史郎議員
　以上の皆様が那覇港管理組合議会議員に当選されま
した。

○中川京貴 議長　ただいま那覇港管理組合議会議員
に当選されました皆様が議場におられますので、本席
から会議規則第32条第２項の規定による告知をいた
します。

○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
　　　〔島尻忠明議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　当山勝利議員。
　　　〔当山勝利議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
　　　〔西銘純恵議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
　　　〔仲村家治議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
　　　〔西銘啓史郎議員　起立　会釈〕

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第３　沖縄県北部医療組合議
会議員の選挙を行います。
　本件は、沖縄県北部医療組合規約第５条の規定によ
り、本県議会議員のうちから同組合議会議員の４人を
選挙するものであります。
　お諮りいたします。
　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。

○中川京貴 議長　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

○中川京貴  議長　沖縄県北部医療組合議会議員に
は、
　　儀保　　唯議員　　比嘉　　忍議員
　　山里　将雄議員　　仲里　全孝議員
　以上の皆様を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました皆様を沖縄
県北部医療組合議会議員の当選人と定めることに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました
　　儀保　　唯議員　　比嘉　　忍議員
　　山里　将雄議員　　仲里　全孝議員
　以上の皆様が沖縄県北部医療組合議会議員に当選さ
れました。

○中川京貴 議長　ただいま沖縄県北部医療組合議会
議員に当選されました皆様が議場におられますので、
本席から会議規則第32条第２項の規定による告知を
いたします。

○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
　　　〔儀保　唯議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
　　　〔比嘉　忍議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
　　　〔山里将雄議員　起立　会釈〕
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
　　　〔仲里全孝議員　起立　会釈〕

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第４　諮問第１号及び諮問第
２号を議題といたします。
　各諮問に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。
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　　　〔委員会審査報告書（諮問）　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○西銘啓史郎 総務企画委員長　ただいま議題となり
ました諮問第１号及び諮問第２号の２件について、以
下、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、諮問第１号「退職手当支給制限処分に関する
審査請求について」は、沖縄県教育委員会が行った退
職手当支給制限処分を不服として、沖縄県知事に対し
て行政不服審査法第２条及び地方自治法第206条第１
項の規定に基づき審査請求があったので、その裁決に
当たり、同条第２項の規定により議会に諮問するもの
である。
　審査請求人の主な主張は、懲戒免職処分に理由がな
いことから、本件処分もその理由を欠き、違法なもの
であるから、速やかに取り消されるべきであるという
ものである。
　これに対する審査庁の対応案としては、本件退職手
当不支給処分については、社会観念上著しく妥当性を
欠き、裁量権の範囲を逸脱または濫用したものとして
違法または不当なものとは認められず、当該審査請求
を棄却したいと考えているとの説明がありました。
　本件に対し、学校長等の管理監督責任については、
どのように考えているのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の事案が部活動の中で起こってい
る点を踏まえ、学校長には管理監督責任があるものと
考えている。
　一方、懲戒処分は勤務関係の存在を前提として行う
ことから、その関係が消滅したときは懲戒処分を行わ
ないこととなっている。元教職員の懲戒処分を行った
際、元校長は定年退職を迎えていたため、懲戒処分等
は行っていないとの答弁がありました。
　次に、これまで議会に諮問した事例はあるのか、ま
た、どのようなときに諮問するのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、地方自治法第206条第２項により、地
方公共団体の長は、審査請求がされた場合には、当該
審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会
に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなけれ
ばならないとされている。なお、退職手当支給制限処
分に関する審査請求がなされるのは、今回が初めての

事例であるとの答弁がありました。
　そのほか、審査請求人をサポートする機関の有無、
審理員を複数名指名する必要性などについて、質疑が
ありました。
　次に、諮問第２号「退職手当支給制限処分に関する
審査請求について」は、沖縄県教育委員会が行った退
職手当支給制限処分を不服として、沖縄県知事に対し
て行政不服審査法第２条及び地方自治法第206条第１
項の規定に基づき審査請求があったので、その裁決に
当たり、同条第２項の規定により議会に諮問するもの
である。
　審査請求人の主な主張は、審査請求人の行為は、懲
戒免職に相当する行為ではなく、退職手当の不支給も
相当ではない。仮に懲戒免職に該当するとしても、直
ちに退職手当全額を不支給処分とすることは行為と処
分の均衡性を欠き不相当であるから、本件処分は取り
消されるべきであるというものである。
　これに対する審査庁の対応策としては、本件退職手
当不支給処分については、社会観念上著しく妥当性を
欠き、裁量権の範囲を逸脱または濫用したものとして
違法または不当なものとは認められず、当該審査請求
を棄却したいと考えているとの説明がありました。
　本件に対し、これまでの懲戒免職処分を受け退職手
当不支給となった事例及び再発防止策について質疑が
ありました。
　これに対し、知事部局において懲戒免職処分を受け
た職員は、令和５年に１名、令和４年に１名、平成
25年から平成28年までの各年それぞれ１名の合計６
名で、全て退職手当は全額不支給となっている。
　再発防止策については、綱紀粛正に関する通知を行
うほか、人権ガイドブックを活用した児童生徒の人権
に関する校内研修、初任者研修及び管理者を対象とし
た研修等において服務規律の周知徹底を図っていると
の答弁がありました。
　次に、審査請求手続における処分庁及び審査庁のそ
れぞれの構成メンバーはどうなっているかとの質疑が
ありました。
　これに対し、処分庁は教育委員会となっている。庁
内の分限懲戒審査委員会は委員長の教育管理統括監の
ほか教育指導統括監、参事及び関係課長で構成されて
いる。当該委員会の審査を経た後は、教育長、医療関
係者及び教育関係者で構成する教育委員会に諮られる
こととなる。また、審査庁は知事となっており、不服
審査を所管する行政管理課の審理員が審理手続を行い
意見書を作成の上、知事に提出することとなるとの答
弁がありました。
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　採決の結果、諮問第１号及び諮問第２号の２件につ
いては、全会一致をもって、「本件は、これを棄却す
べきである。」と答申すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより諮問第１号及び諮問第２号の２件を一括し
て採決いたします。
　ただいまの諮問２件に関する委員長の報告は、いず
れの審査請求も「これを棄却すべきである」旨答申す
るものであります。
　お諮りいたします。
　ただいまの諮問２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、諮問第１号及び諮問第２号は委員長の報告
のとおり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　この際、日程第５　議員提出議案
第１号　相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行
事件に関する意見書及び日程第６　議員提出議案第２
号　相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件
に関する抗議決議を一括議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　小渡良太郎議員。

　　　〔議員提出議案第１号及び第２号　巻末に掲載〕

　　　〔小渡良太郎　議員登壇〕
○小渡　良太郎  議員　皆さん、おはようございま
す。
　ただいま議題となりました議員提出議案第１号及び
同第２号につきまして、米軍基地関係特別委員会の委
員により協議した結果、議員提出議案として提出する
ことに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して
提案理由を御説明申し上げます。
　まず、議員提出議案第１号の提案理由は、相次ぐ米
軍構成員等による女性への性的暴行事件について関係

要路に要請するためであります。
　それでは、朗読いたします。
　　　〔相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行
　　　　事件に関する意見書朗読〕
　引き続いて、議員提出議案第２号の提案理由につい
て御説明申し上げます。
　これも同様に、相次ぐ米軍構成員等による女性への
性的暴行事件について関係要路に要求するためであり
ます。
　朗読して説明を申し上げます。
　　　〔相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行
　　　　事件に関する抗議決議朗読〕
　以上で、提案の理由の説明は終わりますが、慎重に
御審議のほど、よろしくお願いいたします。そして、
御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
　なお、両議案につきましては、その趣旨を関係要路
に要請するため議会代表を派遣する必要があると委員
会で意見の一致を見ております。
　そのうち、県内の関係要路につきましては、米軍基
地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意見
の一致を見ておりますので、議長におかれましては、
しかるべく取り計らっていただきますようお願い申し
上げ、説明といたします。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
及び第２号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○中川京貴 議長　これより議員提出議案第１号「相
次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関す
る意見書」及び議員提出議案第２号「相次ぐ米軍構成
員等による女性への性的暴行事件に関する抗議決議」
の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
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御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第１号及び第２号は、原案の
とおり可決されました。

○中川京貴 議長　ただいま可決されました議員提出
議案第１号及び第２号については、提案理由の説明の
際、提出者からその趣旨を関係要路に要請するため議
員を派遣することとし、そのうち県内の関係要路につ
いては、米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもら
いたいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号及び第２号の趣旨を関係要路に
要請するため、議員５人を派遣するとともに、県内の
関係要路については米軍基地関係特別委員会委員を派
遣することとし、その期間及び人選については議長に
一任することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時25分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　この際、念のため申し上げます。
　本日から12日まで、及び16日から18日までの６日
間にわたって行われます代表質問並びに一般質問及び
議案に対する質疑につきましては、去る６月27日の
第３回各派調整会議において決定されました質問要綱
に従って行うことにいたします。
　また、一般選挙後初めての議会における質問を行う
に際し、議長として一言申し上げます。
　質問においては、議員の質問時間に加え、質問、答
弁を合わせた往復時間を設けており、規定の往復時間
を超過した場合、質問時間が残った状態であっても質
問は終了となりますので、説明員の皆様におきまして
は、答弁に際しては、簡潔に要点をまとめ、明瞭に答
弁していただくよう御協力をお願い申し上げます。

○中川京貴 議長　日程第７　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大議員。
　　　〔島袋　大　議員登壇〕
○島袋　　大 議員　おはようございます。

　沖縄自民党・無所属の会の島袋大でございます。
　会派を代表いたしまして質問を行いますけれども、
質問に入る前に若干所見とともに我が会派の考え方を
申し述べたいと思っております。
　６月16日、第14回沖縄県議会議員選挙が投開票さ
れました。その結果、自民党20議席と1980年以来の
大躍進を遂げまして、そして公認した候補者全員が当
選したことは復帰後初めてのことであり、まさに歴史
的な勝利を得ることができました。友党である公明党
さんや無所属の皆さん、そして維新の皆さんを合わせ
ますと28議席となり、我々が当初目標に掲げました
自公で過半数という結果を達成することができまし
た。
　私は常々、政治は結果、結果を出す政治が重要だと
訴えてまいりました。今回の選挙では、まさに与野党
が一致して玉城県政２期目の中間評価として戦いを繰
り広げました。その結果、玉城県政に批判的な勢力が
多数を占め、これはまさに玉城県政に対して県民が
ノーを突きつけた。この事実は誰にも否定のしようが
なく、この民意は決して揺るがないものであります。
　昨年度、令和５年度を振り返ってみますと、９月議
会に我々が提出した玉城知事に対する問責決議でも触
れたとおり、10億円にも及ぶ国庫補助金の請求ミス
に始まり、相次ぐ重大な不祥事が続発しました。私た
ちはその玉城県政の県政運営に対する姿勢について、
言論を軽んじる、県民を軽んじる、職員を軽んじる、
憲法を軽んじる、そして議会を軽んじる、こうした全
くもって軽薄千万な姿勢は県政の崩壊の始まりであり
ますと、このように断じてまいりました。しかしなが
ら、玉城知事はこうしたもろもろの不祥事に対して自
らの給与を減額して責任を取ろうとする一方で、自身
のボーナスを引き上げる、まさにプラス・マイナス・
ゼロ、このような態度を取ったわけであります。こう
いった姿勢では誰が鑑みても県民の理解が得られない
のは当然至極であります。
　知事、今回の県議選の結果は、知事自らが招いた結
果であります。オウンゴールなんですよ。そこら辺を
ぜひ自覚していただきたい。このようにまず申し上げ
たいと私は思っております。
　沖縄県民の皆さん、皆さんには極めて良識的な判断
をしていただいたと思っております。新聞、メディア
では、我々がどれだけ核心を突いた追及をしても主
立った報道はなされず、結果として知事は守られてき
たわけですけれども、今やテレビや新聞ではなくイン
ターネット、とりわけＳＮＳでの情報拡散、これがい
い意味でも悪い意味でもメディアの潮流となってきて
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いると思っております。
　私ども沖縄自民党・無所属の会としては、日々の議
会活動のみならず、政策実現の過程などについてＳＮ
Ｓなどで発信力を強化してまいります。ぜひとも我々
の活動を見ていただき、沖縄の未来を語り、つくって
いく力があるのは一体どこなのか、ということを考え
ていただきたいと私は思っております。
　さて、第６次となります沖縄振興計画、２年後に中
間見直しを控えておりますけれども、翁長・玉城県
政、この10年間で果たして沖縄県民の経済状況、生
活は向上したと言えるでしょうか。コロナ禍の４年
間、これは県民、国民にとって大変苦しい時期であり
ました。これを乗り越えることができた、その努力に
は敬意を表したいと思っております。しかしながら、
この10年間の総合評価として革新県政の目立った実
績を挙げるとするならば、普天間飛行場の辺野古移設
に最後まで反対を貫いて裁判闘争に明け暮れ、反面で
最高裁判所の判決には従わず、地方自治の施行以来初
めてとなる代執行の実例をつくった、その１点だけだ
と私は思っております。一体全体、誰のために政治を
やっているんでしょうか。玉城知事、あなたはもはや
そのことすら判断できない、そのような状況に陥って
いるんじゃないですか。玉城知事、我々はあなたの目
を覚まさせなくてはならないと思っております。その
責務を県民から負託されたんですよ。そして、目が覚
めたならば知事、あなたはこう思うことでしょう。翁
長知事の後継者として立候補を決意し、そして当選を
果たしたあの日に帰りたいというふうに思ってくると
思っております。しかし、後戻りはできません。我々
も前を向いて進むしかないのです。県民の皆さん、
我々と共に沖縄の未来、時代を共に切り開いていきた
いと私どもは考えております。
　それでは質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、県議会議員選挙の結果について。
　ア、今回の県議会議員選挙は玉城県政の２期目の中
間評価と位置づけ与野党が戦った選挙であった。県民
の民意はまさに玉城県政に対してはノーを突きつけた
ものであります。今回の県議会議員選挙の結果に対す
る知事の受け止め方について伺います。
　イ、選挙戦では県民経済・生活の再構築が支持され
たのではないか。基地問題も大きな争点とならず、辺
野古移設反対にしがみついてきたこれまでの路線から
の転換が求められていると考えますけれども、知事は
どのように対応していくのか伺います。
　(2)、名護市安和における車両死傷事故についてで

あります。
　ア、事故の原因について、県警本部長及び玉城知事
はそれぞれどのようにお考えを持っていますか、伺い
たいです。
　イ、今回の事故に先立って、沖縄防衛局はまさに事
業者が通行妨害をどうにかしてくれとの要請を北部土
木事務所に毎日行っていることを確認いたしました。
県はどのような対応をしたのか伺います。
　ウ、今回事故があった安和桟橋の管理者である琉球
セメントから北部土木事務所に対し、令和４年12月
９日から何度も何度も抗議者が事故に巻き込まれない
ようにガードレールを設置してほしい、それが駄目な
らこちらで設置をしたいと連絡をしているというふう
に確認しております。県はそれに対してどのような対
応をしたのか伺います。
　エ、令和６年６月26日、本部港本部地区の港湾施
設使用に係る連絡会から、知事に対して安全対策に対
する申入れが行われておりますけれども、どのような
対応をしたのですか、伺いたいと思います。
　(3)、子ども給食費無償化についてであります。
　ア、県議会議員選挙の投開票を目の前にした発表の
タイミングは臆測を呼んでおります。なぜあのタイミ
ングだったのか、知事に伺いたいです。
　イ、発表後、市長会・町村会からは県の案への批判
が強まりました。市町村との十分な調整がないまま見
切り発車的に物事が進んでいる状況は異常だと思って
おります。県はどのように事態を収拾していくのか伺
います。
　ウ、現時点でどのような制度設計を市町村に説明
し、その財源はどのように確保していく考えなのか伺
います。
　エ、こども園（幼稚園）における給食費まで無償化
を徹底することはできないのか。実現の方向性につい
て、県の見解を伺います。
　(4)、水道料金の値上げについてであります。
　ア、企業局が10月から値上げすることに伴い、市
町村においても値上げを余儀なくされていると思いま
すけれども、各市町村における水道料金の状況につい
て伺います。
　イ、一度に30％にも及ぶ値上げに至った要因と企
業局内でどのような議論がなされた結果、値上げをや
むなしという結論に至ったのか伺いたいです。
　ウ、値上げを抑制する手だてはほかにないのか伺い
たいです。
　(5)、酪農・畜産業支援についてであります。
　ア、県は和牛繁殖農家の窮状をどのように捉えてい
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るのか、その上で必要な支援策が十分に行き届いてい
ると考えているのか伺いたいです。
　イ、令和６年３月13日、知事宛てに農家の方から
要望書が提出されていると思っております。この要望
は一農家の意見ではなく、中部、南部地域合わせて数
十名からの聞き取りや意見交換を行い、それを集約し
たものだと私は説明を受けております。こうした要望
に対して、県はどのような対応を取る考えなのか伺い
たいです。
　ウ、農家の経営基盤を立て直すためにも、農家の損
益分岐点を下回った25か月前に遡り、減収補塡のた
めの支援策を行うことはできないのか伺います。
　エ、肉用牛経営相談窓口が設置されていますけれど
も、経営継続のための貸付相談などに対応しているの
か。実際ＪＡからは、1000件を超える相談がＪＡに
来ていると聞いておりますけれども、具体的な対応状
況について伺いたいです。
　(6)、知事は任期満了で退任した島袋政策調整監の
後任に、小川和美氏（元豊見城市副市長）を充てる人
事を決定しているというふうに聞いておりますけれど
も、人選の理由と経緯について伺います。
　２、子ども・子育て政策についてであります。
　(1)、こども未来部について。
　ア、こども未来部を設置した意義と狙いについて伺
います。
　イ、こども未来部の人事配置では、過去に子ども関
係部局で経験を積んだ人員を配置するなど、より質の
高い業務執行を図る考えなどがあるのか伺います。
　ウ、令和６年度のこども未来部関連予算は令和５年
度と比較してどのようになっているのか伺いたいと
思っております。
　(2)、保育行政についてであります。
　ア、本県における保育所待機児童の現状について伺
います。
　イ、今議会に認定こども園における保育士配置基準
の見直しに関連する条例改正案が提案されていますけ
れども、76年ぶりという配置基準見直しを受けて、
保育所などへの保育士配置が実際に進む見通しはある
のかどうか伺いたいです。
　ウ、保育士不足の現状と対策について伺います。
　エ、放課後児童クラブにおける待機児童の現状と課
題について伺います。
　オ、こども誰でも通園制度（仮称）の本格実施に当
たっての課題について伺います。
　カ、国は令和８年度までに児童発達支援センターに
ついて市町村または圏域に１つ設置するよう求めてい

ると思いますけれども、県は設置に当たって財政的・
技術的支援を行う考えはあるのか伺います。
　(3)、子どもの貧困対策についてです。
　ア、子どもの貧困対策について、基金を活用した事
業など多くの予算が組まれてきた経緯がありますけれ
ども、これまで行われてきた対策の総括について伺い
ます。
　イ、困窮世帯の割合が悪化するなど、玉城県政下に
おける子どもの貧困対策は失策が多いように見受けら
れます。今この機会に、方法論を含めて施策全体の見
直しを図るべきではないですか。伺いたいと思いま
す。
　３、離島・過疎地域の振興について。
　(1)、離島の定住条件の整備についてであります。
　ア、公営住宅、民間住宅を含めて離島における住宅
供給は厳しい環境にさらされています。東京都施行型
都民住宅のように、公営住宅法に基づかない独自の公
的賃貸住宅の提供を検討できないか伺います。
　イ、今やインターネットは公共性を帯びたインフラ
といっても過言ではなく、誰もがストレスなくアクセ
スできる環境を整えることが公の責務であると考えま
す。離島地域、さらに津堅島や久高島などにおいても
ブロードバンドや５Ｇなどの通信インフラを着実に整
備すべきであると思いますけれども、県の取組を伺い
ます。
　ウ、昨年度の国の補正予算において離島における無
電柱化の推進予算が計上されておりますけれども、離
島地域における無電柱化の推進状況はどうなっている
か伺います。
　エ、命に関わる水源を安定的に確保することは必須
条件であり、なおかつコストを県全体で分かち合う水
道広域化の取組について伺います。
　オ、離島における廃棄物処理の共同・広域連携に向
けた取組と課題について伺います。
　(2)、物流コスト・移動コストについてでありま
す。
　ア、島嶼圏において、地理的・構造的不利性に起因
する物流コストの増加が永遠の課題となっております
けれども、この物流コストを低減することに資する施
策について、県はどのように取り組んでいるのか伺い
ます。
　イ、物流に加え、人の移動コストも重くのしかかっ
ております。離島住民の足は航路・空路に限られてい
るため、コスト低減に係る取組が重要でありますけれ
ども、県の考えを伺います。
　(3)、離島における医療・介護サービスの確保につ
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いてであります。
　ア、ユニバーサルサービスとして離島における医
療・介護サービスを確保するには、それぞれの従事者
確保が必要でありますけれども、県として離島の医
療・介護従事者確保をどのように工夫して取り組んで
いるのか伺います。
　イ、県が進める消防防災ヘリの導入については一部
市町村から異論が出ていると聞いておりますけれど
も、離島地域をカバーする仕組みづくりも今後重要と
なると考えられます。現時点で消防防災ヘリ導入の見
通しはどうなっているのか伺います。
　(4)、伊是名・伊平屋地域の振興について。
　ア、伊是名・伊平屋架橋事業については、課題の検
討が続いている状況にありますけれども、具体的な進
捗はあるのかどうか伺います。
　イ、伊平屋空港整備事業について、こちらも具体的
な進捗があるのか伺います。
　(5)、伊江島空港の活用可能性についてでありま
す。
　ア、北部テーマパークの開業に伴い、多くの観光
客・県内客の利用が見込まれる一方で、対応できるだ
けの道路網整備が追いつくのかどうか不安視する声も
あります。実質的に休港となっている伊江島空港の活
用可能性、滑走路整備・延長の検討状況について伺い
ます。
　イ、伊江島空港の再整備を前提とする伊江島と沖縄
本島との間、約５キロメートルを連絡するため、一部
では沈埋トンネルの提案もなされているようでありま
すけれども、土木建築部としてどのように受け止めて
いるのか伺います。
　４、産業振興についてであります。
　(1)、足元の県経済とイノベーションについて。
　ア、コロナ禍が明けたものの、歴史的な円安環境が
続き、日銀の金融政策も転換期を迎えております。足
元の本県経済は全体としてどのような基調にあるのか
伺います。
　イ、原材料の多くを県外からの移入に頼らざるを得
ない本県において、輸入物価高騰が県内企業に与える
負の側面について、県としてどのように捉えているの
か伺います。
　ウ、これまでのリゾテックおきなわの取組と効果に
ついて伺います。
　エ、県が中心となる、おきなわスタートアップ・エ
コシステム・コンソーシアムでは、おおむね2027年
度までに資金調達額100億円、企業評価額100億円以
上の企業を10社、スタートアップ企業数200社という

数値を目標に掲げたが、現時点での達成状況及び課題
について伺います。
　(2)、ものづくり産業の振興についてであります。
　ア、ものづくり振興に関する県の基本的な考え方に
ついて伺います。
　イ、製造業について、後背地がない沖縄県では不利
性が高いと思われますけれども、一方で食品加工など
原材料を地元で調達可能な産業分野もあり、戦略的に
企業進出が促進される取組を進めるべきと考えますけ
れども、県の見解を伺います。
　(3)、本県の海洋政策について。
　ア、昨年度実施した海洋政策検討基礎調査の結果の
概要について伺います。
　イ、海洋島嶼圏である本県において、多くの産業分
野において海洋との関わりを避けて通ることはできま
せん。その意味で、本県が独自に海洋計画を策定する
意義は大きいと考えますけれども、基礎調査での結果
を踏まえて、県の考え方は従来から変わったのかどう
か伺います。
　(4)、人手不足について。
　ア、様々な産業分野で人手不足が叫ばれている一方
で、産業別に労働市場を見てみると、求人数と就職希
望数とのギャップが産業間で大きく開いているのが現
状でありますけれども、県はこの状況をどのように認
識しているのか伺います。
　イ、このような労働市場の状況も踏まえながら、人
手不足解消に向けた官民連携の取組について伺いま
す。
　５、人材育成と教育行政についてであります。
　(1)、青少年健全育成について。
　ア、青少年による薬物乱用防止対策と課題について
伺います。
　イ、特殊詐欺に関わる少年犯罪の抑止策について伺
います。
　(2)、学力等向上対策について。
　ア、ＧＩＧＡスクールの実施におけるタブレット端
末の更新時期が近づいているが、原則自己負担となっ
ております。購入費用が家計に重くのしかかる状況に
あるが、費用補塡について検討する考えはないか伺い
ます。
　イ、非認知能力の育成については学力向上とともに
重要なファクターでありますけれども、学校現場にお
ける具体的な取組はどのようなものがあるのか伺いま
す。
　ウ、児童生徒の学習機会の確保について、離島児童
生徒支援センターの果たしている役割は大変大きいと
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考えます。加えて、北部地域におけるさくら寮の支援
拡充についても前向きに検討すべきと考えますけれど
も、離島過疎地域における学習機会の確保に関する目
下の課題について伺います。
　(3)、対馬丸事件から80年の節目となる今年、平和
学習を進める上で知事はどのように受け止めている
か、慰霊祭への県の関わり方について伺いたいと思っ
ております。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　それでは、島袋大議員の御質問にお答えいたしま
す。
　まず、知事の政治姿勢についての御質問の中の１の
(2)のア、安和桟橋における事故の原因についてお答
えいたします。
　名護市の安和桟橋付近において、抗議活動中の市民
と警備員がダンプトラックに巻き込まれる事故が発生
したことについては、県民の安全に責任を持つ者とし
て極めて遺憾であります。お亡くなりになった警備員
の方に対し、謹んで哀悼の意を表しますとともに、重
症を負った方に対しては、一日も早い回復を心から
祈っております。
　沖縄県としては、沖縄防衛局に対し、事故原因が究
明され、安全対策がされるまでの間は土砂搬出作業を
中止するよう求めたところであり、７月１日、林官房
長官から、土砂の運搬作業について名護市安和桟橋と
本部町本部港塩川地区の２か所で中断するとともに、
防衛省で警備の在り方を含め、状況の把握、再発の防
止に努めると説明がなされております。なお、事故原
因については、現在警察において検証中であると認識
しており、答弁については差し控えたいと思います。
　次に１の(3)のア、学校給食費無償化の発表のタイ
ミングについてお答えいたします。 
　学校給食費の無償化につきましては、昨年度、県教
育委員会において制度設計の基礎資料とすべく、小中
学生のいる保護者を対象に学校給食実態調査を行いま
した。今年度、同調査の結果がまとまり、また、これ
まで得られました市町村の意見を踏まえ、関係部局間
において検討を重ねてきた結果、５月に沖縄県として
取組方針を決定いたしました。今般の取組方針の発表
については、令和７年４月からの円滑な実施に向け、
市町村との意見交換を図る期間や県・市町村双方の予
算編成等のスケジュールを勘案し行ったものでありま

す。
　次に、子ども・子育て政策についての御質問の中の
２の(1)のア、こども未来部の設置意義と狙いについ
てお答えいたします。
　国においては、昨年度、こども家庭庁が創設される
とともに、幅広い子ども施策を総合的に推進するた
め、こども大綱が策定されたところです。また、今年
４月には困難な問題を抱える女性への支援に関する法
律が施行され、施策の充実が求められています。
　沖縄県としましては、これらの動きに適切に対応す
るとともに、子どもに関する施策を一体的に取りまと
めた沖縄県こども計画（仮称）を今年度新たに策定す
ることとしております。こども未来部を新たに設置
し、全ての子どもたちが夢や希望を持って成長できる
社会、若者が結婚、妊娠・出産、子育てに夢や希望を
感じられる社会、女性がそれぞれのライフステージの
中で持てる力を十分に発揮・活躍できる社会、また、
様々な事情から女性が直面する困難を解消し、安心し
てかつ自立して暮らせる社会、それらの実現を目指
し、子ども、若者及び女性に関する施策を集中的に、
より積極的に展開してまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(1)のア、県議会議員選挙の結果についてお
答えいたします。 
　今回の県議会議員選挙の結果については、それぞれ
の候補者が自らの考え方に従って掲げた公約を踏ま
え、県民が判断したものと認識しております。
　同じく１(1)のイ、これまでの路線からの転換につ
いてお答えいたします。
　知事は、これまでも「県経済と県民生活の再生」、
「子ども・若者・女性支援施策のさらなる充実」、
「辺野古新基地建設反対・米軍基地問題」を県政の重
要課題と位置づけ、全力で取り組まれております。引
き続き県民に対し、県の施策について丁寧に説明し、
県勢発展のため知事を先頭に取り組んでまいりたいと
考えております。
　同じく１(6)、政策調整監の人事についてお答えい
たします。
　政策調整監は、高度な政策判断及び困難な対外折衝
等を要する重要な政策課題について、庁内や関係機関
との調整など、知事が特に命ずる事項を担っていただ
くこととしております。このため、豊富な行政経験や



- 32 -

高度な政策判断能力、幅広い人脈などを有することが
求められると考えております。新しい政策調整監につ
いては、可能な限り早期に任用したいと考えておりま
すが、現在条例等に基づき選考手続を進めているとこ
ろであり、候補者の詳細については答弁を控えたいと
思います。
　次に３、離島・過疎地域の振興についての中の(3)
のイ、消防防災ヘリ導入の見通しについてお答えいた
します。
　消防防災ヘリの導入については、県及び全市町村で
構成する協議会において議論を重ねてまいりました。
同協議会で可決された議案について、現時点で承認を
いただけていない石垣市及びうるま市へ個別に説明を
しているところです。去る６月26日には石垣市長と
面談し、機体については先島や大東地域まで航続可能
であり、消火や救助など幅広い任務に活用可能な中型
機とすること、離島地域でも様々な任務に活用できる
ことなどを説明したところです。
　県としましては、引き続き丁寧な説明を行い、消防
防災ヘリ導入に向けて取り組んでまいります。
　次に５、人材育成・教育行政についての中の(3)、
平和学習を進める上での対馬丸事件の受け止めについ
てお答えいたします。
　今年は対馬丸事件から80年の大きな節目を迎えま
す。対馬丸事件は、沖縄から九州方面へ向かう疎開船
が米潜水艦の攻撃により沈没し、多くの学童が犠牲と
なった事件であり、沖縄戦の悲劇の象徴として語り継
がれています。県においては、対馬丸事件の記憶を風
化させることなく次世代に継承するため、生存者や犠
牲者が流れ着いた鹿児島県宇検村との間で小中学生の
交流による平和学習に取り組んでいるところです。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、沖縄
戦の実相と教訓の次世代への継承に向け、平和教育の
一層の充実に努めてまいりたいと考えております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、知事の政治姿勢につい
ての質問のうち(2)のア、名護市安和における車両死
傷事故の事故原因についてお答えをいたします。
　本件は、本年６月28日午前10時13分頃、名護市安
和の国道449号上において、会社員の男性が運転する
大型貨物自動車が安和港出口から本部町向け左折進行
中、大型貨物自動車の進路上に出た女性及び警備員と
衝突した事案であります。警備員は頭を強く打ち死亡
し、女性は両足骨折等の重傷を負っております。事故

原因等、詳細につきましては捜査中であります。
　県警察といたしましては、必要な捜査を行い、事故
原因等の究明を図ってまいりたいと考えております。
　次に５、人材育成・教育行政についての御質問のう
ち(1)のイ、特殊詐欺に関わる少年犯罪の抑止策につ
いてお答えをいたします。
　県警察では、少年の非行防止や犯罪被害防止等を目
的に学校へ警察官等を派遣して安全学習支援授業を
行っております。特殊詐欺などの犯罪実行者募集、い
わゆる闇バイトについては、この安全学習支援授業の
中でインターネット上の短時間、高収入という言葉を
信じて受け子や出し子として利用される危険性がある
ことを伝え、闇バイトに関わらないための注意喚起を
行っております。また、ＳＮＳやコミュニティーＦＭ
放送局等を活用した広報啓発活動も併せて行っている
ところであります。
　県警察といたしましては、今後も教育委員会等関係
機関と連携して、安全学習支援授業などを積極的に推
進し、少年の健全育成に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)のイ、事業者等からの対応依頼についてお
答えいたします。
　本部港旧塩川地区に関して、港湾利用者から北部土
木事務所に対し、土日祝祭日を除く毎日、船の接岸状
況、ダンプの滞留状況及び市民団体の状況などの電話
連絡があります。港湾施設内を支障のないように歩行
することを規制することはできないものと考えており
ます。また、安和桟橋に関しては、沖縄防衛局や事業
者からの連絡はありません。
　安和桟橋付近の歩行者については、指導等を行う法
的根拠がないことから、県において対応を行うことは
困難と考えております。
　次に同じく１の(2)のウ、歩道へのガードレール設
置要望等への対応についてお答えいたします。
　令和４年12月に事業者から安和桟橋入り口付近の
安全対策として、道路管理者によるガードレール設
置について問合せがありました。また、令和５年６月
には、道路法第24条に基づき、事業者の負担により
ガードパイプを設置したいとの照会がありました。北
部土木事務所では、当該箇所は歩道であることから
ガードレールの設置の予定はないこと、事業者による
ガードパイプの設置は、歩行者の横断を制限すること
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等から同法第24条に基づく承認はできない旨を回答
しております。
　次に同じく１の(2)のエ、本部港旧塩川地区の安全
対策に関する申入れへの対応についてお答えいたしま
す。
　先月26日、本部港本部地区（旧塩川地区）におけ
る港湾施設使用に係る連絡会から、立入禁止看板の
設置等、同地区における安全対策の申入れがありまし
た。申入れに対する県の対応については、現場の状況
も勘案しながら慎重に検討してまいりたいと考えてお
ります。
　次に３、離島・過疎地域の振興についての(1)の
ア、公営住宅法に基づかない公的賃貸住宅の提供につ
いてお答えいたします。
　公営住宅法に基づかない公的賃貸住宅の一つに、国
土交通省の補助事業として地域優良賃貸住宅制度があ
ります。同制度は、子育て世帯や高齢者世帯など地域
における居住の安定に特に配慮が必要な世帯を対象と
して、民間事業者や地方公共団体などに対し、整備費
助成及び家賃低廉化助成を行うものであります。県
は、同制度が活用できるよう市町村に対して情報提供
や助言を行っております。
　次に同じく３の(1)のウ、離島の無電柱化の取組状
況についてお答えいたします。
　無電柱化については、防災性の向上、安全で快適な
歩行空間の確保及び良好な景観の形成等を目的として
おります。令和６年度の離島地域における県管理道路
の無電柱化については、令和５年度国土強靱化に資す
る補正予算も活用し、宮古管内の平良久松港線及び八
重山管内の国道390号等、10区間で実施しておりま
す。整備に当たっては、電線管理者等の理解・協力が
不可欠であることから、引き続き関係者との合意形成
に努め、無電柱化を推進していきたいと考えておりま
す。
　次に同じく３の(4)のア、伊平屋・伊是名架橋の検
討状況についてお答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋の整備については、多くの課題
が明らかとなっており、建設工事費の縮減等について
調査研究に取り組んできたところであります。これま
でに環境調査や建設工事費の精度向上を目的に、深浅
測量及び土質調査等の現地調査を実施しております。
令和６年度は、これまでの調査結果等を踏まえ、事業
化の可能性を検討してまいりたいと考えております。
　次に同じく３の(4)のイ、伊平屋空港整備事業につ
いてお答えいたします。
　伊平屋空港については、これまでの検討から航空需

要や就航する航空会社の確保などの課題が明らかと
なっております。今後も伊平屋村、伊是名村と連携し
ながら需要の確保、航空会社の就航意向取付けなどの
課題解決に取り組み、早期事業化を図っていきたいと
考えております。
　次に同じく３の(5)のアのうち、伊江島空港の滑走
路整備・延長の検討状況についてお答えいたします。
　伊江島空港は、昭和50年７月に開催された沖縄国
際海洋博覧会関連事業として建設されましたが、昭和
52年２月に定期便の運航が休止しております。伊江
島空港の施設整備については、定期便就航の条件や具
体的な航空会社の就航計画を踏まえ検討していきたい
と考えております。
　次に同じく３の(5)のイ、伊江島と沖縄本島をトン
ネルで連絡する提案への県の認識についてお答えいた
します。
　伊江島と沖縄本島間をトンネルまたは橋梁で連絡す
る道路整備の提案があることは承知しております。一
般的に、海中トンネルは架橋に比べ技術上及び環境上
の課題、膨大な予算の確保など解決すべき多くの課題
が想定されることから、実現の可能性は低いものと考
えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、知事の政治姿勢についての
中の(3)のイ、学校給食費無償化に係る市町村との調
整等についてお答えいたします。
　県においては、学校給食費の無償化に向け、持続可
能な制度となることを念頭に、予算規模や財源の在り
方等を含め、実施方法について検討を重ねてまいりま
した。今年度取りまとめた学校給食実態調査の結果や
市町村等の意見を踏まえ、学校給食費無償化に向けた
取組の第一歩として、取組方針を決定いたしました。
方針発表後の６月６日及び翌７日に行った市町村長と
の意見交換等を踏まえ、取組方針に修正を加え、その
後、市町村教育委員会等に対する説明及び意見交換を
行ったところであります。今後はそれらの意見等を踏
まえ、詳細な制度設計を行い、令和７年４月からの実
施に向けて取り組んでまいります。
　同じく(3)のエ、幼稚園における無償化の方向性に
ついてお答えいたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組の
第一歩として、今年度取りまとめた学校給食実態調査
の結果や市町村の意見も踏まえ、教育費の負担の大き
い中学生のいる世帯を対象に中学３年間の補助を行う
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こととしたところであります。今後の拡充につきまし
ては、その効果検証や国の無償化制度の動向等を踏ま
え検討してまいります。
　続きまして５、人材育成・教育行政についての中の
(2)のア、ＧＩＧＡスクール構想により整備されてい
るタブレット端末の更新についてお答えいたします。
　国においては、ＧＩＧＡスクール構想の第２期が進
められており、各都道府県に基金を造成し、市町村と
の共同調達を行うことで、令和６年度から10年度に
かけて端末を計画的に整備することとなっておりま
す。
　県教育委員会としましては、市町村の整備実績に応
じて基金を活用して補助金を交付するなど、計画的・
効率的に整備が行われるよう支援に努めてまいりま
す。
　同じく(2)のイ、非認知能力の育成についてお答え
いたします。
　社会変化の加速により、将来を見通すことが難しい
現代社会においては、意欲、計画性、協調性といっ
た、数値では表すことのできない非認知能力の育成が
より一層求められております。現在小中学校において
は、児童生徒が日々の授業の中で解決策を自ら思考
し、他者と協働しながら粘り強く取り組む活動を通し
て、非認知能力の育成に努めているところでありま
す。
　県教育委員会としましては、今後とも児童生徒の生
きる力の土台となる重要な能力である非認知能力の育
成に努めてまいります。
　同じく(2)のウ、離島児童生徒支援センター等への
支援拡充についてお答えいたします。
　沖縄県離島児童生徒支援センターの令和６年５月１
日現在における入寮状況は、定員120名に対して115
名が入寮しております。令和３年度からは、空き室へ
の特例入舎を含め公募したところ、最終的に入寮を希
望する全ての生徒を受け入れております。さくら寮の
令和６年５月１日現在における入寮状況は、定員60
名に対して44名が入寮しており、運営については今
年度に補助金を増額したところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き生徒が安心し
て学業に励むことができるよう、教育環境の整備に取
り組んでまいります。
　以上でございます。
　失礼いたしました。
　答弁漏れがございましたので、答弁をさせていただ
きます。
　１、知事の政治姿勢についての中の(3)のウ、学校

給食費無償化の財源等についてお答えいたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組の
第一歩として、令和７年度から県内41市町村全てに
対して、中学生の学校給食費の２分の１相当額を補助
することとしております。
　財源につきましては、現在活用可能な国庫補助金等
を検討している状況ですが、活用できない場合は、最
終的に一般財源で対応することになるものと考えてお
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　４月にこども未来部長
を拝命いたしました真鳥と申します。
　誰一人取り残さないこどもまんなか社会の実現に向
けて、関係部局と連携し、全力で取り組んでまいりま
すので、議員の皆様の御指導、御 撻のほどをよろし
くお願い申し上げます。
　それでは、答弁させていただきます。
　１、知事の政治姿勢についての(3)のエ、こども園
における給食費の無償化の方向性についてお答えいた
します。
　こども園等の食材料費については、保護者が負担す
ることを基本としておりますが、ゼロ歳から２歳まで
の保育料無償化の対象となる非課税世帯等については
給食費の全てが、３歳以上の低所得世帯や多子世帯に
ついてはおかずなどの副食費が国・県・市町村の負担
により無償となっております。また県においては、物
価が高騰する中であっても、保護者に新たな負担を課
すことなく、これまでと同等の栄養バランスや量を
保った給食を提供できるよう、食材料費の高騰分に対
する支援を行うこととしております。
　県としましては、引き続き子どもの処遇向上に向け
必要な支援を行ってまいります。
　続きまして２の(1)のウ、こども未来部の歳出予算
についてお答えいたします。
　令和６年度こども未来部の一般会計歳出予算額は、
480億2614万2000円となっており、前年度と比較し
て35億8146万円、8.1％の増となっております。令
和６年度に増となった主な事業は、保育支援員配置に
対する補助など保育士の処遇向上のための保育対策総
合支援事業が約９億円、保育士配置加算等保育充実の
ための給付費を支弁する子どものための教育・保育給
付費が約８億円の増となっております。
　続きまして２の(2)のア、保育所等待機児童の現状
についてお答えいたします。



- 35 -

　本県における待機児童については、施設整備が進ん
だことにより９年連続で減少し、令和６年４月１日時
点で前年度から55人減少の356人となっております。
　続きまして同じく２の(2)のイ及び２の(2)のウ、
保育士配置基準の見直し、保育士不足の現状と対策に
ついてお答えいたします。２の(2)のイと２の(2)の
ウは関連しますので、一括してお答えいたします。
　国における３歳児から５歳児までの保育士配置基準
の改正を踏まえ、県条例についても本議会において改
正することとしております。しかしながら、令和５
年４月１日現在、県内保育所等の約21.7％に当たる
192施設においては、定員に必要な保育士420人が確
保できておりません。このため、国の改正基準におい
ては、地域の実情に鑑み、当分の間は従前の基準によ
り運営することも妨げないとする経過措置を設けてお
り、県条例案においても現場の混乱を避けるため特例
を設けております。国の改正基準に沿った配置を進め
るためには保育士確保が不可欠であることから、県と
いたしましては、引き続き新規の保育士の確保、潜在
保育士の就労支援及び保育従事者の処遇改善に取り組
んでいくこととしております。
　同じく２の(2)のエ、放課後児童クラブの待機児童
についてお答えいたします。
　令和５年５月時点の待機児童数は1076人と前年度
と比較して411人増加しており、施設整備や人材の確
保等が課題となっております。このため、県において
は、施設整備に対する補助や支援員の資格取得に係る
研修等に取り組んでおります。また、今年度は次期市
町村子ども・子育て支援事業支援計画の策定年度と
なっており、市町村において地域のニーズを踏まえつ
つ必要な取組について検討がなされているものと考え
ております。
　県といたしましては、引き続き市町村と連携して、
待機児童解消に取り組んでまいります。
　同じく２の(2)のオ、こども誰でも通園制度（仮
称）の課題についてお答えいたします。
　こども誰でも通園制度（仮称）は、保護者の就労要
件を問わず一定の利用時間の範囲で柔軟に利用できる
制度となっており、昨年度末から試行的に実施され、
県内では今年度那覇市及び浦添市が実施する予定と
なっております。本制度は、令和８年度から全自治体
で実施する予定となっておりますが、待機児童や保育
士不足等が生じている市町村においては導入に課題が
あると考えております。国においては、同制度の本格
実施に向けて検討会で議論を進めており、県といたし
ましては、国の動向を注視しつつ、市町村と連携して

制度導入が円滑に進められるよう取り組んでまいりま
す。
　同じく２の(3)のア、子どもの貧困対策の総括につ
いてお答えいたします。
　県においては、子どもの貧困対策計画に基づき、子
どものライフステージに即した切れ目のない総合的な
支援を展開しており、保育所等待機児童数の減少、放
課後児童クラブ利用料の低減、小中学生の基礎学力の
向上など一定の成果が見られたところです。また、令
和４年度からの第２期計画では、子どもの貧困対策推
進基金を積み増し、ヤングケアラー等に対する寄り添
い支援や若年妊産婦の居場所設置など、新たな課題に
も対応し、総合的かつきめ細やかな支援に取り組んで
いるところです。
　続きまして同じく２の(3)のイ、子どもの貧困対策
の見直しについてお答えいたします。
　令和５年度の子ども調査においては、昨今の物価高
騰が県民生活に大きな影響を及ぼしていることが推察
される一方、困窮世帯の割合が20.2％と、令和３年
度調査時から３ポイント改善が見られております。ま
た、こども医療費助成制度では、令和４年４月から通
院対象年齢を小中学生までに拡大し、現物給付を実施
したことにより、経済的理由による受診抑制が減少す
るなど一定の効果を上げていると考えられます。
　県といたしましては、支援が必要な子どもに必要な
支援が行き届くよう、新設したこども未来部を中心に
全庁的な取組を強化するとともに、子どもの貧困対策
を含めた子ども施策を一体的に取りまとめた沖縄県こ
ども計画（仮称）を策定し、より効果的な施策を推進
してまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　１、知事の政治姿勢
についての(4)のア、市町村における水道料金の状況
についてお答えします。
　水道料金については、水道法に基づき、受益者負担
の原則にのっとった独立採算制を基本に各水道事業者
において金額が設定されております。県企業局が令和
６年10月から予定している水道料金の改定を受けて
料金改定を行った水道事業者は、今のところない状況
です。
　県としましては、各水道事業者に対し、健全な経営
が確保できる公正妥当な水道料金の設定を助言してま
いりたいと考えております。
　続きまして３、離島・過疎地域の振興についての
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(1)のエ、水道広域化の取組状況についてお答えしま
す。
　県は、離島における水道の基盤強化を図るため、水
道広域化のステップ１として、令和７年度までの完了
を目指し、本島周辺離島８村の水道広域化に取り組ん
でおります。これまでに、平成30年３月に粟国村、
令和２年３月に北大東村、令和３年３月に座間味村阿
嘉・慶留間地区、令和４年８月に伊是名村、令和５年
２月に南大東村、令和５年11月に伊平屋村で県企業
局による水道用水の供給が開始されたところです。引
き続き関係機関と連携して、水道広域化に取り組んで
まいります。
　同じく(3)のア、医療・介護従事者の確保策につい
てお答えします。
　離島における医療・介護従事者確保の取組につきま
して、医師については自治医科大学への学生派遣、琉
球大学医学部地域枠、県立病院における専攻医の養成
等に取り組んでおり、看護職員については、看護師養
成所の運営費補助や離島の看護職員確保のため民間医
療機関への補助事業等を実施しております。コメディ
カルについては、医療機関における各職種の実態把握
に努めるとともに、関係団体と連携を図りながら人材
確保に取り組んでおります。また、介護職員について
は、島外からの介護専門職受入れ費用の補助や外国人
介護人材のマッチング支援事業等を実施しておりま
す。
　次に５、人材育成・教育行政についての(1)のア、
青少年の薬物乱用防止対策と課題についてお答えしま
す。
　我が国は現在、大麻乱用期の渦中にあると言われて
おり、特に若年層の乱用が課題となっております。県
は、青少年の薬物乱用防止対策として、教育庁、県警
及び沖縄県薬物乱用防止協会等の関係機関、団体と連
携し、学校、地域における薬物乱用防止講習会や薬物
乱用防止街頭キャンペーン等を実施しております。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携を強化
し、青少年に対する薬物乱用防止対策を推進していき
たいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　４月１日付で企業局長に任命
されました宮城と申します。
　安全・安心な水を引き続き安定的に供給することが
できるよう、職員一丸となって取り組んでまいる所存
でございます。

　議員の皆様には御指導、御助言を賜りますよう、よ
ろしくお願い申し上げます。
　それでは御質問の１、知事の政治姿勢についての
(4)のイ、水道料金改定の要因等についてお答えいた
します。
　企業局では、北部地域の水源地と人口が集中する中
南部の消費地が遠く離れているため、増圧ポンプ場な
ど多くの水道施設を設置しており、近年の施設更新コ
ストの大幅な増加や電気料金の急激な上昇などの影響
を大きく受けて経営状況が悪化しております。これま
で経費削減などに取り組み、約30年間料金を維持し
てきましたが、これらの事業環境の変化に対応し、水
道用水の安定供給を継続していくため、料金を改定す
ることといたしました。改定料金については、地方公
営企業法等に基づき、能率的な経営の下における適正
な原価を基礎とし、外部有識者で構成する企業局経営
評価委員会等の意見も踏まえて設定したところであり
ます。
　同じく１の(4)のウ、水道料金の改定幅抑制につい
てお答えいたします。
　企業局では当初、令和６年４月から三十数円程度の
料金改定を予定しておりましたが、市町村等の意見・
要望等を踏まえ、改定時期を令和６年10月に半年延
期した上で、激変緩和のため段階的な改定を行うこと
とし、改定幅を令和６年10月から１立方メートル当
たり23円、令和８年４月から33円46銭としておりま
す。また、市町村等のさらなる負担軽減を図るため、
一般会計からの補助金を活用し、令和６年度中の料金
について、４円40銭の減免を行い、改定幅を18円60
銭に圧縮する予定としております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　１、知事の政治姿勢につ
いての中の(5)のア、繁殖牛農家の現状と支援策につ
いてお答えいたします。
　県では、畜産農家の経営安定を図るため、国が実施
する肉用子牛生産者補給金制度等に加え、令和４年度
より配合飼料購入費の一部補助や子牛競り価格下落に
対する補助等を実施しております。しかし、飼料価格
の高止まりや子牛価格の下落が続いていることから、
繁殖牛農家の経営状況は厳しい状況にあります。そこ
で県では、配合飼料購入費の補助拡充、子牛競り価格
下落に対する補助拡充に加え、優良繁殖雌牛の更新に
係る支援について今議会に計上しているところであり
ます。
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　県としましては、引き続き生産者や市町村、関係団
体と連携し、繁殖牛農家の経営安定に努めてまいりま
す。
　同じく(5)のイ、畜産農家からの要望への対応につ
いてお答えいたします。
　県は、厳しい経営状況にある畜産農家の現状や課題
を把握するため、県内各地域において積極的に意見交
換会等を実施しております。さらに今年３月には、各
地域において玉城知事の視察や意見交換を行ったとこ
ろ、要望書を含め畜産農家から多くの御意見をいただ
きました。その中で、最も要望の多かった配合飼料購
入費の一部補助、子牛競り価格下落に対する補助、優
良繁殖雌牛の更新に係る支援について17億8000万円
を今議会に計上しているところであります。
　県としましては、引き続き生産者や市町村、関係団
体と意見交換を行い、畜産農家の経営安定に向け取り
組んでまいります。
　同じく(5)のウ、畜産農家における減収補塡の支援
についてお答えいたします。
　県では、子牛競り価格の下落に係る補塡について、
国が実施する肉用牛子牛生産者補給金制度等に加え、
県独自の沖縄県和牛子牛生産者緊急支援事業を実施し
ております。畜産農家から要望が多く上がっている子
牛競り価格下落に対する補助拡充に加え、配合飼料購
入費の補助拡充、さらに優良繁殖雌牛の更新に係る支
援について今議会に計上しているところであります。
　県としましては、引き続き生産者や市町村、関係団
体と意見交換を行い、畜産農家の経営安定に向け取り
組んでまいります。
　同じく(5)のエ、肉用牛経営相談窓口の対応状況に
ついてお答えいたします。
　県内の肉用牛農家においては、子牛価格の低迷に加
え、飼料価格高騰により厳しい経営状況にあります。
県では、肉用牛農家の様々な相談に対応するため、家
畜保健衛生所に相談窓口を設置し、肉用牛経営緊急サ
ポート体制の強化を図っております。その中で、県、
市町村、ＪＡ、畜産振興公社等で構成するサポート
チームにおいて、資金相談等を含めた経営改善支援や
飼養管理技術支援に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き市町村、関係団体等と連
携して肉用牛農家の経営安定に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　４月１日に総務部長を拝命し
ました宮城でございます。

　各部局が施策を円滑に推進できるよう下支えに努め
てまいりたいと思います。引き続き、御指導賜ります
よう、よろしくお願いします。
　それでは、お答えいたします。
　２、子ども・子育て政策についての(1)のイ、こど
も未来部の人事配置についてお答えします。
　職員の人事配置に当たっては、人事評価その他の能
力の実証に基づき、適材適所の人事運用を徹底するこ
ととしており、特に県政の重要課題を所管する部署に
ついては、課題解決に向けて専門知識や能力、経験を
有する職員の重点配置を行っております。こども未来
部の新設に伴う人事配置については、旧子ども生活福
祉部の関係部署の職員を継続して配置したほか、社会
福祉、心理等の専門職の配置により、業務執行体制の
維持向上を図ったところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　この４月に生活福祉部長
を拝命いたしました北島智子と申します。
　県民の福祉の向上に生活福祉部の職員と共に全力で
取り組んでまいりたいと考えております。
　議員の皆様の御指導、御 撻のほど、よろしくお願
いいたします。
　それでは、島袋大議員の御質問にお答えいたしま
す。
　２、子ども・子育て政策についての御質問のうち
(2)のカ、児童発達支援センターの設置に向けた県の
支援についてお答えいたします。
　県では、児童発達支援センターを中心とした障害児
の支援体制構築に向け、障害福祉圏域アドバイザーを
配置し、市町村に対し設置に向けた指導助言等を行っ
ております。今年度は、さらに研修会を開催し、児童
発達支援センターを設置している市町村の取組紹介や
市町村職員間の意見交換会を開催する等、児童発達支
援センターの早期設置に向けた支援に取り組んでまい
ります。
　続きまして５、人材育成・教育行政についての御質
問のうち(3)、対馬丸慰霊祭についてお答えします。
　対馬丸慰霊祭は、対馬丸事件の犠牲者の慰霊を行う
ことを目的として、毎年８月22日に公益財団法人対
馬丸記念会が主催し開催されております。令和５年度
は、県から副知事が慰霊祭に参列し、犠牲者の御霊に
哀悼の誠をささげております。
　県としましては、対馬丸事件の記憶を風化させるこ
となく次世代に継承することは重要であると考えてお
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ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　この４月１日に企画部長を拝
命いたしました武田と申します。
　新・沖縄21世紀ビジョン基本計画はもとより、公
共交通、離島、科学技術、情報基盤、ＤＸなどの取組
を推進し、課題の解決に微力を尽くしてまいりたいと
思います。
　議員の皆様の御指導、御 撻のほど、よろしくお願
いいたします。
　それでは答弁させていただきます。
　３、離島・過疎地域の振興についての(1)のイ、離
島地域の通信インフラ整備の取組についてお答えいた
します。
　県では、離島地域など条件不利地域の情報通信環境
を確保するため、海底光ケーブル施設や光ファイバー
網の整備を推進してきたところであり、これにより県
内離島地域での光ファイバー網の整備率は99.1％と
なっております。一方、南北大東島の一部や津堅島、
久高島などにおいては、携帯電話や固定無線による各
家庭向けインターネット利用環境は提供されておりま
すが、光ファイバー網は整備されていないことから、
早期整備に向けて関係市町村と意見交換をしていると
ころです。
　同じく３、離島・過疎地域の振興についての中の
(2)のア、物流コスト低減に資する施策についてお答
えいたします。
　県では、離島の物流コスト低減に向けて、沖縄本島
から県内離島に輸送される石油製品の輸送費補助や船
舶の長期欠航時における南北大東島への航空輸送費補
助等を実施しております。また、離島市町村が円滑に
事業展開できるよう、沖縄本島の食品・日用品の価格
等についての調査を行うとともに、定期的に市町村と
意見交換会を開催し、情報交換を行っているところで
す。
　同じく３、離島・過疎地域の振興についての中の
(2)のイ、離島交通コスト低減に係る県の考えについ
てお答えいたします。
　県では、定住条件の整備を図る上で離島住民の交通
コストの負担を軽減することは重要と考えておりま
す。そのため、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事
業を実施し、離島住民等の航路及び航空路の運賃低減
を図っております。
　同じく３、離島・過疎地域の振興についての中の

(5)のア、伊江島空港の活用可能性についてお答えい
たします。
　県では、令和６年３月に、ヘリコプター等を含む県
内運航事業者に対し、ジャングリア開業を踏まえた就
航可能性についてアンケート調査を実施したところで
す。その結果、運航事業者からは、伊江島空港への就
航に当たり、機材繰り等の課題が示されております。
　県としましては、伊江島空港の利活用について、引
き続き伊江村や関係部局と意見交換してまいります。
　次に４、産業振興の中の(1)のア、県経済の動向に
ついてお答えいたします。
　本県経済は、令和５年度の国内観光客数が約727万
人と過去最多を更新するなど、観光需要の増加や雇用
情勢の持ち直しの動きが続いております。また、日銀
短観によると、６月調査の業況判断指数がプラス33
で８期連続のプラスとなっており、県では、直近の経
済動向を総合的に回復の動きが強まっていると判断し
ております。一方で、長引く人手不足や物価高による
影響には、引き続き注視していく必要があると認識し
ております。
　同じく産業振興の(3)のア、海洋政策に係る基礎調
査結果の概要についてお答えいたします。
　県では、ブルーエコノミーを先導する地域として海
洋政策を総合的に推進するため、昨年度実施した基礎
調査において、有識者へのヒアリングや先進地事例調
査、海洋に関する拠点の調査など、県内外の海洋政策
の現状について調査・情報収集を行ったところです。
その結果、アジア太平洋地域との地理的近接性や海洋
環境・資源等の観点から、本県に優位性がある産業分
野の分析や今後の展開に向けた方向性の絞り込みを行
うこと等が今後の課題として整理されたところです。
　同じく４、産業振興の中の(3)のイ、海洋基本計画
の策定についてお答えいたします。
　県においては、本県における今後の海洋政策の方向
性を検討するため、今年度は昨年度の調査結果を踏ま
え、本県における海洋政策の可能性等について調査し
ていくこととしております。
　県としましては、海洋基本法の理念や国との適切な
役割分担の下、本県の自然的・地理的特性等に応じた
海洋政策の方向性を引き続き検討していきたいと考え
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　３、離島・過疎地域の振興
についての(1)のオ、廃棄物処理広域化に向けた取組
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と課題についてお答えいたします。
　一般廃棄物の処理は、市町村の責務となっておりま
すが、ごみ処理の広域化は効率的な処理が図られるこ
とから、県においては、平成25年度から３年間、離
島市町村におけるごみ処理広域化の調査を行うととも
に、令和３年度には沖縄県ごみ処理広域化計画を見直
し、広域化の推進を図っているところです。主な課題
としては、広域化に伴い廃棄物処理施設が集約される
側の地域住民の合意形成や各離島市町村における既存
施設の更新時期が異なること等があります。今後も引
き続き市町村の理解を得ながら、連携してごみ処理の
広域化を促進してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　４、産業振興についての
(1)のイ、輸入物価高騰が県内企業に与える影響等に
ついてお答えします。
　物価高騰による原材料価格の上昇は、中小零細企業
の多い県内事業者にとりまして、収益力の低下を招
き、従業員の賃金を含め企業経営に大きな影響を及ぼ
すものと考えております。そのため、外部環境に依存
しない強い産業構造を構築する必要があることから、
県内における受発注の促進による安定的な生産体制の
確保や自動化・省力化等による生産性の向上を促進
し、コスト競争力を強化することで増加した企業所得
を従業員へ分配することが重要であると考えておりま
す。
　同じく４の(1)のウ、リゾテックおきなわの取組と
効果についてお答えします。
　県では、デジタル社会の形成や企業の稼ぐ力の強化
に向け、リゾテックおきなわの推進による産業ＤＸの
加速化等に取り組んでいるところです。具体的には、
情報通信産業の各種振興策に加え、リゾテックＥＸＰ
Ｏの開催支援、ＤＸ促進に資する人材育成や経費補
助、計画策定支援等を実施しております。これらの取
組等により、情報通信産業をはじめとする各産業にお
いてデジタル化やＤＸの取組が広がるなど、県内企業
の発展や経済成長に寄与しているものと考えておりま
す。
　同じく４の(1)のエ、スタートアップに関する目標
の達成状況等についてお答えします。
　昨年11月に策定した、おきなわスタートアップ・
エコシステム発展戦略で掲げた目標の達成状況につき
ましては、資金調達額は38.3億円、スタートアップ企
業数は99社で、評価額100億円以上の企業はまだ実績

はございません。数値目標の達成に向け、技術や経営
に強い人材、多様な資金調達手段の確保等が課題と考
えております。
　県としましては、引き続きコンソーシアム加盟団体
をはじめとした関係機関等と連携し、目標達成に向け
取り組んでまいります。
　同じく４の(2)のア、ものづくり振興に関する県の
基本的な考え方についてお答えします。
　製造業の持続的成長を図るには、県内で自給できる
ものを増やし、安定的な供給体制を構築することが重
要であると考えております。そのため県では、付加価
値の高い製品開発や生産性向上に向けた取組への支援
に加え、県内の企業連携による技術の高度化や受発注
の促進など、各種施策に取り組んでいるところです。
また、県産品の販路拡大や県内企業の域外展開を図る
など、外貨を稼ぎ、域内に経済効果が波及する経済の
好循環に資する取組を行っているところです。
　同じく４の(2)のイ、製造業の企業進出が促進され
る取組についてお答えします。
　県では、臨空・臨港型産業の集積を図る戦略に基づ
き、半導体製造装置や電子部品、航空関連産業、医療
機器、バイオなど付加価値の高い製造業の誘致に取り
組んでいるところです。最近では、沖縄の生物資源を
原材料とした医薬品や機能性食品等を製造する企業進
出の成功事例もあります。引き続き、沖縄の優位性を
生かせる製造業を戦略的に誘致するとともに、高い技
術力を有する誘致企業と地元企業の連携による新製品
開発を促進するなど、製造業の競争力強化につなげて
まいります。
　同じく４の(4)のア、産業分野間の求人求職者数の
差についてお答えします。
　沖縄労働局によりますと、今年５月の職業別有効求
人倍率は、事務従事者の0.53倍に対し、福祉関連職業
は2.54倍となるなど職業間で差が生じております。そ
の要因としましては、長時間労働や肉体労働を伴う職
業の求職者が少ないなど、特定の職業に求職希望者が
偏る傾向があると認識しております。
　県としましては、関係機関と連携し、希望する職業
のほか人手不足分野を含め幅広い分野の求人情報を求
職者に提供すること等により、人手不足の解消に取り
組んでまいります。
　同じく４の(4)のイ、人手不足解消に向けた官民連
携の取組についてお答えします。
　県では、様々な産業分野における人手不足対策とし
て、令和５年９月に人手不足への対応に関する共同宣
言を発出し、労働力の確保と定着、人材育成、企業の
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生産性向上、経済の好循環の構築などに官民連携して
取り組んでいるところです。また、今年度は同宣言に
基づくアクションプランの策定に取り組んでおり、医
療・福祉や観光、建設、運輸など様々な分野における
公・労・使の役割を明確化し、連携して効果的な人手
不足対策を推進する計画となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　再質問を行います。
　（パネルを掲示）　知事、去年の議会でこの安全確
保の問題、安和ですね。県が設置した看板を撤去した
ことについてやりましたよね。覚えていると思ってお
ります。あのときは塩川港で看板撤去でした。今回、
事故が起きたのは安和港とはいえ、あのときこのよう
な事故が起こる可能性が高いという判断から、沖縄県
は大型車両の往来を妨げる行為は県条例違反ですよと
警告看板を立てたわけですよね。いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　警告看板設置の経緯でご
ざいますが、本部港旧塩川地区におきまして、大規模
抗議活動が予定されたということから、港湾施設内の
安全確保を目的といたしまして、看板を設置したもの
でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　それで看板を立てたら、あそこ
で抗議活動をしている人が県庁に乗り込んできて、１
階で対応した担当課長は看板撤去はできませんよと
言ったのに、照屋副知事、あなたが抗議した人たちと
話し合って、看板を撤去したわけですよね。その際、
知事も議会で私に答弁しておりますけれども、どうい
う理由で看板撤去に応じたんですか。議事録にもあり
ますけど、どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　設置をした後でございますが、活動を行う市民団体
の代表者と両副知事及び土木建築部長で面談を行い、
同地区における安全が確保されることを確認できたこ
とから、警告看板を元の看板に戻すこととしたもので
ございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　そのとき私は、看板撤去するこ
とを合意した照屋副知事の対応は、正しい行政行為を

ねじ曲げた大問題な行為として批判したんですよ。知
事、今回の事故もあのときちゃんと対応していたら、
このような痛ましい事故は起きなかったんじゃないで
すか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　市民団体の方々と面談をしまして、安全が確保され
るということを確認し、警告看板を元に戻したもので
ございまして、その後特段問題は生じていない―こ
の看板撤去につきまして、塩川地区については特段問
題は生じていないものと認識をしております。
○島袋　　大 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時53分休憩
　　　午前11時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　県警本部長、県警に聞きます。
　今回の事故、辺野古がいい悪いじゃなくて、本質と
して何が問題でこのような事故につながったと分析し
ているんですか。カメラの解析しましたよね。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　現在、事故原因等、詳細につきましては捜査中であ
ります。
　県警察といたしましては、カメラ―防犯カメラの
画像の確認含めて必要な捜査を行い、事故原因等の究
明を図ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　県警本部長、この設置カメラの
中身、知事と土建部長にもう既に見せましたか、いか
がですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　県警察におきましては、この防犯カメラの映像の写
し、これを証拠として押収しております。これを県警
察として公表するということにつきましては、これは
「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公
にしてはならない。」という刑事訴訟法第47条がご
ざいますので、差し控えさせていただいているところ
でございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　県警本部長、議会としてもなぜ
このような事故が起きたのか確認したいんですよ。沖
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縄防衛局と調整して、このカメラの映像を議会に提出
してもらえませんか。どうですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたします。
　繰り返しの答弁となって恐縮でございますけれど
も、県警察といたしましては、防犯カメラの映像の写
し、これを証拠として押収しているということでござ
いますので、これを公表するということについては、
警察としては差し控えさせていただきます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、今回、沖縄防衛局からも
ヒアリングしましたけれども、沖縄防衛局などから毎
日毎日事故が起こりそうで危ないと北部土木事務所に
連絡が入ってますよね。先ほど答弁ありましたけれど
も、現場を見に来た担当者は、北部土木事務所の判断
だけでは対応できない、上司に伝えると。まず土建部
長、このような情報を聞いていたんですよね。伝える
と言ったんですから、これ聞いていなかったら北部土
木事務所は大変な問題になりますよ、どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどお答えいたしまし
たが、安和桟橋に関しましては沖縄防衛局や事業者か
らの連絡はございませんが、旧塩川地区につきまして
は、事業者等からの連絡を受けていたというところで
ございます。
○島袋　　大 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時56分休憩
　　　午前11時56分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　あのね部長、安和桟橋の入り口
付近で抗議者が巻き込まれやすい位置に入らないよう
にガードレールの設置をしてほしいとか、いろんな形
で北部土木事務所に連絡が来てるんですよ。来てない
と言ってるけど、何で塩川は来てますけど、安和は来
てないと言うのか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどお答えいたしまし
た、事業者のほうから道路管理者によるガードレール
の設置についての問合せ、また事業者の負担による
ガードパイプを設置したいとの照会があったというと
ころでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ですから、そこに上司に報告し
ます、その上の三役にも報告しますと言ってるんだけ

れども、ガードレール。その内容、知事、副知事、三
役は聞いていますよね、当然のごとく。
　土建部長じゃないでしょう、議長。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午前11時58分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　お答えいたします。
　そのような業者の方々の会と思われる方々からの要
請書については報告を受けておりますけれども、その
他所要な判断については部局において行われていると
いうことであります。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大  議員　あなたは行政のリーダーとし
て、こういう大変な事故が起きる、いろんな面であり
ますよと言われておきながら、報告を受けて、これは
担当部署が判断すると。こんないいかげんな答弁あり
ますか、知事。亡くなっているんですよ、人が。こう
いう答弁でいいんですか。再度聞きますよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　ガードレール、もしくはガードパイプの設置等の判
断につきましては、道路法の基準により土木建築部に
おいて承認できない旨の回答をしたところでございま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　私が本当に許せないのが、安和
桟橋の事業者が北部土木事務所に抗議者が危ないか
ら、事故に巻き込まれそうだからということを何度も
何度も連絡を入れてるんですよ。だから、ガードレー
ルかバリロードを設置してくれ、それができないん
だったらこちらでやらせてくれと言ってるんですよ
ね。先ほど土建部長からもありましたよ。なぜ許可出
さなかったのか。許可出すっていうのは、リーダー、
知事じゃないのか。あなたは先ほど土木建築部長に任
せてると言って、じゃあ土木建築部長が悪かったんで
すか、その判断は。どうなんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　設置の可否につきまして
は、道路法に照らして判断をしたというところでござ
います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、申し訳ないですけど、あ
なたに安和桟橋の搬出を止めろと言う資格ないです
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よ。こんないいかげんな対応をしてきた沖縄県にも今
回の事故の責任の一端があるんじゃないのか。（パネ
ルを掲示）　知事、これ現場ですよ。こういうふうに
牛歩戦術でいろいろやって、中には幼児を表に出して
こういったことをして、誰が見ても事故が起きる、巻
き込まれると言ってるんですよ。それをあなた方は何
度も言ってるのに回答すらしていないんだよ。まさし
くこれ県の一端の―この事故に関して。県は何らか
の責任もないっていうことですか、知事。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　事故発生を受けまして、県のほうでは沖縄防衛局に
対しまして事故原因の究明、また安全対策が講じられ
るまでの間の作業中止を要請したところでございま
す。沖縄防衛局におきまして、安全対策等が今後講じ
られていくものというふうに考えているところでござ
います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　あなた方はね、県庁の皆さん。
人が亡くなって、またその抗議活動した人が両足も骨
折して入院されているという話も聞きますよ。一番大
変なのは、そのダンプの運転手と運転手の家族です
よ。そういったことを何度も言われていることも対応
せずに、よくもしゃあしゃあとこういう答弁できます
ね。知事、安全確保で県として協力してこなかったこ
とに責任は感じてませんか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど答弁させていただきまし
たけれども、名護市の安和桟橋付近において、抗議活
動中の市民と警備員がダンプトラックに巻き込まれる
事故が発生したことについては、県民の安全に責任を
持つ者として極めて遺憾に思っております。なお、現
在は、その事故原因につきましては、県警において検
証中であるというように認識をしており、状況等に注
視をしてまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、７月５日の記者会見で、
歩道上の歩行者について指導等を行う法的根拠がない
ので牛歩についても対応していないという説明をして
おりますけれども、安和港の出入口の前での牛歩は刑
法の威力業務妨害が成立するんじゃないですか。警察
本部長、どう思いますか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたします。
　個別の事案について、それがいかなる法に基づくか
ということにつきましては、個別具体的な状況に応じ

て判断すべきものでございますので、お答えすること
は差し控えさせていただきます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　本部長、再度、この防犯カメラ
も含めていろんな形で防衛局とも議論しながら、しか
しその亡くなった御家族の皆さんもいますし、いろん
な面がありますから、それをしっかりと議論した上で
この映像を提供していただきたいと思っています。こ
れはひとつ御理解いただきたいなと思ってます。
　もう一点、（資料を掲示）　この安全対策の申入れ
ということが出ておりますけれども―議長、休憩お
願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後０時３分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島袋　　大 議員　（資料を掲示）　この要請書が
出ていると思ってます、安全対策含めて。（パネルを
掲示）　知事、あなた方が撤去した先ほどの看板、反
対派がわめき散らして県庁の中で暴れ出して、撤去せ
よと言って撤去したおかげで塩川港の中、今こうです
よ。塩川港の中でこうですよ。人が寝ているからこう
いうふうに通れもしない。また同じような事故が起き
ませんか。早急に看板立ててくださいよ。どう見ても
危ないでしょうが。どうですか。どうするんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　港湾施設内につきましては、支障のないように歩行
することを規制することはできないものと考えており
ますが、引き続き円滑な利用について呼びかけてまい
りたいと考えております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　お互い落ち着きましょう。亡く
なったんです。今、遺族も悲しみの中ですよ。我々が
することは何ですか。二度とこういったことを起こし
ちゃいけないということでの協議をした上で、そう
いった策をするのが我々の仕事じゃないですか、知
事。まだこの中でこういった形で、また同じようなこ
とが起きる可能性はないとは言えないんですよ。早急
に看板を設置するべきじゃないですか、知事。それを
撤去指示した副知事、照屋副知事、どうするべきです
か。どうするべき側としては、答えるべきでしょう
が。いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県では、防衛局に対しま
して、当該事故を受けまして事故原因の究明及び再発
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防止について求めているところでありまして、その再
発防止が講じられることにより安全を一定程度確認し
つつ、作業の状況を見守ってまいりたいと考えており
ます。
○島袋　　大 議員　答弁できませんよ。議長、今、
安和の話、まさしく今の安和の話は……。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時５分休憩
　　　午後０時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　繰り返しの答弁で大変恐縮です
が、沖縄県は沖縄防衛局に対し、事故原因が究明さ
れ、安全対策がされるまでの間は土砂の搬出作業を中
止するよう求めております。なお、政府におきまして
も、林官房長官からこの２か所で中断するとともに、
防衛省において警備の在り方を含め状況の把握、再発
防止に努めると説明がなされております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時７分休憩
　　　午後０時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほど、安和桟橋の事故
について答弁いたしましたが、御質問は塩川の看板の
件ということでございます。大変失礼いたしました。
　塩川の看板でございますが、大規模行動かつ抗議活
動が予定されていたというところから看板を設置した
ものですが、その後、市民団体の方々と面談を行い、
安全が確保されるということを確認し、看板を元の状
況に戻したというところでございます。その後、塩川
地区において特段の問題等は発生していないものと考
えているところでございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後０時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　（資料を掲示）　じゃあ、この
要請書、５月９日と６月26日に、この協議会の中で
要請が出て、看板立ててくださいと出てるんだよ。何
の協議ですか。立てるべきでしょうが。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しで恐縮でござい
ますが、安全を確認して看板を元に戻したという状況
でございます。

　以上でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大  議員　（資料を掲示）　知事、副知
事、再度、この協議の中の文書は、危ないから看板を
設置してくださいと来ているのに安全確認の問題じゃ
ないよ。現場からは立ててくれと来ているのに何でこ
んな話をするのか。立てるか立てないかの話だよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　看板につきましては、も
ともと立っていた状況に戻したということでございま
して、撤去したわけではございませんが、要請の内容
については再度確認したいと思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時10分休憩
　　　午後０時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　看板の件については、再
度御説明をいたしますが、もともと立っていた看板が
ございました。その後、大規模抗議活動の予告を受け
まして、新たな看板を設置したわけでございますが、
その後市民団体の方々と面談をし、安全が確認された
ということで元の状態に戻したということでございま
した。看板を撤去したというわけではございません。
元のあった状態に戻したというところでございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後０時11分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　池田副知事。
○池田竹州 副知事　お答えします。
　先ほど来、土建部長から答弁してますように、大規
模な抗議活動が予定されたということで看板を新たに
大規模抗議活動に備えて設置したものでございます。
その後、市民団体との話合いにおきまして、そういっ
た大規模抗議活動というような形では行われないとい
うような形、たしかあったと思いますので、本来のも
ともとあった看板の表記に戻したということでござい
ます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　何で皆さん、今の話はどういう
ことですか。大規模だろうが小規模だろうが関係ない
んだよ。人の事故が起きるかもしれない、大きい、小
さいあるんですか。亡くなった事故がある中で、二度
と起こしちゃいけないということで、（資料を掲示）　
こういった形で前もっていろんな面で大変ですよと要
請しているんですよ。大規模だから小規模だからは関
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係ないでしょうが。あなた方は人の命を何だと思って
いるのか。まさしく、前回立てた看板を立て直しなさ
いと言っているんですよ。やるかやらないかですよ。
じゃあ皆さん方は、安全だからやらなくていいという
認識でいいんですか、知事。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　本当に繰り返すようで大変申し
訳ございません。
　人命が失われたことについては、県民の安全を守る
知事として大変遺憾に思っておりますが、現在、政府
においては、安和桟橋、本部港塩川地区の２か所で土
砂の搬出を中断し、警備の在り方を含め防衛省におい
ては状況の把握、再発の防止に努めると説明があり、
さらに事故原因については県警において検証中である
と認識している状況でございます。そういう状況を注
視してまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　あのね、防衛とか県警とか人の
せいにしてですよ、知事。知事、あなたは沖縄県民の
代表のリーダーなんですよ。県民が１人亡くなったん
ですよ。知事、副知事、照屋副知事、あなたは看板撤
去させましたけど、現場を見に行きましたか。今痛ま
しい事故があった。知事、現場を見に行きましたか。
あなた方はこういったことを何でも人のせいにすれば
いいって話じゃないですよ。ここは丁寧に県民がいろ
んな議論をしている中で、看板を立ててくださいと
言っている中で、あなた方はよくもこうしゃあしゃあ
と、看板立てると一言も言い切れないんですか。立て
ないなら立てないと、じゃあ言いなさいよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しで恐縮でござい
ますけれども、看板につきましては安全が確認された
というところから元の状態に戻したというところでご
ざいまして、その後、今の状況を注視しているところ
でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　今日、代表質問です。引き続き
関連で一般質問すると思いますから、明確にしっかり
と看板を立ててから一般質問に入ると思いますので、
御理解いただきたいなと思ってます。
　次です。
　給食費無償化の件です。
　県議選の中でああいう発表がされたことに大変驚い
ているわけでありますけれども、小中学校完全無償化
するために約70億円毎年かかるんですよね。そんな
大きな話を記者会見で、しかも予算編成も何も始まっ

ていない時期に言い出すこと自体、あまりにも品がな
いというふうに私は思っております。
　教育長にお聞きしますけれども、５月24日の時点
で市町村とどの程度すり合わせていたんですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　市町村との調整につきましては、令和５年度に県内
６地区別におきまして、市町村学校給食費担当者連絡
会を開催をいたしました。その意見をしっかり踏まえ
て今回の方針策定に生かしてきたところでございま
す。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　残念な話ですね。市町村から強
い反発の声が即座に上がりました。その後、知事は手
挙げ方式ではなくて、市町村に中学生無償化に係る半
額相当を補助するという方針転換を打ち出しました。
これは一体どういうことなんですか。半額相当出しっ
放しで、例えば市町村が小学校の無償化分まで広げて
使うとか、そういうこともできるんですか。そういっ
た制度設計をしっかりやってもらわないと市町村は混
乱する一方ですよ。
　では、これまで市町村の皆さんと何回意見交換な
り、説明会を行っているんですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　先ほど申し上げました、まず昨年、令和５年度８月
に担当者との意見交換を行いました。そして、その御
意見と、それから学校給食実態調査の結果を踏まえま
して、県の方針を決定して５月24日の発表を行いま
した。さらにその後、６月６日、翌７日に市町村長と
の意見交換を行い、それを踏まえ取組方針の修正を加
えたところであります。さらに、６月17日月曜日か
ら６月25日火曜日にかけまして、国頭から宮古、八
重山各地区におきまして説明会を開催し、説明してき
たところでございます。今後でありますけれども、さ
らにその御意見を踏まえまして、ヒアリングも行いな
がら８月には再度制度設計を行っていきたいと思いま
す。それを踏まえて、第２回の市町村説明会を開催す
る予定であります。また、９月以降におきましても市
町村の予算要求状況等の調査を行いながら実施をし、
最終的には令和７年１月に交付要綱を策定する予定で
ありますが、しっかりと今後市町村との丁寧な調整を
行いながら令和７年４月の実施に向けて取り組んでい
きたいと考えているところでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　普通、行政というのは、こうい
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う内々の調整事というのは表沙汰にはならないと思っ
ています。関係各位と方面と調整がある程度済んでか
らリリースするのが当たり前なんですよね。それがな
ぜこんな生煮え状態でリリースしたんですか。これは
知事に聞きたいです。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず、私のほうからお答えをさ
せていただきたいと思いますが、この学校給食費の無
償化につきましては、現在各市町村において様々な方
法で助成が行われている現状がございます。
　県としましては、そのような市町村の取組状況、他
県の事例、学校給食実態調査などを踏まえて、まずは
県として取組方針を固めた上で市町村に御提示をし、
御意見を聞きながら修正すべきところは修正する。そ
のような方法で制度設計を図っていきたいという考え
の下で、これまで進めてきたところでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、知事がこれ発表して、翌
日知事を支える共産党の皆さん方はのぼりを立て始め
ましたよ。４月から給食費無償化がスタートします
と。我々何のことか分かりもしない。選挙チラシにも
共産党の皆さんだけ給食費無償化がスタートするって
やったんですよ。何ですかこれは、知事。知事は無償
化の財源、何らかの国庫補助金が来ればいいと言って
ましたけれども、どうぞ共産党の皆さん方を中心に
やってください。我々は全く聞いておりませんから。
何の根拠でこの国庫補助金が必要と言っているんです
か。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　財源については、様々な国の制
度、それから国の給食費無償化に向けた交付金の拡充
等々注視をしていきたいということですが、最終的に
は一般財源も活用させていただきながらその取組を進
めてまいりたいというように御説明をさせていただい
ております。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、あなたは給食費無償化、
我々はこれは不平等、不公正、不誠実そのものだと選
挙戦で訴えてきました。中でも、なぜ小学生がはじか
れたのか。例えば、多子世帯の方々、お姉ちゃんは中
学生で給食費が無償化だけれども、下の２人は小学生
だから無償化にならない。こんなばかな話があります
か。家族の中で不平等がまかり通ることになるんです
よ、知事。子どもでも納得できるようにどう説明する
んですか、知事。どうですか。
○中川京貴 議長　教育長。

○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県としましては、制度設計に当たって、持続可能な
制度となることから、市町村及び保護者から理解が得
やすい制度となることをまず念頭に検討してきたとこ
ろでございます。学校給食実態調査結果や市町村から
の意見等を踏まえ、給食費無償化に向けた取組の第一
歩として進学や部活動などで教育費負担が大きい中学
生がいる世帯を対象に給食に対する支援を行うという
ことで、まず第一歩として取り組んでいきたいという
ことで方針を定めたところでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　我々は、平等、公正、誠実に給
食費完全無償化を知事にやってもらいたいんだけれど
も、知事はその意欲は変わっていませんか。知事の公
約なんですけど。我々は知事の公約をしっかりと認め
て支えたいなと思っているんですけど、知事、当初知
事が言っていた小学校、中学校の完全無償化、どうで
すか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　ぜひお支えいただきたいと思い
ます。そのための第一歩として、中学生のいる御家庭
から支援を始めてまいりたいということですので、将
来に向けてぜひ御協力いただければと思います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、聞き捨てならないのは、
県議選の街頭演説で、自民党・公明党が多数を取った
ら給食費無償化ができなくなる。だから私を支える与
党を応援してくれ。そういった発言を何度も繰り返し
たそうですね。私も聞きましたよ。私も同じ戦い中で
したよ。これは事実ですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私がぜひ実施したいということ
から、様々な危機感の中からそういう声も発したとい
うように思います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　こういう案件は与野党関係なし
に議論して、みんなで全会一致するんですよ。なぜこ
ういった形で、我々は排除ですか、知事。我々は排除
か。我々みたいな危機で、あなたの仲間同士、共産党
を中心にあなた方で決めるのか。排除ですか、これ
は。何ですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　排除ということではなく、先ほ
ども申し上げました、いわゆる私の一つの危機感とい
う感覚から発言したということですので、先ほど申し
上げましたとおり、この実現に向けてはぜひ御協力を
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いただきたいというように思います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　全く失礼な話であって、許せな
いですよ。私たちは、知事に給食費の完全無償化―
これあなたの公約だったでしょう。一丁目一番地で
しょう。これいつやるのかとずっと言い続けて今回選
挙戦したんですよ。言い続けてきたのは、我々もこれ
ぜひやらないといけないと思っているから言っている
んですよ。数の横暴で潰しにかかるような、私を支え
る与党が多数を取って、自民党・公明党を潰しましょ
う。そうしたら給食費、私が言っていることができま
すよ。そんな印象操作のような演説は極めて無礼だ
よ。発言撤回する考えはないですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー  知事　選挙においては、様々な御意
見、あるいはそのときの感覚的な発言等々いろいろあ
りますので、いろんな状況があると思うんです。しか
し、私は学校給食の無償化は公約として掲げておりま
すので、どのような形であれ、やはり積極的に取り組
んでいきたいという考えは変わりません。（発言する
者あり）
○中川京貴 議長　静粛にお願いします。
　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　この給食費無償化も一般質問で
続くと思っていますから、ひとつ御理解ください。
　次、水道事業です。
　各市町村、なるだけ県民の皆さんの家計への負担が
行かないように、まさに経営努力をやっているわけで
すよね。企業局長にお聞きします。
　企業局として経営努力はしていますか。皆さん公営
企業ですから一般財源は入れられませんというふうに
思ってますけれども、企業体なんだから当然経営努力
はしていますよね。どうですか。端的にお願いしま
す。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　平成５年に値上げして以来30
年経過しておりますが、この間、組織のスリム化、そ
れから浄水場等の管理運転の外部委託、取水施設の無
人化等々に取り組んでまいりました。また、省エネル
ギー対策の推進として、小水力発電の導入等によりま
して、動力費の低減等も図ってきたところでございま
す。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　よく沖縄電力と対比されるんだ
けれども、電気料金を値上げするときも、沖縄電力の
皆さん、相当たたかれましたよ。社員のボーナスカッ

ト、そういうことだってやっている。それでもなお申
し訳ないということで、値上げせざるを得ないんだと
か。そういった姿勢を見せてきたんですよね。これが
企業局は何なんですかと言いたくなるわけですよ、県
民から。例えば、局長、就任して大変だと思いますけ
れども、あなた自身の報酬をどうにかするとか、また
いろんな面で職員の皆さん方にお力添えをもらうと
か、そういったことは考えていますか。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　職員については今二百三十数
名ということで、小所帯のところではございます。私
自身の報酬については条例等で定められております
が、今後については、様々な観点でさらなる省力化が
できないか検討を進めてまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　30年間も上がってこなかった水
道料金ですよ。そして今回30％上げる。これ、住民
の福祉に重大な影響があるということじゃないです
か。知事、あなたが判断することだと思っていますけ
れども、知事いかがですか。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　最初に水道料金改定の要因等
についてお答えいたしました。水源地域が北部地域
で、人口が集中している中南部地域と離れていて、増
圧ポンプ等の箇所も多数ございます。他県と比べまし
て、動力費の割合が2.6倍という状況もございます。
したがいまして、電気料金が上がりますと、これが即
跳ね返ってくる。令和２年度までは大体二十数億程度
だったものが、令和４年度には35億、５年度決算で
は40億ということで、動力費が大分高騰していると
いうところで増加しているところでございます。恐縮
ではございますが、そのような状況を踏まえた上での
料金改定だということを御理解いただければと思いま
す。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、ここは、あなたがこの地
方公営企業法第16条の指示権を発動して、知事部局
から必要な財源を手当てすると同時に経営努力を求め
るだとか、そういった必要な指示をすべき局面だと私
は思っています、知事。それでも何もやらないんです
か、知事。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　水道料金の改定幅の抑制とい
うことで申し上げました。当初は令和６年、今年の４
月からということでございましたが、市町村の皆様の
御意見等を踏まえまして、半年延期することといたし
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ました。さらに、段階的な値上げをするということ
と、一般会計から頂いた補助金等を活用して、令和６
年度10月からはさらに４円40銭を減免するというこ
とでございます。加えまして、一般会計からの補助金
に少し上振れがございますので、この４円40銭の減
免の拡充についても、今精査をしているところでござ
います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　総務部長にお聞きします。
　いろんな答弁で、この選挙戦でもオール沖縄の皆さ
んが言っていましたよ。国からのハード交付金が減っ
てこういった水道料金を上げざるを得ないと言ってい
るんですけれども、ハード交付金の配分額を決定する
権限は誰ですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　ハード交付金の配分における
考え方でございますけれども、近年の減少傾向を踏ま
え、市町村分については前年度以上の額を配分する。
それから、県民生活に影響があるインフラ整備を着実
に実施するため……。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時30分休憩
　　　午後０時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○宮城嗣吉 総務部長　知事部局において配分してお
ります。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　そうですよ、知事なんですよ。
皆さん、知事なんです。知事がハード交付金の配分額
を決めるんですよ。知事、あなたはこれまで水道整備
事業のハード交付金を幾ら配分してきたか覚えてます
か。過去５年間の金額を教えてください。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　以前は60億程度配分を受けて
いた時期もございましたが、令和６年度にあっては、
たしか三十数億円という水準でございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　県民の皆さん、分かりますか。
知事がハード交付金の裁量をするのに、この５年間
ずっと減っているんですよ。どんどん減っている。知
事が減らしてきたんですよ。ハード交付金の配分を知
事が減らしてきたから、その結果、18円分は値上げ
することになっているんですよ。これ事実であります
よ。反論できますか、局長。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　ハード交付金の配分額は減少

しておりますけれども、総額自体が減少しているとい
うところが要因だと思います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　ハード交付金全体が減らされて
いる、分かりますよ。それも事実です。だけれども、
水道事業をじゃあ知事はどう捉えているのか。水が飲
めなくなったら生きていけないんですよ。ほかのハー
ド事業も重要なのはいっぱいありますけれども、最も
県民に重要なのは水道事業でしょう。厳しい中でも優
先して配分するのが県民の命を守る知事の仕事じゃな
いですか。どうですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉  総務部長　ハード交付金の配分につい
て、企業局の配分につきましては、令和４年度が64
億、令和５年が42億、令和６年が34億となっており
ますが、このうち離島の水道広域化に係る分の事業費
で増減をしております。令和６年度につきましては、
離島広域以外の部分、既存の老朽化対策という部分に
つきましては増額して配分したところでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　僕は革新みたいにがたがたは言
いませんよ。じゃあ、企業局長、この応分の負担が起
きるたび―圧縮するためには大体どれくらいのハー
ド交付金が必要ですか。おおよそでいいよ。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時33分休憩
　　　午後０時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　企業局長。
○宮城　力 企業局長　今回の料金改定に当たりまし
て、令和６年度から令和９年度までの４年間で国庫補
助金が252億円程度必要、加えて、資産維持費―こ
れは料金の収益から補塡するものですが、これが大体
84億円ということで、合わせて330億円程度の資本改
良のための資金が必要ということでございます。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　じゃあ、この330億円のハード交
付金、これを次年度含めて、いろんな面で議論して増
額された場合、この分が全額水道事業に配分される確
約は取れますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時34分休憩
　　　午後０時34分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　ハード交付金は、企業局の老
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朽化対策を含め、いろいろな箇所に地方公共団体の自
由な裁量の下に配分しているところでございます。配
分の考え方におきましては、市町村への配分というと
ころもありますし、またインフラ整備で確実に実施し
なければいけないというところもございますので、い
ずれにしましても、ハード交付金の増額をするという
ことが非常に大事だと思っておりますので、市町村、
各部局と連携しまして、また関係要路、議員の皆様の
御協力も賜りまして、増額に努めていきたいと思って
います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　知事、ハード交付金の配分につ
いて確約できるのであれば、我々も政権与党の一員で
すからしっかり汗をかきたいんですよ。知事は何ら国
に要請も行っていないじゃないですか。しかし、県民
の命に一番近い水道事業の分だから何とかお願いしま
すといってお願いしておきながら別物に使われたら、
我々は何なんですかってなるんですよ。だから、そこ
を確認したいんですけれども、再度答弁してください
よ。革新にできないことを言っているんだよ。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　県民生活は保革を問わず、我々
もしっかりと取り組まなければならないということ
は、命題というように受け止めております。なお、沖
縄県の振興予算については、我々も3000億円規模の
要求を毎年お願いをさせていただいておりますので、
ぜひ、要求額の確保についてお力添えを賜りたいとい
うように思います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　県民の皆さん、みんなが苦しい
ときに、知事はもう何がやりたいのか分かりません。
よくよくこの答弁を聞いて覚えておいてください。政
治家だったら、さっさと決断、判断してくださいとい
うことですよ。何で給食費はあれだけぱっぱと決断し
て中学生だけ無償化にすると言っておきながら、水道
事業は私たちが協力してやりましょうと言ったらのら
りくらりするんですか。こういう問題、決断が大事な
んだよ、知事。今風に言えば、非常に雑過ぎて大変な
んですよね、知事。ここは、きちんとお互い手を差し
伸べてやりましょう、お互い組みましょうと言ってい
るのに、何であなた方は握手もしないのか。我々は県
民のことを考えているんですけどね。
　議長、休憩をお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時37分休憩
　　　午後０時37分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
○島袋　　大  議員　和牛繁殖農家の件ですけれど
も、知事はいろんな面で農家の皆さん方に足を運んで
いただいたということでありますけれども、この間、
農協の皆さん、ＪＡ中央会も含めて決起集会をしたそ
うであります。国会議員や県会議員や県からも行った
と思いますけれども、知事のおかげ、御尽力は理解し
ます。飼料高騰は、北海道から沖縄までこれ全部国が
やらないといけない話ですよ。そこは、知事がしっか
りと頑張っていただいて、17億円を積んだ。知事、
これは高く評価します。ありがたいと思っておりま
す。しかし、もう一押しですよ。ここは和牛農家の皆
さん方、生産農家の皆さん方を助ける意味でも―こ
こ最近、この窓口設置が県のホームページに載ってい
るけれども、私は去年から言い続けていましたよね。
こういった窓口を知らないと、いろんな面で農家さん
を廃業に追い込みますよと。今回の選挙戦で与野党
は、大体和牛、畜産、酪農も含めてみんなが一致して
いることだと思っています。知事、県の単費としてで
も今回６月補正に組んでいただきました。いま一度こ
れから経済労働委員会所管の部署でいろいろ議論をす
ると思いますけれども、一般質問も入っていくと思い
ますけれども、この和牛、畜産、沖縄のブランド構築
で種牛とかもろもろ御尽力をいただいていますよ。飼
料高騰の補塡もしていただいている。あとは、この経
営感覚を含めて、どのようにこの人たちを助けていっ
て、沖縄のウチナービケンのブランドを守っていくか
になってくるんですよ、知事。そこを英断も含めても
う一歩踏み込んでいただいて、この生産農家の皆さ
ん方の貸付けも含めて、農協に1000件近く応募が来
ているけれども借入れの規定をクリアできていないの
が農家の皆さんなんですよ。そこを一部手助けするの
は、公庫もできない、銀行もできない、農協もできな
い、そうなったら県がいろんな形で基金をつくってい
ただいて、そこで農家の皆さん方の生活の安定に若干
カンフル剤的にして持ってもらう。そこで円滑な経営
に循環して回してもらう。もうこの手しかないと思っ
ているんですけれども、今回の補正予算で大変感謝し
ますけれども、この６月、いろんな面でこの基金をつ
くるとか、そういった形で踏み込めませんか。どうで
すか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今般、このような補正予算を組
ませていただいたのも、やはり農家の方々、関係者の
方々からの声をしっかりと可及的速やかに実現したい
という考えからであります。
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　なお、県といたしましては、引き続き畜産農家、生
産者、市町村、関係団体と連携して、繁殖牛農家の経
営安定、そのほか経営の継続についてもしっかりと努
めていけるように取り組みたいと思います。
○中川京貴 議長　島袋　大議員。
○島袋　　大 議員　きっと今の知事の発言で、農家
の皆さん方非常に喜び、安堵というか、一歩、いろん
な面でまた踏み込んでいただいているなということだ
と思っておりますから、知事はそこの現場の現状を見
て、家族経営している方の現場を見ていただいている
と思いますから、そこをしっかりと、また手助けを
しっかりと頑張っていただきたいと思っております。
　さて、もう締めますけれども、いよいよ改選後の議
会がスタートしましたけれども、我々は多数を取りま
した。数を持ったからといって、知事の思いを全部ブ
レーキかけるつもりはありません。いろんな形で擦り
寄って、県民のためなら一緒に頑張ろうという姿勢で
すよ、私は。いろんな面でブレーキを踏むつもりはな
いですよ、知事。しっかりと議論をして優先順位をつ
ける。だから、与党だけにああいう給食費の無償化
―訳分からない政策を、手を組むなんてやめてくだ
さいよ。我々も同じ議員なんだから。訳分からないの
ぼり立ってますよ、我々の豊見城市も。あちらこち
ら。ああいうのぼりを出されて、県民はどう思うかと
いう話ですよ。小学生を抱えている親御さんなんかど
う思うかですよ。ここはきちんと整理して、今議会の
委員会も含めて議論をしていただきたいと思っていま
す。いろんな面で迅速に、我々も県民のために頑張る
決意でありますから、共に頑張ってまいりましょう。
　ひとつよろしくお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時41分休憩
　　　午後２時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　座波　一議員。
　　　〔座波　一　議員登壇〕
○座波　　一 議員　ちょっと休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時１分休憩
　　　午後２時２分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　それでは、所見を述べてから代
表質問を続けたいと思います。
　まず、玉城県政の中間評価と言われましたこのたび
の選挙は、知事を支えてきた与党の大敗となりまし

た。この結果は何を意味するのか、まさに玉城県政に
対する県民の不安、不満の表れであります。玉城知事
への不信任と言われてもいい結果なのであります。こ
の選挙で辺野古問題はほとんど争点にならず、知事が
県政運営の基本としている辺野古に対する民意が反映
されていない結果なのであります。玉城知事は、辺野
古反対活動を県政のど真ん中において法廷闘争を繰り
返し、業務の妨害活動を容認してきた結果、県民の真
の民意を見失ってしまったのであります。県民が切望
する子どもの貧困対策や県民所得向上に何の改善も見
られず、飼料高騰にあえぎ、廃業が続く畜産農家も守
れなかった。そして、物価高騰の折、水道料金も国の
交付金減額を理由に値上げ決定するなど、計画性のな
い財政運営に県民は失望したのであります。また、玉
城知事は辺野古訴訟の最高裁判決すら沖縄の自治権を
侵害しているとして従わず、沖縄県民に対する差別だ
として被差別意識をあおぎ、県民を分断してきまし
た。このような地方行政の長としてあるまじき行政手
法は、完全に国との信頼関係を失うこととなり、その
結果、県民が不利益を被る事態となっているのであり
ます。さらに、知事が県議選を意識して直前に打ち出
した学校給食費の無償化は、議会や市町村に説明もな
く、自身の公約を曲げた中途半端な稚拙な策となり、
自ら墓穴を掘る結果となったのであります。そして、
県庁内の重なる不祥事や県職員のモチベーションの低
下による退職者の増加は、知事としての統率力の欠如
と公務員本来の遵法に基づく公僕の精神がないがしろ
にされた結果であり、知事の責任は重大なのでありま
す。
　午前中の安和の死傷事故は、あれほど過激な抗議活
動の危険性を指摘されても安全策を講じることなく注
意喚起すらしない県知事の無責任さが浮き彫りとなっ
た極めて残念な事故であります。こんな状況下でも知
事はフジロックに行けるんですか。県の管理義務が指
摘される中、死亡者が出て、被害と加害に巻き込まれ
た方の心情を考えているんですか。
　また、貧困の子どもや廃業の危機にあえぐ農家のた
めにもっともっと汗をかくべきではないでしょうか。
こんな状況下で能天気に費用対効果が全くない無駄な
パフォーマンスはもう即刻やめるべきであります。
　もう一度言います。
　今回の自民党の勝利は自民党への期待でもあります
が、それ以上に県民の真の民意を見失い、民意に寄り
添うことがなかった玉城知事への失望であります。そ
のことに知事本人が気づくべきであります。
　以上で代表質問に入ります。
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　１、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、沖縄振興策について。
　ア、県は令和７年度沖縄振興予算概算要求について
どのようなスタンスで臨む考えか伺います。
　イ、沖縄振興計画の５年目、中間見直しが予定され
ているところでありますが、国及び県においてはどの
ような作業が進捗しているのか伺います。
　ウ、沖縄振興予算ではハード交付金の減額が続いて
おり、市町村をはじめ公共事業予算の確保について強
い要望がなされているが、県はここ数年停滞している
市町村のハード事業予算をどのように確保していくか
伺います。
　エ、沖縄21世紀ビジョンに掲げる将来像実現のた
め、これまで様々な施策が講じられてきたが、ポスト
21世紀ビジョンとも言える将来の沖縄振興のあるべ
き姿について、県の考え方を伺います。
　(2)、骨太方針2024についてであります。
　ア、６月21日に閣議決定された骨太の方針2024に
おいては、沖縄振興策を国家戦略として総合的に推進
することが明記されていますが、県としてどのように
評価しているのか伺います。
　イ、基地跡地利用と那覇空港の機能強化を一体的に
行うゲートウェイ2050プロジェクトに対する県の考
え方と今後の対応について伺います。
　ウ、多様性と共生を育む包摂社会の実現が求められ
ている中で、こどもまんなかウェルビーイングセン
ターの設立議員連盟が立ち上がり、骨太の方針でも拠
点設置に向けた取組の推進が記載された。県としてど
のように連携を図っていく考えか伺います。
　(4)、働き方改革についてであります。
　ア、昨年来指摘している普通退職者の動向と要因分
析をどう行っているか、あわせて職場環境改善に向け
た具体的な取組について伺います。
　イ、採用試験における辞退者の増加も深刻に受け止
めなければならないが、新規採用者数の動向と確保策
について伺います。
　ウ、２月議会で我々が提案した時間外勤務手当予算
の一元化は残念ながら否決されました。適切な支給方
法が取られている状況に改善されたのか、また、そも
そもの時間外勤務を圧縮する方策をどのように講じて
いるのか伺います。
　オ、県庁14階に拠点を置く沖縄県関係職員連合労
働組合（県職連合）は政治活動をしているが、加入し
ている県職員に負担はないか、合法性を伺います。
　(5)、人口減少・少子化対策についてであります。
　ア、出生率が高い本県においても、本土復帰以降初

めて人口の自然減となった。人口減少・少子化がもた
らす危機について、知事はどのような認識を持ってい
るのか伺います。
　イ、県では人口問題の解消・改善策について、具体
的にどのようなビジョンを持ち、施策を講じていく考
えなのか伺います。
　ウ、離島過疎地域においては、人口減少とともに空
き家の増加が浮き彫りとなっているが、空き家対策の
現状と課題について伺います。
　エ、安心して子どもを育てる社会環境を充実させる
ためにも、二世代、三世代が助け合う社会の形成が重
要と考えるが、県として何らかの取組を講じていく考
えはあるのか伺います。
　(6)、東海岸サインライズベルト構想についてであ
ります。
　ア、同構想の意義について県はどのような意義があ
ると考えているのか、また同構想を具体化するための
計画づくりについて伺います。
　イ、大型ＭＩＣＥ施設建設事業が具体的に進捗し始
めているが、事業スキームや採算性などの点で懸念が
残っているのではないか、県民に分かりやすく本事業
のポイントを説明すべきではないか伺います。
　ウ、中部東道路については４月12日に、うるま市
議会が早期実現を求める意見書を議決した。うるま市
の経済的発展や緊急輸送道路としての課題解決のみな
らず、中部東海岸における渋滞解消にも資するもので
あり、整備を要望すべきではないか、県の認識を伺い
ます。
　エ、同構想においては、スポーツコンベンションの
推進についてうたわれているが、県総合運動公園や沖
縄アリーナをはじめとする環境を生かし、スポーツコ
ンベンションのメッカとしての地域発展を考えていく
べきだが、県の見解と今後の取組の方向性について伺
います。
　オ、北部地域への水道供給体制を強化することで、
リゾートホテルの立地などが促進されるとの見方があ
るが、県として取組を進める考えはないか伺います。
　(7)、国立自然史博物館の誘致について、これまで
の取組の進捗状況と今後国に対してどのような要望・
要請を行っていく考えなのか伺います。
　(8)、観光目的税創設の見通しとその財源を活用し
た事業展開について、どのような戦略を持っているの
か伺います。
　２、基地問題・安全保障について。
　(1)、総合的な防衛力の強化について。
　ア、本県における自衛隊配備に関しては、第15旅
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団の師団化や自衛隊施設の老朽化対策等の取組が予定
されているが、県民の生命・身体・財産を守る知事と
して、どのような認識を持っているのか伺います。
　イ、憲法改正について、これまで知事は具体的な言
及を避けているが、自民党では緊急事態条項に係る条
文案起草に向けた作業を進める考えだが、いま一度、
知事の見解を伺います。
　(2)、台湾海峡をめぐる諸問題について。
　ア、台湾有事を想定した離島住民保護のため、避難
に関する九州各県との調整が本格化しているが、現在
までの調整状況と、県は今後どのような方針で臨むか
伺います。
　イ、本年１月には２度目となる図上訓練が行われた
が、改めて先島地域からの住民避難の課題が浮き彫り
となった。今後図上訓練は予定しているのか、また２
回の訓練で把握された課題にどう向き合っていくか伺
います。
　ウ、円安環境の折、インバウンド、外国人観光客が
多数訪れているが、有事はいつ起こるか分からない、
常に用心を欠かしてはならない。言語の壁、文化の違
いがある中で、県としてはどのように避難誘導の際に
極力混乱を避けるための方法を模索しているのか伺い
ます。
　エ、特定利用空港・港湾の整備について、知事は極
めて後ろ向きな姿勢であるが、所在市町村からは強い
要望が上がっている。知事として地元の要請に真 に
向き合い、整備促進にかじを切るべきではないか伺い
ます。
　(3)、米軍人・軍属による事件・事故について。
　ア、今般、米軍人・軍属による事件・事故の連絡通
報体制の在り方が問われることとなったが、我が会派
も外務省沖縄事務所に対して被害者のプライバシー保
護を第一としつつ、情報提供が迅速に行われるよう断
固たる対応を申し入れたところであるが、知事はどの
ような認識を持っているのか伺います。
　イ、事件・事故の防止に関する他の米軍施設所在自
治体における先進事例について、県はどのように把握
しているのか伺います。
　ウ、沖縄地域・安全パトロール事業の意義と実績に
ついて、県の認識を伺います。
　(4)、普天間飛行場の跡地利用について。
　ア、東京ドーム約100個分という広大な土地の返還
が予定されている普天間飛行場だが、跡地利用の事業
主体並びに国の関わり方について、県はどのように考
えているのか伺います。
　イ、跡地利用に当たっては公有地化した上での開発

が前提となるが、土地の先行取得の状況について、ど
のような進捗が図られているのか伺います。
　ウ、辺野古移設の進捗と並行して、普天間飛行場の
跡地利用、まちづくりに関するグランドデザイン・
ロードマップの策定が必要かつ重要と考えているが、
県は今後どのように取り組んでいくつもりなのか伺い
ます。
　エ、道路や公園整備、景観形成などを進めるに当
たっては、基地跡地内のみならず周辺との一体的な開
発を行わなければ有機的・機能的なまちづくりは不可
能であります。このことについて、県はどのように考
えているか伺います。
　(5)、那覇港湾施設の移設について。
　ア、浦添埠頭への移設については、浦添市の発展に
関する新たな協議会が開催されるなど、着実に進展し
ています。今後とも県は円滑な移設に協力すべきであ
るが、どのように関わっていく考えか伺います。
　イ、ＳＡＣＯ最終合意により、牧港補給基地の返還
も予定されている中、同跡地の利用と新たな港湾施設
とが一体的かつ有機的に連携しなければならないと考
えるが、県の考え方を伺います。
　(6)、地域外交について。
　ア、令和６年度における地域外交の展開について伺
います。
　イ、中国艦船による領海侵犯への対処について地域
外交をうたうのであれば、真正面から抗議することが
先決ではないか、知事の見解を伺います。
　３、農林水産行政についてであります。
　(1)、県産品の販路拡大について。
　ア、マンゴーやシークヮーサーなど県産フルーツの
可能性と生産拡大に向けた取組について伺います。
　イ、琉球泡盛の海外展開について思うように進んで
いないが、ボトルネックとなっている課題について伺
います。
　ウ、ピーマン等ブランド農産物・畜産物を生かすべ
く、県内での地理的表示保護制度、いわゆるＧＩ制度
の状況とその有効活用方策について伺います。
　エ、ヨモギ、ニガナ、長命草など、沖縄では薬草・
ハーブが生活に身近な食材として古くから用いられて
いるが、県産薬用作物の経済的有用性について伺いま
す。
　オ、本土からのアクセスが航路・空路に限られてい
る点で沖縄は地理的・構造的不利性を有していること
をこれまでも指摘してきました。永続的な農林水産物
不利性解消に向けた取組を推進するべきではないか、
県の見解を伺います。
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　(2)、農家・漁家への支援について。
　ア、強い沖縄経済を支える「稼ぐ」農業・漁業の在
り方について、知事はどのような認識を持っているの
か伺います。
　イ、原材料価格の高騰のあおりを受けて事業者は経
営に大きな打撃を受けているが、経営相談や営農継承
支援の体制をどのように構築しているのか伺います。
　ウ、新規農業・漁業就業者の確保も課題の一つであ
るが、魅力のある農業・海業の振興について、どのよ
うなプロモーションを行っているのか伺います。
　エ、耕作放棄地や荒廃農地の活用・転用の促進につ
いて、取組を伺います。
　オ、飼料高騰と売渡価格の減少という二重苦によ
り、沖縄県の畜産業が破綻寸前の状態まで来ている。
廃業・経営危機が続く畜産家への緊急的な財政支援に
ついて、県の考え方を伺います。
　４、公共交通・防災減災・県土強靱化について。
　(1)、交通政策について。
　ア、鉄軌道の導入に関して最新のビー・バイ・シー
が0.75まで上昇したとの報道があったが、依然として
事業化の要件を超えられていない。１を下回っている
大きな要因は何なのか、またどのようにすれば克服で
きると考えているのか伺います。
　イ、新たな振興計画においても交通渋滞対策が重要
な取組に位置づけられているが、効果検証可能で実効
性のある取組として具体的に何をやっているのか伺い
ます。
　ウ、全国的にも地方バス路線の存廃が大きな課題と
なっている中、人口問題のある中、地域の足としての
バス路線維持は必要不可欠であると考えるが、県の取
組について伺います。
　エ、路線バスのない地域をカバーするのはタクシー
や運転代行だが、経営効率から都市部に集中している
状況にある。県は公共性と必要性を認めているなら地
方への配車を促す施策や支援を行うべきではないか伺
います。
　オ、県内におけるライドシェア導入に当たっての課
題を県としてどのように整理しているのか伺います。
　(2)、防災減災について。
　ア、４月３日に発生した台湾地震に起因する津波警
報発令を受けて、避難が呼びかけられたものの、高台
へ向かう道路での交通渋滞が生じ、改めて課題が浮き
彫りとなった。垂直避難の推奨など一定の教訓が得ら
れたと思われるが、今後の防災・避難の在り方につい
て、どのように県民へ周知していく考えか伺います。
　イ、100年に一度と言われた６月豪雨の被害状況と

復旧の進捗について伺います。
　ウ、線状降水帯を伴う豪雨により、街中でも河川氾
濫、浸水被害が多数見られたが、氾濫防止に係る取組
を一層加速化、強化するためにも、緊急的な事業化、
予算化を検討すべきだが、県の見解を伺います。
　(3)、道路整備について。
　ア、名護東道路の延伸について、北部テーマパーク
や美ら海水族館への交通アクセスの点から早期整備を
求めたいが、現段階ではどのような状況か伺います。
　イ、南部東道路の早期整備についても、大型商業施
設の進出や住宅地域の拡大などの環境変化がある中
で、南部地域の発展には必要不可欠である。進捗状況
と今後の見通しを伺います。
　５、医療・福祉・介護行政について。
　(1)、医療・薬務行政について。
　ア、中部病院の建て替え問題について、病院事業局
の方針はどのように決定されたのか、地元との調整状
況も含めて伺います。
　イ、沖縄健康医療拠点が来年度スタートする見通し
となっていますが、同施設との連携について伺いま
す。
　ウ、公立沖縄北部医療センターについては総事業費
が増加する見通しと聞いているが、令和10年の開設
と予算確保など課題について伺います。
　エ、国民皆歯科検診に向けた取組に関して、沖縄県
口腔保健医療センターの人材確保が大きな課題となっ
ている。特に心身障害児歯科医療事業補助金の増額を
含め、人材確保のための施策を講じるべきと考える
が、県の考え方を伺います。
　オ、県内大学への薬学部設置については、琉球大学
との協議が引き続き継続されているようだが、財政支
援を含めた課題について、どのような意見交換がなさ
れているのか伺います。
　カ、学校健診に係る委託料について、圏域間でばら
つきがあると聞いている。医師会からも是正を求める
声があるが、県として改善する考えはないか伺いま
す。
　以上であります。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　座波一議員の御質問にお答えい
たします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)のア、
令和７年度沖縄振興予算に係る要請についてお答えい
たします。
　令和７年度沖縄振興予算に係る要請に向けては、こ
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れまで41市町村の首長と意見交換を行うとともに、
内閣府とも意見交換を行っております。また、７月２
日には、沖縄担当大臣宛てに沖縄振興一括交付金の増
額要請を行ったところです。
　沖縄県としましては、沖縄振興一括交付金を含む沖
縄振興予算の所要額の確保は、全市町村の意向を踏ま
えた県及び市町村の切実な要望であることから、国の
概算要求基準の上限額で要求するよう、沖縄担当大臣
をはじめ関係要路にしっかり要請していきたいと考え
ております。
　次に、基地問題・安全保障についての御質問の中の
(1)のイ、憲法改正についてお答えいたします。
　憲法改正については、国民の間で様々な意見がある
ものと理解をしております。
　沖縄県としては、現憲法が国民生活の向上と我が国
の平和と安定に大きな役割を果たしてきたことを踏ま
え、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基本理
念が尊重される形で、十分な国民的議論が必要である
と考えております。
　次に２の(3)のア、米軍人等による事件・事故の通
報体制についてお答えいたします。
　沖縄県としては、昨年12月と今年５月に発生した
米軍人による性的暴行事件等について、1997年の日
米合同委員会合意に基づく通報体制が十分に機能せ
ず、県への連絡が一切なかったことは、再発防止や地
域住民の安全確保の観点から大きな問題であったと考
えております。そのため、今月３日に、私が外務大臣
などに対し、事件に強く抗議するとともに、米軍人等
による事件・事故について県への通報を徹底するよう
求めました。県などの要請等を受け、去る５日、政府
から、在日米軍による犯罪における国内情報共有体制
が示されました。その中では、犯罪予防の観点から、
迅速に対応を検討する必要があることに留意し、可能
な範囲で地方自治体に対しての情報伝達を行うこと、
また、情報伝達に当たっては被害者のプライバシー保
護に留意することなどとされております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、知事の政治姿勢のうちの
(1)のイ、５年以内の見直しについてお答えいたしま
す。
　沖縄振興特別措置法施行後５年以内の見直しについ
て、国は令和８年度中に検証結果を取りまとめること
を示しております。また、県では、令和７年度中に検

証結果を取りまとめることとしており、同見直しに向
け、沖縄県ＰＤＣＡの結果を活用するとともに、沖縄
振興に係る各制度の適用状況や課題等についてＥＢＰ
Ｍの観点からエビデンスに基づく検証を行うこととし
ております。
　同じく１、知事の政治姿勢についての中の(1)の
エ、将来の沖縄振興のあるべき姿についてお答えいた
します。
　県では、沖縄21世紀ビジョンの想定年である2030
年以降の沖縄県の将来像については、新・沖縄21世
紀ビジョン基本計画の成果指標の達成状況や新たな課
題等に係る検証等を行った上で検討してまいります。
なお、その際には、我が国唯一の島嶼県として抱える
構造的な不利性を踏まえつつ、成長著しいアジアへの
結節点として優位性に転化するなど、本県の潜在力を
最大限に生かすことができるものとする必要があると
考えております。
　同じく１、知事の政治姿勢についての中の(2)の
ア、骨太方針2024の評価についてお答えいたしま
す。
　去る６月21日に閣議決定された骨太方針2024にお
いて、関係各位の皆様の御尽力により、強い沖縄経済
の実現に向けた観光の質の向上、産業振興、北部・離
島等の定住環境整備、子どもの貧困対策、平和学習の
充実等の沖縄振興策を国家戦略として総合的に推進す
ることが明記されました。
　県としましては、骨太方針に国家戦略としての沖縄
振興について記述されたことは、今後の取組の後押し
になるものと考えており、引き続き、国と連携を図り
ながら、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づく
各種取組を推進してまいります。
　同じく１、知事の政治姿勢の中の(2)のイ、ゲート
ウェイ2050プロジェクトに対する県の考え方と今後
の対応についてお答えいたします。
　県経済界が提唱しているゲートウェイ2050プロ
ジェクトについては、那覇空港エリアの拠点空港化と
駐留軍用地跡地利用の一体的な開発を目指す構想であ
ると認識しております。新・沖縄21世紀ビジョン基
本計画においては、世界最高水準を見据えた拠点空港
等の整備や中南部都市圏の形成と駐留軍用地跡地の有
効利用を位置づけており、将来的な空港機能の強化に
加え、臨空・臨港産業の振興を見据えた周辺開発は重
要な視点であると考えております。同プロジェクトに
ついては、市町村の都市計画マスタープラン等を踏ま
え、今後、経済界や関係市町村が主体となり、調査研
究が行われるものと認識しております。
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　県としましては、その調査結果等を踏まえ、今後の
展開を議論してまいりたいと考えております。
　同じく１、知事の政治姿勢の中の(5)のア、人口減
少社会がもたらす影響等についてお答えいたします。
１(5)のアと１(5)のイは関連しますので、一括して
お答えいたします。
　人口減少社会では、社会保障システムの維持や地域
社会を支える活動の維持を難しくし、労働力不足や経
済活力の低下などをもたらします。また、急激な人口
減少は社会や経済の活力を奪い、地域の維持にも影響
を及ぼすものと認識しており、県としても強い危機感
を持っているところであります。
　このため県では、沖縄21世紀ビジョンゆがふしま
づくり計画に基づき、結婚や出産を望む人々が安心し
て子どもを産み育てることができる環境づくりやデジ
タル技術を活用した労働生産性の向上など、総合的
な取組の拡充ときめ細やかな対応を推進してまいりま
す。
　同じく１、知事の政治姿勢の中の(6)のア、サンラ
イズベルト構想についてお答えします。
　県土の均衡ある発展に向けては、本島東海岸地域に
おいて、もう一つの南北に伸びる経済の背骨を形成
し、強固な社会経済基盤の構築を図ることが重要であ
ることから、県では、令和３年３月に沖縄県東海岸サ
ンライズベルト構想を策定したところです。同構想
に基づく取組の方向性については新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画に反映させております。
　次に２、基地問題・安全保障の中の(4)のア、普天
間飛行場の跡地利用に向けた事業主体と国との関わり
についてお答えいたします。
　県は宜野湾市と共同で、跡地利用計画策定に向けた
取組を推進しているところです。また、国において
も、県や同市に対し大規模駐留軍用地跡地利用に関す
るヒアリングにより、取組状況や課題等が共有されて
おり、跡地利用計画策定における課題解決に向けた取
組を推進しております。引き続き宜野湾市と共に国と
緊密に連携して取り組んでまいります。
　同じく、基地問題・安全保障についての中の(4)の
イ、普天間飛行場内土地取得事業の進捗状況について
お答えいたします。
　県では平成25年度から普天間飛行場内の道路用地
の先行取得を行っており、令和６年３月末現在、目
標面積22ヘクタールの70％に当たる約15.4ヘクター
ルを取得しております。引き続き、戸別訪問や県ホー
ムページ等の広報媒体を活用して地権者への制度周知
を行い、基地跡地利用について御理解をいただくこと

で、早期に取得完了ができるよう取り組んでまいりま
す。
　同じく、基地問題・安全保障の中の(4)のウ、普天
間飛行場の跡地利用に向けたグランドデザイン・ロー
ドマップの策定についてお答えいたします。
　県は宜野湾市と共同で、構想段階における全体計画
の中間取りまとめ（第２回）を令和４年７月に策定
し、今年２月には跡地利用計画策定に向けたロード
マップとなる全体行程計画の更新について発表したと
ころです。今後は、同行程計画に基づき計画内容の具
体化に向けた検討を進めるとともに、社会情勢の変化
に対応しながら、令和９年度に全体計画の取りまとめ
を策定することを目標としております。
　同じく２、基地問題・安全保障の中の(4)のエ、普
天間飛行場跡地利用と周辺との一体的なまちづくりに
ついてお答えいたします。
　令和４年７月に策定した全体計画の中間取りまとめ
（第２回）では、周辺市街地整備との連携を計画づく
りの方針の一つに位置づけております。具体的には跡
地と周辺市街地との相互発展、跡地と周辺市街地にま
たがる一体的な環境づくりや都市基盤整備に向けて計
画づくりを推進することとしております。引き続き宜
野湾市と緊密な連携を図り、跡地利用に向けた取組を
推進してまいります。
　同じく２、基地問題・安全保障の中の(5)のイ、牧
港補給地区跡地の利用と新たな港湾施設との一体的か
つ有機的な連携についてお答えいたします。
　県では、返還が予定されている駐留軍用地の跡地利
用について、関係市町村と共に中南部都市圏駐留軍用
地跡地利用広域構想を策定しており、広域的観点から
沖縄全体の発展につながる都市の形成を目指しており
ます。そのうち牧港補給地区は広大な面積を有してお
り、その開発の在り方が本県の発展に大きく影響する
ものと考えております。引き続き浦添市と緊密な連携
を図り、県全体の発展に資する跡地利用につなげてま
いりたいと考えております。
　次に４、公共交通・防災減災・県土強靱化について
の中の(1)のア、鉄軌道導入の費用便益比等について
お答えいたします。
　費用便益比の算定においては、将来の観光客数や
ルートの考え方など、県の調査と前提条件や算定手法
に違いがあり、算定結果の違いが生じております。
　県といたしましては、令和６年度、国が課題として
いる費用便益比の向上に向けた調査検討のほか、鉄軌
道と有機的に接続するフィーダー交通の導入可能性検
討や各種導入効果の調査を行うこととしており、今後
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も国に対し、鉄軌道の導入に向けた提案や意見交換を
行ってまいりたいと考えております。
　同じく４、公共交通・防災減災・県土強靱化の中の
(1)のウ、バス路線の維持に向けた取組についてお答
えいたします。
　県においては、国や市町村と協調し、生活バス路線
への欠損補助や運転手確保のための二種免許取得に対
する支援、ノンステップバス導入及びバス停上屋の整
備に係る支援等を実施しており、バス路線の確保・維
持に努めているところです。さらに、本年９月には、
路線バスに無料で乗れる日を設定し、多くの県民に乗
車の機会を提供することで、過度な自家用車利用から
適度なバス利用への転換を促し、バス利用者の増加、
交通渋滞の緩和等につなげてまいりたいと考えており
ます。
　同じく４、公共交通・防災減災・県土強靱化の中の
(1)のエ、タクシー、運転代行の公共性と支援策につ
いてお答えいたします。
　タクシーは道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車
運送事業者であり、地域公共交通の活性化及び再生に
関する法律において、公共交通事業者と位置づけられ
ております。タクシー事業者に対する支援策について
は、国の交通ＤＸによる経営改善支援のほか、県にお
いても、運転手不足対策や燃料高騰分の影響の軽減に
取り組んできたところです。運転代行業については、
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律におい
て、公共交通事業者と位置づけられておりませんが、
飲酒運転防止の観点から公益性を有する業種であると
考えております。運転代行業界が抱える課題について
は、今後、関係団体を通じて課題把握に努めてまいり
ます。
　同じく４、公共交通・防災減災・県土強靱化につい
ての中の(1)のオ、ライドシェア導入についてお答え
いたします。
　いわゆる日本版ライドシェアは、タクシー事業者の
申請により、タクシーが不足する分の運送サービスを
供給するものです。県内における事業実施について
は、あらかじめ国が指定する金曜日及び土曜日の16
時から翌日５時までの間、地域の車両数の５％の範囲
で許可されることとなっております。
　県としましては、タクシー事業者への申請手続の周
知等、国や市町村、業界団体等と連携しながら、同制
度の導入促進に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕

○宮城嗣吉 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(1)のウ、市町村ハード事業予算の確保についてお
答えします。
　沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハード交付金に
ついては、近年減額傾向にあることから、市町村事業
の進捗に遅れが生じ、地域の発展等に影響が出ている
ものと認識しております。このため、７月２日にハー
ド交付金を含む沖縄振興一括交付金の増額確保につい
て沖縄担当大臣宛てに要請を行ったところであり、そ
の際ハード交付金の減額による県民生活への影響が生
じることのないよう強く訴えております。今後もあら
ゆる機会を捉え、県と市町村で連携・連動を図りなが
ら関係要路に対し丁寧に現状を説明し、増額確保を求
めてまいります。
　同じく１の(4)のア、普通退職者の動向、職場環境
改善に向けた取組等についてお答えします。
　公務員の普通退職については、国や都道府県におい
ても近年増加しており、全国的な傾向であると認識し
ております。令和５年度の知事部局における一般行
政職の普通退職者は、従来の定年年齢である60歳の
者を除き95名であり、前年度の60名と比較して35名
増加しております。退職者へのアンケート調査におい
て、業務の負担が大きかったとする回答が最も多いこ
とから、時間外勤務の縮減に取り組むとともに、年次
休暇や夏季休暇の取得促進、育児休業や時差通勤、在
宅勤務制度の活用など、多様な働き方が可能となる職
場環境の整備を推進しております。また、若手職員か
ら、自由で独創的な発想による政策や業務改善に関す
る提案を募集するなど、職員の能力や意識の向上、や
りがいの創出に取り組み、組織の活性化を図ってまい
ります。
　同じく１の(4)のイ、採用辞退者の状況と新規採用
者の確保についてお答えします。
　知事部局における沖縄県職員採用試験の合格者の
うち採用辞退者は、令和３年度49名、令和４年度67
名、令和５年度68名となっています。職員の新規採
用は、例年４月のほか年度中途にも行っており、令和
３年度133名、令和４年度152名、令和５年度183名
と増加しております。令和６年度は４月時点で126名
を採用しており、今後、実施予定の各種試験の合格者
のうち可能な者については、年度中途に採用してまい
ります。
　県としましては、職員の採用に当たっては、ガイダ
ンスやインターンシップ、合格者向け説明会、若手職
員との座談会等を行い、必要な人員の確保に努めてま
いります。
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　同じく１の(4)のウ、時間外勤務手当の適切な支給
等についてお答えします。
　時間外勤務については、職員の適切な勤務管理の観
点から事前の勤務命令の徹底を行うとともに、手当に
ついては勤務日の属する月の翌月に支給する必要があ
ります。このため、各部等に対して、事前命令や手当
の適切な支給の徹底、予算の不足が見込まれる場合に
は事前に予算確保に向けた手続を行うこと等について
通知したところです。通知に沿った取組を着実に実施
することにより、適切に支給してまいります。時間外
勤務の縮減に向けては、総務部から毎月、長時間勤務
職員の情報提供を行い、各部等において業務分担の見
直し等に取り組んでおります。また、所属長による職
員の勤務時間の適正な把握、業務の効率化等に引き続
き取り組むとともに、ノー残業デーの設定、終礼の実
施、県庁ライトダウンなどの取組を通して定時退庁を
促してまいります。
　同じく１の(4)のオ、組合の政治活動による職員へ
の負担についてお答えします。
　職員団体及び労働組合は、職員の勤務条件の維持改
善を主たる目的として組織される団体でありますが、
地方公務員法上、その他の政治的目的を持った活動等
をすることについて制限はありません。その職員団体
等により組織される沖縄県関係職員連合労働組合につ
いても、団体としての行為は、地方公務員法第36条
の規定による政治的行為の制限を受けるものではあり
ません。しかし、一般職の職員については、地方公務
員法第36条の規定により一定の政治的行為が制限さ
れているところです。仮に職員が政治活動を行ってい
る場合は、実態を把握し、必要に応じて服務上の対応
を検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　１、知事の政治姿勢に
ついての中の(2)のウ、こどもまんなかウェルビーイ
ングセンターについてお答えいたします。
　県では、これまで県政の最重要課題である子どもの
貧困対策に全庁体制で取り組んでまいりました。心身
の健康や幸福というウエルビーイングの観点から、教
育や医療、福祉など複合的な取組が必要であり、同セ
ンターの設立はこどもまんなか社会の実現に向け、有
意義なものであると考えております。
　県といたしましては、議員連盟や国等の動向を注視
しつつ、今後、情報収集や関係機関と意見交換を行い
ながら対応を検討してまいります。

　同じく１の(5)のエ、子育て環境の充実に向けた取
組についてお答えいたします。
　核家族化の進展など家庭を取り巻く環境が変化して
いる現代社会において、世代間の助け合いは子育てし
ていく上で重要であると考えております。一方、国の
こども大綱においては、祖父母や近隣の人から子育て
の助言や支援、協力を得ることは難しい状況にあると
の現状が示されております。
　県といたしましては、沖縄県こども計画（仮称）に
おいて、地域の中で子育て家庭が支えられるような施
策を盛り込み、子育て当事者が経済的な不安や孤立感
を抱くことのないよう、子育て環境の充実に向け取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(5)のウ、離島過疎地域における空き家対策の
現状と課題についてお答えいたします。
　離島過疎地域の空き家対策について、空き家再生等
推進事業など、国土交通省の補助事業を活用し、空き
家の実態把握や活用などの取組をこれまでに４市町で
実施しております。空き家対策に当たっては、防災、
景観、衛生などで問題となる前に利活用できるよう所
有者の理解を得ることが課題と考えております。県で
は、令和５年度に空き家対策に関する説明会を開催
し、市町村間の情報共有などを行っており、引き続き
空き家対策の推進に取り組んでまいります。
　次に同じく１の(6)のウ、中部東道路整備の要望等
についてお答えいたします。
　中部東道路は、令和３年３月、沖縄ブロック幹線道
路協議会において、新広域道路交通計画の構想路線に
位置づけられた道路であります。令和４年６月には、
うるま市、国及び県で構成される中部東道路連絡調整
会議が設置され、関係者間で継続して意見交換を行っ
ているところであります。引き続きうるま市や国と連
携して、事業化の可能性を検討していきたいと考えて
おります。
　次に２、基地問題・安全保障についての(2)のエ、
特定利用空港・港湾の整備についてお答えいたしま
す。
　政府の説明によると、特定利用空港・港湾とは、民
間との共用を前提に、自衛隊等が利用できるよう、整
備または既存事業の促進を図り、併せてインフラ管理
者との間で円滑な利用に関する枠組みを設ける施設と
のことでありました。現時点において、軍事目標等を
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規定するジュネーブ条約との関係や米軍の利用、整備
後の運用など、不明な点が残されていることから、引
き続き国に対し確認を行うなど適切に対応してまいり
たいと考えております。
　次に４、公共交通・防災減災・県土強靱化について
の(1)のイ、交通渋滞対策の取組についてお答えいた
します。
　県では、慢性的な交通渋滞の緩和に向けて、広域的
な道路網の整備による抜本的な対策として、沖縄本島
の南北軸と東西軸を有機的に結ぶハシゴ道路ネット
ワークの構築に取り組んでおります。また、短期的な
渋滞ボトルネック対策として、国や県等の関係機関で
構成する沖縄地方渋滞対策推進協議会において、沖縄
地方における渋滞対策の検討や効果検証を行っており
ます。引き続き関係機関と連携し、交通渋滞の緩和に
取り組んでまいります。
　次に同じく４の(2)のイのうち、６月豪雨による公
共土木施設の被害状況及び復旧の進捗についてお答え
いたします。
　去る６月の豪雨による公共土木施設の被害状況とし
ては、久米島町の県道久米島空港真泊線、名護市の県
管理２級河川羽地大川、うるま市の市道与那城17号
線等において落石やのり面崩壊が発生しております。
これらの被害箇所については、応急措置を行うととも
に関係機関と調整し、早期復旧に向け取り組んでいる
ところであります。
　次に同じく４の(2)のウ、河川氾濫防止の取組の加
速化、強化についてお答えいたします。
　県管理河川においては、浸水被害の軽減を図るた
め、河道拡幅等の河川整備に取り組んでおり、また、
緊急浚渫推進事業債を活用し、河積阻害となる堆積土
砂及び雑草木の除去等を行っております。令和６年度
は、当初予算として約21億1000万円を計上し、令和
５年度国土強靱化に資する補正予算約５億1000万円
と合わせ、河川整備等を行うこととしております。今
後とも浸水被害の軽減に向け予算の確保に努め、早期
整備を推進するとともに適切な維持管理に努めてまい
ります。
　次に同じく４の(3)のア、名護東道路延伸の検討状
況についてお答えいたします。
　名護東道路は、名護市伊差川から許田に至る延長
8.4キロメートルの高規格道路であり、現在、伊差川
から数久田に至る延長6.8キロメートルの区間につい
て国による整備が進められております。国によると、
名護東道路の延伸については、令和６年度から計画段
階評価を実施するため、本部方面への概略ルート及び

構造の検討に着手したところであり、今後地域の現状
や道路の課題を踏まえた上で、地域への意見聴取など
も行いながら対応方針について検討を進めていくとの
ことであります。
　次に同じく４の(3)のイ、南部東道路の進捗状況等
についてお答えいたします。
　南部東道路の進捗率は、令和５年度末時点の事業費
ベースで約51％となっており、用地取得率は取得面
積ベースで約82％となっております。現在、南城佐
敷・玉城インターチェンジから南城つきしろインター
チェンジの区間と南城大里インターチェンジから南城
大城インターチェンジの区間について、優先的に整備
を行っております。引き続き、南城市と連携を図りな
がら、2020年代後半の暫定２車線による全線供用に
向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　４月１日付で
文化観光スポーツ部長を拝命いたしました諸見里でご
ざいます。
　文化観光スポーツ行政の推進に向けて職員と共に一
つ一つの課題解決に丁寧かつ着実に取り組んでまいり
ますので、議員の皆様方の御指導、御 撻のほど、よ
ろしくお願いいたします。
　それでは、答弁させていただきます。
　１、知事の政治姿勢についての(6)のイ、大型ＭＩ
ＣＥ施設の事業スキームと採算性について。
　沖縄県マリンタウン国際会議・大型展示場整備運営
等事業は、ＰＦＩの手法により設計・建設の後、県に
所有権を移転するＢＴ（ビルド・トランスファー）方
式と公共施設等運営権を設定して、運営・維持管理を
民間事業者が独立採算で行うコンセッション方式で実
施するものです。また、民間事業者へのサウンディン
グ調査等では、独立採算での運営・維持管理が可能と
の意見をいただいております。県では、県民の理解の
下、事業を進めるため、今年１月に西原町、与那原町
で住民説明会を実施するとともに県広報誌で周知を
図ったところです。
　同じく１の(6)のエ、東海岸サンライズベルト構想
におけるスポーツコンベンションの推進についてお答
えします。
　東海岸地域は、県総合運動公園、沖縄アリーナ、吉
の浦公園などのスポーツ施設が立地し、スポーツイベ
ント、キャンプ・合宿などのスポーツコンベンション
が盛んな地域であると認識しております。県では、美
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しいビーチが近接するなど、沖縄の自然特性を有する
同地域は、スポーツコンベンションの拠点として発展
が期待できることから、引き続き関係市町村等と連携
協力し、国内外からのキャンプ・合宿等への支援、ス
ポーツ施設の紹介・提案等を行ってまいります。
　同じく１の(8)、観光目的税創設の見通しと財源を
活用した事業展開についてお答えします。
　観光目的税（宿泊税）については、新沖縄県行政運
営プログラムで、令和６年度中の条例案提出、総務大
臣協議、令和７年度の制度周知を経て、令和８年度の
導入を目指すこととしております。宿泊税は、観光客
受入れ体制の充実強化、観光地の環境及び良好な景観
の保全、観光振興に通じる文化芸術の継承及び発展並
びにスポーツ振興、地域社会の持続可能な発展を通じ
た観光の推進などの新規または拡充する取組に活用し
てまいります。これらの取組により、県民、観光客、
事業者、それぞれの満足度を最大限に高めながら、世
界から選ばれる持続可能な観光地の実現を目指してま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　１、知事の政治姿勢について
の(6)のオ、北部地域の水道供給体制についてお答え
いたします。
　企業局では、沖縄県観光振興基本計画に基づく入域
観光客数の伸びなどを見込んだ上で給水計画を策定し
ており、ギンバル訓練場跡地におけるホテル計画に対
しては、金武町への１日最大給水量を増加するなどの
対応を行っております。また、東村のリゾート開発な
どに伴う新たな水需要に対しては、企業局が保有する
福地川の水利権の一部を将来的に転用する覚書を取り
交わしております。
　企業局としましては、北部地域への水道供給体制の
確保について、引き続き関係部局や市町村と連携して
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　１、知事の政治姿勢につい
ての(7)、国立自然史博物館誘致の進捗状況と国への
要請等についてお答えいたします。
　県では、これまで県内外でのシンポジウム開催など
により機運醸成を図っており、今年度はこれらの取組
に加え、誘致に当たってのコンセプト等の検討を始め
ることとしております。また、平成29年度から国等

へ要請を行っており、昨年度は５回の要請を行うなど
国への働きかけを強化しており、今年度も骨太の方針
に係る要請で国による取組の開始を求めたほか、県選
出国会議員に県の取組を個別に説明し、協力をお願い
したところです。
　県としては、引き続き国への働きかけを強化し、国
立自然史博物館の早期実現に向けて取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　２、基地問題・安全保障に
ついての中の(1)のア、自衛隊配備に関する認識につ
いてお答えいたします。
　県としては、沖縄県を含む我が国が独立繁栄を続け
ていく上で平和と安全は不可欠であることから、日米
安全保障体制や専守防衛のための最低限の自衛力は必
要であると考えております。一方、米軍の機能や規模
が縮小されないまま自衛隊の配備拡張が進められるこ
とは、沖縄の基地負担の増加につながることから、基
地負担の軽減は米軍と自衛隊を併せて考える必要があ
ると考えております。
　同じく２の(2)のア、離島住民避難に関する九州・
山口各県との調整状況についてお答えいたします。
　本県では、令和４年度から、特定の事態を想定した
ものではありませんが、先島諸島から九州方面への住
民避難に係る国民保護図上訓練を実施しております。
去る６月３日に行われた九州知事会において、沖縄県
の先島諸島からの住民避難の受入れ検討について、九
州・山口各県が連携して取り組むことが確認された
後、受入れ検討の基礎となる情報のやり取りやオンラ
イン会議を行うなど調整を進めているところです。
　県としましては、引き続き国、九州・山口各県、関
係市町村、指定公共機関、指定地方公共機関と連携し
て取り組んでまいります。
　同じく２の(2)のイ、今後の図上訓練の予定等につ
いてお答えいたします。
　今年度は、令和７年１月に図上訓練を実施する予定
であります。これまでの国民保護図上訓練及び検討に
より、輸送力確保の具体化や要配慮者の避難など住民
避難に関する様々な課題が確認されました。令和６年
度は、避難先空港との連携によるさらなる輸送力の具
体化や要配慮者の搬送手段の確保、病院等からの避難
要領の策定など、国、市町村、指定公共機関、指定地
方公共機関など関係機関と連携して、これらの課題に
取り組んでいるところです。
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　同じく２の(2)のウ、国民保護に関する外国人観光
客の避難誘導についてお答えいたします。
　本県では、令和４年度から、先島諸島から九州方面
への住民避難に係る国民保護図上訓練を実施してきま
したが、輸送力確保の具体化や要配慮者の避難など
様々な課題が確認されております。外国人観光客の避
難についても、避難の指示等の伝達に当たって配慮す
る必要があるものと承知しておりますが、現段階で具
体的な検討には至っておらず、今後の検討課題である
と認識しております。
　同じく２の(3)のイ、米軍人等による事件等の防止
に関する他自治体の先進事例についてお答えいたしま
す。
　県としては、渉外知事会等において、米軍基地に起
因する諸問題を抱える他自治体の取組について意見交
換を行っているところです。また、令和５年11月に
は、職員が横須賀市を訪問し、横須賀基地周辺地区に
おける安全対策をはじめとする基地対策の取組等につ
いて意見交換を行いました。
　県としては、他の基地所在自治体の取組等について
把握することは重要であると考えていることから、引
き続き軍転協及び渉外知事会等とも連携しながら情報
収集してまいります。
　同じく２の(3)のウ、沖縄地域・安全パトロール事
業についてお答えいたします。
　沖縄・地域安全パトロール事業は、平成28年４月
にうるま市で発生した米軍関係者による女性殺害事件
を契機に、沖縄県民の安全・安心の確保を図ることを
目的に実施されております。沖縄総合事務局による
と、平成28年６月の発足から令和６年３月末までに
行った通報は2340件で、そのうち米軍関係者に係る
ものは11件とのことです。
　県としては、繰り返される米軍関係者による事件等
の再発防止のため、政府に対し、これまでの取組を超
えたより効果的な対策の実施を求めているところで
す。
　同じく２の(5)のア、那覇港湾施設の移設について
お答えいたします。
　那覇港湾施設は、那覇港に隣接し、那覇空港にも近
く、産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域
となっており、基地負担の軽減と産業振興の観点か
ら、早期の返還が必要であると考えております。
　県としては、これまでの経緯を踏まえつつ、那覇港
湾施設移設に関する協議会の枠組みの中で、移設の目
的や条件に沿った取組を進めることが重要と考えてお
ります。また、今年４月、第１回那覇港湾施設移設に

係るてだこの都市（まち）・浦添の振興に関する協議
会が開催され、那覇港湾施設の移設を受け入れた浦添
市の振興を円滑に進めるため、関係機関が同市の事業
計画案の具体化に向け前向きに協力していくこと等を
確認したところです。
　同じく２の(6)のア、令和６年度の地域外交の展開
についてお答えいたします。
　県では、今年３月に策定した沖縄県地域外交基本方
針を踏まえ、国際平和創造拠点、グローバルビジネス
共創拠点、国際協力・貢献拠点の形成を目指し、部局
横断的かつ戦略的に地域外交を推進することとしてお
ります。具体的には、済州４・３追悼式や済州フォー
ラムへの参加により、平和を希求する「沖縄のここ
ろ」を海外に発信する取組や外務省や駐日大使館と連
携したセミナー等を通じた沖縄の観光・文化・経済な
どの魅力の発信、ＪＩＣＡ沖縄と連携し、パラオ共和
国とのＭＯＵを踏まえた水産分野における国際協力等
の取組を進めることとしております。
　同じく２の(6)のイ、中国艦船による領海侵入への
対処についてお答えいたします。
　県としては、領土・領海など国の主権に関わる問題
は、一義的には政府間において解決されるべきものと
考えております。尖閣諸島をめぐる問題については、
日中双方が対話と協議を通じて情勢の悪化を防ぎ、不
測の事態の発生を回避するなど、冷静かつ平和的な外
交によって相互信頼関係の構築に努め、解決に取り組
むことが望ましいと考えております。このため、機会
あるごとに日本政府に対して、同海域における安全確
保や冷静かつ平和的な外交によって中国との関係改善
を図ることを要請しております。
　次に４、公共交通・防災減災・県土強靱化について
の中の(2)のア、津波避難の在り方についてお答えい
たします。
　県では、本年４月の津波警報発表に対する県庁内の
対応の検証と市町村へのアンケート調査を実施しまし
た。その結果、避難行動については、多くの住民等が
迅速に高台避難するなど防災意識の高まりが見られた
一方で、車での避難による渋滞の発生や避難場所の周
知等の課題が確認されました。
　県としましては、今回の検証を基に、市町村と連携
して徒歩による避難の原則や避難場所・経路等の周
知、11月５日の津波防災の日に合わせた県下一斉の
避難訓練の実施等、防災意識の啓発に努めてまいりま
す。
　同じく４(2)のイ、６月の豪雨による被害状況につ
いてお答えいたします。
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　本年６月11日から連続的に発生した記録的な大雨
により、沖縄本島地方の複数の地域で降り始めから
の降水量が500ミリを超え、那覇、久米島、宮城島の
各観測点で６月の記録が更新されました。この大雨に
より、７月５日現在で住家被害35件、非住家被害11
件、土砂崩れ19件、道路冠水等の被害が発生してお
ります。
　県としては、県民の生命、身体及び財産を災害から
保護するため、引き続き沖縄県地域防災計画に基づき
災害対策の推進に努めてまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、農林水産行政につい
ての中の(1)のア、県産果樹の可能性と生産拡大につ
いてお答えいたします。
　本県の果樹は、亜熱帯地域の温暖な気候を生かし、
マンゴー、シークヮーサー等が栽培され、地域農業の
振興に大きな役割を果たしております。また、本県を
訪れる観光客の増加による観光・リゾート産業と関連
した県産果樹の消費拡大が見込まれ、生産量の拡大が
期待されております。県では、引き続き市町村、関係
団体等と連携し、拠点産地の育成強化、優良品種の開
発・普及、栽培施設等の導入による生産面積の拡大、
品質の向上を図ってまいります。
　同じく３の(1)のウ、地理的表示保護制度（ＧＩ）
についてお答えいたします。
　県内では、琉球もろみ酢、ぐしちゃんピーマン、中
城島にんじんの３件が地理的表示保護制度（ＧＩ）に
登録されております。登録産品は、生産地の気候や風
土等と深く結びつき、高い品質や社会的な評価を得て
いる産品となります。登録を機に、安定供給を実現し
た品目における価値の訴求、オンリーワンのイメージ
戦略等を通した需要の長期化、産地ブランド形成によ
る取引価格向上、価格の安定効果等の実現が期待され
ます。
　県としましては、今後も同制度の活用による県産農
林水産物のブランド力強化を促進してまいります。
　同じく３の(1)のエ、県産薬用作物の経済的有用性
についてお答えいたします。
　本県ではウコン類、ボタンボウフウ、グアバ等の薬
用作物が栽培され、お茶や健康食品として加工・販売
されております。県では、新・沖縄21世紀農林水産
業振興計画において、薬用作物を戦略品目として位置
づけ、生産振興に取り組んでおり、南城市、名護市、
うるま市、与那国町が拠点産地として認定されており

ます。薬用作物については、生産性及び品質の向上を
図るため、拠点産地の育成や加工施設等の整備が重要
であることから、引き続き市町村等と連携し、支援を
行ってまいります。
　同じく３の(1)のオ、農林水産物条件不利性解消事
業についてお答えいたします。
　県では、持続可能な物流ネットワークを構築し、農
林水産業及び離島地域の稼ぐ力の向上を目的に事業を
実施しております。輸送コストの一部支援を行うとと
もに、ロット拡大によるコスト低減化に向けた補助対
象品目の拡充、北部・離島市町村を対象とした補助事
業の実施、鮮度保持技術を活用した実証事業への補
助、出荷団体へのアドバイザー派遣等を実施しており
ます。
　県としましては、引き続き生産者団体をはじめとす
る関係者と連携し、農林水産物の輸送コストの低減及
び総合的な流通の合理化に取り組んでまいります。
　同じく３の(2)のア、農水産業振興の取組と支援策
についてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀農林水産業振興計画に基
づき、生産の拡大、生産・流通コストの低減、多様な
担い手の育成・確保、スマート農業の推進などの徹底
したおきなわブランドづくりの推進、観光産業との積
極的な連携、６次産業化の推進などのマーケットイン
を意識した出口戦略の強化等に取り組んでいるところ
であります。
　県としましては、引き続き市町村や関係団体等と連
携し、魅力と活力ある持続可能な農林水産業の実現に
向け取り組んでまいります。
　同じく３の(2)のイ、経営相談・営農継承支援につ
いてお答えいたします。
　県では、農業経営の相談窓口として農業経営・就農
支援センターを設置し、経営診断や経営継承に向けて
専門家派遣による個別支援を実施するとともに、普及
指導員等による経営指導に取り組んでおります。ま
た、漁業就業者の確保及び育成を図るため、令和６年
度より、就業年数の浅い若年層の漁業者を対象とした
経営診断やライフプラン作成支援を内容とした漁業人
生まるみえ事業に着手しております。
　県としましては、引き続き農業及び漁業者の経営支
援に取り組んでまいります。
　同じく３の(2)のウ、魅力のある農業・海業の振興
についてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀農林水産業振興計画に基
づき、農林水産業の振興に向けて各種施策に取り組ん
でいます。農業分野では、農業大学校生を対象とした
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農業法人等への雇用マッチング支援、県内外での就農
相談会や就農サポート講座の開催等に取り組んでおり
ます。漁業分野では、海業の取組を推進するため、
水産物販売施設や漁業体験施設等の整備を支援するほ
か、今年度から県管理漁港での海業導入の可能性評価
などを行うこととしております。
　県としましては、引き続き農林水産業の担い手の育
成・確保に努めてまいります。
　同じく３の(2)のエ、耕作放棄地等の活用、転用促
進についてお答えいたします。 
　農地の有効利用及び担い手の育成により農業振興を
図るためには、耕作放棄地等の活用が重要であると認
識しております。県では、農地耕作条件改善事業等の
活用や農業委員会の利用意向調査等により農地の再
生・利活用を支援しているところです。農業生産の基
盤である農地は、農地法に基づき農地以外の利用が規
制され、農業上の利用を確保するための措置を講じる
こととされております。今後も、市町村等と連携し、
農地の有効利用及び担い手への集積が図られるよう取
り組んでまいります。
　同じく３の(2)のオ、畜産農家への緊急的な財政支
援についてお答えいたします。
　県では、畜産農家の経営安定を図るため、国が実施
する肉用子牛生産者補給金制度等に加え、令和４年度
より配合飼料購入費の一部補助や子牛競り価格下落に
対する補助等を実施しております。しかし、飼料価格
の高止まり等により、県内の畜産農家は厳しい経営状
況にあります。そこで県では、配合飼料購入費の補助
拡充、子牛競り価格下落に対する補助拡充に加え、優
良繁殖雌牛の更新に係る支援について今議会に計上し
ているところであります。
　県としましては、引き続き生産者や市町村、関係団
体と連携し、畜産農家の経営安定に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　３、農林水産行政につい
ての(1)のイ、琉球泡盛の海外展開における課題につ
いてお答えします。
　泡盛製造業は、地域の活性化等に寄与する重要な地
場産業と考えておりますが、令和５年の海外出荷数
量は37キロリットルで、出荷数量全体の１％未満と
なっております。海外展開に当たっては、認知度の向
上や他の酒類との差別化、市場に合わせたブランディ
ング等が課題であると認識しております。そのため県

では、海外見本市への出展や市場ニーズに対応した商
品開発等の支援を行うとともに、国や泡盛業界等との
官民連携による泡盛のさらなる輸出拡大に取り組んで
いるところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　５、医療・福祉・介護行
政についての御質問の(1)のア、中部病院の建て替え
についてお答えします。
　県立中部病院は、地域の中核病院であることから、
建て替え等に当たっては、広く関係者の意見を踏まえ
ることが重要だと考えております。このため、保健医
療介護部のほか中部市町村会等の外部有識者を含めた
検討委員会を設置し、中部病院が将来果たすべき役
割、医療機能、施設全体の建て替え等について検討を
行っております。検討に当たり中部地区の医療機関、
市町村消防、県立病院全職員へのアンケートの実施、
うるま市長や地元自治会、中部病院職員にも説明を
行っております。
　病院事業局としましては、これまでの検討結果や検
討委員会の意見等を踏まえ、現地建て替えの方針を示
した将来構想の策定に取り組んでおります。
　以上です。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　５、医療・福祉・介
護行政についての(1)のイ、沖縄健康医療拠点との連
携についてお答えします。
　琉球大学医学部及び大学病院の移設を中心とする沖
縄健康医療拠点との連携については、現在、琉球大学
病院と医学部管理・研修棟に入居する沖縄県地域医療
支援センターの機能について協議を行っており、移転
後、連携して医師派遣機能の強化を図ってまいりま
す。
　同じく５の(1)のウ、公立沖縄北部医療センター整
備の課題についてお答えします。
　公立沖縄北部医療センターの整備につきましては、
現在、北部医療組合において実施設計に取り組むとと
もに、運営主体となる財団法人の令和７年度の設立に
向けて協議を進めております。課題としましては、物
価高騰等に伴う整備費用の増加や医療従事者の確保な
どがあると考えております。
　県としましては、統合する２つの病院間のスタッフ
の交流や意見交換を深め、北部医療センターの早期整
備に向け取り組んでまいります。
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　同じく５の(1)のオ、県内大学への薬学部設置の課
題についてお答えします。
　県は、薬学部の設置を希望する県内国公立大学の
公募を令和５年９月１日から12月８日までの期間で
実施しましたが応募はありませんでした。しかしなが
ら、琉球大学から薬学部設置の可能性を含め沖縄県と
緊密に連携しつつ協議を進めたいとの回答があり、協
議の場の設置について合意しました。令和６年５月に
第１回沖縄県と琉球大学による薬学部設置等薬剤師確
保対応方策検討連絡会を開催し、薬剤師確保に関する
課題等について協議を開始しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　５、医療・福祉・介護行
政についての御質問のうち(1)のエ、沖縄県口腔保健
医療センターの人材確保についてお答えいたします。
　沖縄県口腔保健医療センターでは、障害者等を対象
に口腔健康管理・指導や全身麻酔による歯科治療を
行っております。県では、当センターに対し運営費や
地域協力医の養成に要する経費への補助等を行ってい
るところですが、障害者等の歯科医療を担う歯科麻酔
科医や地域協力医等、人材の確保が課題となっており
ます。
　県としては、当センターと意見交換等を行い、障害
歯科麻酔科医等の確保に向け検討を行ってまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　５、医療・福祉・介護行政につ
いての中の(1)のカ、学校における健康診断委託料に
ついてお答えいたします。
　児童生徒の健康診断については、学校保健安全法に
おいて、毎学年定期に実施しなければならないと規定
されております。現在、県立学校の健康診断に係る委
託契約は、地域の実情に応じて各県立学校において行
われております。今後、各学校の実情の把握に努める
とともに、引き続き学校における健康診断に係る委託
料について県医師会と意見交換を図ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　長い答弁ありがとうございまし
た。
　ハード交付金の件ですけれども、午前中の議論を聞
いていましても、これは県に差配があるといっても、

やはりそこら辺に大きな問題があったということ。過
去の都市モノレールに集中的に配分した経緯もあった
わけですので、そのときのツケが今市町村側に回って
きているような状況なんですね。そういった遅れの
分、数年遅れた分をどのように取り戻すか。実際、公
共工事というのは、町が計画的に決めて、県、国が採
択したわけだから、これは平準的に予算を積み重ねて
いってやるのが公共事業なんです。それを全体が減ら
されたからずっと進まないというのは、これはおかし
な話です。ですので、そこで県がどのようにこの遅れ
を取り戻すか、それを交渉すべきですよ。それはトッ
プの仕事じゃないかということです。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　令和７年度のハード交付金を
含む沖縄振興予算の確保に向けた取組につきまして
は、引き続き全41市町村及び内閣府とも意見交換を
重ねた上で、内閣府沖縄担当大臣をはじめとする関係
要路に対し要請を行っていきたいと思います。特に、
ハード交付金については、減額傾向にある影響事例を
代表的な事業箇所ごとに整理し、内閣府へ説明すると
ともに、面接機会をいただいた国会議員お一人お一人
を訪問するなど、関係要路へ丁寧に現状を説明し、理
解を得ていきたいと考えております。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　それでもまだまだ漠然としてい
るんですよ。だから、具体的に影響がどのように出て
いる。県民生活にこんなに影響が出ている。市町村に
対してその影響がどのように、ある意味では損失につ
ながっているんだというぐらいの説得力を持たない
と、公共工事の遅れというのは大変な問題なんです。
そういった認識があるかということです。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　具体的な影響事例を丁寧に説
明すべきだということだと思います。例えば、交通基
盤整備の遅れによる渋滞状況、緊急輸送道路の未整備
状況、河川改修の遅れによる大雨時の氾濫状況、農業
生産基盤の遅れによる農地の冠水状況など、各分野の
事業効果の発現遅れの支障の事例を写真やグラフなど
視覚的に整理して、理解を求めるように丁寧に説明し
ていこうと考えています。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　もうまさに県民に影響が出てい
る状況ですので、これは我々も協力して、今後のハー
ド交付金、あるいは交付金以外の各省庁の予算を取り
に行くぐらいの、それをやらなければいけないと考え
ています。
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　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時35分休憩
　　　午後３時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　21世紀ビジョンの問題ですが、
強い沖縄経済というのはもう閣議決定もされて骨太に
入っているわけですけど、沖縄県にとっては大変喜ば
しく、次に向かって非常に強い決意が求められるとこ
ろでありますけれども、沖縄のほうが、県がどのよう
に応えるか、どのように国との整合性を持たせた政策
をつくっていくかというのがなかなか見えてこない。
これが非常に残念であります。その中で、私が一番重
要だと思っているのは、その地理的優位性とか不利性
とか言うんですけれども、今不利性しか目立っていな
いわけです。この不利性をいかに永続的に解消するよ
うな考えを持っているか。このハード交付金あるいは
ソフト交付金の範囲内でしか解消事業ができないって
いう現状、これをどう思っていますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　議員御指摘のとおり、本県は
不利性というのを抱えておるんですが、今後様々な振
興を図る観点では、その不利性を優位性に転換できる
ような、そういう取組が必要かと思っております。例
えば、ＤＸを積極的に推進することで成長著しいアジ
アへの近接性ということも優位性に転換できるのでは
ないか、それとか駐留軍跡地の有効利用、そういった
ものも沖縄県の潜在力を発揮する、そういった取組に
なろうかというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　まさに不利性を優位性に変えて
いるような産業が今芽生え始めていますよね。これ
は、私が思うにはＭＲＯです。これは地理的に優位性
が功を奏しますね。だから、コロナで非常に経済が落
ち込んでいるときでも数字を伸ばした。すばらしいこ
の取組になってきていますよね。今、経済界もＭＲＯ
を中心にして製造業を整備する時期だという提言を出
しています。我々自民党もそれをバックアップしてい
きたい。ただ、県の政策の中で、計画的にそういった
地域を、クラスターを形成するような政策があったに
もかかわらず、そういう誘導する施策がない。これど
うなんですか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　那覇空港の機能強化に関連しまして、経済界、そし

て産業界等で構成する有識者会議のほうからＭＲＯ事
業―今議員からございましたＭＲＯ事業を中核とす
る航空関連産業クラスターの集積拠点の整備が提言さ
れたというところでございます。ＭＲＯの格納庫の整
備につきましては、同有識者会議の提言を踏まえると
ともに、施設整備の必要性、費用対効果等を検証した
上で、施設用地、また財源の確保と合わせて具体の整
備手法などを検討する必要があると考えていることか
ら、ＭＲＯの格納庫整備に向けた経済界の動きに対応
する形で、県におきましても、国の関連施策に関する
動向について情報収集に努めているというところでご
ざいます。
　したがいまして、県としましては、関連機関と連携
をしながら、航空機整備事業のさらなる拡大でありま
すとか、あるいは関連産業等の集積、航空人材の育
成・確保を検討した上で、クラスターの形成に取り組
み、県経済の発展につなげていきたいというふうに考
えてございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　だから今の答弁を聞いても、ク
ラスターに関わる具体的な計画がないというのがある
んです。人材育成も必要、パーツを保管して加工する
ところも必要であるのに全く策が見えないということ
です。分かりますか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　２棟目の格納庫整備に関連しまして、今年の５月以
降、経済界などの動きがあるというところは県のほう
でも承知しているところでございます。
　県としましては、航空関連クラスターの形成を促進
するという観点からも、２棟目の格納庫を含む集積拠
点の整備に向けて検討を進めてまいりたいというふう
に考えてございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　次に働き方改革の部分です。
　私はかねてから14階にある県職労の事務所は、違
法性があると指摘してきております。
　総務部長、今の段階でこの団体が14階に無償で入
るというのは正当なんですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　県職連合の主な事業活動内容
が組合員である県職員の労働条件の維持改善、福利厚
生等に関することであることから、沖縄県公有財産規
則に基づき、使用を許可しております。また、使用料
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につきましては、行政財産の使用許可に係る使用料の
減免基準に基づき全額免除としているところでござい
ます。
○座波　　一 議員　適法なのかどうか。正当性があ
りますか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　適法に処理しているというこ
とでございますけれども、地方自治法第238条の４の
７項で「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限
度においてその使用を許可することができる。」とい
う規定を受けまして、公有財産規則に基づきまして、
先ほどの目的に沿っているということで使用許可をし
ているところでございます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　この組織がどのような構成なの
か分かっているんですか。私は、自治労が全面的に
やっているんだったら何の問題もないと思いますよ。
労働協定の中で認める。これは認められるんです。非
現業が入るならいい。それ以外にどんな団体が入って
いるか分かっているんですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　沖縄県関係職員連合労働組合
―県職連合は、団体で構成されておりまして、県職
労、病院労組、事業団労組、県職現業労組の、労組の
集まりというような組織となっております。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　だからそれだけの団体が入って
いるというのであれば、県との協定の中で、無償で入
れるということはおかしいんじゃないのかという話で
すよ。じゃないでしょうか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　県職連合を構成している者の
うち、主な団体が県職労でございます。県職労もそれ
からその他団体も含めて、県職連合としての主な活動
内容が組合員である県職員の労働条件の維持改善、福
利厚生に関する事業を行っているというふうに承知し
ております。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　県職労が入るのはいいんです。
県職連合となって、他の事業団とかも入っているわけ
だから、これは一つの公務員団体でない部分もあるわ
けですよね。ですから、その活動として、その名にお
いて政治活動をしている。これ間違いないんです。し
かも、活動の方針が反自民、非共産という御旗の下で
やっているんです。これは機関誌を見れば分かりま
す。そういったものが県庁の14階にいて、土曜、日

曜も、休みも活動しているんです。そういったことを
やっているのは沖縄県庁ぐらいです。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　職員団体や労働組合は職員の
勤務条件の維持改善を主たる目的として組織される団
体でありますけれども、地方公務員法上、その他の政
治的目的を持った活動等をすることについては制限は
ありません。しかし、その団体を構成する一般職の職
員につきましては、地方公務員法第36条の規定によ
り一定の政治的行為が制限されていると、そういうふ
うに理解しています。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　本来、もう駄目ということは分
かっていると思いますよ。本来駄目なんですよ。だか
ら、そこはしっかり整理してやらないと、いつまでも
この問題は追及されると私は思っています。
　なぜ働き方改革に入れたかというと、そういったも
のに職員で加入しているメンバーがいますから、彼ら
が本来の県職員としての職務をある意味では逸脱する
ような、負担も含めて、業務に影響するんです。せっ
かく県庁に入職した人たちが、優秀な人材がこういっ
た政治活動、やってはならない政治活動にうつつを抜
かすということはやってはいけない。県民への裏切り
なんです。だから、私はそれを止めたいということな
んです。それをよく分かっていただきたい。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後３時46分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　憲法改正についてです。
　依然として変わらぬ答弁が続くわけですけれども、
知事、この今の東西1000キロ、そして南北400キロ
の広大な海を抱えて、様々な島々を抱えるこの沖縄
県。その中で、本当に緊急事態というのが起こり得る
ところなんです。武力だけじゃなくて、災害も含め
て、緊急事態。そういった状況は非常に有益であり、
沖縄県だからこそ議論すべき問題じゃないんでしょう
か。知事、いかがですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国民の間でも非常に議論が行わ
れているという認識の下でお話をさせていただくと、
個別の事態については、それぞれ個別法で対応できる
ということが、そもそもこの法律の立てつけになって
いて、そこで足りないものを改善していくというよう
な方向性で法の整備が行われるものというように認識
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をしております。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　個別法で対応できないからこれ
が必要ですよと言っているんであって、本当にそれが
今完全に個別法で対応できているかって言ったら、こ
れは災害対策基本法でいろんな事態に対応しているよ
うな状況ですよ。自衛隊にとって即動けないところが
そこにあるわけですね。海保でも。そういうことを一
体的に考えていかないといけない時代に入ったという
ことを、知事は認識してもらわないと非常に困りま
す。
　次に、特定利用の問題、港湾の整備についても、沖
縄県は詳細が分からないからいまだに取組がされてい
ないということを答弁で言ってますけれども、他の県
ではもう既に予算化して取組が始まっているんです
よ。これ分かりますか。しかも予算は三桁の予算がつ
いてるところもあるんですよ。それを詳細が分からな
いとよく言えますよね、そんなことを。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　特定利用空港・港湾の全
国での指定状況でございますが、令和６年４月１日現
在で、５空港、11港湾について指定されているとい
うふうに聞いているところでございます。予算につき
ましては、現時点においては明確な回答がないという
ところでございます。
　以上でございます。
○座波　　一 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時48分休憩
　　　午後３時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　土建部長から答弁をさせていた
だいておりますが、現時点において、例えばジュネー
ブ条約との関係、米軍の利用、整備後の運用、それか
ら予算をどういうふうにして積み上げていくのかとい
うことなどについては、まだまだ不明な点があるの
で、国に対してそれらのことを確認してまいりたいと
いうように考えている次第です。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　市町村から強い要望が出ていま
すよね。しかもこれはまた離島でやらなければいけな
い最大の事業ですよ。空港・港湾の拡張整備というの
は、あらゆることにおいて有益なんです。こういった
ものを、こういう独りよがりな考えで判断していいの
かなということですよ。

○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　一般論で申し上げますと、空港
や港湾の整備がそれぞれの省庁の予算において行われ
る一般工事であれば、我々もそのことについてはこれ
まで同様の理解が示せると思います。しかし今般、こ
の特定利用空港・港湾については、そのような状況に
ないというところから我々は確認する作業の必要性が
あるということで、確認を繰り返しているということ
であります。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　民生目的であれば大丈夫という
ことでありますので、私どもはとにかく県がそのよう
な方向性を少しでも示せば全面的に100％、200％支
援して、離島のために動きますから、それをぜひお願
いします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時51分休憩
　　　午後３時51分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一  議員　先ほどのＧＩ制度の問題です
が、今非常に元気のある地域が、例えばぐしちゃん
ピーマン、そしてまた中城の島にんじん、あと一つは
何かありましたね、すみません。非常に今いい状況で
す。若手の農業従事者も増えているんですけれども、
その沖縄の魅力ある可能性の高い沖縄野菜、これをど
んどん支援していってほしい。そういったものに沖縄
県がいかに取り組むかということなんですけど、新た
な品目も含めてそういった取組体制というのはできて
いるんですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県のほうでは、県外出荷とか、地域の有利性を生か
した品目ということで、戦略品目として位置づけてお
りまして、例えば野菜のピーマンですとかゴーヤー、
インゲン、マンゴー、パイナップル等の戦略品目の生
産拡大、また拠点産地の育成に取り組んでおります。
また、新たな品目調査ということで、今年度から沖縄
そば用の小麦等々の調査等もやっていくことにしてお
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　私がなぜそれを聞いているかと
いうと、マンゴーとかゴーヤーとか、宮崎や鹿児島に
もう既に先越されて、足元にも及ばない。こういった
ことにならないように、せっかく沖縄で作って、沖縄
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でいいというふうなこうした製品は、しっかり沖縄で
育てるべきだ、必要だということでやっています。そ
ういう意味です。もういいです。答えはいい。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時53分休憩
　　　午後３時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　畜産家への支援、これも午前中
の議論で相当問題点を指摘されておりますが、本当に
死活問題です。沖縄の子どもたちの学校給食に生乳を
提供して完全にできたのは、酪農業界の本当にすごい
努力ですよね。それが今、酪農家がどんどん失われつ
つある。これを今助けないわけにはいかないですよ。
本当に先ほどから支援するとは言っているけれども、
もう今日明日には潰れそうな農家がいる。そういった
のを把握してどういった対応ができるのかということ
まで突っ込んだあれはしてるんですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、畜産農家の経営状況が厳しい
ことは十分に認識しております。また、先般、沖縄県
酪農農業協同組合のほうにも少しお邪魔して意見交換
をしたところでございますけれども、直近の円安によ
る飼料価格の高止まりにより、まだまだ厳しい状況に
あるということであります。そのため、今議会では畜
産農家への追加支援として、配合飼料購入費の支援の
拡充ですとか計上したところでありますけれども、引
き続き県産畜産物の消費拡大も含めて、また経営支
援、そしてまた経営相談ということで、市町村、Ｊ
Ａ、関係機関で構成するサポートチームを強化しまし
て、資金相談を含め経営相談の支援ですとか、飼養管
理技術支援に取り組んでまいりたいと思います。引き
続き市町村、関係団体等と連携し、畜産農家の経営安
定を図ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　座波　一議員。
○座波　　一 議員　今、努力していますよ。市町村
も。飼料用サトウキビ―サトウキビを飼料用として
刈り取ってやるんですけど、これは飼料としてはいい
結果が出ています。ただ、安定供給ができないから、
この飼料に切り替えるのをためらっているんですね。
安定供給するにはどうすればいいか。サトウキビ農家
との相談なのか、何なのか。この辺は行政の役割なん
ですね。農地との問題もあるから。だからそういった
ものへの県からの手助け、そしてそれを刈り取る機械
もない。ハーベスタ―普通のハーベスタじゃ駄目な

んです。飼料用の刈取機械も今沖縄県１台しか持って
いないという話ですよ。そういったことが全く―こ
んな長いこと議論されてきて、沖縄県はまだこういっ
たこともやっていないんですよ。以上です。もう答え
はいいです。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時56分休憩
　　　午後３時56分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○座波　　一 議員　公共交通について。
　私は鉄軌道を否定するわけじゃない。鉄軌道も必要
です。ですけど、公共交通で生活路線とか、あるいは
交通渋滞を解決するというのは余りにも時間がかかり
過ぎる。10年、20年、最低でもかかるでしょう。そ
れを短期的に解決するには、路線バスをどうにかすべ
きなんですよ。会社の都合によってこの路線を廃止す
るだけじゃ全く能がない。赤字でもいいから運行させ
る。そもそもバス路線に沿ってまちづくりができたん
だから、沖縄の場合は。そういったところをしっかり
守って、他府県ではこのバス路線を守る、交通事業者
を守ることは、これはもう公共サービスの最たるもの
だと言っている町だってあるわけですよね。赤字でも
いい、生活あるいは経済の活性化には、これを回すべ
きであるという結論に至ったという町がありました
よ。そういったことの発想がない限り沖縄県では無理
じゃないかと思ってるわけですけど、そういう発想の
切替えが必要じゃないかということです。いかがで
しょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　議員御指摘のとおり、公共交
通というのは大変重要な公共インフラの一つだという
ふうに考えております。御指摘のとおり、今県内のほ
うでは地域公共交通協議会という法定の協議会も設定
されております。そして、各圏域でもそういった話合
いの場を設けて、それも法定の協議会という形にさせ
ていただいております。こういった場で、県、市町
村、それから関係事業者も含め意見交換を重ねてまい
りたいと思います。
○座波　　一 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時58分休憩
　　　午後４時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き、代表質問を行います。
　山内末子議員。
　　　〔山内末子　議員登壇〕
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○山内　末子 議員　ハイタイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　てぃーだ平和ネット、山内末子です。
　厳しい選挙戦を勝ち抜いて14期の議員が勢ぞろい
いたしました。こちらから見る景色が大分変わりま
した。残念ながら少数与党を今実感しているところで
す。しかし今回の選挙、一部のマスコミの出口調査に
おける知事を評価するは70％近くもあり、60％近く
の辺野古反対の民意は変わっておりません。
　先日、いよいよ辺野古の海に試験とはいえ、くいが
打ち込まれました。沖縄に押しつけられている防衛体
制は南西諸島にも拡大強化し、県民の命や人権、尊
厳、環境を破壊し続けています。選挙後に明らかに
なった米兵による事件など、戦後80年を前にしてい
まだ政治の怠慢による県民の平和への願いが黙殺され
ている実態を打破すべく、知事と共に執行部の皆様の
英知を結集し、そして、先ほどもありました野党の皆
様とも手を握るときにはしっかりと手を握る。一丸と
なって真の地方自治を確立し、暮らしと経済の安定、
限りない沖縄の可能性を求めていくことを新たに決意
をしているところです。
　向こう４年間、県民の負託に応えられる議会として
その機能が十二分に発揮できるよう、皆様頑張ってい
きましょう。
　私たち、てぃーだ平和ネットは新たにフレッシュな
議員を迎え、沖縄の太陽、ティーダで平和を光り輝か
せ、県勢発展のために全力を尽くしていくことをお約
束をして代表質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、平和行政の推進について。
　ア、今年の慰霊祭も児童生徒の清らかな歌声に心を
洗われ、平和の詩朗読の仲間友佑さんの詩に力をもら
いました。あの忌まわしい戦争が日に日に近づくと、
県民の不安が高まる中での知事の平和宣言は、県民に
勇気と希望を与えた宣言だったと評価をします。宣言
に込めた知事の決意を伺います。
　イ、来年は戦後80年。体験者が少なくなる中、戦
争の実像・継承・戦争遺跡の保存活用、過重な基地負
担による県民への不条理な日常など課題解決に向けて
加速化しなければなりません。80年という節目に向
けて、世界・未来へ沖縄だからこその平和の創造の発
信はとても重要です。取組を伺います。
　(2)、在沖米空軍兵による誘拐、不同意性交事件関
連について。
　女性の尊厳、人権が踏みにじられる事件、少女のつ
らい思い、保護者の無念、その後、ほかの事件が５件

も明るみに出た異常な事態です。政府の政治的隠蔽体
制に県民の怒りは天を突き抜ける。二度と事件を起こ
させない強い姿勢が求められております。
　ア、今回の政府の通報の在り方、政府の情報統制に
ついて非常に危機感を覚えます。どの機関がなぜに県
への情報を止めたのか、どのような意図があるのか、
体制の不備なのか、徹底した解明が必要だと考えま
す。見解を伺います。同時に、外務大臣は通報体制の
見直しを示唆しておりますが、その検討議論の中に沖
縄県も参加すべきだと考えるが見解を伺います。
　イ、復帰後の米軍関係者の悪質事件に特化し、日本
政府が負担した賠償件数、賠償額、補償がなされてい
ない件数を伺う。
　(3)、日米地位協定改定について。
　ア、２月に開催された地位協定改定に向けてのシン
ポジウムにおけるレオナルド・トリカリコ氏の提言
は、まさに今の沖縄の状況を改善する上でも重要で
す。発言要旨と改定に向けての全国への世論喚起、あ
わせて今後の展開を伺います。
　２、県経済・社会情勢について。
　(1)、政府の金融緩和策は円安を招き、歯止めの利
かない状況が続いております。ガソリン価格の高騰・
電気・物価高騰など県経済への影響と対応策を伺いま
す。
　(2)、足腰の強い経済構築のためにも、ざる経済か
らの脱却は重要です。官公庁別県内・県外の発注契約
状況と推移を伺います。
　３、危機管理体制の構築について。
　地球温暖化等の影響により災害が大型化になり被害
も拡大しています。被災者に寄り添う支援が必要で
す。
　(1)、那覇市以外の全市町村では、災害関連死・弔
慰金支給に関する条例制定がなされておりません。災
害弔慰金の支給に関わることから各自治体に向けて積
極的な取組を働きかけるべきではないのか、見解を伺
います。
　(2)、災害見舞金支給要綱の見直しについて、全国
では最大300万円の支援事業があります。県の５万円
の限度額は見直しが必要だと考えるが取組を伺いま
す。
　４、教育環境の充実について。
　教員不足については、全国でも３割が悪化している
という調査結果が出ました。
　(1)、教員未配置の状況と過去３年間の推移につい
て伺います。
　(2)、未配置の補充、支援する取組について伺いま
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す。
　(3)、教員正規率改善策、教員選考試験制度改革の
状況について伺います。
　５、 国民保護九州受入れ案に対する県の対応につ
いて。
　九州知事会において国から九州各県に対し避難元の
市町村と避難先の県とのマッチング案が示され、計画
の策定の依頼に対し各県とも了承しております。
　(1)、県の関わりと今後の方向性、課題について伺
います。
　６、行財政改革について。
　(1)、普通退職者増加傾向抑止に向けた取組状況を
伺います。
　(2)、ハラスメント（パワハラ・セクハラ行為等）
に関する相談実績と対応について伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　山内末子議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)のア、
平和宣言についてお答えいたします。
　今年の平和宣言では、世界の平和と安定に向けて、
平和的外交・対話による問題解決が求められているこ
とや、沖縄独自の地域外交を展開していくことによ
り、地域の緊張緩和と信頼醸成に貢献することが重要
であると訴えました。また、お一人お一人の平和のた
めの行動が確実に世界の平和につながることから、お
一人お一人が勇気を持って立ち上がり、行動し、共に
平和を創造することを呼びかけました。さらに、沖縄
県が世界の恒久平和に貢献する国際平和創造拠点とな
るよう全身全霊で取り組んでいくことを誓い、宣言し
たものであります。
　次に(1)のイ、戦後80年に向けた平和創造の取組に
ついてお答えいたします。
　沖縄県においては、国籍を問わず沖縄戦などで亡く
なられた全ての人々を刻銘する平和の礎、沖縄戦の実
相を記録・展示する沖縄県平和祈念資料館、平和の構
築・維持に貢献した団体等を顕彰する沖縄平和賞など
を柱に平和行政に取り組んでいるところです。来年
は、戦後80年の節目を迎えることから、戦後80周年
平和祈念事業（仮称）と位置づけ、次世代を担う若者
をはじめ、多くの県民の平和を考える機会の創出な
ど、未来へ向け、県民お一人お一人、さらには沖縄を
訪れる全ての人々を含めて、平和で豊かな沖縄を描い
ていけるよう全庁体制で取り組んでまいりたいと考え

ております。
　次に(3)のア、地位協定シンポジウムでのトリカリ
コ氏の発言等についてお答えいたします。
　今年２月に東京都において開催した日米地位協定の
改定に係るシンポジウムに登壇したトリカリコ元ＮＡ
ＴＯ空軍司令官からは、米側に日本の主権を認識させ
ることが重要である、米軍の日本国内での活動は日本
が決めること、その日本の決定に米側が干渉すること
があってはならない、米軍が日本の法律に違反したら
完全に日本の法律に基づいて裁かれること、国内法が
適用されることが必要である等の貴重な意見を頂戴い
たしました。
　沖縄県としては、本年３月、他国地位協定調査を総
括する報告書を発行したところであり、県のホーム
ページに掲載するほか、改めて全国知事会や渉外知事
会で説明することとしております。また、今年度、県
内においても日米地位協定の改定に向けたシンポジウ
ムを開催することとしており、これらの取組を通じ、
日米地位協定の改定に向けた国民的議論の喚起につな
げていきたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(2)のア、米軍人等による事件・事故の通報
体制の在り方についてお答えいたします。
　昨年12月と今年５月に発生した米軍人による性的
暴行事件等について、外務省は、被害者保護等の観点
から事件について情報提供は行わなかったとの見解を
示しておりました。そのため、今月３日に、知事が外
務大臣などに対し、事件に強く抗議するとともに、米
軍人等による事件・事故について県への通報を徹底
するよう強く要請を行っております。県の要請等を受
け、去る５日に、政府から在日米軍による犯罪におけ
る国内情報共有体制が示されました。その中では、犯
罪予防の観点から迅速に対応を検討する必要があるこ
とに留意し、可能な範囲で地方自治体に対して情報伝
達を行うこと、また、情報伝達に当たっては被害者の
プライバシー保護に留意することなどとされておりま
す。今後、沖縄防衛局や外務省沖縄事務所、県警など
県内の関係機関と具体的な情報共有の在り方につい
て、意見交換を行いたいと考えております。
　同じく１(2)のイ、米軍人等の事件に対する日本政
府の賠償についてお答えいたします。
　米軍人等による公務外の事件・事故に関する被害者
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補償については、原則として加害者が損害を賠償する
こととなりますが、加害者に弁済能力がない場合など
については、日米地位協定第18条第６項に基づき、
米国政府が慰謝料を支払うこととなります。しかしな
がら、米国政府が不法行為を認めないなどにより同項
の慰謝料が支払われない場合や裁判による確定判決額
が米側の慰謝料提示額を上回る場合の差額分などにつ
いて、日本政府が必要に応じて被害者等に対し見舞金
を支給する制度があります。政府によると、県内にお
いて、平成９年度から平成29年度までの間における
ＳＡＣＯ見舞金の支払い件数及び金額は６件、総額約
２億400万円とのことです。凶悪事件に係る見舞金の
支払い件数とその額や補償がなされていない件数につ
いては、現在、沖縄防衛局に照会しているところであ
ります。
　次に５、国民保護九州受入れ案に対する県の対応に
ついてお答えいたします。
　県は、九州・山口各県の受入れ検討の基礎となる避
難住民の人数、移動手段、移動に要する期間など必要
な情報の整理を進めております。また、受入れ検討の
ための先島５市町村への依頼を取りまとめるなど要避
難地域側の窓口として関わっております。国によれ
ば、今年度中に初期的な受入れ要領を策定する予定と
しており、県としましては、これまでの住民避難の検
討と受入れ検討の整合を図るため、引き続き国、九
州・山口各県、関係市町村、指定公共機関、指定地方
公共機関と連携して取り組んでまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　２、県経済・社会情勢につい
ての中の(1)、物価高による県経済への影響について
お答えいたします。
　本県経済は、物価高が続く中、個人消費に一部弱さ
が見られますが、令和５年度の国内観光客数が約272
万人と過去最高を更新するなど、観光需要の増加や雇
用情勢の持ち直しの動きが続いています。また、日銀
短観によると、６月調査の業況判断指数がプラス33
で８期連続のプラスとなっており、県では直近の経済
動向を総合的に回復の動きが強まっていると判断して
おります。一方で、長引く物価高による家計の負担増
や事業者の収益圧迫などが懸念される状況にあり、引
き続き注視していく必要があると認識しております。
　以上でございます。
　失礼いたしました。
　先ほどの答弁で令和５年度の国内観光客数の数字が

誤っておりました。正しくは、約727万人でございま
した。訂正しておわびいたします。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　２、県経済・社会情勢につい
ての(1)のうち、物価高騰の対応策についてお答えし
ます。
　本議会に提案した補正予算案において、総額約29
億円のうち、物価高騰対策として約26億円を計上し
ております。具体的には、経済的に困難な状況にある
子育て世帯、ひとり親及び女性等に対する物価高騰に
よる負担軽減のための支援に要する経費、生活に困窮
する高齢者に対する生活資材の配付等に要する経費、
肉用子牛価格下落や配合飼料価格高騰等に対する畜産
農家への支援に要する経費などを計上したところであ
り、主に一般財源で措置しております。
　次に６、行財政改革についての(1)、普通退職の増
加の抑制についてお答えします。
　普通退職を抑制し安定的な行政運営を確保するため
には、ワーク・ライフ・バランスの確保や組織の活性
化を図ることが重要だと考えております。退職者への
アンケート調査において、業務の負担が大きかったと
する回答が最も多いことから、時間外勤務の縮減に取
り組むとともに年次休暇や夏季休暇の取得促進、育児
休業や時差通勤、在宅勤務制度の活用など、多様な働
き方が可能となる職場環境の整備を推進しておりま
す。また、若手職員から、自由で独創的な発想による
政策や業務改善に関する提案を募集するなど、職員の
能力や意識の向上、やりがいの創出に取り組み、組織
の活性化を図ってまいります。
　同じく６の(2)、ハラスメントの相談実績等につい
てお答えします。
　知事部局における令和３年度の相談件数は、セク
シュアルハラスメントが１件、パワーハラスメントが
10件、育児に関するハラスメントが１件、計12件。
令和４年度は、セクシュアルハラスメントが３件、パ
ワーハラスメントが９件、育児に関するハラスメント
が１件、計13件。令和５年度は、セクシュアルハラ
スメントが４件、パワーハラスメントが15件、育児
に関するハラスメントが１件、計20件となっており
ます。県では、人事課及び各部等の主管課に男女ペア
による相談窓口を設置するとともに、外部アドバイ
ザー制度を導入するなど相談体制の強化を図っていま
す。また、職員研修の実施やハラスメントに該当する
言動を示したポスターの掲示など、ハラスメントの未
然防止や意識啓発を図っております。今後も、ハラス
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メントのない職場環境の確保に向けて、丁寧な取組を
続けてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　２、県経済・社会情勢に
ついての(2)、官公庁別の発注状況等についてお答え
します。
　令和４年度の官公庁における県内企業への工事発
注額及び発注率につきまして、沖縄総合事務局は、
約218億円で52.1％となっており、直近５年間の発注
率は52％から62％で推移しております。沖縄防衛局
は、約574億円で45.1％となっており、直近５年間の
発注率は45％から64％で推移しております。沖縄県
につきましては、約724億円で93％となっており、直
近５年間の発注率は92％から96％で推移しておりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　３、危機管理体制の構築
についての御質問のうち(1)、災害弔慰金支給に関す
る市町村への働きかけについてお答えします。
　災害弔慰金等の支給に関し、市町村は都道府県や事
務組合へ審査を委託することができますが、全国の事
例では支給決定までに時間がかかることや災害関連死
の認定率が低くなる傾向にあることが指摘されており
ます。
　県においては、市町村説明会等で情報の提供を行う
とともに、災害弔慰金等の支給事務に当たって、災害
関連死の認定漏れや被災者の不利益につながることが
ないよう働きかけを行っており、今後とも各市町村と
連携して対応してまいりたいと考えております。
　続きまして同じく(2)、災害見舞金の限度額の見直
しについてお答えします。
　県では、県内において天災地変その他災害が発生
し、被害を受けた県民に対して見舞いの意を表し、そ
の物的、精神的痛手を緩和するため、県独自の見舞金
等を支給しております。当該制度とは別に、特定の災
害に対し、その規模や被害状況を勘案して個別の見舞
金制度を制定・支給を行った事例もあることから、今
後もこうした対応で個別に検討してまいりたいと考え
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕

○半嶺　満 教育長　４、教育環境の充実についての
中の(1)、教員未配置の状況についてお答えいたしま
す。
　令和６年６月時点の公立学校における教員の未配置
数は小学校15人、中学校６人、高校10人、特別支援
学校４人の計35人で、直近２年間の同月における教
員未配置数は合計で、令和４年度60人、令和５年度
36人となっております。
　同じく(2)、教員未配置の補充等についてお答えい
たします。
　県教育委員会においては、教員確保に向け、教員選
考試験制度改革及び県内外における各種セミナーや大
学生へのリクルート活動など様々な取組を行っており
ます。また、学校における働き方改革を推進する支援
策として、教員業務支援員配置事業、スクールカウン
セラー等配置事業、部活動指導員・部活動地域移行関
連事業等を行い、教職員の負担軽減及び長時間勤務の
縮減に取り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、引き続き全庁体制で教
員の確保及び働き方改革の推進に努めてまいります。
　同じく(3)、教員の正規率改善策等についてお答え
いたします。
　県教育委員会では、令和５年９月に小中学校正規率
改善計画を改定したところであり、令和12年度まで
に正規率を全国並みの90％台とする予定としており
ます。また、教員候補者選考試験については、これま
で様々な制度改革を行っており、令和６年度は大学等
の推薦による一次試験の一部免除や、一定の教職経験
を有する者を対象とした秋選考の導入等を実施してお
ります。
　県教育委員会としましては、引き続き正規率の改善
に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　山内末子議員。
○山内　末子 議員　答弁ありがとうございました。
　まず、今回の米兵犯罪についてなんですけれど、今
沖縄県民が本当に怒っているというところは、もちろ
ん何度も繰り返される米兵犯罪の件もそうです。しか
し、半年間もその情報が県に入ってこなかったという
こと、そのことについてもちろん沖縄県側からも抗議
をいたしましたし、我々県議会でも今朝、全会一致で
そのことについても触れており、全会一致で意見書を
採択したところです。この問題について、本当になぜ
これだけの期間がかかったのか、そういうことをしっ
かり検証しなければ、新たに見直しについて出てきて
おりますけど、本当にこれが実効性のある見直しにつ



- 71 -

ながっていくのか、これがとても私は危機感を持って
おります。その件についてしっかりと、やっぱり沖縄
県にもっともっと主体性のある形で、この犯罪の再
発防止、そしてもちろん通報体制、そして補償問題。
やっぱり全て沖縄県が主体になっていかなければなら
ないんだと思います。これまでずっと蚊帳の外で、沖
縄県は疎外されているというようなことを考えます
と、戦後80年を前にしてこれをさらにそのまま進め
ていくということになりますと、もう100年たっても
私たち沖縄県はこういうことに右往左往される、そ
ういう県民でしかないということにつながっていきま
す。知事におかれましては、私はこの戦後80年に向
けては、こういったことも含めてしっかりと県民に主
体性のある形で一歩も二歩も踏み込んだ形での対応策
が必要ではないかというふうに思いますが、改めてお
伺いをいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　本日、沖縄県議会におきまして
も、相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件
に関する意見書が全会一致で取りまとめられました。
つまり、県民の総意であるということを議会の中でも
確認をしていただいたこと、これについては県民の生
命財産を守るという立場から今回の事件に対しては強
く抗議をするとともに、議員御意見のようにやはり沖
縄県、県庁が主体的にその犯罪を防止するために、あ
るいは県民の命を守るために動いていくこと、その
ことを私たちも再確認をさせていただきました。今
般、外務大臣へもそのような強い抗議と要請を行い、
1997年の日米合同委員会合意に基づいて、迅速に正
確に情報を提供していただくよう改めて申し上げたと
ころであります。その点についてもこれからも鋭意確
認しながら取り組んでいきたいと思います。
○中川京貴 議長　山内末子議員。
○山内　末子 議員　昨日、大使のほうからワーキン
グチームの再開についてあったようですけど、そのこ
とについて公室長お願いいたします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　ＣＷＴ―協力ワーキング・チームでございますけ
れども、これにつきましては平成29年以降まだ開か
れていないということで、今回の事件を受けまして、
沖縄県側から日米両政府に対して開催を強く要請して
いるところでございます。それにつきましては、国の
ほうも検討するということで日米間で協議といいます
か、調整が進められているというふうに理解をしてい
るところでございます。

○中川京貴 議長　山内末子議員。
○山内　末子 議員　もうあまりにもこの日本の防衛
体制、沖縄県が担っているこの荷物の大きさ、そして
あまりにも長過ぎる。戦後80年を前にして、このこ
とを私たちはもっとやっぱり全国に向けて、全国民で
しっかりと担っていただく。このことを知事はしっか
りと伝えていただきたいと思います。最後にもう一度
お願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　日米地位協定の抜本的な改定を
含め、国民にしっかりと情報を発信し、国民自らが自
分事として考えていただくため、そのような行動をこ
れからも粘り強く続けていきたいと思います。
○山内　末子 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
　　　〔山里将雄　議員登壇〕
○山里　将雄  議員　てぃーだ平和ネット、山里将
雄、代表質問をさせていただきます。
　１、辺野古くい打ち試験の開始通告について。
　防衛省は国土交通大臣の行政代執行による辺野古新
基地建設設計変更承認に基づく大浦湾側のくい打ち試
験を県に通告し、３日、４日には鋼管ぐいを投下しま
した。協議が整っていない中での一方的強行であり、
許容できるものではありません。県の対応を伺いま
す。
　２、無人偵察機ＭＱ４の配備強行について。
　沖縄の基地負担を軽減すると言いながら、またそれ
に逆行し、米海軍の無人偵察機ＭＱ４が嘉手納基地に
配備されました。県や周辺自治体の反対にもかかわら
ず、５月10日に通知し、21日には飛来するという早
さでありました。ＭＱ９のときもそうでしたけれど
も、十分な説明もなしに、地元の理解を得ることもせ
ず、通知から短期間で配備を強行する姿勢はますます
ひどくなる一方であります。防衛省は10月までの一
時配備だと言っていますけれども、来年度以降の配備
を否定していません。県の見解を伺います。
　３、北大東へのレーダー基地配備計画について。
　2021年に北大東村議会が自衛隊誘致の意見書を可
決し、北大東村長が自衛隊配備を防衛大臣に要請した
ことに端を発した北大東村への航空自衛隊移動式警戒
管制レーダー基地の配備計画が間もなく正式に決定さ
れる状況となってきております。南西シフトと呼ばれ
る沖縄の軍事拠点化の一環であり、与那国島、宮古
島、石垣島に次いでさらに自衛隊配備が拡大すれば地
域の緊張を高める結果になりかねません。県の見解を
伺います。
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　４、嘉手納パラシュート降下訓練について。
　相次ぐ外来機の飛来、無人偵察機の配備、防錆処理
施設の整備、ＰＦＡＳ汚染など、ますます近隣住民の
負担が増大している中で、伊江島補助飛行場の滑走路
の不具合を理由に米軍のパラシュート降下訓練が嘉手
納基地で行われることが常態化しています。沖縄県の
中止の要求にも政府はＳＡＣＯ合意の例外的な場合に
当たるとして容認しています。これ、昨日もまた行わ
れたと新聞にも載っておりました。県の対応を伺いま
す。
　５、名護市安和における工事車両による死傷事故に
ついて。
　６月28日、名護市の安和桟橋作業ヤード出口で土
砂運搬ダンプカーに巻き込まれ、１人が死亡し、１人
が重傷を負うという痛ましい事故が発生しました。二
度とこのような事故を起こしてはなりません。事故の
経緯を伺います。
　６、陸上自衛隊第15旅団ホームページの牛島司令
官の辞世の句掲載について。
　陸上自衛隊第15旅団のホームページに2018年から
第32軍牛島満司令官の辞世の句が掲載されていて、
削除を求める声が多くなっております。しかし、木原
防衛大臣は削除しない考えを示し、旅団も問題なしと
し、いまだ掲載がされています。県の見解を伺いま
す。
　７、ＰＦＡＳ全国調査について。
　発がん性が指摘される有機フッ素化合物ＰＦＡＳが
全国で検出されていることを受け、政府が水道水の全
国調査を行うということであります。
　(1)、県や企業局に調査の通知があったか、また調
査の内容はどのようなものか伺います。
　(2)、血中濃度調査についても国が行うべきであ
り、県として強く要請すべきと思いますが取組を伺い
ます。
　８、ドクターヘリ部品落下について。
　名護市で県のドクターヘリから部品が落下する事故
が発生しました。市街地での事故にもかかわらず、被
害がなかったことは幸いでしたが、落下した部品が見
つかった県道の付近には北部病院、北部保健所ほか小
学校、中学校、それから名護十字路商店街も近く、一
歩間違えば大きな事故となる可能性がありました。民
間のドクターヘリだということでありますけれども、
県としても原因を究明し、再発防止を図らなければな
らないと思います。いかがでしょうか。
　９、セグロウリミバエの侵入について。
　沖縄県内で根絶したウリミバエと同じウリ科植物に

被害をもたらすセグロウリミバエが６月に名護市や伊
是名村で確認されました。これは今日の新聞にも載っ
ておりました。その後の新たな個体確認、侵入経路な
どの調査の状況と対策をお伺いします。
　10、沖縄県差別のない社会づくり条例の運用状況
について。
　沖縄県差別のない社会づくり条例が施行されて１年
が経過しました。下記のことについて伺います。
　(1)、条例の周知活動について。
　(2)、条例第11条に基づく申出、諮問、審議会の開
催状況について。
　(3)、実態調査の実施について。
　以上、よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　山里将雄議員の御質問にお答え
いたします。
　辺野古くい打ち試験の開始通告についての御質問
の、大浦湾側のくい打ち試験の強行についてお答えい
たします。
　沖縄防衛局が大浦湾側において、鋼管ぐいのくい打
ち試験に着手したことはマスコミの報道等で承知して
おります。現在、沖縄防衛局との間で埋立承認の留意
事項に基づく協議を行っているところであり、協議に
関する工事については着手しないよう求めているとこ
ろでありますが、くい打ち試験とはいえ、当該行為は
工事の内容や環境に与える影響を踏まえると、通常、
工事の着手とみなされるものと考えております。
　沖縄県としましては、協議が調うまでの間は、当該
試験を含む協議に関する工事に着手しないよう沖縄防
衛局に対し、文書で求めたところであります。
　次に、無人偵察機ＭＱ４の配備強行についての御質
問の中の、配備に対する見解についてお答えいたしま
す。
　去る５月10日、沖縄防衛局から米海軍無人偵察機
ＭＱ４が今年５月から10月までの間、嘉手納飛行場
へ２機一時展開されるとの説明があり、６月９日まで
に同飛行場に飛来しております。嘉手納飛行場をめ
ぐっては、パラシュート降下訓練の常態化、パパルー
プの使用、相次ぐ外来機の飛来などにより、政府が取
り組むとしている周辺住民のさらなる負担軽減と逆行
する状態が続いているため、去る５月10日、私が日
米両政府に対し、嘉手納飛行場の負担軽減を要請した
ところです。このように、嘉手納飛行場における基地
負担の軽減が進まない中では、たとえ一時的であって
も、ＭＱ４の展開は新たな基地負担になると考えてお



- 73 -

り、認め難いものであります。そのため、去る６月
20日、沖縄防衛局に対し、ＭＱ４の配備計画の見直
しの検討や今後県内で一時展開または配備を行わない
こと等について要請をしております。
　次に、嘉手納パラシュート降下訓練についての御質
問の中の、県の対応についてお答えいたします。
　パラシュート降下訓練については、1996年の日米
合同委員会で伊江島補助飛行場への移転が合意されま
したが、2007年に例外的な場合に限り嘉手納飛行場
を使用することが確認されております。昨年12月以
降、米軍は伊江島補助飛行場での滑走路の不具合を理
由に嘉手納飛行場で同訓練を繰り返しております。
　沖縄県としては、パラシュート降下訓練はＳＡＣＯ
最終報告の趣旨に沿って厳格に運用されるべきであ
り、また、嘉手納飛行場で５か月も連続で実施された
ことは、例外的な場合にも当たらないものと考えてお
ります。このため、去る５月10日に、私が日米両政
府に対し、嘉手納飛行場においてパラシュート降下訓
練を実施しないこと、伊江島補助飛行場の滑走路が整
備されるまでの間は、国外・県外で実施することなど
を要請したところであります。それにもかかわらず、
去る８日にも訓練が実施されたことから、９日、池田
副知事が外務省特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局
長に抗議したところであり、引き続き日米両政府に対
しては、パラシュート降下訓練を実施しないよう強く
求めてまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　３、北大東レーダー基地配
備計画についてお答えいたします。
　北大東村議会において令和３年12月に自衛隊の誘
致に係る決議が可決され、防衛省によると、同月、部
隊配備の要請があったとのことです。また、去る６月
27日、北大東村に対して、移動式警戒管制レーダー
等を運用する部隊配備の意向があることを伝えたとの
ことです。
　県としては、自衛隊の配備については、我が国の安
全保障や地域の振興、住民生活への影響をめぐって
様々な意見があるものと承知しております。そのた
め、沖縄防衛局に対して、地元の理解が得られるよう
丁寧に説明するとともに、自然環境に十分配慮するこ
となどを求めたところです。
　次に６、陸上自衛隊第15旅団ホームページに牛島
司令官の辞世の句掲載についてお答えいたします。

　陸上自衛隊第15旅団のホームページに、沖縄戦を
指揮した旧日本軍の牛島司令官の辞世の句が掲載され
ていることは承知しております。沖縄県では、住民を
巻き込んだ悲惨な地上戦があり、その記憶と相まっ
て、複雑な感情を抱いている方々がいることを忘れて
はなりません。また、有識者からは、旧日本軍と陸上
自衛隊の連続性を疑わせるような記載であり削除すべ
きなどの指摘もなされております。防衛省において
は、ホームページに掲載している経緯、趣旨、必要性
といった説明責任を果たすことは当然ながら、複雑な
県民感情に配慮し、適切に対応していただきたいと考
えております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　５、名護市安和における工
事車両による死傷事故の経緯についてお答えをいたし
ます。
　本件は、本年６月28日午前10時13分頃、名護市安
和の国道449号上において、会社員の男性が運転する
大型貨物自動車が安和港出口から本部町向け左折進行
中、大型貨物自動車の進路上に出た女性及び警備員と
衝突した事案であります。なお、警備員は頭を強く打
ち死亡し、女性は両足骨折等の重傷を負っておりま
す。事故原因等、詳細につきましては捜査中でありま
す。
　県警察といたしましては、必要な捜査を行い、事故
原因等の究明を図ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　７の(1)、有機フッ素
化合物ＰＦＡＳの調査についてお答えします。
　水道におけるＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに関する調査に
ついては、令和６年５月29日付事務連絡で、国土交
通省及び環境省連名で通知があり、市町村の水道事業
者等に依頼したところです。調査内容としては、水道
事業者、水道用水供給事業者、専用水道の設置者を対
象に、令和２年度から令和６年度における年度ごとの
ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの最大濃度といった水質検査結
果等について、令和６年９月30日までに国に報告す
ることとなっております。
　同じく７の(2)、血中濃度調査の国への要請につい
てお答えします。
　県は、住民を対象とした健康に係る調査を実施する
ことに加え、血中濃度の基準値やそれを超過した場合
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の具体的対策例の提示、健康影響等に関する研究の推
進について、国に対して要請しているところです。今
後も機会あるごとに要請していきたいと考えておりま
す。
　次に８、ドクターヘリ部品落下について、落下の原
因と再発防止についてお答えします。
　ドクターヘリ事業は、浦添総合病院が運営主体とし
て実施されており、県では平成20年から国庫補助を
活用した財政支援を行っております。今回の事故につ
いて、浦添総合病院の説明によりますと、飛行中に後
方右側窓の接着部分が剝がれたことにより、風圧で窓
の一部が破損脱落したものと推定され、早急に原因を
究明し、再発防止に努めるとのことであります。
　県としましては、本事業は離島における医療提供体
制の確保に大変重要な事業であることから、しっかり
と再発防止策を講じた上で、事業を継続していただき
たいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　７、有機フッ素化合物ＰＦＡ
Ｓの調査についての(1)、水道水の全国調査について
お答えいたします。
　国土交通省及び環境省が行う水道におけるＰＦＯＳ
及びＰＦＯＡに関する調査について、企業局では令和
６年５月に沖縄総合事務局経由で依頼を受けておりま
す。その内容は、水道水のＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに係
る暫定目標値が定められた令和２年度から令和６年９
月までの各年度における最大値について報告を求めて
いるもので、回答の期限は令和６年９月30日までと
なっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　９、セグロウリミバエの
侵入についての中の(1)、セグロウリミバエの現状と
対策についてお答えいたします。
　セグロウリミバエはアジア地域に広く分布するウリ
科野菜の害虫で、これまで県内では平成10年と15年
に誘殺があったほか、今年３月にも誘殺が確認されま
した。本種はウリミバエなどと異なり、移動規制の対
象ではありませんが、仮に蔓延した場合、ウリ科野菜
を中心に被害が出るおそれがあります。そのため県で
は、本種が蔓延することがないよう関係機関と連携し
防除対策等を実施しているところであり、現在のとこ
ろ、発見された地域以外への広がりは確認されており

ません。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　10、沖縄県差別のない
社会づくり条例の運用状況についての中の(1)のア、
条例の周知活動についてお答えいたします。
　県では、不当な差別のない社会の形成を図るため、
本条例の趣旨について令和５年７月に設置した人権相
談窓口において周知するとともに、条例に関するポス
ターや10か国語に対応したリーフレットの配布、県
ホームページへの掲載、行政機関への通知や人権関連
イベントにより、広く県民等への周知啓発に努めてい
るところです。
　県といたしましては、差別や偏見のない優しい社会
の実現に向け、引き続き周知啓発に取り組んでまいり
ます。
　続きまして同じく10の(1)のイ、審議会の開催状況
等についてお答えいたします。
　条例第11条に係る本邦外出身者等に対する不当な
差別的言動に該当する表現活動が行われた旨の申出は
５件受理しており、沖縄県差別のない社会づくり審議
会へ２回に分けて諮問しております。また、審議会は
これまで４回開催されており、本邦外出身者等に対す
る不当な差別的言動の該当性について継続審議が行わ
れているところです。
　続きまして同じく10の(1)のウ、実態調査の実施状
況についてお答えいたします。
　県では、社会情勢の変化や不当な差別の実態に応じ
て条例の適宜見直しや施策を講じていくため、沖縄県
差別のない社会づくり審議会の意見も伺いながら、令
和６年度中に県内における不当な差別の実態や県民の
意識などについて調査を実施することとしておりま
す。
　県といたしましては、引き続き実態把握に努めると
ともに、不当な差別のない社会の実現に向けて取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　それでは、残時間の中で再質問
を幾つかさせていただきます。
　まず、５の安和の事故の件ですけれども、この件は
今県警のほうで調査といいますか、捜査を進めている
と思いますので、ここでは予断を持って話すべきでは
ないと思って２次質問を実は予定をしていなかった、
するつもりはなかったんですけれども、先ほどの本部



- 75 -

長の答弁、それから朝の島袋議員への答弁、それを聞
きまして一つだけ確認をさせていただきたいと思いま
す。
　二度と事故を起こさないためにも事故原因を明らか
にすることは必要なことではあります。今、抗議の方
が、動いているダンプの前に飛び出したことが原因だ
と決めつけて、抗議者への誹謗中傷がネットとか、あ
るいは街宣等で非常に言われているんですね。流布さ
れています。本部長、先ほどの答弁で、左折したト
ラックの前に抗議者が出たというようなニュアンスで
私は受け取ったんですが、朝もそうだったんだけれど
も、それはどうなんですか。それは確かですか。いか
がですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　先ほど答弁させていただいたのは、この会社員の男
性が運転する大型貨物自動車が左折進行中のところ、
大型貨物自動車の進路上に出た女性及び警備員と衝突
した。そういった事案になっております。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　左折進行中に飛び出たというこ
とで、確かですか、これ間違いないですか。もう一
度。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　進行中ということで間違い
ございません。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　朝もカメラの件があったんです
けれども、これはいわゆる監視カメラの映像でも確認
されていることなんですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　捜査の詳細についてはお答
えは差し控えますけれども、我々防犯カメラの映像も
確認をし、また実況見分、関係者への聞き取りなども
行って必要な捜査を行っているところでございます。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄 議員　このけがをされた抗議の方は、
一応重傷というふうに新聞では載っていたんですけれ
ども、実際には生死の境をさまよったという重体な状
態が一時あったということです。こういうふうに事故
の被害者なんですね。そういった被害者がやっぱりこ
うバッシングを受ける。このようなことはあってはな
らないんですね。しっかりとですね―これ以上聞き
ませんけれども、県警はしっかりとその事故の状況を
検証して、事故原因を究明していただきたいというふ
うに思います。あわせて県には、再発防止に努めてい

ただきたいということを申し上げておきたいと思いま
す。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時19分休憩
　　　午後５時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○山里　将雄 議員　４、パラシュート降下訓練につ
いてなんですけれども、これは聞こうと思っていたこ
とが実は今日の新聞に載ってしまって、聞く予定が
ちょっと狂ってしまっているんですけれども、今日の
新聞で改修工事が「10月にも資材調達」と。これか
ら改修工事を始めるということなんですよね。実際に
去年の12月から嘉手納でのあれが行われている状況
があるんですけれども、この間、何をしていたのか。
県はこの辺のことは聞いていますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　国のほうからは、この間
―12月からの間は伊江島の補助飛行場の改修が必
要なので、その計画を立てており、まもなくその計画
の内容が発表されるということの報告は受けていて、
先日の要請において、そのような資材の調達等の話が
初めて出たということでございます。
○中川京貴 議長　山里将雄議員。
○山里　将雄  議員　時間がないので。同じ新聞に
載っていました。伊江島でも降下訓練を行っている
と。今月２日に行っているということなんですね。こ
こでできないから嘉手納でやっているのに、また伊江
島でもやるということは、できるということですね、
伊江島で。本当に何を根拠にしてこういうことをやっ
ているのか、本当に憤りを感じますけれども、この辺
についても県はしっかりと―これもうこの工事が終
わるまで２年近く嘉手納で行うことになってしまうん
ですよ、今後続けていったら。これはやっぱり許して
はいけないと思いますので。時間ですので終わります
けれども、しっかりと対応をお願いしたいと思いま
す。
　終わります。
○中川京貴 議長　引き続き代表質問を行います。
　上原快佐議員。
　　　〔上原快佐　議員登壇〕
○上原　快佐 議員　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　てぃーだ平和ネットの上原快佐でございます。
　質問に入る前に、一言申し上げさせていただきま
す。
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　前任期では補欠選挙において当選をさせていただき
ましたけれども、今回は本選挙において初めて当選を
させていただきました。県民の負託に応えるため、今
任期も全力で様々な課題に取り組んでまいりたいと
思っております。
　選挙戦において、自身として強く訴えてきた思いの
一つとして、福祉は最大の経済対策だというものがご
ざいます。安心して経済活動を行うためには、充実し
た福祉が必要となってまいります。さらなる福祉の充
実に引き続き取り組んでまいりたいと思っておりま
す。
　私ごとで大変恐縮なんですけれども、実は３月５日
に待望の第一子が生まれましてお父さんになりまし
た。幼子を抱えての選挙戦、本当に大変でした。た
だ、お母さんの妊娠・出産の大変さと比べると大した
ことはないんではないかと思っております。
　私たち政治に携わっている者が、全ての課題の当事
者になることは難しいことですけれども、しかしなが
ら、当事者だからこそ見えてくる部分というのも少な
からずあるのではないかと思っております。実際に出
産に当たって、私たち夫婦は周りからの様々なサポー
トがあって、出産も育児も特に大きな問題はございま
せんでした。しかし、周りからのサポートが全くない
状況を想像すると本当に恐ろしくなります。
　近年、特定妊婦という言葉がよく聞かれるように
なったかと思いますけれども、2009年に施行された
児童福祉法に明記され、その定義は、「出産後の養育
について出産前において支援を行うことが特に必要と
認められる妊婦」となっております。例えば、予期せ
ぬ妊娠や貧困、ＤＶ、若年妊娠などで子どもを育てる
のが難しく、出産前から支援を特に必要とされるのが
この特定妊婦と呼ばれるもので、この数というのは、
この10年で10倍になっているということでありま
す。この特定妊婦のことも含めて本質問に移らさせて
いただきます。
　まず１、福祉行政についてでございます。
　(1)、本県の特定妊婦数の推移と、それに係る妊産
婦等生活援助事業の実施状況についてお伺いいたしま
す。
　次に(2)、市町村の産後ケア事業の実施状況につい
てもお伺いいたします。
　私自身も、妻が那覇市の産後ケアの事業を使わせて
いただきましたけれども、産後ケアというのは各市町
村、やはり同じように社会としてしていくことが必要
であろうということで、今回この質問をさせていただ
きます。

　次に(3)、保育士の給付費等不正受給の状況と今後
の対策についてお伺いいたします。
　次２番目、スポーツ行政についてでございます。
　2034年、この沖縄において国体が内々定したとい
うことでありますけれども、これは実施から５年前に
内定が決まって、実際に決定するのは３年前というこ
とでありますけれども、その実施に当たっては、やは
り様々な整備状況というものが必要になってまいりま
すので、それも含めてお伺いいたします。
　(1)、Ｊ１対応サッカー競技場整備の進捗状況及び
課題についてお伺いいたします。
　(2)、本島一周サイクルロード整備の課題と経済効
果についてお伺いいたします。
　(3)、総合運動公園庭球場整備の検討状況と実施時
期についてお伺いいたします。
　続いて３、離島行政についてでございます。
　(1)、本県の海洋漂着ごみの処理状況及び費用につ
いてお伺いいたします。
　この質問をしたのは、沖縄本島でももちろんこの漂
着ごみというのは大きな問題になっておりますけれど
も、特に財政基盤が弱い小規模離島においては、漂着
ごみを処理することを自前でしていくことは、なかな
か財政的な負担も大きいという観点からこの質問をさ
せていただきます。
　次に(2)、離島における県立病院職員の宿舎の整備
状況についてお伺いいたします。
　(3)、小規模離島における学校施設の老朽化対策に
ついてお伺いいたします。
　これは先日、竹富町議会からも陳情があったかと思
いますけれども、特に竹富小中学校の老朽化が非常に
激しい状況となっておりますので、この点も含めて答
弁をお願いいたします。
　４番目、医療行政について。
　(1)、直近のコロナの状況及び県立病院の対応状況
についてお伺いいたします。
　最後に５、教育行政について。
　様々な会派または議員からも明日以降も質問が出る
かと思いますけれども、(1)、給食費無償化に向けて
の関係自治体との協議状況と進捗についてお伺いいた
します。
　壇上での質問は以上となります。
　答弁によって再質問、提案をさせていただきたいと
思っております。よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　上原快佐議員の御質問にお答え
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いたします。
　福祉行政についての御質問の中の(1)、妊産婦等生
活援助事業等についてお答えいたします。
　沖縄県内の市町村要保護児童対策地域協議会におい
て、生活が困窮していたりＤＶなどの課題を抱え、支
援が特に必要と認められ登録されている特定妊婦の
数は令和２年度が75人、令和３年度が84人、令和４
年度が92人で、やや増加傾向にあります。沖縄県で
は、特定妊婦や家庭生活に支障が生じている妊産婦等
が安心して生活できるよう支援する必要があると考
え、令和５年10月から本島中部圏域において特定妊
婦等の宿泊型居場所を開設し、住まいや食事の提供、
出産後の生活基盤の整備に向けたきめ細かい支援に取
り組んでいるところであります。また、入所における
各種調整等多くの相談にも対応しており、困難を抱え
る妊産婦への支援の充実を図ったところです。
　沖縄県としましては、予期しない妊娠などに悩み、
安定した居場所がないなど、支援を必要とする特定妊
婦等が安心して出産し、出産後は安定した生活につな
がるよう、市町村や関係機関と連携の上、取り組んで
まいります。
　次に、スポーツ行政についての御質問の中の(1)、
Ｊリーグ規格スタジアム整備の進捗と課題についてお
答えいたします。 
　沖縄県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画にお
いて、Ｊリーグ規格スタジアムをスポーツコンベン
ションの核に位置づけ、その整備を推進しておりま
す。Ｊリーグ規格スタジアムの整備に当たっては、法
手続への対応、既存イベントとの調整、整備費、財源
等を令和６年度の基本計画改定で整理をし、令和７年
度以降に法手続と並行して、整備事業者の選定、設
計・建設工事を行い、遅くとも令和13年度の供用開
始に向けて取り組んでまいります。
　沖縄県は、プロスポーツを通して子どもたちに夢を
与える機会の創出と県経済の活性化に貢献するスタジ
アムの早期整備に向けて、引き続きＦＣ琉球、那覇
市、県サッカー協会などの関係機関と連携し、全力で
取り組んでまいります。
　次に医療行政についての御質問の中の(1)、直近の
コロナの状況についてお答えいたします。
　新型コロナウイルス感染症の流行状況については、
県内53か所の定点医療機関からの報告により把握し
ており、直近の６月24日から30日までの１週間の患
者報告数は1585人、定点当たり29.91人で、前週の
25.68人に比べ1.16倍となっています。年代別では60
歳以上が715人、45.1％と最も多く、次いで50代が

181人、11.4％、40代が155人、9.8％となっていま
す。県内では、2024年４月上旬より増加傾向が続い
ていることから、県民に対し、基本的な感染予防策で
あります手指の消毒、手洗い、咳エチケット、換気に
ついて、プレスリリースやＲＩＣＣＡのアプリなどに
より広く周知をしております。また、重症化リスクの
高い高齢者等を感染から守るため、高齢者等と面会す
る際のマスクの着用及び高齢者施設等に対しては感染
対策の取組をお願いしているところです。
　沖縄県としては、引き続き流行状況を注視しなが
ら、適宜適切な注意喚起及び情報発信に努めてまいり
ます。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　１、福祉行政について
の御質問の中の(2)、産後ケア事業の実施状況につい
てお答えいたします。
　市町村の産後ケア事業においては、委託した産科医
療機関等において出産後１年以内の母子に対し、心身
のケアや授乳、育児に関する相談などを行っておりま
す。当該事業は、現在36市町村で実施されており、
母親の産後鬱や育児ストレスの予防などにつながって
おります。しかしながら、当該事業についてはニーズ
が高く、予約が取りにくい地域がある一方で、小規模
離島５村では未実施となっているなど課題があること
から、県といたしましては、今後市町村と意見交換を
行いながら、連携して必要な取組を行ってまいりま
す。
　続きまして同じく１の(3)、給付費等不正受給の状
況と今後の対策についてお答えいたします。
　令和６年４月、勤務実態のない認可保育所からの給
与として所得申告がなされたとの情報を受け、５月
29日に系列園を含めた７か所の保育施設に対し、関
係市町村等と合同で特別指導監査及び特別立入調査を
実施いたしました。これまでに勤務実態のない職員に
対する給与の振込や県及び関係市町村等に対し実態と
異なる職員配置等の報告が行われていたことを確認し
ており、配置基準を満たしていなかった３施設に対し
ては、文書による指導等を行っております。当該事案
については調査継続中でありますが、今後の対策とし
て、施設監査等における保育従事者本人確認の徹底な
ど、施設側の負担にも配慮しつつ、効果的な監査方法
について検討してまいります。
　以上でございます。
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○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　２、スポーツ
行政についての(2)、本島一周サイクルロード整備の
課題と経済効果についてお答えします。
　県では、令和５年３月に沖縄県自転車ネットワーク
計画を策定しており、その中で、国・県・市町村管理
道路で構成され、本島一周をつなぐ路線を自転車ネッ
トワーク路線として選定しております。整備に当たっ
ては、市町村間の連続性の確保、狭小道路での歩行者
の安全などに留意することが示されております。ま
た、民間の調査によると、サイクリストは観光閑散期
である冬場に訪れ、消費単価が比較的高い傾向にあ
り、コロナ禍前の実績を参考に8000人が来沖したと
仮定した場合、経済効果は約８億2600万円と試算し
ております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、スポーツ行政につい
ての(3)、沖縄県総合運動公園庭球場整備についてお
答えいたします。
　沖縄県総合運動公園庭球場のコートの劣化状況が著
しい箇所については、安全確保の観点から、今年度に
応急補修工事を実施します。また、全面的な改修につ
いては、令和16年国民スポーツ大会に向け、幅広く
意見を聴取し、関係機関と連携しながら検討を行い、
整備に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘  環境部長　３、離島行政についての
(1)、本県の海岸漂着ごみの処理状況及び費用につい
てお答えいたします。
　県では、国の地域環境保全対策費補助金を活用して
市町村、地域住民及びボランティア団体の協力も得な
がら海岸漂着物対策を実施しており、各海岸管理者に
おいても回収・処理を行っております。同補助金につ
いては、設置された当初の10割補助から９割補助に
下がり、市町村の負担が生じており、特に小規模離島
においては大きな負担になっていると思料されます。
そのため、県では他県と連携し、全国知事会を通じ
て、国に対し、全額負担による恒久的な財政支援制度
に改善するよう求めているところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。

　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　３、離島行政についての
御質問の県立病院職員宿舎の整備状況についてお答え
します。
　県立宮古病院の職員宿舎については、病院事業局所
有宿舎42戸、民間借上げ20戸、合計62戸を確保して
おります。県立八重山病院の職員宿舎については、病
院事業局所有宿舎55戸、民間借上げ32戸、知事部か
らの借用５戸、合計92戸を確保しております。病院
事業局では良質で安定した医療サービスを提供するた
め、今後も職員宿舎整備を進めてまいります。
　続きまして４、医療行政についての御質問の県立病
院のコロナ対応状況についてお答えします。
　県立病院においては、７月５日時点のコロナ入院患
者数は134人となっております。特に宮古病院におい
て入院患者が増加していることから、本島の県立病院
から応援職員の派遣を行うなど、医療体制維持のため
の支援を行っております。新型コロナウイルス感染症
への対応については、引き続き院内感染の防止策を徹
底しながら医療体制の確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　３、離島行政についての中の
(3)、小規模離島の学校施設老朽化対策についてお答
えいたします。
　市町村においては、国の補助制度を活用し、公立学
校施設の老朽校舎等の改築及び改修を計画的に実施し
ているところです。
　県教育委員会では、事業が円滑に推進できるよう市
町村が作成する施設整備計画について、毎年度ヒアリ
ングを実施し、助言を行っているところです。引き続
き市町村と連携し、着実に老朽化対策等が図られるよ
う所要額の確保に努めてまいります。
　続きまして５、教育行政についての中の(1)、学校
給食費無償化に係る関係自治体との協議等についてお
答えいたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組方
針を５月24日に発表いたしました。その後、６月６
日及び翌７日に行った市町村長との意見交換等を踏ま
え、取組方針に修正を加え、市町村教育委員会等に対
する説明及び意見交換を行ったところであります。今
後は、それらの意見等を踏まえ、詳細な制度設計を行
い、令和７年４月からの実施に向けて取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
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○中川京貴 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　御答弁ありがとうございます。
　時間も特に少ないので、まず教育長、小規模離島の
学校施設の老朽化についてですけれども、これは現
在、竹富―先ほど竹富町から陳情があったという話
を申し上げましたけれども、沖縄県の小規模離島にお
けるこの状況というのは沖縄県において把握している
んでしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時44分休憩
　　　午後５時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　毎年度ヒアリング等を実施しておるところで―市
町村が作成する整備計画等に基づいて毎年度ヒアリン
グを行っているところでありますので、各市町村の状
況については担当課で把握をしているところでござい
ます。
○中川京貴 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　答弁でもありましたけれども、
丁寧なヒアリングをぜひしていただきたいということ
と、とはいっても一義的には各市町村で施設の整備を
行うというのは理解しているんですけれども、ただ今
回の、この竹富町の小中学校に関しては、既にコンク
リート爆裂が起こって、コンクリート片が落下してき
ていると。財政的になかなか厳しい状況がある中で早
急な対策がなかなか難しいということで、ネットを
張って対策とかされているということなんです。こう
いった緊急的な事態に関しては、協議だけをしていて
も子どもたちの命というか安全は守られないので、そ
ういった状況に関しては、県としてやはり直接的に対
応が必要なんじゃないかなと思うんですけれども、こ
の点いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　議員からございましたとおり、
私のほうも竹富町の議員の皆様方から要請をいただき
ました。御紹介がありましたとおり、竹富小中学校の
施設のコンクリートの爆裂であったり、落下があると
いうことで報告を受けております。またさらには、学
校等は地域の防災避難場所にも指定されているという
ことで、やはり児童生徒のみならず、災害等が起こっ
た際の地域の方々の避難場所にも指定されているとい
うことで、そういった対策をしっかりとしていかなけ
ればならないというふうに考えております。その状況
等については先ほど申し上げましたが、しっかりと市

町村とのヒアリングを行いまして、適切な時期にこの
事業計画が立てられるようにしっかり連携して取り組
んでいきたいと思っております。
○中川京貴 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　今教育長からもありましたよう
に、災害避難場所にも指定されているということで、
やはり状況をしっかりと勘案して、県としてできる対
策というものもやはり求められているところだと思い
ますので、ぜひそこは早急にできる部分をしっかりと
現場と、また地元と協議しながら対応を進めていって
いただきたいと思っております。
　次に病院事業局ですけれども、宮古と八重山の状況
についてお話をいただきましたけれども、宮古と八重
山でちょっと状況が違うと思うんです。というのも、
宮古に関しては、ワンルームを借りるのでも物すごい
高い金額が必要となってくるんです。戸数も八重山よ
りもちょっと少ないです。この状況について、どのよ
うにお考えなのか、まず見解をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　実はまず宮古の病院事業
局所有の宿舎でちょっと改修が必要なのが４～５戸
あって、今それを改修するということで対応しようか
なとしていることと、それから八重山病院と宮古病
院、ちょっとこれははっきり分かりませんけれど、歴
史的にちょっと設置した時期も違いますし、そういう
差があるのかもしれません。ただ宮古に関しては、今
議員御質問のように、かなり民間の家賃が高いという
ことで、今病院事業局が管理している建物以外につい
ては、家賃の調査をして、どのような対策ができる
か、これから検討してまいりたいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　上原快佐議員。
○上原　快佐 議員　宮古の看護師の方から話を聞く
と、３月に出ていくときに自分でアパートを借りない
と、探さないといけないと。そのアパートの補助にし
ても２万5000円と上限が決められていて、ただワン
ルームがかなり高騰していますよね。他の自治体とや
はり違って、宮古には特別にそういった支援というの
が必要になってくると思うんですけれども、これはど
れぐらいの時期に沖縄県として支援ができるのかとい
うことを明確に答弁できますでしょうか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　実は今、宮古病院出身の
職員から、アパートの建築、借り上げについての質問
も来ていますので、借り上げられる戸数を今増やして
いくのか、あるいはそれに対する手当をどうするかと
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いうことですね。やはり実態がまだ分かっていません
ので―宿舎以外の、民間の。それを踏まえて対応し
ていきたいと考えております。
　以上です。
○上原　快佐 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　以上で 本日の代表質問は終わりま
した。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第８　議員派遣の件を議題と
いたします。

　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　お諮りいたします。
　本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとお
り、議員を多様化する社会と議会を考える研修へ派遣
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○中川京貴 議長　次に、お諮りいたします。
　ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　以上をもって 本日の日程は全部終
了いたしました。
　次会は、明11日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時51分散会
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令 和 ６年
第 ２ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第３号）

令和６年７月11日（木曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第３号
令和６年７月11日（木曜日）

午前10時開議
第１　代表質問

 
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
 

出　席　議　員（47名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員
５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員

23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事

池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長

 

 

欠　席　議　員（１名） 

27　番　　上　原　快　佐　議員
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長
諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長

宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

儀　間　俊　江　　課　　長　　補　　佐
宮　城　　　亮　　主　　　　　　　　幹
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　仲宗根　悟議員。
　　　〔仲宗根　悟　議員登壇〕
○仲宗根　悟 議員　ハイサイ　グスーヨー　いい朝
デービル。
　会派おきなわ新風、仲宗根悟です。
　代表質問を行いたいと思います。
　摂生不足でカジシチネービラン。声もかれているん
ですよね。チチグルサーガハジェビーシガ　クネー
ティトゥラシムソーリ。よろしくお願いします。
　それでは１、知事の政治姿勢について伺いたいと思
います。
　(1)、畜産業は今、粗飼料高騰が直撃し、離農者を
出すほど厳しい経営環境にあります。島嶼県の食料自
給、県産ブランドの発展など本県農政が掲げる政策の
実現はどのように達成される見通しか。知事の明快な
ビジョンと支援策を伺いたいと思います。
　(2)、路線バス利用機会創出のため、平日水曜日と
日曜日の８日間を運賃無料とする、わった～バス利用
促進乗車体験事業を９月に実施するとしていますが、
事業の意図するところ―狙いと今後の展開について
知事の考えを伺いたいと思います。
　(3)、知事は慰霊の日の平和宣言で、「沖縄が国際
平和創造拠点となり、万国津梁の精神をもって、「沖
縄のこころ」を国内外に発信し、世界の平和構築や相
互発展、国際的課題の解決に向け地域外交を展開して
いくことが、地域の緊張緩和と信頼醸成に貢献し、
世界の恒久平和に繋がっていくものと確信していま

す。」としています。また、県内外からも県の地域外
交の取組については高い評価を受けています。期待が
寄せられています。今後、地域外交施策をどのように
推進していくのかお考えをお聞かせください。
　(4)、個別の法律に規定がなくても、国民の安全に
重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、国が自治
体に対して必要な指示を行うことができるとする改正
地方自治法が成立をいたしました。指示権が恣意的に
行使されないか懸念するところでありますが、県の受
け止めについて伺います。
　(5)、相次ぐ米軍構成員による女性への性的暴行事
件の発生に対し県民の怒りは頂点に達しており、県民
大会を開催すべきとの声があります。事件・事故が発
生するたびに、幾度となく綱紀粛正、再発防止を求め
てきましたが一向に改善がされません。怒りの抗議を
示す意味でも県民大会を開催すべきと考えますが、知
事の所見を伺いたいと思います。
　２、米軍基地問題について。
　(1)、嘉手納空軍所属の米兵による16歳未満の少女
へのわいせつ目的誘拐及び性的暴行を加えたとして起
訴された事件は、卑劣極まりない蛮行であり、被害少
女の尊厳を踏みにじるもので断じて許されません。ま
た、外務省はその事実を３か月前から知りながら県へ
の情報提供を行ってこなかったことに県民は怒り心頭
であります。また、５月にも海兵隊員による女性への
性的暴行、けがを負わせた事案が発生していたことに
ついても当局の情報提供はなく、報道関係者の取材で
判明したこと、さらに2023年以降、未公表事件が３
件あったことも判明したことなど、県民への周知がさ
れない状況は言語道断であります。県の見解を伺いま
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す。
　(2)、嘉手納基地及び普天間基地をはじめとする基
地から派生する騒音、振動、異臭、排気ガス被害やＰ
ＦＡＳなどによる飲料水汚染、河川・地下水汚染など
被害実態を示し、日米両政府に改善を強く求めること
について伺いたいと思います。
　(3)、基地の負担軽減とは名ばかりで、嘉手納基地
には無人偵察機ＭＱ９、ＭＱ４Ｃトライトンが配備さ
れ、ＣＶ22オスプレイ、Ｆ35の配備及び外来機飛来
等、訓練の激化で基地機能は強化され生活環境が破壊
されています。国に対し配備の撤回を求めるべきであ
ります。県の見解を伺いたいと思います。
　３、医療・福祉・教育行政について伺います。
　(1)、県立病院の政策医療・不採算医療の維持・充
実をするためには、適切な職員定数と医療体制を確保
することが重要であります。医師や看護師、薬剤師や
作業療法士など様々な専門分野で人材が不足している
とのことであります。そのために稼働できない病床も
あるとのことであり、加えて国の制度変更等、こうし
た医療課題にどのように対応をしていくのか伺いま
す。
　(2)、待機児童の解消を目指す子育て支援事業の新
子育て安心プランの事業は、2021年から2024年まで
の４か年間で保育の受皿を整えると策定しましたが、
どのような状況なのか伺います。
　(3)、子どもの貧困は親の貧困問題であり、保護者
に焦点を当てた取組として就労支援や企業への支援
等、生活支援を組み合わせた取組が行われているが、
成果と課題について伺いたいと思います。
　(4)、戦後80年を迎えようとする今日、戦争を知ら
ない世代が大半を占め、敵基地攻撃を目的とした自衛
隊配備で新たな戦前の始まりと言われている中で、沖
縄戦の実相を正しく次世代へ継承し、平和を推進する
施策は重要であります。平和推進事業の取組について
伺いたいと思います。
　(5)、中学生・高校生のバス通学無料化について、
通学にかかる費用負担の問題は進学する高校の選択に
も影響を及ぼし、経済的理由によって進路選択の幅が
狭められている状況を生み出しています。進学後も交
通費を工面するためにアルバイトを余儀なくされてい
る実情、中には長時間労働が懸念される実態も見られ
るとしています。幅広い通学支援の実施について、県
の見解を伺います。
　(6)、小中学校の給食費無償化は、保護者にとって
負担軽減に大きく貢献するものであります。実現に向
けた取組について伺いたいと思います。

　休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時９分休憩
　　　午前10時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲宗根　悟 議員　４、雇用・失業対策について。
　(1)、物価高騰や円安により顕在化した生活困窮と
就職困難の実態を把握し、今後の就労・就職支援の拡
充についての取組を伺いたいと思います。
　(2)、少子高齢化の進展に伴い、若い労働力不足を
補う外国人労働者の県内の現状と課題について伺いま
す。
　５、農林水産業の振興について。
　(1)、県は、亜熱帯海洋性気候や地理的特性を生か
した農林水産業を図るため、おきなわブランドの確立
と生産供給体制の強化、輸送コストの低減対策、生産
基盤の整備などの取組により、サトウキビやおきなわ
ブランドとして定着し冬春期の施設野菜や肉用牛など
着実に成果が現れ、近年の農業生産額が900億円で推
移しているとしています。生産性向上や担い手の育成
など今後の課題と将来展望について伺いたいと思いま
す。
　(2)、農林水産物を活用した魅力ある加工品の開発
及び販路開拓を支援する地域農林水産物活用支援事業
の概要と実績について伺いたいと思います。
　(3)、危機的状況にある畜産業の支援について、畜
産農家からは、肉用牛繁殖・肥育牛農家が借入れして
いる資金の金利に対する利子助成及び融資返済の猶予
期間延長を求める声があるが、県の見解と取組につい
て伺いたい。
　(4)、配合飼料・肥料等の畜産資材は離島格差があ
り、畜産農家の大きな負担となっています。資材価格
の離島格差緩和のため輸送費補助等の支援ができない
か伺いたいと思います。
　(5)、離島からの子牛出荷時の輸送補助の現状と輸
送単価及び補助対象拡充ができないか伺いたいと思い
ます。
　６、離島振興について。
　(1)、周辺離島を結ぶ空路と海路の離島路線は、島
民にとって交通手段として利用されるだけでなく、地
域経済の活性化や日常生活を支える生活路線としても
重要な役割を果たしています。しかし、過疎化が進ん
だ離島が多く利用率も低いため、苦しい経営を余儀な
くされています。観光産業に与える影響も懸念されて
います。離島間の移動容易性をどう高めていくのか、
県の支援策を伺います。
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　(2)、新・沖縄21世紀ビジョンにおいて、農林水産
業の振興を図るとともに、観光産業等との連携強化、
情報通信技術等を活用した離島の魅力発信に取り組む
とするが、どのような成果が得られているのか、また
今後の展望について伺いたいと思います。
　(3)、今年度、新規事業の国際観光景観モデル事業
は、①国際通り・県庁周辺、②那覇空港周辺、③本部
海洋博公園周辺、④中城城跡へ向かう県道の４地域の
みがモデル地域となっているが、宮古島・八重山が
入っていない。離島地域は、本島とは異なる植物や独
特な景観があり、モデル地域として宮古地域・八重山
地域も国際観光景観モデル事業として取り組むべきと
考えるがどうか。
　７、土木行政について伺います。
　(1)、梅雨時期の集中豪雨により、沖縄気象台は本
島地方に大雨洪水警報を発令いたしました。複数の市
町村で避難指示が出されましたが、土砂崩れや冠水の
被害が各地で発生いたしました。被害状況と復旧作業
について伺いたいと思います。
　(2)、道路上にある電柱、電線は景観を損ね、歩行
者や車椅子通行の妨げとなっています。台風で電柱が
倒壊し、緊急車両の通行に支障が起きた事例もあり、
無電柱化は喫緊の課題であります。無電柱化の取組状
況について伺いたいと思います。
　(3)、本県の海岸域は、生活の場、伝統行事の場、
スポーツ・レクリエーションの場、教育の場として多
くの人々に利用されています。また、美しい自然景観
に魅せられて県外から多くの観光客が訪れることか
ら、海岸域は県経済を支える観光資源となっていま
す。しかしながら、海岸線は、台風時等の防波堤の役
割を担うコンクリート直立護岸が多く整備されたた
め、自然海岸の減少や海岸利用の制限及び海岸景観の
悪化などが生じています。失われた砂浜等の復元や景
観の改善など、自然環境や海岸利用及び海岸景観にも
配慮した整備が必要であります。海岸保全の取組につ
いて伺いたいと思います。
　８、環境行政について伺います。
　(1)、県内の漂流ごみに関する調査で、西表島、石
垣島、与那国島、宮古島等の海岸において、有害物質
を含む海洋ごみの漂着が深刻化している状況が続いて
います。特に危険・有害な漂着物は、周辺の生態系や
地域住民の生活環境、観光資源であるビーチ等の安全
な利用にも深刻かつ重大な支障を来しています。県の
主導により国の政策を問い、市町村連携による対策に
必要な支援措置を求めるべきであると思うがどうか、
県の見解を伺います。

　(2)、不法投棄が後を絶ちません。県内の不法投棄
の現状と対策について伺いたいと思います。
　よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　本日も真 に答弁に努めたいと思います。
　それでは、仲宗根悟議員の御質問にお答えいたしま
す。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、農政
実現のビジョンと支援策についてお答えいたします。
　沖縄県では、亜熱帯海洋性気候や地理的特性を生か
した農林水産業の振興を図るため、新・沖縄21世紀
ビジョン基本計画に基づき、おきなわブランドの確立
と生産供給体制の強化、県産農林水産物の安全・安
定供給と消費者信頼の確保、多様なニーズに対応する
フードバリューチェーンの強化、担い手の経営力強
化、農林水産業のイノベーション創出及び技術開発
の推進、成長産業化の土台となる農林水産業の基盤整
備、魅力と活力ある農山漁村地域の振興と脱炭素社会
への貢献、以上の７つの施策に取り組んでおります。
　沖縄県としましては、引き続き、魅力と活力ある持
続可能な農林水産業の実現に向けて取り組んでまいり
ます。
　次に(2)、わった～バス利用促進乗車体験事業の意
図と今後の展開についてお答えいたします。 
　沖縄県では、９月４日から29日までの毎週水曜日
と日曜日の計８日間、沖縄県内の路線バス運賃を終日
無料とするわった～バス利用促進乗車体験事業を実施
いたします。路線バス運賃を無料にすることで、県民
が実際にバスでの移動を通じて、バスならではの利便
性や快適な移動を体験してもらい、過度な自家用車利
用からバス利用への転換を促すことで、バス利用者の
増加、交通渋滞の緩和等につなげていくこととしてお
ります。また、今後の展開については、県民へのアン
ケートや事業の効果検証結果等を踏まえながら、幅広
く検討してまいります。
　次に、米軍基地問題についての御質問の中の(1)、
米軍人による性的暴行事件等についてお答えいたしま
す。
　沖縄県としては、昨年12月と今年５月に発生した
米軍人による性的暴行事件等について、1997年の日
米合同委員会合意に基づく通報体制が十分に機能せ
ず、県への連絡が一切なかったことは、再発防止や地
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域住民の安全確保の観点から大きな問題があったと考
えております。そのため、今月３日に、私が外務大臣
などに対し、事件に強く抗議するとともに、米軍人等
による事件・事故について県への通報を徹底するよう
求めました。県などの要請等を受け、去る５日に、政
府から在日米軍による犯罪における国内情報共有体制
が示されました。その中では、犯罪予防の観点から、
迅速に対応を検討する必要があることに留意し、可能
な範囲で地方自治体に対しての情報伝達を行うこと、
また、この情報伝達に当たっては被害者のプライバ
シー保護に留意することなどとされております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(3)、地域外交施策の推進についてお答えい
たします。
　県では、今年３月に策定した沖縄県地域外交基本方
針を踏まえ、国際平和創造拠点、グローバルビジネス
共創拠点、国際協力・貢献拠点の形成を目指し、部局
横断的かつ戦略的に地域外交を推進することとしてお
ります。具体的には、済州４・３追悼式や済州フォー
ラムへの参加により平和を希求する「沖縄のこころ」
を海外に発信する取組や、外務省や駐日大使館と連携
したセミナー等を通じた沖縄の観光・文化・経済など
の魅力の発信、ＪＩＣＡ沖縄と連携し、パラオ共和国
とのＭＯＵを踏まえた水産分野における国際協力等の
取組を進めることとしております。
　同じく１(5)、米軍人の事件に対する県民大会の開
催についてお答えいたします。
　県としては、県民大会の開催を求める意見は、米軍
人による性的暴行事件が女性の人権や尊厳をないがし
ろにする重大かつ悪質なものであり、県民に強い不安
を与えていることや、このような事件が二度と繰り返
されてはならないとの思いが広がっていることの表れ
であると受け止めております。県民大会は、県民が主
体となって取り組むとともに、多くの県民、団体の賛
同が必要であると考えております。
　次に２、米軍基地問題についての中の(2)、環境問
題の改善を日米両政府に求めることについてお答えい
たします。 
　戦後80年近くたった今もなお国土面積の約0.6％に
過ぎない本県に在日米軍専用施設面積の約70.3％が集
中するなど、沖縄県民は過重な基地負担を強いられ続
けています。日常的に発生する航空機騒音をはじめ、

実弾射撃演習による原野火災、自然環境の破壊等は、
米軍基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている県
民の生活に大きな影響を及ぼしています。そのため県
は、日米両政府に対し、航空機騒音の軽減、基地周辺
で検出されているＰＦＯＳ等環境問題の解決を求めて
いるところであり、引き続き軍転協等とも連携し対応
してまいります。
　同じく２の(3)、嘉手納飛行場の負担軽減について
お答えいたします。
　嘉手納飛行場をめぐっては、昼夜を問わない訓練や
外来機の度重なる飛来、パパループの一時使用、無人
偵察機の配備、パラシュート降下訓練の常態化等、負
担軽減と逆行する状況と言わざるを得ません。
　県としては、嘉手納飛行場周辺住民への負担がこれ
以上増大することはあってはならないと考えており、
去る５月に日米両政府に対し、同飛行場の負担軽減を
求めたところです。今後もあらゆる機会を通じ、三連
協や軍転協とも連携し、航空機騒音をはじめとした負
担軽減について、日米両政府に対し、粘り強く働きか
けていきたいと考えております。
　次に３、医療・福祉・教育行政についての中の
(4)、平和推進事業の取組についてお答えいたしま
す。
　県においては、国籍を問わず沖縄戦などで亡くなら
れた全ての人々を刻銘する平和の礎、沖縄戦の実相を
記録・展示する沖縄県平和祈念資料館、平和の構築・
維持に貢献した団体等を顕彰する沖縄平和賞を柱に平
和行政に取り組んでいるところです。
　来年は戦後80年の節目を迎えることから、戦後80
周年平和祈念事業（仮称）と位置づけ、次世代を担う
若者をはじめ多くの県民の平和を考える機会の創出な
ど、未来へ向け、県民一人一人、さらには沖縄を訪れ
る全ての人々を含めて、平和で豊かな沖縄を描いてい
けるよう全庁体制で取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の(4)、改正地方自治法の受け止めについてお答えい
たします。
　去る通常国会で成立した改正地方自治法では、大規
模災害等、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態にお
ける特例として、国の地方公共団体に対する補充的な
指示が盛り込まれております。県では、国による補充
的な指示の運用について、地域の実情を踏まえた独自
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の取組を阻害することがないよう、また、憲法で保障
された地方自治の本旨に反し安易に行使されることが
ないよう、衆・参両院の総務委員会の附帯決議を十分
に踏まえた対応がなされるべきであると考えておりま
す。
　続きまして６、離島振興についての中の(1)、離島
間の移動容易性の確保についてお答えいたします。
　離島の航路・航空路は、離島住民の日常生活や経済
活動に必要不可欠な交通インフラと考えております。
このため県では、運航に伴い生じた欠損額について
は、国や関係市町村と協調して補助しており、これに
より航路・航空路の確保・維持に努めているところで
す。また、離島住民等の移動コストについては、沖縄
離島住民等交通コスト負担軽減事業において、航路・
航空路の運賃を低減することで離島間の移動容易性の
確保を図っております。
　同じく６(2)、離島の産業振興施策の成果と展望に
ついてお答えいたします。 
　県では、沖縄21世紀ビジョンの策定以降、島々の
特色を生かした観光プロモーション、特産品の販路拡
大に向けた情報発信など、様々な離島振興施策を推進
してまいりました。その結果、離島地域においては、
令和元年度の離島への入域観光客数が令和25年度に
比べ259万人増の429万人、令和３年度の市町村内総
生産額が平成24年度から902億円増の4551億円とな
るなど、一定の成果を上げております。
　県としましては、新・沖縄21世紀ビジョン基本計
画等に基づき、市町村とも連携しながら離島振興に関
する諸施策に引き続き取り組んでまいります。
　大変失礼いたしました。
　先ほど、離島地域における入域観光客数の年度が
誤っておりました。正しくは、令和元年度の離島への
入域観光客数が平成25年度に比べ259万人増の429万
人でした。おわびして訂正いたします。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　３、医療・福祉・教育行
政についての御質問の(1)、人材不足等の医療課題へ
の対応についてお答えします。
　県立病院においては、高齢化の進展等により社会全
体で医療人材の需要が拡大していることなどを受け、
医師、看護師及び一部のコメディカル職で欠員が生じ
ているところです。病院事業局では、将来の医師確保
に向け、去る７月３日に知事や各臨床研修病院群の代
表等と共に厚生労働大臣宛てに臨床研修募集定員上限
に係る要請を行ってまいりました。また、医師の働き

方改革など国の制度変更も踏まえ、医療人材の確保に
関する取組を強化するとともに、タスクシフトやＩＴ
化など業務効率化についても進めていくこととしてお
ります。
　以上です。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　３、医療・福祉・教育
行政についての御質問の中の(2)、保育の受皿の状況
についてお答えいたします。 
　国の新子育て安心プランにおいては、早期の待機児
童解消と女性就業率上昇に対応するため、令和３年度
から令和６年度にかけて約14万人分の保育の受皿を
整備することとしております。当該プランにおいて
は、施設整備に係る補助率のかさ上げや短時間勤務の
保育士等が活躍できる環境づくり等、様々な支援が掲
げられております。これにより本県では、令和６年度
までに６万9493人分の受皿を確保することとしてお
り、令和５年４月１日時点においては目標の98.8％と
なる６万8658人分を確保したところです。
　続きまして同じく３の(3)、子どもの貧困問題にお
ける保護者への支援等についてお答えいたします。 
　県では、子どもの貧困問題解消のために、ひとり親
家庭等に対し、民間アパートを活用した就労や生活、
子育てを総合的に支援する、ゆいはぁと事業において
316世帯を支援しております。また、好条件の転職等
に役立つ資格取得支援を行い、令和５年度は27名が
日商簿記２級、29名が同３級を取得しております。
現在、ひとり親世帯等への様々な支援制度があります
が、認知度の向上や新たに誰もがチャレンジしやすい
ＩＴ等を活用した在宅就業も含め、多様な働き方の実
現に向けた支援を行う必要があると考えております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携を図りな
がら、必要な支援を届けられるよう制度の一層の周知
を図るとともに、新たな支援の実施に向けて取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、医療・福祉・教育行政につ
いての中の(5)、バス通学等の無料化についてお答え
いたします。
　県は、令和２年度から子どもの貧困対策として高校
生のバス・モノレール通学費無料化を実施したところ
です。これまで通学区域が全県域の中学校及び要件を
満たすフリースクールの生徒にも支援を拡大し、令和
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５年度には約5200名を認定しております。また、令
和５年度からは、高額通学費が原因で進学等を断念す
ることがないよう中間所得層までの生徒の通学費の一
部補助を開始しております。制度のさらなる拡充につ
いては、持続可能な支援の在り方を引き続き検討して
まいります。
　同じく(6)、学校給食費無償化の実現に向けた取組
についてお答えいたします。 
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組方
針を５月24日に発表いたしました。その後、６月６
日及び翌７日に行った市町村長との意見交換等を踏ま
え、取組方針に修正を加え、市町村教育委員会等に対
する説明及び意見交換を行ったところであります。今
後は、それらの意見等を踏まえ、詳細な制度設計を行
い、令和７年４月からの実施に向けて取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　４、雇用・失業対策につ
いての御質問のうち(1)、生活困窮者の就労支援につ
いてお答えいたします。
　厚生労働省が令和６年７月に公表した国民生活基
礎調査結果によると、生活が苦しいと感じる世帯は
59.6％に上り、前年比で8.3ポイント増加しておりま
す。県及び各市においては、すぐに働くことが難しい
方に対し、一定期間プログラムを実施するなど生活困
窮者の状況に応じた就労支援事業を実施しており、令
和５年度における就労支援件数は1139件、そのうち
就労につながった件数が540件、増収となった件数が
194件となっております。
　県としては、生活に困窮する方々に引き続き適切な
支援ができるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　４、雇用・失業対策につ
いての(1)、就職困難者への就職支援についてお答え
します。
　県では、様々な理由により就職困難となっている求
職者を支援するため、グッジョブセンターおきなわ
に就職・自立につなげる相談窓口を設置しておりま
すが、令和５年度の相談件数は１万9883件、相談者
数は984人で、就職決定者数は457人となっておりま
す。また、県では、非正規従業員の労働環境整備を図
るため、社会保険労務士による就業規則の見直し等を

支援する事業や正規雇用化の促進を図るため、専門家
による財務強化のためのハンズオン支援等の事業を実
施しているところです。
　同じく４の(2)、県内の外国人労働者の現状と課題
についてお答えします。
　沖縄労働局によりますと、令和５年10月末時点の
県内の外国人労働者は１万4406人で、産業別では宿
泊・飲食サービス業が3028人と最も多く、次いで卸
売・小売業が1952人となっております。現在、在留
資格として技能実習制度を活用した外国人労働者の就
労は最長５年とする就労制限が設けられております
が、今年６月に改正入管法等が公布され、新たに外国
人材確保を目的とした育成就労制度が３年以内に施行
されることとなっており、施行後は新制度等を活用し
た長期就労が可能となる見込みとなっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　５、農林水産業の振興に
ついての中の(1)、生産性向上や担い手育成の課題と
展望についてお答えいたします。
　魅力と活力ある持続可能な農林水産業の実現には、
生産性向上や担い手の育成確保などの課題があると考
えております。
　県としましては、引き続き、台風等の気象災害に対
応した栽培施設や生産基盤整備の推進、多様な担い手
の育成確保やスマート農林水産業の推進、他産業との
連携による農林水産物の付加価値向上などの各種施策
に取り組み、関係団体等と連携を図りながら、本県農
林水産業のさらなる振興に努めてまいります。
　同じく５の(2)、地域農林水産物活用支援事業の概
要と実績についてお答えいたします。 
　当該事業は、県産農林水産物を活用した魅力ある加
工品の開発に取り組む人材を育成するため、商品開
発、販路開拓等を総合的に支援する事業内容となって
おります。具体的には、農林漁業者等に対して、人材
育成研修及び専門家派遣、加工品グランプリの開催、
他産業との連携支援、商品改良等への経費補助を実施
しております。これらの支援により、多くの魅力ある
商品の県内外への販路拡大につながっております。
　県としましては、今後とも農林水産物の付加価値向
上を図るため、６次産業化の支援に取り組んでまいり
ます。
　同じく５の(3)、肉用牛農家の借入資金についてお
答えいたします。
　全国的に厳しい経営環境が続いている畜産経営を踏
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まえ、国は、令和５年10月に金融機関等に対し、返
済期間・据置期間の延長等を含めた柔軟かつきめ細や
かな配慮を求める文書を発出しております。県では、
県内肉用牛農家の厳しい経営状況を考慮し、制度資金
の利子助成事業において、返済期間の延長を含めた
償還猶予等に新たに対応できるよう取り組んでおりま
す。
　県としましては、生産者や関係機関等と連携し肉用
牛農家の経営安定に努めてまいります。
　同じく５の(4)、離島の畜産農家における輸送費補
助等についてお答えいたします。
　本県の離島においては、配合飼料等が割高となって
おり、畜産農家の負担になっていることは認識してお
ります。県では、畜産農家の経営安定を図るため、令
和４年度より配合飼料購入費の一部を補助しておりま
す。本事業において、離島―本島間の輸送費は補助の
対象となっておりませんが、離島地域においては畜産
担い手育成総合整備事業や畜産クラスター事業による
草地基盤整備、草地管理機械の導入等を実施しており
ます。
　県としましては、当該事業の推進を図るとともに、
経営分析や生産者との意見交換等を行ってまいりま
す。
　同じく５の(5)、子牛の輸送費補助についてお答え
いたします。
　県では、離島における肉用子牛の生産振興を図るた
め、沖縄県畜産振興公社において肉用牛経営安定対策
補完事業を実施し、家畜市場を持たない離島の生産者
が島外の家畜市場に子牛を出荷する際の輸送費に対し
補助を行っております。各離島から家畜市場までの輸
送費補助単価については、毎年度価格調査を行い、見
直しを行っているところであります。
　県としましては、引き続き生産者や関係機関と連携
し、肉用牛繁殖農家の経営安定に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　６、離島振興についての
(3)、持続可能な国際観光景観モデル事業の対象につ
いてお答えいたします。
　本事業は、沖縄らしい世界水準の観光地にふさわし
い良好な沿道景観の形成を図り、観光振興に資する事
業となっております。県では、本事業を活用して、重
点管理路線の４か所程度について、魅せる沿道景観の
整備や官民連携による維持管理体制の構築などを実施
することとしております。これら以外の宮古・八重山

地域を含む重点管理路線についても、本事業の成果を
踏まえて、良好な沿道景観形成の取組を展開していく
こととしております。
　次に７、土木行政についての(1)、土砂崩れや冠水
被害の状況と復旧についてお答えいたします。
　去る６月の豪雨による公共土木施設における土砂崩
れの被害状況としては、久米島町の県道久米島空港真
泊線、名護市の県管理２級河川羽地大川、うるま市の
市道与那城17号線等において落石やのり面崩壊が発
生しております。これらの被害箇所については、応急
措置を行うとともに関係機関と調整し、早期復旧に向
けて取り組んでいるところであります。
　次に同じく７の(2)、無電柱化の取組状況について
お答えいたします。
　無電柱化については、防災性の向上、安全で快適な
歩行空間の確保及び良好な景観の形成等を目的として
おります。県内においては、令和６年度までの整備目
標約180キロメートルに対して、令和５年度末までに
約175キロメートルが完了しており、無電柱化率は全
国８位、九州では１位となっております。整備に当
たっては、電線管理者等の理解・協力が不可欠である
ことから、引き続き関係機関との合意形成に努め、無
電柱化を推進していきたいと考えております。
　次に同じく７の(3)、海岸保全の取組についてお答
えいたします。
　本県は台風の常襲地帯であり、台風等による高潮、
波浪等から県民の生命財産を守るため、過去にはコン
クリート式直立護岸を多く整備してきたところであり
ますが、近年では、自然環境及び海岸利用者に配慮し
た護岸等の海岸保全施設の整備に取り組んでいるとこ
ろであります。今後とも、防護、環境、利用が調和し
た海岸整備に取り組んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘  環境部長　８、環境行政についての
(1)、漂着物対策に対する国の政策と支援措置を求め
ることについてお答えいたします。
　海岸漂着物は海外を由来とするものが多く、注射針
等の危険物もあることから、県では他県と連携し、全
国環境衛生・廃棄物関係課長会を通じて国に対し、関
係国へ実効性のある発生抑制対策を要請するよう求め
ております。また、県においても、台湾や中国の関係
者と意見交換を行っております。さらに海岸漂着物の
回収処理については、市町村に対する継続的な支援が
必要であることから、県では他県と連携し、全国知事
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会を通じて国に対し、全額負担による恒久的な財政支
援制度に改善することも求めているところです。
　同じく８の(2)、県内の不法投棄の現状と対策につ
いてお答えいたします。
　令和５年３月末時点の県内の不法投棄の現状は112
件、総重量は2169トンとなっています。県では、不
法投棄を防止するため、県警察、市町村等と沖縄県廃
棄物不法処理防止連絡協議会及び各保健所ネットワー
ク会議を設置し、情報交換、合同監視等を実施してお
ります。また、各保健所に警察官ＯＢを廃棄物監視指
導員として配置しパトロールを行うほか、市町村が設
置する監視カメラや立て看板の費用の一部を補助する
など、不法投棄の防止対策を進めております。今後
も、排出事業者や県民等に対する啓発活動、関係機関
と連携した監視指導を行い、不法投棄の防止を図って
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲宗根　悟議員。
○仲宗根　悟 議員　それでは、今回我が会派はたく
さんの課題をお聞きいたしましたけれども、知事はじ
め関係部局の皆さん、課題解決に向けて取組をぜひ頑
張っていただきたい。まずはエールを送りたいという
ふうに思います。
　その中で１点だけ、路線バスのわった～バス利用、
無料体験ですよね。あれはバスに親しんでもらいたい
というのが目的の一つであろうかと思うんですが、一
番の目的は渋滞緩和だと私はそういうふうに認識して
います。教育委員会の中学生・高校生の無料バスの実
施なんですが、これとどうつながるかですよね。私は
国道58号しか使っていませんが、夏休みなどの学校
の休暇時期にはかなり渋滞が緩和されてすいすい行く
というところがあるんですよ。その辺のところをぜひ
調査研究をしながら、交通政策につなげていただきた
いというふうに思うんです。いかがでしょうか。これ
だけ、１点。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今議員から御指摘があったと
おり、この事業についてはバスへの乗換えというのが
大きな目的ですが、交通渋滞の緩和も大きな目的の一
つです。今回の実証実験の中では県民へのアンケート
も行いますが、渋滞状況についても定量的な形でデー
タも取っていきたいというふうに考えています。そう
いったデータを活用しながら今後の展開についても検
討してまいりたいと考えております。
　以上です。
○仲宗根　悟 議員　ぜひお願いします。

○中川京貴 議長　上原　章議員。
　　　〔上原　章　議員登壇〕
○上原　　章 議員　おはようございます。
　公明党を代表して質問を行いたいと思います。
　質問の前に御挨拶を申し上げます。
　さきの県議選で多くの県民の皆様の御支援で公明党
として４名当選をさせていただきました。心から感謝
と御礼を申し上げます。本当にありがとうございまし
た。
　今回の選挙では、物価高騰をはじめ政治、基地問
題、子育て、福祉、教育、医療、そして離島振興等と
様々な政治課題に多くの県民の皆様から御要望・御意
見をいただきました。
　生活者の暮らしを守る政治を前へ進める。厳しい環
境で頑張っている方々に政治の光をお届けする。公明
党として改めて県民の暮らしを守る政策実現に全力を
尽くすことをお誓い申し上げ、代表質問を行いたいと
思います。
　まず初めに１、知事の政治姿勢についてお尋ねしま
す。
　(1)、相次ぐ米兵による暴行事件は極めて悪質であ
り、断じて許されるものではありません。また、事案
の公表や通報体制の在り方に多くの県民から疑念の声
が寄せられています。米兵による暴行事件が報道で表
面化した翌々日に、公明党として外務省と防衛局に対
し、女性の尊厳をじゅうりんする絶対あってはならな
い許し難い行為に強い怒りを持って厳重抗議を申し入
れ、また、何ゆえ県民に即座に知らせなかったのか、
情報の共有や通報体制に疑問を呈してまいりました。
国は情報共有の在り方について工夫・改善を考えてい
るとのことですが、知事及び警察本部長の見解を伺い
ます。
　(2)、池田副知事はこのほど、2025年度、来年度予
算における沖縄振興一括交付金の増額を国に求めたと
あるが、何ゆえ玉城知事が自ら要請に行かれなかった
のか。増額の見通しはどうなのか伺います。
　(3)、地域外交基本方針が本年３月に策定されまし
たが、内容及び万国津梁会議から提言された国際平和
機関や首脳会議の誘致の位置づけ、具体的な取組を伺
います。
　(4)、知事は５月24日の記者会見で、2025年度か
ら中学生の給食費を無償とする市町村に対し、費用の
２分の１を補助すると発表しました。市町村に説明が
ないまま、就学援助は対象外、なぜ中学生だけなの
か、様々な疑問の声が届いています。突然の発表の背
景、知事の真意、今後の対応を伺います。
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　(5)、医療・福祉・教育の連帯で沖縄の子どもを取
り巻く諸課題に対応する国立こどもまんなかウェル
ビーイングセンターｉｎ沖縄（仮称）の設立に向けて
国会議員による議員連盟が発足し、同議員連盟の提言
を受け、国は2024年度の骨太の方針に盛り込みまし
た。知事の見解及び今後の県の対応を伺います。
　次に２、物価高騰対策についてお尋ねします。
　(1)、国は、８月から電気・ガス料金の負担軽減策
を３か月間行うとしています。県独自の電気・ガス料
金負担軽減策も再開できないか伺います。
　(2)、補正予算における畜産農家支援17億8000万
円の内容と効果を伺います。
　(3)、沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低
廉化等事業の内容と効果を伺います。
　次に３、観光人材確保支援事業の取組、効果を伺い
ます。
　次に４、福祉、子育て、医療についてお尋ねしま
す。
　(1)、♯7119（救急安心センター事業）の進捗状況
を伺います。
　(2)、今国会で、単身高齢者や障害者など住まいの
確保が困難な人への支援強化につながる自治体による
相談支援事業の明確化などを盛り込んだ生活困窮者自
立支援法等改正法が成立。また、見守り付住宅の供給
促進などを目指す改正住宅セーフティネット法も成立
しました。県の見解と今後の対応を伺います。
　(3)、介護従事者及び保育士の処遇改善が求められ
ていますが、他業種との平均所得の比較及び改善に向
けて、県独自の取組はどうか。
　最後に５、Ｊ１規格スタジアム整備の加速化が求め
られていますが、取組、課題、完成までの見通しを伺
います。
　よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　上原章議員の御質問にお答えい
たします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、米軍
人による暴行事件に係る情報共有の改善についてお答
えいたします。
　去る７月５日に、政府から在日米軍による犯罪にお
ける国内情報共有体制が示されました。その中では、
犯罪予防の観点から迅速に対応を検討する必要がある
ことに留意し、可能な範囲で地方自治体に対しての情
報伝達を行うこと。また、情報伝達に当たっては、被
害者のプライバシー保護に留意することなどとされて

います。
　沖縄県としては、再発防止や県民、地域住民の安全
確保の観点から情報の共有は重要であると考えており
ます。今後、沖縄防衛局や外務省沖縄事務所、県警な
ど県内の関係機関と具体的な情報共有の在り方につい
て意見交換を行いたいと考えております。
　次に(4)、学校給食費無償化に関する発表の背景等
についてお答えいたします。
　学校給食費の無償化につきましては、昨年度、県教
育委員会において制度設計の基礎資料とすべく、小中
学生のいる保護者を対象に学校給食の実態調査を行っ
ております。今年度、その調査の結果がまとまり、ま
た、これまで得られた市町村の意見を踏まえ、関係部
局間において検討を重ねてまいりました結果、５月に
沖縄県として取組方針を決定したものであります。今
般の取組方針の発表については、無償化に向けた第１
弾となる令和７年４月からの円滑な実施に向け、市町
村との意見交換を図る期間や県・市町村双方の予算編
成等のスケジュールを勘案し行ったものであります。
その後、市町村長との意見交換等を踏まえ、取組の方
針に修正などを加え、県内41市町村全てに対して中
学生の学校給食費の２分の１相当額を補助することと
しております。今後は、県教育委員会において詳細な
制度設計を行い、令和７年４月からの実施に向けて取
り組んでまいります。
　次にＪ１規格スタジアム整備についての御質問の中
の、整備の取組と課題についてお答えいたします。
　沖縄県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画にお
いて、Ｊリーグ規格スタジアムをスポーツコンベン
ションの核として位置づけ、その整備を推進しており
ます。Ｊリーグ規格スタジアムの整備に当たっては、
法手続への対応、既存イベントとの調整、整備費、財
源等を令和６年度の基本計画改定で整理をし、令和７
年度以降に法手続と並行して、整備事業者の選定、設
計・建設工事を行い、遅くとも令和13年度の供用開
始に向けて取り組んでまいります。
　沖縄県は、プロスポーツを通して子どもたちに夢を
与える機会の創出と県経済の活性化に貢献するスタジ
アムの早期整備に向けて、引き続きＦＣ琉球、那覇
市、県サッカー協会等関係機関と連携し、全力で取り
組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、知事の政治姿勢につい
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ての質問のうち(1)、情報共有の在り方についてお答
えをいたします。
　米軍構成員等による事件の増加は、県民に大きな不
安を与えており、特に性犯罪は被害者の人格や尊厳を
著しく傷つけ、心身に長期にわたり多大な苦痛を与え
続ける悪質・重大なものであって、断じて許されるも
のではないと認識をしております。
　県警察においては、米軍構成員等による事件・事故
の未然防止に向けたパトロールや発生時の迅速な検挙
活動、米軍幹部に対する法令遵守の申入れ等を行って
いるところであり、引き続き犯罪の予防と検挙を徹底
することとしております。
　また、米軍構成員等の事件に関する県への情報提供
につきましては、これまで報道発表を行うものについ
ては報道発表文を通知しているほか、報道発表をしな
いものも含めて、米軍構成員等による刑法犯検挙件
数、検挙人員を県警ホームページへ毎月掲載し、県か
ら問合せがあれば可能な範囲で情報提供を行うととも
に、県議会の都度、米軍構成員等の犯罪検挙状況を報
告し、必要な説明を行ってきたものであります。今回
もそれに沿った対応を取ったものであります。この
点、県からの要請を踏まえ、今後につきましては、こ
うした従前の運用に加えて、米軍関係者による性犯罪
で報道発表しないものについて、事件検挙、すなわち
逮捕または送致した後に、那覇地方検察庁と相談の上
で被害者のプライバシー保護、心情への配慮に特に留
意をしつつ、県に情報提供することとして対応をして
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(2)、一括交付金の増額要請についてお答えしま
す。
　沖縄振興一括交付金の増額確保については、７月２
日に池田副知事から沖縄担当大臣宛てに要請を行った
ところです。当初、７月３日に知事から要請を行うこ
とで調整を行っていたところですが、内閣府の日程の
都合がつかなかったことから、前日に池田副知事から
要請をさせていただきました。
　県としましては、沖縄振興に資する事業を県及び市
町村が自主的に実施できる沖縄振興一括交付金を含む
沖縄振興予算の増額確保は、県及び市町村の切実な要
望であることから、あらゆる機会を捉え、知事を先頭
に沖縄担当大臣をはじめ関係要路へ要請していきたい
と考えております。

　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(3)、国際平和機関や首脳会議の誘致につい
てお答えいたします。
　県では、今年３月に策定した沖縄県地域外交基本方
針において、地域外交の展開により国際平和創造拠
点、グローバルビジネス共創拠点、国際協力・貢献拠
点の形成を目指すこととしております。このうち、国
際平和創造拠点の取組例として、世界平和をテーマと
する首脳会議の開催の検討、加えて国際機関等の誘致
に努めることなどを示しております。首脳会議におい
ては、日中韓首脳会議や太平洋・島サミットの誘致等
について、引き続き情報収集をしながら検討してまい
ります。国際機関等の誘致については、関係部局と連
携して対象となる機関について検討してまいります。
　次に４、福祉、子育て、医療についての中の(1)、
♯7119事業の進捗状況についてお答えいたします。
　おきなわ♯7119事業は、急な病気等で救急車を呼
んだほうがいいのかなど、医師や看護師等からアドバ
イスを受けることができる電話相談窓口となっており
ます。これまで多くの地域で事業が実施できるよう各
市町村に意向確認を行ってきたところであり、一部離
島を除く37市町村での先行開始に向け準備を進めて
おります。現在、委託事業者の選定手続を行っている
ところであり、早期の開始に向け、取り組んでまいり
ます。
　以上になります。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　１、知事の政治姿勢に
ついての御質問の中の(5)、こどもまんなかウェル
ビーイングセンターについてお答えいたします。
　県では、これまで県政の最重要課題である子どもの
貧困対策に全庁体制で取り組んでまいりました。心身
の健康や幸福というウエルビーイングの観点から、教
育や医療、福祉など複合的な取組が必要であり、同セ
ンターの設立はこどもまんなか社会の実現に向け、有
意義なものであると考えております。
　県としましては、議員連盟や国等の動向を注視しつ
つ、今後、情報収集や関係機関と意見交換を行いなが
ら対応を検討してまいります。
　続きまして４、福祉、子育て、医療についての御質
問の中の(3)、保育士の平均給与比較等についてお答
えいたします。
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　令和５年賃金構造基本統計調査による本県保育士
の給与月額は24万2600円と、全産業の給与月額26万
5400円と比較して、約２万2800円低い状況となって
おります。県では、保育士の給与を他産業並みに引き
上げることが保育士の処遇改善となり、確保・定着に
もつながるものと認識しており、全国知事会を通し
て、国に対して他産業と遜色のない水準に向けた保育
士の処遇改善とその財源の確保について要望している
ところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　２、物価高騰対策につい
ての(1)、県独自の電気・ガス料金支援についてお答
えします。
　県では、燃料価格の高騰対策として、昨年１月から
今年５月まで国の支援と連携し、県独自の電気料金等
の支援を実施してまいりました。今般、国におきまし
ては、物価高騰対策として、電気・ガス料金の支援を
８月から10月までの３か月間実施することを予定し
ております。
　県としましては、関係機関との意見交換等を踏ま
え、電気料金の上乗せ支援等は終了し、経済的に困難
な状況にある子育て世帯や畜産農家への支援等を今議
会に補正予算案として提案しており、物価高騰等の影
響を受けた生活者等への支援に取り組むこととしてお
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、物価高騰対策につい
ての中の(2)、補正予算における畜産農家支援につい
てお答えいたします。
　県では、厳しい経営状況にある畜産農家を支援する
ため、①配合飼料価格差補助緊急対策事業、予算額
11億2007万8000円、対象畜種、全畜種、②沖縄県和
牛子牛生産者緊急支援事業、予算額４億1717万2000
円、対象畜種、肉用牛、③優良県産ブランド和子牛生
産支援事業、予算額２億4628万4000円、対象畜種、
肉用牛、これら３事業、17億8000万円を今議会に計
上しております。
　県としましては、当該事業の実施により畜産農家の
経営安定とブランド力強化へつながるものと認識して
おります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。

　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、物価高騰対策につい
ての(3)、沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃
低廉化等事業の内容と効果についてお答えいたしま
す。
　本事業は、居住支援に関する制度の周知やネット
ワークの構築などの委託業務と低額所得の高齢者世帯
や子育て世帯などに対して家賃負担の低減に取り組む
市町村に県が補助を行うものであります。本事業の実
施により、住宅確保が困難な世帯が民間賃貸住宅に入
居しやすい環境となることが期待できます。
　次に４、福祉、子育て、医療についての(2)のう
ち、改正住宅セーフティネット法についてお答えいた
します。
　改正住宅セーフティネット法では、居住サポート住
宅の認定制度が創設されました。その内容は、居住支
援法人などが高齢者などのニーズに応じて安否確認、
見守りなどを行うことにより、民間賃貸住宅での孤独
死などのリスクが軽減され、円滑な入居の促進が期待
されます。現在、国土交通省と厚生労働省が共同・連
携して、改正法の施行に向けた準備に取り組んでおり
ます。
　県としては、新たな制度の活用に向けて、国から情
報収集していくとともに関係部局と連携してまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　３、観光人材
確保支援事業についての中の、取組と効果についてお
答えします。
　沖縄観光は、コロナ禍における離職と需要の回復に
伴う人材不足が課題となっているため、県では、令和
５年度から観光人材確保支援事業を実施し、合同就職
説明会、インターンシップ、職場見学ツアー、観光現
場で働く魅力の発信等に取り組んでおります。令和５
年度は、延べ481名の求職者とマッチングを行い、３
月末時点で36名の就職につながっております。令和
６年度は、これらの取組に加え、観光関連事業者の要
望を踏まえて、国内外からの人材受入れの際の住居確
保への支援に係る補正予算を計上しているところで
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　４、福祉、子育て、医療
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についての御質問のうち(2)、生活困窮者自立支援法
改正についてお答えします。
　県では、今年度、当該改正法の次年度施行に向け
て、生活困窮者自立支援事業に関するモデル事業を新
規で実施しております。住まいの確保が困難な方の総
合的な相談はもとより、地域とのつながりの促進な
ど、居住支援までを一貫して行うシステムの構築に向
けて取り組んでいるところです。
　県としては、引き続き関係部局、関係機関と連携し
ながら、生活に困窮する方々に適切な支援ができるよ
う取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　４、福祉、子育て、
医療についての(3)のうち、介護従事者の平均所得及
び改善の取組についてお答えします。
　介護職員の給与月額は、令和５年賃金構造基本統計
調査によると、沖縄県の全産業平均26万5400円に対
して20万9100円であり、全産業の79％程度となって
おります。介護職員の給与等については、令和６年４
月に介護報酬のプラス改定、処遇改善加算の加算率引
上げが行われております。県では、加算の新規取得や
上位加算取得に向け、実践的セミナーの開催や事業所
への専門家派遣を実施しております。
　県としましては、引き続き介護職員の処遇改善に努
めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、物価高騰対策につい
ての中の(2)、補正予算における畜産農家支援につい
てお答えいたします。
　県では、厳しい経営状況にある畜産農家を支援する
ため、①配合飼料価格差補助緊急対策事業、予算額
11億2007万8000円、対象畜種、全畜種、対象農家数
1764戸、②沖縄県和牛子牛生産者緊急支援事業、予
算額４億1717万2000円、対象畜種、肉用牛、対象農

家数2200戸、③優良県産ブランド和子牛生産支援事
業、予算額２億4628万4000円、対象畜種、肉用牛、
対象農家数2200戸、これら３事業、17億8000万円を
今議会に計上しております。
　県としましては、当該事業の実施により畜産農家の
経営安定とブランド力強化へつながるものと認識して
おります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章  議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　幾つか再質問をさせていただきたいと思います。
　まず、米兵による女性への性犯罪、極めて凶悪で断
じて許されるものではない。ぜひ知事には根絶に向け
て県民の命を守るために、知事、しっかり今後の対応
を注視したいと思います。
　今回、1997年日米の合意で事件・事故発生時には
現地の関係当局に迅速に通報するという約束になって
いたのが、今回のことで機能していないということが
分かったんですね。知事は今回のことを通して関係機
関としっかり意見交換をしたいとおっしゃっていまし
たけど、やっぱりこれを実効性あるものにしていかな
いと県民は納得しないと思うんですよ。これガイドラ
イン等をしっかりつくっていくことが大事じゃないか
と思うんですけど、いかがですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回、７月５日に官房長官
のほうから通報体制の在り方について国側の取扱いの
見直しについて記者会見があったところです。まだ具
体的に、どのような取扱いにするかというのは、今後
まず現地というか、沖縄の中で沖縄防衛局あるいは米
軍等もありますので、まずは担当同士でしっかり意見
交換しながら進めていくというのが大事かなというふ
うに考えております。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　これから意見交換、また日米両
政府の意向を確認するとも言うんですけど、確かに今
回のことを通して被害者、そしてその家族のプライバ
シー、これはもう最大の優先だと思います。その上で
しっかりこの関係機関と情報共有をしていく。これが
今回県民の中でも非常に疑問を呈されているわけです
ね。ですから、その日米政府を注視するだけではなく
て、これはもうしっかり共有するガイドラインをつく
るべきなんだと、県からこういった提案をするべき
じゃないですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
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○玉城デニー 知事　今、公室長から答弁をさせてい
ただきましたけれども、外務省におきましては、やは
り米兵の犯罪を再発させないということについてアメ
リカ側に非常に強い申入れを行いながら、その体制を
構築するための取組を進めているということも伺って
おります。我々も当然この情報共有の在り方について
は、ガイドライン等も含めてしかるべきその情報の共
有と、当然ですが被害者を守る、被害者のプライバ
シーを保護するという観点からも改めてその点を確認
しておきたいと思います。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　個別案件で判断するとか、そう
いうものではなくて、しっかりこれは―県のほうが
これを知らないということ自体おかしいわけですか
ら、よろしくお願いしたいと思います。
　それから来年度の予算について、池田副知事が内閣
府の政策統括官にお願いしたと報道で知ったんですけ
ど、７月２日に池田副知事が上京し、そして知事は翌
日７月３日に米兵のこの事件についての抗議をしに
行ってるわけですね。あらゆる機会を通して求めてい
くという部長の答弁でしたけど、昨日もそうでしたけ
ど、今この交付金が、沖縄予算がどんどん減ってい
る。これに対して県も市町村も公共事業が本当に今停
滞している。県民の暮らしに直結する予算がなかなか
確保できない。これは本当に切実な問題だと思うんで
すね。そういう意味では知事が必死さを国に見せてい
かないと、私はこの事案は改善しないという思いがあ
るんですね。ですから、内閣府の調整がなかなかうま
くできませんでしたと。そして、副知事に１日早く
行ってもらいましたと。そういう形ではなくて、しっ
かり日程調整をする中で知事が会う、まずその突破口
を開く意味で私はやるべきだったと思うんですが、い
かがですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　７月３日に知事が要請すると
いうことは、２週間ほど前から内閣府と調整をして
いったところなんですけれども、結果として調整が調
わなかったという状況がございます。今後、８月上旬
に沖縄振興一括交付金を含む沖縄振興予算全体に係る
要請を沖縄担当大臣、それから関係要路について予定
しておりますので、知事を先頭にしっかりと関係要路
に要請していきたいと考えておりますし、そういう日
程を調整していきたいと思っています。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　この３日は誰にお会いしたいと
いうことで要望したんですか。

○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　自見大臣を含む、関係大臣、
副大臣等に要請できないかということで調整をさせて
いただきました。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　それぞれの日程があるわけです
けど、僕は統括官でもいいと思うんですよ。トップ
リーダーが国まで来て必死に要請したんだと。そうい
うものをしっかりやらないと、向こうの大臣、副大臣
と調整できませんでしたから、じゃあもう副知事に
行ってもらいましたというのは、ちょっとおかしいん
じゃないですか。統括官も会えないってことですか。
３日に。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　内閣府の日程の関係と、それ
から知事の前後の日程の関係もございましたので、今
回は副知事で要請をさせていただいたところでござい
ます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　だから最初に言いました。しっ
かり日程調整をして、知事がまず会う。これを最優先
でやっていくことを私はやるべきだったなと思ってお
ります。これからまたしっかり対応をお願いしたいと
思います。
　次に、地域外交基本方針、24ページ。１章から４
章。非常にすばらしい基本方針ができております。私
もこれ全部読みました。国際機関の誘致、世界で認め
られる創造拠点を構築すると。非常に重要な取組だと
思います。これの目標時期、そういったのは考えてい
ませんか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　昨年度、今年の３月に地域
外交基本方針を定めまして、先ほど申し上げましたと
おり３つの目標というふうに掲げて取り組んでいくと
いうところまでは定めたところなんですけれども、一
つ一つの事業等について具体的な目標時期というとこ
ろまではまだ定めていないところでございます。それ
で、これは今後の課題ということになろうかというふ
うに思います。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　ぜひ、例えば６年後の2030年に
しっかりこの創造拠点を満たしていくんだとか、そう
いうものはしっかり定めないと、こういった基本方針
をつくっても具体的にどういった取組が具体的に進む
のかということに私はつながらないと思うんですよ。
いかがですか。
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○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　国際平和創造拠点というの
が抽象的といいますか、具体的に何をつくるとかそう
いうものではないので、どのような形になったら平和
創造拠点なのかというのもなかなか難しいところでは
ございますが、できるだけ―何といいますか、現在
基本方針で掲げている目標、それぞれの事業について
着実にできるように、議員御提案もありますので、そ
の具体的な時期等についても検討できるか、検討した
いというふうに考えております。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　部長、この基本方針の15ページ
に、平和研究機構―仮称ですけど、設置の検討と
か、あとアジア太平洋地域の安定・発展に資する国
際機関等の誘致をしっかりやっていきますと。具体的
に、研究機関の構築とか誘致とか、明確にうたってい
るわけですから、私は目標時期も目指すべきだと思う
んですが、再度教えてください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　御意見ありがとうございます。
　やはりこの地域外交の基本方針を定め、そこで取り
組んでいく様々な事業あるいは誘致活動等々、これは
21世紀ビジョンと連動しているというように考えま
すと、やはり2030年ということの一つの目途はつく
れるのではないかと思います。いずれにしましても、
どのような方法がより可能性、実現性が高いかについ
ては、引き続き検討してまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　来年もう戦後80年ということ
で、本当に沖縄の平和をどう世界に発信するかという
意味では、私はこの地域外交というのを非常に評価し
ていますので、ぜひこの国際機関誘致、具体性のあ
る、実効性のある、それを県民に見せていける、そう
いう取組をお願いしたいと思います。
　それから給食費について、知事、去年から各市町村
が知事に対して沖縄県の制度として、県内市町村一律
無償化の早期実現。それから、市町村に財源の負担を
求めることなく、沖縄県独自の施策として給食費無償
化をしてほしい。そういった声が届いていると思うん
ですよね。今回の２分の１のところを県もやります
と。これは２分の１を一律にやっても私は全額無償化
できるところと、それから財政的に厳しいところ、こ
れは逆に地域格差が出ると思うんですけど、いかがで
すか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　議員お話のありましたとおり、

これまで複数の市町村から要請を受けてきたところで
ありまして、県としても重く受け止め、要請にできる
だけ応えられるように検討を重ねてきたところでござ
います。この学校給食費の無償化に向けた取組につき
ましては、県・市町村が連携して取り組むべき重要な
課題と捉えているところでありまして、持続可能な仕
組みとして、県と市町村が協同して取り組んでいただ
きたいということで、県としての方針を定めて今取り
組んできているところであります。各市町村において
は、その実施主体としてしっかりと今取組が行われて
いるところでありますので、しっかりと御理解をいた
だきながら進めていければと考えているところでござ
います。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　知事、この２分の１という考え
方なんですけど、那覇市は中学校の給食費総額が５億
4500万。そのうち就学援助として１億4270万、約
26％は那覇市でもうしっかり手当てされているんで
すね。そうすると、知事がおっしゃる半分というの
は、この就学援助は対象外と言っていますので、実
際は、県は２億563万、那覇市は３億3900万。県は
実際は中学の給食費が37％、那覇市は先ほどの就学
援助を含めると62％なんですよ。これはおかしいん
じゃないですか、２分の１やりますというのは。この
辺どうですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　就学援助についての御指摘でございますが、就学
援助につきましては、学校教育法第19条におきまし
て、「経済的理由によつて就学困難と認められる学齢
児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必
要な援助を与えなければならない。」というふうに規
定をされているところであります。また、準要保護児
童生徒への就学援助につきましては、市町村への地方
交付税において地方財政措置がなされていることも踏
まえまして、就学援助の対象を本事業の対象外とし
て、今方針を立てているところでございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　教育長、この就学援助、全て地
方交付税で補塡されていると思っているんですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　この就学援助につきましては、地方交付税を算定す
る際の基準財政需要額よりも、御指摘のとおり支出が
多いということは試算により我々も把握しているとこ
ろでございます。しかし、この就学援助制度につきま
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しては、学校教育法に基づきまして、市町村において
実施されているということから、その財源の話につき
ましては、この制度の中でしっかりと議論をしていく
と。この無償化の方針と少し切り分けて考える必要が
あるというふうに我々は考えているところです。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　いずれにしても、市町村が求め
ていることと、知事がああいう記者会見をしたのは、
あまりにも乖離が大き過ぎます。これは合意形成を図
らないと本当に子どもたちのため、またその子育て世
帯をどう守るかということを、ぜひもう一度真剣に考
えていただきたいと思います。
　次に、県独自の電気・ガス。
　この夏、本当に今異常気象で猛暑、酷暑。国は、本
当に国民を守るということで、８月から10月までや
るんだと決めております。国は秋に交付金の手当ても
すると聞いてますけど、私は県も８月から国と合わせ
てやるべきだと思うんですが、いかがですか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県独自の電気・ガス料金支援につきましては、これ
まで国からの重点支援地方交付金等を活用して実施し
てまいりましたけれども、現時点におきまして同交付
金の新たな配分というものは示されてございません。
また、今年５月の支援単価で実施した場合のお話です
が、標準的な一般家庭における負担軽減額は182円と
なり、物価高騰対策としての効果は小幅なものとなる
一方で、約24億円の財源の確保が課題ということに
なります。このため、関係機関との意見交換等を踏ま
えまして、物価高騰等の影響が特に大きい生活者等へ
の支援を行うこととしまして、今議会におきましては
約26億円の補正予算案を主に一般財源を活用して提
案したというところでございます。ただ、やはり物価
高騰の影響が特に大きい生活者、県民の状況、そして
本県経済の動向なども引き続き注視をしながら、県と
しましては、この後も引き続き適切に対応してまいり
たいというふうに考えてございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　特にＬＰガスは国の対象外です
ので、ぜひお願いしたいと思います。
　それから、要配慮者。この住宅確保の低廉化事業、
私大変評価します。これは具体的に今回1225万の予
算がついています。具体的にどのぐらいの家賃の支
援、そしてどのぐらいの世帯に届くのか教えてくださ
い。

○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　現在想定している限度額につきましては、市町村が
5000円、県が１万5000円の１戸当たり、一月当たり
２万円を想定しておりまして、戸数につきましては、
今年度の目標としては50戸を計画しているところで
ございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　これ年数、何年支援するんです
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在の予定といたしまし
ては、管理期間を10年というふうに想定しておりま
すが、この部分につきましても今後は事業を進めなが
らまた検討していきたいと考えております。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章  議員　これ現時点で市町村でこれを
しっかりやっていく。5000円は市町村、そして１万
5000円は県。この事業に今市町村で手を挙げている
ところは幾つぐらいありますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在、各市町村の住宅部
局、それから福祉部局などにつきまして、いろいろと
説明を行っているところではございますが、具体的に
まだ―市町村の補正予算等もございますので、具体
的に明言してやると言っているところはございません
が、幅広く説明して本制度を活用していただけるよう
に取り組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　生活保護を受けている方々はそ
ういった手当てがあるんですけど、そのはざまにいる
人たちが苦しんでいるので、私はこの事業を相当評価
したいと思いますので、ぜひ、これからしっかり拡充
していただきたいと思います。
　それから♯7119について。
　私は、上半期でスタートさせていきたいというのが
ちょっと気になったんですが、いかがですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　現在、おきなわ♯7119事業
の委託事業者を公募中でございます。詳細な事業内容
については事業者との契約後に決定することになりま
すけれども、できるだけ上半期で実施をしたいという
ことを目標に進めているところでございます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　よろしくお願いします。
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　あと、この住宅セーフティネット法、これ本当にな
かなか入居できない、そういった方々に安心して入居
していただく。大家さんにも貸してもらえる。そうい
う見守り体制がこれから重要だと思うんですが、居住
支援協議会が県にあるんですけど、市町村は幾つあり
ますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　市町村の居住支援協議会
が県内で初めて設立されたのは、令和６年２月の沖縄
市居住支援協議会でございます。今この１市のみでご
ざいます。
○中川京貴 議長　上原　章議員。
○上原　　章 議員　これぜひ県がリードして、全市
町村にこの協議会を設置するよう頑張っていただきた
いんですが、お聞かせ願いますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　住宅確保について配慮を
要する方々の円滑な入居に関しまして、本協議会の果
たす役割は大きいと考えておりますので、各市町村に
対しまして設立を呼びかけてまいりたいと考えており
ます。
○上原　　章 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午後１時24分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　渡久地　修議員。
　　　〔渡久地　修　議員登壇〕
○渡久地　修 議員　日本共産党県議団を代表して質
問を行います。
　女性と沖縄県民の人権と尊厳を踏みにじる米兵によ
る暴行事件と日本政府による隠蔽に満身の怒りを持っ
て抗議し質問します。
　１、米兵の少女・女性への性的暴行事件と隠蔽につ
いて。
　(1)、沖縄では、復帰後もこのような事件が繰り返
されている実態と全国の状況を明らかにしてくださ
い。
　(2)、米軍や米兵には、沖縄は同胞の犠牲の上に築
いた基地という占領意識と、日米地位協定によって日
本の国内法が米軍には適用されないという日本政府の
屈辱的な主権放棄の姿勢によって、沖縄では何をして
も米軍や米兵は守られるという意識があるのではない
か。
　(3)、日米地位協定を抜本的に改定し、日本の国内

法を適用できるようにすることは緊急の課題ではない
か。また、他国では自国の法律を原則適用しているの
ではないか。
　(4)、2022年末に安保３文書が閣議決定され、沖縄
の基地強化が急速に進められています。今回の米兵に
よる凶悪事件が明らかになれば県民の不信は高まり、
埋立承認の代執行、首相の訪米、米駐日大使の与那国
訪問、県議選挙など、県民の反発と影響を恐れて隠蔽
していたと指摘されていますが見解を伺います。
　(5)、県警察はなぜ12月の事件ではすぐに逮捕し公
表しなかったのか。すぐに公表していれば、次の事件
は防げたのではないか。誘拐や犯罪が起こったのに、
このような事件から子どもを守るために県や市町村、
教育委員会、学校にすぐに通知し、対応を取るべきで
はなかったのか。
　(6)、このような事件の発生を知らされていたら、
教育委員会は児童生徒を保護する立場から注意喚起な
どの対応を速やかに取っていたはずだ。今回の県や自
治体に通報がなかったことに対して、児童生徒を保護
する立場にある教育委員会の見解を伺います。
　(7)、国土面積の0.6％の沖縄に70％の米軍基地が
集中しているのは異常ではないか。ここに事件・事
故、犯罪の根源があります。米軍基地の縮小・撤去を
求めるべきではないか。
　２、沖縄が再び戦場にされ、捨て石にされようとし
ていることについて。
　(1)、今の米軍基地強化、自衛隊の南西シフトは、
戦前の沖縄戦に突入し、戦場にされ、捨て石にされた
歴史とほとんど一緒ではないか。
　(2)、政府が盛んに台湾有事をあおっているのは、
日米の軍事一体化を推進し、日本の自衛隊が米軍と一
体となって海外での軍事行動に参加できるようにする
狙いがあるのではないか、見解を伺います。
　(3)、米国と中国の対立で衝突が起きた場合に、沖
縄の米軍基地は出撃拠点になってしまい、また、集団
的自衛権の行使で日本の自衛隊もこの攻撃に参加する
ことになるのか。
　(4)、その結果、沖縄は標的にされ攻撃され戦場に
されてしまい、また沖縄が捨て石にされてしまうので
はないか。
　(5)、今必要なのは戦争の準備ではなく、戦争を絶
対に起こさないための対話と外交による平和の構築で
す。県としての取組を伺います。
　３、嘉手納基地に最新鋭のＦ15戦闘機の配備や無
人機の配備など、軍事要塞化が進行しています。沖縄
はアメリカの植民地ではありません。県として嘉手納
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基地の撤去を求めるべきではないか。
　４、辺野古・大浦湾側の埋立工事の強行について。
　(1)、国の代執行、事前協議の打切り、工事の強行
など、国の強権的なやり方についての見解を伺いま
す。
　(2)、県民の民意を無視した強引な工事強行で死者
まで出てしまっています。土砂搬出、工事は中止すべ
きです。見解を伺います。
　(3)、大浦湾の埋立工事の強行は、世界的に貴重な
海を破壊するものです。大浦湾の海が世界的にも貴重
で豊かな保全すべきものであるかについて改めて伺い
ます。また、この工事の強行によってどれだけの環境
破壊の危機に陥るのかについて伺います。
　(4)、政府は、普天間基地をいつ返還すると言って
いるのか。県として、即時運用停止、閉鎖・撤去を求
めるべきではないか。
　(5)、県議選挙の投票日の出口調査で、那覇・南部
離島区では辺野古移設に反対が61％、デニー知事を
支持するが68％となっています。見解を伺います。
　５、欠陥機オスプレイについて。
　(1)、米国でオスプレイの事故で亡くなった兵士の
遺族が裁判を起こしていますが内容を伺います。
　(2)、オスプレイの欠陥が明らかになっても沖縄で
は飛行していますが実態を伺います。県民の命を顧み
ないものであり、直ちに中止を求めるべきです。
　６、ＰＦＡＳ汚染について。
　(1)、米軍基地の立入調査ができるように、米国政
府、米軍及び日本政府に強く働きかけるべきです。
　(2)、県として、県民の血中濃度の検査や健康に与
える影響の調査を行い、県としての対策を行うべきで
はないか。
　(3)、企業局のＰＦＯＳ等の除去費用は基地提供者
の国が持つべきではないか。
　７、学校給食の無償化について。
　(1)、給食は教育の一環です。本来は国が全国一律
に無償化すべきではないか。政府与党も無償化を提言
していたのではないか。全国知事会とも一緒になって
国への実施を強く求めるべきです。
　(2)、沖縄の子どもの貧困解消のため、国が無償化
するまでの間、県が段階的な無償化に向けて動き出し
ましたが、実施に向けた今後の取組を伺います。
　(3)、国が実施するまでの間の小学生への無償化拡
大について伺います。
　８、子ども医療費の無料化を高校卒業まで拡大する
ことについて伺います。
　９、沖縄振興予算について。

　(1)、沖縄振興予算は基地押しつけの政治的な目的
に使われてはなりません。見解を伺います。
　(2)、一括交付金の増額と補正予算での獲得につい
て県の取組を伺います。
　(3)、次年度に向けた県の要望どおりに措置するよ
うに求めるべきです。
　10、高齢者及び生活困窮実態調査と支援につい
て。
　(1)、実態調査から見えてきた高齢者や生活困窮者
の実態について伺います。
　(2)、緊急調査に基づく県の緊急支援策について伺
います。
　(3)、全面的な高齢者生活調査、困窮調査とそれに
基づく支援策について伺います。
　11、バス・モノレール料金の割引制度、敬老パス
導入の検討状況について伺います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　渡久地修議員の御質問にお答え
いたします。
　米兵の少女・女性への性的暴行事件と隠蔽について
の御質問の中の、日米地位協定の改定と国内法の適用
等についてお答えいたします。
　平成29年度から令和４年度にかけて県が実施いた
しました他国地位協定調査により、ドイツ等ヨーロッ
パの４か国、オーストラリア及びフィリピンでは、自
国の法令を米軍に適用させ、米軍の活動をコントロー
ルしていることを確認しております。米軍基地から派
生する諸問題を解決するためには、米側に裁量を委ね
る形となる運用の改善や補足協定の見直しだけでは不
十分であり、国内法の適用など日米地位協定の抜本的
な見直しが必要であると考えております。そのため沖
縄県では、機会あるごとに日米両政府に対し要請を
行っており、本年２月の防衛大臣への要請においても
同協定の見直しを求めたところであります。今年度
は、全国知事会と渉外知事会において、県がこれまで
実施した他国地位協定調査について改めて報告する
とともに、県内においてはシンポジウムを開催するな
ど、日米地位協定の改定に向けた国民的議論の喚起に
つなげていきたいと考えております。
　次に、沖縄が再び戦場にされ、捨て石にされようと
していることについての御質問の中の(5)、対話と外
交による平和構築の取組についてお答えいたします。
　沖縄県は、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦の経験を
有しており、二度と沖縄を戦場にしてはならないとい
う思いは、全ての県民の切実な願いであると考えてお
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ります。このため、復帰50年の新たな建議書をはじ
め、機会あるごとに政府に対し、平和的な外交・対話
による緊張緩和と信頼醸成に取り組むよう強く求めて
いるところです。また沖縄県では、今年３月に策定し
た沖縄県地域外交基本方針を踏まえ、済州４・３追
悼式や済州フォーラムへの参加により平和を希求する
「沖縄のこころ」を海外に発信する取組を進めており
ます。
　沖縄県としましては、引き続き平和的な外交・対話
による沖縄独自の地域外交を積極的に展開してまいり
ます。
　次に、学校給食の無償化についての御質問の中の
(1)、国への要請についてお答えいたします。
　沖縄県としましては、社会及び経済状況など子育て
環境が厳しい中、家庭の経済的負担軽減等、子育て支
援の一環として、学校給食費無償化の支援について令
和５年２月に国へ直接要請を行ったほか、全国知事会
を通して要請を行ってきたところです。国において
は、去る６月、学校給食費の無償化の実現に向けた学
校給食実態調査の結果を発表しており、課題の整理、
具体的方策の検討を行うこととしていることから、今
後もあらゆる機会を通して国への要請を行っていきた
いと考えております。沖縄の未来を担う子どもたちの
健全育成は、県・市町村共通の課題であり、市町村と
の連携をさらに密にし、給食費無償化の取組を推進し
てまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米兵の少女・女性への
性的暴行事件と隠蔽についての中の(1)、米軍人等に
よる事件の沖縄と全国の状況についてお答えいたしま
す。
　復帰から令和５年末までの米軍構成員等による刑法
犯検挙件数は6235件であり、そのうち不同意性交等
の凶悪犯は586件、不同意わいせつなどの風俗犯は80
件となっております。また、平成元年から令和５年
までの35年間の米軍構成員等による不同意性交等の
検挙件数は、全国88件、沖縄県41件で沖縄県の占め
る割合は46％、不同意わいせつについては、全国75
件、沖縄県は27件、36％となっております。
　次に同じく１(2)、米軍や米兵が持つ占領意識等に
ついてお答えいたします。
　沖縄県では復帰以降も米軍人等による事件が繰り返
されておりますが、米軍人等がどのような意識を持っ

ているかは定かではありません。いずれにしまして
も、県が実施した他国地位協定調査では、ヨーロッパ
の４か国などにおいては、自国の法令を米軍に適用さ
せていることを確認しており、一方、日本では、原則
として米軍に国内法が適用されておらず、このような
状況を解消することが重要であると考えております。
　県としては、引き続き日米両政府に対し、一層の綱
紀粛正をはじめとする実効性のある再発防止策を求め
るとともに、日米地位協定の抜本的な見直しを求めて
まいります。
　同じく１(4)、事件が及ぼす影響に対する指摘につ
いてお答えいたします。
　去る３日に知事が外務大臣等に抗議要請を行った
際、上川外務大臣から、捜査当局においては、公益上
の必要性とともに関係者の名誉・プライバシーへの配
慮、捜査・公判への影響の有無・程度等を判断した上
で、個別の事案ごとに事件の公表について判断してお
り、今回の事案もこうした考え方に基づいて判断した
ものと承知している。外務省としてもそのような捜査
当局の判断を踏まえて対応を行ったとの説明がありま
した。
　県としては、プライバシー等に配慮する必要性は理
解しておりますが、再発防止や地域住民の安全確保の
観点から、米軍人等による事件・事故が発生した場合
には、県に速やかに通報される必要があると考えてお
ります。
　同じく１(7)、米軍基地の縮小・撤去についてお答
えいたします。
　本県には、戦後80年近く、復帰後50年以上を経た
今もなお全国の約70.3％の米軍専用施設が集中してい
ることにより、米軍関係の事件・事故は後を絶ちませ
ん。このような中、昨年12月に少女に対する誘拐と
不同意性交等事件が、今年５月に女性に対する不同意
性交等致傷事件が発生しております。本県の基地負担
の状況は異常であり、到底受忍できるものではないこ
とから、令和３年に行った復帰50年に向けた要請や
令和４年に岸田総理大臣に手交した新たな建議書など
において、在沖米軍基地のさらなる整理縮小等を求め
ております。引き続き、目に見える形で過重な基地負
担の軽減が図られるよう取り組んでまいります。
　次に２、沖縄が再び戦場にされ、捨て石にされよう
としていることについての中の(1)、米軍基地の強化
及び自衛隊の南西シフトについてお答えいたします。
　戦後80年近く、復帰後50年以上を経た今もなお国
土面積の約0.6％に過ぎない本県に在日米軍専用施設
面積の約70.3％が集中しており、日常的に発生する航
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空機騒音など、沖縄県民は過重な基地負担を強いられ
続けています。また、いわゆる安保関連３文書では、
南西地域を第一線として位置づけた上で、沖縄におけ
る防衛力強化に関連する記述が多数見られます。
　県としては、米軍基地が集中していることに加え、
自衛隊の急激な配備拡張による抑止力の強化がかえっ
て地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを懸念
しており、ましてや沖縄が攻撃目標となることは決し
てあってはならないと考えております。
　同じく２の(2)、自衛隊と米軍の一体化についてお
答えいたします。
　令和５年１月の２プラス２共同発表では、南西諸島
を含めた地域における自衛隊の体制強化の取組を含
め、日米の施設の共同使用を増加させる旨が示され、
沖縄県内においてもレゾリュート・ドラゴン等の日米
共同演習が行われております。
　県としては、かねてから沖縄の米軍基地の整理縮
小、さらなる基地の返還を求めている中、日米共同訓
練の増加や沖縄への自衛隊部隊の配備増強等により、
これ以上の基地負担が生じることはあってはならない
と考えており、引き続き情報収集を行ってまいりま
す。
　同じく２の(3)及び２の(4)、米中対立による衝突
及び沖縄が標的にされることについてお答えいたしま
す。２の(3)と２の(4)は関連しますので、一括して
お答えいたします。
　仮に米中の衝突が起きた場合、米軍と自衛隊がどの
ように行動するかについては、政府の明確な考え方は
示されておりません。一方、米軍基地問題に関する万
国津梁会議の提言では、米中対立が激しさを増す中
で、前線における兵力の配備と運用がかえって意図し
ない衝突のリスクを高め、米中が戦うこととなれば、
沖縄が優先的な攻撃目標となる危険性が高まると指摘
されております。
　いずれにしましても、県としては、米中対立等によ
りアジア太平洋地域の緊張が高まり、不測の事態が生
ずることは決してあってはならないと考えており、関
係諸国により同地域の緊張緩和や信頼関係の構築が図
られることが必要と考えております。
　次に３、嘉手納基地の撤去についてお答えいたしま
す。
　嘉手納飛行場をめぐっては、昼夜を問わない訓練や
外来機の度重なる飛来、パパループの一時使用、無人
偵察機の配備、パラシュート降下訓練の常態化等、負
担軽減と逆行する状況と言わざるを得ません。また、
今後数年かけて、Ｆ15Ｃ・Ｄ戦闘機からＦ15ＥＸ戦

闘機への更新が予定されております。
　県としては、嘉手納飛行場周辺住民への負担がこれ
以上増大することはあってはならないと考えており、
去る５月に日米両政府に対し、同飛行場の負担軽減を
求めたところです。今後もあらゆる機会を通じ、三連
協や軍転協とも連携し、航空機騒音をはじめとした負
担軽減について、日米両政府に対し、粘り強く働きか
けていきたいと考えております。
　次に４、辺野古大浦湾側の埋立工事の強行につい
ての中の(1)、国の代執行等についてお答えいたしま
す。
　県は、これまで46回にわたり、沖縄防衛局に対し
て事前協議の要求や工事の停止などを指導してきたと
ころでありますが、国は県の指導に従わず工事を継続
しております。また、国土交通大臣が知事に代わって
埋立変更承認処分を行った代執行は、選挙で県民の負
託を受けた知事の処分権限を一方的に奪うものであ
り、多くの県民の民意を踏みにじり、憲法で定められ
た地方自治の本旨をないがしろにするものでありま
す。
　県としては、かねてから辺野古新基地建設問題は、
対話によって解決策を求めていくことが重要と考えて
おり、引き続き政府に対して対話により解決策を求め
る民主主義の姿勢を粘り強く訴えてまいります。
　同じく４(4)、普天間飛行場の返還時期と運用停止
等についてお答えいたします。
　県はかねてから、政府に対し、普天間飛行場の運用
停止に向けた新たな期限を含めたスケジュールを具体
的に示すよう要望しております。一方、去る１月16
日、木原防衛大臣が、普天間飛行場の具体的な返還時
期については、完成後における部隊の移転などのプロ
セスを考慮する必要があり、現段階で具体的にお示し
することは困難と述べるなど、政府からは、具体的な
スケジュール等について示されておりません。
　県としては、普天間飛行場の危険性除去は辺野古移
設に関わりなく実現されるべき喫緊の課題であると考
えており、引き続き政府に対し、速やかな運用停止、
県外・国外移設及び早期閉鎖・返還を求めてまいりま
す。
　同じく４(5)、県議会議員選挙の出口調査の結果に
ついてお答えいたします。
　辺野古新基地建設に反対する民意は、辺野古新基地
建設の是非が大きな争点となった３度の県知事選挙や
辺野古埋立ての是非に絞った県民投票で繰り返し示さ
れてきました。去る６月16日に行われた沖縄県議会
議員選挙のＮＨＫの出口調査において、那覇市・南部
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離島選挙区では、普天間飛行場の名護市辺野古への
移設に反対との答えが61％、玉城県政を評価すると
の答えが68％となったほか、他の調査地域でも同様
の結果となっております。これらの調査結果につい
ては、改めて辺野古新基地建設に反対する民意が示さ
れ、また、これまでの県政運営に対する一定の評価が
得られたものと認識しております。
　次に５、欠陥機オスプレイについての中の(1)、米
国における兵士の遺族が起こしている裁判についてお
答えいたします。
　報道によると、2022年６月にカリフォルニア州で
のオスプレイ墜落事故で死亡した４人の海兵隊員の遺
族が、今年５月、オスプレイの製造元が既に知られて
いた機械的故障に対処していなかったとして、連邦裁
判所に訴訟を提起したとのことです。訴訟において遺
族は、オスプレイの設計に欠陥があり、アメリカの安
全基準を満たしていないと主張しているとのことで
す。
　同じく５の(2)、沖縄における飛行の実態について
お答えいたします。
　沖縄防衛局の目視調査によると、普天間飛行場所
属のＭＶ22は、今年３月14日の飛行再開後、３月に
195回、４月に464回の離着陸が確認されており、４
月の離着陸回数は令和５年４月以降で最多となってお
ります。また、米海軍のオスプレイＣＭＶ22は、６
月10日から嘉手納飛行場における飛行が確認されて
おり、報道によると、６月27日に２機が岩国飛行場
に飛行したとのことです。
　県としては、オスプレイに対する県民の不安は一向
に払拭されていないと考えており、政府に対し、昨年
11月の墜落事故の原因や対策が明らかになるまでの
全てのオスプレイの飛行停止とともに、引き続きオス
プレイの配備撤回を求めてまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、米兵の少女・女性への
性的暴行事件と隠蔽についての御質問のうち(5)、事
件をすぐに公表、県等に通知しなかった理由について
お答えをいたします。
　一般に、犯罪発生時における防犯情報の提供につい
ては、特定の犯罪により地域住民への危険性が切迫し
ている事案、例えば、特定地域で同一犯によると見ら
れる犯罪が連続発生中である場合や凶器を所持して犯
罪を敢行し逃走している事件など、社会への警鐘・注
意喚起により防犯効果が高い場合に行っております。

とりわけ性犯罪については、被害者に対する二次的被
害の防止やプライバシー保護に十分配慮する必要があ
り、こうした点も含めて認知や検挙に際しての広報に
ついては、個別の事案ごとに慎重に判断をしていると
ころであります。
　また、県との情報共有につきましては、これまで報
道発表を行うものについては報道発表文を通知してい
るほか、報道発表しないものも含めて米軍構成員等に
よる刑法犯検挙件数・検挙人員を県警ホームページへ
毎月掲載し、県から問合せがあれば可能な範囲で情報
提供を行うとともに、県議会の都度、米軍構成員等の
犯罪検挙状況を報告し、必要な説明を行ってきたもの
であり、今回もそれに沿った対応を取ったものであり
ます。
　この点、県からの要請を踏まえ、今後につきまして
は、こうした従前の運用に加えて、米軍関係者による
性犯罪で報道発表しないものについて、事件検挙、す
なわち逮捕または送致した後に、那覇地方検察庁と相
談の上で被害者のプライバシー保護、心情への配慮に
特に留意しつつ、県に情報提供することとして対応を
してまいります。米軍構成員等による事件の増加は、
県民に大きな不安を与えているところであり、引き続
き県との連携強化に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、米兵の少女・女性への性的
暴行事件と隠蔽についての中の(6)、県に通報がな
かったことに対する教育委員会の見解についてお答え
いたします。
　今回の16歳未満の少女への暴行被疑事件は、決し
て許すことのできない卑劣な行為であり、強い憤りを
感じております。
　県教育委員会としましては、児童生徒に被害があっ
た際には、心のケアを第一に適切な対応を行うととも
に、学校、家庭、地域及び関係機関と連携し、再発防
止の徹底に取り組んでまいります。今般、夏季休業中
における事件・事故の未然防止について市町村教育員
会や各学校に対し通知を行ったところであり、引き続
き児童生徒の安全指導や安全確保の徹底に取り組んで
まいります。
　続きまして７、学校給食の無償化についての中の
(2)、今後の取組についてお答えいたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組方
針を５月24日に発表いたしました。その後、６月６
日及び翌７日に行った市町村長との意見交換等を踏ま



- 104 -

え、取組方針に修正を加え、市町村教育委員会等に対
する説明及び意見交換を行ったところであります。今
後は、それらの意見等を踏まえ、詳細な制度設計を行
い、令和７年４月からの実施に向けて取り組んでまい
ります。
　同じく(3)、小学生への補助の拡充についてお答え
いたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組の
第一歩として、今年度取りまとめた学校給食実態調査
や市町村の意見も踏まえ、教育費の負担の大きい中学
生のいる世帯を対象に、中学３年間の補助を行うこと
としたところであります。今後の拡充については、そ
の効果検証や国の無償化制度の動向等を踏まえ、検討
していくことになると考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　４、辺野古大浦湾側の埋
立工事の強行についての(2)、土砂搬出や工事の中止
についてお答えいたします。
　県は、事故発生の当日、沖縄防衛局に対して事故原
因が究明され、安全対策が講じられるまでの間は、土
砂の搬出作業を中止するよう要請したところであり、
現在、同作業は中止されております。また県は、沖縄
防衛局との間で埋立承認の留意事項に基づく協議を
行っているところであり、協議に関する工事について
は着手しないよう求めているところであります。
　次に同じく４の(3)のうち、工事の強行による貴重
な海の破壊の危機についてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業が実施されている
周辺海域で確認されていたジュゴンについては、平
成30年度以降、その姿が確認されておりません。ま
た、地盤改良により海底地盤が最大約14メートルの
高さまで盛り上がるものの、同箇所の調査が実施され
ておりません。これらのことから同事業には、環境保
全上の課題があるものと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　４、辺野古大浦湾側の埋立
工事の強行についての(3)のうち、辺野古・大浦湾の
重要性についてお答えいたします。 
　辺野古・大浦湾は、県の自然環境の保全に関する指
針において評価ランクⅠ及びⅡと評価されており、
国も日本の重要湿地500や重要海域に選定しておりま
す。また、海外ＮＧＯ団体によりホープスポットにも

認定されており、辺野古・大浦湾の豊かな自然環境が
海外からも評価されているものと理解しております。
このようなことから、辺野古・大浦湾は、自然環境豊
かな重要な海域であると考えております。
　次に６、ＰＦＡＳ汚染についての(1)、米軍基地へ
の立入調査の働きかけについてお答えいたします。 
　県では、これまでに嘉手納飛行場、普天間飛行場、
キャンプ・ハンセンへの立入り申請を行っております
が、いまだ実現しておりません。このため、国及び米
軍に対し、米軍基地内への立入調査を認めることや国
及び米軍による原因究明調査と対策の実施について繰
り返し要請を行っております。また、毎年度、渉外知
事会や軍転協要請等においても立入調査の実現等を求
めているところであり、引き続き、国及び米軍に対し
基地内への立入調査の実現等を強く求めてまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　６、ＰＦＡＳ汚染に
ついての(2)、血中濃度調査についてお答えします。
　環境省のＰＦＡＳに対する専門家会議が昨年公表し
たＱ＆Ａ集によると、現時点の知見では血液検査の結
果のみをもって健康影響を把握することは困難である
ことが示されています。血中濃度の基準に加え、基準
を超過した場合の対処方針が定まっていないことなど
から、現時点で県独自の血中濃度調査を実施するには
課題があるものと考えております。
　県としては、公衆衛生学や疫学等に関する専門家の
意見を聴取し、県民の健康影響についての対策を検討
していきたいと考えております。
　続きまして10、高齢者の生活困窮実態調査と支援
についての(2)、高齢者への緊急支援策についてお答
えします。
　高年齢者の生活困窮実態調査において、高年齢者か
らの生活困窮に関する相談が増加していることが把握
されたことを踏まえ、県では、昨今の物価高騰の影響
等により生活に困窮している高齢者に対して食料品や
日用品等の生活資材を緊急に支援するための費用とし
て、今議会に7149万8000円の補正予算を提案してい
るところであります。
　同じく(3)、高齢者の生活状況調査についてお答え
します。
　県では、高齢者の相談機関を対象に実施した生活困
窮実態調査において、生活困窮のみならず多岐にわた
る問題が複合的に生じていることが確認されたことか
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ら、高齢者御本人に対し、生活全般の実態及び支援
ニーズを総合的に把握するためのアンケート調査の実
施に要する費用として、今議会に2730万円の補正予
算を提案しているところであります。当該調査の結果
については、分析の上公表し、広く周知することによ
り、地域で人と人がつながり支え合う機運を醸成する
とともに、今後の新たな高齢者施策の立案に活用して
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　６、ＰＦＡＳ汚染についての
(3)、ＰＦＯＳ等対策費用についてお答えいたしま
す。
　水源地における米軍基地由来の蓋然性が高いＰＦＯ
Ｓ等汚染の対策費用については、施設提供者である国
が負担すべきものと考えており、これまで費用負担等
を要請してきたところです。企業局がＰＦＯＳ等対策
に要した費用は、令和５年度までで約34億円となっ
ており、うち国の補助金等が約20億円、企業局の負
担が約14億円となっております。また、令和６年度
から９年度までの４年間に必要なＰＦＯＳ等対策費
は、約40億円程度を見込んでおり、企業局の経営に
大きな負担となることから、引き続きＰＦＯＳ等対策
費用の国の負担を強く求めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　８、子ども医療費の無
料化を高校卒業まで拡大することについての御質問の
中の(1)、こども医療費助成制度についてお答えいた
します。
　県は、市町村が実施しているこども医療費助成制度
に対し、対象経費の２分の１を補助しており、令和４
年度から、県内全市町村と連携して通院対象年齢を小
中学校まで拡大するとともに現物給付を実施している
ところであります。対象年齢を18歳まで拡大するこ
とにつきましては、市町村の意向、事業実績、県及び
市町村の財政状況を踏まえ協議を行うとともに、国に
対し、全国知事会等を通して、子どもの医療に関わる
全国一律の制度の創設について引き続き要請してまい
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　９、沖縄振興予算についての

(1)、沖縄振興予算の目的についてお答えいたしま
す。
　沖縄振興特別措置法の目的については、第１条にお
いて、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、特別の措
置を講ずることにより、沖縄の自立的発展や豊かな住
民生活の実現に寄与することを目的とすると規定され
ております。このことから、沖縄振興予算については
沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現に資する予
算が措置されるものと考えております。
　次に11、バス・モノレール料金の割引制度、敬老
パス導入の検討状況についてお答えいたします。
　県内の高齢者の移動支援については、那覇市等によ
る高齢者の公共交通利用の割引制度の実施や交通事業
者等による高齢者等の運転免許返納者に対する割引が
実施されているところです。県では、福祉、教育、観
光等の相互連携による総合的なバス利用の促進に取り
組むため、本年６月に関係部局と公共交通利用促進連
絡会議を設置いたしました。今後は、９月に実施する
路線バス運賃の無料乗車体験の県民アンケートや事業
の効果検証結果等も含め、同会議において情報共有や
意見交換を行ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　９、沖縄振興予算についての
(2)、一括交付金の増額と補正予算の確保についてお
答えします。
　沖縄振興一括交付金の令和６年度予算額は10年ぶ
りに増額となったほか、国の令和５年度補正予算とし
てハード交付金が約39億円措置されたところです。
令和７年度の沖縄振興一括交付金の増額確保に向けて
は、７月２日に沖縄担当大臣宛てに要請を行いまし
た。８月には一括交付金を含む沖縄振興予算の所要額
確保について要請することとしており、関係要路へ丁
寧に現状を説明しながら理解を求めていきたいと考え
ております。また、補正予算についても国の動向を注
視し、補正に関連する緊要性の高い事業をあらかじめ
精査するなど、時期を捉え、確保に向けて取り組んで
まいります。
　同じく９の(3)、次年度沖縄振興予算の確保につい
てお答えします。
　令和６年度沖縄振興予算については、県から総額
3000億円台を要望し、2678億円が措置されました。
このうち一括交付金については、1271億円を要望
し、763億円が措置されたところです。令和７年度沖
縄振興予算の所要額確保に向けては、これまで41市
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町村の首長と意見交換を行うとともに内閣府とも意見
交換を行っております。また、７月２日には、沖縄担
当大臣宛てに沖縄振興一括交付金の増額要請を行った
ところです。
　県としましては、沖縄振興一括交付金を含む沖縄振
興予算の所要額の確保は、県及び市町村の切実な要望
であることから、国の概算要求基準の上限額で要求す
るよう沖縄担当大臣をはじめ関係要路へ要請していき
たいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　10、高齢者の生活困窮実
態調査と支援についての御質問のうち(1)、高年齢者
の生活困窮実態調査についてお答えいたします。
　本調査は、60歳以上の高年齢者を対象に、物価高
騰などの経済状況を踏まえ、県及び市町村社会福祉
協議会、自立相談支援機関、地域包括支援センターと
いった相談機関に寄せられた困り事を把握し、支援策
検討の基礎資料とすることを目的に実施しました。相
談件数は、コロナ禍の影響を受けなかった令和元年と
令和５年を比較した場合、約60％増加しています。
相談に来られた高年齢者の世帯状況は約半数が単独世
帯であり、相談内容としては、年金の不足または無年
金といった経済問題が最も多く、その他病気・けが・
要介護、雇用問題、住居問題など、様々な相談が寄せ
られている状況が把握されたところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修  議員　まず、オスプレイについて、
2024年６月12日の米下院の公聴会での米軍の司令官
の証言について説明していただきたいと思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時15分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　去る６月12日の米国下院監視・説明責任委員会小
委員会において、米海軍の航空システム司令部の司令
官カール・チェビ中将は、オスプレイは現在制限され
た範囲で飛行を再開しているものの、同機の任務復帰
に関して完全な任務能力への復帰は2025年半ばより
前には実現しないと予定されていると冒頭声明で述べ
ています。よろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　渡久地　修議員。

○渡久地　修 議員　何名死亡して、何名負傷したと
証言していますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　負傷者はちょっと不明なん
ですけれども、64名死亡しているということのよう
でございます。
○渡久地　修 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
　　　午後２時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　負傷者については、ちょっ
と不明でございます。承知していないところでござい
ます。
○渡久地　修 議員　何でか。皆さんからもらった資
料で僕やっているんだのに……。
○溜　政仁 知事公室長　負傷者ですか。
○渡久地　修 議員　93名って書いてある。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時18分休憩
　　　午後２時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　あのさ、しっかりやってくださ
いよ。
　64名の兵士が事故で死亡し、93人が負傷したと。
そして、リスクについても私聞きますよって言ってあ
りますよ。リスクは除去されないと証言しているんで
すよ。このリスクっていうのは何ですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○渡久地　修 議員　このリスクっていうのは、墜落
のリスク、故障のリスク。それがあるということを証
言しているんですよ、米軍自体が。だから、このリス
クがあるということをアメリカの議会で証言されてい
るオスプレイが沖縄で平気で飛んでいるということな
んですよ。アメリカ本国では住宅上空は飛んでいない
はずです。それも確認するように伝えましたが、確認
できましたか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
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○溜　政仁 知事公室長　御質問は、オスプレイが住
宅地上空を飛んでいるのは日本だけではないかとい
う、ほかのところでは飛んでいないのではないかとい
う話だと思うんですけれども、現在、ワシントン駐在
を通じて、国防総省に対してオスプレイの飛行が基地
上空のみに制限されているか照会をしておりますけれ
ども、現時点では回答が得られていないというところ
でございます。
○中川京貴 議長　渡久地　修議員。
○渡久地　修 議員　オスプレイは、アメリカ本国で
は住宅上空を飛んでいないはずです。だから、こんな
リスク、墜落の危険があるものが沖縄で飛んでいる
と。これ大変なことです。これぜひ停止を求めてくだ
さい。
　そして、公安委員会にお尋ねします。
　先ほど、今回公表されていたら、次の事件を防げた
んじゃないかということを聞きましたけれども、やっ
ぱり警察を指揮監督する公安委員会として、今回の事
態についてどういう認識を持っていますか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをさせていただきま
すけれども、先ほど申し上げたとおり、何らかの事件
が発生したときに際して、防犯情報を提供するかどう
かということにつきましては、特定の犯罪によって地
域住民への危険性が切迫しているような事案、そう
いった場合には、やはり社会への警鐘あるいは注意喚
起によって防犯効果が高い、そういった判断によって
防犯情報については提供させていただいていると、そ
ういった状況でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　平良識子議員。
　　　〔平良識子　議員登壇〕
○平良　識子 議員　ハイタイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　会派沖縄社会大衆党の平良識子です。
　代表質問を行います。
　その前に、所見を述べさせていただきたいと思いま
す。
　来年は沖縄戦から80年。我が党は結党75年を迎え
ます。世界平和が後退する中、沖縄を取り巻く政治状
況も厳しくなる中で沖縄の未来を開き、またアジアに
おいても沖縄の歴史的役割である万国津梁の平和貢献
を果たしていくためにも、沖縄の論理を政治的に発信

していくことが今後ますます重要であると思っており
ます。
　沖縄の政党として今回３名で会派を結成いたしまし
た。沖縄の民意とともに山積する沖縄の課題解決のた
めに議員の皆様と、そしてまた職員の皆様、御指導賜
りながら共に沖縄のために力を尽くしてまいりたいと
存じます。
　どうぞユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　質問通告書に基づきまして、それでは代表質問を行
います。
　まず初めに１、米軍基地問題について。
　(1)、沖縄県内で米兵による暴行事件が相次いでお
ります。令和５年性犯罪２件、令和６年３件と、約１
年半弱で暴行事件が５件も発生していることが明らか
となっております。凶悪犯罪の発生について外務省含
む日本政府は、沖縄県議会議員選挙、慰霊の日まで沖
縄県及び県民に公表しなかったことは、意図的に隠蔽
したとしか思えません。このことは沖縄軽視であり、
激しい怒りを込めて抗議いたします。これまでの綱紀
粛正・再発防止は、実効性がない証左であります。通
報体制について、知事及び県警本部長の所見及び今後
の対応について伺います。
　(2)、米兵による相次ぐ暴行事件について、県は発
覚してからどのような対応をしましたか。また県は、
米軍及び日本政府に再発防止等の要請をしております
が、両者の対応についてお伺いいたします。それに対
する知事の所見をお伺いいたします。
　(3)、米兵による相次ぐ暴行事件の発生について、
ワシントン沖縄事務所の対応について伺います。
　(4)、玉城知事が早期に訪米をして、この状況を米
政府及び米国議会議員等へ、現状及び改善を直接訴え
る必要があると提起をいたします。知事の訪米につい
てお伺いいたします。
　(5)、在日米軍基地の約７割が集中する当事者の沖
縄として、日米合同委員会において米軍及び日本政府
と沖縄県との三者協議体の設置を求めるべきではない
か伺います。
　(6)、1995年の日米合同委員会合意に基づき、凶悪
犯罪について起訴前の拘禁移転を要請するべきではな
いか伺います。
　(7)、日米地位協定により、今回の事件等において
も起訴前の身柄引渡しは米側に決定権があり、県警は
被疑者を拘束しておりません。日本国として、主権と
人権を守るために日米地位協定の抜本的改定をさせな
ければなりません。知事の対応をお伺いいたします。
　(8)、名護市安和桟橋で辺野古新基地建設に抗議す
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る市民と警備員がダンプカーに巻き込まれた死傷事故
は、辺野古新基地建設が強行されなければそもそも起
こらなかった事故であります。沖縄県は日米両政府に
対して、辺野古新基地建設の断念、在沖米軍基地の速
やかな整理縮小について、強く求めていく必要があり
ます。知事の決意をお伺いいたします。
　２、琉米修好条約等、琉球国際三条約原本の沖縄返
還について伺います。
　1854年にアメリカと琉球王国との間に締結された
条約、亜米利加合衆国琉球國政府トノ定約、いわゆる
琉米修好条約。1855年締結、琉仏修好条約。1859年
締結の琉蘭修好条約の三条約の原本について、1879
年の琉球併合時に日本政府に略奪をされまして、現
在、外務省外交史料館が所有をしております。当該三
条約の原本は、琉球王国が国際法の主体として主権国
家であったことを示す重要文書であり、今日的課題と
して続く日本政府による沖縄への米軍基地集中という
軍事植民地的対応を問い直し、国際人権法による沖縄
の自己決定権を含む自治の在り方を開く上で、三条約
の今日的意義は大きいものと考えます。琉球三条約原
本の沖縄返還を政府に求めることについて知事にお伺
いいたします。
　３、学校教職員の正規雇用率の改善及びメンタルヘ
ルスについて。
　(1)、学校教職員の正規雇用率について、全国との
比較、要因、改善についてお伺いいたします。
　(2)、小中学校における正規教員の不足人数、休職
に伴う担任不在学級の現状について伺います。
　(3)、正規教職員の休職に伴い、代替教員の配置は
正規職員で対応するべきですが、現状の対応について
伺います。
　(4)、正規教職員におけるメンタルヘルスの休職者
数が15年連続全国最多であり、現状とその要因は何
か。解決策の取組についてお伺いいたします。
　４、学校給食費の無償化について。
　沖縄県が次年度より費用負担の重い中学生からの学
校給食費の無償化に向けて取り組んでいることを評価
いたします。本来ならば義務教育課程における小中学
生の学校給食費については、子育て世帯の負担軽減、
支援の観点からも、国の責任において全国一律に無償
化されるべきであると考えます。国の現行制度におい
ては市町村事務となっているため、県は学校給食無償
化について市町村と財政割合を含めどのような議論が
されてきたのか伺います。
　５、保育士の処遇改善について。
　国は、保育の交付金算定における公定価格の地域区

分をなくし、ＩＬＯ国際基準の同一労働同一賃金を保
育士から実現するべきであります。沖縄県と他都道府
県との公定価格の差はどのようになっているのでしょ
うか。保育士の給与が低い現状にあることの解決に向
けて、国の公定価格の地域区分をなくすために、沖縄
県はこれまでどのように対応してきたのか伺います。
　６、救急医療の逼迫改善に向けた体制について。
　(1)、沖縄県の救急医療が逼迫している状況につい
て、背景には救急病院の病床が満床であるために救急
外来から患者を病棟に上げることができなくなり、入
院待ちの患者で救急ベッドが埋まっているということ
を伺っております。この状況を改善させるためには、
救急病院に入院した患者のうち、状態が安定した患者
さんについては回復期への病院へと転院を進める下り
搬送を推進することが有効であります。実際、コロナ
禍の医療逼迫についても、全国でも先進的と評価され
た沖縄県の病床管理システムＯＣＡＳを活用して下り
搬送を推進したことで緩和させてきたという実績があ
ります。今年度より、この下り搬送が診療報酬として
設定されておりますが、これを支援する体制につい
て、県の現状、取組、今後の対応についてお伺いいた
します。
　(2)、小児救急が逼迫しております。沖縄県では、
小児（15歳未満）人口当たりの小児科専門医の数が
全国44番目ではあるものの、小児にも対応可能な総
合診療ができる医師が多いことによりまして、県内の
小児科診療が何とか持ちこたえている状況にあると
伺っております。人口に占める子どもの割合が全国最
多である沖縄県において、小児科医の確保は重要な課
題と言えます。また、沖縄県は救急受診する患者にお
いて子どもが占める割合は全国最多となっておりま
す。救急外来への患者の集中は、重症患者への医療提
供が遅れるリスクがあり、小児科医を確保すると同時
に、適切な救急利用を県民に呼びかけることも必要で
す。そのためには、電話相談窓口の拡充、かかりつけ
医の強化など、安心・安全かつ適切な小児科医療の体
制を確立する必要があります。これらの課題について
県の対応をお伺いいたします。
　７、沖縄鉄軌道計画について。
　沖縄県にあった鉄軌道は沖縄戦により破壊されたた
め、国の責任において沖縄の戦後復興の未着手の大き
な課題として、早期に再整備されるべきであります。
県の鉄軌道導入計画の実現に向けて、進捗課題として
あるビー・バイ・シーについて、国とどう調整してい
るのか伺います。
　最後に８、沖縄県のざる経済構造の解消について。
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　(1)、沖縄県のざる経済を解消するために域内循環
率を高めることが肝要でありますが、取組について伺
います。
　(2)、県内での製造業の振興は、域内循環率を高め
ることに寄与いたします。所見と取組について伺いま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　平良識子議員の御質問にお答え
いたします。
　まず、米軍基地問題についての御質問の中の(1)の
エ、通報体制に係る知事の所見及び今後の対応につい
てお答えいたします。
　沖縄県としては、昨年12月と今年５月に発生した
米軍人による性的暴行事件等について、1997年の日
米合同委員会合意に基づく通報体制が十分に機能せ
ず、県への連絡が一切なかったことは、再発防止や地
域住民の安全確保の観点から大きな問題であったと考
えております。そのため、今月３日に、私が外務大臣
などに対し事件に強く抗議するとともに、米軍人等に
よる事件・事故について、県への通報を徹底するよう
求めました。このような県などの要請等を受け、去る
５日に、政府からは、在日米軍による犯罪における国
内情報共有体制が示されました。その中では、犯罪予
防の観点から、迅速に対応を検討する必要があること
に留意し、可能な範囲で地方自治体に対しての情報伝
達を行うこと、また、情報伝達に当たっては被害者の
プライバシー保護に留意することなどとされていま
す。今後、沖縄防衛局や外務省沖縄事務所、県警など
県内の関係機関と具体的な情報共有の在り方につい
て、意見交換を行いたいと考えております。
　次に(8)、辺野古新基地建設の即時中断等について
お答えいたします。
　名護市の安和桟橋付近において、抗議活動中の市民
と警備員がダンプトラックに巻き込まれる事故が発生
したことについては、県民の安全に責任を持つ者とし
て極めて遺憾であります。このため沖縄県は、沖縄防
衛局に対し、事故原因が究明され安全対策がなされる
までの間は、土砂搬出作業を中止するよう求めるとと
もに、７月３日には、防衛副大臣に対し警備の在り方
や事故の再発防止の取組について、県への情報提供を
求めたところです。一方で、沖縄県としては、辺野古
移設では普天間飛行場の一日も早い危険性の除去には
つながらないとこれまでも求めてきており、政府に対
しては、対話によって解決策を求める民主主義の姿勢

を粘り強く求め続けています。私は、これまでの県知
事選挙や県民投票で県民が一貫して示してきた辺野古
新基地建設反対の思いを実現するため、ぶれることな
く県民の先頭に立って頑張ってまいります。
　次に、琉米修好条約等、琉球国際三条約原本の沖縄
返還についてお答えいたします。 
　なお、今朝の沖縄タイムスの11面にも、神奈川大
学のマルコ准教授の記事が掲載されておりましたが、
今日７月11日は、1854年琉米修好条約からちょうど
170年を迎える日となっております。琉球と米・仏・
蘭との間で結ばれた条約は、19世紀中頃の国際情勢
の変化の象徴とも言えます。琉球を取り巻く東アジア
の秩序が揺らぐ中で結ばれた３つの条約は、小国琉球
の国際社会における主体性の発揮をうかがい知ること
ができる貴重な資料であると認識をしています。三条
約の原本は現在、幕末以来の日本の外交史料と併せて
外務省の所管する公文書として、外務省外交史料館の
収蔵庫において丁重に保管されていると承知をしてお
ります。沖縄戦により多くの文化財を失った沖縄県に
おいて、この３つの条約の原本が現存するという事実
は沖縄県のたどった歴史を知る上で重要なことであ
り、今後どのような取組ができるかしっかり検討して
まいりたいと思います。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、米軍基地問題について
の御質問のうち(1)、通報体制についてお答えをいた
します。
　米軍構成員等の事件に関する県への情報提供につき
ましては、これまで報道発表を行うものについては、
報道発表文を通知しているほか、報道発表しないもの
も含めて、米軍構成員らによる刑法犯検挙件数・検挙
人員を県警ホームページへ毎月掲載し、県から問合せ
があれば、可能な範囲で情報提供を行うとともに、県
議会の都度、米軍構成員等の犯罪検挙状況を報告し、
必要な説明を行ってきたものであり、今回もそれに
沿った対応を取ったものであります。この点、県から
の要望を踏まえ、今後につきましては、こうした従前
の運用に加えて、米軍関係者による性犯罪で報道発表
をしないものについて、事件検挙、すなわち逮捕また
は送致した後に、那覇地方検察庁と相談の上で、被害
者のプライバシー保護、心情への配慮に特に留意しつ
つ、県に情報提供することとして対応をしてまいりま
す。
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　続いて(6)、起訴前の拘禁移転の要請についてお答
えをいたします。
　起訴前の拘禁移転とは、平成７年の日米合同委員会
に基づき、殺人または強姦という凶悪な犯罪であっ
て、日本国が重大な関心を有する特定の場合に、起訴
前の被疑者の拘禁の移転を合同委員会において要請
し、米側はその要請に対し好意的配慮を払い、また殺
人、強姦以外の犯罪であって、拘禁の移転が行われる
よう考慮されるべきと我が国が信ずる特定の場合にお
いて、特別の見解を提示する場合に、米側はそれを十
分に考慮するというものと承知をしております。
　個別事件についての捜査の詳細はお答えを差し控え
ますが、12月発生の事件につきましては、事件認知
の当初より米軍側から必要な協力を得て、所要の捜査
を遂げ、事件を送致したものであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米軍基地問題について
の中の(2)、事件への県の対応、米軍や日本政府の対
応と知事の所見についてお答えいたします。
　県は、昨年12月の米空軍兵によるわいせつ誘拐、
不同意性交等事件の発覚を受けて、６月27日に副知
事が在沖米空軍に対し抗議しました。その後、５月に
も米海兵隊員による不同意性交等致傷事件があったこ
とが発覚したことから、７月３日に知事が外務大臣等
に対し、米軍による重大かつ悪質な犯罪に強く抗議す
るとともに、再発防止策を早急に講じること等を要請
しました。これに対し政府からは、駐日米国大使と在
日米軍司令官に綱紀粛正、再発防止の徹底を申し入れ
たとの回答がありました。また、米空軍からは、在日
米軍と沖縄の司令官たちはリバティー制度を常に見直
しており、その時々に適切に対応しているとの回答が
ありました。
　県としては、より具体的かつ効果的な再発防止策が
講ぜられる必要があると考えており、引き続き日米両
政府に対して求めてまいります。
　同じく１(3)、米軍人による事件に対するワシント
ン駐在の対応についてお答えいたします。
　ワシントン駐在は、沖縄の米軍基地に起因する事
件・事故等の状況について、米国政府関係機関との面
談等を通じて説明を行っております。今回の事件に関
しても、速やかに米国政府関係者と面談し、事件の経
緯や県の日米両政府に対する抗議・要請の内容、日米
両政府の対応、県民の反応等を説明しております。ま
た、連邦議会、上下両院の軍事委員会所属議員の補佐

官などに抗議・要請の内容をメールで送付するととも
に、直接面談を始めているところであり、現在十数名
の議会関係者との面談を行う予定となっております。
　同じく１(4)、知事の訪米についてお答えいたしま
す。 
　今年度の知事の訪米については、時期や内容も含め
検討しているところであります。特に、今回のような
米軍人による女性暴行事件等が相次いで発生し、県民
に大きな不安を与えている状況について、知事が訪米
し、米国政府、連邦議会議員等に対し直接説明するこ
とは、米軍人等の綱紀粛正に非常に効果的であると考
えております。
　同じく１(5)、米軍、日本政府及び沖縄県との三者
協議体を設置することについてお答えいたします。
　平成８年のＳＡＣＯ最終報告や平成25年の沖縄に
おける在日米軍施設・区域に関する統合計画におい
ては、計画の決定に沖縄県や地元市町村が関与できな
かったため、地元の意向が十分に反映されませんでし
た。このため、ＳＡＣＯ以降の基地の整理縮小の検証
及び今後の沖縄の負担軽減策の検討のため、機会ある
ごとに日米両政府に沖縄県を加えた三者で協議を行う
場（ＳＡＣＷＯ）を設けることを求めており、今年２
月、知事と木原防衛大臣の面談の際にも、基地負担軽
減の検討のための協議の場を設けることを求めたとこ
ろです。
　同じく１(7)、日米地位協定の抜本的な改定につい
てお答えいたします。
　日本国が裁判権を行使すべき米軍人等の被疑者の拘
禁移転については、日本国の要請に対し米国が好意的
考慮を払うとの運用改善がなされております。しかし
ながら、過去には明確な理由が示されないまま、起訴
前の身柄引渡しを拒否された事例があることから、米
側に裁量を委ねる形となる運用の改善だけでは不十分
であり、日米地位協定の抜本的な見直しが必要と考え
ております。
　そのため県としては、今後とも軍転協や渉外知事会
とも連携し、あらゆる機会を通じ、日米両政府に同協
定の見直しを粘り強く求めてまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、学校教職員の正規雇用率の
改善及びメンタルヘルスについての中の(1)、教員の
正規率についてお答えいたします。
　令和５年５月１日時点における沖縄県の教員正規率
は80.3％、全国平均は91.9％となっております。そ
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の主な要因としては、特別支援学級の増加等や初任者
研修制度により採用者数に制限がかかることなどか
ら、正規教員の配置が追いつかない状況にあります。
県教育委員会においては、正規率改善に向けて、令和
５年９月に小中学校正規率改善計画を改定し、新規採
用者数をこれまでの350人から80人増の430人に増や
すこととしており、令和12年度までに正規率を全国
並みの90％台とする予定であります。
　県教育委員会としましては、引き続き正規率の改善
に努めてまいります。
　同じく(2)、教員不足の現状についてお答えいたし
ます。
　令和６年６月時点の公立小中学校における教員の未
配置数は小学校15人、中学校６人の計21人で、うち
担任の未配置数は、小学校11人、中学校３人の計14
人となっております。
　同じく(3)、代替教員の配置についてお答えいたし
ます。
　教員の配置につきましては、公立義務教育諸学校の
学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等に基づ
き行っており、年度中途の代替教員の配置について
は、臨時的任用職員で対応しているところです。現
在、臨時的任用職員の応募者数の減少等により教員の
未配置があることから、県教育委員会としましては、
教員選考試験の制度改革及び県内外における各種セミ
ナー等に取り組んでいるところであり、引き続き教員
の確保に努めてまいります。
　同じく(4)、教職員のメンタルヘルスの現状等につ
いてお答えいたします。
　令和４年度における教育職員の精神疾患による病
気休職者数と在職者に占める割合は、本県では229
人、1.45％、全国では6539人、0.71％となっており
ます。教育職員の精神疾患による病気休職の要因につ
いては、職務内容に起因するものだけではなく、家庭
の状況や生活環境等、様々な背景があると考えられま
す。県教育委員会では、令和５年度から働き方改革推
進課を設置し、ＩＣＴを活用した県立学校教職員の相
談窓口の設置等に取り組むほか、那覇市と連携し、教
員向けのオンラインによるセルフケア研修や復職支援
体制の整備など、効果的な取組の研究を継続して行っ
ております。引き続き市町村教育委員会と連携し、働
き方改革とメンタルヘルス対策を一体的に推進してま
いります。
　続きまして４、学校給食費の無償化に係る市町村と
の意見交換についてお答えいたします。
　県においては、学校給食費の無償化に向け、持続可

能な制度となることを念頭に、予算規模や財源の在り
方等を含め、実施方法について検討を重ねてまいりま
した。今年度取りまとめた学校給食実態調査の結果や
市町村の意見を踏まえ、学校給食費無償化に向けた取
組の第一歩として、取組方針を決定いたしました。方
針発表後の６月６日及び翌７日に行った市町村長との
意見交換等を踏まえ、取組方針に修正を加え、その
後、市町村教育委員会等に対する説明及び意見交換を
行ったところであります。今後は、それらの意見等を
踏まえ、詳細な制度設計を行い、令和７年４月からの
実施に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　５、保育士の処遇改善
についての御質問の中の(1)、本県と他県との公定価
格の状況と対応についてお答えいたします。
　公定価格における地域区分は８区分あり、本県は全
国市町村の約７割が属する標準的な地域に区分されて
います。国が予算積算上の参考として示した令和５年
度の保育士の年間人件費を比較すると、沖縄の393万
円に対し、最も高い東京特別区は470万円となってお
ります。
　県といたしましては、保育士の確保・定着のために
保育士の処遇改善が重要であるとの観点から、全国知
事会を通して、国に対して改善に向けた財源の確保に
ついて要望しているところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　６、救急医療の逼迫
改善に向けた体制についての(1)、救急逼迫の現状、
取組等についてお答えします。
　沖縄県における救急搬送件数は６月には過去最多を
更新し、高いレベルで推移しております。また、救急
病院から回復期病院への転院搬送が滞り、病床が満床
となる等が原因で救急の現場が逼迫するという状況が
あると認識しております。
　県としましては、各地区医療提供体制協議会や関係
機関との協議を踏まえ、病床情報を共有する仕組みづ
くりを行う等、スムーズな転院搬送を行える病院間の
連携体制強化に努めてまいります。
　同じく６の(2)、小児救急逼迫の改善に向けた課題
と対応についてお答えします。
　小児救急の逼迫については、救急病院への休日・夜
間の受診者数が多いことや小児救急に対応する小児科
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医師の確保など、様々な課題があると考えておりま
す。県では、民間のかかりつけ医受診の推奨や子ども
医療電話相談事業（♯8000）の利用、子ども救急ハ
ンドブックの活用を広報するとともに、去る６月26
日に沖縄県医師会などの関係機関と合同で、県民に向
けて小児救急の適正利用を呼びかける記者会見を実施
したところです。
　県としましては、引き続き小児救急の逼迫の解消に
向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　７、沖縄鉄軌道計画について
お答えいたします。
　県は、鉄軌道の導入に向けて、構想段階の計画から
事業化判断を行う計画段階へ移行させるため、国が課
題としている費用便益比等のさらなる向上に向けた調
査検討を行っているところです。一方、国において
も、費用便益比等の調査を継続して行っていることか
ら、県としましては鉄軌道の導入に向けて、引き続き
国への提案や意見交換を行うなど取組を進めてまいり
ます。
　次に８、沖縄県のざる経済構造の解消についての中
の(1)、域内経済循環を高める取組についてお答えい
たします。
　県が目指す自立型経済の構築に当たっては、域外か
ら獲得した所得を域内に循環させ、域内産業の活性化
につなげることが重要であると考えております。こ
のため県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に
基づき、観光業と農業・製造業などの産業間連携の促
進、ものづくり産業の高度化、県内企業の優先発注、
地産地消の促進など、域内経済循環と域内自給の促進
に向けた施策を総合的に推進しているところでありま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　８、沖縄県のざる経済構
造の解消についての(2)、県内製造業の振興による域
内循環率の向上についてお答えします。
　製造業は、農林や観光関連等の各分野との産業連関
効果が高く、その振興を図ることは域内循環率の向上
に寄与するものと考えております。そのため県では、
付加価値の高い製品開発や生産性向上に向けた取組へ
の支援に加え、観光・農林等の他産業を含めた県内で
の受発注促進等への企業支援に取り組んでいるところ

です。また、食品や伝統工芸品等の県産品の販路拡大
や県内企業の域外展開を図るなど、外貨を稼ぎ、域内
に経済効果が波及する経済の好循環に資する取組を
行っているところです。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時59分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　平良識子議員。
○平良　識子 議員　ありがとうございました。
　早速ですけれども、再質問・要望をさせていただき
たいと思います。
　まず初めに、１番目の米軍基地問題についてからで
すけれども、(3)のワシントン事務所の取組について
御答弁をいただきました。具体的に、米国政府関係者
と面談をされたということですけれども、どこにロ
ビーイングをされたのかということと、相手側の反応
についてお伺いしたいと思います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　米国政府関係者について
は、７月９日に国務省の東アジア・太平洋局日本部の
課長代理のほうに説明をしております。国務省の担当
者からは、我々国務省は今回のことを非常に重大に受
け止めており、国防総省や日本側の関係者と共に将来
に向けた最善策を検討しているところである。事件の
再発防止に向けた対応や措置を再検討し、今後沖縄県
にお知らせしたいと考えている。関係部門の中で沖縄
県民がどのように対応しているかについて共有をする
などの発言があったと聞いております。
○中川京貴 議長　平良識子議員。
○平良　識子  議員　国務省との面談で国務省から
は、沖縄県民がどのように反応しているのかというこ
とについて省庁の中で今後共有をしていくということ
もあります。やはりここは、玉城知事、沖縄にとって
も米軍を有するアメリカ国にとっても、こういう凶悪
犯罪が多発している状況というのは異常事態であると
考えております。これはもう沖縄県民を代表して、早
期のしかるべきタイミングにおいて、ぜひ知事に訪米
をしていただいて、事態を訴えていただきたい、解決
を訴えていただきたいと思いますけれども、ぜひ知事
御自身からの見解をお伺いしたいと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　このように、米軍人・軍属によ
る事件が常に、特に県内の女性や子どもの不安の中に
あるということを米側にしっかりと伝えなければなら
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ないと思います。年内に訪米の予定をしております
が、まだその訪米の日程は詳しく決まっておりません
けれども、その際には関係要路を通して、沖縄の現状
とその課題解決のための根本的な取組をぜひ行ってい
ただきたいということを含めて強く要請をしたいと思
います。
○中川京貴 議長　平良識子議員。
○平良　識子 議員　ありがとうございます。ぜひよ
ろしくお願いいたします。
　今朝の新聞でも、稲嶺県政においては、この三者協
議会が設置をされて機能していたということもありま
すので、稲嶺県政で設置されて玉城県政も同じ行政の
連続性でありますから、この課題については、やはり
この三者協議会を開催していくということで改めてぜ
ひ求めていただきたいと思います。
　２番目の琉球国際三条約の沖縄返還についてであり
ますけれども、知事からもコメントをいただきまして
ありがとうございます。
　世界的潮流として、文化財の現地保存の観点からし
ても、やはり沖縄にこれが保存されるということが望
ましいことだと考えております。ぜひこれ目標時期を
設定していただいて、国も返還しやすいタイミングも
あると思いますので、ぜひ事務方等ともやり取りをし
ていただきながら、目標設定をして取り組んでいただ
きたいと思いますけれども、私の提案として言えば、
2026年に首里城が復元完成するタイミングの目玉事
業の一つとして、一緒に取り組んでいくということを
提案したいと思いますので、検討をぜひよろしくお願
いしたいと思います。
　そして、救急医療の課題ですけれども、やはりたく
さんの課題がある中で、この下り搬送も５つ―今日
はちょっと時間がないので、事前に文書をタカヤマ医
師から提案をいただきまして、お配りさせていただき
ましたけれども、やっぱり地域医療の現状を把握して
迅速に決断していくためにも知事が医療を専門とする
アドバイザーを持つ必要があるのではないか、それは
医師会、看護協会、薬剤師会などとの調整により、ぜ
ひ検討をしていただきたいと思いますけれども、再質
問いたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　沖縄県はこれまで医療提供体制等の課題があった場
合に、助言をいただく専門家等の会議、あるいはコロ
ナの際には医療コーディネーターといった専門家の知
見をいただきながら県で決定していったという経緯が
ございますので、頂いた御提案の内容も踏まえまし

て、今後専門家との連携については研究してまいりた
いと思います。答弁の中で述べさせていただいた各地
区の医療提供体制協議会、各地区の県立病院あるいは
医師会、あるいは関係者が集まる会議もありますの
で、それぞれの地区の特徴もちょっとずつ変わってい
ると思いますので、しっかりとそういう現実の問題も
把握しながらそういうふうに研究を進めていきたいと
考えております。
○中川京貴 議長　平良識子議員。
○平良　識子 議員　よろしくお願いします。
　最後に、沖縄鉄軌道計画について再質問させていた
だきたいんですけれども、国のビー・バイ・シー計算
が１とならないことで進捗が滞っております。沖縄の
歴史性も数値化をして国の計算に求めていくというこ
とを提案しますけれども、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　鉄軌道の要請につきまして
は、今議員から御指摘のあるとおり、戦後その復旧が
されなかったというふうな事情、そういったものにつ
いても国のほうにお伝えしています。それ以外にも県
内の公共交通基盤が非常に脆弱なことから、交通渋滞
が非常に激しいこと、それから交通渋滞による経済損
失が著しく多額であること、そういったこともきちん
と国のほうにお伝えしながら導入に向けた調整を重ね
てまいりたいと考えております。
　以上です。
○平良　識子 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時６分休憩
　　　午後３時25分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　當間盛夫議員。
　　　〔當間盛夫　議員登壇〕
○當間　盛夫 議員　皆さん、こんにちは。
　當間盛夫でございます。
　自民党席がすかすかなのがちょっと気になるんです
が、私が代表質問最後でございますので、選挙のな
かった次呂久議員から模合があるから早く終わってく
れというお願いもあったんですが、代表質問を行いま
す。　
　維新の会を代表いたしまして質問を行いますが、今
回の選挙で日本維新の会として、私と糸満市の大田守
議員が当選をさせてもらいました。御支援いただきま
した皆さんに改めて感謝を申し上げるとともに、我々
は批判ということだけではなくて提言をしていく。そ
してまた、是々非々で沖縄県を一歩でも二歩でも前に
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進めていくということを心がけていきたいと思ってお
りますので、共にまた頑張っていきましょう。
　しかし、今回の我々の選挙の投票率45％。東京都
知事選挙の投票率60％。我々沖縄は、基地問題も貧
困問題も問題が相当に山積している中でこの投票率と
いうのは、我々がもう少し―もう少しじゃないな、
いっぱい反省しないと政治に全く期待をされていない
というふうに捉えられてもおかしくないはずでしょう
から、我々は真 に反省をして投票率をいかに上げる
かを頑張っていきたいというふうに思ってますので、
よろしくお願いをいたします。
　それではまず１、基地問題から。
　翁長県政、玉城県政で辺野古工事を止めるどころか
基地負担は増加をしています。また、今回の暴行事件
は県民を守れなかった知事や沖縄の政治に関わる議員
の責任でもあり、深くおわびを申し上げなければなり
ません。
　そこで(1)、辺野古代替施設について。
　ア、今回の県議会選挙の結果で、知事の辺野古工事
を止めるという公約は変わることはないと思います
が、厳しいものになると考えております。これからも
裁判闘争を続けていかれるのか、対応策と併せてお伺
いいたします。
　イ、問題解決に向けての政府との率直な話合いの場
と糸口は探れましたか、お伺いをいたします。
　ウ、海兵隊のグアム移転が12月から始まるとの報
道があります。状況とさらなる移転を求めるべきでは
ないかお伺いをいたします。
　エ、問題解決の結果が出ていないワシントン事務所
は、私は即時に閉鎖すべきだと考えておりますが見解
をお伺いいたします。
　(2)、米兵暴行事件について。
　ア、県と県警はお互いに県民の安全と安心を守るこ
とが責務と考えますが、お互いの関係性はどのような
ものかをお伺いいたします。
　イ、今回の事件で、鎌谷本部長に報告がなされたの
はいつですか、お伺いをいたします。
　ウ、鎌谷本部長は、沖縄の基地問題の実情と県民感
情はよく理解されていると思われる中で、県への報告
を行わなかった理由をお伺いいたします。
　エ、知事は今回の政府と県警の対応を隠蔽と考える
のか、またなぜ政府はこのような対応になったと思う
のか見解をお伺いいたします。
　オ、今回の事件は県の情報収集能力の欠如と考えま
すが、知事の責任と今後の対応についてお伺いをいた
します。

　２、教育行政について。
　教育費無償化は、日本維新の会の政策の一丁目一番
地です。県民所得最下位、困窮世帯増加の沖縄だから
こそ、政治が覚悟を決めて身を切る改革で財源をつ
くっていく。我々維新の会の２人は今、月報酬から
20％の寄附を実行しております。
　そこでお伺いします。
　(1)、給食費無償化について。
　ア、突如選挙対策のように出された給食費無償化
は、当然に実施すべきことではありますが、方針がよ
くなかった。改めてどのような方針で、また財源の見
通しと実施時期をお伺いいたします。
　イ、知事は昨年給与の引上げもあり、また先月ボー
ナスもあり、そして１期４年で約4000万円の退職金
も知事はあります。財源の確保は知事自ら覚悟を示す
必要があるのではないか見解をお伺いいたします。
　(2)、教職員の働き方改革が進むような学校環境の
改善の具体的対策をお伺いいたします。
　(3)、教職員負担軽減での学校事務や支援員、部活
等での民間活力やサービス導入時の概算予算額と対策
をお伺いいたします。
　３、農業・畜産について。
　農業産出額や就労者の減少・衰退、そして飼料価格
高騰での厳しい畜産農家の廃業、本島サトウキビ製糖
操業の危機的状況に明確な対策を早急に構築すべきで
あります。
　(1)、食料・農業・農村基本法の一部改正で、食料
安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの
確立、農業の持続的な発展、農村の振興とあります
が、これから沖縄の農業をどのように見直していくの
かをお伺いいたします。
　(2)、沖縄県の農業産出額の推移と畜産産出額の推
移をお伺いいたします。
　(3)、円安の進行で飼料価格の高騰により、畜産経
営は極めて厳しい状況に置かれておりますが、国は国
産飼料基盤に立脚した生産への転換とあります。対策
と支援策をお伺いいたします。
　(4)、ゆがふ製糖について。
　ア、本島サトウキビの生産者数、収穫面積、生産量
の成行推計値と施策推計値をお伺いいたします。
　イ、県はこれまで老朽化した施設の早急な建て替え
に取り組むとありますが、県の主体性もなく関係市町
村とも合意形成が何も進んでおりません。主体形成や
財源等早急に取り組む必要がありますが状況を伺いま
す。
　ウ、ゆがふ製糖の海水取水設備確保での新港地区側
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の水路確保及び海水取水設備のしゅんせつについて早
急に対策を講じるべきと考えますが、担当副知事の対
応をお伺いいたします。
　４、道路行政について。
　世界から選ばれる持続可能な観光地としての道路行
政は重要な施策です。国道、市町村道、自動車道との
整合性や官民連携の取れた取組の構築が必要です。
　(1)、近年の中南部都市圏における渋滞はさらに悪
化しておりますが、それに伴う現在の経済損失をどの
ように捉えているのかお伺いいたします。
　(2)、県人口の８割以上が集中する中南部都市圏、
来年開園する北部のテーマパーク、ジャングリアへの
交通アクセス課題からも早急に鉄軌道を導入すべきと
考えますが進捗をお伺いいたします。
　(3)、持続可能な国際観光景観モデル事業は県道が
対象となっていますが、国道や市町村道との連携での
沿道景観は重要であり、内閣府と協議し国道、市町村
道もモデル事業の対象とすべきと考えますが、取組を
お伺いいたします。
　最後に(4)、持続可能な沿道景観の形成のためには
官民連携の取組が重要と考えます。地域や企業と連携
した取組状況をお伺いいたします。
　よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　當間盛夫議員の御質問にお答え
いたします。
　米軍基地問題についての御質問の中の(1)のア、今
後の訴訟と対応策についてお答えいたします。
　辺野古新基地建設に係るこれまでの一連の裁判は、
公有水面埋立法や漁業調整規則に基づく許認可等の法
的な問題について訴訟を通じて提起し、または応訴す
る必要があると判断したものです。
　その上で沖縄県としましては、新たな申請等がなさ
れた場合、公有水面埋立法その他関係法令の定めると
ころにより、引き続き適切に対応してまいります。な
お、私はかねてから辺野古新基地建設問題は対話に
よって解決策を求めていくことが重要と考えており、
引き続き政府に対しては、対話により解決策を求める
民主主義の姿勢を粘り強く訴えてまいりたいと思いま
す。また、全国知事会等と連携した働きかけによる国
の裁定的関与の見直し、全国トークキャラバン等を通
じた国民的議論の機運の醸成、国際社会への情報発信
などなど、辺野古新基地建設問題の解決に向けて全力
で取り組んでまいります。
　次に(2)のエ、政府と県警の米兵による暴行事件へ

の対応についてお答えいたします。
　昨年12月と今年５月に発生した米軍人による性的
暴行事件等について、県警や外務省は、被害者保護等
の観点から、県に情報提供を行わなかったとの見解を
示しております。
　沖縄県としては、今般の事件について、県への連絡
が一切なかったことは再発防止や地域住民の安全確保
などの観点から大きな問題であったと考えています。
そのため私から、県警本部長や外務大臣等に対し、県
への通報を徹底していただくよう求めたところです。
県の要請等を受け、去る７月５日に、政府からは在日
米軍による犯罪における国内情報共有体制が示されま
した。その中では、犯罪予防の観点から迅速に対応を
検討する必要があることに留意し、可能な範囲で地方
自治体に対しての情報伝達を行うこと、また、情報伝
達に当たっては被害者のプライバシー保護に留意する
ことなどとされています。また、県警からは、今後の
情報共有について、在日米軍性犯罪で広報しない案件
については、那覇地検と相談の上、検挙・送致時に県
に情報提供するとの説明があったものであります。
　次に、農業・畜産についての御質問の中の(4)の
イ、ゆがふ製糖工場の建て替えについてお答えいたし
ます。
　老朽化したゆがふ製糖工場については、沖縄県分蜜
糖製糖工場安定操業対策検討会議等により、市町村や
関係機関と工場整備に係る方策については検討を重ね
ているところです。一方、製糖工場の建て替えについ
ては、多額の建設費用を要することから、事業実施主
体や費用の負担、財源の確保等が課題となっており、
市町村や製糖事業者との合意形成に現在時間を要して
おります。
　沖縄県としましては、施策推計値の着実な実現に向
けて、各種施策を推進するとともに、引き続き早期の
工場整備に向け、国や市町村、製糖事業者など関係機
関との協議を重ねてまいりたいと思います。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米軍基地問題について
の中の(1)のイ、問題解決に向けた政府との話合いに
ついてお答えいたします。
　県としては、かねてから辺野古新基地建設問題は対
話によって解決策を求めていくことが重要と考えてお
ります。直近では、本年１月28日に知事が林官房長
官と、２月17日に木原防衛大臣と面談した際に、辺
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野古新基地建設問題の解決に向けた沖縄県との対話に
応じることを求めております。また、同年３月７日の
普天間飛行場負担軽減推進会議作業部会において、普
天間飛行場の一日も早い危険性除去に向けた取組を具
体的に進めるため、同推進会議の早期開催を求めたと
ころですが、政府との具体的な対話の機会は実現して
おりません。
　県としては、引き続き様々な機会を通じて、政府に
対し、対話の場を設けるよう求めてまいります。
　同じく１(1)のウ、海兵隊のグアム移転の状況等に
ついてお答えいたします。 
　在沖米海兵隊のグアム移転について防衛省に照会
したところ、2024年に開始することは確認している
が、他の具体的な日程は未定との回答がありました。
また、海兵隊基地キャンプ・ブラズでは、沖縄から移
転する部隊の基地管理庁舎や下士官用隊舎などの整備
が順次進められているとの回答がありました。知事
は、2019年８月及び2023年１月に同基地を視察して
おり、工事が進んでいることを確認しております。米
軍再編計画では、国外に移転する在沖米海兵隊員約
9000人のうち、約4000人がグアムへ移転することと
されていることから、計画が確実に実施されるよう今
後とも注視してまいります。
　同じく１(1)のエ、ワシントン駐在についてお答え
いたします。 
　県は、辺野古新基地建設問題をはじめとする米軍基
地問題の解決を図るには、もう一方の当事者である米
国政府に対しても県が直接訴えることが重要と考えて
いることから、ワシントン駐在を設置し、日頃から米
国政府や連邦議会関係者との面談、沖縄の基地問題に
関する情報発信など、様々な活動を行っているところ
です。去る５月には、連邦議会下院において、ワシン
トン駐在の意見を踏まえ、海外の米軍施設とその周辺
における米軍起因のＰＦＡＳ汚染に関し、受入れ国と
地元自治体への速やかな通知等の義務づけを内容とす
る国防権限法の修正案が提出されました。また、今般
発生した米軍人による性的暴行事件等についても、日
米両政府への抗議・要請の内容を速やかに米国政府関
係者や連邦議会関係者に説明しております。このよう
に、米国内において沖縄の基地問題に関するより一層
の理解と協力を得るためには、ワシントン駐在の活動
は非常に重要であると考えております。
　同じく１(2)のア、県と県警の関係性についてお答
えいたします。
　地方自治法において、知事部局と県警はその権限の
範囲内にあっては相互に独立の関係にあり、事務の執

行においてもそれぞれ自らの意思決定に基づいて行う
こととされております。また、知事部局は行政の執行
機関として、県警は捜査機関として、それぞれの立場
から県民の安全と安心を守る役割を担っております。
同じ地方公共団体の組織である知事部局と県警は日頃
から相互に連携し、県行政の様々な施策の推進に取り
組んでいるところです。
　同じく１(2)のオ、県の情報収集の在り方について
お答えいたします。 
　1997年の日米合同委員会合意に基づく在日米軍に
係る事件・事故発生時における通報手続において、公
共の安全または環境に影響を及ぼす可能性がある事
件・事故が発生した場合、沖縄防衛局から県に通報す
ることとされております。昨年12月と今年５月に発
生した米軍人による性的暴行事件等について、1997
年の日米合同委員会合意に基づく通報体制が十分に機
能せず、県への連絡が一切なかったことは再発防止や
地域住民の安全確保の観点から大きな問題であったと
考えており、去る３日には知事から政府に対し、県へ
の通報を徹底するよう要請したところです。その後、
去る５日、林官房長官からもその必要性を踏まえ、地
方公共団体に対して情報伝達を行うことが示されてお
ります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、米軍基地問題について
の質問のうち(2)のア、県と県警察の関係性について
お答えをいたします。
　県民の安全と安心を守るという警察の責務を達成す
るためには警察のみでは困難であることから、これま
でも県とも連携を取りながら、例えば、ちゅらさん運
動を通した防犯対策、飲酒運転根絶条例に基づく交通
安全対策など、各種施策に取り組んでいるところであ
ります。他方で、米軍構成員等による事件の増加は、
県民に大きな不安を与えているところであり、引き続
き県との連携強化に努めてまいります。
　次に１(2)のイ、米兵暴行事件に係る県警察本部長
への報告時期についてお答えをいたします。
　米軍構成員による犯罪や不同意性交等の犯罪は、本
部長指揮事件とされており、本事件に係る報告につき
ましては、事件発生を覚知した早期の段階から、適
宜、私自身報告を受けております。
　次に１(2)のウ、米兵暴行事件に係る県への報告を
行わなかった理由についてお答えをいたします。
　米軍構成員等の事件に関する県への情報提供につき
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ましては、これまで報道発表を行うものについては報
道発表文を通知しているほか、報道発表しないものも
含めて、米軍構成員等による刑法犯検挙件数・検挙人
員を県警ホームページへ毎月掲載し、県から問合せが
あれば、可能な範囲で情報提供を行うとともに、県議
会の都度、米軍構成員等の犯罪検挙情報を報告し必要
な説明を行ってきたものであり、今回もそれに沿った
対応を取ったものであります。この点、県からの要望
を踏まえ、今後につきましては、こうした従前の運用
に加えて、米軍関係者による性犯罪で報道発表しない
ものについて、事件検挙すなわち逮捕または送致をし
た後に、那覇地方検察庁と相談の上で被害者のプライ
バシー保護、心情への配慮に特に留意しつつ、県に情
報提供することとして対応をしてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、教育行政についての中の(1)
のア及び(1)のイ、学校給食費無償化の方針等につい
てお答えいたします。２の(1)のアと２の(1)のイは
関連しますので、一括してお答えいたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組の
第一歩として、今年度取りまとめた学校給食実態調査
や市町村の意見も踏まえ、令和７年度より県内41市
町村全てに対して、中学生の学校給食費の２分の１相
当額を補助することとしております。財源につきまし
ては、現在活用可能な国庫補助金等を検討している状
況ですが、活用できない場合は最終的に一般財源で対
応することになるものと考えております。
　同じく(2)、学校環境改善の具体的対策についてお
答えいたします。
　県教育委員会では、昨年実施した業務改善に関する
アンケート結果等を踏まえて、人材の確保、教育ＤＸ
の推進、業務の役割分担・適正化を柱とする取組目標
として「私たちのピース・リスト2023」を策定し、
推進しているところであります。また昨年７月に、沖
縄県公立学校働き方改革推進本部を設置し、市町村教
育委員会やＰＴＡ等の関係団体と意見交換等を行って
おります。さらに、今年の３月に策定した「みんなの
学校！ピースフル・プラン」と題した働き方改革推進
計画では、働きやすさ、働きがい、心身の健康に関す
る３つの成果指標と数値目標を設定しており、その目
標達成に向けて働き方改革とメンタルヘルス対策を一
体的に推進してまいります。
　同じく(3)、教職員の負担軽減に係る予算額等につ
いてお答えいたします。 

　学校における働き方改革の推進に関する令和６年度
当初予算額は、前年度の２倍となる約12億円となっ
ております。その主な事業として、教員業務支援員配
置事業、スクールカウンセラー等配置事業、部活動指
導員・部活動地域移行関連事業等があり、教職員の負
担軽減及び長時間勤務の縮減に取り組んでいるところ
です。引き続き、働き方改革とメンタルヘルス対策を
一体的に推進することで、教職員が心身ともに健康で
働きやすさと働きがいを実感できる環境の整備に努め
てまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、農業・畜産について
の中の(1)、食料・農業・農村基本法の改正について
お答えいたします。
　国においては、令和６年５月に食料・農業・農村基
本法を改正し、令和６年度内に食料・農業・農村基本
計画の改定が予定されております。
　県としましては、国の動向を注視しつつ、市町村や
関係団体等と連携を図りながら、引き続き亜熱帯海洋
性気候や地理的特性を生かした産地の形成、おきなわ
ブランドの確立、観光産業との積極的な連携など、農
林水産業の振興に努めてまいります。
　同じく３の(2)、農業産出額と畜産産出額について
お答えいたします。
　県の農業産出額は令和２年910億円、令和３年922
億円、令和４年890億円となっており、近年は900億
円前後で推移しております。また、畜産産出額は令和
２年397億円、令和３年420億円、令和４年は412億
円で推移しております。
　同じく３の(3)、飼料生産における支援策について
お答えいたします。 
　国の国産飼料基盤に立脚した生産への転換において
は、水田の有効活用や粗飼料生産技術の向上等を推進
しております。県では、他県と比較して牧草の生産性
が高いことから、草地整備等を行う畜産担い手育成総
合整備事業を推進しているところであります。また、
牧草の生産性を高めるため、畜産クラスター事業によ
る牧草生産に必要な機械の導入や飼料作物奨励品種の
育成・普及等に取り組んでいるところです。
　県としましては、引き続き生産者や市町村、関係団
体と連携し、飼料自給率向上に向けた支援を行ってま
いります。
　同じく３の(4)のア、沖縄本島におけるサトウキビ
生産の推計値についてお答えいたします。
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　県では、令和４年度に分蜜糖振興対策支援事業費に
より委託調査を行い、沖縄本島における2040年のサ
トウキビ生産見通しを推計しているところです。統
計数値のトレンドを基に算出した成行推計値につい
ては、生産者数が1583人、収穫面積が1548ヘクター
ル、生産量が７万6257トンとなっております。ま
た、重点的な生産対策を実施した場合の施策推計値に
ついては、生産者数が3898人、収穫面積が2261ヘク
タール、生産量が11万トンから12万トンとなってお
ります。
　同じく３の(4)のウ、ゆがふ製糖工場の取水対策に
ついてお答えいたします。
　ゆがふ製糖工場は、沖縄本島唯一の製糖工場であ
り、生産農家の経営や関連産業への影響も大きいこと
から、安定操業が重要であると考えております。近
年、ゆがふ製糖工場では、土砂堆積の影響で海水が安
定的に取水できない状況となっており、操業への影響
が生じているものと認識しております。
　県としましては、どのような支援ができるか引き続
きゆがふ製糖と丁寧に意見交換を行い、次期製糖の安
定操業に向け関係部局と対策を検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　４、道路行政の中の(1)、中南
部都市圏の交通渋滞における経済損失についてお答え
いたします。
　令和５年11月に内閣府沖縄総合事務局が公表し
た、令和３年の渋滞損失時間を基に試算した本島中南
部地域の経済損失は、年間約1234億円となっており
ます。
　同じく４、道路行政の中の(2)、鉄軌道導入などに
ついてお答えいたします。 
　県では、構想段階の計画から事業化判断を行う計画
段階へ移行させるため、国が課題としている費用便益
比の向上に向けた調査検討を行うとともに、調査結果
については、国と情報共有を図り、県からの提案や意
見交換を行うなど取組を進めているところです。
　県としましては、国に対し、本島北部地域におい
て、県内で最も多くの観光客が訪れる沖縄美ら海水族
館に加え、大規模テーマパークの建設等が進められ、
観光客増大が見込まれる状況なども伝えつつ、鉄軌道
の事業化を求めてまいります。なお、中南部都市圏の
渋滞対策については、鉄軌道導入に向けた調査検討と
併せ、北谷町での観光２次交通結節点設置の実証事業
や基幹バスシステムの導入促進などの取組も展開して

まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　４、道路行政についての
(3)、持続可能な国際観光景観モデル事業の取組につ
いてお答えいたします。
　本事業は、沖縄らしい世界水準の観光地にふさわし
い良好な沿道景観の形成を図り、観光振興に資する事
業となっております。県では、本事業を活用して、重
点管理路線の４か所程度について、魅せる沿道景観の
整備や官民連携による維持管理体制の構築などを実施
することとしております。事業実施に当たりまして
は、国及び市町村の関係機関と連携して取り組んでま
いります。
　次に同じく４の(4)、沿道景観形成のための官民連
携についてお答えいたします。
　県では、良好な沿道景観形成を目指して、県民、地
域、企業、行政が力を合わせて、沖縄らしい沿道景観
を次世代に継承していくことを行動指針としておりま
す。今年度は、持続可能な国際観光景観モデル事業に
おいて、地域や関係団体等との意見交換を行い、地域
の意向に沿った沿道景観の整備に着手することとして
おります。引き続き、官民連携による維持管理体制の
構築に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　答弁ありがとうございました。
　まず、道路行政のほうからお伺いをしたいと思いま
す。
　今度この国際観光景観モデル事業ということで県道
が対象になっているんですが、私がなぜそういう質問
をしたかというと、最も通る国道58号の沿道の樹木
が枝からばっさり切られているんですよ。もう丸裸に
なってるような樹木のところがあるもんですから、こ
れは皆さん景観モデルと言っているわけですから、何
かもっと国道とも連携を取る必要があるんじゃないか
ということで今回この質問をさせてもらっています。
国道だとかっていう部分での連携を皆さんどう取られ
ていますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　一部街路樹におきまして、病害虫の影響などによっ
て強剪定を行う場合がございます。それとは別に重点
管理路線等のこの沿道景観モデル事業につきまして
は、事業の在り方などを国、市町村と情報共有しなが
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らお互い世界水準の観光地にふさわしい沿道景観を目
指して一体となって取り組んでいきたいというふうに
考えているところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　知事、この沿線の景観っていう
のは大変大事なんですね。今、国際通りでいろいろと
デジタルのものが始まりました。もっとその国際通り
の振興会とも連携を取って景観をやるんだとか、さっ
き申し上げたように空港周辺だとか、この国道の部分
だとかっていうものをもっと官民連携だとか、経済
界、観光業界としっかりと協力関係を結んでいくとい
うことを、知事がもっとリーダーシップを取るような
旗振り役をやっていくというようなお考えはないです
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、関
係機関との連携につきましては、幅広く対応しながら
望ましい沿道景観の在り方に取り組んでまいりたいと
考えております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　デニー知事はどうですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　魅力ある観光地づくりは、やは
り民間企業の方々、観光関連産業の方々の連携は必要
不可欠であると我々は認識しております。引き続き、
関係団体としっかり協議をして、持続可能な国際観光
景観モデルを形成していきたいというように考えてお
ります。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　予算的にも我々県の予算も限ら
れているわけですよね。まずそれからすると、やっぱ
り経済界だとか―これから観光税だとかいろんなも
のを県は考えているわけですから、もっと観光業界と
も連携をして景観をどういう形でつくっていくかとい
うことを、ぜひまた知事がリーダーシップを取って
やってもらえればありがたいなと思っております。
　次に、辺野古の問題なんですけど、知事、今回県議
会の与党も少数与党になってしまいました。最近知事
もこの訴えの提起、いろんな形でこれからもあるんで
すけど、この訴えの提起を我々議会に投げるわけです
よね。今の構成から見ると、この訴えの提起、裁判と
かやるときに議会に投げたときには多分に議会の否決
に遭うと思うんですけど、その際はどうされますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　訴訟の提起、今後の訴訟の

可能性について予断を持ってお答えすることはなかな
か難しいということでございますが、その上で申し上
げますと、地方自治法にのっとりまして適切に対応し
ていきたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　地方自治法では、例えば議会で
否決された分でまた皆さん再議を出してくる。その後
はどうなるんですか。それでも否決された場合には。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　一般論ということになりま
すけれども、地方自治法第96条第１項第12号は、地
方公共団体が訴訟等の当事者になる場合、議会の議決
が必要となることを規定しております。同法第176条
第１項は、普通地方公共団体の議会の議決について異
議があるときは、議決の日から10日以内に理由を示
して再議に付すことができるとなっています。それで
も再議の議決も同じく否決となった場合は、同条第２
項により、その議決が確定するということになりま
す。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　それでは次に米兵暴行事件です
が、知事、ちょっと理解できないのが、知事が国に抗
議に行かれたんですね。そして、外務大臣はお会いで
きたんですけど、防衛大臣は副大臣でしかなかったと
いう部分で副大臣にそういう要請を出す。総理には会
えない。米国大使にも会わないという状況で、抗議で
行っているのに皆さん何か片手間のように―　一
方、厚生労働省に何か要請も同時期にやっていますよ
ね。知事、その行動ってどういう考えでされているん
ですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　要請活動につきましては、
緊急で要請を行ったということもありますので、先方
の対応者も大臣が出られたり、副大臣が出られたりと
いうことであったということだと思います。我々は緊
急で要請を行っておりまして、その前にそのほかの東
京での日程もあったということで、その日の日程に
なったということでございます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　僕は、公室長含めて皆さんがど
ういう考えで上京されたのか分からないけど、我々知
事も含めて沖縄県民は当事者のはずですよ、今回の件
は。何でわざわざ上京してそういう要請活動、抗議活
動をするんですか。何で自ら来いと。沖縄県に来て沖
縄県民に日本政府は謝罪すべきですよ。それを求めて
いくべきですよ。我々沖縄の政治もなめられているん
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ですよ。自民党県連にも何にも相談もなかった、報告
もなかったと。沖縄県にもなかったということになる
と、沖縄の政治っていうのは日本政府になめられてい
ると思いませんか。知事どうですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時６分休憩
　　　午後４時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　認識から申し上げますと、私と
議員の認識は一緒だと思います。しかし、我々が要請
行動をするときにはあくまでも行政として要請行動を
行いますので、行政体である相手方の日程であります
とか、あるいは時間帯の都合でありますとか、それが
かみ合わない場合もございます。さらに今回は、どう
しても沖縄県医師会や病院群の先生方が臨床医師の確
保を求めたいということで、初めて沖縄県と一緒に要
請したいということで厚労省に伺いました。その件と
この抗議とは私は全く別の問題だと思っております
が、先方に対しては、我々は本当に県民を代表して県
民の怒りの思いを、正直申し上げて相手が誰であろう
と私はしっかり申し上げるべきことは申し上げるべき
だという気持ちで臨ませていただきました。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　そうであればやっぱりそれは岸
田総理と会うべきですよ。エマニュエル米国大使とも
会うべきですよ。本気度を示すのであれば、皆さん
やっぱりそれだけの日程を組むべきだったはずです。
それができていないというのが、やっぱり県民のそう
いう怒りを持ってのものではなかったんじゃないかと
思われても仕方ないんじゃないかと思うんですよね、
その辺は。それはやっぱり我々ももっと反省をしない
といけないんじゃないかなというふうに思います。
　知事、でもこの辺野古、知事の辺野古工事を止め
るっていう公約なんですけど、止めるどころか今もう
くい打ちが始まってしまっているという。そしてまた
事故もあったというようなことを考えると、知事、な
かなかこの辺野古のものも進まない。そして、今回の
選挙で自民党の皆さんが勝利したということで、選挙
の結果ですよ、県議会の野党が多数になるということ
は。知事あと２年あるんですけど、この基地問題を含
めて、玉城県政のやることは狭まってきているなとい
うふうに思うんです。私は再三言っています。知事、
もう一回県民にその辺野古の問いも含めながら、自ら
が辞職してでも県知事選挙をやり直すという方法しか
僕は残っていないと思うんですけど、どうですか。

○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　出処進退については私が決めさ
せていただきますが、議員の御意見として承りたいと
思います。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫  議員　私はやるべきだと思っていま
す。辺野古も止め切れない、そして今回の米兵の暴行
事件というのも後を絶たない。やっぱり知事の責任と
して自ら辞職をして知事選挙を行うということは、
私は玉城県政としてあってしかるべきだというふうに
思っていますので、御検討をお願いしたいと思いま
す。
　それでは教育行政についてでありますが、教育長、
教職員の働き方改革ということでよく言われるんです
けど、この教職員の長時間労働問題って一体どういう
ものが問題になっているんですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　本県の児童生徒の健全な育成を図るためには、やは
りその教育に携わる教職員の皆様が心身ともに健康で
なければならないと考えております。そういう視点で
考えたときに、やはり働きがい、働きやすさ、心身の
健康、そのことに対してこの長時間勤務の実態は大き
な影響を与えるというふうに考えておりますので、
しっかりと改善をし、よりよい勤務環境を構築してい
く必要があると考えております。
　もう一点の視点は、やはり今教員不足が大きな課題
となっております。我々としてはできるだけ多くの若
い方々に教員を目指していただきたいと、そういう意
味でやはり魅力をしっかりと発信していかなければな
らないと考えているところです。そのためにもこの長
時間勤務の課題、これをしっかり改善していかなけれ
ばならないと考えているところです。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　やっぱり先生方の今疲弊する部
分というのは、超勤労働ですよね。もう何かサービス
残業のような形で先生たちが、５時になったらカード
押しなさいよと言いながらその後もずっと学校にいる
という状況っていうのは、やっぱり改善しないといけ
ないでしょうし、部活の在り方がどうなのかとか、学
校事務をどうしていくんだとか、支援員をどのような
形で配置していくのかということは、予算が伴うはず
です。我々はその給食費無償化だとか、教育費無償化
の話もするんですけど、やっぱり先生たちに余裕がな
いと子どもたちにいい教育ができないということがあ
るわけですから、しっかりとその働き方改革、邁進し
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ていただきたいと思っています。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時11分休憩
　　　午後４時11分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○當間　盛夫 議員　じゃあ、農業のほうに移らさせ
ていただきますが、ゆがふ製糖、先ほども市町村と連
携をということで知事からもあったんですけど、これ
商工労働部の特自貿のほうで用地の確保を今している
わけですよね。これは何年までという計画ですか、部
長。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時12分休憩
　　　午後４時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　当初は令和３年の１月に条件つきの内定を出してご
ざいまして、その後２度の延長がございます。その結
果としまして、現在令和８年３月末までということに
なってございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　もう時間ないんですよね。農水
部長、この主体的な形成ができないというのがあるん
ですが、設置主体を一部事務組合にという取組もある
ようなんですけど、その辺はどう考えていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時13分休憩
　　　午後４時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　ゆがふ製糖工場につきましては、原料受入れ区域が
沖縄本島内の複数市町村にわたっていることから、他
の製糖工場と異なり工場整備に係る事業実施主体の選
定についても課題が大きいと認識しております。一
方、工場整備については、ゆがふ製糖以外の工場につ
いても―事務組合等などの話もありますけれども、
県としましては引き続き製糖事業者や関係市町村と連
携しまして事業実施主体の選定、そして課題解決に向
けた協議を進めてまいりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　じゃあ最後にゆがふ製糖のこの

海水の取水問題についてお伺いをしますが、ゆがふ製
糖と連携を取ってやるっていうんですけど、農水部
長、皆さんがこの取水のものでやれる事業って何があ
るんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県が事業主体となるものについては、現在のところ
ございません。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫 議員　先ほど各部署と連携を取ってや
るということがありました。これ中城湾港なんですよ
ね。中城湾港の管理は土木だと思うんですよ。土建部
長、これどう対応するんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　港湾の管理者ということで申し上げますと、港湾の
施設である航路または泊地である場合には、港湾の管
理者としてしゅんせつを行うことはございますが、当
該箇所についてはそのような港湾施設とはなっており
ませんので、港湾管理者がしゅんせつを行うことはご
ざいませんが、しゅんせつの申請等がありました場合
には、関係法令に基づき許可手続について適切に対応
していく考えでございます。
○中川京貴 議長　當間盛夫議員。
○當間　盛夫  議員　もう時間がないですから。で
も、本島唯一のゆがふ製糖ですよ。12月には操業が
始まります。両副知事、照屋さんは農林の副知事、そ
して池田さんが土木。これは皆さんがしっかりと協議
をして、この12月の操業に支障を来さないような形
で皆さんが連携を取らないと農林にはその予算がない
んですよ。今話があったように、土木は全く自分たち
の事業じゃないと言うわけですから、これはやっぱり
両副知事がしっかりと連携を取って、12月のこのゆ
がふ製糖の操業がしっかりとできるようなことをぜひ
取ってください。よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　こども未来部長から昨日の島袋大議員の代表質問に
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対する答弁について、釈明発言の申出がありました。
　議長としましては、こどもみらい部長からの釈明発
言申出について、発言趣旨や発言責任を明らかにする
必要があると判断したことから、発言を許可します。
　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　昨日の島袋大議員の代
表質問、２の(2)のオ、こども誰でも通園制度（仮
称）の課題についての答弁において、県内では今年
度、那覇市及び浦添市が実施する予定となっておりま
すと答弁いたしましたが、改めて確認したところ、浦
添市においては７月１日から受入れが開始されており
ました。

　おわびして訂正いたします。申し訳ございませんで
した。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時22分休憩
　　　午後４時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　以上をもって代表質問は終わりました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明12日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時22分散会
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令 和 ６年
第 ２ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

令和６年７月12日（金曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第４号
令和６年７月12日（金曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第21号議案まで（質疑）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第21号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の
　　　　　　　　　　　　　 一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第８号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　債権の放棄について
　　　　　　乙第11号議案　家屋損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第14号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第20号議案　専決処分の承認について
　　　　　　乙第21号議案　専決処分の承認について

 
出　席　議　員（47名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員

５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

儀　間　俊　江　　課　　長　　補　　佐
宮　城　　　亮　　主　　　　　　　　幹
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案及び乙第１号議案から乙
第21号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す

る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島尻忠明議員。
　　　〔島尻忠明　議員登壇〕
○島尻　忠明 議員　ちょっと休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。

説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事
池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

 

11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
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　　　午前10時１分休憩
　　　午前10時１分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　皆さん、おはようございます。
　沖縄自民党・無所属の会の島尻忠明でございます。
　てだこの都市（まち）・浦添市より当選をさせてい
ただきました。
　今日は我が会派、一般質問１番手でございまして、
それも私初めてでありますので、先輩議員より、忠
明、フォアボールでもデッドボールでも前へ進めてく
れと激励をいただきましたので、しっかり頑張ってい
きたいと思いますので、よろしくお願いをいたしま
す。
　一般質問に入る前に、一言申し上げます。
　去る６月16日に行われました第14回沖縄県議会議
員選挙におきまして、我が党は県民の熱い思いと期待
を受け、公認候補全員当選をさせていただきました。
改めて身の引き締まる思いでございます。激しい選挙
戦の中、我が沖縄の抱える課題解決に向け、訴えをさ
せていただきました。とりわけ今回の県議選挙は、私
が思うに、物価高騰、エネルギー問題、さらに水道料
金の値上げなど、県民一人一人を取り巻く厳しい生活
環境が大きな争点になったのではないでしょうか。政
治は生活なりとも申します。私は、生活のための政治
をスローガンに、県民が安心して暮らせる環境づくり
を柱に訴えてまいりました。一人の幸せ、皆の幸せを
胸に、県民一人一人の生活環境の安定に取り組んでま
いります。
　それでは通告に従いまして、一般質問をさせていた
だきます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、那覇港湾浦添埠頭地区の整備についてでござ
います。
　ア、那覇港湾施設の浦添埠頭地区への移設につきま
しては、現場での調査の段階に移行しつつあるものと
認識をしております。那覇港湾施設の早期返還を実現
するためにも、こうした調査が速やかに進み、代替施
設や防波堤の工事の段階に努めて早く進むよう、国・
県・那覇港管理組合・那覇市・浦添市が協力して進め
ていくべきと考えておりますが、県知事の認識を伺い
ます。
　イ、国は、本移設事業の環境影響評価についても配
慮書の公告・縦覧を７月に行い、次の段階である方法
書に進めていくべきものと考えられる。これについて
も、県は環境上の配慮事項についても、事業を前向き
にかつ迅速に進めていく観点も踏まえて、意見を国に

提出すべきと考えるが、県は具体的にどのような事項
を重視するのか伺います。
　ウ、浦添市の西海岸エリアにおきましては、国によ
る那覇港湾施設の代替施設の整備だけではなく、浦添
市による交流・賑わい空間の整備や物流空間の整備も
改訂された港湾計画に盛り込まれております。こうし
た事業についてもしっかりと県として協力をしていく
べきものだと考えますが、具体的にどのように向き
合っていくか伺います。
　エ、浦添第１防波堤の整備を促進させるためには協
議会の設置が必要と考える。県の見解を伺います。
　(2)、沖縄県（知事）の取り組む施策の中で、最重
要課題についてお答えください。
　２、二輪車の車両通行帯の交通規制解除の経緯と今
後の課題についてでございます。
　この件につきましては、令和３年の９月定例会にお
きまして質問をさせていただきまして、当時の日下本
部長より前向きな答弁をいただきまして、せんだって
の運びとなっていると思っておりますので、ぜひその
辺を踏まえて御答弁をお願いしたいと思っておりま
す。
　そして次に、我が会派の代表質問との関連について
でございます。
　まず、我が会派の代表質問、島袋大議員の１の
(3)、子どもの給食費無償化についてでございます。
　今回の給食費無償化について、教育長は知事からい
つお聞きをしたのか伺います。そして、これまでも教
育庁が関係する大変重要な案件で、今回のような決定
の仕方があったのかどうかをお聞きします。
　次に、知事は、これから各市町村に対して理解を求
めていく考えだということでありますが、本来であれ
ば、先に市町村に相談をするのであり、プロセスが違
うのではないかというふうに思っておりますので、御
答弁をお願いいたします。
　次に同じく島袋大議員の１の(4)、水道料金の値上
げについてでございます。
　この件につきましては、市町村の議会や首長から反
対の声が届いているというふうに思っております。市
町村へきちんと説明をしたのかどうかも含めて答弁を
お願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　島尻忠明議員の御質問にお答えいたします。
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　知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)、最重
要課題についてお答えいたします。なお、丁寧に説明
させていただきますので長文になりますけど、どうぞ
御了承いただきたいと思います。
　私が公約で掲げた政策は、誇りある豊かな沖縄の未
来に向け、ほぼ全てにおいて欠くことのできない重要
な政策であるとも考えています。子どもの貧困問題
は、社会の一番の宝である子どもたちが、その生まれ
育った環境によって左右されることなく、夢や希望を
持って成長していける誰一人取り残さない優しい社会
の実現のために最優先の課題と言えると思います。ま
た、離島振興は、離島の条件不利性に起因する様々な
課題を克服し、島々が個性と潜在力を発揮する、活力
と希望にあふれる地域社会の実現のために。辺野古新
基地建設反対・米軍基地問題については、原点であり
ます普天間飛行場の一日も早い危険性の除去とこれま
での県知事選挙や県民投票で県民が一貫して示してき
た辺野古新基地建設反対の思いを実現するために。さ
らに言えば、物価高により影響が懸念されている県民
生活や経済活動への対策、人手不足対策なども最優先
課題と言えます。沖縄を取り巻く環境が変化する中に
おいて、重要性を増した課題、新たな課題、直面する
課題などなど、沖縄県は様々な課題を抱えています。
私はこうした様々な課題の一つ一つに、職員と一丸と
なって全力で取り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(1)のア、那覇港湾施設の移設についてお答
えいたします。
　那覇港湾施設は、那覇港に隣接し、那覇空港にも近
く、産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域
となっており、基地負担の軽減と産業振興の観点から
早期の返還が必要であると考えております。那覇港湾
施設の移設については、現在、沖縄防衛局において、
統合計画で示された移設手順にのっとり、基本設計業
務と並行して測量調査、地質調査、環境影響評価等が
実施されているものと承知しております。
　県としては、これまでの経緯を踏まえつつ、那覇港
湾施設移設に関する協議会の枠組みの中で、移設の目
的や条件に沿った取組を進めることが重要と考えてお
り、今後とも移設協議会などにおいて関係機関と協議
を行いながら対応してまいります。
　以上になります。

○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　１、知事の政治姿勢につい
ての(1)のイ、那覇港湾施設代替施設建設事業に係る
環境影響評価の意見についてお答えいたします。
　環境影響評価制度は、事業の実施に当たって、環境
にどのような影響を及ぼすかについて、あらかじめ事
業者自らが調査、予測及び評価を行い、環境保全の観
点からよりよい事業計画をつくり上げていくものであ
り、県としては、環境保全の見地からの意見を述べる
ことになっております。配慮書手続では、事業に係る
位置、規模等について、事業が実施される地域の環境
保全のために適正な配慮がなされているか等の観点か
ら意見を述べることとなります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のウ、浦添埠頭地区交流・賑わい空間にお
ける県の協力についてお答えいたします。
　那覇港管理組合によると、那覇港港湾計画におい
て、浦添埠頭地区では物流空間の形成や交流・賑わい
空間等を位置づけているとのことであります。浦添埠
頭地区交流・賑わい空間については、浦添市と那覇港
管理組合において、令和５年度より環境アセスメント
の手続などに取り組んでいるとのことであります。
　県としても、同空間の整備促進に向け、引き続き浦
添市及び那覇港管理組合と連携して必要な予算の確保
等に取り組んでまいります。
　次に同じく１の(1)のエ、浦添第１防波堤の整備に
ついてお答えいたします。
　那覇港管理組合によると、浦添第１防波堤の整備に
ついては、現状の浦添埠頭地区等における港内の静穏
の確保及び荷役作業の効率性と船舶航行の安全性の確
保に資するため、国により100メートル分の延伸工事
が実施されており、その着実な整備推進を国に要望し
ているとのことであります。同防波堤については、那
覇港管理組合と連携して着実な整備推進が図られるよ
う取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　２、二輪車の車両通行区分
規制解除の経緯と今後の課題についてお答えをいたし
ます。
　県内では、昭和50年代、複数の通行帯がある国道
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などにおいて二輪車による急な車線変更等を原因とす
る事故が多発したことから、同種事故防止のため、昭
和58年１月から主要な幹線道路において二輪車の通
行を第一通行帯に指定する車両通行区分規制を実施し
ておりました。近年は二輪車乗車中の事故による死傷
者数の割合が減少したことや、本規制の効果と相まっ
て二輪運転者の運転マナーが向上したことなどの状況
を踏まえ、令和３年３月に一部区間の規制を解除した
ことを皮切りに、以後順次規制を解除し、本年９月下
旬頃までには残る国道58号、国道330号の規制を解除
するところであります。
　今後は、関係機関や団体と緊密に連携し広報啓発や
安全教育を実施するなど、より一層の二輪車事故抑止
対策に取り組んでまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、我が会派の代表質問との関
連についての中の(1)、学校給食費無償化を知事が発
表することについてお答えいたします。
　学校給食費無償化については、今年度取りまとめた
学校給食実態調査の結果や市町村の意見を踏まえ、関
係部局間において検討を重ねてきた結果、５月に入り
沖縄県として取組方針を決定いたしました。その後、
５月17日に発表の日時等について協議を行っており
ます。
　同じく(2)、教育庁における重要な案件の決定につ
いてお答えいたします。
　県教育委員会においては、これまで施設整備以外に
市町村を対象とした10億円規模の事業は初めての取
組であると認識しております。
　同じく(3)、学校給食費無償化の発表のプロセスに
ついてお答えいたします。
　学校給食費の無償化につきましては、現在、各市町
村において様々な方法で助成が行われております。
　県としましては、そのような市町村の取組状況、他
県の事例、学校給食実態調査などを踏まえ、まずは県
としての取組方針を固めた上で市町村に提示し、御意
見を聞きながら必要に応じて修正を加え、制度設計を
行うという考えの下で取組を進めてきたところであり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　３、我が会派の代表質問との
関連についての(4)、水道料金改定に係る市町村等へ

の説明についてお答えいたします。
　企業局では、市町村等への説明会を令和４年度から
６年度にかけて計６回開催し、経営状況、改定料金の
算定方法、各収支科目の積算方法、平成５年改定時の
総括原価との比較、建設改良事業の計画及び財源、こ
れまでの経営合理化の実績、外部有識者の意見など詳
細な資料を用いて説明を行いました。当初、令和６年
４月から三十数円程度の料金改定を予定しておりまし
たが、市町村等の意見・要望等を踏まえ、改定時期の
半年延期と段階的な改定を行うこととしております。
　今回の改定に当たっては、市町村等から早めの情報
提供について要望があったことから、今後は企業局及
び各事業体の経営状況等の共有に努めていきたいと考
えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　答弁をいただきましたが、順に
再質問をさせていただきます。
　まず、浦添埠頭地区の整備でありますが、那覇港湾
施設のいろんなこれからの利活用についても答弁があ
りました。この代替施設移設を含めて、あの部分につ
いてはしっかり県としても前向きに進めていくという
ことで理解をしてよろしいかどうか、もう一度答弁を
いただきたいと思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼いたしました。
　那覇港湾施設移設に関しまして、那覇港湾施設は那
覇港湾に隣接しているということで産業振興の観点か
らも早期の返還が必要であるというふうに我々も考え
ております。
　その上で県としましては、これまでの経緯を踏まえ
つつ、那覇港湾施設移設に関する協議会という枠組み
がございますので、その中で関係機関と協議を行いな
がらしっかり対応を行っていきたいというふうに考え
ております。
　以上です。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　分かりました。しっかりと前向
きに取り組んでいくということで良といたしたいと思
います。
　次に、配慮書の件につきましてでございますが、私
はこのアセスについてもしっかりと、ここは浦添市の
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これからの自主事業にも関わってきますので、ほかで
進めている代替施設とは違いますので、この地域につ
いては民港部分もいろんなところが含まれてきますの
で、その辺の判断を誤らないようにして、その辺も含
めてしっかりと判断をして早めに回答していただきた
いと思いますが、この件についていかがでしょうか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　環境影響評価における知事の意見というものは先ほ
ども答弁しましたとおり、環境保全の見地からの意見
という形になっております。配慮書手続につきまして
は、事業者からの求めに応じまして意見を述べるとい
う形になりますけれども、事業者からは、環境保全の
見地からの意見をいただきたいということで、８月
23日までにということで来ておりますので、それま
でにしっかり中身を、自然環境の状況等を審査して、
適切な意見を述べていきたいというふうに考えており
ます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時24分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　期限が決まっておりますので、
その中でいろんなキャッチボールをしながら、ぜひ
しっかりと対応していただきたいというふうに思って
おります。
　次のウの部分なんですけど、前川部長、しっかりと
予算も対応していきますということなんですけど、私
は前期まで那覇港管理組合議会の議長をいたしており
ましたが、この交流・賑わい空間のアセス事業費につ
いて、今年度那覇港管理組合は必要額約9000万円と
いうふうに私は認識をしているんですが、今回1000
万円しか計上しておりません。予算も見させてもらい
ましたが、予算もしっかり確保するという言葉の割に
は少ないですけど、これどういう状況ですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　先ほども答弁をいたしましたが、県としましても浦
添市及び那覇港管理組合と連携して必要な予算の確保
等に取り組んでまいる考えでございます。那覇港管理
組合におきましては、事業スケジュールに影響がない
よう、また今後調整していきたいということで協議を
行っているところでございます。
　以上でございます。

○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　令和６年度の契約額ですか、そ
の数字は述べませんが、これは浦添市も各種母体も
しっかり対応するんですが、この状況で、この期間内
にしっかり終えることができるのか、この予算額で。
那覇港管理組合ともいろんなお話をしていると思うん
ですけど、その辺の対応方についてお聞かせくださ
い。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　事業につきましては一定程度の期間があるように認
識をしております。その期間内で全体的なスケジュー
ルに影響がないように調整していくというところで、
那覇港管理組合及び浦添市と連携しながら取り組んで
いきたいと考えているところでございます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　それでは、ちょっと前向きな答
弁だと私は受け止めて質問をさせていただきますが、
知事が６月21日の会見、那覇港湾施設の移設の文脈
で、浦添市の振興に関する質問に対し、浦添市さんの
考えも尊重しながら、国において振興が図られるべき
だろうというふうに思いますので、県としてもその振
興策がしっかりと行われるかどうかについても注視を
してまいりたいというふうに考えております、と答え
ております。那覇港湾施設の移設先を浦添市の地先と
し、さらに浦添埠頭地区の中でも北側にすることを浦
添市民、浦添市長も苦渋の選択でそれを受け入れたわ
けです。これは国だけではなく―私もずっと浦添市
議会にいましたのでその経緯をよく分かりますが、県
も同じ立場であると私は思っております―今の形
は、この港湾計画改訂の形は。これは国だけではな
く、県も同じ方向性を向いて来たというふうに思って
おります。県のそういう立場を踏まえると、各種交付
金の差配をしている県知事が、浦添市の振興策につい
て他人事と受け止められるような発信をしているんで
はないかなというふうに私は感じておりますが、知事
いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　御懸念の件につきましては、恐
らくキャンプ・キンザーの返還の部分であろうと思い
ます。それについては、地元や地権者の方々、当然沖
縄県もこの跡地利用を促進するための返還を促進する
立場に変わりはありませんが、ひとえにこれは米軍の
協力も必要であるということから、国に先行的な取組
をぜひ行っていただきたいという文脈で発言をしたも
のであろうと記憶をしています。なお、那覇港湾施設
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移設に関する取組については、協議会の枠組みの中で
移設の目的条件に沿った取組を進めていくということ
については、これまでと同様の形で進めていきたいと
いうように考えております。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　やはり牧港補給地区、いわゆる
キャンプ・キンザーも含めて、この港湾計画改訂を含
めて、浦添市はその地先も一緒にという考えで今、振
興策を進めております。その辺は知事もしっかりと御
理解いただいているというふうに思っておりますの
で、ぜひ県のほうでも、浦添市が求めている振興策に
関わるてだこ協議会の構成員の一員でも皆さんありま
すので、改めて―多分公室長が参加をしていると思
いますが、改めてこの浦添の振興にも構成員の一員と
してしっかりと取り組んでいくという言葉をいただけ
ればありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お尋ねの協議会につきまし
て御説明いたします。
　本年４月24日に、第１回の那覇港湾施設移設に係
るてだこの都市（まち）・浦添の振興に関する協議会
というものが開催されております。その際に防衛省か
ら、本協議会の新たな設置目的を那覇港湾施設の移設
を受け入れた浦添市の振興を円滑に進めるため、関係
機関において振興事業を協議することということで提
案があり、浦添市からも牧港補給地区の跡地利用とい
う大きなポテンシャルを秘めた西海岸の周辺エリアを
含む市全体のまちづくりを目指して計画に取り組みた
いというような趣旨の説明がありました。そして、
我々も含めて構成員からは、浦添市から説明があった
事業計画案の検討につきまして、しっかりと受け止め
て西海岸周辺エリア及び内陸エリアの基本構想策定業
務を通じた業務計画案の具体化の取組に前向きに協議
していくということで、意見の一致を見たというとこ
ろでございます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　ありがとうございます。ぜひ、
そのように認識をして進めていただきたいと思いま
す。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時32分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　すみません、ちょっと二輪車の
ほうから再質問させていただきたいと思っておりま

す。
　先ほど県警本部長から答弁がありましたように、我
が沖縄県、昭和58年４月からこのような施策が取ら
れてきたわけでありますが、せんだっての質問では、
やはりこの沖縄、青い空というのも観光の目玉の一つ
でありますので、この二輪車協会をはじめ、沖縄観光
に来る方たちがツーリングも楽しみたい。そしてまた
他府県にはなかなかないことでありますので、誤って
そこに進入していろんなことが起きるということもあ
りました。その辺はまた令和２年度に皆さんが調査も
しながら―その当時私が質問した答弁にもありま
した。令和２年度に調査を入れて減少しているという
ことを基に国道58号を一部解除していただきました
が、今般、全面的に解除をするということで、やはり
観光立県である沖縄、そしてまた御答弁にありました
とおり、関係各位とも安全性が大事でありますので
しっかり努めていただければありがたいというふうに
思っております。この件については大変感謝を申し上
げます。
　それで最後に、本部長、この解除につきましては、
いろんな思いを持って皆様のところに要請に来た方が
いらっしゃると思いますので、その人たちに向けての
何かメッセージ、言葉がありましたらいただきたいと
思いますが、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　本規制につきましては、今議員御指摘のとおり様々
な方から御意見をいただいて、こういった形で、今
般、全面的な規制解除をするに至ったところでござい
ます。今後やはりこの解除につきまして、県内また観
光客の皆様にもよく周知をすることが重要だと考えて
おりまして、様々なホームページ、テレビ、新聞、あ
らゆる媒体を使ってしっかりと情報発信していきたい
と思いますし、また、二輪者の販売事業者であります
とか、あと特に観光客の方が使われるレンタルバイク
の事業者の方ともよく連携をしまして、利用者にチラ
シを配布するなどしてよく周知を図って、運用に努め
ていきたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　御苦労をなさった方々も大変喜
んでおりますので、大変ありがとうございました。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時35分再開
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○中川京貴 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　我が党関連の給食費についてで
すが、知事にもう一度確認をしたいと思います。
　我が党の代表質問、島袋大議員の質問の中で、大議
員もお話をしておりましたが、給食費の問題というの
は与野党を問わず、我々も進めていこうという話なん
ですね。しかし、県議選真っただ中で自公が過半数を
取ればというのは、我々これは聞き捨てならないと
思っておるんですよ。ですから、この件について、い
ま一度その真意を伺います。危機感とはどういった危
機感だったんですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　選挙においては、様々な仮定と
申しますか、今後の情勢についていろいろ考えながら
その街頭での発言を行ったということでございます
が、その件につきましては、一昨日、島袋議員からも
協力していきたいということの御意見も頂戴いたしま
したので、これからまたそのような方向性で進めてい
けるものというように確認をさせていただいた次第で
あります。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　沖縄県の将来を担う児童生徒に
関わる給食費問題、これについて政争の具にするのは
本当にいかがなものかなというふうに私は思っており
ます。
　そこでお聞きしますが、給食事業の実施主体はどち
らでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　学校給食法におきまして、実施
主体については市町村であるというふうに定義をされ
ております。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　実施主体は市町村ですよね。で
すから皆さん、これ市町村をないがしろにしているん
ですよ。まずは実施主体である市町村にしっかりとプ
ロセスを踏んでやるべきじゃないですか。この辺いか
がですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　御指摘のとおり、実施主体であ
る市町村としっかりと連携をしながら取り組んでいか
なければならないと考えております。今回のことにつ
きましては、やはり我々としても重要な施策と考えて
おりまして、本議会においても、また各市町村からも
御要望をいただいておりまして、できるだけ早い時期
に実施をしていかなければならないという思いで、こ
れまで実施方法、財源等について取り組んできたとこ

ろであります。今現在、各市町村で様々な取組が行わ
れております。また、今現在、県外においても６都県
でその支援の取組が行われておりまして、そのような
状況も踏まえて、我々実態調査も行いました。その経
緯も見ながら実施するとしたときに、早めに取り組め
るのは令和７年４月だということも考えながら、そう
いった中で早めに進めるためにはどういった方法がで
きるのかということを検討してまいりました。そし
て、これまでの様々な取組や情報を収集した中で、ま
ず県として方針を決めまして、それを提示した中で御
意見を聞きながら修正を加えていくと、そういったこ
とで進めていきたいということでこれまで取り組んで
きたところでございます。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　答弁は短くお願いしますね。
　私が聞いているのは、なぜ事業主体にまず最初に説
明をしなかったかということです。負担は各市町村に
いくんですよ。じゃあ、今答弁で県が主体的と言うん
ですけど、これ知事の選挙公約ですよ。知事の選挙公
約ですから、各自治体の負担がなく、どうぞ県のほう
でしっかりと全額お願いしますということで要請も
あったはずです。それがあったゆえに、こういうふう
に市町村からも議会からもいろんなことが出てきてい
ると思いますが、もう一度簡潔に、私が聞いているの
は、なぜこの事業主体である自治体と最初に協議をし
なかったのか、その点だけ答弁いただきたいと思いま
す。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほど申し上げましたとおり、
まず県として方針を決定した上で御提示をし、様々な
御意見を聞きながら修正すべきところは修正していく
と、そういった形で取り組みをさせていただいたとこ
ろでございます。
○島尻　忠明 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　島尻忠明議員。
○島尻　忠明 議員　教育長、さっきこういったこと
は教育庁でもありましたかと質問して、金額の問題
を、10億余りの金額は初めてですと、そういうこと
はなかったように言っているんですけど、私が聞きた
いのは今のことですよ。金額の問題ではなくて、プロ
セスを通して市町村としっかりとコミュニケーション
を取るということですので、ぜひこれからそういうふ
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うにやっていただきたいと思っております。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時41分休憩
　　　午前10時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　企業局長にお聞きします。
　我々は、生活が厳しくなるといろんな生活費を控え
たりして、しっかりと備えをするんです。最後のライ
フラインは水なんですよ。その水道料金についてもこ
れもしっかりと協議がなされていない。そして、多く
の自治体、議会でも反対の決議があります。その辺を
どのように受け止めておりますか。反対の決議があっ
たことを。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力  企業局長　先ほど答弁申し上げたとお
り、各市町村の説明会においては、水道料金を上げる
ことについて、もう少し先延ばしできないか、あるい
は段階的な値上げにできないかというような様々な御
意見を頂戴したところでございます。令和５年度の企
業局の決算にあっては、給水原価、これが供給単価を
上回っているという状況にございます。この料金改定
がなければ、令和７年度の企業債の償還ができないと
いうような非常に厳しい経営状況にあるということを
市町村の皆様に御説明してきたところで、市町村の皆
様の御要望も勘案した上で、料金の改定時期を今年の
10月１日からということで半年延期いたしました。
また、段階的に料金を値上げするということと、一般
会計から頂いた補助金のうちの3.4億円、これを活用
して１立方メートル当たり4.4円の減免をするという
ことで市町村の皆様にもお伝えしたところです。加
えて、この3.4億円の補助金が若干上振れする―数
千万円単位ですが、上振れするという状況にあります
ので、この4.4円の減免をもう少し拡充できないか、
今精査を進めているところでございます。
○島尻　忠明 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○宮城　力 企業局長　先日もある市議会のほうから
陳情を頂きました。値上げについてということと、そ
れぞれの地域の実情を勘案した料金の設定ができない
のかというような御要望も頂いたところでございま
す。
○島尻　忠明 議員　だからそれについてどう思いま

すかと聞いているんだよ。
○宮城　力 企業局長　様々な御意見があるというの
は承知しておりますけれども、企業経営がこのままで
は成り立たないという状況がございます。非常に心苦
しいところではありますが、この料金改定について、
何とぞ御理解をいただきたいというところでございま
す。
○中川京貴 議長　島尻忠明議員。
○島尻　忠明  議員　浦添市議会では、自民、無所
属、公明、共産含め全会一致で決議されたんですよ。
しかし、県議会では県政与党である皆さんが賛成に回
り可決をされたんですよ。全く地方の声を聞かない、
私は大変残念だというふうに思っております。浦添市
議会では全会一致で決議をして手交しておりますから
ね、企業局と議長のほうにも。私はその辺はどうして
も―皆さんは今答弁の中で地方の皆さんの声を言っ
ていますけど、全く僕はこの地方議会の決議も―皆
さん、顧みないという言葉をよく言うんですけれど
も、全く聞いていないということが私は大変残念だと
いうふうに思っております。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○島尻　忠明 議員　すみません、再質問の時間がな
いんですけど、私は県政、知事が進める最重要課題
は、この５年間見ておりますけど、反対と訴訟が重要
施策かなと思って聞きました。いろんな施策をやって
いるということですので、次回また質問をしたいと
思っております。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
　　　〔小渡良太郎　議員登壇〕
○小渡　良太郎  議員　皆さん、おはようございま
す。
　私も厳しい状況、鬼門となる２期目を突破して、こ
のような形で県議会に戻ってくることができました。
２番目という順番で一般質問をやるのも私も初めてで
ございます。２番手というと送りバントの話が今出て
きたんですけれども、バットを振りたがる傾向がある
ものですから、しっかり送りバントも覚えて、会派
の、または県議会の議論がしっかりと進んでいくよう
に、貢献できるように頑張っていきたいと思っており
ます。
　それでは通告に従いまして、質問をさせていただき
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ます。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、近年、主に普天間基地代替施設建設に係る事
柄において不法な反対活動やそれに伴う違法行為が散
見されるが、辺野古新基地建設阻止を公約として掲げ
る知事はこれらの反対活動をどう捉えているのか、見
解を伺います。
　(2)、米軍構成員等による性犯罪に関する情報収集
の在り方について、見解を伺います。
　２、防災行政について。
　(1)、本年４月３日、台湾花蓮地震に伴う津波警報
が本島地方、先島も含めて発令され、多くの県民が避
難を余儀なくされたことは記憶に新しいと思います。
多くの気づきがある機会でもあったと私は捉えており
ます。東日本や能登地震と違って比較的近い場所で起
きた地震でもありますし、県民の命を守るために、改
めて防災または津波避難の計画・対策を見直すいいタ
イミングだと考えますが、下記について県の見解を伺
います。
　ア、市町村との連携について。
　イ、車での避難について。
　ウ、子どもやお年寄り、障害を抱える人らの避難に
ついて。
　エ、観光客の避難について。
　３、土木建築行政について。
　(1)、下記の事業について、現在の進捗と今後の展
望を伺います。
　ア、中城湾港泡瀬地区開発事業。
　イ、県道20号線整備。
　ウ、県道26号線整備。
　エ、県営住宅の建て替え。
　それぞれ私の地元沖縄市にも関連するところなの
で、ぜひ状況を伺いたいと思います。県営住宅に関し
ては、美東団地と美咲団地で確認をさせてください。
　４、スポーツ行政について。
　(1)、2034年に第88回国民スポーツ大会が沖縄で
開催されることが内々定いたしました。スポーツアイ
ランド沖縄を標榜する沖縄県ですが、国体種目全ての
競技施設があるわけではありません。また一部競技に
ついては、施設建設の要望にすら長年応えられていな
い現状もあります。そんな中、内々定を機に沖縄のス
ポーツの未来をどのように考えているのか、県の意気
込みと今後の展望を伺います。
　５、環境行政について。
　(1)、マングース防除事業について、現在の事業の
進捗状況と今後の見通しを伺います。

　６、我が党の代表質問との関連につきましては、２
問。
　(1)、島袋大議員の代表質問中１の(4)について、
この水道料金の改定に関することなんですが、以前の
議会での説明では、改定の要因として燃料費の高騰と
ともに布設している水道管の更新というものも挙げら
れていたと記憶をしておりますが、代表質問での答弁
には燃料費の高騰の部分しか言及がなかったため、水
道管の更新についての答弁を求めたいと思います。あ
わせて更新に当たっての事前調査や計画の策定等の状
況も伺います。
　(2)、同じく島袋大議員の代表質問中１の(3)ウ、
給食費無償化について、今後のスケジュールを確認さ
せてください。
　以上、壇上からの質問とさせていただきます。残り
は答弁を聞いて再質問をいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　小渡良太郎議員の御質問にお答
えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)、反対
活動に対する見解についてお答えいたします。
　辺野古新基地建設に反対する方々の行動につきまし
ては、辺野古に新基地は造らせないという強い思いの
表れであると理解をしております。なお、抗議活動等
を行う際には、社会活動全般において言えることです
が、法令を遵守するとともに地域住民の安心・安全を
考えながら、また憲法で定める表現の自由が保障され
ることに鑑みる点で重要であるというように考えてお
ります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(2)、米軍人等による性犯罪に関する情報収
集についてお答えいたします。
　1997年の日米合同委員会合意に基づく在日米軍に
係る事件・事故発生時における通報手続において、公
共の安全または環境に影響を及ぼす可能性がある事
件・事故が発生した場合、沖縄防衛局から県に通報す
ることとされております。昨年12月と今年５月に発
生した米軍人による性的暴行事件等について、1997
年の日米合同委員会合意に基づく通報体制が十分に機
能せず、県への連絡が一切なかったことは再発防止や
地域住民の安全確保の観点から大きな問題であったと
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考えており、去る３日には知事から政府に対し、県へ
の通報を徹底するよう要請したところです。その後、
去る５日、林官房長官からもその必要性を踏まえ、地
方公共団体に対して情報伝達を行うことが示されてお
ります。
　次に２、防災行政についての中の(1)のア、津波対
策に関する市町村との連携についてお答えいたしま
す。
　本年４月の津波警報発表を受け、県では直ちに全市
町村長の安否確認を行い、行政機能が維持されている
ことを確認いたしました。また、市町村を適宜適切に
支援できるように被害情報等の収集体制を強化したほ
か、市町村による避難呼びかけに加えて、県独自でエ
リアメールを県全域に発信して県民、観光客等へ広く
避難を呼びかけるなど、市町村と連携して災害応急対
策に取り組んでまいりました。
　同じく２の(1)のイ、車での避難についてお答えい
たします。
　県では、本年４月の津波警報発表に対する県庁内の
対応の検証と市町村へのアンケート調査を実施しまし
た。その結果、避難行動については、多くの住民等が
迅速に高台避難するなど防災意識の高まりが見られた
一方で、車での避難による渋滞の発生等の課題が確認
されました。車での避難は、渋滞の発生により、緊急
車両の通行や住民の円滑な避難の妨げとなることか
ら、徒歩による避難が原則とされております。
　県としましては、徒歩による避難の促進と各地域の
津波避難の課題解消に向け、市町村と意見交換をしな
がら連携して取り組んでまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　２、防災行政についての
御質問のうち(1)のウ、子どもやお年寄り、障害を抱
える方々の避難についてお答えいたします。
　災害対策基本法では、市町村において、高齢者、障
害者、乳幼児などの要配慮者のうち、自ら避難するこ
とが困難な方について避難行動要支援者名簿を作成
し、本人同意の上、避難先や支援者などを記載した個
別避難計画を策定することが求められております。令
和６年４月時点で、個別避難計画の全部策定済みが３
町村、一部策定済みが20市町村、未策定が18市町村
となっております。県では、市町村に対してアドバイ
ザーの派遣やセミナー、担当者会議等を開催し、計画
等の策定推進を促しており、引き続き市町村における
要配慮者支援体制の強化に向けて取り組んでまいりま

す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　２、防災行政
についての(1)のエ、大規模災害時の観光客の避難に
ついてお答えします。
　沖縄県地域防災計画等では、市町村、観光施設及び
交通機関の管理者などによる避難の呼びかけに加え、
県による観光客への情報提供が求められております。
県は、今年４月の台湾付近の地震による津波警報発令
時には、沖縄観光コンベンションビューロー及び観光
関連事業者と連携した情報収集・発信、観光案内所及
び多言語コンタクトセンターでの相談対応、観光情報
ウェブサイト等での多言語による注意喚起・情報発信
を行ったところです。
　続いて４、スポーツ行政についての(1)、国民ス
ポーツ大会等に向けた意気込みと展望についてお答え
します。
　県では、令和16年の国民スポーツ大会・全国障害
者スポーツ大会の開催に向けて、各界約250名で構成
する準備委員会を設置し、会場地選定、選手の競技力
向上などに取り組むこととしております。会場地の選
定等は、現在実施している県内競技施設の現況調査を
踏まえつつ、市町村、競技団体等の意向を丁寧に確認
しながら進めてまいります。本大会は、県民がスポー
ツに親しむ契機となること、競技力向上に資すること
に加え、スポーツアイランド沖縄の魅力を全国に発信
する絶好の機会となるため、県を挙げて取り組んでい
きたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、土木建築行政につい
ての(1)のア、泡瀬地区埋立事業の進捗についてお答
えいたします。
　泡瀬地区埋立事業の進捗状況については、令和５年
度末現在で、国は埋立面積ベースで約70％、県は事
業費ベースで約72％となっております。令和５年度
に補正予算を確保し、県埋立部の地盤改良に着手して
おります。引き続き沖縄市及び国等関係機関と密に連
携を図りながら、事業推進に向け取り組んでいきたい
と考えております。
　次に同じく３の(1)のイ、県道20号線の進捗状況等
についてお答えいたします。
　県道20号線は、胡屋交差点から高原交差点までの
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延長3460メートルの区間を街路事業の胡屋泡瀬線と
して幅員32メートル、４車線で整備を行っており、
令和５年度末の進捗率は、事業費ベースで約49％と
なっております。令和６年度は、用地取得や舗装工事
に取り組むとともに、主要渋滞箇所に特定された高原
交差点の整備に向け、都市計画変更の手続を行う予定
であります。引き続き沖縄市と連携を図りながら事業
予算の確保に努めるとともに、早期整備に向け取り組
んでまいります。
　次に同じく３の(1)のウ、県道26号線の進捗状況等
についてお答えいたします。
　県道26号線と国道329号が交差する登川交差点につ
いては、慢性的な交通渋滞の緩和を図るため、関係機
関と調整を重ねてきたところであります。県では、令
和５年度に事業着手し、現在、用地測量等を実施して
いるところであり、今後、用地取得に取り組み、交差
点改良を行う予定であります。引き続き国や沖縄市と
連携を図りながら、早期整備に向け取り組んでまいり
ます。
　次に同じく３の(1)のエ、県営美東団地・美咲団地
建て替え事業の進捗と展望についてお答えいたしま
す。
　県営住宅の建て替え及び改善については、令和３年
度から令和12年度までを期間とする沖縄県公営住宅
等ストック総合活用計画に基づき、老朽化した団地の
建て替え等を順次実施することとしております。当該
計画において、県営美東団地及び美咲団地は建て替え
と位置づけられており、今後建て替え時期等について
検討していきたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘  環境部長　５、環境行政についての
(1)、マングース防除事業の進捗と見通しについてお
答えいたします。
　県では、環境省と連携して、令和８年度までの大宜
味村塩屋から福地ダムを結ぶライン以北でのマングー
ス完全排除に向けて防除に取り組んでおります。その
結果、捕獲範囲を区切った全メッシュ280のうち、令
和４年度における同ライン以北で捕獲されたメッシュ
数は12となり、捕獲範囲は縮小傾向となっておりま
す。一方、奄美大島においても、希少種保護等のため
マングースの防除が実施されており、本年９月に根絶
宣言が出される見通しと聞いております。
　県では、引き続き関係機関と連携して、同ライン以
北でのマングース排除に向けて取り組んでまいりま

す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　６、我が党の代表質問との関
連についての(1)、水道管の更新計画についてお答え
いたします。
　水道法において、事業者は施設の計画的な更新に努
めなければならないとされており、企業局では水道管
や浄水場などの更新計画を策定しております。水道管
については、材質や種類、施工方法などにより法定耐
用年数を超えても使用し得る状態を維持できることか
ら、他府県の事例等を参考に、法定耐用年数の1.3倍
から２倍程度とする企業局更新基準年数を基本とし、
重要度や劣化状況、耐震性の有無などを踏まえ、令和
６年度から令和19年度までの14年間で約71キロメー
トルの更新を計画しており、事業費は約873億円を見
込んでおります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　６、我が党の代表質問との関連
についての中の(2)、学校給食費無償化の今後のスケ
ジュールについてお答えいたします。
　学校給食費無償化につきましては、去る６月に市町
村に対して、県の取組方針についての説明及び意見交
換を行っております。今後は、市町村からの意見要望
等調査や個別ヒアリングを踏まえ、詳細な制度設計を
行い、８月下旬をめどに再度市町村説明会を開催する
予定です。また９月からは、市町村の予算規模、検討
状況等の調査を行い、令和７年１月末までに交付要綱
を策定する予定でございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　再質問は少し順番を入れ替え
てさせていただきます。
　まず３番の土木建築行政に関して、中城湾港泡瀬地
区事業について少し確認したいんですけれども、確認
の前に、以前から申し伝えているように、この事業進
捗のパーセンテージをベース別で述べるのはやめてい
ただきたい。埋立てだったら埋立てで、事業費だった
ら事業費で、今、国は埋立てベース、県は事業費ベー
スという形になってますので、そこは今後答弁に気を
つけていただきたいと要望いたします。
　この中城湾港泡瀬地区事業は潮乃森という名前もつ
いて、今年からビーチの一部開放も行われると。これ
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も数年遅れての開放になるんですが、現状、駐車場も
トイレも、強い日差しを遮るあずまや等も未整備であ
ります。これでは何のために先行開放をするのかが分
からないというところもありますし、実際に行っても
日差しを遮るものがないですから、行って熱中症にな
るというのでは本末転倒というのも過言じゃありませ
ん。また、トイレもないですし、駐車場も実際どこに
止めるか毎回変わるというような状況ですから、先行
開放するのであれば、ビーチに関する附帯設備の整備
も先行して行うべきだと考えるんですけれども、当局
の考えをお聞かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　ビーチの先行的な、部分的でございますけれども開
放につきましては、数年前から行っている状況でござ
います。埋立工事の進捗等をアピールすること、また
ビーチの魅力を市民に広く周知していくこと等が沖縄
市において一部開放を行っている目的かと考えており
ます。
　トイレや駐車場等の先行整備についてでございます
が、まずトイレでございますが、先行して上下水道等
のインフラの設備が整えられることが不可欠でござい
ますので、その点の工事との調整が必要になるかと考
えております。また駐車場につきましては、地盤改良
等との工事の関係もございますので、そういった工事
との関連はございますが、早急に部分開放ができるよ
うに、そういったインフラの整備についても市、国と
協議して、早めのビーチ開放ができるように取り組ん
でまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　ありがとうございます。
　前向きな答弁が頂けて安心しました。橋梁の整備が
遅れていて、橋梁の下を管が通るような構造になって
いるはずですから、橋梁の工事が遅れた分、上下水道
とかいろんなものが遅れてしまっているのかなと思い
ますので、遅れを取り戻す意味でもしっかり早めの工
事展開をお願いいたします。
　そのままイについて、この高原十字路なんですけれ
ども、これは沖縄市内だけじゃなく近隣市町村見渡し
ても最も渋滞の激しい交差点の一つであると思ってお
ります。その原因は、もともと三差路だったところが
十字路になっていると。ちょっといびつな交差点の形
状にあるのだろうなというのを朝立っていても感じま
す。また付近の信号も交差点の信号と連動していない
というところもあって、結構課題はいろいろあるんだ
なというふうに感じているんですが、そうであるから

こそ一刻も早い改良が求められていると思います。こ
れについても今後の整備の工程みたいなのは先ほど答
弁いただきましたので、意気込みをお聞かせいただき
たいと思います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　高原交差点の渋滞でござ
いますが、主要渋滞箇所として特定をされており、今
対策等に取り組んでいるところでございます。本格的
な対策としましては、都市計画変更手続を経て交差点
改良されることでございますが、それまでの間の短期
的な対策としまして、今議員御指摘のあったような信
号ですとかバス停位置の見直しなど、協議会もしくは
地元市、交通管理者等と協議を行いながら、実施可能
な対策について検討してまいりたいと考えておりま
す。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　ありがとうございます。
　そのままほかのところに、まず次４番のスポーツ行
政についてなんですが、先ほど部長からも答弁あった
ように、国体の開催というのは競技力の向上にも非常
に資するという部分があります。前回の海邦国体のと
きの話を聞いても、やはり多くの競技において開催
後、競技力が飛躍的に上がったというふうに話す方々
も多くいらっしゃっていますので、そういう意味でも
国体―今は国スポといいますか、しっかりと地に足
着けて10年後に向かっていただきたいと思うんです
が、その中で１つ要望として、選挙の中でもいろんな
競技者の方々と意見交換をする場面がありました。そ
の中で例えば、県総の陸上競技場を一つ例に取るんで
すけれども、この陸上競技場―まあ一部の、全てで
はないですが、競技者の方々から、あそこは記録が出
ない施設だから、あんまりあっちで大会をやりたくな
いというふうな声も頂きました。多額な予算を投じて
施設整備を行うわけですから、整備後に不満が噴出す
るようでは、ちょっと金をかけている意味も薄くなっ
てしまうのかなというふうに強く懸念をいたします。
ですので、ぜひこの―今、競技者の声を聞いて進め
ていくということの答弁があったんですけれども、広
く意見を聴取した上で、施設整備または備品の調達等
を行っていただきたいと思うのですが、部長の答弁を
いただきたいと思います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　会場地選定とか競技力向上に向けての議論というの
は、今年度から委員会を立ち上げ、その中で部会もつ
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くってやっていきます。その中で、いろいろ御意見も
聞いた上で、特に施設整備が中心になるかと思います
が、そこについてはいろんな要望等もございますの
で、そこをしっかり受け止めて、できるもの、できな
いもの、いろいろ整理していく必要が出てきますの
で、それに着手した上で10年後の国民スポーツ大会
の成功に向けて取り組んでいきたいと思っています。
　以上です。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　ありがとうございます。
　そのままマングース防除事業に移ります。
　答弁にもありましたように、奄美は根絶を宣言する
予定にあると言われているんですが、沖縄では令和８
年度に大宜味以北の完全排除を見込んで今、事業進捗
中という答弁がありました。実際に奄美と比べて、向
こうは根絶しているのにまだ沖縄県ではそこら辺をう
ろうろしているよということで、ニュースを受けて、
どこまで県がちゃんとやれているのかと疑問視する声
が結構多く聞かれます。この沖縄での根絶というのは
いつ頃になる予定なのか、現在の状況を教えてくださ
い。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　先ほども答弁したんですけ
れども、根絶の時期としましては令和８年度を目指し
ているというような状況でございます。我々のほう
は、沖縄島北部におきまして、環境省と連携してやっ
ておりまして、マングースが捕獲されるメッシュとい
うのがどんどん絞られてきていまして、今、ヤンバル
というか東村のほうに限られてきていると。それで
280のメッシュのうちから12まで捕獲される部分が
減ってきているというような状況になってございま
す。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　部長、特に県民に向けてちゃ
んと説明していただきたいのは、令和８年度に根絶を
するということで答弁されたんですけれども、あくま
で北部ですよね。でも、県民が望んでいるのは沖縄県
全体なんですよ。市街地でうろうろしているマングー
スもまだたくさんいるでしょうと。いつ駆除が始まる
のかということをよく聞かれるわけであります。今指
定されている地域だけじゃなくて、県全体としていつ
頃になるのかというところを教えてください。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　失礼しました。
　沖縄県におきましては、このマングースの駆除は沖
縄島北部における固有の希少動植物、これを捕食して

いるということから、北部地域において駆除を行って
いるところでございます。ですから、本島中南部とか
全域における駆除につきましては、今後の在来種の生
態系への影響でありますとか、専門家の意見といった
ものを踏まえまして、その駆除の必要性というものを
検討していきたいというふうに考えているところでご
ざいます。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　このマングース―必ずしも
マングースだけが原因じゃないと思うんですけれど
も、例えば、私が住んでいる沖縄市の地域でも、最近
小鳥のさえずりが全く聞こえなくなったとか、スズメ
を見なくなったとか、小鳥を中心にいろんな動物を見
なくなったという声が非常に多く聞かれます。猫が原
因じゃないかと言う人もいるんですけれども、マン
グースも一つの原因に挙げられると思っております。
環境に影響を与えているわけですから、希少種を守る
ためにまず最優先に北部の根絶を目指していくという
のは理解はできます。でも、全体として沖縄にいな
かったものをしっかりと駆除をしていくというのもや
はり同時に必要なことだと考えておりますので、ぜひ
北部の完了見込みが立ったら、それ以外の地域をどう
していくかというところを早急に検討していただい
て、どういうふうにやっていくのか、根絶するのか、
そういった事業を起こすのか起こさないのかも含めて
しっかり検討して、また質問させていただきますので
答弁いただければと思います。
　代表質問関連に行く前に、防災に関して、ちょっと
また戻ります。
　車での避難に関してなんですけれども、津波避難の
原則は、公室長がおっしゃったように徒歩で近くの高
台、もしくは高いビルというものであるんですが、実
際東日本大震災でも能登の地震においても、また今回
の地震で―私も泡瀬地域に住んでおりますので、選
挙の挨拶をしながら、いろいろ聞き取りもさせていた
だきました。その中で、おおよそ半分程度の住民は車
での避難を選択しております。そうであるならば、原
則は原則とした上で、車での円滑な避難や―渋滞が
発生するから徒歩での避難を呼びかけるだけじゃなく
て、渋滞が早めに解消するように、または起きにくく
していくために、車での円滑な避難というのもしっか
りと検討していく必要があるのじゃないかなというの
が、今回の津波の件における私の一つの気づきでも
あるのです。４月３日の対応については、車避難の部
分で様々な好事例も報告をされています。国道58号
から普天間に上がる道路で現場の警察官が一方通行に



- 139 -

したとか、そういったものをしっかりと取り入れた上
で、円滑な避難を実現していくのが車社会である沖縄
の防災計画の一つの在り方だとも思うんですけれど
も、見解を改めてお聞かせください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　本年４月の津波警報の発表
を受けまして、高台への車両避難のために渋滞が発生
した県道81号線においては、現場の警察官の判断で
一方通行規制をしたということは承知をしておりま
す。今回の規制におきましては、住民等の避難を妨げ
る交通渋滞を解消し円滑な高台への避難を確保するた
め、現場の状況を見極めた上で、道路交通法第６条第
４項に基づいて講じられた措置であったものというふ
うに認識しております。
　県としましては、災害時における交通規制、道路の
閉鎖状況、避難者等の通行など事態の推移や現場の状
況等を見極めた上で、関係法令に基づき適切に講じら
れるべきというふうに考えておりまして、原則、当然
徒歩による避難というのがあるんですけれども、やは
り個別の状況というのは、市町村と十分話合いという
か意見交換をしながら、どういうふうな避難が適切な
のかというのは検討する必要があろうかというふうに
考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　この車での避難については、
警察の規制というのも必ず必要になってきますので、
市町村に任せるのではなくて県がしっかり主導して、
例えばどの路線を一方通行化するかとかっていうのも
議論を進めていかないといけないと思っております。
県警は県警で今回の経験を基にいろいろ取組を進めて
いるようなので、答弁いただこうと思ったんですけ
ど、ちょっと質問の時間がないものですからはしょら
せていただくんですけれども、ぜひ連携をして、車で
の円滑な避難というのも、次起きたときには前回より
も円滑な避難ができるという状況をつくっていただく
ように、これは要望して次に行きます。
　ウ、要支援者の名簿に関してなんですが、この提供
が課題になっていると―私も市議時代から関わって
いるので、個人情報保護法の観点から同意いただけな
いとなかなか提供ができないというところがあって、
同意を得られていない方々もまだまだいらっしゃると
いう話を聞いております。今回をいい機会にして、ぜ
ひこの同意の取付けを市町村と連携して進めてはいか
がかというふうに考えるんですが、部長の答弁をいた
だきたいと思います。

○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　災害時の避難要支援者の名簿を提供して避難の支援
をするということについてですが、こちらのほうは本
人の同意または条例に定めがある場合には避難支援等
の名簿を関係者に提供できるものというふうに定めら
れております。令和６年４月１日現在、県内で14万
3164名が名簿に登載されておりますが、そのうち提
供されているのは12％というふうになってございま
す。災害はいつ起こるか分かりませんので、もしも災
害により身体または生命に具体的な危機が迫っている
場合には、同意を得ずに避難の支援、関係者に名簿を
提供して避難を助けることができるというような規定
もございます。しかしながら、しっかりと要支援者の
避難行動を支えるという意味においては、県としても
市町村に対してアドバイザーの派遣または担当者会議
を開催いたしまして、引き続き積極的に市町村と連携
して取り組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　この要支援者名簿の同意の取
付けがまだ12％しかないというのはちょっとびっく
りしたんですけれども、あのときの事案を見て、みん
なまだまだ記憶に新しいと思うんですよ。私が要望し
たいのは、これをいい機会に同意の取付け作業を進め
たらどうかということです。実際、誰を助けなければ
ならないかというのは名簿がないと分かりません。で
も、地域の避難とかというのは地域の自主防災組織と
かが中心になって行っていく形に実際はなりますし、
今回の事例でもそういうふうになっていたと思うんで
すけれども、名簿がなければ分からないんですよ。助
けなければならない人がどこにいるのかが分からな
い。でも同意がなければこの名簿を提供できないとい
う課題がありますので、同意の取付け作業をぜひ今の
まだ記憶が風化しないうちに市町村と連携して進めて
いただきたいというところですから、ぜひ部局内で検
討していただいて進めてほしいと要望いたします。
　残りの時間は知事の政治姿勢に関して少し議論をさ
せていただきたいと思うんですけれども、１(1)に関
連して安和の事故に関して、この代表質問の中で土建
部長は、安和桟橋付近の歩行者については指導等を行
う法的根拠がないという答弁をしておりました。この
法的根拠を説明してください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　道路法につきましてです
が、道路は公共土木施設でございまして、様々な方、
不特定多数の方が利用されます。歩行者について申し
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上げますと、通常の歩行が困難な方ですとか、車椅子
の方、高齢の方、児童生徒など様々な方が利用されま
す。その道路法上、歩行者につきましては、そういっ
た方の歩行速度等について特に規定がなく、歩行が遅
いからといって違法性の判断はできないというところ
で、そういった趣旨で申し上げたところでございま
す。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　この法的根拠がなければ、危
険に結びつくような行動が見られても指導ができない
という考えなんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　一部繰り返しになります
が、いわゆるそういった歩行をゆっくりされる方々で
ございますが、そういった行為については道路法に定
義がなく、そのことのみをもって違法性は判断できな
いということになってはおりますが、当然そのほか、
例えば寝そべったりですとか、そういった明らかに違
法な行為というところが見られれば、それは当然違法
ということになりますが、歩行の速度のみをもって違
法性は判断できないというところでございます。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　安和に限らないことなんです
けど、寝そべったり、座り込んでいたりしていても指
導してるような節は見られないんですけれども、た
だ、この道路交通法第10条の２項、歩道等がある場
合、歩行者は歩道を歩くことというふうにあります。
安和の事故現場付近では、この自動車用の出入口上ま
たは国道部分にはみ出して歩く歩行者、特に牛歩と自
分たちでもおっしゃっているんですけれども、わざと
ゆっくり歩くという歩行者が散見されます。歩行者
は、歩道がある場合は歩道を歩くという規定があるの
にもかかわらず、そういうことをやるということにつ
いては指導を行う根拠にはなり得ないんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　その部分につきまして
は、道路管理者として指導をする部分というところに
なりますと、確認が必要かと思います。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　また、ガードレール、防護柵
の設置に関してなんですけれども、これも代表質問中
で、当該場所は歩道であることからガードレールの設
置の予定はない。ガードレールもしくはガードパイプ
の設置等の判断については、道路法の基準により土木
建築部で承認できないという形で答弁をしているんで
すけれども、この歩道であることを理由とする不承認

の根拠と答弁中にある道路法の基準というものを教え
てください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ガードレールの設置を求
めていた箇所でございますが、その箇所は歩道上でご
ざいまして、その設置が歩行者の通行を妨げ、歩道本
来の目的を阻害するというところから、道路管理者と
してその設置は適切ではないというふうに考えたとこ
ろでございます。また、ガードパイプでございます
が、その箇所は道路横断が禁止されている区間ではな
いというところから、歩行者の通行を妨げることにな
るガードパイプの設置の必要がないというふうに判断
をしたところでございます。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎  議員　この防護柵の設置に関して
は、防護柵の設置基準という国交省の通達が出ている
と思います。その中には、進行方向を誤った車両が歩
道等に逸脱することを防ぐための車両用防護柵、歩行
者の歩道外への転落もしくはみだりな横断を抑制する
ための歩行者自転車用柵というふうに区分をして基準
が定められていると思うんですが、この防護柵の設置
基準というのは参酌されましたか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　防護柵の設置基準におきまして、設置をされる箇所
は、歩行者が安全に横断できる横断歩道などがある場
合、そちらに誘導するという目的でガードパイプ等が
設置されることはあるというふうに考えているところ
でございます。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　違いますよ。横断歩道がない
ところでも防護柵が設置されているところがあるじゃ
ないですか。今おっしゃった答弁の根拠を教えてくだ
さい。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほども一部お答えいた
しましたが、今回要望のあった箇所は道路横断が禁止
されている区間ではないというところから、歩行者の
通行を妨げるものとして設置の必要性がないというふ
うに判断したところでございます。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　歩行者の横断を妨げるような
設置方法であるということは、ちゃんと事業者等にも
言ったんですか、そこを。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　その点につきましては、
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許認可を行います土木事務所において、適切に指導が
なされているというふうに考えているところでござい
ます。
○中川京貴 議長　小渡良太郎議員。
○小渡　良太郎 議員　この答弁を聞いていると、事
故防止という観点から安全管理のための責務を果たす
という気が全くないように思えるんですけれども、そ
の見解を伺いたいということと、あともう一つ、防護
柵の設置の再検討というのは今後なされるのか。事故
がもう起きているわけですから、起きていないときと
違ってもう一回検討する―もちろんすぐやらないと
いけないと思うんですけれども、２つお答えくださ
い。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　今回の事故を受けまして、国において安全対策を講
じるように求めているところでございます。その中で
安全の確保については検討されるというふうに考えて
いるところでございます。
　防護柵につきましては、道路法等の基準に従って都
度判断してまいりたいというふうに考えております。
　以上でございます。
○小渡　良太郎 議員　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
　　　〔仲村家治　議員登壇〕
○仲村　家治 議員　ちょっと休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時32分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　家治 議員　議場の皆さん、大変な選挙戦、
お疲れさまでした。私はこの議場の中で、一番大変な
思いをした一人だと思っております。またこの４年
間、県民に選ばれた議員として、一生懸命県民のため
に頑張ってまいります。一緒に議論をしながら、沖縄
の明るい未来を築いていきましょう。
　それでは一般質問、通告書に基づきまして質問をさ
せていただきます。
　１、平和行政について。
　(1)、今年の慰霊の日の知事の所感をお聞きしま
す。
　２、スポーツアイランド構想について。
　(1)、知事は去る６月28日に、奥武山陸上競技場を
Ｊリーグ規格（屋根付スタンド）スタジアムに改修し
て2031年度に供用開始すると表明されました。その
概要と併せて今議会に提出された令和６年度補正予算

の概要を伺います。
　３、道路行政について。
　(1)、沖縄県には老朽化により道路・橋梁等の早急
な改修・改良が必要な箇所がある。特に那覇大橋の建
て替え工事は計画より遅れているように感じるが、進
捗状況を伺う。
　(2)、国道331号山下交差点から県道７号線への渋
滞は以前に比べ悪化しているが、原因と渋滞解消の対
策を講じているのか伺う。
　４、海の安心・安全について。
　(1)、沖縄県の水難事故の現状（令和５年）及び直
近１月～６月の暫定値を伺う。過去のデータと比較し
てどのような傾向があるのか伺う。
　(2)、今般の水難事故に対して、各部局による水難
事故防止に向けた取組と具体的な達成目標について伺
う。
　(3)、令和６年度から文化観光スポーツ部で実施し
ている巡回パトロールの状況を伺う。
　(4)、令和６年第１回定例会で一般質問した宇堅・
安座真海浜公園、西原・与那原マリンパークでの安全
管理費用に関して伺う。
　ア、各ビーチの委託費の内訳と人件費の単価は適正
か伺う。
　５、離島振興について。
　南大東村の貯水池、圃場整備、かんがい施設整備等
の進捗状況について伺う。
　６、我が会派の代表質問との関連については、島袋
大議員の知事の政治姿勢についての(3)、子ども給食
費無償化について。
　現時点でどのような制度設計を市町村に説明し、財
源はどのように確保していくのか。全小学校、中学校
の給食費無償化をするために必要な予算額をお伺いし
ます。
　次に、離島・過疎地域の振興について(1)ウの昨年
度の補正予算において離島における無電柱化の推進予
算が計上されたが、離島地域、特に南部離島における
無電柱化の進捗状況を伺う。
　次に、座波一議員の代表質問１(8)、観光目的税創
設の見通しとその財源を活用した事業展開についてど
のような戦略を持っているのか。
　市町村や観光関係団体との協議の状況を伺う。
　以上ですけれども、再質問をさせていただきます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　仲村家治議員の御質問にお答え
いたします。
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　平和行政についての御質問の中の、慰霊の日につい
てお答えいたします。
　沖縄県はさきの大戦において、一般住民を巻き込ん
だ苛烈な地上戦の地となり、20万人余の貴い命を失
いました。これら戦没者の御霊を慰めるため今年も慰
霊の日に沖縄全戦没者追悼式を執り行い、来賓として
岸田内閣総理大臣、額賀衆議院議長、尾辻参議院議長
等をお迎えいたしました。御遺族や来賓の方々をはじ
め県民の皆様と共に、沖縄戦で亡くなられた方々に思
いを致し、世界の恒久平和を誓う日となったと考え
ております。平和宣言では、世界の平和と安定に向け
て、平和的外交・対話による問題解決が求められてい
ることや、沖縄独自の地域外交を展開していくことに
より、地域の緊張緩和と信頼醸成に貢献することが重
要であると訴えたものであります。さらに、沖縄県が
世界の恒久平和に貢献する国際平和創造拠点となるよ
う、全身全霊で取り組んでいくことを誓い、宣言した
ものであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　２、スポーツ
アイランド構想についてのＪリーグ規格スタジアムの
整備と補正予算についてお答えします。
　Ｊリーグ規格スタジアムの整備は、令和６年度の基
本計画改定で、法手続への対応、既存イベントとの調
整、整備費、財源等を整理し、７年度以降に法手続と
並行して整備事業者選定、設計・建設工事を行い、遅
くとも令和13年度の供用開始に向けて取り組んでま
いります。今般提案した補正予算では、コロナ禍後の
社会・経済情勢の変化、観客席を当初１万人前後の規
模で整備した後、２万人規模に段階的に整備すること
などの調査検討を行い、基本計画に反映することを予
定しております。
　続いて４、海の安心・安全についての(2)のうち、
水難事故防止に向けた取組と達成目標についてお答え
します。
　文化観光スポーツ部では、マリンレジャー事故防止
対策として、令和６年度は、前年度の約３倍以上とな
る約１億1600万円の予算を計上し取組を強化してお
ります。具体的には、これまでの取組に加え、海の安
全啓発ツールの周知広報の強化及び巡回の通年実施と
ともに、新たに海域調査等による水難事故パターンの
検証、ハワイからの講師招聘を行うこととしておりま
す。

　文化観光スポーツ部では、観光客の水難事故件数及
び死者数の逓減に向けて、関係機関と連携し取り組ん
でまいります。
　同じく４の(3)、巡回パトロールの状況についてお
答えします。
　ライフセーバーによる自然海岸を中心とした巡回
は、令和５年度は７月、８月の２か月間に限り実施し
ておりましたが、令和６年度は観光ハイシーズンの６
月から９月に期間を拡大するとともに、水難事故が多
発している恩納村では通年で実施することとしていま
す。６月末時点の実績としては、6119名の方へ海の
安全情報を記載したリーフレットを配布し注意喚起を
行っており、巡回の際に事故を未然に防止した事例も
あったとの報告を受けております。
　続いて６、我が会派の代表質問との関連についての
(5)、観光目的税創設の見通しと財源を活用した事業
展開についてお答えします。
　観光目的税（宿泊税）は、新沖縄県行政運営プログ
ラムで、令和６年度中に条例案提出、総務大臣協議、
７年度に制度周知を図り、令和８年度の導入を目指す
こととしております。宿泊税は、観光客受入れ体制の
充実強化、観光地の環境及び良好な景観の保全、観光
振興に通じる文化芸術の継承・発展及びスポーツ振興
などの新規または拡充する取組に活用してまいりま
す。これらの取組により、県民、観光客、事業者の満
足度を最大限に高めながら、世界から選ばれる持続可
能な観光地の実現を目指してまいります。
　同じく６の(6)、市町村や観光関連団体との協議状
況についてお答えします。
　観光目的税（宿泊税）の導入に向けて、令和６年度
は５月に税導入予定市町村長及び観光関連団体と池田
副知事との間で意見交換を実施したところでございま
す。これまでの観光関連団体、導入予定市町村との意
見交換やツーリズム産業団体協議会からの意見書にお
いて、税の使途、課税免除、税額設定の在り方、県と
導入市町村との税率・税の配分が論点となっておりま
す。
　県としましては、納税者の過重な負担とならない、
簡素で分かりやすい制度となるよう、観光関連団体や
関係市町村と丁寧に意見交換を行いながら、導入に向
けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、道路行政についての
(1)、那覇大橋橋梁整備工事の進捗状況等についてお
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答えいたします。
　那覇大橋は、昭和45年の建設から50年以上が経過
しており、耐震性能不足や老朽化が著しいこと等から
平成23年度から架け替え工事に着手し、鋭意整備を
行っているところであり、令和５年度末の進捗率は事
業費ベースで約48％となっております。現在、既設
上部工の撤去工事、新設下部工の整備に取り組んでい
るところであります。引き続き予算確保に努めるとと
もに、早期整備に向け取り組んでまいります。
　次に同じく３の(2)、国道331号山下交差点の渋滞
解消に向けた取組についてお答えいたします。
　沖縄本島内の渋滞対策については、国や県等の関係
機関で構成する沖縄地方渋滞対策推進協議会におい
て、渋滞対策の検討や効果検証を行っております。国
道331号山下交差点については、主要渋滞箇所には特
定されておりませんが、周辺道路も含め交通状況を確
認し、国と意見交換を行い、必要性も含め対応を検討
してまいりたいと考えております。
　次に４、海の安心・安全についての(2)のうち、土
木建築部における水難事故防止対策についてお答えい
たします。
　土木建築部では、海浜利用者に対して水難事故防止
の注意喚起を行う看板等の設置を行っております。沖
縄県水難事故防止に係る検討会議ワーキンググループ
での議論を踏まえ、現在、海浜利用者が一目で海の特
徴や危険性を理解できる看板デザインの作成に取り組
んでおり、今年度は５海岸での設置を予定しておりま
す。
　次に同じく４の(4)、県管理海浜公園における安全
管理費用についてお答えいたします。
　県海浜公園では、指定管理者が直接安全監視業務を
行っており、その費用は年間約320万円となっており
ます。また、安座真海浜公園及び西原・与那原マリ
ンパークでは指定管理者が業務委託により実施して
おり、その費用はそれぞれ約660万円、約980万円と
なっております。委託料等における人件費の単価につ
いては、指定管理者と安全監視業務実施者との契約の
中で適切に設定されているものと考えております。
　次に６、我が会派の代表質問との関連についての
(4)、南部離島の無電柱化の進捗状況についてお答え
いたします。
　令和６年度の離島地域における無電柱化について
は、県管理道路では宮古管内及び八重山管内等におい
て実施しており、市町村管理道路では渡嘉敷村、座間
味村等において実施しております。
　県としては、離島を含む全市町村が無電柱化推進計

画を策定できるように国や電線管理者と連携して支援
するとともに、無電柱化の加速化に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　４、海の安心・安全につい
ての御質問のうち(1)、県内の水難事故の現状につい
てお答えをいたします。
　令和５年中の県内における水難事故は、発生件数
116件、前年比10件増加、罹災者数169人、同じく26
人増加、死者数59人、同じく19人増加となっており
ます。また、令和６年１月から６月までの水難事故の
暫定値は、発生件数49件、前年同期比３件減少、罹
災者数55人、同じく34人減少、死者数17人、同じく
８人減少となっております。令和６年の上半期に発生
した水難事故の発生状況を分析しますと、場所につい
ては自然海岸での発生が多く、態様については、県民
は素潜り漁などの魚捕り中の事故、観光客はダイビン
グやシュノーケリング中の事故が多いことが特徴と
なっております。
　次に同じく４の(2)、水難事故防止対策についてお
答えをいたします。
　県警察におきましては、水難事故の発生状況を踏ま
え、海浜パトロールによる遊泳者等への注意喚起の実
施、立入調査強化チームによる海域レジャー提供事業
者に対する安全指導の強化など各種対策を講じており
ます。また、本格的なレジャーシーズンを迎える７月
１日から10月31日までの期間を水難事故防止運動期
間と設定し、パトカーや警察用船舶、県警ヘリを活用
した活動のほか、航空会社等の公共交通機関における
事故防止アナウンスの実施や空港などでのリーフレッ
ト配布など各種広報啓発活動を実施しております。さ
らに、昨年に引き続き７月末から１か月間、他県警察
からの特別派遣を受け、本島北部のほか離島地域にお
いて海浜警らを通じた遊泳者等への注意喚起を強化す
ることとしております。
　県警察といたしましては、今後とも関係機関、団体
と緊密に連携を図りつつ、各種事故防止対策を推進し
てまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　４、海の安心・安全につい
ての中の(2)、水難事故防止に向けた取組についてお
答えいたします。
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　知事公室では、本年６月７日に市町村における防災
行政無線を活用した離岸流等への注意喚起の依頼を行
うとともに、水難事故防止に係るワーキンググループ
を６月20日に開催し、各部が実施する取組について
意見交換を行いました。また、教育委員会との共催に
よる高校生への「ういてまて」講習のほか、10月に
北部圏域で開催する沖縄県総合防災訓練において、大
規模地震・津波発生時に遊泳者等を安全な場所へ誘導
する観光客等避難訓練を予定しております。令和６年
度も引き続きワーキンググループの開催等、水難事故
防止の施策を関係機関と連携して取り組んでまいりま
す。
　以上になります。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　５、離島振興についての
中の(1)、南大東村の農業生産基盤整備についてお答
えいたします。
　南大東村における農業生産基盤整備状況は、令和
４年度末の実績としまして、農業用水源施設整備が
28％、かんがい施設整備が12％、圃場整備が52％と
なっております。現在、貯水池整備を実施している旧
東第２地区の事業費は約38億円、令和５年度末の進
捗率は事業費ベースで79％となっております。
　県としましては、引き続き所要額の確保に努め、令
和７年度完了を目指し取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　６、我が会派の代表質問の関連
についての中の(1)、学校給食費無償化における制度
設計等についてお答えいたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組方
針を５月24日に発表いたしました。その後、６月に
行った市町村長との意見交換等を踏まえ、取組方針に
修正を加え、市町村教育委員会等に対する説明及び意
見交換を行ったところであります。財源につきまして
は、現在、活用可能な国庫補助金等を検討している状
況ですが、活用できない場合は最終的に一般財源で対
応することになるものと考えております。
　同じく(2)及び(3)、小中学校の学校給食費を無償
化するために必要な予算額についてお答えいたしま
す。６の(2)と６の(3)は関連しますので、一括して
お答えいたします。
　令和５年度の公立小中学校の児童生徒数で試算い
たしますと、給食費の総額約74億円から、就学援助

等の約16億円を差し引いた約58億円が必要となりま
す。うち、中学校は約20億円となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午前11時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　家治  議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　順次再質問をさせていただきますけれども、平和行
政は、私６月議会は必ず聞くようにしております。私
の伯父が私立開南中学で、学徒で出陣して、南部のほ
うで戦死をしたということなんですけれども、開南健
児の塔で毎年６月23日の２時から慰霊祭をやってい
て、やっと去年コロナ禍が明けて再開をして今年も
100人近い遺族の方に参列をしていただきました。去
年再開した際に、古典の歌三線で健児の皆様にそれを
奉納するというやり方に変えて、その古典音楽が終
わった後に月桃の花を遺族会みんなで合唱をして焼香
するという形なんですけれども、開南健児の塔の遺族
の皆様がほかの遺族会とちょっと違うのは、確かに毎
年同窓の方はお亡くなりになって少なくなるんですけ
ど、その子ども、孫、ひ孫の皆さんが参列をするとい
うことで、毎年100人前後の方がお見えになります。
現在、私立開南中学はありませんので、その思いが強
いのかなと思っております。毎年いろんな形で遺族会
の解散とか、新聞記事を見るといたたまれない気持ち
がありますけれども、ぜひこの辺は県として平和財団
の皆さんと一緒になってこの慰霊祭を保存・存続させ
るためにお願いをしたいなと思っております。
　あと、今月の５日に平和の礎の刻銘のネット検索の
件が記事に出ておりましたけど、この辺は県としてど
のような考えをなさっておりますでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　平和の礎の刻銘に関する検
索の件につきまして、現在、検索については平和の礎
の入り口と祈念資料館の中の２か所に検索できる検索
機を置いているところでございます。現在、刻銘され
ているかは検索機を利用するか、もしくは県の平和・
地域外交推進課に問い合わせするかのいずれかしかで
きない状況となっております。それで問合せ等が多数
あるところでございまして、県においては、刻銘の検
索に当たっての利便性を高めるために、インターネッ
ト上での公開に向けて今検討を進めているというとこ
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ろでございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治  議員　県外からもお見えになります
し、ぜひ継続して、その辺の部分はお願いしたいなと
思っております。また、今年も開南中学の新しい資料
が出てきまして、やっぱり私は―伯父さんはもちろ
ん顔も知らないし、写真も残っていないんですけど、
父や祖母がこの遺族会を一緒に継続してくれというこ
とで、私も元気なうちはやり続けていきたいと思いま
すし、また子どもにも引き継いでいきたいなと思って
ます。この気持ちというのは平和の最たるものと思い
ますので、ぜひよろしくお願いいたします。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午前11時59分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　家治 議員　（パネルを掲示）　明るい話題
から質問をさせていただきます。
　先ほど、Ｊリーグ規格スタジアム整備の答弁があり
ました。確かに、この計画が長い間中断というか頓挫
なのかは分からないんですけれども、急遽このスタジ
アム計画の発表がなされたんですが、それはどういっ
た経緯、どういったきっかけなのか教えてもらえます
か。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　Ｊリーグスタジアムの基準が今年の１月に見直され
て、従来より少ない観客席でスタジアムができると。
ライセンスを取得するためのですね。それを受けて、
当初２万人規模でスタジアムを造る場合は、コストが
大体200億ぐらいだったのが、段階的整備ということ
で、１万人前後で整備をする場合は120億円というこ
とで、大幅にコスト縮減ができることが分かりまし
た。これは令和５年度の調査ですね。それを踏まえ
て、建設に進もうという形で意思決定をしたところで
ございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　私が２月に聞いたときは、その
ようなまだ具体的な答弁はありませんでしたけれど
も、これから見ると、多分この屋根つきのメインと
バックスタンドで１万人、多分このゴール裏が後ほど
で１万人、合計２万人という考えでよろしいんでしょ
うか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。

○諸見里　真  文化観光スポーツ部長　議員のおっ
しゃるとおりです。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　実は、６月20日の新聞でＦＣ琉
球さんの資格不交付の可能性が出てきたという記事が
あって私もびっくりしたんですけれども、多分これは
県総のスタンドの屋根がまだ整備されていないという
ことでＪリーグからの指摘だったと思うんですけど、
この辺はどういうふうに御理解しているんでしょう
か。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　去る６月８日、ＦＣ琉球が記者会見を行いました。
その中で、Ｊリーグから新スタジアムの基本計画、こ
れが策定されて以降６年以上経過したということで、
現時点で当然これ暫定的にライセンスを取っています
ので、この部分について非常に厳しいという見解が示
されたというのがＦＣ琉球の記者会見でございまし
た。
　その辺を受けて県としましては、ＦＣ琉球のほうか
ら、共同で記者会見を開いてぜひそのスタジアムの進
捗状況を報告してほしいと要望がございましたので、
記者会見を実施したところでございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治  議員　そうしますと、Ｊリーグ機構
は、この奥武山にＪリーグ規格のスタジアムを建設す
るということで、県のほうが方針を出したことに対し
て、ＦＣ琉球さんの昇格に対するそのスタジアムの件
はクリアしたと考えてよろしいんでしょうか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　実は、ライセンス申請は６月末でＦＣ琉球のほうか
らやっております。それについては、Ｊリーグのほう
から当然自治体としてのヒアリング等もこれから出て
くると思います。その中で審査がされ、９月以降―
正式には11月ぐらいに決定がされるかと思うんです
が、その都度、自治体のそのスタジアムの整備の進
捗、それが問われると思いますので、適宜説明をし
て、そのライセンス交付を支援していきたいと思って
おります。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　ぜひ、せっかく今Ｂリーグも盛
り上がっていますし、また沖縄はプロ野球のキャンプ
のメッカですし、３大スポーツのＪリーグも、沖縄を
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ホームにしているチームがＪ２、Ｊ１に上がってもら
うためにも、自治体としてぜひ協力して立派なスタジ
アム建設をよろしくお願いいたします。多分10年後
には国体が沖縄で開催されるという話もありますの
で、ぜひ建設して、全国のサッカー競技の皆さんがプ
レーできるような立派な施設を造ってほしいなと思い
ますけれども、それに関して知事はいかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　詳細については文化観光スポー
ツ部長からありましたとおり、我々はやはりスポーツ
アイランド構想に基づいてそれぞれの施設を整備して
いきたいと考えておりますし、当然将来の国民スポー
ツ大会に向けても、様々な既存の施設をどのように改
修し利用していくかということも考えられると思いま
す。予算の関係上いろいろ検討すべき事項はもろもろ
ございますけれども、我々はこのスタジアムの整備を
含め様々なスポーツ施設の運営が、将来期待が持てる
選手の育成につながっていけるようにしっかりと取り
組んでまいりたいと思っております。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　奥武山は地下を掘ったら温泉も
出てきますし、総合的な365日運用可能な施設ができ
ると考えていますので、スポーツ利用も含めてトータ
ルで、競技だけではなくていろんな形で複合的な施設
ができると私も思っておりますので、ぜひよろしくお
願いします。
　あと、いよいよパリのオリンピックが始まります。
県内出身の野澤さんが沖縄出身として初めて男子サッ
カーのオリンピックの選手に選ばれましたけれども、
知事、沖縄県出身のオリンピックに出場する選手に
エールを送っていただけますでしょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　オリンピックは、県民、国民の
皆さんが非常に期待をしておりますし、やはりスポー
ツで活躍する方々のその姿勢や姿というのは、多くの
国民、県民に勇気、元気を与えてくれるものだと思い
ます。ましてや、県出身の選手が活躍することは県民
の皆さんにとっての希望であり、また誇りにもなると
思います。ぜひ、県民を挙げて応援をしていきたいと
いうように思います。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時７分休憩
　　　午後０時７分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　家治 議員　次に移りたいと思いますけれど
も、海の安心・安全なんですが、いかんせんやっぱり
観光客がまた増えてきていますので、多分水難事故の
件数は軒並み上昇していくんだろうなと思っておりま
す。いろんな話を聞きますと、一番は地元の人が行か
ない海岸線に観光客が行って、シュノーケリングをし
て事故に遭うとか、今ＳＮＳですごい量の情報がアッ
プされていて、普段ウチナーンチュが行かない海岸に
出ていって水難事故に遭うというのがあって、これは
もう全庁挙げてやってはいるんですけど、なかなか難
しい面はありますが、４年前とは全然違います。特に
文化観光スポーツ部は予算も１億2000万円近くつけ
ていただいて、今、巡回のパトロールもしております
し、実際にその成果も出てくると思います。また県警
におきましても、事業者に向けての安全条例をお持ち
ですので、特にダイビングの事故等含めて体調管理も
大切な部分がありますので、これトータルでぜひお願
いをしたいと思っております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後０時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　家治 議員　（パネルを掲示）　代表質問、
また１番手、２番手の我が会派の一般質問にもありま
したが、給食費の問題なんですけれども、教育長は去
年から各市町村の教育委員会と意見交換をしてきた
と。そして、今年の５月にある程度まとまったので、
知事が２分の１を補助するということを記者会見で発
表したとおっしゃっていましたけれども、市町村との
意見交換の中で、この２分の１とか小学校は対象外と
いう話は教育長自身やられたんですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　令和５年度、８月に市町村の担
当者との連絡協議会を持ちまして、今実施している市
町村との意見交換を行いましたが、その時点において
は具体的な制度等の話はなかなかできない状況があり
ましたので、今実施している市町村の課題等、そう
いった御意見を聞かせていただいたところでございま
す。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　じゃ、知事にお聞きします。
　現場では、この２分の１とか中学校だけですよとい
うのは多分聞いてないんですけれども、突然この―
当初、知事の公約は、小中学生、全部県が持ちますよ
という公約で２年前はなさったと。だけど、今年の５
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月に急遽、当初は中学生ましてや２分の１を負担する
市町村には２分の１補助をします、という方針を発表
なさいましたけれども、これは教育委員会での発案で
はないんじゃないですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私、２年前の2022年の知事選に
おいては、子どもの未来への投資ということで、学校
給食の無償化ということを掲げておりまして、例えば
全額支援するとか補助するとか、そういう詳細な点に
ついては触れておりません。それは市町村が学校給食
を提供するその設置者の努力義務となっているところ
から、やはり市町村としっかりと話合いをして進めて
いきたいということにとどめておいたものでございま
すが、今般、教育委員会のほうで学校給食の実態調査
を行い、特に高校進学に当たって出費の多い中学生が
いらっしゃる家庭の教育費の負担が大きいということ
などもありまして、教育委員会のほうで様々な案を提
示した上で検討した後、県がまず中学生の給食費の２
分の１を負担するということから第１弾として進めて
いきたいという方向性で取りまとめられたということ
でございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　簡潔にお答えください。
　県教育委員会は、各市町村の教育委員会と話をして
いる。だけど、そのときは具体的な数字は出ていな
い。だけど、突然中学生だけ２分の１、そして２分の
１を負担する市町村だけということで発表して、市町
村の首長さんから猛反発が出てきて、結果、２分の１
はやりましょうとまた修正した。だけど、ある首長さ
んが言うには、私たちのところはとてもじゃないけど
２分の１を負担できない。じゃ、負担できる市町村と
できない市町村のこの不公平さは、誰が責任を持って
誰が説明をしてやっていくんですかということで私は
聞かれましたけれども、この辺は知事が答えるべきだ
と思うんですけど、どうですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　ここが１点誤解を少し先行させ
てしまったことは、おわび申し上げないといけないと
思います。当初は、その給食費の無償化について、協
力をしていただける市町村で希望するところには２分
の１という方向性で、当初の案はそのように確かに立
てつけをつくりました。案の状態でそれを市町村長に
教育委員会から説明をしたところ、いや、これは41
市町村で公平にやっていただきたいという意見が大宗
を占めていたということもあり、その後検討した結果
では、沖縄県が支援させていただくのは41全ての市

町村で、その中学生の給食費の２分の１を負担させて
いただくということで、子育て支援を公平にやってい
くという観点で、県が２分の１をまずやらせていただ
こうということに至った次第であります。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　混乱を招いたんですよ、結果的
には。２分の１を負担しないところには出しませんよ
と言って第１段階をやった。そうしたら、市町村が猛
反発した。今度は、再度聞き取りをして２分の１はや
りましょうと。だけど、あと２分の１をやらなかった
らその市町村の体制が批判されるということまで危機
感を持っていらっしゃる。ですから、最初からこの辺
市町村との調整をして、その後に私は発表すべきだっ
たと思うんですよ。どうして突然市町村との調整をし
ましたって、具体的に数字の話はしていないんでしょ
う。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　令和５年の調整については、ま
だ当初でありましたのでそういう具体的な提示はでき
ておりませんでしたが、その後やはりしっかりとその
意見も踏まえまして、我々のほうとしてどういう方法
があるのかいろんな案をたたき台に上げながら検討
し、関係部局と連携し、また知事、副知事の御意見も
いただきながら進めてきたところでございます。基本
的には、教育委員会が所管でありますので、我々が
しっかりと案を持ちながら調整をし、ここまで来たと
ころであります。やはり、その方針については先ほど
申し上げましたとおり、令和７年４月にスタートとい
うことで、まずは御提示をして御意見をいただきなが
ら修正をし、その制度をしっかりと確立していきたい
ということで進めてきておりまして、今回６月６日、
７日の市町村長との意見交換でいただいた意見を踏ま
えて修正を加えて、今回の方針を決定するに至った次
第でございます。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　教育長の答弁は本当に理解でき
ますよ。現場の人の声を聞いて、お互いの意思疎通を
吐き出させてやっていきたいというのは、本当に教育
長の人柄が出ております。ただ、教育庁から離れてこ
ちらに来たら突然２分の１になったというのは、誰が
見ても分かるんですよ。それをどうして中学校だけ２
分の１にし、小学校はなぜやらないのか。これは多分
もう10億の負担しかできないということからはじき
出された部分なんじゃないですか。小学校は38億、
中学校は20億。それの２分の１だったんで10億。そ
れしか出せない、捻出できないということから中学校
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２分の１という数字が出てきたんじゃないですか、ど
うですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　議員おっしゃるように、どのよ
うな財源をこの給食費の財源として用いるか、充てて
いくかということについては、我々の中でも非常に議
論をさせていただきました。現在、学校給食の無償化
の支援をしていただいている市町村も、例えば国から
の交付金でありますとか、ふるさと納税でありますと
か、あるいは一般財源など取組が様々違うということ
で市町村のその財政の状況も、非常に苦慮していらっ
しゃるという状況もまた我々聞かせていただいており
ます。ですから、我々今、国の交付金など活用できる
財源を検討しておりますけれども、最終的にはこの給
食の無償化について、まずは中学校の半額支援から県
が始めさせていただき、将来的には当然小学校まで、
国の財政支援等も見据えながら、全額無償化できるよ
うな方向性で展開していきたいというように思います
が、そのためには市町村の協力も国の協力も必要だと
いうことで、また我々しっかりと考えていきたいとい
うように思います。
○中川京貴 議長　仲村家治議員。
○仲村　家治 議員　まあ、いいでしょう。私たちも
小学校、中学校、完全無償化したいと思っておりま
す。ただ、今知事がおっしゃったのは、支離滅裂で後
づけなんですよ、全て。突然、この２分の１というの
が出てきて、それも与党の皆さんは説明受けたんです
かね。受けていないという話がありますけれども、あ
る政党は次の日にはもうのぼりが立っていたというこ
とですので、この辺は何らかの意図があったとしか思
わざるを得ません。私たちも全力で学校給食の無償化
に向けて頑張っていきますけれども、理不尽な過程で
の決定は絶対に許したくないと思っておりますので、
この辺はぜひ肝に銘じて頑張ってください。
　以上です。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後０時20分休憩
　　　午後１時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　一般質問に入る前に、このたび
厳しい県議会議員選挙、このような場でまた皆様と議
論をさせていただくことができますことに、県民の皆
様に本当に感謝申し上げます。これからより一層、県
勢の発展、県民の未来に向けて、さらに皆さんとまた

議論をしていい沖縄県であることを願っております。
よろしくお願いいたします。
　そういった意思に基づいて、では一般質問に入らせ
ていただきます。
　まず初めに、名護市安和桟橋で起こった普天間飛行
場代替施設建設事業に係る人身事故について伺いま
す。
　(1)、事故の概要について伺います。御答弁をよろ
しくお願いします。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　本件は、本年６月28日午前10時13分頃、名護市安
和の国道449号上において、会社員の男性が運転する
大型貨物自動車が安和港出口から本部町向け左折進行
中、大型貨物自動車の進路上に出た女性及び警備員と
衝突した事案であります。なお、警備員は頭を強く打
ち死亡し、女性は両足骨折等の重傷を負っておりま
す。事故原因等詳細につきましては捜査中でありま
す。
　県警察といたしましては、必要な捜査を行い、事故
原因等の究明を図ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　管理をする県としてはどのよう
に概要を把握しているか、御答弁をお願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　名護市安和桟橋付近にお
きまして、抗議活動中の市民と警備員がダンプトラッ
クに巻き込まれる事故が発生しましたことにつきまし
ては、極めて遺憾でございます。お亡くなりになった
警備員の方に対し、慎んで哀悼の意を表しますととも
に、重症を負った方に対し、一日も早い回復を心から
祈っているところでございます。
　なお、安和桟橋付近の安全対策につきましてです
が、歩行者等に対しまして、指導等につきましては行
う法的根拠がないということから、県において対応を
行うことは困難と考えているところでございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　新聞報道でもいろいろまた見て
みると、６月30日の沖縄タイムスにもこのように記
載をされております。「①１人がダンプの前を牛歩で
横切ろうとした。②それを見た警備員が歩道に戻し
た。③歩道でその様子を見ていた女性が何らかの理由
でダンプの前に出た。④制止しようとした警備員と女
性の２人がはねられた―。けがをした女性が動き出し
たダンプ前に飛び出たとみている。」。そして、本当
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に大変だなと思うのが、こういうのもありますよ。や
はりほかのところでも、民間警備会社の47歳男性が
阻止しようとしましたと、飛び出るのを。それを見て
いた別の72歳の女性が飛び出そうとして男性と言い
合いになり、左折してきたダンプカーに巻き込まれて
しまった。男性は頭部破裂で死亡ということです。こ
れは普通の事故ではないんですよ。やはり左折をして
いるダンプの前に飛び出してきた。私は当初１人の方
かなと思ったら、警備員、１人を止めて阻止をした。
しかし、その後からもう１人出てきてしまった。そう
いったのを把握しているのか、県並びに警察本部長に
お伺いします。いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　事故の状況につきましては、先ほど御答弁したとお
り、大型貨物自動車が左折進行中、この大型貨物自動
車の進路上に出た女性及び警備員と衝突したものでご
ざいますけれども、その事故の詳細につきましては、
現在捜査中でございますので、答弁を差し控えさせて
いただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事故の詳細につきまして
は、捜査中ということでございますので、コメントは
差し控えたいと存じます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ちょっと休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時45分休憩
　　　午後１時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○又吉　清義 議員　（パネルを掲示）　これはもち
ろん本部ではありません。しかし、辺野古で反対運動
をしていた方々のある一部の写真です。このメンバー
がそこに行ったかどうか私は全員を把握をしておりま
せんが、このように車の上に乗っかる。そしてそれば
かりではないですよ。（パネルを掲示）　このように
車に飛び込もうとしているのを警備員の皆様に命を
救っていただいている、その場面。そして、そればか
りでもないですよ。（パネルを掲示）　せっかく警備
員の皆さん、こんなに必死で守っているのに最後はど
うなっておりますか。見えますか。その警備員の皆さ
ん、その方々からどんな指示を受けていますか。そ
れでも警備員の皆さん、必死で反対運動をしている
方々、県民の命を救おうと頑張っているのが現状なん
ですよ。しかし、我々沖縄県、このような事件・事故
が起きてしまった。

　そこで知事に伺います。
　知事、県の関係する施設で死亡事故は何件起きまし
たか。お答えください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県の管理する施設という
ことで多岐にわたりますが、その詳細、数等について
は今現在、手元に資料がない状態でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そうでしょうね。これは皆さん
がそのぐらい真剣に考えていない証拠なんですよ。皆
さん、本部港でどういう事故がありましたか。お答え
ください。今から３年前に本部港でどういう事故があ
りましたか。死亡事故。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　本部港の上屋、いわゆる倉庫の扉が倒れ、作業員が
死亡したという事故が発生をしております。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　このように、なぜ起きたのかで
すよ、皆さん。これも十分生かされていない。今回の
この死亡事故においても、新聞報道とかいろいろなも
のを調べてみると、私は本当にこれでいいのかなと非
常に疑問に思っております。ですから、これまでこの
安全対策について、県に工事事業者なりあらゆるとこ
ろからこの安和桟橋出入口付近における乗り入れ口の
安全対策について、どのぐらいの要望がありました
か。これを改善してもらいたいというのは何回ぐらい
ありましたか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時49分休憩
　　　午後１時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　今現在、確認できるのは２回ほどあったということ
でございますけれども、それ以外にも事務所のほうに
は何がしか要望というものは上がっていたかもしれま
せんが、全体の回数というのは今把握していない状況
でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　じゃあ、逆の立場からお尋ねい
たします。
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　皆さんは北部土木事務所とこの事故について、これ
まで原因なり現場検証なり何回ぐらい行いましたか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　土木事務所において、
日々港湾の管理等でパトロール等しておりますし、事
故後も現場を確認しているかとは思いますが、回数に
ついては今把握をしていない状況でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時51分休憩
　　　午後１時51分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　北部土木事務所等を所管する道路管理課もしくは土
木建築部内の会議につきましては、日々電話、メー
ル、それから実際に会っての会議等行っております
が、全体の会議については、何回かというところは今
お答えしかねるところでございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　じゃあ、それでは部長確認しま
すよ。日々、これまで会議を重ね、連絡を受けている
として理解してよろしいですね。それ確認ですよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　港湾また道路の管理等に
ついては、日々、事務所と主管課において情報共有
し、会議を重ねている―まあ、直接会わない会議も
含みますが、会議を重ねているという状況でございま
す。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そうであれば部長、私が調査し
たところでも、令和４年12月９日から琉球セメント
が北部土木事務所に、このような出入口付近の安全対
策の申請について13回も要望しているんですよ。そ
して、北部土木事務所は皆さんに連絡をすると回答し
ているんですよ。これは御存じないですか。13回も
行われていますよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事業者が事務所に対して
ガードレール等の設置要望を行っているということに
つきましては、随時報告を受けております。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そうですよね。その報告を受け
た中で、特に令和４年12月15日、琉球セメントから
どのようなメールが届きましたか。お答えください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時53分休憩
　　　午後１時53分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　申し訳ありません。その
ときのメールは今ちょっと手元にございません。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義  議員　多分、持ってこないだろうと
ちゃんと理解しておりますから、私が読み上げましょ
うね。時間もったいないけど。
　再度検討の依頼ということで、死亡事故等の危険性
もはらんでおりますよと。ですから、道路管理者とし
て安全を求めていく責任がある。引き続きガードレー
ルの設置を御検討ください、ということで、皆さんこ
れは令和４年12月15日に行っているんですよ。しか
し、これから１年近くたっても返答もない。挙げ句の
果てに令和５年７月18日に皆さん、どのように回答
いたしましたか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　事業者側がガードレールまたは移動可能な樹脂製の
バリケード等の設置を求めていたというところは認識
をしております。その設置を希望している箇所でござ
いますが、歩道上でございまして、その設置は歩行者
の通行を妨げ、歩道本来の目的を阻害するというとこ
ろから、道路管理者としてこれらの設置は適切でない
と考えたところでございます。
○又吉　清義 議員　ちょっと休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　先ほどもお答えいたしましたけれども、設置箇所は
歩道上ということでございまして、その設置が歩行者
の通行を妨げると認識しているところでございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　（資料を提示）　歩道はこれど
こにありますか。①にあるんですか、②にあるんです
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今、議員から御提示いた
だいた写真でございますが、写真の真ん中歩道を横断
しているところ、これ全て歩道であるという認識でご
ざいます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　そうですよね。①のところで事
故が起きたんですよね、巻き込み口で。業者はそこに
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ガードレールを設置してもらいたい、バリロードを設
置したいという要請をしたんですよ。それを断ったの
は誰ですか。どうしてここから歩行者が歩けるんです
か。そこを歩いたら、これ植樹帯にぶつかって通れな
いですよ。ましてやここからどのようにして横断する
んですか。横断もするなということで、見てくださ
い、こっち。中央分離帯もあるんですよ。皆さん、お
かしいと思いませんか。部長は現場を全然見ていない
というふうに理解してよろしいですね。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　現場の状況はよく把握をしております。この部分か
ら国道を横断するのではなくて、この歩道から歩道へ
の横断、そこについては歩行を妨げるというところ
と、一部分歩行者を誘導するという意味で設置するこ
とはございますが、こちらについては横断歩道もない
ということで、歩行者の自由の阻害、通行を妨げると
いう認識で判断をしたところでございます。
○又吉　清義 議員　ちょっと休憩してくださいよ。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時57分休憩
　　　午後１時58分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　（パネルを掲示）　部長、見て
いますか。全く同じ、彼ら業者が設置したいのは、こ
のような引込線の引込み口のほうにガードレールを設
置したいと。これ皆さん県道ですよ。何の支障もない
ですよ。何で人も通らないところにそんな支障がある
んですか。見てください。国道さえも支障ないです
よ。こういうのが多々ありますよ。そればかりじゃな
いですよ、皆さん。（パネルを掲示）　県庁へ入る入
り口前ですよ。見てください。歩道のこの部分はしっ
かりと開いている。この引込み口はしっかりとガード
レールがある。おかしいと思いませんか。誰が邪魔だ
と決めたんですか。お答えください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　横断歩道等が設置されて
いる場合には、そこへ安全に歩行者を誘導するため
に、こういった誘導を目的としてガードパイプ等を設
置することはございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　部長、一般常識を考えたほうが
いいですよ。横断歩道設置云々じゃないんですよ。人
の命を守るために皆様方が迅速に対応ができるか、正
しく判断できるか、牛歩戦術みたいにゆっくりゆっく

り判断して、業者が安全上のためにこういったものを
設置したい、命にも関わるからと何回も何回も要請を
している。しかし、皆さん１年以上たっても判断をし
ない。本部港もそうでしたよ、上屋は。本部町の皆さ
んから何回通告を受けましたか。再三これを直しても
らいたいという要請があるにもかかわらず、皆さんは
ほったらかしにしてきた。待て待て待てと。これも１
年以上も待て待て待てとほったらかしにしてきた。
ガードレールの設置をするだけで人の命が救われたん
ですよ。亡くならなくてよかったんですよ、皆さん。
この飛び込んだ方というのは、先ほど部長にあげたこ
の歩道のこの場所から飛び込んだんですか。違うで
しょう。引込み口から飛び込んだんでしょう。これ、
どのように認識していますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほども答弁して繰り返
しで恐縮でございますが、事故の詳細につきまして
は、お答えを差し控えさせていただきます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　何も差し控えることは聞いてま
せん。私は事実を確認しているだけですよ。あなた、
それも確認していないというふうに理解していいんで
すか、その程度も。現場も見に行った、土地も見てい
るのに、それも理解していないっていうふうに理解し
ていいですね。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　議員の提供写真の柵でございますが、これは先ほど
もお答えいたしましたが、横断歩道等がございまし
て、そちらへ歩行者を安全に誘導する目的で設置した
ものでございます。今回、事業者から設置要望のあっ
た箇所については、歩道上でございまして、その設置
が歩行者の通行を妨げるという判断から、これらの設
置は適切ではないという判断をしたところでございま
す。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　さっきから聞いていますよ。歩
行者がここを通ってどこに行くんですか。お答えくだ
さい。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　歩行者が歩道上をどのよ
うに通行するかというところは、歩道上であればどの
ような箇所においても、歩行者が通行する前提で考え
ているというところでございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ですから、どこに行ってもいい
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んですよ。引込み口からどこに行けるんですかと聞い
ているんですよ。その程度、地図見て分かるでしょ
う。お答えください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今、歩行者が歩道上を通
行する箇所については、歩行者が自由に通行できる範
囲は歩行者が立ち入る可能性があるということで考え
ているところでございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ですから、自由に立ち入れる範
囲で、どこに、どうなるのですか、それぐらいあなた
見えないんですか。これ国道以外に出るところはない
でしょう。道に飛び出る以外ないでしょう。ガード
レールを設置しようとしたところは。違うんですか。
お答えください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　今回、事業者が設置を求めたガードレール等でござ
いますが、先ほどもお答えいたしましたが、そこは歩
道上でありまして、歩行者の通行を妨げるというとこ
ろ。また議員から御提示のございました写真の箇所に
つきましては、横断歩道が近接しておりまして、横断
歩道へ安全に歩行者を誘導するという目的で設置をし
ているものでございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　部長、横断歩道を設置すれば、
誘導できるならこんな簡単なことはないじゃないです
か。県警にお願いして、横断歩道を造ってガードレー
ルを設置すればそれで全てが終わるじゃないか。答え
は出ているじゃないですか、皆さん。何で１年半もか
かるのか。たかが横断歩道１本造るのに。人の命が守
られるんですよ。なぜやらなかったんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　横断歩道の設置につきましては、道路管理者のみの
判断ではなくて、警察等、交通管理者等の協議等に
よって設置されるものという認識でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　詳しくはまたほかの場所に変え
てやりたいんですが、皆さん本当にこの北部土木事務
所に来た要望を、巻き込み口でも歩行者の通行分を残
していれば歩道の機能に障害はないと。これ見てある
わけないんですよ、皆さん。植樹帯にしか行けない。
これも歩けるところではない。歩道を通り越したら
今度は国道に出るしかない。国道449号に出るしかな
い。それを分かっていて皆さんが何をしたかという

と、設置の必要性がないと判断したと。令和５年７月
18日ですね。その日設置の必要性がないと判断した
というのは、これは知事、副知事、公室長も一緒に会
議をして判断したのか、いきさつはどのようになって
いますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　道路法に基づきまして、
道路管理者以外の者が設置をする際の許認可は土木事
務所長の決裁でございます。今回の案件につきまして
も、一義的には土木事務所において、その設置が不適
切であるという認識をし、土木事務所において決定さ
れたものでございます。その後、私ども土木建築部内
のほうにも情報の共有はされておりますが、決定の意
思は土木事務所において決定されているというところ
でございます。
○又吉　清義 議員　ちょっと休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　土木事務所長の判断と言ってお
りますが、北部土木事務所は自分で判断できないから
皆さんに伺いを立てないとと言っているのは、じゃあ
あれは、うそというふうに理解してよろしいですね。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　北部土木事務所は本庁道
路管理課もしくは土木建築部と協議し、意見も確認し
た上で決定しているという認識でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ですから、これは皆さんも一緒
に協議をしたというふうに理解してよろしいですよね
と聞いてますよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　北部土木事務所の決定に
当たっては、本庁といたしましても状況を確認し、そ
の適切性については確認をしているところでございま
す。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　令和４年からこのような事案が
あるのに対して、なぜこんなに１年以上もかかったん
ですか。お答えください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事業者からの申出があっ
て、設置が適切ではないという判断をしたところでご
ざいまして、またその後設置はされていないというと
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ころでございます。その間、時間は経過しているとい
うところかという認識でございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　じゃあ別の角度から。もう本当
に誠意ある答弁ではありませんから、全く別の角度で
すよ。そこにバリロードを造る、柵を造って迷惑する
方は何名ぐらいいたんですか。現地調査もしました
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　歩道は、歩行者の自由な
通行のために設置をされるものでございます。樹脂製
のバリケードの設置は歩行者の自由な通行を妨げる等
ございますが、それを設置しておりませんので、どの
程度の人がその後通ったかというところは分かりかね
るところでございますが、一般的に道路においては交
通量等は調査しておりますので、その道路に歩行者が
どれぐらいいたかというデータは調べればあるかと思
います。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　一般的に見て、通る人いません
よ。どうしてあんなところ通らないといけない。わざ
わざ。通る人はせいぜい牛歩戦術の皆様方だけです
よ。排気ガスのあるところで健康にも悪いし。本当に
御苦労さんだと思うよ。あえて命も縮めて自分の健康
も害して、同じ歩き歩きをするんでしたら公園でやっ
たほうがまだ健康にいいですよ。そして判断もできな
い県の、この業務のなさ、情けないですよ皆さん。こ
れで本当に沖縄県守れるかどうか、情けなくて、私は
本当に悲しくてしゃあない。先ほど、皆さんに見せま
したよ。警備の皆様方、反対派であろうとどの方であ
ろうと必死に人の命を守っているんですよ。それに対
して県の姿勢はこれでいいんですか、いいんですか
と。皆さん胸痛くないですか。自分の命をなげうって
人の命を守っている。大変ですよ皆さん。これを全く
皆さん、何にも考えていない。法律でどうのこうの言
いますが、玉城知事に言ったらいいですよ。辺野古埋
立て、最高裁で判決も出ました。一度だって守りまし
たか。何も守っていないですよ。これが沖縄県の行
政ですよ。都合のいいところだけ法律どうのこうの言
う。これじゃあいけないですよ。もう少し行政マンら
しくなったらいいですよ。この提案、また角度を変え
て、また日を改めてやりたいと思いますので。
　ちょっと休憩してください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時10分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
○又吉　清義 議員　保育料のゼロ歳から２歳の無償
化について伺います。
　現状はどのようになっているのか、県としてまたど
のように取り組んでいるかお伺いいたします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　ゼロ歳児から２歳児の保育料に関してですが、住民
非課税世帯それから生活保護世帯、多子世帯が無償と
いうふうになっております。
　県といたしましては、子育て世帯の経済負担を軽減
する観点におきまして、全国知事会を通して、ゼロ歳
児から２歳児についても全ての世帯を無償化の対象に
加えることを国に対して要望しているというところで
ございます。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　取り組んでいることは非常にあ
りがたいです。部長にあと１点お伺いしますが、これ
はもう国に丸投げなんですが、少子化傾向ならそれを
打開するためにやはり県としても自ら汗をかいている
のか、国に対して丸投げで全額を要求しているのか、
県もこれだけ出すから国としてもこれだけ出すべきだ
と、そういった案等も持って交渉しているんでしょう
か。いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　今回のゼロから２歳児に関しての完全保育料の無償
化ですけれども、国のほうといたしましても、やはり
少子化の観点から必要であるというところで検討に今
入っているような状況にございます。今、国のほうの
こども未来戦略におきましても、これまで比較的支援
が手薄だった妊娠出産期からゼロから２歳児の支援を
強化するという形で、戦略のほうにも位置づけられて
おります。全国知事会と一緒になって県のほうもこれ
まで11回要請をしているところでございますので、
また一緒になって今後も連携を組みながら取り組んで
まいりたいというふうに思っております。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ぜひ国だけじゃなくて、県もや
はり少子化傾向をしっかりと対策していくんだという
意思があれば、やはり自らも身を切る中でしっかり国
にも求めていくことによって、私は非常にこれも理解
を得られるかと思いますので、ぜひ―今、３歳児以
上は国が５割、そして県４分の１、市町村４分の１
だったかと思います。そういったものも勘案しなが
ら、やはり少子化傾向をしっかりと改善していかなけ
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ればならない。県としてもその対策をきっちりと講
じていただきたいということを要望しておきます。ま
た、その後に質問したいと思います。
　じゃあすみません、４番に飛びます。
　普天間飛行場返還跡地について、６月に国が打ち出
した骨太方針についてお伺いします。どのような方針
を打ち出したかお伺いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　お答えいたします。
　去る６月21日に閣議決定されました骨太方針2024
においては、普天間返還も見据えた基地跡地の先行取
得が明記されたということでございます。今後も所要
額が確保され、そのための予算を含め用地取得の取組
の後押しになるというように考えております。
　沖縄県としましては、あらゆる広報媒体を活用して
地権者の皆様への制度の周知を行うとともに、基地跡
地利用の理解の促進を図りつつ、国、宜野湾市との連
携を一層強化して普天間飛行場の先行取得に努めてま
いりたいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　私はまさか知事が答弁するとは
思いませんでした。びっくり仰天しております。
　返還を見通しているということは、知事、どのよう
に理解していますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県としては、早期の返還を求
めているというところでございます。それに先立つよ
うな形での用地の先行取得についても、なるべく早め
の早期の用地の取得に努めてまいりたいというふうに
考えております。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　返還を見据えるということは、
もう返還にめどがついているということなんですよ、
皆さん。いつまでにできるという。国は自信があるわ
けですよ。皆さんみたいに12年でもできない、13年
でもできない、こんなもんじゃないよと。10年かか
りませんよと私ずっと言い続けております。かかりま
せんよ、早いですよ皆さん。ですから皆さんも考え方
を変えないと、計画追いついていきませんよ。
　その中で先行取得をしているということなんです
が、県が求めている基金、何ヘクタールを予定して、
その進捗率は何％に達していますか。お答えくださ
い。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県のほうでの先行取得面積は

22ヘクタールでございます。現時点における取得面
積は、約70％に当たる15.4ヘクタールを取得してい
るところです。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ですから、この22ヘクタールの
根拠を調べてみたんですが、縦断道路、横断道路とい
うことなんですが、素人なりに計算してみるとほぼ満
杯ですよ。22ヘクタールで縦断道路、横断道路で。
私が要望したいのは、これからこのような普天間飛行
場であり、キャンプ・キンザーが返還されます。県と
して、この広大な跡地にただ道を造るだけで終わるん
ですか。こんな寂しい計画なんですか。もっと夢のあ
る、ビジョンのある計画を立てて先行取得をもう少し
でっかくやりませんかと言いたいんですよ。いかがで
すか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今現在の22ヘクタールという
道路用地の面積の考え方というのは、宜野湾市と共同
で策定している全体計画の中間取りまとめ、そこでの
土地利用のありようの中で22ヘクタールという面積
が出てきております。今後、令和９年度に向けては、
全体計画の取りまとめという形で地権者も含め関係者
も含め、宜野湾市と共同でまた跡地利用計画をまとめ
ていくんですが、その中でまた必要な県有地、県の施
設が必要であれば、それはまた特定事業の見通しとい
う形で手続を取った上で、先行取得のほうに取りかか
れるというふうに考えているところです。
○中川京貴 議長　又吉清義議員。
○又吉　清義 議員　ぜひ、あと100億ぐらいは最低で
もやるような意気込みがないと。なぜかというと、今
日の新聞に載っていたのを見ましたか。ゲートウェイ
構想2050年までにです。「那覇空港の機能拡張や、
返還が予定される那覇軍港と牧港補給地区（キャン
プ・キンザー）、米軍普天間飛行場の跡地を一体的に
開発し「世界に開かれたゲートウェイ」とすることを
目指す。」と。だから道路網を造るだけでは寂しいん
ですよ、皆さん。
　部長、大きな夢を持って、これと共に進むんだとい
うことでぜひ頑張っていただきたいんですが、いかが
でしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　土地の取得につきましては、
先ほど述べたとおり手続がまず必要になってきます
が、いずれにしましても跡地利用については、沖縄県
全体の発展につながるような視点を持って取り組んで
まいりたいと考えております。
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○又吉　清義 議員　ありがとうございます。よろし
くお願いします。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
　　　〔宮里洋史　議員登壇〕
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○宮里　洋史 議員　皆さん、こんにちは。
　県議会議員の先輩、そして同期の皆様、県庁並びに
関連機関の職員の皆様、どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　沖縄自民党・無所属の会、宮里洋史です。
　一般質問に入る前に一言所見を述べさせていただき
たいと思います。
　去る６月16日投開票の沖縄県議会議員選挙、14期
として地域の皆様のお力添えで当選させていただきま
した。そのときにとても感じたのは、共に選挙戦を戦
いました相手候補のこともすごく思いました。たくさ
んの票をいただいて、本当ぎりぎりの接戦の選挙の中
で、選挙の後に前回与党であります上里善清県議会議
員とお話しする中で託された思いもあるので、そこを
しっかりと代わりというか、気持ちを受け継いで進め
ていきたいと思います。
　お話ししていたのは２つの事業でございました。
18歳までの医療費無償化と小学校までの給食費の完
全無償化をやり遂げてくれという託された思いもあり
ますので、しっかりと取り組んでいきたいと思いま
す。
　それでは一般質問に入ります。　　
　１、防災行政。
　(1)、西原町工業団地内水害対策についてお伺いい
たします。
　(2)、小那覇交差点付近水害対策についてお伺いい
たします。
　２、子ども教育政策について。
　(1)、格差是正。
　ア、検定取得補助の県内の状況についてお伺いいた
します。
　イ、高等学校タブレット端末購入について。
　ウ、県外派遣費の現状についてお伺いいたします。
　(2)、教職員負担軽減について。
　ア、高等学校推薦入試の取組について。
　イ、メンタルケアの現状について伺います。
　３、都市計画・土木建築行政について。
　(1)、東海岸サンライズベルト構想の現状を伺いま

す。
　(2)、道路・河川。
　ア、県道38号線、29号線の進捗状況と課題を伺い
ます。
　イ、小波津川河川整備事業の現状を伺います。　
　４、知事公約。
　(1)、給食費無償化の現状を伺います。
　(2)、バス通学費無料化の現状を伺います。
　(3)、観光目的税の導入に向けた現状を伺います。
　５、我が会派の代表質問との関連について。
　以上です。よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時22分休憩
　　　午後２時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○宮里　洋史 議員　すみません、質問項目５は取り
下げでございます。
　以上、よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　宮里洋史議員の御質問にお答え
いたします。
　４、知事公約についての御質問の中の(1)、学校給
食費無償化についてお答えいたします。 
　学校給食費の無償化につきましては、昨年度、県教
育委員会において制度設計の基礎資料とすべく、小中
学生のいる保護者を対象に学校給食実態調査を行いま
した。今年度、その調査の結果がまとまり、また、こ
れまで得られました市町村の意見を踏まえ、関係部局
間において検討を重ねてきた結果、５月に沖縄県とし
て取組方針を決定いたしました。その後に行った市町
村長との意見交換等を踏まえ、取組方針に修正を加
え、県内41市町村全てに対して、中学生の学校給食
費の２分の１相当額を補助することとしております。
今後は、県教育委員会において詳細な制度設計を行
い、令和７年４月からの実施に向けて取り組んでまい
ります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、防災行政の(1)、西原
町工業団地内水害対策についてお答えいたします。
　去る５月22日及び６月14日の大雨により、西原町
小那覇工業団地内において浸水被害が発生しておりま
す。県では、同地域の浸水被害対策として、南西石油
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背後地水路の導流堤整備等に着手しております。
　県としては、引き続き関係機関と連携しながら、浸
水被害対策に取り組んでまいります。
　次に同じく１の(2)、小那覇地域の冠水対策につい
てお答えいたします。
　浦添西原線の小那覇地域においては、台風及び豪雨
等により、道路の冠水が発生しております。県では、
令和５年度に小那覇交差点付近で一部排水等を改修し
ており、令和６年度は冠水の要因を把握するため流域
解析等を実施することとしております。引き続き関係
機関と連携し、冠水対策に取り組んでまいります。
　次に３、都市計画・土木建築行政についての(2)の
ア、浦添西原線と那覇北中城線の進捗状況等について
お答えいたします。
　浦添西原線は、翁長・嘉手苅工区、嘉手苅・小那覇
工区で道路整備に取り組んでおり、令和５年度末の進
捗率は事業費ベースで約47％となっております。那
覇北中城線は、幸地・翁長工区、翁長・上原工区で道
路整備に取り組んでおり、令和５年度末の進捗率は事
業費ベースで約62％となっております。いずれの路
線も用地取得に時間を要しており、引き続き西原町と
連携を図りながら、早期整備に向け取り組んでまいり
ます。
　次に同じく３の(2)のイ、小波津川河川整備事業の
現状についてお答えいたします。
　小波津川については、整備延長約3.8キロメートル
のうち、河口部から西原町役場付近までの約1.7キロ
メートルが概成しており、現在、西原町役場付近にお
いて、橋梁整備を行っているところであります。ま
た、整備済みの下流区間において雑草木が繁茂してい
る状況があることから、緊急浚渫推進事業債を活用
し、令和６年度にしゅんせつ及び雑木除去を行うこと
としております。今後とも西原町と連携し、小波津川
の早期整備及び適切な維持管理に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、子ども教育政策についての
中の(1)のア、検定料補助の状況についてお答えいた
します。
　児童生徒が英検・漢検・数検等の各種検定試験に取
り組むことは、子どもたちが自ら目標を設定し、粘り
強く学びに向かう力や知識・技能を身につけるという
観点から、教育的にも有意義であると考えておりま
す。小中学校における検定料の補助については、多く
の市町村において様々な形で実施されていると聞いて

おります。
　県教育委員会としましては、検定料の補助の在り方
について、他県の動向等を注視するとともに、引き続
き学習指導の充実に努め、児童生徒の主体的に学びに
向かう態度の育成に取り組んでまいります。
　同じく(1)のイ、高等学校のタブレット端末購入に
ついてお答えいたします。
　学習端末については、学校や家庭など様々な場面で
生徒が日常的に活用することが重要であり、高等学校
では、このような個人が専有する教材等は自己負担が
原則となっております。このため、保護者等が購入す
る学習端末の購入費の一部を補助するとともに、県指
定ＥＣサイトにおいて、市場よりも低価格で購入でき
る環境を整備しております。学習端末を購入できない
生徒には、端末を貸し出しており、引き続き保護者等
の負担軽減に努めてまいります。
　同じく(1)のウ、派遣費補助についてお答えいたし
ます。
　県教育委員会では、これまで中体連・中文連・高体
連・高文連主催の九州大会、全国大会に参加する中高
校生に対して、各連盟を通して派遣費を補助しており
ます。また、市町村においても派遣費の補助を行って
おりますが、補助額についてはそれぞれの実情により
異なっております。
　県教育委員会では、経済的事情により、子どもたち
の可能性が狭められることがあってはならないと考え
ており、今後とも派遣費の補助を継続し、生徒の負担
軽減が図られるよう努めてまいります。
　同じく(2)のア、県立高校推薦入試の取組について
お答えいたします。
　これまでの推薦入試に変わる新制度として、今年度
から特色選抜を実施いたします。新制度においては、
受験生の個性や特色をより一層生かせるよう、中学校
長の推薦によらず生徒自ら出願することができます。
また、受験生は全員学力検査を受けることにより、高
等学校に必要な基礎学力の定着が図られるものと考え
ております。なお、出願に当たってはＷＥＢ出願とな
り、受験生及び学校の志願書作成等の負担軽減につな
がるものであります。
　県教育委員会としましては、中学生がより主体的に
高校選択ができるキャリア教育の視点に立った高校入
試に取り組んでまいります。
　同じく(2)のイ、教職員のメンタルヘルス対策につ
いてお答えいたします。
　県教育委員会では、県立学校の教職員に対し、保健
スタッフの学校訪問による相談対応及び管理職支援の
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強化や、新たにＩＣＴを活用した教職員の相談窓口を
設置するなど、取組の充実を図っております。また、
那覇市と連携し、教員向けのオンラインによるセルフ
ケア研修や復職支援体制の整備など、効果的な取組の
研究を昨年度から継続して行っております。メンタル
ヘルス対策を効果的に進めるためには、市町村教育委
員会の理解と協力が必要であり、今後も連携強化を図
りながら、働き方改革とメンタルヘルス対策を一体的
に進めることにより、教職員が心身ともに健康で働き
やすさと働きがいを実感できる環境の整備に努めてま
いります。
　続きまして４、知事公約についての中の(2)、バス
通学等の無料化についてお答えいたします。
　県では、令和２年度から子どもの貧困対策として、
一定の所得基準に満たないひとり親家庭及び住民税所
得割非課税世帯の高校生を対象に、バス・モノレール
通学費の無料化を実施しております。これまで、通学
区域が全県域の中学校及び要件を満たすフリースクー
ルの生徒にも支援を拡大し、令和５年度には約5200
名を認定しております。また、令和５年度からは、高
額通学費が原因で進学等を断念することがないよう、
中間所得層までの生徒の通学費の一部補助を開始して
おります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　３、都市計画・土木建築行政
についての中の(1)、サンライズベルト構想について
お答えいたします。
　県土の均衡ある発展に向けては、本島東海岸地域に
おいて、もう一つの南北に伸びる経済の背骨を形成
し、強固な社会経済基盤の構築を図ることが重要であ
ることから、県では令和３年３月に沖縄県東海岸サン
ライズベルト構想を策定したところです。同構想に
基づく取組の方向性については、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画に反映させ、現在、各種施策を展開し
ているところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　４、知事公約
についての(3)、観光目的税の導入に向けた現状につ
いてお答えします。
　観光目的税（宿泊税）は、新沖縄県行政運営プログ
ラムで、令和６年度中に条例案提出、総務大臣協議、
７年度に制度周知を図り、令和８年度の導入を目指す

こととしております。宿泊税は、観光客受入れ体制の
充実強化、観光地の環境及び良好な景観の保全、観光
振興に通じる文化芸術の継承・発展及びスポーツ振興
などの新規または拡充する取組に活用してまいりま
す。これらの取組により、県民、観光客、事業者の満
足度を最大限に高めながら、世界から選ばれる持続可
能な観光地の実現を目指してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○宮里　洋史 議員　それでは、質問項目１から順次
再質問していきます。
　まず、防災行政。
　こちら７月５日、町と町内企業の団体からの要請に
ついて、今の答弁では、今後やはり今から台風が来る
時期なので大変不安という声もそのときあったかと思
います。スピーディーに対応できるのかお伺いいたし
たいと思います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　去る７月５日に、西原町長から浸水対策に関する要
請を受けました。同席されました商工会長及び通り会
長からは、被害が連続して発生しており大変厳しい状
況である旨のお話を伺っております。
　県としましても緊急性が高いというふうに認識をし
ておりまして、早期の着手を目指し工事発注等の手続
を進めているところでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　事は本当に緊急を要すると思い
ますので、スピーディーな対応を求めます。よろしく
お願いいたします。
　次の質問に行きます。
　小那覇交差点付近の水害について。
　今回調査を入れるということなんですけれども、今
回のこの調査は抜本的な解決の調査と見て間違いない
ですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　流域の解析等を行いまして、排水機能を向上させる
ために様々な施策を講じてまいります。今回の工事を
もちまして、一定程度の効果があるものというふうに
考えているところでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
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○宮里　洋史 議員　このエリアの冠水は、ここ10年
で頻繁に起こっていることであります。やはりこの
10年でまちづくりも大分変わってきました。水流も
変わってきていると思いますので、抜本的な解決の調
査をよろしくお願いいたします。
　次の質問に行きます。
　２(1)、格差是正のア、先ほど検定についてのお話
がございましたけれども、この検定、特に今回英検に
ついて取り上げていきたいんですが、現在、2023年
12月の記事にもあるように31市町村が取り組んでお
ります。今回この声があるのは何かというと、検定料
金、実は上がっております。昔より上がっていて、な
おかつこの検定を親が受けさせる、子どもが学ぶとい
うのはやはり次のステップ、例えば中学校から高校に
行くときに、やはりそういったところも見られるとい
う意識がすごく強くあって、この各市町村で補助があ
るのとないのと、そして検定料金が上がっていて受け
られる子と受けられない子、こういったものはやはり
格差是正の意味でも、県独自でも取り組んでいく。県
がこの各市町村の取組に対して、全体的にそういった
補助ができるような考え方も今後必要ではないのかな
と思うんですけど、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　私も新聞、マスコミの報道を把
握しているところであります。
　まず、県の基本的な考え方でありますが、今現在、
市町村において独自の様々な取組が行われております
が、やはり基本的に検定料につきましては、小中学生
全てが受けるものではありませんので、公平性、公益
性の観点から基本的には受益者負担が適切だというふ
うに今考えて進めているところでありますが、やはり
様々な取組等ありますので、引き続き他県の状況等も
注視しながら研究してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史  議員　文科省の取組の中では、こう
いった検定についてもより向上させていこうという取
組もあるかと思いますけど、その点はいかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　御指摘のとおり、やはり検定の
目的は、しっかりと目標を持って学びに向かっていく
と。基本的な知識をしっかりと身につけていくという
意味では有意義であると思います。そういう意味で
は、非常に推奨されるものであるというふうに考えて
おります。我々もしっかりと、どういった支援ができ
るのか研究してまいりたいと思っているところであり
ます。

○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　もちろん検定は自分で学ぶこと
だからというのは重々承知しております。しかし、な
ぜ学ぶのかというところも大事だと思っております。
親そして子どもも、次の高校に行くときに、そこは
やっぱり査定される部分でもあるんですよ。それは現
実としてあると思います。もちろん、英検であれば英
語関係の学校に行くときに見られるでしょうし、全て
の学校がというわけではありません。ただ、親や子ど
もたちからすると、それが教育的、公的機関に見られ
る材料になっているというところがあるんですよ。だ
からそういった部分に対して、どのようにお考えです
か。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　英検等、中学校における様々な
取組については、高校入試において評価の対象になっ
ているところであります。基本的に高校入試について
は、英検の資格取得だけではなくて中学校で努力した
諸活動である生徒会活動であったり、あるいは部活
動、ボランティア活動等について各学校が特色に応じ
て評価をしているところであります。取得した検定だ
けを特別に扱うのではなくて、学力検定はもとより中
学校の３年間継続して努力してきた学習の成果や自主
的・主体的な活動についても総合的に評価していると
ころであります。そういった中で、その評価も行われ
ておりますので様々な活動もしっかりと推進していく
と。英検もその中の一つの取組であると理解しており
ます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　今回、私これを教育政策ではな
くて格差是正で捉えております。それは、やはりこの
日本もインフレになっていて様々な物価高騰がありま
して、そこにはやはり民間の資格関係もどんどん上
がってきます。人件費も上がっておりますから。知事
が公約で掲げている、誰一人取り残さないというフ
レーズだったりとか、やはり行政体がしっかり行って
いかないといけないのはベースアップ、格差是正であ
ると思います。行政の一番大切なスタート、大切なこ
と。なので、こういった部分にも光を当てていただ
きたいと思うんですが、知事はどのようにお考えです
か。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私の大きな目標であります、誰
一人取り残さない沖縄らしい優しい社会を実現する。
これはいわゆる、差し伸べられる手が差し伸べられて
いないという方々に対して手を差し伸べていきたい、
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議員御意見のように光を当てていきたいということ
を、本当に生きている人生の中で、子どもから大人、
お年寄りまであらゆる世代の方々に対してその気持ち
で行政を運営していきたいし、支援策をまた充実して
いきたいと思っております。このように先ほど教育長
からも答弁がありましたけれども、子どもたちが自ら
目標を設定して伸びていこうと、その気持ちを持って
いるということが、いわゆる家庭の環境、状況によっ
てそれが妨げられているのであれば、その状況にいる
子どもたちから先に手を差し伸べることが必要であろ
うというようなことを考えております。ですから、そ
のようにお互いが、何というんでしょう、同じスター
トラインに立って人生に向かって歩いていけるとい
う、そういう喜びを見つけるために誰一人取り残さな
い政策をさらに充実していきたいと思います。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　よろしくお願いいたします。
　次の質問に行きます。
　タブレット端末についてであります。
　もちろん受益者負担という部分はあるかと思います
けれども、各市町村によっては市町村で購入してやっ
ています。県単位なんで受益者負担もより強くあると
思いますけれども、現在、購入が求められている種類
が実は３種類ありまして、おのおのスペックが違うん
ですよね。一律の補助、もちろんタブレットがあるん
だったら自分でタブレットを持ってきてもいいよとい
うやり方なんですけれども、この３種類というもの
に、家庭間の格差が既に出てしまっているんですよ。
入学と同時に出てしまっていて、やはり心苦しいとい
う声が親からありますし、スペックが違うのでそれな
りに違うんでしょうけれども、この家庭によって差が
出ている。これをどのように考えるのかなというの
と、またあと１点。学校によって通信環境が多分違う
と思うんですけれども、そういった部分に対して格差
是正の観点から、どのように考えるのかというのをお
伺いしたいと思います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　学校、特に高校で今使っている
端末については、御指摘のとおり３つのスペックがご
ざいます。ｉＰａｄ、Ｗｉｎｄｏｗｓ、ｃｈｒｏｍｅ
ＯＳですね。これについては文科省においても推奨さ
れているＯＳということで、今そのような形で進めて
いるところではありますが、基本的にその性能とか値
段には違いがありますが、授業における１人１台、端
末の利用については、このクラウドを活用するという
ことを基本としておりまして、端末が異なることに

よってこのクラウドを使うという部分については差が
ないことから、生徒が使いやすい端末を選択しても
らって、基本的には授業において大きな差は出ないと
いうふうな考えで今進めているところであります。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　じゃあ、このタブレット３種類
ありますけれども、操作性に特には問題ないというこ
とでよろしいですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほども申し上げましたが、授
業における１人１台端末の利用につきましては、県が
用意をしております学習用クラウドサービスの活用を
基本としているために、この端末のスペックが異なる
ことで大きな差はないというふうに認識をしていると
ころです。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　分かりました。引き続きまた新
しいタブレットの時期とか来ると思いますので注視し
ていきたいと思います。
　次の質問に行きます。
　県外派遣費の補助についてでございます。
　これは、ここ近年いろんなところから意見書も出さ
れているかと思います。離島はもとより本島内の市町
村からも出されておりますけれども、この一連の質問
全部一緒なんですけれども、やはり子どもたちの機会
を家庭の事情で喪失しているという現状がございま
す。それは皆様も御存じだと思います。各市町村が取
り組んでいる施策、そして殊さらこの派遣費に関して
は各市町村独自の基金をつくったり、独自の― 一
時期は一括交付金も活用してやっておりますけれど
も、差が激しいんですよね。特に高校とかになると、
さらにそれが広がっていきます。だからこの差を埋め
るためにも、また渡航費が上がっているという部分も
あるので、やはりこちらも県全体としてベースアップ
を図るべきで、各市町村にこういった対応を、新しい
基金であったりとか事業を起こしたほうがいいのかな
と思うんですが、その点いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　答弁でも申し上げましたが、県
としても中学校、高校生の派遣費の補助を実施してい
るところであります。御指摘のあるとおり、それに加
えて市町村でも独自の実情に応じて実施をされている
ところでありますので、県と市町村併せて負担軽減を
図っていくというような方向性で取組をしているとこ
ろであります。市町村によって実情は異なりますが、
やはりまたしっかりと市町村のほうでもいろいろ工夫
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をしていただいて、共に補助支援に向けて取り組んで
いければと考えているところです。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　分かりました。小学生も、そこ
でぜひ見ていただきたいと思います。その点はいかが
でしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　基本的に、中学校、高校におい
ては、学習指導要領において部活動が規定をされてお
りますので、そういう視点で支援をしているところで
ありますが、補助をしているところでありますが、小
学校については部活動が教育課程に明記をされていな
いということで、地域社会のほうで小学校の指導は当
たっているところでありますので、基本的に県として
は支援はしておりませんが、各市町村単位での支援は
あるというふうに聞いているところであります。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　これは、子ども政策の部分での
質問でもあります。やはり小学校からそういった形
で、各市町村のベースアップを図るべき新しい事業の
創出も考えられるのではないでしょうか。いかがで
しょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほど申し上げましたが、県と
しての支援はないということでありますけれども、
しっかりと今後とも市町村と連携をしながら、また関
係部局と連携しながら小学校の支援の在り方について
も少し情報交換をして、研究してみたいと考えている
ところであります。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　各市町村からのこの件に関する
意見書に関しては、中高ではなくて小学校からの部分
は確実に入っているかと思います。そういった部分も
今後検討していただきますよう、よろしくお願い申し
上げます。
　次の質問に行きます。
　教職員の負担軽減の部分です。
　新しい推薦が始まりました。端的に聞きます。この

推薦の合否発表が一般入試の合否発表と同じ日だとお
聞きしております。今までだと、推薦の合格発表を先
に受けて、その分、いろんな取組、独自の取組、高校
に向かうための準備だったりとか新しい勉強とかに取
り組んでいた生徒がいたと思います。今回変わって、
推薦と試験の合否発表が同じ日になったことによっ
て、生徒から、そしてその生徒の親御さんからも不安
の声が出ておりますが、その点いかがお考えでしょう
か。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満  教育長　新しい制度でありますので、
しっかりと保護者、生徒に説明をしているところでご
ざいます。
　推薦入試制度につきましては、これまでの入試制度
でありますけれども、この早期合格の手段としての傾
向が強くなっているという課題。それから、志望学科
への興味や関心及び適正を有する者を選抜するとい
う、本来の趣旨が生かされていないのではないかとい
う視点を踏まえて、今回の改訂を行っているところで
あります。特色選抜制度においては、早期合格の手段
として学校を選択するのではなくて、高校が育成した
い生徒像をしっかりと明確にして子どもたちに示しま
して、生徒本人の特性に応じてその学校の様々な特色
を見て判断をして、行きたいところを決めて、自ら出
願できるように改めたものであります。中・高・大学
への接続を見据えて今キャリア教育の推進を図ってい
るところでありますので、その点からもこの新制度を
進めることによって、進めていきたいという趣旨で、
しっかりと保護者、生徒のほうには説明をしていきた
いと考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　特色選抜にすることによって、
いろんなところで自分で推薦を出せるということはプ
ラスの部分だと思うんですけれども、この推薦と一般
入試の合否を同じ日にするというのは保護者にどのよ
うに説明をされているんですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　各学校において入試説明会があ
りますので、その中でしっかり説明をしているところ
でありますが、基本的にこの特色選抜の主な特徴とし
まして、この早期に合格した生徒が高校に入学するま
での期間がありますので、その期間でなかなか勉強に
集中できない生徒がいると、そういった課題がありま
すので、しっかりとこの一般入試を受けてもらうこと
によって、高校に入学し、学んでいくための基礎学力
をしっかりと身につけてもらうという意味から、この
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特色選抜については、一般入試と同様に一般入試試験
を受けていただくという制度になっているところで、
したがって合否の判定は同時に出していくというふう
なことになります。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　今のお話ですと、先に受かって
しまうとそれから勉強しない、集中が途切れるみたい
なお話かなとは思うんですけれども、特色選抜で受け
る人たちの幅を広げたのは分かるんですが、その合否
を同日にするということは、この児童生徒からの意
見、親の意見は特に聞いていないですよね。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　基本的にはまず中学校の課題、
そういったことを情報収集しながら進めているところ
であります。やはり、先ほど話しました課題について
は、中学校でも大きな課題であるというようなことを
受けて、今回の制度改革をしたところであります。生
徒、保護者に対しましては、しっかりとこの趣旨を説
明して、御理解をいただけるものというふうに考えて
いるところであります。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　新しい制度でもありますので、
注視していきたいと思います。
　次の質問に行きます。
　メンタルケアの現状についてでございますけれど
も、休職者の休んでいる内容と校種別の内訳をお聞か
せください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　文部科学省の令和４年度公立学校教職員の人事行政
調査によりますと、令和４年度における沖縄県の教育
職員の病気休職者数は381人であり、在職者に占める
割合は2.41％となっております。このうち、精神疾患
による病気休職者数は229人であります。在職者に占
める割合は1.45％となっております。また、校種ごと
の内訳でございますが、令和４年度における沖縄県の
教職員の精神疾患による病気休職者数と在職者数に占
める割合につきましては、小学校が94人、1.43％、
中学校が62人、1.63％、高等学校が49人、1.35％、
特別支援学校は24人、1.35％となっております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　分かりました。引き続きの対応
をよろしくお願いいたします。
　次の質問に行きます。
　都市計画・土木建築行政について。
　サンライズベルト構想についてなんですけれども、

令和３年に策定して、これから地域の期待もすごく高
まっている事業であると思いますけれども、県独自の
具体的な事業、またどのように主導していくのかをお
聞きしたいと思います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　先ほど答弁いたしましたとお
り、構想に基づく施策については、21世紀ビジョン
計画のほうに落とし込んだ形で今現在進められており
ます。この構想の中には、様々な取組が位置づけられ
ておるんですが、主な４つの取組で言いますと、ス
ポーツツーリズムの推進、それから全県的なＭＩＣＥ
受入れ体制の確保、中城湾港の物流・人流機能の強
化、それからハシゴ道路ネットワークの構築、これが
主な４つの取組になっております。これらの取組に関
連して、令和６年度当初予算の予算ベースで申し上げ
ますと、大体62億円ほどの予算が計上されていると
いうところでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　やはりこの西海岸と違って今後
東海岸をという部分で大切になってくるのは、インフ
ラ、そして用途、そして経済特区だと思います。その
点は今後どのように考えていますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　様々な取組が今後考えられる
と思いますが、目的としては、やっぱり西海岸に続く
東海岸において、もうちょっと大きな、強固な背骨に
なるような経済基盤をつくるということだと思ってお
ります。そのために必要な見直しであれば、またそれ
については検討してまいりたいというふうに思ってお
ります。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　地域のまちづくりの推進につい
て、県のこれからのサポート、よろしくお願いいたし
ます。
　次の質問に行きます。
　県道29号線についてでありますけれども、西原町
の翁長から上原区間の収用については大変高い収用率
になっております。こちらの早期整備を求めていきた
いのですが、その点はいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　用地買収が完了している箇所については、予算状況
等も勘案しながら、工事の実施可能な区間について順
次工事着手していきたいと考えているところでござい
ます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
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○宮里　洋史 議員　ぜひ、よろしくお願いいたしま
す。
　続いて、県道38号線についてですけれども、浦添
の前田から西原町の区画整理地内の接続、開通につい
てはいつ頃を検討しているのかということと、また西
原町役場近郊の大型スーパーの裏手に県道の土地があ
ります、道路用地があります。そこは今町道なんです
が、いずれ県道で整備がされていない部分があって、
そこの冠水が本当にひどい状況になっております。そ
の部分の対策を求めていきたいんですが、どのように
お考えでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　まず完了の時期でござい
ますが、今用地買収等に取り組んでいるところでござ
いますが、現時点で明確に完了時期について提示する
ことは困難な状況でございます。それから、今冠水の
ある箇所のところでございますが、西原町のほうと現
地を確認をしておりまして、対策工法についておのお
の意見交換を行っているところでございまして、県道
の排水処理のための仮設の埋設管の設置ですとか、町
のほうには側溝の清掃ですとか、そういったところを
お互いやりながら、冠水の解消に向けて取り組んでい
きたいと考えているところでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　これ、町のところで取り上げて
いるところ、いずれ県道になるからということで、実
際もう宙に浮いている部分があります。しかしすぐは
進まないので、ぜひとも関連団体との協議をよろしく
お願いいたします。
　次の質問に行きます。
　小波津川河口部分の草を除去していただけるという
ことで、大変地域の方も助かると思いますけれども、
今後、その草はやっぱり生えてくるし、ここに生えて
くると、やはりごみ捨てというか不法投棄の温床に
なってしまいますので、今後それがないように草木が
生えないような取組が必要かなと思いますが、その点
いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　河川管理上、雑草木は流
水の阻害にもなりますし、議員御指摘のとおり不法投
棄というところも招きますので、県としましては、雑
草が生えないように、土がむき出しにならないように
コンクリート等で施工するなどの対策を今後講じてい
きたいと考えております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　ありがとうございます。よろし

くお願いいたします。
　続きまして、知事公約、給食費についてでございま
す。
　代表質問でも様々な一般質問の中でも、今回就学援
助に対応していないというところで、私はこの点に関
しては、ちょっと差があるのかなと思っております
し、知事が始めた事業でございます。給食費を大きな
公約に掲げて始めた事業でございます。やはり完全無
償化が必要だと思っておりますし、そこに市町村の財
源を求めないという部分も必要なのかなと思います。
なぜなら、その就学援助に対しては期間において、学
校の年度において切り替わる児童生徒も多数いますか
ら、そういった部分でも、全て県でやるべきが一番や
りやすい内容なのかなと思いますし、今回、２分の１
補助というのがまず段階として間違えていると思って
いて、その理由は、多分入り口の段階は、完全無償化
を中学校からで区切るべきだったと思うんです。市
町村に２分の１を求めずに、中学校までとりあえず
やりますが段階なんですけど、市町村に２分の１っ
て、市町村はまず聞いてませんし、例えば、子ども医
療費15歳まで無償化の財源とは程遠いぐらい、すご
いお金がかかるんです。県の、例えば次年度から15
億円単費で拠出してと言われたら、急には動けないで
すよね。市町村、本当にそういった状況なんです。そ
ういった財源が本当に厳しいんです。うちの町でもそ
うです。なので、段階というのであれば、中学校から
無償化にしますという段階がスタートだと思うんです
が、そこはいかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　これまで様々な方法を我々も検
討してまいりました。議員の今御提案のあった案もま
た一つの考え方であるというふうに思います。我々が
これまで検討した中で、やはり子どもの健全育成は、
県・市町村の共通の課題であります。学校給食の実施
主体である市町村と県が協力し、まず２分の１の補助
を行うことによって、学校給食費の無償化を進めてい
きたいという考えから、スタートとして今回の方針を
定めたところであります。補助率につきましても、他
都道府県―今その取組が進んでおりますけれども、
その都道府県の状況等も参考にさせていただきまし
た。また子ども医療費への支援方法も参考にさせてい
ただいているところでありますので、まずはこの形で
スタートしていきたいということで、方針を定めたと
ころであります。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　その、まずが間違えていると思
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うという質問でございます。今回、中学校からという
ことにすれば、各市町村大丈夫で受け入れられます。
今回２分の１でいいですよ、半額でもスタートいいで
すよとしたら、給食費の完全無償化の政策になりませ
ん。だから、初めは手挙げ方式だったと思います。２
分の１にすると、まず、じゃ、うちの町では半額補助
します、半額補助します、隣は全額やっているよ、隣
は全額やっているよ、こういった声が出て、結局足並
みがそろわないんです。そこが問題だと言っているん
です。そこが市町村長が問題にしているところなんで
す。だからまずといえば、中学校から完全無償化しま
す、がまずなんです。そこの考えをぜひとも改めてい
ただきたいと思いますけど、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今現在、市町村に対して、県の
方針等を丁寧に説明をしているところでありますの
で、引き続き情報交換を図ってまいりますので、その
場で御理解いただけるように丁寧に説明をしていきた
いと思っております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　今回、この事業をすることに当
たって20億円というのが新聞に出ました。実際、中
学校―沖縄県全部でやるときに、代表質問で七、
八十億という話がありましたけれども、20億から30
億、例えば30億あれば、中学校の完全無償化できる
んじゃないですか。お伺いします。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今、令和５年度の試算において
は、中学校の学校給食費の費用は総額約20億という
ふうに試算をしているところであります。その半分が
10億ということでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　県が20億拠出したらできるとい
うことでお間違いないですね。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　令和５年度の試算においては、
中学校の総額は約20億ということになっておりま
す。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　ぜひ、執行部には掲げた公約を
達成するための予算措置の努力をお願いしたいと思い
ます。
　次の質問に行きます。
　バス代無償化について、これも知事の大切な公約で
ございましたが、すみません、この中間所得層の一部
の補助というのは、これ遠距離等通学費補助でお間違

いないですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　そのとおりでございます。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　この事業の内容と対象人数と今
の現行の―昨年度でいいですけれども、予算額をお
聞きしたい。事業費です。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　教育長。
○半嶺　満 教育長　申し訳ございません、この遠距
離通学に係る予算額については今手元にございません
が、補助対象人数は、令和５年度においては85名と
なっております。
○宮里　洋史 議員　すみません、議長、休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時６分休憩
　　　午後３時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○半嶺　満 教育長　失礼しました。
　バス通学の対象外である課税世帯のうち、年収が約
590万円までの世帯で１か月当たりの通学費が1500
円を超える部分を補助しております―失礼しまし
た。１万5000円を超える部分を補助するということ
であります。
○宮里　洋史  議員　すみません、休憩お願いしま
す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　この知事公約でありますバス代
無償化について様々な取組があって、非課税世帯等と
あったんですけれども、今回この遠距離等通学費補
助、大変いい制度だと思います。１万5000円を超え
る部分に関して県が補助していると。今、八十数名が
補助対象であると。これ周知がまだ足りていないのか
なと思う部分と、八十何名のこの補助って多分総額、
僕が聞いたところ300万ぐらいというふうにお聞きし
ております。この事業をもっともっと推奨していくこ
とで、段階的な通学費の無償化というか補助ができる
のかなと思います。１万5000円と言わずに、１万円
まで下げることができるかなと思うんですが、その今
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後の目標をお聞きしたいと思います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まずは今周知のお話もありまし
たので、この遠距離通学で高額な通学費を負担してい
る生徒に対して、周知をしっかりと徹底を図ってその
支援に取り組んでいきたいと考えております。また、
基準額引下げ等につきましては、今後の事業の実施状
況等を踏まえて、持続可能な支援の在り方を検討して
まいりたいと思っております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　目的が違うので、捉え方はいろ
いろあると思いますけれども、わった～バス利用促進
事業は２億1400万かけているんですよね。今回この
遠距離通学に対しての補助は、多分数百万円と聞いて
おります。私的には、政策的にもバス代無償化の段階
的引下げがあるので、そういった部分もこの様々な予
算の中から捻出することが可能かと思うんですけれど
もいかがでしょうか。その努力についてお聞きしたい
と思います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　繰り返しになりますが、まずは
しっかりと周知を図りながら、この支援の在り方につ
いては検討してまいりたいと思っております。
○中川京貴 議長　宮里洋史議員。
○宮里　洋史 議員　最後になりますが、観光目的税
について。
　税収見込額をお聞きしたいと思います。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　法定外目的税の検討に当たり
ましては、どのような事業にどの程度の費用を要する
かといった財政需要があることが前提となっておりま
す。そのために財政需要額を確保するための手段とし
て税率を定めることとなっておりまして、税収額は財
政需要額の範囲内ということになります。文化観光ス
ポーツ部の調査では、県と市町村で見込まれる現時点
での財政需要額の合計額が約78億円と試算されてお
りますので、この78億円の範囲内で税率を設定して
税収を確保するということになります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総時間が終わっておりますので、
質疑はできません。
○宮里　洋史 議員　最後しゃべれないんですか。分
かりました。了解です。
　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　引き続き、一般質問を行います。
　新垣　新議員。

　　　〔新垣　新　議員登壇〕
○新垣　　新 議員　議長、訂正があります。休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時11分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　去る６月16日に行われました沖
縄県議会議員選挙、市民・県民のおかげさまをもって
当選することができました。糸満市の発展、沖縄県の
発展を県と議会一体となって前へ前へ進めていくこと
をお約束申し上げまして、初心を忘るべからず、市
民・県民のための政治を邁進して頑張っていく決意を
申し上げまして、質問を行います。　
　１、平和の道について。
　県道77号線（平和の道）の進捗状況と取組につい
て見解を求めます。
　２、糸満市における慰霊碑及び慰霊塔について。
　糸満市における慰霊碑及び慰霊塔に関し、戦後85
年を目標として国立墓苑への整理統合を目指し国と
糸満市と連携を行うことについて、県の見解を求めま
す。
　３、国連沖縄支部の誘致について。
　(1)、国連機関の果たす役割を伺います。
　(2)、平和の発信地である糸満市に国連沖縄支部を
誘致すべきでないか。知事の見解を求めます。
　４、糸満市米須地区の冠水対策改善について。
　糸満市米須地区のファミリーマート周辺における県
道７号線と国道331号の丁字路の冠水状況を早期に改
善すべきだと考えますが、県の見解を求めます。
　５、歴史的偉人のジョン万次郎について。
　(1)、ジョン万次郎の功績をどのように受け止めて
いますか。見解を求めます。
　(2)、ジョン万次郎のＮＨＫ大河ドラマ化に向けた
啓蒙活動を行うべきだと考えていますが、知事の見解
を求めます。
　６、県土強靱化について。
　令和６年２月定例会でも質問しましたが、県内の海
岸沿いにある自治体庁舎の高台移転について、県及び
知事は市町村に対し指導助言をどのように行っていま
すか。見解を求めます。
　７、物価高騰対策救済支援について。
　(1)、食品、電気、ガス料金の補助について、国と
の連携はどうなっていますか。県の見解を求めます。
　(2)、農家の救済支援について、財政調整基金を
100億切り崩し、農家（酪農・畜産・耕作）への経営
支援を早期に行うべきでないか、知事の見解を求めま
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す。
　８、船舶関連団体が求める人手不足解消について。
　令和３年12月定例会でも質問しましたが、沖縄水
産高校の海洋技術科と同校専攻科の定数増と１クラス
増の課題や検討した中身をお聞かせください。
　９、沖縄県の医師確保・医師偏在化問題について。
　琉球大学医学部の地域枠制度の拡充問題について医
師会との連携を図り改善すべきでないか。見解を求め
ます。
　10、我が会派の代表質問との関連について。
　(1)、座波一議員が質問を行った２、基地問題・安
全保障についての(6)、地域外交についてのア、令和
６年度における地域外交の展開について、平和・地域
外交推進課をつくった趣旨、その役割は何か伺いた
い。
　(2)、同じく(6)イ、軍人・軍属による事件・事故
に関する米軍への抗議については評価するが、中国公
船、そして領海・領空侵犯への対処について沖縄県と
して中国に抗議すべきでないかを伺う。
　知事は日本政府が対応するとよく言うが、米国に対
しては国連に行って抗議をしているが、同様に中国に
対しても抗議すべきでないか見解を求めます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　新垣新議員の御質問にお答えい
たします。
　国連沖縄支部の誘致についての御質問の中の、国連
機関の果たす役割についてお答えしたいと思います。
　国際連合憲章第１条において、国際連合の４つの目
的が規定されております。１つ目に、国際の平和と安
全を維持すること、２つ目に、諸国間の友好関係を発
展させることと世界平和を強化すること、３つ目に、
経済・社会・文化・人道的性質を持つ国際問題の解決
と人権と基本的自由の尊重の促進について協力するこ
と、４つ目に、これら目的達成のため諸国の行動を調
和する中心となることとされております。今日、国際
社会は、紛争やテロ、貧困、難民、環境・気候変動、
感染症、核軍縮・不拡散、紛争解決や平和構築など克
服すべき新たな地球規模の課題を抱えており、一国だ
けでは対処が困難な様々な分野の課題において、例え
ばＳＤＧｓを推進するなど、国際連合は様々な重要な
役割を果たしているものと認識しております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕

○前川智宏 土木建築部長　１、平和の道線の進捗状
況等についてお答えいたします。
　平和の道線は、糸満市山城から真栄里までの約7.8
キロメートルの区間について、平成20年度に事業着
手し、令和５年度末の進捗率は、事業費ベースで約
48％となっております。また用地取得率は、令和
５年度末の取得面積ベースで山城・喜屋武工区が約
25％、喜屋武・真栄里工区が約98％となっておりま
す。引き続き糸満市や地元と連携を図りながら、早期
供用に向けて取り組んでまいります。
　次に４、米須地域の冠水対策についてお答えいたし
ます。
　奥武山米須線の米須地域においては、台風及び豪雨
等により道路の冠水が発生しております。当該箇所に
ついては、関係機関と意見交換を行いながら予算を確
保し、現地調査等を実施することとしております。
　県としては、引き続き関係機関と連携し、冠水対策
に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　５、歴史的偉人のジョン万次郎
についての中の(1)、ジョン万次郎の功績等について
お答えいたします。５の(1)と５の(2)は関連します
ので、一括してお答えいたします。
　ジョン万次郎はアメリカで近代的な教育を受け、日
本に帰国後は各地で通訳、造船、航海、教育など多分
野で活躍したと伝えられており、日本の近代化に大き
な影響を与えた人物の一人として功績があると考えて
おります。ドラマ化に向けた啓発活動については、他
県において取組事例もあると聞いており、関係部局と
意見交換を行ってまいります。
　続きまして８、船舶関連団体が求める人手不足解消
についての中の(1)、沖縄水産高校の海洋技術科と専
攻科のクラス増についてお答えいたします。
　沖縄水産高校においては、生徒の高いニーズに対応
するため、令和３年度に実習船海邦丸を大型化し、海
洋技術科の海技士養成課程の定員を30名から40名へ
増員しております。専攻科については、海邦丸の生徒
定員60名に対し、海洋技術科の生徒40名が同時に乗
船する必要があることから、最大20名の定員枠を定
めているところです。
　県教育委員会としましては、海技従事者の養成は重
要であると考えており、民間船社、関係団体等との連
携を図りつつ、引き続き水産業・海運業の担い手育成
に努めてまいります。
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　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　３、国連沖縄支部の誘致につ
いての(2)、国連の誘致についてお答えいたします。
　県では、アジア太平洋地域のさらなる発展と持続的
安定に貢献するため、平和発信拠点としての認知を深
める観点から、国内外に向けた平和を希求する「沖縄
のこころ」の発信などに取り組んでいるところです。
国連を含む国際機関等の誘致に向けては、これらの平
和発信拠点の形成に係る取組も踏まえながら、関係部
局と連携して求める機能の整理を行い、対象となる機
関について検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　２、糸満市における慰霊
碑及び慰霊塔についての御質問のうち(1)、慰霊塔・
慰霊碑の整理統合についてお答えいたします。
　平成30年に行った慰霊塔・慰霊碑の管理状況等調
査などによると、県内に建立されている戦没者の慰霊
塔・慰霊碑440基のうち、糸満市内に建立されている
数は123基となっております。慰霊塔・慰霊碑は、遺
族等関係者が思いを込めて建立したものであり、現在
も慰霊祭が行われるなど戦没者を悼み思いを寄せる場
となっております。御提案のある慰霊塔・慰霊碑の整
理統合については、建立者や長年生活を共にしてきた
周辺住民の意向を尊重しながら、慎重に検討する必要
があると考えております。
　続きまして７、物価高騰対策救済支援についての御
質問のうち(1)、物価高騰対策についてお答えいたし
ます。
　報道等において、国は秋頃に年金世帯や低所得世帯
を対象とした追加の給付を検討していると承知してお
ります。
　県においては、物価高騰により経済的に困難な状況
にある世帯に早急に対応するため、６月補正予算案と
して食品等の支援につながる生活困窮者暮らしサポー
ト事業を計上しております。今後も、国の示す経済対
策を注視しながら必要な支援に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　６、県土強靱化についての
中の(1)、市町村の庁舎の高台移転に関する指導助言
についてお答えいたします。

　平成27年の津波浸水想定時点で、津波浸水想定区
域に立地している市町村庁舎は12施設でしたが、そ
のうち１施設が高台に移転しております。県では、津
波浸水想定区域からの移転に活用できる財政支援と
して、緊急防災・減災事業債の活用を周知しておりま
す。また、災害時等に各市町村において業務の継続性
が確保されるよう代替庁舎の特定、電気・水・食料等
の確保、多様な通信手段の確保等を定めた業務継続計
画の内容の充実を促しているところです。
　県としましては、引き続き国と連携して、市町村へ
の周知及び助言に取り組んでまいります。
　次に10、我が会派の代表質問との関連についての
(1)、平和・地域外交推進課の役割についてお答えい
たします。
　県では、令和６年度からアジア太平洋地域の平和構
築と相互発展に向けた沖縄独自の地域外交を一体的に
推進するため、子ども生活福祉部所管の平和関連業務
を知事公室へ移管し、新たに平和・地域外交推進課を
設置しました。同課は、平和を希求する「沖縄のここ
ろ」の国内外への発信強化などに取り組むとともに、
沖縄県地域外交基本方針に基づき、各部局の国際的な
取組を総合的に支援し、部局横断的かつ戦略的に地域
外交を推進することとしております。同基本方針にお
いて国際平和創造拠点の形成を目指すこととしてお
り、済州フォーラムへの参加を通じ、「沖縄のここ
ろ」の発信や国際平和ネットワークの構築などに取り
組んでおります。また、アジア各国地域との連携につ
いては、台湾、中国と引き続き各種交流を進めるとと
もに、アジア太平洋地域平和連携推進事業においてＡ
ＳＥＡＮ地域と様々な分野の連携を図りたいと考えて
おります。
　同じく10(2)、中国への抗議についてお答えいたし
ます。
　尖閣諸島をめぐっては、日本と中国の政府間におい
て見解の相違があるため、日本政府が我が国の立場を
繰り返し表明するとともに日中両国の政府において協
議が行われているものと承知しており、領土・領海な
ど国の主権に関わる問題は、一義的には日本政府にお
いて対応するものと考えております。一方、日米安保
体制については、沖縄県としてもその体制を理解する
立場でありますが、日米両政府が合意した日米安全保
障条約に基づくものであるため、県内における米軍人
等の事件・事故や騒音・環境被害など本県における過
重な基地負担については、その軽減を図るよう日米両
政府に対し抗議・要請を行っているものです。また、
昨年９月に知事が国連人権理事会にて米軍基地問題や
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県民の平和を希求する思いを訴えております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　７、物価高騰対策救済支
援についての(1)、国の電気・ガス料金支援に関する
県の見解についてお答えします。
　県では、燃料価格の高騰対策として、昨年１月から
今年５月まで、国の支援と連携し県独自の電気料金等
の支援を実施してまいりました。今般、国におきまし
ては、物価高騰対策として即効性のある電気・ガス料
金の支援を酷暑を迎える８月から10月までの３か月
間実施することを予定しております。今回の国による
支援は、今年５月の国と県を合わせた支援単価と比べ
手厚い支援となっており、県民生活や企業活動の負担
軽減に資するものであると考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　７、物価高騰対策救済支
援についての中の(2)、農家の経営支援についてお答
えいたします。
　農業資材価格の高騰等に伴う生産コストの上昇によ
り、生産者の経営は厳しい状況にあります。そのため
県では、農業資材や飼料価格の高騰等に対する県独自
の支援として、令和４年度及び令和５年度の補正予
算において総額約36億円を措置したところでありま
す。さらに、配合飼料の購入や子牛価格下落への補助
に係る追加支援のため、今議会に補正予算として一般
財源から約17億8000万円を計上したところでありま
す。
　県としましては、引き続き関係団体等と連携し生産
者の経営安定に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時32分休憩
　　　午後３時34分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　７、物価高騰対策救済支
援についての中の(2)、農家の経営支援についてお答
えいたします。
　農業資材価格の高騰等に伴う生産コストの上昇によ
り、生産者の経営は厳しい状況にあります。このため
県では、農業資材や飼料価格の高騰等に対する県独自

の支援として、令和４年度及び令和５年度の補正予
算において総額約36億円を措置したところでありま
す。さらに、配合飼料の購入や子牛価格下落への補助
に係る追加支援のため、今議会に補正予算として一般
財源、すなわち財政調整基金から約17億8000万円を
計上したところであります。
　県としましては、引き続き関係団体等と連携し生産
者の経営安定に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　９、沖縄県の医師確
保・医師偏在化問題についての地域枠制度の拡充につ
いてお答えします。
　琉球大学医学部の地域枠は平成21年度に設置さ
れ、県は、地域枠学生に対する修学資金の貸与を行う
ことにより、地域医療に従事する医師を養成している
ところであります。国においては、医師多数県から臨
床研修募集定員枠や地域枠の定員の減少が検討されて
いる中、将来の医師確保に向け、令和６年７月に知事
や各臨床研修病院の代表と共に厚生労働大臣宛てに
臨床研修募集定員上限に係る要請を行ってまいりまし
た。また、地域枠制度の拡充についても、地域枠キャ
リア形成プログラムの改善等について地域医療対策協
議会において協議してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時37分休憩
　　　午後３時38分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新垣　新議員。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　（パネルを掲示）　土建部長、
４の糸満市米須地区の冠水改善についてなんですけ
ど、これ５月22日です。そして６月22日も同じよう
に、６月の前半も同じように冠水しています。これ１
点目。ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時40分休憩
　　　午後３時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　（パネルを掲示）　これ２点目
です。主に県道７号線が大きく冠水するんですよ、主
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に。まあ、国道331号もするんですけど。その件につ
いて、これグレーチングが老朽化していないかという
指摘が地域の方からあって、その件についてどう考え
ますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　冠水の原因等についてお
答えをいたします。
　冠水の原因につきましては、冠水が解消した後に現
場を確認しましたが、その際には側溝の詰まりなどは
確認できなかったという状況でございます。今後現地
調査等を実施して、冠水原因を究明し対策について検
討してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　関係機関と連携し予算をつけて
いく、調査していくということで調査費をつけていく
ということに間違いないですか、伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現地調査に要する経費に
つきましては、今年度予算を確保し原因等を調査する
予定となっております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ありがとうございます。
　まずは調査をして何が原因でこうやって冠水する
か。そして一日も早い改善をぜひ頑張っていただきた
いと思います。頑張ってください。
　休憩です。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時41分休憩
　　　午後３時42分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　１、平和の道についての県道77
号線。これについて、私の父である新垣哲司元県議が
一生懸命頑張ってずっとこうやって来て、喜屋武山城
線が98％、あと２筆で一つのルートが開通する。そ
してもう一つの山城喜屋武線が48％と。もっともっ
と地域、喜屋武５自治体の区長さんとも向き合って、
早期実現ができるように頑張っていただきたいんです
けど、その連携を強化していただきたい。去年私も住
民説明会に同席していました。地域の関係者と共にで
すね。もっともっと連携してほしいんですよ。その件
についていかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該路線は、沖縄戦跡国
定公園内の各拠点を結び、沖縄西海岸道路、国道331
号に接続する重要な路線であると認識をしておりま
す。今後とも地元と密に連携しながら早期開通に向け

て取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　この件について、33％を所有し
ている企業―企業名は言いません。との交渉活動等
はどうなっていますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　企業有地が多数あること
については認識をしておりますが、現時点におきまし
ては、企業有地買収等については明るい見通しはござ
いませんが、引き続き交渉を重ね、早期の買収に努め
たいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　引き続きちゃんと向き合って、
この平和の道、一日も早く33％所有している企業に
協力していただけるようぜひ汗をかいて、何度も鹿児
島へ行って頑張っていただきたいと強く思っておりま
す。
　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時44分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　　新 議員　２、糸満市における慰霊塔及び
石碑について、先ほど聞いたら建立者の思いを大事に
しながら慎重にやっていきたいとあるんですけど、現
実問題、何のために平成30年に調査研究をつけたの
か。私これ、当時の翁長知事に呼ばれました。翁長知
事も魂魄の塔が糸満にあると。いずれ管理困難になっ
ていく、そのためにやっていくんだ。そのために整理
統合していくんだと。歴代の遺族会の会長も６月23
日の慰霊の日に整理統合を目指そうという目標もちゃ
んとメッセージも投げたんです。その辺に関して今の
答弁聞くとかなり後退している。現実はこうあります
よ、でも思いも大事です。でも、そろそろめどを決め
てそれに走りませんかと。管理困難になってくるんで
すよ、維持管理が。そこが今の生活福祉部長の答弁を
聞くと、前回よりも前々回よりも大きく後退してい
る、遅れている、答弁が。その件についてはどうです
か、見解を求めます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　平成29年及び平成30年に遺族連合会の会長が過去
のスピーチ等の追悼の言葉等で、総理大臣に対して特
段の配慮を求めるというところのメッセージを残して
ございます。そちらのほうを確認いたしますと、遺族
連合会としては、この地上戦のあった悲惨な事実を後
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世に語り継ぎ残しておくべき塔については、国として
もぜひとも御認識いただいて今後の維持管理について
お願いしたいというようなメッセージとなってござい
ます。ということを29年、30年と確認してございま
すけれども、この辺りのことについて整理統合という
文字がちょっと見られなくて、遺族連合会の宮城前会
長は、県内各地に建立された慰霊塔、慰霊碑が老朽化
している状況を踏まえて、地上戦のあった悲惨な事実
を後世に語り継いでいきたいという意向を示したもの
というふうに認識しております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　確認しますよ。私も確認してい
るんです。いずれ管理ができない時代が来るというの
も意見交換してきているんですよ。実は、当時の翁長
知事ともやっているんですよ。私、当事者、糸満市な
んですよ。だからそこに対して、この現実が来るよと
いうことに関して今答弁漏れなんですよ。改めて聞き
ますよ。この現実に向かって意見交換していくという
ことが前向きになっていくんですよ。厳しい時代が来
るんですよ。だからそこを聞いているんですよ。どう
ですか。改めて―管理困難な時代が必ず来るんです
よ。だから整理統合していくべきだと。遺族の思いも
大事です。今管理できているところはいいですよ。で
もこういう時代が来ますよと。だからめどを決めて大
きなモニュメントを造って、そういう形で二度と戦争
してはいけないという平和の希求を、さらに恒久平和
を世界へメッセージを広げていくべきではありません
か。時代は過ぎていくんですよ。流れていくんです
よ。そこをどう思いますか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　議員おっしゃるとおり、老朽化したり高齢化という
のが進んでいったりして、それをどうにかしていかな
いといけないという問題は現実として目の前にあると
思います。その上で、慰霊塔、慰霊碑について糸満市
とこれまで情報共有や意見交換を何度か行っておりま
す。令和元年５月には糸満市の副市長と当時の子ども
生活福祉部統括監が意見交換を行いまして、県と市で
情報を共有していくことを確認しております。また令
和３年11月には、令和２年度に県が行った調査事業
の結果などについて情報提供を行っております。その
ような意見交換―今年度も糸満市とそういった旨の
お話をさせていただいておりますけれども、引き続
き管理困難な慰霊碑、それから慰霊塔についても市町
村、糸満市をはじめとする市町村や関係団体と情報共
有をしていきながら、課題について意見交換するなど

して連携して取り組んでまいりたいというふうに考え
ております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　僕の話聞いてますかということ
になるんですけど、めどを決め切れないのかと聞いて
いるんですよ、大事なことは。みんな分かっているん
ですよ。だからどうですかと。内部できちんとめど
を決めて、戦後90年だったら90年に向かっていこう
とか、100年にするのか、そういうめどを決めなきゃ
ずっと今みたいな答弁ですよ。もう管理できないとこ
ろはどのくらいありますか。じゃあ聞きますよ、数字
で。どのくらいですか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　平成30年の調査及びその
後の現状調査を含めますと現在440基が県内にござい
まして、そのうち糸満市のほうは慰霊塔の数が123基
ございます。そのうち管理者不明、不在というのが
11基というふうになっています。そして、そのうち
の―そのうちといいますか、全体の123基のうち管
理困難とされているものが、今ゼロ基というふうに糸
満市からは回答をいただいております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　糸満市11基。じゃあ市外、糸満
市外はどのくらいありますか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　一番多いところで糸満市
が123基でございましたが、浦添市は同じく17基で、
管理者不明、不在のものが５基、そして管理困難が１
基というふうになってございます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　管理困難、不在。じゃこれどう
するんですか、今後。何をするんですか、県は。だか
ら、国に求めるべきでしょう。国が戦争を起こしたか
らこんな慰霊塔、石碑ができたんでしょう。国に責任
を持たすべきでしょう。じゃあ、そこを何してるの
か。どう思いますか。だからめどを決めるべきだと
言っているんですよ。どうですか―もういいです。
知事、どうですか。これやはり政治的責任、リーダー
シップを持って二度と戦争はしてはいけないと。もう
糸満市にたくさんあるんです。だからもうめどを決め
ないと、いつまでたってもこういう思いなんですよ。
思いは分かる。この管理者の思いも。しかし、時は過
ぎていく。管理ができなくて困難になってくる。だか
ら今伺いたいんですけど、知事この件に関していかが
ですか。知事ですよ。
○中川京貴 議長　玉城知事。
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○玉城デニー 知事　生活福祉部長からこの間、糸満
市とも意見交換をさせていただいていること。それか
ら現在も慰霊祭が行われている慰霊碑、慰霊塔など、
やはり慰霊塔、慰霊碑の整理統合については、長年に
わたる建立者の方々の思いですとか、あるいは議員が
御懸念の将来についての不安などについては、やはり
国など関係機関も交えてしっかりと意見交換をしてい
くべきだろうというように考えております。ですか
ら、いつまでにというめどはなかなか立てることは難
しい状況にはありますけれども、しかし慎重に検討を
進めていくことは必要であろうと考えています。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　知事もうはっきり言います。め
どを決めない限り、もうこれずっと後が大変するんで
すよ。今でめどを決めないといけないってことなんで
すよ。二度と戦争をしてはいけないということをぜひ
改めて知事、持ち帰って検討していただきたいんです
けど、いかがですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　引き続き、関係者の方々と意見
交換を進めてまいります。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　続きまして３、国連沖縄支部の
誘致について。
　まだ国連を誘致したいという気持ちがあるのか、前
向きだと私は理解したんですけど、求める機能を今後
検討していくと。そこら辺について、これいつから検
討して、いつ頃この機能の中身が決まるか。これいつ
頃がめどになりますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　調査につきましては、平成23
年度あたりからもう既に始めているところです。これ
までにも複数の国際関係機関のところを直接訪問する
なりして調査を重ねております。現在は、これまで調
査してきた情報自体を再整理しているところです。時
点修正という形で情報についても新たにアップデート
をするような形で対応しておりますが、それ以外に
も他府県で既に誘致に成功している事例もありますの
で、そういった事例もどういった費用負担をしている
のか、そういったものも含めまして今再整理している
ところです。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　東京支部を見に行ったことはあ
りますか、伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　私はございませんが、企画部

の職員が行ったことはございます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　先ほどの答弁の中に大学機関が
入っているという答弁が入っていませんでした。この
大学機関は本当にすばらしいんです。世界中から来る
んですよ、大学機関を誘致したら。そこも検討課題に
入れていただけませんか、伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　議員がおっしゃるのは国連大
学のことだと思いますが、そこについても過去に調査
しているところがあると。調査事例がございます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　この検討課題が決まる、検討し
た中身が決まる。最後に聞きますが、いつ頃めどがで
きますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　誘致に当たりまして、その時
期を明確にお示しするということは非常に困難です。
というのは、相手方がいるお話ですので、そこを明確
にお示しするというのは非常に難しいんですが、その
前にまだ誘致に当たっては様々な課題があると思って
おります。具体的にはこれまでの調査においても、例
えば交通アクセスの充実であるとか、お子さんがいる
職員―職員にはお子さんがいますので、その教育環
境の充実、そういった様々な課題がございます。誘致
される側の都合もございますので、１つずつ丁寧に課
題を解決しながら誘致に努めてまいりたいと考えてお
ります。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　この問題は21世紀ビジョンが始
まって11年たっています。ずっと今このような答弁
でいます。一体全体こうやって何をしたいということ
を早く決めないと前に行けないんですよ、啓蒙活動
も。県民はこれ期待しているんですよ。だからこうい
う形で私は今質問しているんですね。知事、改めて、
もうこれ11年目なんですよ、国連誘致したいと言っ
て。21世紀ビジョンで掲げて。だから県は何やって
いるんだと。遅いぞと、そういう気持ちなんですよ。
私は期待している意味で言っているんですよ。そうい
う叱咤激励なんですけど、知事、担当副知事でも構い
ません。見解を求めます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国連を含む国際機関の誘致に向
けては、やはり沖縄県のみの取組ではなかなか厳しい
ことがあり、これは国、それから外務省等、相手国あ
るいはその地域の協議体のような、そういう関係者の
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方々ともまた意見交換を重ねていく必要があると思い
ます。我々としては前向きに捉えていきますが、今の
ところまだ時期の明示はなかなか厳しいのではありま
すけれども、引き続き多様な関係者の方々とその意見
交換を踏まえて、国とも連携していければというよう
に考えております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　基地問題は本当に一生懸命集中
して、この問題も同様に集中して頑張っていただきた
いということでエールを送ります。
　続きまして５、ジョン万次郎についてです。
　先ほど他県とも連携して今そのような動きがある
と。大河ドラマ化と。この他県は愛媛県で間違いない
でしょうか。伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　このドラマ化の取組であります
けれども、ジョン万次郎の出身地である高知県におい
て、ジョン万次郎ＮＨＫ大河ドラマ化実現高知県実行
委員会というのがございまして、署名活動を行ってい
るという話を聞いております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　失礼しました。高知県ですね。
私が間違えていました。高知県と。今後県としてどの
ように連携していくか伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今、現時点で具体的な取組等ま
だ検討しておりませんが、関係部局と連携しながら、
今後の調査の在り方等についても少し検討してみたい
と思います。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　ぜひ高知県やまた糸満市、豊見
城市、そういった歴史等も踏まえて連携を図っていた
だきたいと強く求めますがいかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　引き続き関係機関と連携しなが
ら検討してまいりたいと考えております。
○新垣　　新 議員　議長、休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時58分休憩
　　　午後３時58分再開
○中川京貴 議長　　再開いたします。
　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　６、県土強靱化ですけど、４月
３日の台湾沖の地震の教訓をお聞かせください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　４月３日台湾沖の地震にお

きまして、沖縄におきましても津波の警報が発せられ
ました。県内においては、住民が自主的に避難をする
という行動が見られたということは、これまでにない
行動だったと思います。一方、その反面、車による避
難というものが多くて、各地で渋滞をするという状況
が生まれたというところでございます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　そこで伺います。
　海岸沿い、東日本大震災クラスの平均13メーター
の津波が来たら、間違いなく一発でやられます。その
辺において知事公室長をはじめ、担当副知事、知事、
名護市は移転が決まりました。残り10市町村の自治
体の長に、行政が司令塔の機能を失ったら大変なこと
になるよと早く指導助言しに行くべきではないかと強
く指摘しますけど、いかがですか。答弁求めます。ま
ず三役でお答えください。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　市町村の庁舎というのは、災害
時に地域の災害対策本部になります。そのためにも業
務継続性というような観点から、高台移転のほうが望
ましい。そのための起債として有利な起債もございま
す。そういった制度をきちんと周知するとともに、移
転がすぐできないケースもあると思いますので、業務
継続計画、代替の場所できちんと継続して住民の災害
対策に支障を来さないよう連携して取り組んでいきた
いと思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時１分休憩
　　　午後４時１分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○池田竹州  副知事　庁舎の移転整備につきまして
は、それぞれ各市町村の事情もあるかと思います。災
害対策の会議あるいは市町村長が集まる会議の場で、
改めてこの移転の必要性も含めて説明はしたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　説明したいということは、出向
くということで理解していいですね。市町村長に出向
くということですね。伺います。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　10市町村個別にというとなかな
か難しい面もあろうかと思います。例えば、予算の対
策のときなどには圏域別の会議もしておりますので、
そのような全県的な会議あるいは圏域ごとの会議の場
を捉えて説明をしたいと思います。
○新垣　　新 議員　休憩。
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○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時２分休憩
　　　午後４時２分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　我が党の代表質問との関連質問
について。
　先ほど平和・地域外交推進課の展望について、役割
について理解いたしました。そのアジアの平和の外交
を推進していくと。本当にすばらしい機能をつくっ
た。知事公室長にお答え願いたい。まず、中国の暴挙
をどう思いますか。アジアでも暴挙が起こっている
よ。フィリピンでも勝手に埋立てしているよ。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　アジア地域におきまして、
特に中国においては様々な近隣諸国との、何といいま
すか、あつれきといいますか、そういうものを生じさ
せているというところは承知しているところでござい
ます。そこについてもやはり国対国の対応になろうか
というふうに承知しております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　国対国じゃなくて、今、さっき
私への答弁では平和を推進し希求していくということ
を言っているじゃないですか。逆に沖縄県からも、こ
ういうことはやめてくださいよと中国に言っていくべ
きじゃないのか。こんなだったらなくせばいいじゃな
いのか。言えないんだったら。何のためにつくったの
か、この平和・地域外交推進課を。お答えください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県の地域外交の基本方針を
策定させていただき、これから国際平和創造拠点とし
て沖縄県が様々な地域と連携をし、交流を深めること
によってお互いの文化を理解していく、そういう交流
を進めていって、やはり平和の状態を維持していこう
ということが一つの目的でありますので、その方向性
で取組を進めていきたいというように考えておりま
す。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　それは理解いたします。しかし
沖縄の県域、領土・領海・領空が脅かされています。
これ今回知事に出てきてほしいんですけどね。知事は
過去に中国公船を傷つけてはいけないという発言もあ
ります。これだけ毎日のように領海・領空も脅かされ
てきて、本当に知事、これ答弁に出てきてほしいんで
すよ。それでも日本政府が抗議すべき、対応すべきと
理解していいですか。知事、伺います。

○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　領土・領海に関する国の主権に
関わる問題は、一義的にはやはり日本政府において対
応するものと考えておりますし、また領海、排他的経
済水域（ＥＥＺ）などの警戒については、海上保安庁
に任務を担っていただいているというように認識して
おります。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　知事、今ＥＥＺのこと言ったの
で、過去にこのＥＥＺで沖縄と中国の知的財産権、メ
タンハイドレートも採っていくんです。そして、過去
において、沖縄本島でも南城市でも糸満市でも赤サン
ゴを盗んでいっているんですよ。だから私は本当に平
和を望みたい。平和を望まない国があるんですよ。中
国国民とは、歴史、伝統、文化、芸能、経済の交流を
やっていい。この国が中国共産党っていうぐらい怖
い。メッセージを言わないといけない。乱暴なことは
やめろと。知事を支える日本共産党でさえ中国共産党
に抗議をしているんです。そこに関してどう思います
か、知事。もう一度抗議すべきですよ、知事。沖縄県
民は一つになりますよ、この問題。みんな関心があ
る。どうですか知事、抗議すべきですよ。いかがです
か。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　繰り返しの答弁で大変申し訳ご
ざいませんが、やはり国と国との外交については、国
同士でしっかりと対話による平和関係の構築を図って
いくことを我々は求めてまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　知事、県民は納得しません、今
の答弁聞いて。これだけ領土・領海・領空がやられて
きて、沖縄県知事がリーダーシップも求めない。今県
民の厳しい声があるんですよ、知事に対して。県民の
声として聞いてください。知事は親中派なのかとまで
言われているんですよ。誤解されているんですよ、知
事は。払拭しましょうよ、抗議して。いかがですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私は、日本とその価値観を共有
する世界の国々と共に友好関係を築いていくべきであ
るというように考えております。
○中川京貴 議長　新垣　新議員。
○新垣　　新 議員　まともな国でないから言ってい
るんですよ。世界中が中国はまともかと、まともでな
いから言っているんですよ、私は。だから知事、乗っ
取られたら危ないから言っているんですよ、これ。本
当に尖閣有事をやったのは中国なんですよ。その中国
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に平和という外交カードを持っていくのが知事の役割
なんですよ。それを期待したいんですよ、いかがです
か知事。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　期待に応えられるよう日々精進
したいと思います。
○新垣　　新 議員　期待しています。ありがとうご
ざいました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時８分休憩
　　　午後４時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　選挙終わると鼻息が荒いです
ね、皆さん。
　所見は次からやりたいと思います。
　早速、今日は７項目にわたって11問、我が党関連
で５問ありますから急ぎたいと思います。
　まず１問目。
　喜友名真志喜線、いわゆるパイプライン線と言われ
ている進捗状況は今どうなっていますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　県では、那覇宜野湾線の終点である宜野湾市真志喜
から喜友名を結ぶ道路について、周辺地域の交通量観
測や最新のデータに基づく交通量の予測を行い、ルー
ト案を作成したところであります。現在、調査結果に
ついて宜野湾市と意見交換を行っているところでござ
いまして、引き続き、整備の可能性や事業主体につい
て検討していきたいと考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　この間説明を受けたんですが、
あの答えではちょっとおぼつかないかなと思っていま
す。これはおいおい、渋滞問題を４年間やってきまし
たので、引き続きやっていきたいと思っています。
　(2)番、高速道路の北中インター出口と普天間交差
点を直線で結ぶという提案をしました。それと皆さん
からは、それについて調査報告書も出ています。こ
れ、どうなりますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　普天間交差点と北中城イ
ンターチェンジを結ぶ道路につきましては、平成28
年度に概略調査を実施しております。当該道路の整備
につきましては、地域の分断に対する合意形成や交通
の安全性確保、費用対効果などを検証する必要がある

ことから、今後の検討課題と考えているところでござ
います。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　僕はそんな心配しなくていいと
思いますよ。地域の分断というのは、僕は前にも説明
したけど、普天間１区と普天間３区、これ両方とも僕
は話をしました。両区長さんからもオーケーをいただ
いています。ですから、皆さんは調査もしない前から
地域の分断が予想されると言うんだけど、１回もやっ
ていないでしょう、この調査は。どうなんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　調査結果については、地
元等との協議については、実施をしていない状況でご
ざいます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　だから、地域の分断なんてい
うのは、使わないほうがいいと思いますよ。これは
ちょっとまずいと思います。
　急ぎます。
　宜野湾市の西海岸の観光拠点について。
　これも僕は公約をしてきましたから。あの西海岸に
コンベンションセンターがあるんですよね。だから
今、西海岸への観光拠点としての考えは県にあるのか
どうか。どうなんですか。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真  文化観光スポーツ部長　お答えしま
す。
　西海岸地域は、海浜公園、自転車道、遊歩道等の一
体的な整備を促進するとともに、リゾートホテル、コ
ンベンション、マリーナ等の集積を生かして観光関連
施設の集積を図り、快適で魅力ある世界水準の都市型
オーシャンフロントリゾート地の形成を図るというこ
とで、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画に記載して
おります。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　これも少し見ましたよ。だけど
皆さん、西海岸のこのコンベションを中心としたこの
宜野湾マリーナ、コンベンション、この拠点地を中心
にしてやるということでコンベンションセンターは造
られたはずなんです―昭和62年だったか63年だっ
たか、よく覚えていないんですけど。そうすると、こ
の件で、皆さん宜野湾市と協議をしたことはあります
か。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　一応、宜野湾
市の都市計画マスタープランもちょっと取り寄せてみ
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たんですが、その中でもコンベンションリゾート拠点
の活力創出という形で打たれております。ですので、
市と県で連携して取り組んでいくという方向性は持っ
ているかと思うんですが、ちょっと過去の具体的な調
整・経緯というのは承知しておりません。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　もう一度聞きますけれども、宜
野湾市と皆さんが協議をした過去がありますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時35分休憩
　　　午後４時36分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　今、把握して
いる範囲内では、協議したことはないということで
す。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　何で今皆さん言ったでしょう。
21世紀ビジョンにこれ入っているんでしょう。違う
のか。ということは、それ進んでいないということ。
どうなのか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時37分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　確認しました
が、地域の説明会という形で、その計画の内容を説明
していることはあります。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　僕はもうこの政治に入って39年
になるので、いつもこの行政のまずさは何かと言った
ら、縦型なんですよ。商工は商工、道路行政とは関係
ない。全然違うところで仕事をしているんですよね。
つながっていない。ジャングリアもそうでしょう。道
路が出来上がっていない。ましてや来年の１月には、
琉大病院がつながる。だけど、道路は北中インター出
たら、右か左にしか行けない。そこは渋滞している。
これ、何でこんなことがずっとあるのか。私は不思議
でしようがない。もうこれは今日、初めですから、軽
くやっておきますから、これから深掘りを次回の議会
からやっていきたいと思いますので、よろしくお願い
します。
　それともう一つ、この地域で―部長、一つだけ
言っておきます。宜野湾市の施設と県の施設が混在を
しながら、これがコミュニケーションが全く取れてい

ない。連動性がない、全く。これ、お互い指定管理を
受けている側も全くコミュニケーションが取れていな
いんですよ。そこは注意したほうがいいと思います
よ。そこだけ指摘しておきたいと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○呉屋　　宏 議員　さっとやりましょうね。ちょっ
と順番を変えます。
　４の琉球政府文書デジタルアーカイブ事業、この進
捗はどうなっていますか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　県では、県民が琉球政府文書
等に対する理解を深め、学術の振興及び文化の継承発
展に寄与することを目的として、琉球政府文書等をデ
ジタル化し公開する事業を実施しております。沖縄
県公文書館に保管している文書のうち、約13万簿冊
の琉球政府文書を、平成25年度から令和３年度まで
にデジタル化し、公開可能な約９万6000簿冊をイン
ターネットで公開しております。また、令和４年度
から令和13年度までに新たに琉球政府関係文書、約
１万5000簿冊をデジタル化の上、既にデジタル化が
終了している文書約４万簿冊と合わせた５万5000簿
冊のうち、約４万簿冊をインターネットで公開するこ
ととしており、令和５年度末で１万2348簿冊の公開
が完了しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　これ非常にいい事業だと僕は
思っています。だから進めてほしいんだけれども、
（資料を掲示）　実はこの文書、このパンフレット、
琉球政府時代のアーカイブ事業、これどこに置いてい
るんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　この公文書館において、事業
の広報誌を年２回発行し、公文書館、それから県内地
域の図書館、県内外の大学等へ配布しております。ま
た、周知に関しましては、公文書館のホームページの
トップに特設サイトを設けて閲覧できるようにしてい
るほか、県のホームページにもリンクを貼っているよ
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うな状況です。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　僕は26歳で秘書をやっていまし
たけれど、まだこの県議会は旧琉球立法院時代の庁舎
を使っていましたよ。だから非常に懐かしくて、これ
目にしたときに少し中に入っていったんですね。とこ
ろが、皆さんの―これ笑い話かなと思ったんだけ
ど、これそのままコピーしている。例えばメモがあ
る、当時のね。何ていうのか、この立法院のメモだと
かいろいろ走り書きがあるんだけど、これがそのまま
コピーされて入っているんだよね。いいんですよ、そ
れは。ところが、これ読めないんだ。これを翻訳する
のをそばに置いていたら、いいかな、これをコピーす
ることによって、こっちから翻訳が出てくるというも
のをやらないと中身が分からないよ。こういうことも
サービスとしてやられていない。どう思うか、これ。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　この事業の効果として、イン
ターネット等で公開することによって、これまで公文
書館の利用が困難であった離島や遠隔地における資料
の閲覧が可能になるというところ、それから資料のデ
ジタル化により、二次利用や編集加工が容易となり、
大学等教育機関における資料の活用が可能になるとい
うところ等で、それから国内外における沖縄戦後史研
究の進展に寄与することが可能というふうに考えてお
りますので、そういった利用者の声というところを
拾ってみたいと思っています。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　私らが尊敬する当時立法院の議
長までやった長嶺秋夫という先生がいました。この人
の名前を打ち込んでも出てこない。なぜかというと、
文書名で打ち込まなければ、この文書が出てこないん
です。中にある人名も出てこない。だから、これでは
検索のしようがない。これＯＣＲを使ってやるだと
か、全文書をコピーして入れるだけじゃなくて、文章
を直す。そうすることによって文書の中に人名が出て
きたらそこにアクセスできるように、ネットでサービ
スをしないと、このままではせっかくのやったものが
やったふりというか、やって終わり。使う側の人間の
身になってこれは整理すべきですよ。もう一回、答え
てください。これはバージョンアップする予定はない
ですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時44分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。

　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　検索の精度について、利用者
の声を徐々に反映して日々改良しているという状況に
なりますので、作業としては日々声を聞きながら改良
しているという状況でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　今、私の声を聞きましたか。つ
まり、検索して人名でも出てこない。だから改良して
くださいと言っていますから、早急にそこは手を打っ
てください。お願いします。　
　次に行きます。
　第１次産業の振興について。
　農業、水産業、畜産業の経営の状況、そして第１次
産業の課題について、その他、課題解決に向けての進
捗状況について３つまとめて質問しますから、まとめ
て答えていいですから、どうぞ。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県内の農畜水産業の経営の状況としまして、肥料費
や飼料、燃料等の生産資材費の高騰により、まず生産
コストが近年上昇していること。また畜産業において
は、子牛価格の低迷が続いていること。一方、また農
業においては、台風等の自然災害に対応した耐候性施
設の導入が進み、冬春期出荷のピーマンやトルコギ
キョウ、菊類などの計画出荷と安定生産が可能となっ
ております。
　また、課題としましては、台風や干ばつ等の気象災
害による農作物被害、また生産性の向上、高齢化に伴
う担い手の減少、豚熱の発生ですとか、特殊病害虫の
侵入などの動植物防疫のリスクへの対応などの課題が
あります。
　取組ですけれども、それらの課題を解決するため
に、令和４年12月に策定した新・沖縄21世紀農林水
産業振興計画において、台風等の自然災害に対応した
栽培施設の導入ですとか、生産基盤整備の推進、多様
な担い手の育成・確保、スマート農林水産業の推進、
特定家畜伝染病等の防疫体制の強化など各種施策に取
り組んでまいりまして、本県農林水産業のさらなる振
興に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　私が言いたいのは、部長、前に
もこの場で話をしました。農家は、農業は、皆さんが
やっている今の問題ももちろん畜産の問題もありま
す。それは理解もしている。僕が言いたいのは、出口
戦略がないんですよ。だから前にもここで話をしまし
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たよね。うるま市勝連の平敷屋のモズクが浜買いで１
キロ110円で買われている。これは本土業者だ。この
本土業者が売っている価格は600円。１年間一生懸命
モズクを育てた業者が110円、それを仕入れして売っ
ている人たちは600円で売っている。１キロ490円の
上がりだ。問題は、このせっかくの沖縄特産のモズク
をどうやって高く売ろうという出口戦略がないんです
よ。そこをどうつくるかということを考えてくれと。
モズクをやったらお家が建ったというようなものを探
しなさいよと言っているわけですよ、僕は前からね。
これはどう思うのか。皆さんは、本土に東京に大阪に
名古屋に福岡にそういう拠点地をつくって、そこから
営業を持って行かなければいけないんじゃないのか。
それが僕は仕事だと思うんだけど、どうなのか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　議員御指摘のとおり、確かにうちのほうでは生産の
ほうが主流になりまして、売る力といいますか、プロ
モーションをしたりとか営業をかけたりとか、またそ
れを付加価値を付けて営業するという力のほうがまだ
まだ十分ではないということで、各種―モズクでし
たら去年、モズク消費拡大緊急対策事業ということ
で、プロモーション活動とかいろいろインフルエン
サーを活用したＳＮＳの投稿とかもしてまいりました
けれども、なかなかその部分が十分ではないというこ
とは認識してますので、また各部局―商工ですと
か、観光、また民間の力も借りながらその部分、プロ
モーション活動とか６次産業化等々を進めながら、
経営力の強化ということで進めてまいりたいと思いま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　僕は皆さんにも紹介しました
ね、山口県の萩大島だったかな、ツボウチさん。こ
れ、日テレでファーストペンギンという番組にもなっ
た女性です。この人も紹介をしました。だから、そう
いう人は本当に売ることにたけている人なんですよ。
だから、ここは萩大島船団というのをつくって、こ
の人が親分になってやっているんだけれども、今もう
全国に15船団あるんですよ。これは売る側の人たち
だ。だから、そこをあなた方にやってくれと言ったっ
て無理だから、これ民間にどう委託するかということ
を考えてくれと。これ、県庁の職員がこれできるかと
言ったらできませんよ。予算をつけてこれを売る努力
をしなさいという話をしているんですね。まあ、今日
はこの程度にしておきます。

　６番、国立自然史博物館について。
　現状報告と今年の目標について説明を求めます。つ
いでに、国立自然史博物館を沖縄に設置する認識を問
う、これ２つ一緒にお願いします。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県では、これまで県内外でのシンポジウム開催など
により、機運醸成を図ってきておりまして、その認知
度は確実に高まってきているものと認識しておりま
す。また、平成29年度からは、国等への要請も行っ
てきておりまして、昨年度は５回の要請を行うなど、
国への働きかけを強化してきております。今年度も骨
太の方針に係る要請で、国による取組の開始を求めた
ほか、県選出国会議員に県の取組を個別に説明し、協
力もお願いしてきたところです。今年も引き続き、こ
の国への働きかけを強化するとともに、さらなる機運
醸成を図るために、シンポジウムの開催に加えまし
て、県内外でもイベントの普及啓発、誘致に当たって
のコンセプト等の検討を開始することとしておりま
す。
　また、沖縄に設置する認識についてですけれども、
まず一つは、国立自然史博物館は東日本大震災をきっ
かけにしまして、標本、自然史研究の基となる標本の
バックアップ機能ということで、沖縄が最適とされた
という経緯がございます。そういったことを踏まえま
すと、今後想定されます南海トラフ地震が発生したと
きのバックアップ機能としての沖縄が位置づけられる
ことになるかというふうに考えております。それか
ら、沖縄にとってのメリットとしまして、東アジア、
東南アジアへのアクセス性の高い本県に自然史博物館
が設立されましたら、アジア地域全体の自然史科学を
支える研究及び人材育成の拠点となり得るというふう
に考えておりますし、生物多様性豊かな沖縄の重要性
を広く発信できることにより、この自然環境の保全に
つながる、あるいは子どもたちの自然史科学に関する
関心力を高め、学力向上にも資すると考えておりま
す。また、新たな観光資源としても使えるというふう
に思っておりますので、日本全体の観光経済への波及
効果、沖縄振興にも寄与するものというふうに考えて
いるところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　前期、私は土木環境委員長を
やってましたから、みんなで視察でスミソニアンに
行ってきました。北アメリカ、南アメリカまでのこの
自然史は、スミソニアンにしか自然史の部分はありま
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せん。ヨーロッパからアフリカまでは、フランス博物
館とガイア博物館にしかありません。これは、アジア
の全体の、ロシアからオーストラリアまでの自然史を
この沖縄につくろうというプロジェクトです。だけど
皆さんが今やっている活動は、県庁から国に行って一
生懸命やったところで、これは国会議員が何て言って
いるかと言ったら、呉屋さん、これ県立博物館をつく
るんですかと。そんな電話がかかってくるんですよ。
県庁が動く話ではないんだよ、今。皆さんが今やらな
ければいけないのは、県民会議をつくることでしょ
う。それは政治の部分がやることだ。それを行政が一
生懸命動いてしまったら、県立博物館をつくるんで
すかと。振興計画にあるのは、県立博物館なんですか
と、そんな議論になるよ。今皆さんが国会で動く話で
はない。まずはここに県民会議を、経済団体を全部集
めてつくることだ。それが先です。
　休憩します。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時54分休憩
　　　午後４時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○呉屋　　宏 議員　それで次、医療行政について。
　中部病院の構想はどのような進展になっています
か。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　県立中部病院は、地域の
中核病院であることから、建て替え等に当たっては、
広く関係者の意見を踏まえることが重要だと考えてお
ります。このため、保健医療介護部のほか、中部市町
村会等の外部有識者を含めた検討委員会を設置して検
討を行ってまいりました。検討に当たり、うるま市長
や地元自治会、中部病院職員にも説明を行っておりま
す。
　病院事業局としましては、これまでの検討結果や検
討委員会の意見を踏まえ、現地建て替えの方針を示し
た将来構想案を作成し、現在うるま市民を含む県民に
対してパブリックコメントを実施しているところで
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　これ、この間電話がかかってき
て、中部医師会の会長から電話がありましたよ。呉屋
さん、今のままでは駄目ですよと。医師会との意見交
換はきっちりできてませんよ、そう言われました。皆
さん全体と一緒に、役員とじゃなくても、全体とやっ
てないんですかと言ったらやってないと。私はそう言

われました。それも２週間ぐらい前の話ですよ。これ
も初めから先にありきで進んでいるんじゃないのか。
本当にこの検討委員会で一つ一つを積み重ねてきてこ
の結果が出ているのか。そして、これいつまでにでき
るんですか、これは。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　まず委員会の日程のお話
ですよね、最初は。日程調整は当然病院事業局の日程
と、それから委員の方々の日程をすり合わせてやって
おりますけれども、結果的に中部地区医師会は代理が
３回出てます、４回中。あと医師会は、沖縄県医師会
は毎回出てます。だから沖縄県医師会をないがしろに
してやっているわけではありません。そこは一応お話
しておきたいと思います。
　それから、ありきの話でしたか― 一応今のとこ
ろ、今年からもう既に基本計画に入りたいんですけれ
ども、最短で令和10年から着工を始めて、令和12年
の年度中にはオープンしたいなと考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　これは本体の改築ですか、それ
とも南病棟だけの改修ですか。どっちですか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　今、中部病院の南棟が地
震に耐えられないということで、それが一番の優先事
項ですので、南棟の建て替えが最初です。その後、時
期を置いて本館がまだ７年ぐらいのあれがありますの
で、その後に本館をくっつけて造るという形の設計に
はなるかなと思います。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　これもおいおい全てをやりたい
と思いますので、選挙終わった時期で資料が全部取れ
てませんから、ゆっくりやっていきたいなと思ってい
ます。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後４時58分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○呉屋　　宏 議員　次に、消防防災ヘリ、少し聞か
せてください。今、この計画が進んでいるのかどうか
説明をしてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　御説明いたします。
　消防防災ヘリの導入については、県及び全市町村で
構成する協議会において協議を重ねてまいりました。
同協議会で可決された議案について、現時点で承認を
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いただけていない石垣市及びうるま市へ個別に今説明
しているところでございます。
　県といたしましては、引き続き丁寧な説明を行い、
消防防災ヘリ導入に向けて取り組んでまいりたいと考
えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　なぜこの２つは了承していない
のか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　例えば、離島においてどの
ような活用ができるのか、あるいは人の配置について
出すことがなかなか難しいとか、あるいは今予定して
いる基地について、そこで本当に大丈夫なのかなどの
疑問があるというふうに承知しております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　あのね、うるま市はプロパー
じゃなきゃ駄目だと言っているんですよ。３年に１
回、消防職員にも交代交代させてできるような業務
じゃないと言っているんですよ。石垣は全体構想が見
えないと言うんですよ。皆さん多分、全国47都道府
県で消防防災ヘリが取り入れられていないのは沖縄だ
け。これ急いでつくろうとしている。そして、つくっ
たらもう終わり。先島はどうするか。皆さんの計画で
は陸上自衛隊を使うんでしょう、また。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　直近で石垣市へ御説明した
際には、本島から石垣まで、現在導入しようとしてい
る防災ヘリでは、約２時間を要して行くことができま
す。それで、新石垣空港をフォワードベース、前線基
地として活用することによって、石垣市内の、例えば
大型の消火活動であったり、海難、山の遭難救助で
あったりということについて活用することができると
いう説明をしております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　あのね、公室長。これでは駄目
だって前から言っている。だからこれは糸数部長との
調整が必要だ。八重山病院を中心にして、救命救急を
そこに置いて、もう１機をそこから飛ばして与那国、
波照間、宮古、その患者を石垣に収容しないといけな
い。そこが見えないからそうなるんだよ。２機体制を
始めから組む。だけど最初は１機体制の計画を進めて
いく。そして、北海道はこの広さで３機持ってます
よ、３機。あと一つは、固定翼機だ。皆さん、南北大
東はどうするのか。ほっておくのか。
○中川京貴 議長　知事公室長。

○溜　政仁 知事公室長　南北大東におきましては、
距離的には石垣市よりは近いというふうに承知してお
りますので、２時間の範囲内で移動は可能だというふ
うに承知しております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　１機で皆さんは沖縄県の消防防
災を全て担う、そういう計画で進んでいるということ
ですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　消防防災ヘリは当然御承知
のように沖縄県で初めて導入するものでございます。
導入後は人員であったり、予算であったり、それぞれ
の市町村から御負担をいただくということになってお
ります。ですので、まずは１機を導入して、それを
しっかり運用するというところから始めるということ
でございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　だからこの計画を、最後までの
計画をつくって、１機計画をすぐにやるということ
だったら分かるけれども、ここしか見えないから、最
後のところが見えないから石垣はそうなるんだよ。そ
ういうところ分かって議論していかないと、これいつ
までも前に進みませんよ。それと、振興計画にある東
西1000キロ、南北400キロというのは、北海道と変
わらないですよ、沖縄は。それぐらいの消防防災ヘリ
が必要なんだよ。そのことについてどう思っているの
か。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しになりますけれど
も、まずは１機を導入するということでございます。
そして、それの運用をした上で、その後のことを判断
するということで考えているということでございま
す。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏  議員　これは本当に今日時間がなく
て、本当に申し訳ない。もっと深掘りしたいんだけど
できないので、我が党関連から入っていきます。これ
は後でやろうと思っていますので、９月あるいは12
月にやっていきたいなと思います。
　子どもの給食費、島袋大議員の代表質問の中の政治
姿勢、子どもの給食費の無償化。これは５月24日に
発表されたんだけれども、それまでにはこの計画書は
できていたのか。24日頃に発表するというのがあっ
たのか。その計画書を出してください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　学校給食のプロセスにつきまし
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ては、これまで様々な検討をし、調整をし、決定した
ところでございます。基本的には、５月に入って調査
結果も踏まえまして、方針を決定し、５月24日の記
者会見に臨んだところでございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　質問に答えてない。24日頃に発
表する計画がいつつくられたか、その計画書出してく
ださい。提出できますか。ある日突然決まったのか、
これは。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　検討する際の資料等は当然ござ
いますが、これまでの日程で申し上げますと、５月に
入りまして、この調査結果を踏まえた関係部局の調整
を行いまして、５月７日に方針を決定し、そして24
日に発表したというふうな流れでございますけれど
も、しっかりこの計画といいますか、しっかりとたた
き台にした資料とかそういうようなものを基に議論を
し、方針を決定しているところでございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　苦しいね。教育長、僕が聞きた
いのは、計画事業というのは、どういう目的でやっ
て、どういう日程でやるか、いつ頃までにはこれをや
ろうという計画書があるはずだよね。それともその
場、その場でやってるのか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　失礼しました。
　これまでの決定に至るまでの計画、そういったもの
はございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　じゃ、議会終わってからで構い
ませんから出してください。
　次、水道料金に行きます。
　水道料金、これ私は土木環境委員長でしたからこれ
を間近で見てきましたけれども、これ６月に県議選挙
があるといいながら、よく３月に30％の値上げを出
すなと思いました。そこまで自信があるんだなと思い
ましたけど、これは企業局長に聞きますけど、これは
どうしても料金に課さなければいけないのか。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　水道事業に係るコストについ
ては、水道料金で賄うという基本的な原則がございま
す。現行102円の水道料金のままだと、令和７年度の
企業債の償還が賄えないという事態に陥って、それで
６年度中の水道料金の改定を提案したというところで
ございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。

○呉屋　　宏 議員　皆さんはこの余剰金というか、
この基金とか、将来こういうことが起こるだろうな、
改修が起こるだろうなと分かっていて、これ基金とか
に積み上げないのか。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　償却資産の減価償却費等は費
用化はしますが、これについては現金を伴わないこと
から内部留保資金として蓄えられることになります。
この内部留保資金もどんどん目減りしていって、この
ままだと令和７年度にはマイナスになるという見込み
があったものですから、これについてもそれを踏まえ
て水道料金の改定をしたというところでございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　あのね、ハード交付金のせいに
しているようですけど、これハード交付金はこの３年
間維持されているんですよね。ところが水道事業を見
てみると令和４年が64億、令和５年が42億、これが
22億減ってます。令和６年については34億。これ間
違っていますか、僕の数字は。
○中川京貴 議長　企業局長。
　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○宮城　力 企業局長　議員おっしゃるとおりでござ
います。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　ハード交付金の総額は変わって
ない。だけど水道事業はどんどん落ちてる。これは誰
のせいですか。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力  企業局長　今回の料金改定に当たって
は、建設改良事業に必要な資金、これについては国庫
補助金が目減りしている関係もあって、資産維持費と
して４年間で約84億円を計上したところでございま
す。その計画を基にしますと、例年63億円程度の国
庫補助事業が必要になる。これを４年確保して、足り
ない分は資産維持費を計上してその分で補塡をすると
いう計画を立てたところでございます。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　知事、水道整備の緊急支援のた
めの要請というのはやりましたか、政府に。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時11分休憩
　　　午後５時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
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　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　老朽化施設の財源に充てるた
めにはハード交付金も活用しているところでありまし
て、今年７月にはハード交付金も含む一括交付金の増
額について、沖縄担当大臣宛てに要請したところでご
ざいます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　企業局長。
○宮城　力 企業局長　水道料金そのものの低減につ
いて国に要請したことはございません。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　後は後ろの人に引き継ぎます。
　最後だけ、ものづくり事業についてですが、実はこ
れ超小型のＥＶを今やってます。来年の５月までには
２人乗りでこの事業がもうスタートをして、実際５月
から販売にかかります。うるま市に工場を造る。これ
商工労働部はどういう支援ができますか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　ＥＶの開発、導入につきましては、製造業振興の観
点から意義ある取組であると認識しております。
　県としましては、県内の企業連携による技術の高度
化や受発注の促進などにより、ものづくり産業の高度
化、域内産業の活性化につなげていくことが重要であ
ると考えております。これらを踏まえまして、引き続
き開発事業者と県とで意見交換を行い、具体的な内容
等についての確認をしながら、どのような支援が可能
であるかというところを検討してまいりたいというふ
うに考えております。
○中川京貴 議長　呉屋　宏議員。
○呉屋　　宏 議員　ぜひそうしてください。これ去
年10月の東京モーターショーにも出ています。そし
て今年の10月にはもう試乗ができるようになってい
る。最初の１台を皆さんが認可するかどうかの問題
だ。そして沖縄で初めて車を造る。47都道府県で車
を造っていないのは沖縄だけ。部品も含めて。いろい
ろなサトウキビから繊維を取ったり、いろんなことを
やろうとしていますから、皆さんが本当にここで力を
出せるかどうかというところが勝負ですから、よろし
くお願いをして一般質問を終わります。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時15分休憩

　　　午後５時16分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　皆さん、大変お疲れさんでござ
います。
　去る選挙によって２期目の当選を受け、玉城デニー
知事から直接当選祝い、祝電をいただきました。誠に
ありがとうございます。また、知事、ヤンバルそして
沖縄県の発展のため一緒になって頑張っていきましょ
う。
　それでは、通告に従い一般質問を行います。
　まず１番の、名護市安和の国道449号付近での車両
死傷事故について。
　(1)、事故の経緯と内容を伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　本件は、本年６月28日午前10時13分頃、名護市安
和の国道449号上において、会社員の男性が運転する
大型貨物自動車が安和港出口から本部町向け左折進行
中、大型貨物自動車の進路上にいた女性及び警備員と
衝突した事案であります。警備員は頭を強く打ち死亡
し、女性は両足骨折等の重傷を負っております。事故
原因等詳細につきましては調査中であります。
　県警察といたしましては、必要な捜査を行い事故原
因等の究明を図ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　事故が発生した場所、車道、歩
道は、この区域はどこの管理ですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事故が発生いたしました
国道449号については、県が管理する一般国道であり
ます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　まず、県の管理だと。この施設
の安全管理者は誰ですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国道、道路の安全につき
ましては、道路管理者が、道路法の規定によりその機
能を維持するということになっております。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
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　道路管理者である県が、その機能を維持するという
ことになっております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　県の管理施設である、安全管理
者も県であるということがありました。まず、代表質
問でもいろんな話がありました。（パネルを掲示）　
これ塩川港で、塩川地区の安全対策についての看板で
あります。まず、この当初設置した目的をお願いしま
す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　本部港の旧塩川地区にお
きまして大規模な抗議行動が予定されているという情
報がございまして、その議員が御提示している看板を
設置したところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　抗議行動が始まって、皆さんが
危険だとそういう内容になってますけれども、これ設
置しました、なぜ撤去したんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　設置後、抗議活動を行っ
ている団体と面談をいたしまして、安全が確認できた
ところから、この看板を元の状態に戻したというとこ
ろでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　抗議活動のメンバーと安全対策
を―対策、協議と言ってましたよね。協議を行って
安全を確認して皆さんは撤去されたんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　安全を確認し、安全に活
動を行うということを確認し、看板を元の状態に戻し
たというところでございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　（パネルを掲示）　この写真で
すけれども、私直接現場行きました。これまで代表質
問、我が党の一般質問等でいろんなガードレールの話
がありました。この安和地区の出入りに関しては安全
対策協議をされていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時22分休憩
　　　午後５時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　失礼いたしました。
　最初に申し上げましたが、この国道449号について
は県が管理する一般国道でございます。道路法により
県がその機能の維持について行っているところでござ
います。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、ちょっと確認取れなかっ
たんですけれども、安全協議、安全対策協議などを開
催されていますかということです。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この箇所につきまして、
限って、何か事業者と安全等の会議というのは行って
おりません。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　理由を教えてください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県は道路の管理者としま
して、道路の機能維持に努めているところでございま
す。この箇所につきましては、事業者によって安全の
ための措置が行われているという認識でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　片や塩川地区ではやって、この
出入口ではやらない。同じ県の管理をする場所、これ
何でですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国道449号は県が管理する
道路でございます。一方、安和桟橋につきましては、
民間の施設ということでございます。
　県としましては、道路区域において、その機能の維
持に努めているというところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　この事故はどこで起こったんで
すか。今回の事故は。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国道449号の道路区域内で
起こったという認識でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　だから部長、管理者は県なんで
すよ。片方では、抗議の皆さんといろんな打合せした
んでしょう。安全を確認してせっかく設置している警
告看板を、設置していたものを撤去したと。今回ここ
でも同じようなこと、私通告もしてますよ。このメン
バーとこうやって安全会議をしておりますかと。
　ちょっと視点を変えさせてください。
　事業者から、代表質問でもありましたガードレール
の設置、防護柵、設置要請が来ていたんですけれど
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も、これを皆さんのほうで承認できないということで
返してますよね。その内容を教えてください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事業者が、ガードレール
または移動可能な樹脂製バリケードの設置を求めてお
りました。その箇所は歩道上であり、その設置が歩行
者の通行を妨げ歩道本来の目的を阻害するというもの
であることから、道路管理者としてはこれらの設置は
適切でないと考えたところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　皆さんが指してる歩道、誰を指
しているんですか。この歩道に妨げるという言葉が出
ましたけど、誰を指してますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　歩道を通行する歩行者を
意味しております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　これまず、一つの問題は県の管
理であるんですけど、いろんな活動の方と安全対策を
していない。そして皆さんに、ここにバリケード、柵
を設けてくれませんかと。皆さんができなければ―
これ安全対策ですよ。安全対策を皆さんに要望したん
ですよ。ここに設けてくれと。この手前には、丈夫な
柵があるんですよ。私現場行きました。この柵は何で
すかと。芝生を守るため。この手前ですね。これ芝生
を守るため。何でこっちで活動してるのに、人の往来
を、安全をお互い協議できなかったんですか。なぜで
きなかったんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　横断歩道等が設置されて
いる場合、そこへの誘導を行うために歩道上に柵等を
設けることはございますが、今回協議のあった箇所は
歩道上であり、歩行者の通行に支障があるというとこ
ろから、設置は適切ではないという判断をしたところ
でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝  議員　部長、皆さん行政のプロです
よ。横断歩道がなければ、仮に横断歩道設けることで
きるんでしょ、これ。なぜできなかった。いろんな相
談をして。ここに横断歩道を仮にですよ、横断歩道す
ればガードレールも設置できたでしょう。いや、国道
とかそういうことじゃない。今私が言っているのは、
安全対策どうだったのか確認しているんですよ。歩道
の話するから、歩道設ければよかったんでしょう、
ここに、歩道を。歩道を設けて安全対策を柵でもバリ
ケードでもいい、簡易でもいいですよ。その対策を皆

さんに承認をいただきたいんですと。提出をして、立
派なものですよ、これ。私那覇、いろんな交差点回っ
てきましたよ、部長にも出してますけれども。歩道が
あれば、いろんな柵全部やってますよ、柵は。那覇だ
けじゃない、ヤンバルも全部。どう思いますか。柵が
あった場合、バリケードがあった場合、ここに仮にバ
リケードをやっていれば、この事故はなかったんです
よ。皆さんが温かく、同意をして仮設でもいいですよ
と、歩道をここに設けてくださいと。片方では抗議団
といろいろ相談をして、ここではやらないじゃないで
すか皆さん。これを設けていれば事故は防げました。
どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　港湾と道路というところで、若干その対応は違うと
ころはございますが、道路につきましては、あくまで
も歩道の機能の維持というところで、申出のあった
ガードパイプなどは設置を認めなかったというところ
でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝  議員　部長、これ大事なところだか
ら。仮に安全対策を講じたら事故はなかったんじゃな
いですかと聞いてる、私は。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事故の詳細につきまして
は、先ほども申し上げましたとおりコメントは差し控
えさせていただきます。また、仮定の問題につきまし
ても同様に、どのような結果になったかというところ
については、答弁しかねるところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　まだこの件は、ちょっと追って
これから確認していきたいと思います。
　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時32分休憩
　　　午後５時32分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲里　全孝 議員　次に３の、公共施設維持管理状
況について下記のとおり知事の考え方を伺う。
　まず(1)から、本部港待合室のクーラー設備の修繕
状況を伺う。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　本部港本部地区の旅客待合所の空調設備につきまし
ては、整備後約18年が経過し、老朽化により稼働で
きない状況にあるというところから、現在修繕に取り
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組んでいるところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝  議員　部長、ちょっと教えてくださ
い。このクーラー設備、使用不能になったのはいつで
すか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時33分休憩
　　　午後５時34分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　令和元年度から故障をし始めておりまして、全機故
障したのが令和４年５月頃ということで管理事務所の
ほうから聞き取っております。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　４年間、クーラー設備が使用不
能ということですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほど答弁したとおり、
令和元年度から故障し始めているというところでござ
いますので、それからカウントしますと４年というこ
とであります。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、これ内容を教えてくれな
いですか。内容を教えてもらえないですか。故障の理
由は何ですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　整備から時間がたってお
りまして、老朽化が原因であるというふうに考えてお
ります。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　今回の修繕は、全面改修という
ことですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時35分休憩
　　　午後５時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今回の修繕で全面的に改
修する計画でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　これ受注された規模、教えても
らえないですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時36分休憩
　　　午後５時36分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　失礼いたしました。
　故障は６台全台でございまして、金額が674万円と
いう金額で修繕をしているところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝  議員　部長、使用不能になって、こ
れ、私も当時、市町村といろんな意見交換して、これ
４年前から私も要望―早めに修繕してくださいと。
私も、何回も皆さんのほうに電話入れたんですよ。ど
ういう状況なんですかということでですね。こういっ
た大規模な修繕がかかる場合には、時間がかかると、
予算もかかると、丁寧に地元に説明したほうがいいで
すよ。どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、修
繕に時間がかかっております。その点については、地
元への説明が不十分だった面はあるかと考えておりま
す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時37分休憩
　　　午後５時38分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　次に、本部港護岸の災害復旧に
ついて、何点か確認させてください。
　台風６号で破損した護岸の調査・復旧状況を聞きた
い。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　本部港のクルーズ船対応岸壁における被災箇所の復
旧につきましては、被災の状況を勘案し、再度の被災
を防止する設計となっております。復旧工事につきま
しては、令和６年５月に契約をし、令和７年３月に完
了を予定しているところであります。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　私、部長、以前から地元との対
話大事ですよと。町とそして指定管理の皆さんと、内
容を調整するような要望をしたんですけど、その後地
元と調整されていますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　速やかな復旧が図られる
よう、本部町や本部港管理事務所、港湾事業者等に対
し、設計段階から現在まで説明等を行ってきたところ
でございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
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○仲里　全孝 議員　大変ありがとうございます。
　（パネルを掲示）　このバースは、我々ヤンバルに
とって海の玄関口。これからクルージングを誘致し
て、ヤンバルの活性化につなげていこう、私今回の選
挙で何回もこれ訴えてきたんですよ。皆さんの答弁を
聞いて少し安心をしました。
　護岸の課題は何だったんですか。これまでこの護岸
の課題、皆さん地元と調整したじゃないですか。この
課題は何があったんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　以前の岸壁につきまして
は、港湾事業者よりクレーンでの荷役に支障があると
いう要望がございました。そのため、災害復旧の設計
によりまして、波浪等に対応できる岸壁を検討すると
ともに、町や事業者等との調整も踏まえ大型クレーン
も使用可能な設計としたところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、ちょっと大事なことだか
ら確認させてください。ここで地元から要望があった
200トンの大型クレーンでの船舶への荷下ろしは可能
ですか。新しい設計で。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　復旧後は200トンの大型
クレーンについては、船舶への積卸しは可能となりま
す。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ぜひ一日も早いバースの復旧を
目指して頑張っていただきたいと思います。ありがと
うございました。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時42分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲里　全孝 議員　次に移ります。
　県庁地下２階の駐車場で発生した事故を受け、泡消
火剤の流出の緊急対応指針と緊急対応マニュアルを策
定したが、その後の管理状況を伺う。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　昨年６月の県庁舎地下駐車場
の泡消火剤の誤放出事故を受け、本年２月に再発防止
策として迅速な初動体制を確立し、的確な応急対策が

実施できるよう、県有施設全体の対応方針を示した指
針及び本庁舎における具体的な対応を示したマニュア
ルを策定、公表をしたところです。泡消火剤が流入し
た地下２階駐車場の湧水槽については、ＰＦＯＳ等を
含んだ水を庁舎外に流出させないよう排水ポンプの停
止、定期的な水位確認、産業廃棄物としての適正な処
分等を行っております。また、湧水槽内のコンクリー
トに付着、浸透したＰＦＯＳ等が溶出しないように、
専用塗装によるコーティング工事に新たに着手したと
ころであり、抜本的な解決に向け引き続き取り組んで
まいります。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　県庁地下２階以外の皆さんが管
理しているＰＦＯＳ、ＰＦＯＡの管理状況をお願いし
ます。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　本年２月に県関係部局等に対
し調査をしたところ、泡消火設備を有するとした県有
施設は10施設あります。このうち県庁舎を含む５施
設には泡消火設備の配管などにＰＦＯＳ等を含む泡消
化剤が残っていることが確認されております。残りの
５施設については、ＰＦＯＳ等を含まない泡消化剤へ
の取替えと配管の洗浄、また更新が完了している状況
との回答がありました。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　部長、これはとても大事なこと
なんですよ。これは以前から、私は県のホームページ
に状況を掲載してもらえないかと。どの地下にＰＦＯ
Ｓがどれぐらいのボリュームありますと。そういうの
は県民に公表してもいいんじゃないですか。公表され
ていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時44分休憩
　　　午後５時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　現在、公表はしておりません
けれども、先ほど答弁した内容の10施設について公
表したいと思います。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ぜひ、部長早い時期に、これＰ
ＦＯＳというのは人体に影響するもんですから、職員
であろうが、県民であろうが、どこにどういったＰＦ
ＯＳがあるか掲載してください。そして状況も順次県
民に知らせてください。よろしいですか。
○中川京貴 議長　総務部長。
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○宮城嗣吉 総務部長　10施設、そのうち５施設につ
いては、ＰＦＯＳを含む泡消化剤が残っているという
ことが確認されておりますので、そのような状況と
計画的に配管の取替え等を行うこととしておりますの
で、その状況を順次更新したいと思います。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　ぜひお願いします。
　学校給食費の件。無償化に向けた沖縄県の取組の件
を確認させてください。
　５月24日に知事のほうから定例記者会見で発表さ
れておりますけれども、この市町村との意見交換を
行いましたと。市町村の、これ理解は得られたんです
か。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　５月24日の取組方針発表後に取組方針の修正を加
えまして、６月17日から６月25日まで国頭から宮
古、八重山地区各地区における説明会を行いました。
説明会では具体的な実施に向けて多くの意見がござい
ました。今後またその意見を取りまとめまして、さら
に個別ヒアリングを行いながら課題を整理していきた
いというふうに考えているところです。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　教育長。せっかく市町村集めて
皆さん意見交換しているわけですから―ある報道に
よると、市町村のほうから皆さんのほうに全額県のほ
うで負担してくれとか報道があったんですよ。だから
それ中身、今回皆さんが、これ各市町村の教育委員会
宛てに送られています。そこに既に２分の１相当を補
助すると、そういうふうに書いてあるんですよ。そう
いった中でそれを皆さんが各教育委員会に送る前に、
これ市町村と協議を持っているんですよ。だから理解
を得られたんですか、この市町村から。５月24日の
時点で。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　５月24日の時点においては、ま
だ―初めてその場で県の方針を発表申し上げました
ので、その後６月６日、７日において市町村長との意
見交換を行いました。そういう時点でその方針につい
ての様々な御意見をいただきましたので、その後、意
見を踏まえて修正を加えたところでありますので、５
月24日前にはまだ具体的に市町村にはその方針等に
ついては公表しておりませんでした。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　いや、中身はどうあったか。中
身は皆さんが中学生だけ２分の１補助するというふう

に各市町村と意見交換行いましたと。だから対応はど
うだったのかということ。なぜ小学校は補助しないん
ですかと意見なかったですか、この時点で。知事の公
約は、中学校も小学校も無償化なんですよ。今日知事
が答弁しました。全額補助じゃありませんよと。今回
２分の１、さらに中学生だけ。皆さんもうこれ来年
４月から実施するじゃないですか。こんな大きな事
業、５月24日に調整されたじゃないですか、首長さ
んと、教育長。調整された中で皆さん理解も得てない
のに一方的にこれを送ったのか。来年の４月１日から
中学生の学校給食費の２分の１相当を補助すると、こ
れ送られているんですよ、もう。だから理解を得られ
ていますかと、送る前に。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　６月６日、７日に市町村のほう
と意見交換を行いまして、様々な御意見ございました
ので、それを受けて修正をいたしましたが、その修正
案については引き続きいろいろな意見があるというこ
とは承知をしているところであります。それを踏まえ
て我々修正したものを踏まえて、今申し上げました６
月17日から25日にかけて説明をし、できるだけ丁寧
に説明しまして、御理解をいただくように今取り組ん
でいるところでございます。
○中川京貴 議長　仲里全孝議員。
○仲里　全孝 議員　教育長、知事、この事業、県の
一般財源から58億支出するんですよ。皆さんは国と
調整ができなければ、一般財源から出していくと。第
１弾は２分の１であっても、第２弾があるわけでしょ
う。２分の１だけじゃないですよ、これは。今回は２
分の１、中学生だけ。だけど皆さんは知事の公約だか
ら、この４年間で―まああと２年ですね。この２年
間でこれ取組できますか。せめて小学校も２分の１入
れるとか、中学校、小学校無償化。一般の人は、県民
はこの公約、知事の公約、私も注目してました。全て
玉城デニー知事の下で県民は県の財源から全て支出す
るというふうに思ってますよ。私も思っていたんだの
に。まあ、ということです。これで終わります。また
いろいろ議論させてください。ありがとうございまし
た。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　各市町村との調整も、教育庁の
ほうでこれからも引き続き丁寧に説明を行ってまいり
ますし、今回は第１弾ということで、令和７年４月か
らの中学生の給食費２分の１補助から始めていきたい
ということですので、将来に向けてしっかり取り組ん
でいきたいと思います。
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○仲里　全孝 議員　議長、以上です。
○中川京貴 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。

　次会は、７月16日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時53分散会
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令 和 ６年
第 ２ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

令和６年７月16日（火曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第５号
令和６年７月16日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第21号議案まで（質疑）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第21号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の
　　　　　　　　　　　　　 一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第８号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　債権の放棄について
　　　　　　乙第11号議案　家屋損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第14号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第20号議案　専決処分の承認について
　　　　　　乙第21号議案　専決処分の承認について

 
出　席　議　員（46名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
５　 番　　大　田　　　守　議員

６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
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欠　席　議　員（２名） 

４　 番　　儀　保　　　唯　議員 27　番　　上　原　快　佐　議員
 

説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事
池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員  

12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員
23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員

30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

 
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
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○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案及び乙第１号議案から乙
第21号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。

　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　おはようございます。
　私、本日２日目の１番バッターということで、先頭
打者ホームランを狙っていきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
　さて、早速ですけれども、質問に入ります。
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　１、県産品の利用奨励は沖縄県内にどのような影響
と効果をもたらすかお伺いします。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、県内企業への優先発注及び県産品の優先使
用基本方針に基づき、国や市町村、大型店舗等に対し
て、県産品の優先使用等についての要請を行うなど、
官民一体による各種取組を実施しております。これら
の取組を通して、県民の皆様が県産品を愛用し、需要
拡大が図られることで各種産業へ波及し、本県経済の
好循環につながる効果があると考えております。今後
も引き続き、県産品の優先使用等の推進を図るなど、
本県経済循環の向上に資する取組を進めてまいりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　具体的に、沖縄県としてこういう働きかけ以外にど
ういった取組をされているのか教えていただけますで
しょうか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　具体的な取組ということでございますが、まず県産
品奨励月間における県産品の需要拡大に向けた周知広
報活動、そして産業まつりの開催による生産者の生産
意欲の高揚と県民の県産品に対する意識啓発のための
取組、また県が認定する優良県産品の推奨、公共工事
における県産資材の優先使用のための県関係部局等を
対象とした県内企業によるプレゼンテーション及び活
用に向けた意見交換会などを実施しております。沖縄
県工業連合会などの関係団体で構成される実行委員会
におきまして、実施要領を定め、県産品の優先使用等
に取り組んでいるところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　今お話を聞いていても、基本的に周知というところ
に、これはある意味終始しているのかなというふうに
思っております。例えば、県内企業への発注に関して
ですけれども、行政として率先して取り組むために
は、具体的な案を提示すべきじゃないかというふうに
思っておりまして、例えば、公共工事。ここに関して
は、県産品の利用に関して入札時に加点をするとか、
こういったことを考えてもよいのではと思うんですけ
れども、この点いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　県が発注する公共工事におきましては、県産品優先
使用が原則であるということから、工事成績や総合評
価において加点対象とはしていない状況でございま
す。
○新垣　淑豊 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時４分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　先ほどもお答えいたしましたが、県産品使用が原則
ということでございますので、今後工事成績等におい
て加点対象の検討は現在のところ行わない予定でござ
います。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　県産品を活用すると、沖縄に労働賃金とかが落ちま
すし、原材料の材料費、こういうのも落ちます。だけ
ど、県外から来た材料をそのまま使うと、全部県外に
流れていってしまうわけですよね。域内循環という話
であれば、やはり私はそこもしっかりと行ったほうが
いいと思っておりますので、ぜひ今後も検討いただき
たいということと、また今後これ議論をさせていただ
きたいと思っております。
　あと、例えばＩＴ関連。これは一応、第３次産業と
いうふうになっておりますけれども、これもある意味
県内で製造する、いろんなソフトウェアとかを製造す
るというところにもつながると思っておりますが、例
えば県内企業が受注しても、業務協力先が県外企業と
いうケースもあるよというふうに言われております。
でも本当は県内企業で製造可能なのに、これをやりま
すと県費が県外に流れるケースというものも見受けら
れると思っております。特に公共から発注するものに
関しては、しっかりとこの協力先まで確認すべきだと
思っておりますけれども、この点いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　域内自給率、そして域内経済循環を向上させるとい
うことの趣旨の御質問だというふうに考えてございま
す。
　やはり課題としましては、県内で生産可能なもの、
あるいはサービスというものは可能な限り県内で生
産・調達することを推進していく必要があると考えて
ございます。そのためにもやはり県内需要を創出して
域内経済循環を高める、そして域内自給率を上げると



- 192 -

いうことで、本県経済の好循環を図っていく必要があ
るというふうに県としては考えております。ですので
今後、ＩＴ企業も含めまして、県内企業の育成強化に
向けまして、県内企業への優先発注、そして県産品の
優先使用を推進しながら、県経済の活性化を促進して
まいりたいというふうに考えてございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　今月は県産品奨励月間ということもありますので、
ぜひこういったことを考えるいい期間としていただけ
ればというふうに思っておりますので、これもまたい
ろいろとやり取りをさせていただきたいと思っており
ます。
　さて、続きまして２番、沖縄県の土地価格上昇に関
して、メリットとデメリットをどのように考えている
のか伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　入域観光客数の増加に伴う店
舗需要の回復等により、県内経済は拡大基調にあるこ
とから、本県の土地価格も上昇傾向にあります。土地
価格の上昇は保有している資産価値が増加する、そう
いったメリットがある反面、事業コストの増加や住宅
を購入しにくくなるなどのデメリットがあるというふ
うに考えております。
　県としましては、急激な土地価格の上昇により適正
かつ合理的な土地利用に支障が生じないよう、土地価
格動向の推移や土地取引状況等を注視して、適切に対
応してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　確かに土地価格の上昇で、県に対しては固定資産税
が高く入ってくる、金額が高くなるとか、こういった
メリットもあると思いますけれども、土地価格の上
昇、特に家賃の上昇というのは、生活にとっては非常
に厳しいものになると思っておりまして、所得はまだ
まだそんなに上がっていない基調の中で住居費が上が
る。そうすると、ほかのものにお金を使えないんです
よ。例えば教育費にもお金を使えなくなりますよね。
だからこういったことを考えたときに、特に沖縄県民
が土地を買えないとか建物を造れないとか、こういっ
た状況にもなっていると聞いております。例えば、
新都心地域でもマンション坪当たり300万とか、こう
いった金額で本当に沖縄県民がそこに住んでいられる
かとか、新しく住居を造れるかとか、こういったこと
はやはり県としてもしっかりと考えていただきたいん

ですよ。そのためには、規制と緩和というものをうま
く使わないといけないと思っておりますけれども、こ
の辺りというのはどのように考えていますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　一般的な土地規制というの
は、土地は需給関係に伴い一般的に取引されるものな
んですが、国土利用計画法による土地取引規制という
のが一定的にあります。これは、地価の急激な上昇ま
たはそのおそれがある場合、また土地の適正かつ合理
的な土地利用の確保が困難と、いわゆるその投機的な
動き、かつてのバブルのようなその地上げ的な動きが
ある場合の規制という形になってきます。その場合に
は程度に応じて、注視区域、監視区域、それから規制
区域、そういった形の規制になります。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ちなみに沖縄県の傾向としては
どういった傾向になるんでしょうか。今そういった規
制の対象とかになる可能性というのはあるんでしょう
か。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今現在、実は10年連続地価と
いうのは上がっている状況にあります。ただ、県内で
そういった投機的な動きがあるかどうかというところ
で言いますと、そういう動きにはまだなっていないと
思っております。ただ、今議員がおっしゃるように、
県としては、地価の上昇によって県民生活に影響を及
ぼすことがないようにという観点で、土地取引の状況
については警戒感を持って注視している状況です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　いいですね、もちろん土地価格が上がることはいい
こともありますので、ぜひこういったものを確認しな
がら進めていただければ、沖縄県の持続的な発展につ
ながるものだと思っておりますので、お願いをしたい
と思います。
　続きまして、３番です。
　全国的に労働力不足と言われていますけれども、沖
縄県の状況と独自施策について伺います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　本県の有効求人倍率は22か月連続で１倍を超えて
推移するなど、多くの産業分野で人材確保が困難な状
況となっております。そのため県では、国や関係機関
と連携し、多様な人材の掘り起こしを目的とした新規
事業に取り組むほか、ＵＪＩターン事業等を実施して
おります。また、グッジョブセンターおきなわでは、
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企業向けの相談支援や女性や高齢者、就職困難者等、
多様な人材の相談及び就労支援にワンストップで対応
し、労働参加を促す取組を実施しているところでござ
います。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　本当に多様な人材というものが、まだまだ沖縄県に
は眠っている可能性が非常に高いので、そこはお願い
したいと思っておりますし、例えば、福祉事業との連
携というのも、ぜひやっていただきたいなと思ってお
ります。例えば、ひきこもりの子たちですね。こう
いった子が、本当は仕事したい、できるかもしれない
んだけれども、そのまま家庭に籠もってしまうと気が
ついたらもう仕事がない。そして、今の8050問題と
か、そういった形につながるかというふうに思ってお
りますので、この件についてはまたどんどんと―外
国人人材の登用とかもありますけれども、しっかりま
ずは県民ということ。そしてまた、直近の件に関して
は、ぜひ外国人人材の登用というのも一応検討はして
いただきたいと思っております。例えば、日本語学校
のお話があるんですけれども、日本語学校は勉強でき
る子に限って言うと、実は時間が余っている。時間が
余っているから本当は働きたい。やることないんです
よね。しっかり働きながら生きた日本語に接したいと
いう子たちもいるわけですから、そういう子でも１週
間28時間しか働けないということで、例えばこれを
沖縄県、特区制度を活用しての延長というのもいいん
じゃないかという声もありますけれども、この点はい
かがですか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　外国人留学生の活用という趣旨の御質問だと思いま
すが、外国人留学生の在留資格は留学として位置づけ
られているということから、原則としては就労するこ
とができませんということです。ただ、出入国在留管
理局長の許可を受けた上で、週28時間まで就労が可
能となってございます。就労時間の延長につきまして
は、経済界からの要望も踏まえまして、国家戦略特区
の提案に向けて関係部局と調整を進めているというと
ころでございます。現在、外国人留学生の雇用ニーズ
等を的確に把握するために企業等へのヒアリングを実
施しておりまして、そのヒアリング内容を踏まえまし
て、国家戦略特区の具体的な提案内容に反映させてい
きたいというふうに考えております。
　以上です。

○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　これは非常に経済界から望まれていることだと思っ
ておりますので、早急に進めていただきたいと思って
おりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは続きまして４番になりますけれども、那覇
空港ターミナルからモノレール駅に向かう動く歩道の
状況についてですけれども、これちょっと写真を見て
いただきたいんですけれども。（スクリーンに表示）　
これを見ながら―ごめんなさい。まずは答弁をいた
だきたいと思います。状況をお願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　那覇空港とモノレール駅を結ぶ連絡通路にあります
動く歩道は、高齢者や妊婦の方、大きな荷物を持つ方
や子ども連れの方々などの移動負担軽減及び利便性向
上を図る施設となっております。現在はゴムベルトの
老朽化等に伴いまして、利用者の安全を考慮し、やむ
を得ず運用を停止しております。今年度、修繕工事に
着手する予定となっておりまして、復旧に向けて取り
組んでいるところでございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ちょっと写真を見ていただきた
いんですね。これ那覇空港ターミナルから出たところ
です。動く歩道はありません。次お願いします。（ス
クリーンに表示）　曲がったところです。動く歩道あ
りません。（スクリーンに表示）　次曲がったところ
です。動く歩道は止まっています。（スクリーンに表
示）　これが令和４年の９月20日から運用停止とい
うことになっておりますけれども、この動く歩道って
何メートルあるんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩
　　　午前10時15分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　失礼いたしました。
　40メートルでございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　じゃあ、ターミナル出てから、
この動く歩道までの間というのは何メートルあるんで
すか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　申し訳ございません。
ターミナルを出てからの施設につきましては空港の施
設でございまして、国管理でございます。現在、詳細
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な資料が手元にございません。申し訳ございません。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ありがとうございます。
　大体、この２倍ぐらいあるんですよね。ちなみに
今、修繕をされるという予定ですけれども、これ予算
は40メートルで幾らぐらいになるんでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　すみません、ちょっと休
憩をお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時16分休憩
　　　午前10時16分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　令和６年度、今年度の事業内容でございますが、ゴ
ムベルト等を新品に取り替えるということで、両側で
３億2000万円の費用がかかる見込みでございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　あのですね、私はもともと製造
業をやっていまして、改善とかいろいろやるわけです
よ。改善をやるときに、これがもともとあっていいも
のかどうかというのをまずは考えるべきじゃないかと
いうふうに思っています。３億円かけて40メーター
の動く歩道ですよ。坂を上るわけでもない。それが本
当に３億円のお金をかけてやるべきことなのかという
ことを私は考えてほしいと思っていますけれども、こ
の点いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この動く歩道につきまし
ては、これまでも多くの方々から利用されており、利
用者の負担軽減、利便性向上の観点から復旧する必要
があるものと考えておりますが、様々な意見があるこ
とにつきましては承知をいたしておりますので、議員
御提案の件につきましても、今後国等と意見交換を
行ってまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊  議員　ちょうど、これ入札が不落に
なったと聞いています。これいいタイミングだと思う
んですよ。人は、あって止まっているから文句言うん
です。これ壊れているよ、いつ直すのかという話にな
るんですけど、なければないで歩くんですよ。だって
それまで歩いているんだから。だから、こういったと
ころよりも、私は逆にもっともっと県民ニーズを考え
たときに、例えばモノレール駅のホームから改札口ま
で基本エレベーターしかないんですよね、どこの駅で
も。だけど、みんなこの小っちゃい体をした観光客の

女の子たち、修学旅行の女の子たちが重い荷物を持っ
て動いているケースとかあるわけですよね。まあ、修
学旅行は荷物を運んだりしますけど、例えば学生旅行
の子たちですね。だから、そこをもっとしっかり手当
てをしてほしいなというふうに思いました。この３億
円というお金の貴重さというのは、ぜひここは検討し
ていただきたいなと思っておりますので、どうか―
本当に担当課は一生懸命予算を取ったと思います。け
れど、もう一回ここは立ち止まって見直すべきところ
ではないかと思ってますので、これは提案とさせてい
ただきますので、よろしくお願いいたします。
　続きまして５番―その前にちょっと６番に行きま
しょう。
　沖縄県内の観光施設の料金設定についてお伺いしま
す。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　一般的に観光
施設の料金は、地域や季節における料金相場、同様の
施設の料金等を基に設定されているものと認識してお
ります。県内の観光施設においても、各事業者の経営
判断に基づき料金設定が行われているものと考えてお
ります。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　じゃあ、沖縄県内の観光施設の
トップ施設と言われている沖縄美ら海水族館、ここの
金額はお幾らですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時19分休憩
　　　午前10時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　令和４年の10月に改定をしておりまして、一般の
大人料金が2180円でございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　2180円なんですよね、大人。そ
して、水族館って確かにお金かかるんですよ。いろん
な設備を整えなきゃいけないし、生き物を飼わなきゃ
いけないとか。なので、金額的にほかの施設などと比
べると若干高いという話もありますけれども、私はこ
の水族館は安いと思ってます。例えば、大阪の海遊
館。これこそまさに公営施設ですけど、変動相場制を
使ってるんですよ。上限3500円、下限で2700円。も
う下限ですら沖縄の美ら海水族館よりも高いんですよ
ね。だから、沖縄の美ら海水族館の入館者、まず人数
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を教えていただけますか。美ら海水族館の入館者数。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時21分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　美ら海水族館の入館者数でございますが、令和５年
度におきましては295万人余りでございます。令和６
年度につきましては、６月末現在でございますが、
75万1000人となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　毎月30万人以上来てるわけです
よね、令和６年度に関して言うと。そうすると、例え
ば1000円値段が上がっただけで、30億の収入が増え
るわけですよ。そうすると、この水族館に対してもっ
ともっと金をかけることができますし、そしてこの
残ったお金というのは、多分周辺の整備とかにもどん
どん使えると思っています。多分これたしか条例で使
途が決められているというふうに聞いてますけれど
も、沖縄県全体でもやはり観光という意味でもういろ
んな施策を打つ中でお金ない、お金ないと言われて
いるわけですよね、諸見里部長ね。観光事業に対して
しっかりとお金を出すということは、私は非常に大事
なことだと思っておりますし、また宿泊税、これもお
話があります。ただ、この宿泊税に関しては、観光事
業者の方からどうしてもやっぱり観光だけに使ってほ
しいという声もあるわけですから、例えばそこの周
辺に関わるかもしれないけれども、道路整備とかこう
いったものにしっかりこのお金をかけていくというの
は、私は必要なことだと思っておりますし、またこの
美ら海水族館の金額がキャップになっているんですよ
ね。ほかの観光施設はこれ以上の金額をつけられない
んですよ。だから、この―これは確かに国の施設か
もしれませんけれども、しっかりと話をして金額を引
き上げていく。そういったことを私は行っていくべき
だと思っておりますけれども、この点はいかがお考え
でしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県内の観光施設の料金に
つきましては、基本的にそれぞれの施設の運営状況に
おいて判断されるべきものと考えております。美ら海
水族館につきましては、入域観光客の増加とともに入
館者数についても増加を見ておりまして、現在の状況
で安定的な管理運営が図られているということから、

さらなる入場料の改定については現在は検討していな
い状況でございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　だから、もう今資材高になって
各観光施設大変なんですよ。上げたいんです。だけ
ど、ここの金額がキャップとしてあるから上げ切れな
いっていう現状もあるわけですよ。なので、しっかり
上げる検討をしてほしい。なおかつ、今人数が増えて
いるからいいかなという話だと思うんですよね、部長
がおっしゃっているのは。そうじゃない、取れるとこ
ろからはしっかり取る。そして、県民に対しては県民
割を使う。こういったことをしていかないと―どん
どんどんどんお客さんに来ていただく、観光満足度が
上がれば上がるほど、地元の不満というのはたまって
いく可能性というのもあるわけですよね、これよく言
われてますけれども。だからしっかりとお金取って、
そこで地域のために還元をするということをやらなけ
ればいけないというふうに私は思っておりますので、
これぜひ御検討いただきたいと思っております。
　続きまして、我が党関連のほうから先に行きます。
　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時24分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　淑豊 議員　我が会派関連、島袋大県議の１
の(2)のエ、知事の政治姿勢のところですけれども、
これは安和の件。いろいろと我々のほうからも出てお
りますけれども、安全対策について今工事を止める要
請をしているというふうに言われてますけれども、
じゃあ沖縄県としてどういった体制を取るのか、どう
いった安全対策をするのか教えてください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事故後の防衛局との調整
につきましては、事故原因が究明され、安全対策がさ
れるまでの間の土砂搬出の中止を要求したところでご
ざいます。また、安和桟橋付近の国道でございます
が、歩道部分については、歩行者については指導等を
行う法的根拠がないというところから、県において今
対応を行っていない状況でございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　じゃあこれは防衛局が安全対策
をしたら、そのまま工事をさせるということでいいで
すね、知事。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在、防衛局に対しまし
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て安全対策等を求めているところでございます。その
内容を見て検討したいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　じゃあ、沖縄県は安全対策をせ
ず、そして防衛局がしっかりと安全対策をしたとき
は、この工事が進むという認識で私は捉えたいと思っ
ておりますので、よろしくお願いいたします。
　さて、続きまして、座波県議の３の(2)のオ、農
家・漁家への支援についてということですけれども、
畜産に関しては結構いろんな議員からの質問がありま
した。ちなみに、酪農についてどういう状況なのか教
えていただきたいと思います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　本県の酪農でございますけれども、県内市場や学校
給食への県産牛乳の供給を通して県民の健康増進に
大きく寄与していると認識しております。生乳の生
産量の推移でございますけれども、平成12年の４万
3000トンが最も多くて、令和４年では２万1700トン
となっております。酪農農家戸数につきましては、平
成12年は146戸、令和４年は59戸となってございま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　もう大体３分の１ぐらいの戸数
になって、ただ生乳の量に関しては半分ぐらいという
ふうになってます。これは１頭当たりが上がってい
る、生乳の技術が上がっていると思うんですけれど
も、この減っていることについての課題はどういうこ
とがあるのか教えてください。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　課題でございますけれども、農家戸数の減少はもと
より労働力の逓減ですとか、畜舎排水の処理、また飼
料価格の高騰、子牛販売価格の下落による収益性の低
下などが課題と思っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　これに対して、じゃあ県はどの
ような対策をしているんでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県の支援としまして、酪農家が生産した乳用の雌子
牛を安田のほうにあります家畜改良センターでお預か
りして、育成して、初妊牛として農家へ引き渡す優良
乳用牛育成供給事業ですとか、あと乳用牛の改良を促

進するためにゲノム検査の費用、また育成費用、そし
て経産牛に利用する性判別精液の助成ですとか、あと
乳用牛農家の環境問題を解決するための調査研究、そ
して乳用牛ふん尿由来のメタン発酵消化液の利用促進
ですとか、施設の整備、また機械の支援、そして労働
負担軽減・省力化となる機械装置の導入支援ですと
か、県産牛乳の消費拡大に向けたＰＲ等を支援してい
るところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　すみません、今おっしゃってい
た政策の中で、飼料の補助とかというのはちょっと聞
こえなかったんですけれども、そういったものもある
んでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　失礼いたしました。
　支援の中には輸入粗飼料及び配合飼料購入費の一部
補助等も実施しているところでございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　ちなみにその金額というのはど
れぐらいの金額ですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　令和５年度の粗飼料価格
高騰緊急対策事業でございますが、事業費のほうが
6561万5000円となっております。令和６年度の粗飼
料価格の高騰緊急対策としまして、2182万1000円と
なっております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　もう酪農家もだんだんだんだん
減ってきている。そしてなかなか次の世代につなげら
れないという話も聞いております。もう宮古島は酪農
ゼロという話も聞いていて、学校給食もロングライフ
牛乳になっていると。こういう状況もあると聞いてお
ります。やっぱり酪農というのも一つのこの沖縄の食
料自給という点では非常に大事なことだと思いますの
で、今の金額が適正なのかどうかというのも含めて、
また今後実際の生産者の方とも意見交換をしていきた
いと思っておりますので、またその際には改めて提案
をさせていただきたいと思っています。
　それでは５番に行きますが、沖縄県の住民避難の他
県との連携はどのようになっているのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。



- 197 -

○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　本県では、令和４年度から特定の事態を想定したも
のではございませんが、先島諸島から九州方面への住
民避難に係る国民保護図上訓練を実施しております。
去る６月３日に行われた九州知事会において、沖縄県
の先島諸島からの住民避難の受入れ検討について、九
州・山口各県が連携して取り組むことが確認された
後、受入れ検討の基礎となる情報のやり取りやオンラ
イン会議を行うなど調整を進めているところでござい
ます。
　県としましては、引き続き国、九州・山口各県、関
係市町村、指定地方公共機関と連携して取り組んでま
いります。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　今、九州知事会の話が出ました
けれども、九州知事会でこの国民保護、住民避難の
件、議題として上げられたと聞いております。非常に
これ大きな問題だと思っております。ここに出席され
たのはどなたでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　沖縄県からは池田副知事が
出席しております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　九州知事会ですよね。何で知事
出ないんですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　九州地方知事会については、知事または副知事にお
いて対応することとしております。６月３日に開催さ
れた九州地方知事会においては、議題の一つとして国
民保護の取組が予定されていたことから、当該業務を
担当する池田副知事が出席したというところでござい
ます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　じゃあ、次の日に九州地域戦略
会議、これがあったと思っておりますけれども、ここ
にはどなたが出席なさってますか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　企画部長の私のほうが参加さ
せていただきました。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　この両会議ですけれども、出席
者名簿をホームページで確認したんですよね。そうす
ると、鹿児島県は多分選挙戦―本人の選挙戦ですよ
ね。これがあるから多分副知事が出ているのかなとい

うふうに思っているんですけれども、ほかを見るとみ
んな知事が出ているんですよね。知事は何でこれ出な
かったんですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しになりますが、九
州地方知事会においては、知事または副知事において
対応することとしております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　６月３日の知事の日程を教えて
ください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　６月３日の知事の日程につ
きましては、対外的な行事や庁内での事務調整等の公
開日程はございません。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊  議員　（資料を掲示）　御覧くださ
い。６月３日月曜日午後６時、場所、胡屋十字路。ひ
やみかちうまんちゅ合同演説会ｉｎ沖縄市というとこ
ろが出ておりました。これ、知事参加なさいました
か。これ、出たか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　参加したと記憶しております。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　私はこの沖縄県の住民の命のほ
うが、選挙戦の応援よりも大事だと思っております。
（資料を掲示）　ちなみに、前日６月２日、ひやみか
ちうまんちゅ合同演説会、玉城デニー知事、国政政党
幹部も駆けつけます、ということで、こういった演説
会がなされておりました。（資料を掲示）　これ、ツ
イッターです。６月５日、夜８時の投稿ですけれど
も、昨夕、名護市で県政与党県議として奮闘している
予定候補の応援に玉城デニー知事が駆けつけ、「やん
ばる・北部地域の発展のため、何としても貴重な１議
席を守り抜き、再び県議会へ送っていただきたい」と
マイクを握り力を込めて名護市民へ訴えたというふう
にあります。おかしくないか。私これを見てショック
だったんですよ。何で私にこの話が来たかって、ほか
の県知事が怒っているという話だったんです。何で沖
縄の住民避難、国民保護の話をするのに沖縄県知事が
出てこないのか。自分の県民の命のことがかかってい
るんでしょうと。そういう話をしてきたわけですよ。
そういった情報が私のほうに来たんですよ。淑豊県
議、これどう思っているのかって。こんなんでいいの
かって。私はこういうふうに言われまして、非常に恥
ずかしい思いをしました。どうですか、これ。何でこ
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れが優先なんですか。教えてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　繰り返しになりますけれど
も、九州地方知事会におきましては、知事または副知
事において対応することとしております。今回議題の
一つとして国民保護の取組が予定されていたことか
ら、当該業務を担当する池田副知事が出席したという
ことでございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　じゃあ、九州知事会だけじゃな
くて全国知事会も知事が出なくていいじゃないです
か。担当にさせればいいじゃないですか。何でこれを
先に選んだのかという話ですよ。どうぞ、お願いしま
す。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　私の公務等につきましては、庁
内で十分調整をし、先方とも調整をさせていただいた
上で、そのように取組をさせていただいているという
ことでございます。
○中川京貴 議長　新垣淑豊議員。
○新垣　淑豊 議員　県民の皆さん、これが今、沖縄
県政の姿勢なんです。離島の住民保護、これよりも選
挙が優先だったんです。そういったことをしっかりと
今日、傍聴に来ている皆さんいますよね。そして応援
してもらった与党の皆さん、その人もちゃんと考えて
くださいよ。
　以上です。終わります。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○下地　康教 議員　去る６月16日に行われた第14回
沖縄県議会議員選挙では、自民党公認20名が全て当
選を果たし、公明党と日本維新の会を含む野党が28
議席という過半数を獲得しております。これによっ
て、これまでの与野党の勢力が逆転することとなりま
した。今後、私たち自民党を含む野党は、この選挙結
果におごることなく、かぶとの緒を締めて常に県民の
公共の福祉の向上を目指し、議会においてそのチェッ
ク機能を果たしていかなければならないというふうに
考えております。
　この場をお借りしまして、お礼を申し上げたいとい
うふうに思っております。宮古空港並びに石垣空港に
おいて、念願であった駐車場料金の入庫して30分間

無料化が今年５月から実施をされました。これによっ
て、乗降場の混雑解消と歩行者の安全が確保されるこ
ととなりました。その件につきまして、知事並びに関
係職員に厚く御礼を申し上げたいというふうに思いま
す。ありがとうございました。
　さて、これから一般質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、今回の県議会議員選挙における争点をどのよ
うに捉えているのかお伺いいたします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　県議会議員選挙については、各候補者が地域におけ
る課題等を踏まえ、県政についての考えや実現したい
施策を掲げ、選挙に臨まれたものと認識しておりま
す。それぞれの地域において、各候補者が掲げた施策
等を踏まえ、有権者が判断したものと考えておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　今回の県議選挙では、世界的な
物価高騰の波の中で、県民生活をいかに支援していく
かが大きな争点ではなかったかというふうに考えてお
ります。辺野古問題が今回の県議選で争点となり得な
かったのは、これまで11回にも及ぶ裁判訴訟におい
て、２億2300万円余りの県民の血税を費やした普天
間基地代替施設建設予定地の埋立て、つまり、辺野古
埋立裁判が国の代執行という結果を迎えたことになり
ました。これによって、辺野古埋立問題の道筋がはっ
きりと県民に示されたからではなかったかというふう
に考えております。そして今回の県議選において、多
くの県民がこれからの沖縄の未来を着実に豊かなもの
にしていくことを思い描いた結果だというふうに考え
ております。
　さて次に(2)、有事における先島住民の安全確保に
関する問題をどう捉えているか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　本県では令和４年度から、特定の事態を想定したも
のではございませんが、先島諸島から九州方面への住
民避難に係る国民保護図上訓練を実施しております。
これまでの国民保護図上訓練及び検討により、輸送力
の確保の具体化や要配慮者の避難など様々な課題が確
認されているところでございます。令和６年度は、避
難先空港との連携によるさらなる輸送力の具体化や要
配慮者の搬送手段の確保、病院等からの避難要領の策
定など、国、市町村、指定公共機関、指定地方公共機
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関など関係機関と連携して、これらの課題に取り組ん
でまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　今回、６月３日に開催された九
州地方知事会での議論の内容も含めて、輸送手段をど
のように考えられているのか、その課題を教えていた
だきたいと思います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　基本的には、宮古空港ある
いは石垣空港から九州各県へ空路で―航空機で輸送
することになります。行き先としては、鹿児島空港と
福岡空港を想定しているということでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　宮古地域や八重山地域の避難人
数というのは、約12万人と言われております。短期
間で大人数を輸送するためには、大型の船舶や航空機
を使用することになるというふうに思います。その移
動を可能にするためには、空港や港湾のインフラ整備
が必要となってくるというふうに考えておりますけれ
ども、そこで確実にインフラ整備を進めるためには、
特定利用空港・港湾整備事業の導入がぜひとも必要で
あるというふうに考えております。知事は、県民の安
全と安心の確保が何よりも第一とすべきであり、空
港・港湾の整備拡充は重点項目であると考えるべきで
あると思いますけれども、なぜ知事はこのような状況
において、特定利用空港・港湾整備を進めようとしな
いのか、それを伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　特定利用空港・港湾につきましては、予算の問題、
それから運用後の施設管理等不明な点がまだございま
すことから、国に対して質問を行っているところでご
ざいまして、その回答等踏まえて検討したいと考えて
いるところでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　知事はこの有事に至って、県民
の生命と財産をしっかりと守っていくという義務があ
ると思います。その中で、それを考えてみた場合、台
湾有事の最前線にある先島の住民の生命や財産を守る
こと、それと住民の安全・安心を確保するために、す
ぐにでも特定利用空港・港湾による整備を進めるべき
だというふうに考えます。また、地方においては、こ
の港湾整備、空港整備がなかなか進まないような現状
があります。そういう意味においては、やはり台湾有
事、その有事を考えてみた場合、その事業を利用して

しっかりと先島地区の港湾整備、空港整備をやってい
く必要があるというふうに思いますけど、知事、その
辺りをしっかりと考えて答弁していただきたいという
ふうに思います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　国民保護の図上訓練におき
ましては、まず前提としまして、特定の事態を想定し
たものではないということでございます。それから、
現在計画をしている12万人の避難でございますけれ
ども、現行の空港を最大利用することによって、約１
日２万人で、６日間程度で移動が可能だということで
試算をしているところでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　やはり有事というのは、いつど
のような事態で進行していくかというのが非常に不透
明なところがあります。それにおいては万全な整備、
その準備をしていかなければならないというふうに
思っておりますので、ぜひこの整備をしっかりと進め
ていただきたいというふうに思っております。
　次に(3)、下地島空港津波避難計画について伺いま
す。
　沖縄県が管理する下地島空港において地震が発生し
た場合、建築施設の被害や空港機能への影響を大まか
に説明をしていただきたいというふうに思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　下地島空港の津波の被害
想定という御質問についてお答えをいたします。
　津波による被害が想定される地震は、沖縄本島南東
沖地震などの大規模な地震が発生した場合と考えてお
ります。空港機能につきましては、地震の揺れにより
まして滑走路の地盤が液状化し、滑走路が使用できな
くなる可能性がございます。また、滑走路、誘導路、
エプロン等が浸水し、津波漂流物が堆積する可能性な
どがございまして、これらの復旧に時間を要する可能
性が高いと考えております。また旅客ターミナルにつ
いては、全域が浸水区域となるおそれがあるというと
ころから、直ちに避難する必要があるということで、
避難計画を策定しているものでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　下地島空港の避難計画書では、
緊急事態が発生した場合において、総合対策本部を管
理事務所１階執務室に置くというふうにあります。ま
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た、空港利用者の一時避難場所として、同施設に避難
を誘導するということが明記されています。しかしな
がら、当該建物は新耐震基準以前の建物であるという
ことで、現在においても耐震補強工事がなされていま
せん。これでは、避難計画の大前提である人命の確保
を最優先に行うことは非常に困難であるというふうに
思いますけれども、それをどのように捉えているのか
伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　下地島空港の県の庁舎管
理棟―空港管理事務所でございますが、これにつき
ましては、老朽化や浸水対策等を含め、総合的に検討
する必要があると考えております。本庁舎には、国機
関の専用部分もございますことから、検討に当たって
は連携して取り組みたいと考えているところでござい
ます。耐震化に対する詳細な調査設計や老朽化や浸水
対策等を含め、総合的な検討を行い、耐震対策に取り
組んでいきたいと考えているところでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　今、その避難計画において、そ
の新耐震基準以前の建物が一時避難場所として指定さ
れているというところが問題なんです。それをどうい
うふうにして解決するのかと。つまり、一つの大きな
やり方としては、その避難場所、避難する施設の耐震
強化対策を取って、しっかりと耐震強化された建物に
していくことが先ではないですか。それどうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、建
築物の耐震化については重要な課題であると認識をし
ております。避難計画等も含めまして、耐震化につい
て検討したいと考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　現在の避難計画書は、その改訂
が令和２年３月に行われているんですね。それで改訂
版が策定されて既に５年近く経過しているんですけれ
ども、それにおいて全くその耐震強化をするというこ
とができていない。これどういうことなんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　まず、耐震の診断をしたのが平成21年度と非常に
古い調査となっておりますので、耐震の診断について
は改めて行う必要があるというふうに考えておりまし

て、その耐震の新たな診断を踏まえて、耐震化につい
てまた検討したいと考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　いや、耐震の結果は出ているん
ですよ。それをどう対処するかというのが問題なんで
すよ。そして、その管理事務所、一時避難の管理事務
所、それと併せて消防車庫とか電源局舎、これも耐震
強化対策がされていない建物なんですよ。つまり、こ
れが被災した場合、全くこの被害の対応策が取れな
い、これが目に見えているんですけれども、それをな
ぜ対応をしないのか、いまだにですよ。それは非常に
問題だと思いますけれども、これどう考えています
か。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時54分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　現在は、ほかの空港の耐震化等も併せて取り組んで
いるところでございまして、引き続き下地島空港につ
いても、耐震化については検討してまいりたいと考え
ております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　いや、検討するという段階では
ないんですよ。もう既にその調査も入れて―その耐
震強化対策を取る。それこそ今年度の補正予算にも上
げて、その対策を取っていく。それが非常に必要だと
いうふうに思いますよ。これはもう重要な問題ですの
で、早急に対応策を取っていただきたいというふうに
思います。これ、知事どうですか。これ早急に取り上
げていかなければならないんじゃないですか。どうで
すか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　土木建築部長から答弁をさせて
いただいておりますとおり、県の管理する空港等につ
いては、この耐震化も含めて、順次、その整備を進め
ていくという方向で計画をしているということでござ
います。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　ぜひ、これは早急に対応をして
いただきたい。人命に関わることですから、それをお
願いしたいと思います。
　次に行きます。
　(4)、沖縄県農業土木組織の編成について伺うとい
うことですけれども、現在、土木建築などの専門的な
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技術を持つ技師の受験者が減少傾向にあるというふう
に言われています。これは県の採用試験ですけれど
も、技師の中でも、電気・土木・建築・農業土木の４
つの分野で技師の減少が顕著だと言われておりまし
て、公務員による技師の業務は、公共工事の発注や予
算の折衝、事業者との調整、苦情の対応など様々な課
題に取り組まなければならないというような内容があ
ります。そのような業務を効率的に遂行するには経験
が必要であり、オールラウンドな技師が育たなけれ
ば、県民のサービスに大変な影響を与えるというふう
に考えられます。また、技師不足は、インフラ整備や
災害対応の遅れなどにもつながってくることから、現
在のような状況において、今、宮古圏域を含め土地改
良事業を中心とする農業土木事業の県における執行体
制の再検討が必要な時期に来ているというふうに思っ
ておりますが、県としてはどのように対策を取ると考
えておりますか、伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　本県の農業農村整備及び漁港漁場整備等を担う農業
土木職では、多様化する施策への対応や人材不足と
いった課題を抱えております。このため、地域の要望
にかなう施策を円滑に遂行できる組織体制の構築が必
要となっております。また、持続的な組織運営の観点
から、職員の働きやすい環境の確保も重要と考えてお
り、県としましては、これらの課題を踏まえ、より能
率的・効率的な組織体制を検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これからはやはり組織の抜本的
な再編成ということを考えていかなければならないと
いうふうに考えておりますけれども、具体的にそのよ
うなタイムスケジュールというものはあるのでしょう
か、伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　具体的な編成の取組とし
まして、早ければ令和７年度から新体制へ取り組むこ
とを想定して進めているところでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　しっかりと地元の行政と連携を
取りながら、効率的な業務を進めていただきたいとい
うふうに思っております。
　次は２、農林水産業についてであります。
　(1)、多良間村長崎公園の海岸浸食状況と対策につ
いて伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。

○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　長崎公園前の海岸につきましては、保安林の林帯幅
が狭い上、台風等の波浪により保安林帯の侵食が進行
し、背後の村道への影響が懸念されていることから、
県としましても早急な対応が必要であると認識してお
ります。そのため県では、治山事業により侵食防止対
策を行い、その背後の保安林の造成を行うことを検討
しております。事業の採択に当たりましては、早期に
条件整備等を行い、地元の意向も踏まえながら、速や
かな着手に向けて取り組んでまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　この事業というのは、具体的に
いつから始まる予定ですか。お聞かせいただきたいと
思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時59分休憩
　　　午前11時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県としましては、当該地域のこれ以上の海岸浸食を
防止するため、多良間村が実施する応急対策に対して
技術的助言を行っているところです。また、治山事業
による本工事の速やかな着手に向け、村と早期に条件
整備、浸食防止対策工法等の検討を行うとともに、国
に対する補正予算の確保も含めて取組を進めてまいり
たいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　やはり国土保全という意味では
非常に重要な事業だというふうに思いますので、早急
にその事業を進めていただきたいというふうに思って
おります。
　次に(2)、葉たばこ農家による農業機械購入につい
てでございますけれども、これは産地生産基盤パワー
アップ事業を導入するということだと思いますけれど
も、その内容についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　葉たばこ農家における産地生産基盤パワーアップ事
業でございますが、トラクター等農業機械の支援と
いうことで、主な採択要件につきましては、産地パ
ワーアップ計画において生産コスト等の10％以上の
削減、販売額等の10％以上の増加等の基準を満たし
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た成果目標を定めること、そして、沖縄県特定高性能
農業機械導入計画に定められた下限面積の要件を満た
していることなどがございます。
　県としましては、引き続き地域の要望を踏まえ、市
町村やたばこ耕作組合など関係機関と連携し、支援策
について検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これは要するに葉たばこ農家と
いうのは単独で行っている農家が多いんですね。だけ
ど、このパワーアップ事業というのは、ある集団を
もって事業計画書を策定をして、その補助事業を申し
込むというふうになっているはずなんですけれども、
それがなかなかうまくいかない。つまり、農家のほう
が、その窓口となる自治体との連携といいますか、そ
の事業を導入する際の説明がうまくいっていないので
はないかというふうに思いますけれども、この辺りは
どう考えていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時２分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　葉たばこ農家に対する事業と農業機械等の導入につ
きましては、たばこ耕作組合や市町村、また関係機関
と連携し、話合いとか地域の要望等を踏まえて引き続
き進めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これは事業の内容が十分農家に
伝わっていないというふうに考えますので、その辺り
を非常に重視して、その事業に取り組んでいっていた
だきたいというふうに思っております。
　次は３の社会資本整備について。
　(1)、宮古地区におけるアパートなどの家賃高騰対
策について伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えします。
　県では、宮古地区における民間賃貸住宅の家賃の状
況等を踏まえまして、地域優良賃貸住宅制度や公的賃
貸住宅家賃対策調整補助金など、国の補助事業につい
て宮古島市と意見交換しております。また、家賃高騰
対策の一つとして、沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸
住宅家賃低廉化等事業を今議会に補正予算として提案
をしているところでございます。本事業は、低額所得

の高齢者世帯、子育て世帯などに対して、家賃負担低
減に取り組む市町村に県が補助を行う事業となってお
ります。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　今回の補正予算に上がっていま
す家賃の低廉化事業、これ非常にいいことだというふ
うに思います。今回の補正によって、月収15万8000
円以下が対象世帯というふうになっておりますので、
それをしっかりと進めていただきたいと。また来年度
もこの事業の幅を広げて、十分拡大して事業を進めて
いっていただきたいというふうに思っております。
　次に(2)、宮古地区の県営団地建て替え事業の進捗
状況について伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　宮古地区におきます県営
住宅建替事業につきましては、県営平良南団地及び平
良北団地の２団地にて実施をしているところでござい
ます。このうち平良南団地は、全３期のうち第２期工
事を令和６年３月に着手しており、令和７年度内の完
成を予定しております。また、平良北団地は、全３期
のうち今年度第２期工事の実施設計を行い、令和７年
度に本体工事の着手を予定しております。引き続き事
業完了に向け、鋭意取り組んでいきたいと考えており
ます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　次に(3)、持続可能な国際観光景
観モデル事業。
　これ道路維持管理においてですけれども、それにつ
いて、その事業の内容をちょっと説明いただきたいと
思います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　本事業は、沖縄らしい世
界水準の観光地にふさわしい良好な沿道景観の形成を
図り、観光振興に資する事業となっております。県で
は、本事業を活用して、重点管理路線の４か所程度に
ついて、魅せる沿道景観の整備や官民連携による維持
管理体制の構築などを実施することとしております。
これら以外の宮古・八重山地域を含む重点管理路線に
つきましても、本事業の成果を踏まえまして、良好な
沿道景観形成の取組を展開していきたいと考えている
ところでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　今年度、この重点管理路線、こ
れ先島地区が入っていないんですよ。これ、どういう
ことなんですか。また、今後これからその先島地区の
取扱い、それはどういうふうに考えていますか。
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○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　モデル的に４か所程度を
選定しております。その選定理由ですが、観光客の多
い路線ですとか、地域ボランティアの活動が活発で官
民連携による維持管理体制の構築が期待できる路線な
どを選定しておりますが、これらの取組状況を踏まえ
まして、県内各地にこの事業を展開してまいりたいと
考えているところでございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　これ経過という話ではなくて、
これが今年度無理だというふうであるならば、来年度
はぜひこの先島地区、それも加えていただきたいとい
うふうに思いますけど、どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　宮古・八重山地域を含む
離島地域につきましても、本事業の展開について検討
してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　ぜひ来年度はこの事業を先島地
区にも進めていっていただきたいというふうに思って
おります。
　(4)、多良間村における水道広域化の取組について
伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　多良間村の水道広域化につきまして、水道広域化は
現在ステップ１として、沖縄本島周辺の離島８村の広
域化に取り組んでいるところでございます。ステップ
２以降は本島北部地域や宮古・八重山圏域に順次拡大
することとしておりました。しかしながら、多良間村
等の一部の水道事業体より水道広域化の強い要望がご
ざいますので、令和６年３月に策定した沖縄県水道広
域化推進プランでは、現行のスキームの見直しをし
て、効果や負担を評価しつつ、地域の実情に応じた広
域化を今後推進していくこととしております。
　以上です。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　やはり離島における水道行政と
いうのは、非常に厳しいものがあります。財政的にも
それと運営的にもですね。それをしっかりと解決する
ためには、広域化事業というのが非常に必要になって
くると思いますので、これしっかりと進めていただき
たいというふうに考えております。
　次に４、教育・医療・福祉について。
　(1)、県立特別支援学校の修学旅行費の支援につい
て伺います。

○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　特別支援学校の修学旅行に係る経費は、国の補助事
業である特別支援教育就学奨励費において、保護者の
世帯収入等に応じて支弁をされているところでありま
す。同事業の補助対象は、修学旅行に係る経費のう
ち、交通費、宿泊費及び見学料となっております。ま
た、肢体不自由や重度・重複障害の児童生徒の付添人
についても同様に補助しているところであります。さ
らに、特別支援教育就学奨励費の上限額を超える場合
は、県単独事業において補助しております。
　県教育委員会としましては、補助額の引上げ等につ
いて、引き続き全国都道府県教育長協議会等を通し
て、国に要望してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　現在、宮古島市においては、小
中学校の修学旅行が全額無料になっています。それ
で、結局宮古島市に住む小中学生、要するに特別支援
学校の子どもたちに一部負担が発生しているというと
ころでありますので、その一部の負担を何とか解消し
ていただきたいというふうに考えておりますので、十
分検討していただきたいというふうに思っておりま
す。
　それと(2)、県立宮古特別支援学校の施設空調機修
繕について伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　宮古特別支援学校の空調設備は、設置から約18年
が経過し、昨年度から頻繁に動作不良などの不具合が
発生しております。このことから、当該設備の全面更
新時期を当初計画の令和８年度から７年度に前倒しし
て対応することとしたところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き県立学校にお
ける児童生徒の学習環境の充実に努めてまいりたいと
思います。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　今年、その特別支援学校では空
調機の不具合があって、その取替え工事をある民間会
社が無償で行ったというふうな報告があります。そし
て、もし仮にその民間会社の提供がなければ、どのよ
うな状況になっていたのか、それをちょっと伺いたい
と思いますけれども、これ非常に厳しい状況があった
と思います。そういう意味では、今回の事態を非常に
重く受け止めて、その空調設備、しっかりと対応して
いただきたいというふうに思っております。
　次に(3)、離島における小学校スポーツ遠征費補助
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について伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では現在、小学生のスポーツ活動における遠征費
の補助は行っておりませんが、離島におけるスポーツ
遠征費が経済的負担となっていることは承知しており
ます。今後、市町村が実施している補助制度について
情報収集し、研究してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　中体連、そういったものに関し
ましては、一部補助があるというふうに聞いておりま
す。しかし、小学校は全くその補助がないと。要する
に遠征費補助ですね。それが保護者においては、非常
に負担が厳しいというふうな問題となっておりますの
で、ぜひその辺りをしっかりと検討していただきたい
と。私たち先島を含む離島の住民は、この不利性は常
に生活の中にもう染み込んでいるんですね。それを
しっかりと一つずつ、やはりその支援をしていくとい
うのが大事だと思いますので、ぜひこれやっていただ
きたいというふうに考えております。
　(4)、多良間村における人工透析患者の治療実態に
ついて伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　多良間村の人工透析患者の治療実態につきまして、
現在、宮古圏域において透析医療を提供している医療
機関は５つございますが、いずれも宮古島市に所在す
る医療機関となっております。人工透析患者は、通
常、数日に１度の通院が必要となるため、多良間村の
住民で人工透析が必要となった方は、透析を受けられ
る医療機関に通いやすい場所に転居されることが多い
と聞いております。
　以上です。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　つまり、住居を転居しなければ
ならない。それでまた生活費もかかる。そういう意味
では、やはりそれに対する支援、何らかの支援が必要
だというふうに思いますので、それをしっかりと今後
検討していただきたい。やはり人工透析、本人に対し
ては非常に厳しい問題でありますので、何とか支援を
していただきたいというふうに考えますけど、どうで
しょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　人工透析の導入にな

りますと、身体障害者手帳の取得というのもかなり多
くの方がされております。ですので、透析に伴って受
けられる福祉サービス、支援サービスがございますの
で、それを地元の市町村等の制度等も見ながら、そう
いうふうに支援が行われていくものと承知しておりま
す。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　ありがとうございます。
　ぜひ、その問題に対して対応していただきたいとい
うふうに思っております。
　次に(5)、県立病院における救急医療体制につい
て、特に小児科における救急体制について伺いたいと
思います。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えいたします。
　県立病院では、県民の命を守るために、各圏域で
24時間救急医療を提供する体制を確保してきました
が、高齢化等により救急患者が増加する中、医療現場
の逼迫による医師・看護師等の疲弊及び離職の増加や
緊急を要する患者への対応の遅れが懸念されるなど、
このままでは体制維持が困難な状況となっておりま
す。県立病院全体の１日当たりの救急患者数は、令和
５年度の297人から令和６年度は342人と45人増加し
ており、また救急患者全体の約８割、小児救急患者の
約９割が入院を必要としない軽症患者となっておりま
す。こうした状況を受け、６月26日に、知事を中心
に県医師会と関係団体で小児救急医療提供体制を守る
ための記者会見が行われ、緊急ではない場合のかかり
つけ医受診及び不安がある方のこども医療電話相談♯
8000の活用について県民への協力を呼びかけたとこ
ろです。
　病院事業局としましては、救急医療の体制拡充は容
易ではないことから、救急の適正利用について県民へ
の情報発信をするとともに、緊急を要する重症患者に
対応できる医療体制の維持に努めてまいりたいと考え
ております。
　以上です。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　やはりこの救急医療に対する新
しいシステムを構築していくというのは大事なんで
す。そして啓蒙していく。それと一度そういう苦しい
体験をした親御さんたちに、そういった方々にしっか
りと今後の救急システムを理解していただく。そうい
うような努力も必要だというふうに思いますので、ぜ
ひこれをしっかりとやっていただきたいというふうに
考えております。
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　次に５、観光・環境・経済・暮らしについて(1)、
宮古の新城海岸における適切な管理運営に係る宮古島
市との連携について伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　宮古島市新城海岸においては、夏季観光繁忙期に違
法占用業者が増加し、住民の海浜利用等に支障を来し
ている状況であります。
　県としましては、関係機関と連携して違法占用者に
対して期限を定めて撤去を求め、必要に応じて指導、
勧告を行い、違法占用の解消を図ってまいります。今
後の予定としまして、令和７年海水浴期間の違法占用
解消継続の確認後、宮古島市への管理移管を考えてお
ります。引き続き県と市で情報共有を行い、連携して
適正な管理を行ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　下地康教議員。
○下地　康教 議員　よろしくお願いいたします。
　(4)、離島における人口減少対策を具体的にお伺い
いたします。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県では、離島振興計画に基づ
き、交通・生活コストの負担軽減などの生活基盤の整
備のほか、移住促進、関係人口の創出、ＩＣＴを活用
したテレワーカー等の人材育成、離島の魅力を発信し
た産業振興などに取り組んでおります。また、市町村
の要望を聞き取り、不足している保育士、看護師など
のエッセンシャルワーカー等を対象とした移住体験ツ
アーを開催するなど、集落機能の維持、活性化に必要
な地域が求める人材の確保を支援しているところで
す。しかしながら、人口減少問題についてはそれぞれ
の離島によって異なる課題があるものと承知してお
り、引き続き市町村と意見交換しながら、それぞれの
課題の把握に努めてまいりたいと考えております。
○下地　康教 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
　　　〔徳田将仁　議員登壇〕
○徳田　将仁 議員　皆さん、こんにちは。
　去る沖縄県議会議員選挙で島尻・南城市区から初当
選させていただきました徳田将仁と申します。
　主に南部地域の集積した課題、そして沖縄県東海岸
地域の発展、そして沖縄県全体の地域の声をこの沖縄
県議会の場で訴えていきたいと思っております。どう
ぞ今後４年間よろしくお願いいたします。
　それでは一般質問を始めたいと思います。
　１、国道507号の整備について。

　(1)、終点である具志頭交差点までの進捗状況はど
うなっているのか。事業完了時期はいつ頃を予定して
いるのか。
　(2)、東風平交差点を含む周辺の整備工事はいつ頃
完成を予定しているのか。
　２、饒波川の２級河川への格上げについて。
　(1)、下流側の豊見城市においては２級河川に指定
されているが、上流側の八重瀬町側は普通河川となっ
ている。上流側の八重瀬町側を２級河川に格上げをし
て整備できないか。
　３、県道糸満与那原線バイパスについて。
　(1)、県道糸満与那原線バイパスの進捗状況はどの
ようになっているか。これまでに調査検討している内
容と実際の調査時期（年度）を踏まえて具体的に示し
ていただきたい。
　(2)、整備ルート案は幾つあり、各ルートの特徴は
どのようなものか。
　(3)、事業進捗がなかなか見えてこないが、事業を
推進するに当たって何か課題があるのか。また、今年
度の予算額と調査・検討内容を教えていただきたい。
　(4)、今後、どのようなスケジュールで事業を進め
ていくのか。
　４、マリンタウン、東浜水路のしゅんせつについ
て。
　(1)、マリンタウン東浜水路の管理は沖縄県か、そ
れとも与那原町、西原町の市町村が管理するのか教え
ていただきたい。
　(2)、2029年３月には大型ＭＩＣＥ施設の供用開始
予定となっているが、マリンタウンＭＩＣＥエリアま
ちづくりデザインでは、東浜水路をブルーパスと位置
づけ、水辺の回廊空間の創出を計画している。沖縄県
として具体的な整備計画があるのか伺いたい。
　(3)、ＭＩＣＥエリアの観光客受入れ環境改善のた
め、大型ＭＩＣＥ施設の供用開始に合わせて、沖縄県
で水路のしゅんせつを実施することができないのか伺
いたい。
　５、大型ＭＩＣＥ施設整備について。
　(1)、ＭＩＣＥイベント時の交通渋滞の予測はどの
ようになっているか。これまでに調査・検討している
内容と調査時期（年度）を踏まえて具体的に教えてい
ただきたい。
　(2)、自動車以外の大量輸送手段として公共交通の
整備が不可欠ですが、鉄軌道やバスなど大量の来訪者
を効率的に輸送できる公共交通の具体的な整備計画に
ついてお聞かせください。
　(3)、大型ＭＩＣＥ施設への再生可能エネルギーの
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導入活用に最大限に取り組んでいただきたいが、具体
的な導入・活用計画をお聞かせください。
　６、我が会派の代表質問との関連については、取り
下げたいと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　徳田将仁議員の御質問にお答え
いたします。
　大型ＭＩＣＥ施設整備についての御質問の中の
(3)、大型ＭＩＣＥ施設の再生可能エネルギーについ
てお答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設については、令和６年６月に公表
いたしました要求水準書において、再生可能エネル
ギー等の導入を推進し、資源循環等に配慮した施設と
することを定めております。具体的には、省エネル
ギー化と再エネルギーの導入によって、従来よりも
30％以上一次エネルギーの消費量を減らすＺＥＢオ
リエンテッド以上の水準を求めたものであります。
　沖縄県としましては、与那原町が進める脱炭素の取
組と連携し、サステーナブル―持続可能な施設整備
に取り組み、国際的なＭＩＣＥ開催地としてのブラン
ドの構築を同時に図ってまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、国道507号の整備につ
いての(1)及び(2)、国道507号八重瀬道路の進捗状況
等についてお答えいたします。１の(1)と１の(2)は
関連しますので、一括してお答えいたします。
　国道507号八重瀬道路は、八重瀬町東風平から具志
頭交差点までの延長約4.2キロメートルの道路で、令
和５年度末の進捗率は事業費ベースで約53％であり
ます。東風平交差点付近については、令和７年度中に
県道取付け部の整備を終え供用できるよう取り組んで
まいります。
　全体事業の完了時期については、用地取得状況等か
ら、現時点で明確にお示しすることが難しい状況であ
りますが、引き続き早期整備に向け取り組んでまいり
ます。
　次に２、普通河川饒波川の２級河川格上げ及び河川
整備についてお答えいたします。
　饒波川の溝原橋付近から上流については、八重瀬町
が管理する普通河川となっております。
　県としては、当該区間が土地改良事業で整備した区
間となっていることから、浸水被害の状況、河道管理

の状況、２級河川として事業化の可能性等を検討し、
八重瀬町と調整していきたいと考えております。
　次に３、県道糸満与那原線バイパスについての
(1)、これまでの検討状況等についてお答えいたしま
す。
　県道糸満与那原線バイパスについては、平成28年
度から調査に着手し、平成29年度には概略ルート案
を作成しております。その後、概略ルート案について
地元自治体との意見交換を継続して行うとともに、環
境影響評価条例に基づく手続にも取り組んできたとこ
ろであります。県は、地元自治体の意向を踏まえ、令
和５年度に概略ルートの一部を見直す検討を終えたと
ころです。引き続き地元自治体の理解が得られるよう
意見交換を継続し、早期事業化に向けて取り組んでま
いります。
　次に同じく３の(2)、概略ルート案の特徴について
お答えいたします。
　県道糸満与那原線バイパスのルート案は、４ルート
案と地元自治体の意向を踏まえた案の計５ルート案の
比較検討を行っております。ルート案の主な特徴は、
トンネル区間を含む案、大規模な切土区間を含む案、
市街地を通過する案、現道を拡幅する案、地元自治体
の意向を踏まえたトンネル修正案となっております。
　次に同じく３の(3)及び(4)、今年度の調査・検討
内容と今後のスケジュールについてお答えいたしま
す。３の(3)と３の(4)は関連しますので、一括して
お答えいたします。
　県道糸満与那原線バイパスについては、環境への影
響や費用対効果等を踏まえた概略ルート案について地
元自治体の理解を得ることが重要であると考えており
ます。県は、地元の合意形成が図られた後に、環境影
響評価条例に基づく手続に取り組んでまいりたいと考
えております。引き続き地元自治体の理解が得られる
よう意見交換を継続し、早期事業化に向けて取り組ん
でまいります。
　次に４、マリンタウン、東浜水路のしゅんせつにつ
いての(1)及び(3)、公有水面の管理としゅんせつの
実施についてお答えいたします。４の(1)と４の(3)
は関連しますので、一括してお答えします。
　中城湾港西原与那原地区内の公有水面については、
沖縄県の管理となります。当該公有水面については、
与那原町、西原町及び県の三者で構成するマリンタウ
ン内水路保全・利活用推進協議会において、土砂流入
や悪臭などの水質浄化に係る課題が確認されており、
県として積極的に協議に参加し、意見交換を行ってま
いります。
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　以上でございます。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　４、マリンタ
ウン、東浜水路のしゅんせつについての(2)、マリン
タウンＭＩＣＥエリアの水辺の整備計画についてお答
えいたします。
　県と与那原町及び西原町で取りまとめたマリンタウ
ンＭＩＣＥエリアまちづくりデザインでは、水路沿い
のエリアを水辺の回廊空間に位置づけております。
　県としては、今後、両町を含む関係４町村で構成す
る東海岸地域サンライズ推進協議会と連携し大型ＭＩ
ＣＥ施設を核としたマリンタウンＭＩＣＥエリアの魅
力向上の具体化に取り組み、東海岸地域の振興による
県土の均衡ある発展を図ってまいります。
　続いて、大型ＭＩＣＥ施設整備についての(2)、大
型ＭＩＣＥ施設整備の大量輸送手段整備計画について
お答えします。
　県では、去る６月25日に入札公告した沖縄県マリ
ンタウン国際会議・大型展示場整備運営等事業で、
大型ＭＩＣＥ利用者によるシャトルバス、タクシー等
の乗降場及び一時待機場としての機能を有する交通
ターミナルを整備することとしております。また、交
通ターミナルから大型ＭＩＣＥ施設にペデストリアン
デッキで接続することで、公共交通機関等の利用者の
利便性を高めることとしております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　５、大型ＭＩＣＥ施設整備に
ついての中の(1)、ＭＩＣＥイベント時の交通渋滞予
測とこれまでの調査内容についてお答えいたします。
　県では、令和２年度から令和３年度にかけて、大型
ＭＩＣＥ施設への交通状況を把握するため、交通シ
ミュレーションのモデル構築に係る調査を行いまし
た。さらに令和４年度から令和５年度にかけては、同
モデルを活用し、与那原バイパス、国道329号の２つ
の路線における大型ＭＩＣＥ施設の大規模イベント時
の交通渋滞予測のシミュレーションを行いました。同
シミュレーションの結果、与那原バイパスの南風原北
インター付近から与那原北交差点までの区間の所要時
間が、イベント開始前の与那原向きで、通常４分かか
るところが７分程度に増える結果となっております。
イベント終了後の那覇向けの所要時間は、通常４分か
かるところ６分程度に増える結果となりました。国道
329号の南風原北インター付近から与那原交差点まで

の区間の所要時間については、イベント開始前の与那
原向きで、通常３分かかるところ６分程度増える結果
となりましたが、イベント終了後の那覇向きは大きな
変化は生じない結果となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　それでは、再質問をしたいと思
います。
　１、国道507号の道路整備事業において、当初計
画で平成20年度から28年度の完了予定だったんです
が、その後また令和３年度まで延びて、そしてまた令
和６年度に完了が変更されていって、完成がまだまだ
見通せない状況。現在も53％という先ほどの答弁が
ありましたが、事業完了が何度も変更される大きな要
因というのは何があるのか答弁ください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　507号八重瀬道路につきましては、沖縄振興公共投
資交付金―いわゆるハード交付金により事業を行っ
ております。予算の確保が大きな課題としてございま
す。また、用地取得につきましても一部難航している
箇所等もございます。これらのことが事業遅延の主な
理由でございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　用地取得が難航しているという
のは、どういったことなのか答弁ください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時35分休憩
　　　午前11時36分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　用地交渉の難航の理由で
ございますが、主には単価不満ですとか、相続の未登
記などのために多くの関係者が生じていることにより
交渉に時間がかかっているというのが主な理由でござ
います。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　では、ハード交付金が足りない
というのもあるけど、この用地取得にもちょっと時間
がかかっていると。その交渉が前に進めば、もっと
もっと早くできるということですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　用地につきましては、地
元の協力も得まして鋭意進めているところでございま
す。用地の買収について円滑にいけば、予算を確保し
て早期に事業完了に向けて取り組んでまいりたいとい
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う考えでございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　僕は用地の取得で止まっている
というところではないと思っているんですね。そこで
はなくて、やはりハード交付金が足りないというとこ
ろが―まあ沖縄県全体の課題ではあると思うんです
けど、やはり用地に関しては、八重瀬町自体もこの計
画には前向きであるし協力的でありますので、しっか
り協議しながらやっていただきたいと思います。
　そこで関連して、この道路、507号は那覇市から南
風原町、八重瀬町を結ぶ南部地域の重要なアクセス道
路として地域の活性化及び安全で快適なまちづくりに
寄与している道路であります。ＮＡＨＡマラソンの開
催コースとしても知られており、南部を周遊する沖縄
県の観光道路として重要な道路でありますが、ずっと
先延ばしになっているこの507号の整備について、県
としてこの道路をどのような位置づけで考えているの
かお聞かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国道507号につきまして
は、ただいま議員からお話がありましたとおり、南部
地域の観光振興等に資する重要な幹線道路であるとい
う認識でございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　やはり県もこの道路自体は、こ
の南部周遊にとってとても貴重な道路であるという認
識というのは分かりました。そこで、やはり今後の整
備について多額な予算をしっかり投じて、計画よりも
早く事業完了していただきたいんですけど、再度答弁
お願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国道507号の整備促進につ
きましては、地元とも連携し予算確保に努め、早期完
了に向けて取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　ありがとうございます。
　やはりハード交付金を取りに行くということを、沖
縄県はしっかりとやっていただきたいと思います。
　次、２の饒波川の再質問をしたいと思います。
　饒波川の上流は、八重瀬町を経由して南風原町、そ
して南城市までの流域であって、流域の都市化の進展
により八重瀬町内において浸水・氾濫を繰り返してい
る状況にありますが、特に国道507号に架かる友寄橋
付近においては、冠水のたびに道路が寸断されて、通
勤・通学等で道路を利用する県民に多大な被害を及ぼ
している状況であることを御存じなのか、答弁くださ

い。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　友寄橋付近でございますが、通学路ということに
なっておりますが、冠水等により通行ができない状況
があるというふうなことは、地元の八重瀬町等から聞
いているところでございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　県としてもその状況を確認しに
行ったことがあるのか、答弁ください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時41分休憩
　　　午前11時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　友寄橋付近ではないんで
すけれども、その付近でしゅんせつを行っているとい
うふうな状況がございまして、その状況を確認しに
行ったというところはございます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　今、各河川、南風原町も含めて
緊急浚渫推進事業を使って―令和６年度までなの
で、これもまた再度延長とかをしっかりまたお願いす
るところではあるんですけど、今回僕が出しているの
は饒波川ではあるんですけど、饒波川だけじゃなく
て、長堂川も、そして報得川もありますから、そうい
う河川をやはりしっかり現場に行って見て、どんな状
況なのか部長も関係する各課もしっかり見ていただき
たい。とてもじゃないですけど、もうその周りの道路
を寸断するとかだけじゃなくて、農家さんの畑まで全
部浸水して、今まで何か月もかけて育ててきた農作物
もその一瞬で全て駄目になってしまう。今回の大雨
でビニールハウスの１メーターぐらいの高さまで水が
入ってくる場所もありました。そんな場所は草もすぐ
に一瞬にして生えますから、そういったものをしっか
りと河川をきれいにしていく、しゅんせつしていく。
これは河川の―もちろんその地域の―例えば保育
園もあったり、みんなそのときには避難するんです
ね。ただそれを当たり前の風景にするんじゃなくて、
やはりしっかりとしゅんせつできるところはやってい
く。沖縄県の予算をつけてでもやっていくぐらいの意
気込みで解決してほしいんですよ。人命が失われた場
所もあります。そういった場所も含めて、地域の人が
見てここはもうやばいと分かるぐらいですので、沖縄
県もしっかりと注視して、今後、この河川を見ていた
だきたいと思います。
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　そしてまた再度確認したいんですけど、饒波川上流
域の調査をしていただいて、２級河川への格上げを検
討していただきたいのですが、どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　県としましては、浸水被
害の状況、河道管理の状況、２級河川としての事業化
の可能性等を検討し、八重瀬町と調整をしてまいりた
いと考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　ぜひともしっかりと八重瀬との
連携を図って、調整していただきたいと思います。
　それでは３、2029年３月には大型ＭＩＣＥ施設が
完成となって供用開始予定であります。この施設を継
続的に利用してもらうためには、やはり国内外から訪
れる来訪者が容易にアクセスできるような利便性が重
要だと考えております。どんなにいい施設が完成して
もその場所まで容易に行けないようでは、宝の持ち腐
れとなって利用者は見込めないと思っております。
　また、イベントごとに施設周辺が渋滞するとなる
と、地域の方にとって迷惑施設ということにもなりか
ねません。そのためにも施設まで容易にアクセスでき
る道路ネットワーク整備が必要であって、既存の国道
329号と国道331号を含めて整備中である国道329号
バイパスの４車線供用開始と同様に、県道糸満与那原
線バイパスの整備はとても重要だと考えていますが、
県としてはどう考えているか答弁ください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ＭＩＣＥ関連の道路整備
につきましては、今議員から御発言がございましたと
おり、国により与那原バイパス、西原バイパス等の整
備が進められております。
　県といたしましては、県道糸満与那原線バイパスに
つきまして現在検討を行っているところですが、早期
整備に向けまして取り組んでまいりたいと考えており
ます。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　先ほど答弁いただいたところで
は、この県道糸満与那原線というところで平成17年
から協議をしてきてという話があるんですけど、そし
て平成21年に完成して。この計画自体は、与那原で
は平成12年に協議が開始されています。平成12年に
協議開始されて、そして糸満与那原線までの道路は協
議に協議を重ねて、そして港区という部落なんですけ
ど、その部落を分断して、もともと住んでいる方々に
移動してもらって、その協力を得て平成21年に完成
しています、この道路はですね。しかしそれから何一

つ、そのときに港区民の方々にも、ここに糸満与那原
線ができるので協力してくれと言ってどかしたのに、
平成21年から何一つ変わらない現状で、私たちも地
元の方々からもうどうなっているのかというのをずっ
と長年言われ続けています。ＭＩＣＥも含めて非常に
重要な道路になりますので、その当初の約束をしっか
りと守っていただきたいと思っているんですけど、ど
う考えてますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、糸
満与那原線バイパスの事業につきましては、28年度
から調査に着手をしているというところでございまし
て、まだルートの案につきまして、地元の理解が得ら
れていないという状況でございます。引き続き理解が
得られるように意見交換を継続しまして、早期事業化
に向け取り組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　今、平成28年度から協議をして
とか言ってますけど、そして先ほどずっと継続して取
り組んできましたという話もあったけど、もともと
平成19年に工事着手して平成21年に完成して、それ
からずっと協議されていないといけないはずなんで
すよ。だから、何か新しく道路を開けますよという
話じゃなくて、もともとずっと待ってますので。も
う20年近く待ってます。そういう中でやってますの
で、しっかりと前に進むような協議をちゃんと始めて
ください。よろしくお願いします。
　そこでまた関連して、先ほどの国道329号バイパ
ス、ＭＩＣＥ施設へのアクセスとして最重要道路にな
ることは、まず間違いなく皆さんこれは承知している
と思います。その降り口の―先ほど言ってましたけ
ど与那原北交差点、あっちは僕たちもまだ名前は分か
らなくて、ついてもいないのでどういう判断をしてい
るのか分からないんですけど、与那原北交差点としま
しょう。その西原との境目にあるこの交差点、現状の
ままでは間違いなく大規模な渋滞が発生します。与那
原町、西原町、両町が立体交差への要請決議を南部国
道事務所、総合事務局ともに提出しています。沖縄県
としての見解をお聞きしたいと思います。また、調査
研究されていることがあればお聞かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　これらバイパスの整備に
つきましては、国において今整備が進められておりま
す。同交差点の立体化につきましても、議員御発言の
とおり国に要請がなされているということでございま
して、県としましては、国の意向を確認しながら、県
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として対応可能な対策等について協力してまいりたい
と考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　今、部長の答弁にもあったよう
に―またこの交差点の歴史自体も少し話したいんで
すけど、この交差点の当初の計画が立体交差なんです
よ、当初が。それが平成21年度に費用便益ビー・バ
イ・シーの分析が0.9で事業継続の前提となる1.0を下
回ったために、コスト削減のために平面交差に変更
されたんですよ。しかしこれ平成21年の話ですから
ね。ＭＩＣＥを見据えると、平成21年の頃とは全く
異なった現状になっているんですよ。そして沖縄県東
海岸サンライズベルト構想も出してますよね。そこで
西海岸と有機的につながって、東海岸地域において南
北に伸びるもう一つの強固な経済基盤を構築すると示
されていて、今後の東海岸の振興を図る上で、那覇と
東海岸を結ぶ交通・物流の拠点の要としても利便性向
上は欠かせないんですよ。だから沖縄県としても元の
立体交差に戻すという考えはないのか、その後押しを
してくれないか、答弁ください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　一義的には国の事業ではございますが、その時点と
現在とで需要予測等がある程度変化していることは予
想されますので、そういった点も含めまして国のほう
に確認してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　やはりそれを知って、しっかり
とＭＩＣＥを造る上で、ＭＩＣＥを含めたこういうと
ころもしっかりと勉強して、必ずそういうふうになっ
ていけるように、ＭＩＣＥも含めて県からも国に要請
してほしいと思うんですけど、どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事業全体の進捗につきま
しては、日頃から国に早期整備を要望しているところ
でございますが、議員御提案の内容につきましても、
今後国と調整し、早期整備に向けて県としても取り組
んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　よろしくお願いします。
　４に移りたいと思います。
　現在の水路は土砂やヘドロが堆積していて、干潮時
に悪臭の発生要因となるため、観光資源としてはまだ
まだ十分に活用できない状況にあります。そして、悪
臭は近隣住民の生活へも悪影響を及ぼしているため、
与那原町も水路水質改善のために下水道接続補助金制

度を創設して下水道の普及に鋭意取り組んでいます
が、やはりその問題を根本的に解決するにはしゅんせ
つが不可欠になります。両町任せじゃなく、沖縄県自
体がしっかりと、さっき県が管理と言いましたので沖
縄県にかじ取りをお願いしたいんですけど、どうです
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほども答弁いたしまし
たが、マリンタウン内水路保全・利活用推進協議会と
いうものがございまして、両町及び県で協議を進めて
いるところでございます。
　県としましても、積極的に協議に参加をしてまいり
たいと考えております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　５に移りたいと思います。
　イベント時には多くの来場者が見込まれて自動車交
通の渋滞が懸念されますが、ＭＩＣＥエリア外の駐車
場を活用したパーク・アンド・ライドを実施して駐車
場所の分散というのを考えたりしているのか答弁くだ
さい。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　先ほども御案内したとおり、
ＭＩＣＥイベント時のシミュレーションの結果です
が、渋滞緩和策として近隣商業施設や役所、そういっ
たところの臨時駐車場の活用、これら臨時駐車場や空
港を起点とするようなシャトルバスの運用、そういっ
たものが大変有効な取組ではないかというふうに考え
ております。
○中川京貴 議長　徳田将仁議員。
○徳田　将仁 議員　このＭＩＣＥ、先ほどＺＥＢの
話をしていましたが、ほかのＭＩＣＥ施設、県外も含
めてほかのＭＩＣＥ施設との差別化を図ることはどう
考えているのか答弁ください。再生可能エネルギーの
導入で、ほかのＭＩＣＥ施設との差別化は。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　今回の大型ＭＩＣＥ施設整備に当たっては、知事か
らも答弁ありましたように、再エネ、省エネ、その部
分についてＺＥＢという形で入札公告のほうに明確に
打っておりますので、それを他の地域との差別化とい
う形で強調して整備を進めていきたいと思っていま
す。
　以上です。
○徳田　将仁 議員　終わります。
○中川京貴 議長　時間の範囲内ですので、発言を許
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します。
　比嘉　忍議員。
　　　〔比嘉　忍　議員登壇〕
○比嘉　忍 議員　皆様、こんにちは。
　ただいま、中川議長のお許しをいただけましたの
で、６月定例会一般質問を始めさせていただきます
が、その前に去る県議選挙におきまして、多くの皆様
方の御支援をいただきまして、当選することができま
した。渡具知武豊市長をはじめ島尻安伊子衆議院議
員、自民党県連、公明党県本部の皆様、名護市議会礎
之会並びに名護市議会公明会派の市議団の皆様、様々
な応援関係団体の皆様並びに御推薦いただきました団
体の皆様、後援会幹事会をはじめ後援会の皆様、多く
の皆様方の御支援をいただきまして、この場に立たせ
ていただいております。本日からスタートということ
になりますので、今後とも御指導のほどよろしくお願
い申し上げまして、一般質問させていただきます。
　それでは１、ドクターヘリ行政について、以下のと
おり答弁を求めます。
　(1)、先日の事故状況について。
　(2)、これまでの管理について。
　(3)、今後の対策について。
　２、地域からの要望について、以下のとおり答弁を
求めます。
　(1)、平成29年12月１日に屋部区より提出された災
害発生時の安全に避難できる避難路の整備について、
県の対応について答弁を求めます。
　(2)、令和６年１月25日に屋部支所管内地域振興会
より提出された要望書について、県の対応について答
弁を求めます。
　(3)、令和６年１月25日に屋部区長、比嘉宏正議
員、末松文信当時県議の連名で提出された、国道449
号（名護市屋部―山入端間）ののり面崩壊箇所の対策
について答弁を求めます。
　３、令和６年６月26日に本部港本部地区の港湾施
設使用に係る連絡会より提出された安全対策の申入れ
について答弁を求めます。
　４、待機児童解消に向けた保育士確保の取組状況に
ついて答弁を求めます。
　５、農業振興地域整備計画の総合見直しの進捗状況
について、令和２年度分について答弁を求めます。
　６、先日東江区で開催された、台風時の砂堆積対策
を考える住民との意見交換会について答弁を求めま
す。
　７、北部医療センターについて、以下のとおり答弁
を求めます。

　(1)、開院に向けての進捗状況について。
　(2)、専門医確保に向けての取組状況について。
　８、我が会派の代表質問との関連については削除願
います。
　以上です。
○中川京貴 議長　ただいまの比嘉忍議員の質問及び
質疑に対する答弁は時間の都合もありますので、午後
に回したいと思います。　
　休憩いたします。
　　　午前11時58分休憩
　　　午後１時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前の比嘉忍議員の質問及び質疑に対する答弁を願
います。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　比嘉忍議員の御質問にお答えい
たします。
　北部医療センターについての御質問の中の、北部医
療センター整備の進捗状況についてお答えいたしま
す。
　公立沖縄北部医療センターの整備につきましては、
現在、財源確保のための国への要請を行うとともに、
北部医療組合において実施設計に取り組んでおりま
す。また、同医療センターの運営主体となる財団法人
の令和７年度の設立を目指し、定款や組織体制につい
て現在協議を進めております。今後は関係機関と連携
し、医療従事者の確保、統合する２つの病院間のス
タッフの交流や意見交換を深め、北部医療センターの
早期整備に向けて取り組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　１、ドクターヘリ行
政についての(1)、ドクターヘリ部品落下事故の状況
等についてお答えします。１の(1)から１の(3)まで
は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えさせて
いただきます。
　去る６月26日に名護市内で発生したドクターヘリ
の部品落下事故について、事業を運営する浦添総合病
院の説明によりますと、飛行中に後方右側窓の接着部
分が剝がれたことにより、風圧でアクリル製の窓の一
部が破損脱落したものと推定され、これまでのところ
人的・物的な被害の報告はないとのことであります。
ドクターヘリ事業は、浦添総合病院が運営主体として
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実施されており、県では国庫補助を活用した財政支援
を行っております。
　県としましては、本事業は離島における医療提供体
制の確保に大変重要な事業であることから、しっかり
と再発防止策を講じた上で事業を継続していただきた
いと考えております。
　続きまして７、北部医療センターについての(2)、
医師確保の取組状況についてお答えいたします。 
　北部医療センターでは、県立病院及び北部地区医師
会病院からの転籍、新規職員の採用、県の医師確保策
の活用などにより医師確保に取り組むこととしており
ます。
　県としましては、令和７年度に設立される運営主体
となる財団法人と共に、転籍者の確保などの計画的な
北部医療センターの医師確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、地域からの要望につ
いての(1)、屋部区が要請した避難路整備についてお
答えいたします。
　地震や津波等の災害時における避難施設及び避難路
等の計画は、各市町村が地域防災計画において定める
こととなっております。
　県としては、名護市と連携しながら必要な対応を検
討したいと考えております。
　次に同じく２の(2)、屋部川に係る地域からの要望
に対する県の対応についてお答えいたします。 
　令和６年１月25日、屋部支所管内地域振興会から
北部土木事務所長宛て、屋部川の雑草対策及び溢水対
策等の要請書が提出されております。河川沿いの雑草
対策については、危険性及び緊急性の高い箇所から予
算の範囲内で順次除草等を行うこととしております。
また、親水公園等への溢水対策等については、現在、
護岸の設計を行っているところであります。今後とも
関係機関と連携し、屋部川の浸水被害の軽減に取り組
むとともに、適切な維持管理に努めてまいります。
　次に同じく２の(3)、屋部地域ののり面対策につい
てお答えいたします。
　名護市屋部ののり面崩壊箇所については、北部土木
事務所が令和５年８月に現場確認を行い、国道449号
歩道上の枝木等を撤去しております。のり面対策につ
いては、道路区域外であること及び急傾斜地崩壊危険
区域外であることから、県による対応は困難でありま
すが、名護市等関係機関に対し必要な技術的助言等を
行ってまいりたいと考えております。

　次に３、本部港旧塩川地区の安全対策に関する申入
れについてお答えいたします。 
　６月26日、本部港本部地区（旧塩川地区）におけ
る港湾施設使用に係る連絡会から、立入禁止看板の
設置等、同地区における安全対策の申入れがありまし
た。申入れに対する県の対応については、現場の状況
も勘案しながら慎重に検討してまいりたいと考えてお
ります。
　次に６、東江海岸の飛砂対策についてお答えいたし
ます。 
　東江海岸では、台風時の暴風により海岸背後の市道
等に飛砂被害が生じており、台風通過後は名護市にお
いて道路清掃等を行い、県において砂の除去を実施し
ております。県では現在、飛砂対策の検討を行ってお
り、去る６月に地元住民と意見交換を実施し、護岸の
かさ上げによる対策等について意見があったところで
あります。引き続き地元住民と意見交換を行い、対策
工法を検討したいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　４、待機児童解消に向
けた保育士確保の取組状況についてお答えいたしま
す。 
　待機児童の解消に当たっては、保育士確保が最大の
課題となっていることから、県においては、学生への
貸付事業等新規の保育士の確保に向けた取組のほか、
潜在保育士等の就労支援や保育補助者配置等に取り組
む保育所への支援等、保育士の処遇改善に取り組んで
いるところです。この結果、新規の保育士登録件数
は、毎年約1000人を超えており、保育従事者につい
ても500人程度の増加となっております。
　県といたしましては、待機児童解消に向け、引き続
き市町村と連携して保育士の確保に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　５、農業振興地域整備計
画の総合見直しの進捗状況について（令和２年度分）
の中の(1)、農業振興地域整備計画総合見直しの進捗
についてお答えいたします。 
　市町村農業振興地域整備計画は、農振法に基づき、
36市町村において策定されております。現在、おお
むね５年ごとの基礎調査を踏まえた総合見直しが名護
市や伊是名村等において行われているところです。見
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直しに際し、農用地区域からの除外は、農振法やガイ
ドラインに照らして適合を確認するため、広域な市町
村は申請件数が多く、手続に期間を要する傾向があり
ます。手続の円滑化に向けては、整備計画の精度が重
要であり、県では市町村を対象に農振担当者研修会等
を開催しております。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、農振法
に基づき適切に対応してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
　　　午後１時31分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○比嘉　忍 議員　（パネルを掲示）　それでは、２
次質問は大問３から行います。
　先日提出された本部港本部地区における安全対策の
申入れということで、宛名が玉城知事になっておりま
す。その中に、撤去された看板の件が入っているもん
ですから、そこからやっていきたいと思います。
　まず当初、設置した目的―これまでも答弁があり
ましたが、しっかりと対応していただきたいと思いま
すが、看板の設置目的と撤去した理由、答弁お願いし
ます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　これまでも答弁したところでございますが、大規模
な抗議活動が予定されていたということから、看板を
設置いたしました。その後、抗議活動を行う団体の
方々と面談をし、安全が確認できたということから、
看板を元の状態に戻したというところでございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　撤去って使うと、元の状態に戻し
たという答弁するんですけど、安全を確認したという
のは、どなたが、いつ、何時か、答弁お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時32分休憩
　　　午後１時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　申し訳ございません。
　面談の日時は後で確認させていただきますが、面談
を行いまして、抗議活動をされている方々との話合い
の中で安全を確認したということでございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。

○比嘉　忍 議員　ちょっとびっくりですけど。県庁
に来た方々から―部長聞いていますか。面談して、
その場で、県庁内でのやり取りで安全を確認したとい
うことですか。現場も確認しないで。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　抗議活動をしている方々との面談の中で、抗議活動
等は安全に行われることを確認したものでございま
す。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　県民の皆さんもびっくりしてると
思いますよ。
　それでは、知事宛てに出されました６月26日のこ
の要請文、宛名であります知事のほうで読み上げてい
ただけませんか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　６月26日の要請文につき
ましてですが、５項目ございます。読み上げをさせて
いただきます。
　港湾施設使用に係る連絡会からの申入れの内容につ
いて読み上げさせていただきます。
　「①本部港の用途に関係のない者の立入りを禁止
し、その旨の看板を設置すること」、「②積込み作業
を妨害しようとする者に対し、資材の積込み作業中に
本部港内に立ち入らないよう指導し、退去させるこ
と。」、「③本部港内において、車両の進行を妨害す
るなど作業への妨害行為が行われた場合には妨害を行
う者に対し、直ちに妨害行為をやめるよう指導し、退
去させること。」、「④条例に反する行為態様により
妨害を行った者に対し過料に処するなど、厳正に対処
すること。」、「⑤「大型車両の往来を妨害する行為
等港湾施設の機能を妨げる行為は、沖縄県港湾管理条
例第３条５号で定める禁止行為に該当します。禁止行
為を行った場合には同条例第33条に基づき過料を処
することがあります。」旨記載した「警告看板」を再
設置すること。」
　以上でございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍  議員　私、全文と言ったんですけど、
「記」だけ読んでますよ。
　法令がないと部長は先日答弁していましたが、今あ
りましたように、皆さんが掲げたこの警告の看板にも
港湾管理条例第33条に基づき過料を処することがあ
りますということと、第３条５号に定める禁止行為に
該当しますと認識して看板立てたんですよね。なのに
関係法令がないと言ってましたよ、先日の答弁では。
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　それで、警察本部長に答弁求めさせてください。
　道路交通法第13条の１項についてお願いします。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　道路交通法第13条の１項につきましては、「歩行
者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはな
らない。ただし、横断歩道によつて道路を横断すると
き、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手
信号等に従って道路を横断するときは、この限りでな
い。」。このように規定されております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　これも先日、部長が根拠の法令が
ないとおっしゃってましたけど、これも―私がじゃ
ないですよ、本部長の答弁で、進行しているダンプの
前に飛び出してきたと。まさしくこれに該当するじゃ
ないですか。そういったことを認識せずに、こういっ
た看板をしっかりやってるのに。しかもびっくりです
よ。現地も確認しないで、県庁に来た方々の話を聞い
て、この会話の中で安全性が確認された。冗談じゃな
いですよ。じゃあ、最近１か月で私はあの辺、五、六
回通っていますが、１回でも通りましたか。通ってな
いと思いますよ。しかも、午前中の答弁でありました
ように水族館に月30万人、往来すごいところですよ
あっち、国道449号。そこをこの違法行為の反対派の
皆さんがダンプを止めるがゆえに、止まってしまって
交通渋滞。危ないですよ。そういった認識もある。
　私がなぜこれ―それとすみません、今度は部長、
副知事、知事にでもお伺いしたいんですが、沖縄県港
湾管理条例第３条５号、警告でその行為に該当します
と書かれているこの条文について答弁求めます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時38分休憩
　　　午後１時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　沖縄県港湾管理条例第３条第５号でございますが、
「前各号のほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷す
るおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為
をすること。」というふうに記載がございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　そのとおりですよ。それを、この
皆さん方は違法行為に該当しますよと思って、警告掲
げたんですよね。それで、先ほど安全性が確認された
とおっしゃってましたけれども、びっくりで何回も繰
り返しますが、現場も確認せずに。その後、この文書

が提出されたのは……。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○比嘉　忍 議員　６月26日ですよ。６月26日、１週
間前ぐらいですよ。その時点で、私が中身を読み上げ
てと言っても読み上げなかったんですが、中身にある
んですよ、いろいろ。
　「平成31年４月23日以降、貴県に対し、正当に使
用許可を得ている事業者が港内における作業を安全に
行えるように、貴県において所要の安全対策を講じて
いただきたい」。いわゆるこれ港湾管理条例に違反し
ている行為がされている。正当な許可をもらった業者
が、違反行為で業務を妨げられているんですよ。それ
が来ている。それで先ほどの県警本部長の答弁でもあ
りました道路交通法ですね。それについてこれとは違
いますけれども、安和の工事の件については個別事
案で回答は差し控えるということでありましたので
……。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○比嘉　忍 議員　首都圏の警察関係者の見解です。
　歩行者が横断禁止標識がない車道を横断すること自
体は問題ありません。しかし、当該―先日、本部長
からの答弁がありましたように、車両の直前直後に飛
び出す行為は禁止されています。そういった禁止行為
が道路交通法違反じゃないですか。そういった行為、
条例違反されているところ―事故があったところは
私が今やっている塩川ではありませんが、なぜ塩川の
ことを取り上げるかというと、この事故があったとこ
ろ、安和ですね、安和よりもひどい状況なんですよ、
塩川。また起こりますよ、副知事、知事。これ今後、
この対策を速急にやらないと同じことが起き得る状況
ですよ。安和よりひどいところです。だから申し上げ
ています。しっかり対応していただいて、これは法令
根拠になりませんか。どうですか、知事。看板撤去し
たんだけど、再度設置する根拠になりませんか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在、沖縄防衛局に対し
まして原因の究明ですとか、その後の安全対策を求め
ておりますので、その状況を確認しつつ検討してまい
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りたいと考えております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　塩川の話ですよ。今、部長は安和
の話じゃないですか。塩川の安全対策は、さきの先輩
議員の答弁にもありましたけど、どこがやるんです
か。防衛局や、この困っている企業の皆さんに安全対
策してくださいと言ってくださいよ。やりますよ、独
自に。どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどは、安和桟橋につ
いてお答えいたしまして、申し訳ございません。
　塩川は、港湾区域で県が管理をしております。港湾
施設内の歩行者についてですが、支障のないよう歩行
するということについては、規制することはできない
というふうに考えております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　だからそこの問題ですよ。現場で
日々困っている当事者の方々から、大変なので設置し
てください、安全対策講じてくださいということは聞
かずに、県庁に訪れてきた反対派の皆様と現場も見ず
に机上で議論して安全が確認されたという認識、これ
びっくりですよ。こんな答弁は。しっかり見に行って
ください。まず塩川、一緒に行きますか。私昨日、先
輩議員であります西銘県議からも、見たいのでぜひ同
席できないかということで行きましたよ。ぜひ行きま
しょうよ、一緒に。塩川、どうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事故の後、私自身は現場
を確認できておりませんが、早急に確認したいと考え
ております。
○比嘉　忍 議員　塩川だよ。事故現場じゃないです
よ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　いずれの箇所も確認をさ
せていただきたいと思います。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍  議員　こういったやり取りであります
が、やはり責任者である知事、この今の私の指摘、そ
れから県の部下たちの対応の答弁を聞いて、普通でし
たらすぐまた看板の再設置をやるべき、あるいは安全
対策を講じるべきだと認識して指示を出すべきだと思
いますが、いかがですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　安和桟橋付近におきまして、抗
議活動中の市民と警備員がダンプトラックに巻き込ま
れる事故が発生したことは、管理する者として極めて

遺憾であるというように考えております。なお、現在
詳細については調査中ですので、その調査結果を待っ
てどのような対応ができるのかということをまた改め
て検討したいと思います。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　知事、違いますよ。今のは安和の
話。安和の答弁ですよね。塩川のこと聞いているんで
す。安和は今、警察がしっかり事故原因を究明してま
す。だから、私が指摘してるのは、そこよりひどいで
すよこっちは、塩川。また起きますよ、起きる可能性
が大きいですよ。なので対策をすぐやるべきじゃない
かと。安和の話じゃないです。安和で起きた人身事
故、不幸にも貴い命が亡くなりました。これよりもひ
どいと言われている状況の塩川です。行きましょう、
現場行くべきじゃないですか。あるいは、この答弁の
やり取りを聞いて、知事としてやっぱり安全対策しっ
かりやるべきだと指示すべきじゃないかと私は聞いて
おります。答弁いかがですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー  知事　現在、安和桟橋それから塩川
港、両方とも搬出のための土砂の搬入が止まっている
状況で、この間調査を進めているというように認識を
しておりますので、その調査の報告を待ちたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　即対応できないということですけ
れども、じゃあ、この調査、いつまでして、いつまで
に報告しますか。ここで明言してください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　検討につきましては、ど
のくらいかかるかとか予断を持った答弁は、現時点で
は困難であります。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　捜査権限は県警にありますので、
うちの会長、大県議の代表質問の際にも、カメラ映像
等のオープン、公開等の要望がありましたけれども、
捜査証拠品という形で今は提示できないということで
ありますので、しっかりそれが開示可能な時期に来ま
したら―もちろん御遺族への配慮、御遺族の同意が
大前提でありますが、それを踏まえてしっかりカメラ
映像等を公開していただきたいなと思っております。
　もう一度言いますよ、知事。人身事故が起きた安和
よりもひどい状況、塩川。皆さん方が正式に許可を出
した企業の皆さんが、現場で港湾の管理をしながら業
務が遂行できないよと言っている声をどうして聞けな
いんですか。もう何回も言ってますけど。しかも、撤
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去を現場も確認せずに、応接室で机上の議論でその場
で決めたというのは、もうびっくりですよ。ぜひ行っ
てください。この申入れを出した企業の皆さんと膝を
交えて情報交換、意見交換してくださいよ。何で県庁
で反対派の皆さんだけ話を聞くんですか。大変です
よ。これこそ同等に扱っていないですよ、皆さんが。
しっかりというか、本当に危ないですよ、安和より。
だからそこを私は懸念して、今回出しております。今
後、この今議会中に、しっかり対応ができたといい報
告が聞けるようなことを期待して、次に行きたいと思
います。ぜひ、現場見てきてください。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時49分休憩
　　　午後１時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○比嘉　忍 議員　次は７、北部医療センターについ
てでございます。
　これは北部の名護市民、北部の地域住民が非常に開
院を待ち望んでいる状況でございます。計画どおりで
は令和10年の開院ということでございますが、その
開院の予定について現時点では遅れが生じていない
かどうか、遅れていないですよねと確認したいんです
が、答弁を求めます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　北部医療センターにつきましては、令和10年度の
開院に向けて、今その遅れがないような形で進めてい
るところでございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　それから国への要望について、６
月４日ですか、一体となって要望してきたということ
でございますが―池田副知事がですかね。その内容
について、かいつまんで重要な部分に関して答弁を求
めたいと思います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　国への申請について
ですけれども、整備費についての助成というふうな形
で今考えております。まず、厚生労働省のほうに地域
医療介護総合確保基金というところがございまして、
こういう病院の統合とかについて活用できるというふ
うなことで、昨年度も36億円という形で予算措置を
していただきましたが、その継続について厚生労働省
のほうにお願いをしてきたところです。
　それから内閣府のほうでは、北部医療センターの中
に設置予定の琉球大学の地域医療教育センターという

ところがございます。これは、離島僻地等の診療に当
たる総合診療あるいは救急医療の学生、それから研修
医の養成のための施設ですけれども、そちらに対する
費用の助成についても検討をいただくというふうな形
で、それぞれの省庁で必要な予算の要求を行ってきた
というところでございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時51分休憩
　　　午後１時51分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　そのような要請を受けて、正式な
返答というのは受けていないと思いますが、現地での
各省庁のコメント等がありましたら、報告お願いしま
す。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　まず最初にお話をい
たしました厚生労働省のほうですけれども、濵地副大
臣のほうに対応をしていただきまして、武見大臣にも
要請の趣旨はしっかりとお伝えをすると。それから、
沖縄県の北部地域はかなり広く散在していて、その医
療の充実が非常に重要な認識であるというお話もいた
だきました。そして要請については、地域医療構想と
いうものに基づく基金となっておりますので、その支
援が途切れないように事務方とも調整をしていくとい
うふうなお話がございました。
　それから、内閣府のほうは局長のほうに対応してい
ただきまして、先ほどの琉球大学の地域医療教育セン
ターについて後押しをしていきたい、その詳細につい
てもっと情報を国のほうにもしっかりと伝えてほしい
というふうなお話でございました。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　要望並びにコメントに関しても、
非常に前向きに受け止められたということであります
ので、私たち県議団それから名護市議会の礎之会のメ
ンバーもしっかり連携して協力してやっていくという
ことでありますので、令和10年の開院に遅れはない
ということでありますので、これ以上の遅れは本当に
地域医療の格差の状況を放置するという形になります
から、しっかりと令和10年の開院に向けて―先ほ
ど１次答弁にも課題等がありましたけれども、その辺
も連携してやっていく所存ですので、よろしくお願い
いたします。
　それから４、待機児童の解消に関して、県内の待機
児童の状況について答弁求めます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
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○真鳥裕茂 こども未来部長　県内の待機児童の状況
でございますが、令和６年４月１日時点における待機
児童の速報値ですが、356人となっており９年連続の
減少であるものの、県全体の解消には至っていないと
いうような状況でございます。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　ありがとうございます。
　待機児童が増えて、先ほどの１次答弁でもありまし
たように、やっぱり保育士の確保が課題という形にな
りますが、処遇改善等、賃金がアップされれば、また
さらに保育士の確保がたやすくなるという県民からの
声もありますが、県としてそのような人件費あるいは
処遇の改善のために、その辺の政策を展開するとかい
う答弁、議論はされたことございませんか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　今議員おっしゃるように、保育士を安定的に確保す
るためには、処遇改善や労働環境の改善に取り組むこ
とが職場の魅力を高めるということで、非常に重要だ
というふうに考えておる次第でございます。これまで
も保育士の育成確保だとか就労支援とかもやってきた
んですけれども、処遇改善の取組といたしましては、
今、県のほうで―処遇改善というのは公定価格の処
遇改善加算ⅠからⅢというのがあるんですけれども、
それと人事院勧告のベースアップ分を反映させた公定
価格というのがございます。それに基づいて処遇改善
がされているんですけれども、それに対しても国、
県、市町村という形で負担させていただいています。
こういったこともありまして公定価格のアップにつき
まして、全国知事会を通して国のほうに要請をしてい
るところでございましては、今後も引き続き全国知事
会と連携を図りながら取り組んでまいりたいというふ
うに思っております。
○中川京貴 議長　比嘉　忍議員。
○比嘉　忍 議員　今、国の事業に関して県も予算的
な措置をしているということでありますが、それを踏
まえてまた独自の処遇改善のために県として事業展開
ができないかということでありましたけれども、先ほ
どの答弁ですので、御承知のように名護市において
は、保育士の処遇改善まではいきませんが、保育料等
の無償化等を取り進めさせていただいております。
　先日来、全国知事会、知事の要望等を通じていろん
な場面で働きかけていくとありましたが、うちの名護
市長は、市長会とかそういったものに一人でばんと、
政府や省庁に予算要求、それから掲げた公約の実現の
ために予算折衝に行ってきておりますので、ぜひ知事

も全国知事会を通さずに独自で公約が実施できるよう
な取組をしていただきたいなと思っております。
　終わります。ありがとうございました。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　会派沖縄自民党・無所属の会の
花城大輔です。
　知事、２月の一般質問の私の終了時のコメント覚え
ていますか。現在も批判は継続中でありますけれど
も、当時は一部の国会議員のいわゆる裏金問題の件で
我々も大変な状態にありました。国会議員はキック
バック、地方議員はサンドバックでした。その時期に
私は、我々自民党は必ず帰ってきますよと。しかも数
を増やして帰ってきますよと宣言しました。なぜなら
ば、私たちにしかできない仕事がたくさんあるからで
す。当時を振り返っても、私の発言を聞いて信じる人
はいなかったと思います。ただ私は選挙後によく聞か
れます。このような結果を予測できましたかと。また
はどうしてこのような結果を手にすることができまし
たかと。私はこの声に応える内容は持っていませんけ
れども、ただ一つ言えることは、22名の覚悟があっ
たからだと思ってます。
　私たちは全ての選挙区に現職議員を持っていますか
ら、新人を１人立てようとすれば非常に大きなハレー
ションが起こります。現職議員も一人一人志を立てて
これまで活動してきたわけですから当然のこととは思
いますけれども、今回は新人候補者を増やすことに対
して、誰一人意見を言う現職議員はいませんでした。
まさに沖縄が大変なときに自分自身の話をするわけに
はいかないと、このような思いだったんだろうと思い
ます。
　支援者の中には今の時期にこの判断は間違えている
と、かなりの落選者を出すことになるとお叱りの声も
ありましたけれども、しっかり全員が勝ち上がってく
ることができた。私はこの仲間のことを誇りに思いま
すし、これから迎える４年間が非常に楽しみでありま
す。
　県民の皆様もどうか御期待ください。我々の代表が
いつも政治は結果であると言い切ります。そしてこの
４年間、県民の皆様にしっかりと結果をお示しできる
ように頑張ってまいりたいというふうに思います。
　それでは質問に移ります。
　１、2024年沖縄県議会議員選挙について。
　(1)、選挙結果の見解について伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今回の県議会議員選挙の結果については、それぞれ
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の候補者が自らの考え方に従って掲げた公約を踏ま
え、県民が判断したものと認識しております。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　私も今の公室長の答弁、何回も
させて申し訳ないと思いますけれども本当にそうだな
と思います。以前は、民意とかいう言葉を好き勝手に
使っていましたよね。変な話、知事が期待する結果が
出たか出なかったかで行政職員の答弁が変わるのはお
かしいと思いますよ。ぜひ統一してほしいと思いま
す。
　(2)、マスコミ報道についての見解を伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の県議会議員選挙に関
する報道につきましては、報道各社の判断と責任にお
いて報道されたものと考えております。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　私はその中でも知事が―これ
もしつこいかもしれませんけど、どうしても確認取り
たいのでさせていただきますけれども、選挙期間中に
自公の候補者が多数当選すれば給食費の無償化はでき
なくなると演説してきた。これも私はマスコミ報道で
知ることになりましたけど、私これ読んだときに違和
感がありました。あんまり知事のキャラというか、何
か言いそうにないような感じがして。これ事実です
か。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　そのような発言があったという
ことは事実であります。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　これ代表質問だったと思います
けれども、危機感から来る発言とおっしゃってまし
た。一部理解できます。しかしながら、強い言い方を
すれば、知事は自身の応援する候補者が有利に戦うた
めに、私たちが落選するように、そんな目的で県民に
対して公の場所でうそをついたわけですよ。そしてこ
の発言を聞いた有権者の中には、自公は県民のために
は仕事をしていないのではないかと。ひょっとしたら
今も思っているかもしれません。この件についてはど
うお考えですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　代表質問でもそのように質問を
受けましたけれども、この公約の実現に向けては共に
頑張っていただけたらというように協力をお願い申し
上げた次第です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　そこでいきなり自民党に協力を

求めたら駄目ですよ。１回けじめをつけないといけな
いと思います。私は、知事は、私はうそをついていま
した。ごめんなさいと。そこまで言わなくとも、あれ
は私の誤解でしたぐらいは言ってもらわないと困ると
思いますよ。１回この疑念を払拭させてください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　給食費の無償化の取組について
は、令和７年４月から中学生の給食費の半額を県が支
援するということで今市町村と話を進めさせていただ
いております。ぜひ一致して協力していただければと
思います。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　分かっていただけないようです
けど、本当にここで１回けじめをつけないとどんなし
て一緒に仕事していくんですか、同じ目的に立って。
私はこれ、今のままでは話もできないと思いますよ。
　では、２番目の沖縄県全戦没者追悼式について。
　(1)、来賓出席の際の手続について伺います。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　追悼式の来賓者につきましては、「沖縄全戦没者追
悼式に係る招待者の範囲についての定め」に基づい
て、追悼式の趣旨である戦没者の御霊を慰めるととも
に、世界の恒久平和を願う沖縄の心を発信するという
ことを踏まえて、三権の長である内閣総理大臣や衆参
両院議長などの原則国の関係機関の代表者、それから
遺族団体、県選出国会議員、県内の市町村長及び市町
村議会議長などの関係機関の代表者としているところ
でございます。また御招待につきましては、県から案
内状を送付して御参列いただいております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　来賓については全部県からの招
待という理解でよろしいですね。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　基本的に招待者につきましては、県から案内状を送
付して御参列いただいております。ただ、定めにある
招待者の範囲以外の方につきましては、関係機関を通
して特別に参列の要望があった場合には、過去の参列
や招待席の状況などを踏まえて個別案件ごとに検討し
ております。そして招待状を送付しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　今回ちょっと気になったんです
けれども、航空自衛隊は招待されて来賓の中に姿があ
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りました。陸上自衛隊と海上自衛隊はありませんでし
たけれども、何か分かる範囲で答弁できたらお願いし
ます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時７分休憩
　　　午後２時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　令和６年度の追悼式には、特別招待者として航空自
衛隊南西航空混成団司令の方の招待を入れているんで
すが、陸上と海上の方々を代表して来ていただいてい
るというような趣旨と伺っております。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　今の答弁ちょっと意味が分から
なかったんで、後でまた資料として提出でも構いませ
んから、ぜひお願いします。
　次(2)、会場内におけるやじ等の対応について伺い
ます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　沖縄全戦没者追悼式は、沖縄戦で亡くなられた全て
の戦没者の御霊を慰めるための式典であることから、
静ひつな環境で行われることが望ましいと思料いたし
ます。やじ等につきましては、式典会場入口に「追悼
式につき、式進行中はご静粛にお願いします。」と表
示した立て看板を設置するとともに、式典開始前の注
意喚起のアナウンスや会場内及び会場周辺において
「追悼式につき静粛にお願いします」などと表示した
警告板を掲示するほか、直接、職員による注意・警告
等を行っております。また、県警等とも連携して取り
組んでおります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　知事、式典終了後に知事はマス
コミに対して、できるだけ静ひつな環境で臨んでいた
だきたいとお願いをしましたというふうに発言してい
ます。これ今の看板以外に誰かにお願いしたというこ
とですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど生活福祉部長から答弁が
ありましたとおり、このように静ひつな環境で行われ

るということについて参加する方々にお願いをしたと
いうことでございます。
○花城　大輔 議員　休憩をお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　大変失礼いたしました。
　記者会見においても県民の皆さんにそのように私か
ら協力を呼びかけたということもございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　そしてその後に続けて、あのよ
うな声が出たということも―これやじのことです
ね。あのような声が出たことも県民あるいは参加され
た方々の思いの吐露なのだろうと受け止めているとい
うふうにコメントしています。これどんな意味です
か。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　県民には様々な感情がおありで
あろうというようなことを申し上げた次第です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　あくまでも容認しているように
私には聞こえるんですけれども。私はこれ県外紙で読
んでびっくりしたんですけれども、岸田総理が挨拶を
述べている最中に「死ね」とわめき散らしていた男性
が含まれていましたけれども、これも含まれています
か、知事。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時14分休憩
　　　午後２時14分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　そのような発言が実際にあった
かどうかということを私は確認はしておりませんが、
社会的に認められているというようなことがやはり前
提になるのではないかと思います。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　私は毎年非常に残念なんですよ
ね。私の周りの知り合いも慰霊の日の式典に参加する
人が毎年減っています。要は慰霊の日には慰霊の日の
過ごし方があって、顔も見たことないオジーの顔を想
像するんだという決め事があったりする人もいて、で
もあの会場に行くと全てが吹っ飛んでしまうんですよ
ね。非常に悲しいと思います。また、あの場は戦時
中、恐怖の中で逃げることを余儀なくされて、しかも
生き続けたくてもそれが許されなかった人たちがたく
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さんいるわけですよ。そしてそれを慰める人たちがい
る中で、こういう状態がいつまで続くのかなと思うん
ですけど、知事、知事の望む静ひつな中での進行、こ
れを実現するためにちょっと頑張ってもらえません
か。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　全戦没者追悼式典、これからも
静ひつな環境で行われるよう呼びかけてまいりたいと
思います。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　主催者としてもこのようなこと
が起こるのは本当に責任問題ですよ。来賓を呼んでお
いて、その来賓にそんな言葉を投げかける人が会場の
中にいて、それが沖縄の人かどうか分かりませんけれ
ども、こんな式典が平和の式典として本当にふさわし
いと言えるのか。そんなところから知事にはぜひ頑
張ってもらいたいと思います。来年戦後80周年だそ
うですね。期待してますよ。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
　　　午後２時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○花城　大輔 議員　３番、知事の県外における活動
について。
　(1)、フジロックフェスティバルの参加の経緯につ
いて伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　フジロックフェスティバルは、３日間で約11万人
が来場する日本最大規模の野外音楽イベントであり、
同フェスティバルから場所の提供を受けているザ・ア
トミックカフェから「民主主義と自治」をテーマに知
事への出演依頼があり、沖縄の基地負担の現状等を広
く県外の皆様に伝えるよい機会になると考え、出演を
決めたものです。ザ・アトミックカフェは、脱原発や
環境・平和・人権などの社会問題を考える場として定
着しており、知事が出演することにより、今回の米軍
人による性的暴行事件や米軍基地から派生する環境問
題などの沖縄の過重な基地負担の現状、日米地位協定
や辺野古新基地建設問題などについて、広く県外の皆
様に発信する機会になるものと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　知事、ここには歌を歌いに行く
んですよね。今、知事公室長が述べられたこんなにた

くさんのミッションを掲げて達成できるんですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　同イベントは、トーク・ア
ンド・ライブということで、まずは参加される方々が
様々な―様々なというか、今回の民主主義と自治
というものに基づいてディスカッションを30分やっ
て、残り10分がライブということになっているとい
うことでございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　今回たしか２回目ですよね。前
回はどのような成果がありましたか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　アトミックカフェへの出演
は、議員御指摘のとおり今回で２回目となっておりま
す。前回、令和元年７月の出演時は、会場に集まった
約1500名の方々に、沖縄県の過重な基地負担の問題
等について発信をすることができたというふうに承知
しております。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　これに係る費用全般を教えてく
ださい。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　今回のフジロックフェス
ティバルの中で開催されるザ・アトミックカフェへの
出演に係る費用につきましては、知事と随行者３名の
計４名分の旅費として、概算で50万円となっており
ます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　全体で50万円ということです
ね。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
　　　午後２時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○花城　大輔 議員　この時期にフジロックに出場す
ることについて、県民の理解が得られると思います
か。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　先ほども申し上げました
が、このフジロックフェスティバルの中で行われるア
トミックカフェについては、「民主主義と自治」を
テーマに知事への出演依頼がありました。今回は沖縄
の基地負担の現状を広く県外の皆様に伝えるよい機会
になるというふうに考えております。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
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○花城　大輔 議員　私はここ数日、人と会うたびに
かなりの確率で聞かれるのが、知事はフジロックには
自費で行くんですよねという質問なんです。自費でな
くてもどうかと私は思いますけれども、選挙が終わっ
て米軍による事件・事故が起こって、車両事故も起
こって、そして自身の大事な場面には副知事を行かせ
て、このような状態でフジロックに出ることはどうな
んだろうということを多くの県民が疑問を持っていま
す。
　(3)の予算執行の妥当性については、その結果だと
思いますから今回は質問しないでおきますけれども、
今後注視していきたいというふうに思っております。
これについては、できれば与党の皆さんからも意見を
聞いてみたいところですね。
　では４番に行きます。
　安和港で発生した車両死傷事故について。
　(1)、知事の見解を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　名護市の安和桟橋付近に
おきまして、抗議活動中の市民と警備員がダンプト
ラックに巻き込まれる事故が発生したことにつきまし
ては、極めて遺憾であります。お亡くなりになった警
備員の方に対し、謹んで哀悼の意を表しますととも
に、重症を負った方に対し、一日も早い回復を心から
祈っております。
　県としましては、沖縄防衛局に対し、事故原因が究
明され、安全対策がされるまでの間は土砂搬出作業を
中止するように求めたところであり、７月１日、林官
房長官から土砂の運搬作業について、名護市安和桟橋
と本部町本部港塩川地区の２か所で中断するととも
に、防衛省で警備の在り方を含め、状況の把握、再発
の防止に努めると説明がなされているところでござい
ます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　次に(2)、安全確保に関しての県
の対応について伺いますとありますけれども、るる説
明がありましたね。事業者から要請があって、それに
県がどのように回答してきたか。まずは、事業者から
あそこで行われている反対行動は条例違反だというふ
うに言われたそうですね。そして担当者は半ば認めた
上で、ただ北部土木事務所では判断できないというこ
とで県庁に投げたはずなんですよ。そして数日後、
また事業者から確認したところ、まだ答えが出てない
と。今、答えは三役が預かっているというふうに発言
をしたらしいんですよね。なのに、知事の答弁、部長
の答弁聞いてみると、知事は部局で決めました、部局

は北部土木事務所が判断しましたと言うわけですよ。
これ何なのかなって、どんな組織なのかと思うんです
けどね。それも含めてこの安全確保についてちょっと
聞かせてください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　安和桟橋付近の安全対策につきましては、歩行者に
対して指導等を行う法的根拠がないことから、県にお
いて安全確保等を行うことは困難であると考えており
ます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　歩行者が通るところを空ける設
計図を見てるはずですよ。これですね、令和４年にま
ずはガードレールの設置の要請があって、この要請の
中には死亡事故の危険性もはらんでおり、道路管理者
としても安全を求めていく責任がある、そうでしょう
と書いてあったといいます。この道路管理者の責任を
歩行者の云々にくっつけて何を言ってるんですかって
話なんですよ。この歩道も通行人の量とかいろんな規
定が警察の中にあるらしいじゃないですか。結局は、
皆さんガードレールを設置する予定はありませんと回
答する前に、設置の必要性がないと判断したと回答し
ているんですよ。これいろんな人が同じことを聞きま
す。どういうことを理由に設置の必要性がないと判断
したのか。結果、事故が起きてることを前提としてい
ますよ。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ガードレールの設置につ
いてでございますが、ガードレール設置の求めがあっ
た箇所については、歩道上でございまして、その設置
は歩行者の通行を妨げ、歩道本来の目的を阻害するも
のであるということから、道路管理者として適切では
ないと考えたところでございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　これも何回も言いますけど、誘
導するようにガードレールが設置される設計図を見て
るはずですよ。その答弁通りませんよ、もう既に。こ
れ後で大変なことになりますよ、本当に。あと、これ
繰り返しになりますけれども、事業者は歩行者の通行
部分を残すことも併せて説明していると。先週の又吉
議員の写真見てもおかしいと思っている。県民から問
合せも来てますよ。もう既に言い訳が通用するレベル
にないです。
　あともう一つ、知事は反対行動に対して指導の法的
根拠がないので特段の対応を取っていないとコメント
していますね。これどんな意味ですか。
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○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどお答えいたしまし
た歩行者に対して指導等を行う法的根拠がないという
ところの説明であると考えております。
○花城　大輔  議員　いや、考えていますじゃなく
て、本人いるんだから断言したらどうですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しになりますが、
歩行者に対して指導等を行う法的根拠がないことか
ら、対応を行うことは困難と考えたものでございま
す。
○花城　大輔 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時27分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　花城大輔議員。
○花城　大輔  議員　（パネルを掲示）　これタブ
レットにもデータを入れてあるので目を通された方も
いるかと思いますけれども、これ道交法第76条４項
７号です。これは簡単に言うと、道路の中で交通の危
険性や妨害のおそれのある行為を禁止することが規定
されている。これ知事が指導を入れる法的根拠になり
得ませんか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　歩行者についてでござい
ますが、一般的に公共土木施設というものは広く県
民、市民の方が利用されるものでございます。歩道に
ついて言いますと、まず通常の歩行が困難な方ですと
か、車椅子の方、高齢者、児童生徒などが利用されま
すので、歩行速度をもって違法性を判断することは難
しいのではないかと考えているところでございます。
○花城　大輔 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　道路管理者といたしましては、道路法に沿って道
路管理等をしております。道路法第43条に道路に関
しての禁止事項がございまして、道路を損壊、損傷し
……。
　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時30分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
申し訳ございません。
　道路法についてでございますが、道路法第46条で
は、道路の構造を保全し交通の危険を防止するための
道路の通行禁止と制限について定めがございます。１
つ目は、道路の破損、決壊などにより交通が危険であ
ると認められる場合、２つ目は、道路工事のためにや
むを得ないと認められる場合に通行の禁止と制御が道
路管理者においてできるものとなっております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時30分休憩
　　　午後２時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　繰り返しで恐縮でござい
ますけれども、歩行者等に対して指導等を行う法的根
拠がないとお答えいたしましたのは、あくまで道路法
に基づく道路管理者としての回答でございます。
　以上でございます。
○花城　大輔 議員　議長、進まないですよ。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時34分休憩
　　　午後２時36分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏  土木建築部長　大変申し訳ございませ
ん。
　道路交通法の第76条の第４項第７号に「道路又は
交通の状況により、公安委員会が、道路における交通
の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそ
れがあると認めて定めた行為」というふうにございま
して、公安委員会が定めるものという認識でございま
す。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　じゃあ、部長の長い答弁要らな
いので一言で答えてほしいんですけれども、知事が発
言した指導の法的根拠がないので特段の対応は取って
いない。それに対してこれが当たるんですかという私
の質問に対する答えは、「いいえ」ですね。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　この行為につきまして
は、公安委員会が定めるということでございますの
で、お答えはしかねるところでございます。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　これ先ほどの北部土木事務所、
部局、三役との間でのお話と同じですね。今後土木環
境委員会で引き取ることになると思いますよ。ぜひ期
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待したいと思います。
　知事、この議論の大きな問題になると思うんですけ
れども、私はこの期に及んで何もしない知事のことを
どう見ているのかということをいろいろと聞いていま
す。これ今、ひょっとしたらそうなんじゃないかなと
私も思っていますけど、知事は県警のトップでありな
がら反対行動を行っている団体に何も言えない状態に
なっているのではないか。これ県民からの知事に対す
る新たな疑惑ですよ。私は昨年からずっとおかしいと
思っていましたけれども、県庁内に反対行動を行って
いる団体が多数押しかけたときも、本来であれば警察
を呼ばないといけない状態だったらしいですね。しか
も警察を呼ばないどころか、逆に彼らの要望を聞き入
れてガス抜きのようなことまでやっている。また今回
議論されているガードレールや様々な問題は、反対行
動を阻害する要因になるから知事は頑としてはねつけ
ているんじゃないかという話ですよ。これもし本当で
あれば大変な問題だと思いますけど、知事何か言いた
いですか。言わなくてもいいですよ―議長、いい
ですよ。答弁棄権したいらしいので次の質問に移りま
す。
　５番の危機管理補佐官設置について。
　まずは、私が長年要望してまいりました陸上自衛隊
を退官した経験を持つ方の震災、災害時における専門
職として、危機監理補佐官に吉田英紀氏でいいんです
かね、就任されました。私は吉田危機管理補佐官に沖
縄に来ていただいて、本当に感謝をしております。先
日、職員名簿を見ていましたら、防災危機管理課には
属していないと。知事公室長の下に名前が載っており
ました。また、議場にもその姿がないようであります
けれども、どのようなお立場で、どのような権限を
持っているのかも含めて説明をお願いします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　まず、危機管理補佐官の役割についてでございます
が、危機管理補佐官の役割としましては、高度な専門
知識や災害現場での実務経験を生かし、危機管理監で
ある知事公室長を補佐するとともに、国、市町村、関
係機関等と緊密な連携を図りつつ、大規模災害や危機
事象に対し迅速かつ的確に対応すること、また平素
は、大規模災害等への備え、対処能力の向上を図るこ
ととしているところでございます。
　今もちょっと御説明したんですけれども、すみ分け
というところでは、危機管理補佐官は沖縄県行政組織
規則において、部等に属しない職として位置づけら
れ、知事公室長をもって―失礼しました。危機監理

監は、行政組織規則において、部等に属しない職とし
て位置づけられ、知事公室長をもって充てるとされて
おります。その職務は、上司の命を受けて危機管理に
関する事務を処理することとなっています。危機管理
補佐官は、行政組織規則上の参事に位置づけられてお
り、その職務は部等の特定重要事項を処理することと
なっており、先ほど申しました危機監理監を補佐する
等々に対応するということになっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　すみません、よく分からなかっ
たんですけれども、全国でいろんな市町村、県で防災
監のようなもの設置されていますけれども、権限と役
職の考え方が適切でなかった場合には、機能しない場
合がたまにあるそうですね。例えば、東京都にいた専
門職の方は、東京から離れることが許されず、母親へ
のお別れの場にも行けなかった。いつも小池知事の後
ろにいて、即応態勢が取れるようにしていたというこ
とです。また、熊本県の場合では、有事の際には県知
事がこの専門職に全ての権限を渡して、彼が言ってい
ることは私が言っていることと同じだというふうな形
でこの震災の復興に努めたというふうに聞いてます。
この吉田危機管理補佐官からもいろんな意見を聞きな
がら、この専門職としての機能をしっかりと確実なも
のにしていただきたいというふうに思います。
　続いて(2)、４月３日に発生した地震の際の対応に
ついて伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　危機管理補佐官の津波警報時の対応につきまして、
お答えいたします。
　本年４月の津波警報の発表を受け、県では、災害対
策本部を設置し、危機管理補佐官の助言を受けなが
ら、被害情報等の収集体制の強化や関係機関との連絡
体制の速やかな構築などを図ってまいりました。
　県としましては、引き続き危機管理補佐官の有する
専門的な知見を大いに活用しながら、本県の防災力の
さらなる強化に努めてまいりたいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　次に６、ＩＳＣＯについて。
　設立目的について伺います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　ＩＳＣＯは、沖縄県経済の振興を図る産業支援機関
として、最先端の情報通信技術を活用し、県内産業の
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課題解決や新たな価値創造を実現することを目的に設
立されております。具体的には、ＩＴを活用した産業
の成長や社会課題の解決に関する調査研究や提言、国
際的なＩＴ見本市・商談会等の開催、スタートアップ
の支援、ＩＴ人材の確保及び育成など、各種事業を行
うこととなっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　ＩＳＣＯの年間経費、そしてＩ
ＳＣＯが存在することによって沖縄県で起こる経済効
果について説明をお願いできますか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　ＩＳＣＯの令和５年度における運営にかかる費用
は、約11億8000万円となっております。また、平成
30年度の設立から令和５年度までのＩＳＣＯの事業
による支援企業数は、累計で2160社となっておりま
す。この間、県内ＩＴ産業につきましては、売上高が
平成30年度の4407億円から令和４年度には4601億円
へと増加しており、ＩＳＣＯの産業支援機関としての
取組はこうした県経済の成長に貢献しているものと認
識しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　次に(2)、現在の活動状況と、そ
の評価について伺いたいと思います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えします。
　ＩＳＣＯは、今年３月末現在で、会員数はＩＴ企業
を中心に269団体、ＭＯＵ締結先は海外を含め47団
体となるなど産業支援機関としてのネットワークを拡
大しております。主な事業としましては、リゾテック
エキスポの事務局運営、各産業のＤＸ促進、スタート
アップ支援や人材育成など産業振興の取組を行ってお
ります。また、コロナ禍におきましてはうちなーん
ちゅ応援プロジェクトの事務局を担うなど、本県産業
及び経済の振興に貢献しているものと認識しておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　このリゾテック、今年たしか５
回目か６回目の開催になると思うんですけれども、こ
の目的と成果について強調したいものだけで構いませ
んから、ちょっと紹介してもらえますか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。

　リゾテックエキスポは、国内外のＩＴ事業者と県内
事業者とのビジネスマッチング等により、県内情報通
信産業の高度化・多様化や県内産業のＤＸを促進する
こと等を目的に開催されております。令和５年度は国
内外から過去最多の208社が参加し、約１万4600名
の来場者、約1600件の商談が行われており、県内企
業の新たなビジネスの創出やオープンイノベーション
などに貢献しているものと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　これはある有識者と言っていい
レベルの方から聞いた話なんですけれども、実は国は
リゾテックについては冷ややかな目で見てるというふ
うなことを耳にしました。一般的に認知されている
キーワードではないということでありましたけれど
も、本来であれば、国の推奨するような事業を立案し
て連携することで予算も獲得できるという流れになる
と思いますけれども、このリゾテックの国との連携は
どのような状況になっていますか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　リゾテックエキスポの開催に際しましては、内閣府
や経済産業省をはじめとする関係省庁及び沖縄総合事
務局、総務省沖縄総合通信事務所などとの連携を行っ
ております。具体的には、講演や来賓挨拶のほか、基
調講演への登壇、エキスポ内でのブース出展やセミ
ナー開催、イベントの同時実施など多方面で連携し相
互に事業内容の充実を図ってきたところです。
　県としましては、リゾテックエキスポの成果拡大に
向け、引き続き国等の関係機関と緊密に連携していき
たいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　花城大輔議員。
○花城　大輔 議員　今後に期待したいと思います。
　次の７番の酪農畜産業のところなんですけれども、
もうちょっと時間がないので委員会でまたやろうかな
と今考えていますが、ただ、部長、農家を１軒１軒
回ってヒアリングもしたということを聞いて先週少し
安心したんですけれども、このヒアリングの内容と提
案した支援策の内容が少し的外れだというふうなこと
も耳にしています。また、約17億円、思い切って頑
張って確保したんでありましょうけれども、全然足り
ないと。焼け石に水の状態だという話も聞きました。
どうかもう一回仕切り直して、今もう時間がありませ
んから、酪農、畜産、両方しっかりと頑張っていただ
きたいというふうに思います。
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　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　大屋政善議員。
　　　〔大屋政善　議員登壇〕
○大屋　政善 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大屋　政善 議員　皆さん、こんにちは。
　今回、第14回沖縄県議選挙に当選をさせていただ
きました大屋政善と申します。
　うるま市選挙区、県民の皆さん、感謝と御礼を申し
上げます。そして向こう４年間、県民の福祉向上のた
め、そして離島振興のために頑張らせていただきたい
と思います。
　それでは一般質問を行います。
　１、まちづくりについてお伺いをします。
　今般、沖縄市、うるま市の交通渋滞も激しくなって
きており、その原因ははしご道路の体系的なネット
ワークができていないことが原因と思料されます。そ
こでお尋ねします。
　(1)、はしご道路における県道20号線等の４車線道
路の進捗について、事業着手及び完了予定、事業費、
進捗率、そして遅れている理由をお尋ねします。
　(2)、宜北線、県道24号線など基地がネックになっ
ている。政治レベルによるプッシュが必要と感じる
が、これまでの玉城県政の対応についてお伺いしま
す。
　２、災害について。
　(1)、宮城島農道災害復旧の進捗について。
　(2)、引き続き同箇所の対策事業を継続すべきと考
えるが見解を伺う。
　(3)、令和５年に島の高台全体を取り巻くように指
定しているが、その背景についてお伺いします。
　３、中部東道路について。
　うるま市は２市２町の合併を踏まえ、上位計画にお
ける安慶名を中心核として各副拠点、都市軸、観光軸
を考慮した地域将来都市構想を描いて、生活や産業の
中心となる拠点及びその拠点間や周辺市町村との連携
する軸、ネットワークが示されております。
　そこでお尋ねします。
　(1)、市の上位計画であるまちづくりについて県は
どう関わってきたかお尋ねします。
　(2)、中部東道路のルートは、市の上位計画である
この将来都市構想を参考にすべきだと思うが県の見解
を伺う。

　(3)、中城湾港の発生交通量と各インターの利用状
況についてお伺いをします。
　(4)、中城湾から池武当向けの交通量についてお聞
かせ願います。
　４、伊計平良川線について。
　(1)、伊計大橋の架橋目的は何ですか。
　(2)、離島振興、地域振興の面でその取付け道路が
50年たってもいつ完成するかも分からない。伊計大
橋はその目的を果たしていない。架橋目的を達成する
ためにはどうすればいいのか。
　(3)、西側ルートが途中で中止になった理由につい
て。
　次に５、農林水産業についてお伺いします。
　(1)、ゆがふ製糖の現状に対する見解及び当該工場
が提出した要請書に対する対応、特にしゅんせつ工事
に係る予算の確保についてお聞かせ願います。
　(2)、農水産業に対する補助金等の支援内容につい
てお聞かせ願います。
　(3)、農振農用地区域からの除外についてをお聞か
せ願います。
　以上の５項目についての答弁をお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　大屋政善議員の御質問にお答え
いたします。
　中部東道路についての御質問の中の(1)、うるま市
のまちづくりにおける県の関わりについてお答えいた
します。
　うるま市は平成17年に具志川市、石川市、勝連
町、与那城町の４市町が合併後、人・自然・歴史文化
の調和する、活力ある都市を将来像として、うるま市
都市計画マスタープランを策定しております。また、
令和５年３月に、質の高い持続可能な多極連携・集約
型の都市づくりを目指し、人・自然・歴史文化が調和
し、特色ある拠点がネットワークで結ばれ、都市の豊
かさが次世代へ受け継がれるまちを将来像と定め、改
定を行っております。沖縄県は、うるま市の将来像が
実現できるよう、社会基盤の総合的な整備を進めてま
いります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、まちづくりについて
の(1)、県道20号線の進捗状況等についてお答えいた
します。
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　県道20号線は、胡屋交差点から高原交差点までの
延長3460メートルの区間を、街路事業の胡屋泡瀬線
として平成17年度から事業着手し、総事業費約297
億円で整備を行っているところであります。事業実施
に当たっては、物件補償や用地取得、高原交差点の設
計調整に時間を要していること等により、事業の進捗
に遅れが生じていることから、完了時期については、
現時点で明確にお示しすることが難しい状況でありま
す。引き続き早期整備に向け、取り組んでまいりま
す。
　次に同じく１の(2)、米軍基地が支障となっている
公共事業の対応についてお答えいたします。
　米軍施設・区域において、一般県道24号線バイパ
ス街路事業など、事業進捗が滞る事例が発生しており
ます。
　県としては、進捗が滞っている事業について、立入
調査や工事着手等への協力を求め、毎年度、沖縄防衛
局及び米軍等へ要請を行っております。引き続き、早
期の返還と協議の進展が図られるよう取り組んでまい
ります。
　次に２、宮城島の災害対応についての(3)、うるま
市宮城島における土砂災害警戒区域等の指定について
お答えいたします。
　県では、土砂災害のおそれのある区域について、危
険の周知、警戒避難体制の整備、開発行為の制限等の
ソフト対策を推進するため、土砂災害警戒区域等にお
ける土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、
令和５年度に宮城島において、土砂災害警戒区域等を
指定しております。急傾斜地崩壊対策等のハード対策
については、現在、うるま市与那城上原地内におい
て、事業採択に必要な急傾斜地崩壊危険区域の指定に
向け、うるま市と連携しながら取り組んでいるところ
であります。
　次に３、中部東道路についての(2)、中部東道路の
ルート検討についてお答えいたします。
　中部東道路は令和３年３月、沖縄ブロック幹線道路
協議会において、新広域道路交通計画の構想路線に位
置づけられた道路であります。令和４年６月には、う
るま市、国及び県で構成される中部東道路連絡調整会
議が設置され、関係者間で継続して意見交換を行って
いるところであります。引き続きうるま市や国と連携
して、事業化の可能性を検討していきたいと考えてお
ります。
　次に同じく３の(3)及び(4)、中城湾港から沖縄自
動車道等への交通量についてお答えいたします。３の
(3)と３の(4)は関連しますので、一括してお答えし

ます。
　中城湾港から沖縄自動車道や池武当方面へ向かう主
要な道路の日当たり交通量は、国が公表した全国道
路・街路交通情勢調査によると、県道宜野湾北中城線
が約２万5000台、県道沖縄環状線が約２万台、県道
36号線が約１万5000台となっております。沖縄北イ
ンターチェンジ、沖縄南インターチェンジが接続する
交差点については、主要渋滞箇所に特定されているこ
とから対策が講じられております。
　次に４、伊計平良川線についての(1)、伊計大橋の
整備目的についてお答えいたします。
　伊計大橋は、うるま市の宮城島と伊計島を結ぶ離島
架橋で、伊計島の生活環境の改善及び産業等の振興を
図るため、昭和53年から工事に着手し、昭和57年に
供用しております。
　次に同じく４の(2)、伊計平良川線の整備状況等に
ついてお答えいたします。
　伊計平良川線宮城島工区については、上原地区と桃
原地区の整備を優先的に進めております。現在、道路
実施設計が完了した上原地区の用地測量等を実施して
いるところであり、完了後、用地取得に取り組むこと
としております。
　県としては、当該道路の整備が地域振興・観光振興
に寄与すると考えており、引き続きうるま市と連携を
図りながら、事業予算の確保に努めるとともに、早期
の整備に向けて取り組んでまいります。
　次に同じく４の(3)、現在のルートとなった経緯等
についてお答えいたします。
　伊計平良川線の宮城島内の整備については、当初、
島の西側を通るルートでありましたが、事業費等の課
題を踏まえ、平成18年度からルートの検討を行った
ところであります。ルートの見直しに当たっては、地
元への意見照会を行い、合意形成を図った上で、現在
のルートを設定しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、宮城島の災害対応に
ついての中の(1)、農道災害復旧の進捗状況について
お答えいたします。
　令和５年台風６号の豪雨により被災した宮城島農道
の復旧状況は、農道管理者のうるま市において応急対
策工事を実施し、令和５年11月から片側通行で開放
しているところです。本復旧工事については、令和６
年５月から工事を開始しており、令和７年１月からの
全面開放を予定しています。
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　県としましては、早期の道路開放に向けてうるま市
と連携して進めてまいります。
　同じく２の(2)、農道災害箇所の急傾斜地災害対策
についてお答えいたします。
　宮城島農道災害箇所一帯ののり面については、災害
による通行不能を防止するため、土砂崩壊対策事業の
活用が可能となっております。
　県としましては、当該箇所ののり面変状状況を踏ま
えながら、土砂崩壊対策事業の活用についてうるま市
と連携して検討してまいります。
　次に５、農林水産業についての(1)、ゆがふ製糖工
場の現状と対応についてお答えいたします。
　ゆがふ製糖工場については、老朽化対策の緊急性が
高いと認識しており、市町村や関係機関と工場整備に
係る方策について検討を重ねているところです。
　一方、製糖工場の建て替えについては、多額の建設
費用を要することから、事業実施主体や費用負担、財
源の確保等が課題となっているため、引き続き早期の
工場整備に向け、国や市町村、製糖事業者など関係機
関との協議を重ねてまいります。また、取水対策につ
いては、ゆがふ製糖と丁寧に意見交換を行い、次期製
糖の安定操業に向け、関係部局と対策を検討してまい
ります。
　同じく(2)、水産業補助金の内容と今後の取組につ
いてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀農林水産業振興計画に基
づき、担い手の育成確保や県産農林水産物の安全・安
定供給、フードバリューチェーンの強化等を目的とし
て、各種補助事業を実施しております。具体的には、
漁業再生支援事業による水産物の販路拡大、高付加価
値化等の取組支援のほか、水産業構造改善特別対策事
業により、モズク種苗生産施設等の整備や６次産業化
の取組を支援しております。
　県としましては、引き続き市町村や関係団体等と連
携し、魅力と活力ある持続可能な水産業の実現に向け
取り組んでまいります。
　同じく(3)、農用地区域からの除外についてお答え
いたします。
　農振制度は、農業施策を計画的に推進する目的で、
農業上の利用を確保すべき農用地区域を市町村が設定
する一方、同区域からの除外を行う場合は、農振法で
定める要件を満たす必要があります。
　県としましては、市町村に対し、農業振興地域整備
計画の見直しの際に、農地の集団性や農業利用に適さ
ないなどの現状を踏まえ必要な見直しを行うよう説明
しているところであります。今後も市町村と連携し、

農地の有効利用及び担い手への集積が図られるよう取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大屋政善議員。
○大屋　政善 議員　何点か再質問させてください。
　桃原橋の完了後の予算が、今打切り状態にあります
が、県の予算措置の対応に地元は非常に怒りを感じて
おります。そこで今後の対策、これからの対策をお聞
かせ願います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　当該路線につきましては、沖縄振興公共投資交付
金、いわゆるハード交付金を充当して整備を進めてい
るところでございますが、厳しい予算の状況がござい
ますことから、引き続きうるま市と連携を図りなが
ら、国予算の確保などについて要請を図り、早期完了
に向け取り組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　大屋政善議員。
○大屋　政善 議員　令和６年度予算と７年度予算の
考え方について、お聞かせ願います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　基本的には予算の配分に
つきましては、完了予定箇所ですとか、用地物件補償
等について一時的に金額が必要な路線など、その進捗
状況等を勘案しながら路線の配分を行っているところ
でございます。
○中川京貴 議長　大屋政善議員。
○大屋　政善 議員　４、伊計平良川線について、も
う一点だけ。
　今回、農道災害で交通量が県道に集中してきまし
た。この市道26号線です。今、伊計平良川線のルー
トに入っている上原集落に農道災害で交通渋滞が集中
してきましたが、その集落入り口のヘアピンカーブの
危険除去、危険性について、その対策を御答弁お願い
します。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　当該箇所の土砂崩れ対策は、うるま市から要望を受
けて、治山事業で今年度から事業に着手しておりま
す。現在、測量設計業務を実施しているところであ
り、本業務終了後、速やかに工事に着手し、令和７年
度の完了を予定しております。
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　以上でございます。
○中川京貴 議長　大屋政善議員。
○大屋　政善 議員　早い対応をしていただいて、あ
りがとうございます。
　これで終わりますけれども、これまでの事務方の答
弁を聞いてみますと、事業の遅れのほとんどが財源不
足であることに聞こえます。そのことについて知事
は、その財源確保のために汗をかいていただきたいと
思います。つまり、国への補助金要請、財源確保のた
めに要請すべきであると思いますが、そのことについ
て知事の御見解をお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー  知事　沖縄振興予算及びハード交付
金、ソフト交付金、特にハード交付金の減額が市町村
の事業、県の事業に非常に大きな影響を与えていると
いうことは、都度、関係要路でその予算を要請、要求
させていただくときに、しっかりと押さえさせていた
だいております。また、関係部からは丁寧なポンチ絵
を使って、どういう事業に影響が出ているかというこ
とも御理解をいただきながら、そのための予算をしっ
かりとつけていただきたいということで要請を重ねて
おります。引き続き、そのようにできるだけ予算が確
保できるように汗をかいていきたいと思います。
○中川京貴 議長　大屋政善議員。
○大屋　政善 議員　ぜひ、目に見える形で頑張って
いただきたいと思いまして、これで一般質問を終わり
ます。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時14分休憩
　　　午後３時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　新垣善之議員。
　　　〔新垣善之　議員登壇〕
○新垣　善之 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時35分休憩
　　　午後３時36分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　善之 議員　皆さん、こんにちは。
　質問に入る前に所見を述べたいと思います。
　島尻・南城市選挙区から当選しました南風原町出身
の新垣善之、45歳です。
　現在４人の子育てをしながら、ＰＴＡや地域活動、
保育園児や外国の方に空手を指導したりと毎日を過ご

しています。また南風原町から16年ぶりに県議が誕
生し、地域まちづくりの一層の推進と子どもたちのよ
りよい子育て、教育環境の整備に努めてまいります。
　今日は南風原かすりに包まれて、しっかりと南風原
の16年ぶりの思いを伝えてまいりたいと思います。
　さて、南風原町は交通の要衝として、朝夕の通勤・
通学においては慢性的な交通渋滞が発生しておりま
す。昨年、沖縄総合事務局の沖縄の交通渋滞による損
失時間と経済的影響の調査によりますと、沖縄県全体
で年間約1500億円に相当する経済的損失が発生して
いるとの試算が出ました。県民１人当たりが渋滞に巻
き込まれた時間は年間約55時間で、県全体の損失時
間を単純換算すると、生産年齢人口の約5.5％に当た
る約５万人分の労働力が失われています。このような
データから、沖縄県全体の車依存社会からの脱却と沖
縄振興交付金事業推進費の増額により、交通インフラ
の早期整備に向けて早急に取り組んでいただきたいと
思います。その結果、効率的で効果的な人・物の移動
手段を確保し、生活交通、物流、産業、観光、防災、
救急体制におけるスムーズな交通環境の整備が望まれ
ます。
　それでは通告に従い、質問をしていきます。
　１、交通インフラの早期整備について。
　(1)、島尻・南部地域の交通渋滞の解消に向けて、
沖縄振興公共投資交付金の増額と予算確保を強く求め
たいがどうか。
　(2)、道路等の整備について。
　ア、南風原バイパス・与那原バイパスの工事進捗状
況と那覇空港自動車道南風原北インター周辺の渋滞緩
和策があるか伺います。
　イ、那覇空港自動車道南風原南インター周辺の渋滞
緩和と早期整備について伺います。
　ウ、国道507号の整備進捗状況と今後の計画を伺い
ます。
　エ、南部東道路の整備進捗状況と今後の計画を伺い
ます。
　オ、県道241号線宜野湾南風原線の整備進捗状況と
今後の計画について伺います。
　カ、南部地域における新たな公共交通システム（鉄
軌道、モノレールの延伸、ＬＲＴなど）、都市空間と
の連結について整備の検討はあるか伺います。
　２、沖縄振興交付金事業推進費の増額と市町村配分
額の適正な予算確保について伺います。
　(1)、南風原町町道10号線は、県立開邦高校や健康
増進施設環境の杜ふれあい、那覇・南風原クリーンセ
ンターなどがあり、県都那覇市へ通勤・通学するため
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の重要な連結道路である。また、起点から中間点まで
に地滑り危険区域があり、早期整備が求められるがど
のような見解か伺います。
　(2)、南風原町津嘉山公園整備事業は、津嘉山北地
区土地区画整理事業による良好な市街地と並行して行
われています。都市公園を整備することにより住民の
憩い、レクリエーションの場を確保し、良好な都市環
境・機能を確保します。早期整備に向けた支援を求め
たいがいかがでしょうか。
　(3)、南風原町道津嘉山中央線は、国道507号付近
の既成市街地と津嘉山北区画整理区域、県営南風原第
２団地、国道507号を結ぶ主要な補助幹線道路であり
ます。地域間の交流・活力ある地域づくりには欠かせ
ない道路であるため、早期整備に向けた支援を求めた
いがいかがでしょうか。
　３、河川整備における危機管理を問います。
　(1)、緊急浚渫推進事業債の継続を問います。
　(2)、２級河川の国場川、長堂川に土砂などの堆積
があります。しゅんせつ工事の計画はあるか伺いま
す。
　４、農畜産業の支援について。
　(1)、酪農・畜産業への支援継続に向けた取組につ
いて。
　５、子ども・子育て施策について。
　(1)、学校給食費完全無償化に向けた現状と課題に
ついて。
　(2)、子どもの貧困対策に向けた取組状況につい
て。
　６、我が会派の代表質問との関連についてはござい
ません。
　以上、よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時42分休憩
　　　午後３時42分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新垣　善之 議員　失礼しました。３の(3)、報得川
の早期整備について伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　新垣善之議員の御質問にお答え
いたします。
　子ども・子育て施策についての御質問の中の(2)、
子どもの貧困対策の取組状況についてお答えいたしま
す。
　沖縄県においては、第１期子どもの貧困対策計画に

基づき、子どものライフステージに即した切れ目のな
い総合的な支援を展開しており、保育所等待機児童数
の減少、放課後児童クラブ利用料の低減、小中学生の
基礎学力の向上など一定の成果が見られたところで
す。また、令和４年度からの第２期計画では、子ども
の貧困対策推進基金を30億円から60億円に増額し、
ヤングケアラーや若年妊産婦など新たな課題に対応し
たきめ細やかな支援や所得の向上及び労働環境の改善
等を含め、包括的な子育て世代への支援に取り組んで
いるところです。
　沖縄県としましては、今年度、沖縄県こども計画
（仮称）を策定することとしており、引き続き全庁体
制で取り組むとともに、社会の一番の宝である沖縄の
子どもたちが、生まれ育った環境に左右されることな
く生き生きと暮らせる「誰一人取り残さないこどもま
んなか社会」の実現を目指し、県民一丸となって、子
どもの貧困対策を含めた子ども施策を力強く推進して
まいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、交通インフラの早期
整備についての(1)、島尻・南部地域の渋滞対策と予
算確保についてお答えいたします。 
　県では、慢性的な交通渋滞の緩和に向けて、沖縄本
島の南北軸と東西軸を有機的に結ぶハシゴ道路ネット
ワークの構築や短期的な渋滞ボトルネック対策に取り
組んでおります。はしご道路については、地域連携道
路事業費補助及び社会資本整備総合交付金、渋滞ボト
ルネック対策については、沖縄振興公共投資交付金を
活用し整備を行っております。引き続き関係市町村と
連携し、予算確保に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
　次に同じく１の(2)のア、南風原・与那原バイパス
の進捗と南風原北インターチェンジの渋滞対策につい
てお答えいたします。
　国によると、国道329号南風原バイパスの進捗率は
事業費ベースで約65％、与那原バイパスの進捗率は
約80％とのことであります。南風原北インターチェ
ンジの周辺道路については、近接する与那覇交差点に
おいて、国により令和元年度に左折・直進車線の増設
による渋滞対策が実施されております。現在、沖縄地
方渋滞対策推進協議会において、効果検証を行ってい
るところであります。
　次に同じく１の(2)のイ、南風原南インターチェン
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ジ周辺の渋滞対策についてお答えいたします。
　国道507号と県道南風原知念線が交差する南風原南
インターチェンジ交差点は、沖縄地方渋滞対策推進協
議会において、主要渋滞箇所に特定されております。
当該交差点については、南風原知念線山川・喜屋武工
区の道路整備事業において渋滞対策を実施する予定で
あります。
　次に同じく１の(2)のウ、国道507号の整備状況等
についてお答えいたします。
　国道507号の八重瀬町東風平から具志頭交差点まで
を整備する八重瀬道路の進捗率は、令和５年度末の
事業費ベースで約53％となっております。また、仲
井真交差点から津嘉山南交差点までの延長約1.6キロ
メートルの区間については、一部整備が完了しており
ます。津嘉山南交差点までの残区間約１キロメートル
については、関連事業の進捗、将来の管理主体等の協
議を踏まえ、事業化に向け検討していきたいと考えて
おります。
　次に同じく１の(2)のエ、南部東道路の進捗状況等
についてお答えいたします。 
　南部東道路の進捗率は、令和５年度末時点の事業費
ベースで約51％となっており、用地取得率は取得面
積ベースで約82％となっております。現在、南城佐
敷・玉城インターチェンジから南城つきしろインター
チェンジの区間と、南城大里インターチェンジから南
城大城インターチェンジの区間について優先的に整備
を行っております。引き続き南城市と連携を図りなが
ら、2020年代後半の暫定２車線による全線供用に向
け取り組んでまいります。
　次に同じく１の(2)のオ、宜野湾南風原線喜屋武工
区の進捗状況等についてお答えいたします。
　宜野湾南風原線喜屋武工区は、照屋北交差点から那
覇空港自動車道までの約0.9キロメートルについて整
備を実施しており、令和５年度末の進捗率は、事業費
ベースで約38％となっております。現在、用地取得
に取り組んでいるところであり、引き続き予算の確保
に努めるとともに、南風原町と連携を図りながら、早
期整備に向け取り組んでまいります。
　次に２、沖縄振興交付金事業推進費の増額と市町村
配分額の適正な予算確保についての(1)、南風原町道
10号線整備事業についてお答えいたします。
　南風原町道10号線は、県道南風原与那原線と那覇
市道鳥堀12号線を結ぶ道路で、通勤・通学などに多
く利用されている路線と認識しております。本路線
は、歩道がなく幅員が狭小で、かつ土砂災害警戒区域
に指定されていることから、現在南風原町において地

滑り対策を兼ねた道路改良事業を沖縄振興公共投資交
付金により実施しております。引き続き早期整備を実
現するため、南風原町と連携して予算の確保に努めて
まいります。
　次に同じく２の(2)、南風原町津嘉山公園整備事業
についてお答えいたします。 
　南風原町津嘉山公園は、津嘉山北地区土地区画整理
事業内の近隣公園として計画されており、住民の憩い
及びレクリエーションの場所、災害時の避難場所とな
る公園として南風原町により整備を進めております。
本公園は、都市公園事業として、沖縄振興公共投資交
付金により実施しており、令和５年度は国の経済対策
に係る補正予算の確保により事業期間の短縮を図って
おります。引き続き早期整備を実現するため、南風原
町と連携して予算の確保に努めてまいります。
　次に同じく２の(3)、南風原町道津嘉山中央線につ
いてお答えいたします。 
　津嘉山中央線は、通勤・通学及び周辺の公共施設へ
のアクセス向上を図るための道路であり、南風原町に
おいて整備が進められております。
　県としては、整備促進が図られるよう、南風原町と
連携を図りながら必要額の確保に取り組んでまいりま
す。
　次に３、河川整備における危機管理についての
(1)、緊急浚渫推進事業債の継続についてお答えいた
します。
　緊急浚渫推進事業は、地方公共団体が緊急的にしゅ
んせつ事業に取り組み、危険箇所を解消することを目
的とした起債事業であり、事業期間は令和２年度から
令和６年度までとなっております。
　県としては、事業の必要性及び緊急性等を踏まえ
て、地元自治体と連携し、国に対して事業の継続を要
望していきたいと考えております。
　次に同じく３の(2)、国場川、長堂川のしゅんせつ
工事の計画についてお答えいたします。
　県管理河川において、河積が阻害されている箇所に
ついては、危険性及び緊急性の高い箇所から予算の範
囲内で順次しゅんせつや除草等を行っているところで
あります。国場川、長堂川についても南風原町及び八
重瀬町と調整を行いながら、危険性及び緊急性を勘案
し、対応を検討していきたいと考えております。
　県としては、引き続き浸水被害の軽減など、防災・
減災に取り組んでまいります。
　次に同じく３の(3)、報得川の早期整備についてお
答えいたします。
　報得川については、令和６年度当初予算として
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5000万円を計上し、令和５年度国土強靱化に資する
補正予算6000万円と合わせ、世名城橋付近で護岸整
備を行っております。また、緊急浚渫推進事業債等を
活用し、東風平中学校箇所を含む区間においてしゅん
せつを行っており、令和６年度は１億7000万円を計
上し、豊与座橋付近のしゅんせつを行うこととしてお
ります。
　県としては、引き続き報得川の早期整備に向け、重
点的に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、交通インフラの整備につ
いての中の(2)のカ、南部地域における新たな公共交
通システム等の整備検討についてお答えいたします。
　県では、南部地域のフィーダー交通の充実に向け
て、令和５年度に南部圏域市町村連携交通会議を設置
し、関係市町村と広域的な交通課題の抽出に取り組ん
だところです。令和６年度は、移動需要を踏まえ、バ
ス等のフィーダー交通のサービスレベルの具体的な検
討や、市町村を結ぶ交通結節点の整理などを行うこと
としております。今後は同会議において、南部地域に
ふさわしい公共交通の在り方について、モノレール延
伸、ＬＲＴなども含め、引き続き幅広く検討してまい
ります。
　以上です。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　４、農畜産業の支援につ
いての中の(1)、畜産業への支援継続についてお答え
いたします。
　県では、畜産農家の経営安定を図るため、国が実施
する肉用子牛生産者補給金制度等に加え、令和４年度
より配合飼料購入費の一部補助や子牛競り価格下落に
対する補助等を実施しております。しかし、飼料価格
の高止まり等により、県内の畜産農家は厳しい経営状
況にあります。そこで県では、配合飼料購入費の補助
拡充、子牛競り価格下落に対する補助拡充に加え、優
良繁殖雌牛の更新に係る支援について、今議会に計上
しているところであります。
　県としましては、引き続き生産者や市町村、関係団
体と連携し、畜産農家の経営安定に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕

○半嶺　満 教育長　５、子ども・子育て施策につい
ての中の(1)、学校給食費無償化の取組の現状等につ
いてお答えいたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組方
針を５月24日に発表いたしました。その後、６月に
行った市町村長との意見交換等を踏まえ、取組方針に
修正を加え、市町村教育委員会等に対する説明及び意
見交換を行ったところであります。今後は、市町村か
らの意見要望等や個別ヒアリングを踏まえ、詳細な制
度設計を行い、８月下旬をめどに再度、市町村説明会
を開催する予定です。引き続き市町村の理解が得られ
るよう丁寧な説明を行い、令和７年４月からの実施に
向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　南風原町においては、朝夕の交
通渋滞が発生しております。というのは、南風原町は
どこの市町村ともつながっておりまして、朝のラッ
シュ時にはぐっと集中して車が集まってきます。この
７時―大体自分も朝立っているときには７時15分
から８時15分まで、本当に渋滞しているんですけれ
ども、それをやっぱり緩和していく。その緩和策に
やっぱり予算がどうしても伴っていないというところ
があります。知事、やはり沖縄振興策、沖縄関係予算
についてしっかりと国に対して予算要求していかなけ
れば、工事の進捗というのはないものと私は思いま
す。
　先週でしたか、市長会が内閣府の大臣に要請書を
持っていきましたが、今後の知事の要請スケジュール
についてはいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　今後、８月上旬に予定してお
ります沖縄振興一括交付金を含む沖縄振興予算全体に
係る沖縄担当大臣や関係要路への要請につきまして
は、知事を先頭に取り組むこととしております。ま
た、もう少し先の話ではありますが、国の概算要求以
降の11月にも沖縄振興予算の満額確保に向け要請を
行うこととしておりまして、あらゆる機会を捉え知事
を先頭に沖縄担当大臣をはじめとした関係要路へ要請
していきたいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　次、１の(2)、道路等の整備につ
いてのア、南風原・与那原バイパスについては、南風
原が65％、与那原バイパスが80％の進捗ということ
なんですが、私の住んでいる南風原町字与那覇の地域
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においては、那覇空港自動車道と国道329号が交差し
ておりますが、そこにある三角地帯においては、もう
自宅から車で出られない状況があって、いつも周辺住
民から朝の渋滞について、私出られないんだよね、ど
うにかしてくれないかねという訴えがあります。その
ほかにも、その三角地帯には保育園があります。ある
保護者においては、朝、子どもたちの支度をして御飯
の準備をして、テーブルの上で団らんしたいんだけれ
どもそういった時間もない。もうおにぎりを握って車
の中でおにぎりを食べさせて、保育園に行くまでも渋
滞にかかっている。そして、保育園に着いて子どもた
ちを降ろしてから出るのにもまた渋滞している。そう
いった状況があって毎日毎日ストレスを感じています
よ善之さん、ということであります。幾ら働き方改革
をして仕事を退勤しても、その後また夕方のラッシュ
にかかる。子どもたちを迎えたい、買物したいという
ところまでいきたいんだけれども、やっぱりこの交通
渋滞による我々南風原地区の課題が本当に浮き彫りに
なって、どの区間でも、北から南のどのエリアでもそ
ういった交通渋滞が起こっております。南風原におい
てはそういったア、イ、ウ、エ、オなど―これは国
道、県道、またそのほかにも町道、通過交通でやっぱ
り渋滞しているもんですから、地域に車が入っていく
わけですよ。その中で子どもたちの通学路の安全性、
そういったところまで懸念されます。そして、南風原
町の老人会においては、地域見守りパトロールという
ことで、老人会の皆様の手助けもいただきながら通学
路の安全性についてもやっています。なのでもうこの
１の(2)のア、イ、ウ、エ、オまでの国、県の道路を
しっかり整備していただけなければ全然解消できませ
んので、そういったところでしっかり交付金の確保に
向けて取り組んでいただきたいと思います。
　続いて１の(2)のイ、これは那覇空港自動車道南風
原南インターなんですけれども、これも豊見城方面か
らのオフランプ、南風原北方面からのオフランプで、
やはりこれもずっと渋滞が続いています。これに対し
ても今現在、この協議会で上がっている対策について
進捗はいかがでしょうか、お願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　当該交差点については、現在実施をしております道
路事業の中で渋滞対策を実施していく予定としており
ます。その実施の状況を踏まえまして、また渋滞対策
推進協議会などで効果の検証などを行いながら対応し
てまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。

○新垣　善之 議員　これについてもよろしくお願い
します。
　続いてウのほうに進みます。
　国道507号、これも南風原町の津嘉山自動車学校か
ら那覇糸満線までの区間においては、令和３年度の道
路交通センサスにおいても、１日における交通量が
約１万9000台となっております。非常に交通量が多
く、交通渋滞が発生している状況にあります。沿線の
建物の老朽化もあり、周辺まちづくりへの影響や地震
などの自然災害の際には、甚大な被害が想定されま
す。当該路線は島尻中央部の活性化、さらには島尻地
域の骨格道路として寄与するものであり、早期に事
業を推進する必要があると考えますがいかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国道507号につきまして
は、地域振興及び観光振興等、重要な路線であると考
えております。現在、事業を推進しておりますが、事
業費の確保等に向けまして、地元八重瀬町等とも連携
しながら予算確保に取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　これ今、南風原部分の507号です
けれども、八重瀬方面においても国道507号八重瀬道
路、屋宜原から具志頭までの区間については、字東風
平地内の国道507号と県道77号線との交差点は朝夕問
わずに渋滞が発生しています。また、八重瀬町友寄か
ら伊波に向けての一部区間については片側歩道で、歩
行者は車道からの歩行を余儀なくされ、非常に危険な
状態であります。交通安全の観点からも早急な整備が
求められるがいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　渋滞に加えまして歩道の
幅員狭小箇所など交通安全に支障のある箇所について
は、積極的に道路の整備等に取り組んでいきたいと考
えております。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　続いてエの南部東道路。
　南部東道路は２環状７放射道路に位置づけされてお
ります。広域道路ネットワークとしての構築や南部圏
域の振興を支援することを目的とする重要な道路であ
ります。南部東道路と南風原区間の早期整備、また来
月には大型商業施設もオープン予定としています。渋
滞が発生するのは目に見えておりますので、その辺り
の見解を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
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○前川智宏 土木建築部長　南部東道路ですが、事業
延長が7.4キロと長く、用地取得に時間を要している
ことが事業進捗の遅れの主な要因でございます。議員
御指摘の大型商業施設につきましては、事業者、地元
南城市等を含めまして、開店後の渋滞対策等について
注視しながら、事業者も含めて対策等に取り組んでい
きたいと考えているところでございます。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　続きましてオ、県道241号線。
　ここも都市計画決定から10年が経過しています。
いまだ事業完了のめどが見えない状況であり、沿道に
は南風原中央公民館、南風原文化センター等が計画道
路の高さに合わせて建ち並んでおります。利用者や地
域住民に大きな支障を来している。早期整備が必要と
考えます。また、関連する南部東道路が暫定２車線で
の供用が開始された場合、渋滞が予想されることから
南風原南インター周辺の早期整備も求められます。同
時期にしっかりと整備していかなければ、やはり渋滞
が懸念されますので、その辺りの見解もよろしくお願
いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　南部東道路ほか関連する
道路事業の整備につきましては、南部東道路の開通等
を踏まえまして必要な整備に取り組んでいきたいと考
えております。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　続いてカ、新たな公共交通シス
テムについてですが、やはり南風原から那覇の都市空
間における連結について、今はもう那覇空港から首里
駅まで連結していますけれども、やはり南風原から那
覇を通った、循環した新たな公共交通システムであっ
たり、あとは今南風原でもオンデマンド交通の実証実
験が行われていますけれども、そういったお互いの市
町村の連携したサイクルで免許返納した高齢者でも那
覇に移動ができる、しかも低料金で定量、定速、定価
で行けるようなシステムづくりをしっかりと県として
も全体的な交通網の整備について取り組んでいただき
たいと思いますが、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　今、議員から御指摘があった
とおり、昨年度、令和５年度から南部圏域においても
フィーダー交通の充実に向けて南部圏域市町村連携交
通会議というものを設置しております。これには市町
村、それから交通事業者も一緒になって協議をしてお
ります。その中で南部地域に住まれる方々に利便性の
高いフィーダー交通、その辺の充実を目指して今各圏

域に置いている乗り継ぎ拠点の整備であるとか、路線
バスとコミュニティーバスの接続、それからコミュニ
ティーバス同士の接続、そういったものを南部圏域の
皆さんと一緒になって今協働で検討を進めているとこ
ろです。こういった取組の中で様々な新たな公共シス
テムについても検討されていくことになっておりま
す。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　交通インフラ、基盤整備につい
て予算の確保とスムーズな交通形態についての取組を
お願いしたいと思います。
　続いて２については、南風原町が行っている事業な
んですけれども、それについてもやっぱり補助事業で
すので、沖縄関係予算の確保が重要となっておりま
す。町道10号線についても土砂災害、地滑り地域と
なっておりますので、本当に早めの予算確保、地域住
民の安心・安全、生命財産を守る場所でもありますの
で、ぜひよろしくお願いいたします。
　次に進みます。
　３、河川整備における危機管理を問うの(1)、緊急
浚渫推進事業債について。
　近年異常気象による集中豪雨が多発しております。
自治体単独事業でしゅんせつ事業を行うことは財政的
にも非常に厳しいです。雨水を貯水する計画までは土
地利用などの時間を要するので、何としても令和７年
度以降も同事業債の継続を求めたいがいかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　近年頻発化、激甚化する豪雨災害等への対応が引き
続き必要であると考えておりまして、緊急浚渫推進事
業債につきましても事業の継続を国に要望していると
ころでございます。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　これもしっかり、人命を、地域
住民の安全を守るものですのでぜひ国に強く訴えても
らいたいと思います。
　３の(2)、これも南風原町においては２年前に宮平
川、昨年長堂川をしゅんせつしました。今年度は安里
又川をしゅんせつします。やはりしゅんせつ効果は出
ています。しかしながら、下流―国場川、長堂川の
ほうで土砂が堆積しているために先月の６月、選挙期
間中でもありましたが、予想以上の雨量が発生した際
には、内水氾濫など生命財産が危ぶまれました。そう
いったところもありますので、ぜひしゅんせつ工事、
今後の計画について伺います。



- 234 -

○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　国場川、長堂川におきま
しては、土砂の堆積や雑草木の繁茂が見られます。
しゅんせつの必要性を認識しておりまして、しゅんせ
つを行う方向で現在検討しているところでございま
す。
　県としては、引き続き予算の確保に努めまして、浸
水被害の軽減に取り組んでまいりたいと考えておりま
す。
○中川京貴 議長　新垣善之議員。
○新垣　善之 議員　すみません。もう時間がありま
せんので、４の酪農・畜産業についてですが、これは
もう要望です。
　私の同級生が酪農業を営んでおります。そして私の
じいちゃんも酪農業を営んでいました。ちょうど30
年前でしょうか。狂牛病によって牛乳を取らない時期
があって、約１か月間、本当に組合も取らず、流した
時期があったんですね。そういったときには、もうオ
ジー、オバーも毎日けんかしてました。今回も同級生
においては、お酒を交わしながら本当に暗い状況で、
ウンジュヤーサイ　ユーヤシティ　ミーヤシティラン
ケヨーというぐらい、３人の子どもを育てながら、教
育費であったり、本当に将来を見据えてどうなるか分
からないというぐらいの今現状ですので、本当に県の
職員、市町村、組合であったり、一緒になって一戸
一戸回って取り組んでいただきたい。支援していただ
きたい。継続的な支援をしていただきたいと思います
が、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　現在の畜産経営の状況が厳しいということは十分認
識しております。県では畜産農家の経営安定を図るた
め、国が実施する肉用―失礼しました。ちょっと休
憩をお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前門尚美 農林水産部長　失礼しました。お答えい
たします。
　県では、畜産農家の経営安定を図るため、国が実施
する肉用子牛生産者補給金制度に加え、令和４年度よ
り配合飼料購入費の一部補助や子牛競り価格下落に対
する補助等を実施しております。しかしながら、飼料
価格の高止まり等により県内の畜産農家は厳しい経営
状況にあります。そこで県では、配合飼料購入費の補

助拡充、子牛競り価格下落に対する補助拡充に加え、
優良繁殖雌牛の更新に係る支援について検討している
ところではありますが、市町村、関係団体、生産者の
声を十分聞いてまた引き続き支援、そしてサポート体
制の強化を図ってまいりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時16分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　改めて、こんにちは。
　会派沖縄自民党・無所属の会の西銘啓史郎です。
　今回、３期目の当選を果たさせていただきました。
沖縄県の課題については、執行部の皆さんと共に着実
に前に進めていきたいとこのように思いますので、新
しく着任された部長の皆さん、それから新局長の方々
にも御尽力をお願いしたいと思います。
　では、最初に２番から行きたいと思います。
　一般会計補正予算について(1)、物価高騰対策事業
についてのエ、超高齢社会における地域つながり・支
え合い推進事業に関する予算内訳と算出根拠について
伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　本事業は、３つの細事業の合計で１億1086万3000
円の予算案となっておりまして、予算の内訳としまし
ては、まず県内の60歳以上の男女4000人を無作為抽
出したアンケート調査を行う費用として2730万円、
それから超高齢社会への対応のため、多様な主体の連
携・協働による地域づくりを進めている全国の先進事
例を調査する費用として1206万5000円、さらに生活
に困窮している高齢者6500世帯に対し、１万円相当
の食料品や日用品等の生活資材を配送するための費用
として7149万8000円を計上しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　このア、イ、ウもそうなんで
すけれども、補正予算事業の物価高騰対策の予算説明
資料の中では、なかなかこの単価であったり人数が出
ないので、これ検討する側としてもなかなか―私は
委員会が違うんであれですけれども、あえてそれを聞
きました。ア、イ、ウも同じように、どれだけの額で
どれだけの方にこういう事業をやるんだということ
を、できれば補正予算の事業の説明資料の中に、限ら
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れた枠ではありますけれども、ぜひ今後は書いていた
だくと質問、それから委員会での質疑も深くできると
思いますので―これは財政課マターなんですかね、
各部局から上がったもののまとめ方については、ぜひ
今後検討していただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　３番に行きます。
　高齢者への支援策について(1)、県内高齢者の人数
と独り住まいの世帯数について伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　県内高齢者人口と単独世帯数ですが、沖縄県の65
歳以上の人口は、総務省人口推計によると、令和５
年10月時点で約35万人となっております。また、高
齢者単独世帯数は、令和２年の国勢調査の結果による
と、約６万9000世帯となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これも先ほどの質問に関連す
るんですけれども、高齢者の独り住まいの方が約７万
世帯という中で、先ほどエの事業については、6500
世帯に１万円という話がありました。約１割を切るわ
けですよね。私が申し上げたいのは、本当にこの７万
世帯、独り住まいの方々は年金も厳しいという中で、
高齢者の方々が生活しづらい現況の中で、このエの事
業が6500世帯１万円で足りるのか。１割もカバーで
きない事業が事業として本当に十分なのかを私はこの
場では問いませんけれども、恐らく常任委員会で出る
と思います。内容によっては、私は増額すべきではな
いかと個人的には思っております。ということで、あ
えて人数をお聞きしました。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時21分休憩
　　　午後４時21分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　４番に行きます。
　県内医療体制について。
　(1)、救急医療体制の現状と課題について伺いま
す。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。

　現在県内には、入院を必要とする患者や比較的重
症な患者に対応する救急病院が27病院、これらの病
院で対応できない重篤な患者に対応する救命救急セン
ターが３病院、また、離島においては、所属する医療
機関で対応できない患者を搬送するために、航空機に
よる救急搬送体制も整備をしているところでございま
す。
　課題につきましては、救急の現場が逼迫した状況と
ならないように、普段からかかりつけ医を受診するな
ど医療機関を適切に利用し、限りある医療資源を効果
的に活用していくこと等があると考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これ７月２日の新聞で出てい
ましたけれども、「救急搬送最多2237件　１週間当
たり」ということで私も那覇市の消防局救急課に電話
をして話を聞きましたけれども、やはりかなり大変だ
ということも聞いています。ですからぜひ現場の声を
県としてもしっかり吸い上げて、この救急体制の課題
については必ず解決をするように努力をお願いしたい
と思います。
　続いて(2)、♯7119体制の現状と課題について伺い
ます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　おきなわ♯7119事業は、急
な病気等で救急車を呼んだほうがいいのかなど、医師
や看護師等からアドバイスを受けることができる電話
相談窓口となっております。これまで多くの地域で事
業が実施できるよう、各市町村に意向確認を行ってき
たところ、一部離島を除く37市町村での先行開始に
向け準備を進めております。現在、委託事業者の選定
手続を行っているところであり、早期の開始に向け取
り組んでまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これも公室長、予算約3000万
ぐらいで令和６年度の４月に上がった予算だと思うん
ですけれども、私もこれ気になるのが、先ほどの緊急
医療体制の逼迫度合い、保健医療介護部の緊張感と皆
さんの♯7119の実現に対する取組が私は違っている
と思うんですね。ずれがあるというか―部局が違う
のであれですけれども、恐らく3000万で37市町村先
行でやると。これ実は平成29年度ぐらいから検討し
たと思うんですが、令和６年になってもまだ実現でき
ない。そして、聞いたところによると、費用負担は
県、市町村で１対１だというふうに聞きました。これ
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も恐らく3000万が6000万になれば、市町村の負担は
ゼロで済むと思うんですが、１対１にする理由をお答
えください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　救急搬送等の消防業務は、
消防組織法において市町村業務と定められております
が、♯7119の運営については、県と市町村が連携し
て取り組む必要があることから、運営費についても双
方で負担するということとしているところでございま
す。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　先行しない４市町村は、どう
いう理由で先行できないんでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　４町村ございますが、一部
離島においては、高齢者への周知期間を設けるため、
事業開始当初からの参加を見送ったという自治体がご
ざいます。また、別の離島におきましては、町・村立
の診療所と自治体の連携により、地域の患者等を支え
る仕組みができているということなどから、今回は不
参加としている自治体があるというところでございま
す。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これは以前、一般質問でも話
をしたと思うんですが、県の1000万と離島の1000万
じゃ全然違うわけですよね、負担額が。額は一緒でも
財政事情が違います。以前ある村で１億円の負担をし
てくれという話が出たときに、県の１億円と―この
村の予算が年間15億円ぐらいでしたよ。同じ１億円
でも負担の度合が違うので、私はこの辺は法律上いろ
んな課題があるにしても、市町村の負担を可能な限り
軽減するような形にして、♯7119というものは医療
の現場を守る命の電話だと私は思っています。本来、
救急車につながる前に医療の専門家が症状を聞いて、
救急車を呼ばなくても済む。言葉悪いですけど、救急
車をタクシー代わりに使われる方が時々いらっしゃる
というふうにも聞いてます。そうすると、救える命が
救えなくなるという意味では、♯7119を早急に実現
をして、保健医療介護部と連携しながら逼迫している
救急体制をいち早く解決してほしいと、そういう思い
で強く提言をしたいと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時26分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。

○西銘　啓史郎 議員　(3)、災害派遣ナースの現状と
課題について伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　災害支援ナースの現
状と課題ということでお答えをさせていただきます。
　災害支援ナースは、被災地等において看護支援活動
を行う看護職員であり、これまでは看護ボランティア
として派遣をされておりましたが、令和６年度から災
害・感染症医療業務従事者として法的に位置づけさ
れ、派遣にかかる費用を公的に負担するなど、県と医
療機関の協定に基づく業務として整備することとなり
ました。県では、令和６年４月に16医療機関と派遣
協定を締結して、39名の災害支援ナースを現在登録
しております。今後もさらなる人材確保を図るため、
沖縄県看護協会と連携し、訓練それから研修を実施す
るなど、円滑な派遣のための体制整備を推進してまい
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　続いて(4)に行きます。
　沖縄県ナースセンターの現状と課題について伺いま
す。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　県では、看護師等の人材確保の促進に関する法律に
基づきまして、平成５年に沖縄県ナースセンターを指
定し、ハローワークと連携した医療施設等における看
護職者への無料職業紹介、潜在看護職の復職に向けた
研修等を開催し、県内看護師の就労促進を図っており
ます。そして、令和５年度の県ナースセンターへの求
人数が1911件、求職者数は631件となっておりまし
て、求人数に対して求職者数が充足していない状況と
なっております。
　県としましては、看護師養成所や医療施設の看護管
理者等と連携し、県ナースセンターの活用促進を図る
など、引き続き県内の看護職者の確保に取り組んでま
いります。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これは部長、民間でのあっせ
んというか、こういう紹介の事例、どのような件数か
分かれば教えてください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
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　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　先ほどは沖縄県ナー
スセンター、無料の紹介についての数字でございまし
た。有料の職業紹介所―民間のほうにつきましての
データとしましては、2020年の10月に独立行政法人
福祉医療機構が公表した病院の人材紹介手数料に関す
るアンケートというものがございます。アンケートへ
の回答があった328病院のうち、241病院が人材紹介
会社を利用しており、医師の場合の紹介手数料は平均
で352万、薬剤師は115万、看護師は76万となってお
り、年収の約２割を目安に有料の職業紹介がなされて
いるということは承知しています。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これも看護師不足の中で、無
料の登録をして、無料で紹介できるシステムがあるに
もかかわらず、やはりもう民間の方々も医療現場から
すると、手数料を払ってでも有料で看護職の方を採用
しているという話も耳にしますので、今後の在り方に
ついては、しっかり県としても検討していただければ
と思います。
　５番に行きます。
　観光立県沖縄、スポーツアイランド沖縄について。
　(1)、令和５年度観光入域者数と人泊数について伺
います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　令和５年度の入域観光客数は、国内観光客726万
9100人、外国人観光客126万3500人、合計853万
2600人となっております。対前年度比では、175万
8000人の増加です。また、人泊数は令和５年度第
４四半期の外国人宿泊数を除く集計値となりますが、
約2484万人泊となっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　部長、続いて令和６年の４月
と５月の直近の数字を同じく入域者数と人泊数―入
域者数だけで結構です。お答えください。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　令和６年度入域観光客数―これ４月と５月分で
す。速報値で計145万6800人となっております。内
訳は、国内客が114万9400人、外国客が30万7400人
となっております。５年度の同時期と比べて9.8％の
増加です。

　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ここでお願いしたいのは、国
際通りを見ても大分観光客が戻ってきたなと。クルー
ズも大型船が大分入るようになってきていますので、
コロナ禍の前に、オーバーツーリズムが議論されまし
た。いつ沖縄県もオーバーツーリズムになるか分かり
ませんけれども、いずれにしてもその対策を早め早め
に業界とも調整をしながら立てていただきたいと。本
当に観光客があふれてから対策を打つのではなくて、
想定されることを全て課題解決できるように御尽力い
ただければと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時32分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　(2)、令和５年度スポーツ合宿
の業態別実績とその経済効果等について伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　最新となる令和４年度スポーツ合宿の実績は、開催
件数424件、参加人数１万７人、平均滞在日数10.2日
となっております。人泊数は10万2071人泊となって
おり、種目別で見ると、野球が６万3517人泊で最も
多く、次いでサッカー、陸上競技となっております。
また、スポーツ合宿の経済波及効果は、全体で約212
億4000万円となっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　私もこのスポーツ合宿、プロ
野球も含めて経済効果は大きいと思っていますので、
この受入れ体制はもちろん各市町村で球場を管理する
ので、球場に申し込むとなかなか―ある大学が照会
をするとプロ野球が優先だと。これ海外のプロ野球で
したけれども、そういうこともありましたので、やは
りこの活用というか、いろんな方針を県と市町村で連
携をして、このスポーツアイランド沖縄の充実をして
いただきたいと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時34分休憩
　　　午後４時34分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　(3)、観光振興基金の活用状況
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と効果・課題について伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　令和４年度、
５年度、６年度で述べますので、少し長くなります。
　令和４年度は、観光振興基金を活用し、観光客のマ
リンレジャー事故防止の取組、人材確保に向けた観光
現場の取組を伝える広報など４事業を実施し、決算額
は約１億2700万円となっております。これによりマ
リンレジャーのハザードマップ及びポータルサイトの
構築、観光業界で働くことの魅力発信などが図られま
した。
　令和５年度は、観光２次交通結節点の機能強化、
空手ツーリズム受入れ体制の構築など11事業を実施
し、決算額は約３億7200万円となっております。こ
れにより交通結節点の設置箇所等を定めたほか、空手
観光窓口の設置等、観光客の受入れ体制の強化が図ら
れました。
　令和６年度当初予算では、観光客の公共交通機関の
利用促進、災害時における観光客の滞在先及び備蓄
の確保、観光客の水難事故防止など14事業、約７億
5900万円を計上しております。課題としましては、
基金を活用した国際競争力の高い魅力ある観光地の
形成を図る取組を観光関連団体と意見交換を重ねな
がら、これまで以上に推進することだと考えておりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　続いて６番に行きたいと思い
ます。
　我が党の代表質問との関連について、座波議員の
２の(3)のウ、沖縄地域・安全パトロール事業につい
て、今走っている台数についてまずお答えいただきた
いと思います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　沖縄総合事務局によると、沖縄地域・安全パトロー
ル事業による防犯パトロールは、令和４年度以降は
毎日19時から22時まで40台、22時から翌日の６時ま
でが60台で事業を行っているということでございま
す。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎  議員　これパトロール地域は、北
部、中部、南部で台数は把握されていますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　同じく総合事務局によりま
すと、同事業は本島全域の繁華街、公園、学校周辺な

どの地域をパトロールしているということですけれど
も、その地域というか、北・中・南部で何台というと
ころまでは把握していないです。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　公室長、座波議員への答弁で
これまでの取組を超えたより効果的な対策の実施を求
めているところですとありますが、これの具体的な例
をお示しください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　我々、軍転協とも一緒に連
携して、その地域・安全パトロールについては様々な
意見がございますので、現在やっているパトロールよ
りももっと進んだものができないかということを求め
ているということで、具体的なものを要求していると
いうものではないということです。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎  議員　公室長、この米軍の事件が
あって、もちろん通報体制やこの連絡のいろんな質問
もありましたけれども、大事なことはもともとこの
―略称青パトというんですか、これが始まったのは
米軍の事件によってその―当初たしか７億か８億の
予算で100台で始まったと思うんですけれども、そう
いった地域を、どこを回るかということも大事だと思
うんですよ。米軍の事件が発生している地域があるの
であれば、そこを中心に回るとか。この間の答弁だと
2340件の通報のうち、米軍関係が11件しかなかった
という話でした。残りは米軍以外の通報なのか分かり
ませんけれども、いずれにしても防ぐための手段とし
て、しっかり効果が上がるように―私は決して青パ
トを否定しているわけではなくて、そういったものを
しっかり、国がやっている事業とはいえ、県もしっか
りこの辺を防止策として活用するように努力するべき
だという意味で、あえて提言をしたいと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　では１番に戻ります。
　知事の政治姿勢について(1)、第14回沖縄県議会議
員選挙についてア、知事として重点選挙区はどこで、
どのような支援・応援を行ったか、候補者調整等をど
のように行ったか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の県議会議員選挙につ
きましては、知事は政治信条や政治姿勢を同じくする
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候補者を支持されたものと認識しております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回の県議会議員選挙におきま
しては、私と政治信条や政治姿勢を同じくする候補者
の支援に当たらせていただきました。
○西銘　啓史郎 議員　答弁が漏れています。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　候補者調整は行っておりません
でした。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　選挙には、いろんな勝ち負け
の理由があると思いますけれども、よく野球でも言わ
れますけど、負けに……何だっけな。
　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　野球で野村監督が言ったと思
うんですが、勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議
な負けなし、というような話があったと思います。こ
れが選挙に当てはまるかどうかは別としても、候補者
調整を知事が行わなかったということは、恐らくある
選挙区においては、我々は大変助かったと私は思って
います、個人的ですけれども。これが、やらなかった
のかできなかったのか、これは知事の思いですので、
どちらでもよろしいんですが、知事、６月２日、３日
応援に入ったという新垣淑豊議員への答弁がありま
した。６月11日から13日、公務はありませんけれど
も、その日は何をされていましたか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時42分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　御案内の６月11日から16日は、
14日に大雨対応のための打合せを庁内で入れており
ますが、それ以外は公務を入れておりません。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。

○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時42分休憩
　　　午後４時42分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　この日程につきましては、政務
を優先させておりました。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　後ほどまたいろいろ話が出る
と思うんですけれども、政務を優先することも別に私
は否定はしませんけれども、時期とタイミングは必ず
後で追及したいと思います。
　イ、給食費の無償化決定までの庁内手続等について
ですが、これ私２点だけ伺いしたいと思います。
　与党との事前調整を行ったかどうか。マルかバツか
でお答えください。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　決定につきましては、我々教育
委員会で案をつくりまして、関係部局長と調整をし、
そして知事、副知事との調整の中で決定していきまし
たので、それ以上の調整はございませんでした。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時43分休憩
　　　午後４時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　では、同じように知事、副知
事は与党との調整をしたかどうかだけ答えてくださ
い。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　お答えします。
　実施についての与党との調整は行っておりません。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　普通―普通というのか分か
りませんけれども、これ次年度の話ですよね。予算も
まだ我々議会に提示されていない。その中で、実は２
月の代表質問の中で我が会派の質問に対して、まだ調
整中だというふうに答弁をされているんですね。その
４月、５月の間で何があったか私分からないわけです
よ。通常、こういう事業をやるときには、私は最低限
与党には説明をして、与党の了解を得て知事が記者発
表をしていると思っていました。ということは、市町
村とも調整をしない、与党とも調整をしないで記者会
見をしたという理解でいいですか。
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　それならそうと、はっきりおっしゃったらいいです
よ。与党と全く調整していないと。後で事実が出たら
大変なことになりますけど。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時45分休憩
　　　午後４時46分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　５月に入り、県として取組方針
を決定し、５月24日に発表したという流れでありま
す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時47分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　そのような調整をしておりませ
ん。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これ、後ほどもし新たな事実
が出た場合には、また確認をしたいと思います。
　ではウ、知事名での当選祝電発送件数、理由、費用
総額と費用負担について伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　祝電につきましては、前回令和２年の県議会議員選
挙と同様に、今般、県議会議員に当選された方々へ祝
意を表すため、全ての議員へ送付しております。費用
総額は25万8720円であり、役務費として負担してお
ります。
　以上です。
○西銘　啓史郎 議員　最後の……、費用負担は何で
やったのか。すみません。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時48分休憩
　　　午後４時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　費用負担については、役務
費として負担しているということです。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　翁長前知事のときも同じよう
に全員に出していましたか。すみません、確認です。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　前回……ちょっとすみませ
ん、休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩

　　　午後４時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　前回の県議会議員選挙の資
料はあったんですけれども、その前についてはちょっ
と資料が確認できませんでしたので不明でございま
す。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時49分休憩
　　　午後４時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎  議員　私はどちらかというと交際
費、知事の交際費で出しているのかなと思ったもの
で。実は知事のホームページを見ても、交際費に一切
それがない、６月に。それから、４年前の６月も交際
費で計上されていないものですから、これ、じゃあ全
て役務費で処理するのが正しい処理というふうに理解
してよろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　何で処理するかが正しいか
と言います……、電報でございますので、これは通信
運搬費が含まれている役務費で処理をしたということ
でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　知事の交際費を見ると、過去
５年間、６年間、香典、供花、名刺、クリスマスカー
ド等に使われてますけれども、知事の交際費は総額幾
らあるんですか。年度でお答えください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　令和６年度の予算額は196万
円となっております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　じゃあ、正しい処理かどうか
はまた後ほどどこかで確認したいと思います。
　(2)、県政運営について。
　ア、毎週月曜日の朝に行われているモーニングスマ
イルについて(ｱ)、目的と効果について伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　モーニングスマイルは、知事から職員に向けた庁内
放送であり、その内容は県が実施する各種取組や季節
の事柄、沖縄の年中行事などであります。本放送は、
情報の共有を図り、職員間のコミュニケーションを促
進することを目的としており、目的に沿った効果が得
られているものと考えております。
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　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これも以前申し上げましたけ
れども、2020年の知事公室長―当時、池田さんで
した。情報共有や士気高揚等を目的として、とありま
したけれども、これは明らかにもう目的が変わったと
いう理解でよろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　大きな意味では情報共有を
図り、職員間のコミュニケーションを促進するという
ことですので、そこまで大きく目的が変わっていると
は考えておりません。
○西銘　啓史郎 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時52分休憩
　　　午後４時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　それと、(ｲ)のほうに行きます
けれども、これ毎回私お願いしているんですが、県の
ホームページへ掲載できない理由は何ですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　モーニングスマイルにおきましては、職員間の情報
共有、コミュニケーションを促進することを目的とし
ているということから、特にホームページへの掲載は
行っていないというところでございます。広く周知が
必要な県主催の各種イベントなどにつきましては、担
当部局において県ホームページ等で掲載を行っている
ということでございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　では(ｳ)、６月17日はいつ録音
したのか伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　６月17日に放送したモーニ
ングスマイルは、６月12日に録音をしているという
ことです。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　６月24日の内容について伺い
ますけれども、フジロックイベントへの参加について
ありましたが、この日程調整はどのように行ったので
しょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時54分休憩
　　　午後４時56分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。

　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　モーニングスマイルで放送
するという話を副知事に確認したことはありません
が、フジロックフェスティバルに出席するということ
は確認をしております。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　両副知事にお伺いしますけれ
ども、フジロックに行くことは両副知事も日程等も含
めて把握をしていて、副知事の承認が必要かどうか分
かりませんけれども、同意されているという理解でよ
ろしいでしょうか。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　知事のフジロックへの出演依頼
については、関係者から情報提供がありまして、私が
それを受けました。その内容につきまして、三役で調
整して出席する方向で調整をしていたところでござい
ます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　先ほど、職員の士気の高揚と
いう意味で、私はこのモーニングスマイルを聞いた職
員はがっかりしたと思いますよ。なぜかというと、今
与野党逆転してますよね、補正予算ありますよね、委
員会審議ありますよね、いつ何どき知事が呼ばれるか
どうか分からないんですよ。それぐらいの緊張感を恐
らく部長クラスは、私は持っていると思っています。
それを、副知事がまさかこれを普通に許すということ
は私は考えられないんですよ。この時期ですよ。７
月30日、最終本会議。その前後にも常任委員会があ
る。委員会に知事を呼んで質疑をしようとなったとき
に、フジロックに行くことが―先ほどの優先順位も
そうですけど、この議会を軽視しているとしか私は思
えません。しかも、堂々とモーニングスマイルで述べ
ること自体が私は考えられません。
　もっと行きます。知事、７月１日と７月５日は公務
なかったんですが、この確認させてください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後５時２分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　大変お待たせして失礼いた
しました。
　１日は、通例のモーニングスマイルのほかは終日事
務調整が入っておりまして、夕方、沖縄タイムスの沖
縄タイムス賞の贈呈式に出席しているということで
す。５日は、10時半から定例記者会見がございまし
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て、そのほか基本的には事務調整が入っております。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時３分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎  議員　じゃあ、知事にお伺いしま
す。
　１日と５日、先ほど言いましたＯＣＶＢの70周年
の記念式典、それから生産者の決起大会がありまし
た。これは坂本大臣も来られてましたけれども、それ
に池田副知事が出席しましたけど、知事が出席しな
かった理由をお知らせください。これ以上に大事な仕
事があったんだというふうに理解をしたいんですが。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時４分休憩
　　　午後５時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　１日、５日とも知事は公務
がございまして、三役、知事、副知事の対応というこ
とで、結果コンベンションビューローと、５日の……
生産……。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時７分休憩
　　　午後５時７分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　１日のコンベンションビューローの70周年記念式
典と５日の沖縄県農業政策確立生産者大会ともに三役
対応というところで検討した結果、副知事による対応
としたというところでございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー  知事　対外的な日程の調整について
は、三役で対応するということで調整をさせていただ
いておりますけれども、それ以外でも事務調整等の公
務に当てるということになっていたと思います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。

○玉城デニー 知事　事務調整とオープンでない日程
については、特に表に出しておりませんが、まず１日
は午後６件事務調整がありました。例えばその内容
は、令和７年度税制改正についての要望、それから８
月の国庫要請についての要望等などの事務調整をやっ
ておりました。そして、対外的な業務に関しては三役
で調整をさせていただいて、副知事で対応していただ
いたということでございます。５日も同じように、そ
のような事務調整が入っておりまして三役で調整をさ
せていただいたということであります。また、５日に
ついては代表質問の答弁の割り振り等がありましたの
で、ちょうどその時間も重なっているということもあ
りまして、副知事に対応していただいたという状況で
あります。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　庁内の調整を重要視して、対
外的な―私は観光立県沖縄、農業生産者の現状を見
れば、知事自ら出るべきであったと強く苦言を申した
いと思います。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　このようにモーニングスマイ
ルも、私はずっと毎月もらって見ているんですね。ど
んな話を知事がしているんだろうと。そして私は常に
思って毎回指摘しています。実は６月17日は、６月
14日が大雨・洪水警報、土砂災害注意報が出た日で
す。先ほど聞いたら、６月12日に録音したので、こ
れはやむなしかなと思いますけれども、少なくともい
ろんなイベント、この７月もそうですけれども、この
安和で起きた事故の話とか、また遡れば県庁内の不祥
事があったときでも、モーニングスマイルで一言も触
れてないです。全て沖縄県のイベント、どこどこの部
署のイベントについてしか話してません。情報共有は
それで足りるんでしょうか。私が申し上げたいこと
は、士気の高揚という意味では、職員に対してこうい
うことを注意しようとかいうこともやるべきだと思い
ます。その意味のないモーニングスマイルなら、私は
やめたほうがいいと思います。でなければ、私たちに
もちゃんと開示してください。情報をオープンにして
ください。毎回、私毎月もらわなくて済みますから。
知事、モーニングスマイルは載せてください、知事の
ホームページの中に。これ約束してください。
○中川京貴 議長　玉城知事。
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○玉城デニー 知事　職員間のコミュニケーションを
図るということですので、特に外的に伝えるホーム
ページへの掲載等は考えておりません。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　ちょっと待ってください。休
憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時14分休憩
　　　午後５時15分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　啓史郎 議員　モーニングスマイルについて
は、もうこのぐらいにしておきましょう。いずれにし
ても、職員の士気の高揚にはつながっていない。がっ
かりしている職員が多いと思います。
　次に行きます。
　ワシントン事務所についてのワシントンコア社との
契約概要について伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　令和６年度は、ワシントンコア社を代表者とする共
同企業体に対し、令和６年―本年４月１日から令
和７年３月31日までワシントン駐在員活動事業を委
託しており、契約金額は7643万6325円となっており
ます。同事業は、運営支援業務と活動支援業務からな
り、そのうち運営支援業務は事務所の家賃等の支出事
務、駐在員の保険の契約等に関するものであり、活動
支援業務は米国政府や連邦議会関係者への働きかけの
支援や、米国内の有識者への情報発信の支援等に関す
るものとなっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　これは、ワシントンコア社に
は円で支払いですか、ドルで支払いですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時16分休憩
　　　午後５時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　契約は、円建てでやってお
ります。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　次行きます。
　(ｲ)、契約更新・解除についての条件について伺い
ます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　ワシントン駐在員活動事業

は単年度の契約となっており、契約の更新についての
定めはありません。
　一方、契約を解除することができる場合として、委
託契約書に、受託者が契約に違反し、契約の目的を達
成することができないと県が認めたとき、受託者が正
当な理由によって契約の解除を申し出たとき、県の都
合により契約の解除を必要とするときなどを定めてお
ります。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　では(ｳ)に行きたいと思いま
す。
　事務所設置から昨年度までの委託費、それから職員
費等の総額について伺います。
　この職員費というのは、委託費には事務所費は入っ
ていますけれども、職員の住宅費は入っていないとい
うふうに聞いてますので、個別じゃなくていいので、
トータルでお答えください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　ワシントン駐在員活動事業
は、駐在事務所の家賃等に係る運営経費及び活動支援
に充てるための経費を委託料として計上しており、平
成27年度から令和５年度までの決算額の合計は、約
６億528万円となっております。
　一方、駐在員の人件費については、個人情報の保護
の観点から答弁を差し控えますが、人事委員会の報
告、資料等を基に駐在員と同等の職に当たる職員の平
均的な給与の月額を算出した場合、駐在員２人分の
人件費の予算規模は年間約3000万円となっておりま
す。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　個人情報なら構いませんけれ
ども、ワシントンＤＣの家賃をちょっと調べてみる
と、ワンベッドルームで2022年、約37万円だそうで
す。ワンベッドルームで。家族で行くと恐らくその倍
以上かかると思うんですけれども、要はそれに見合う
だけの見返りがあるかどうかというと、私は毎回申し
ていますけれども、ワシントン事務所はいち早くもう
閉鎖すべきだと思っています。
　次に行きたいと思います。
　エ、安和港での事故の原因と今後の対策についてで
すが、もういろいろ答弁ありましたので、ちょっと視
点を変えて質問をしたいと思います。
　知事に伺います。
　知事がこの事故を把握した日時、どこから情報が
入ったかをお答えください。
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○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　この事故を知りましたの
はネットのニュースで知りまして、恐らく議会開会日
の直前に知事のほうに報告したかと記憶しておりま
す。日時については、もう一度確認させてください。
○西銘　啓史郎 議員　私は、土建部長が知った時間
じゃなくて、知事が知った時間は何時かと聞いてるん
です。だから土建部長、答えなくていいですよ。知事
が知った時間ですから。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　時間は定かではないんですが、
私も報道によって、その事故の第一報は目にしたと
思っております。
○西銘　啓史郎 議員　何で見たんですか。
○玉城デニー 知事　報道の第一報で。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時21分休憩
　　　午後５時21分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　土木建築部長は先ほど答えま
したけど、同じ日の知事より先ですか、後ですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　私が知りましたのは、６
月28日の13時頃に、担当者からネットニュースの資
料を入手いたしました。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎  議員　何を申し上げたいかという
と、これが交通事故扱い、通常の交通事故と言うので
あれば、情報というのは県警から入るとか入らないと
かそんなに関係ないと私は思うんですけれども、起
こった場所と内容によっては、やはり土建部なりまた
は北部土木事務所なりからしっかり情報が入って、
知事にもしっかり報告ができる体制がないと駄目だと
思ったものですから、そこを確認しました。
　続いてオのほうは、ちょっとすみません、時間の関
係で削除させてください。
　カに行きます。
　スクールソーシャルワーカーの内定取消しに関し
て、事実関係と対応策について伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　令和６年度任用予定のスクールソーシャルワーカー

に対し、令和６年１月に面接を実施、２月に条件付で
内定を通知いたしました。本事業における国庫補助と
して6858万8000円を要望いたしましたが、３月29日
の国の通知において内定額が3385万3000円となった
ことを受け、同日中に12名に対し任用を見送ること
を連絡しております。
　県教育委員会としましては、スクールソーシャル
ワーカーの配置方法や配置時間等を工夫して対応する
とともに、スクールソーシャルワーカーの配置拡充に
向け、引き続き全国都道府県教育長協議会等を通して
国に財政措置を要望してまいりたいと考えておりま
す。
○中川京貴 議長　西銘啓史郎議員。
○西銘　啓史郎 議員　恐らく12名増員するというの
は、現場の声だと思いますよ。大変だということで。
九州各県も調べましたけれども、沖縄もこの12名の
増員については、現場から声が上がって国に要請して
―条件付とはいえ3500万円ぐらいが足りないんで
すかね、今、試算すると。10億円のことは予算も確定
していないのに決定をして、給食費を無償化。3500
万は国に断られたから採用を取り消すというのは、私
はあってはならないと思います。それこそ3500万は
捻出して、どうにかこの人たちを確保する。それは現
場の声であり、内定も決まって取り消されて、この人
たちがそれから再就職できますか、と私は思いますけ
どね。知事、これも全て共通するんですけど、先ほど
の給食費については与党とも調整していない、そして
この件については、3500万を国に認められなかった
から12名の内定を取り消ししたと。本来であれば、ど
うにかしてでもこの予算をつくって、県単独でつくっ
て、私は採用をし直すべきだと思います。
　そして最後に言います。
　知事、県民の暮らし・生活を今のままでは守れませ
ん。そして、県民の命も守れないと思います。どうか
そこはしっかりこれから取り組んでいただきたいと思
います。私たちも是々非々で取り組みます。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次回は、明17日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日はこれをもって散会いたします。
　　　午後５時25分散会
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令 和 ６年
第 ２ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

令和６年７月17日（水曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第６号
令和６年７月17日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第21号議案まで（質疑）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第21号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の
　　　　　　　　　　　　　 一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第８号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　債権の放棄について
　　　　　　乙第11号議案　家屋損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第14号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第20号議案　専決処分の承認について
　　　　　　乙第21号議案　専決処分の承認について

 
出　席　議　員（47名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員

５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
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欠　席　議　員（１名） 

27　番　　上　原　快　佐　議員
 

説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事
池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員
23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員

30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

 

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、知事から、お手元に配付いたしました議案３
件の提出がありました。
　次に、６月22日から７月９日までに受理いたしま

した請願３件及び陳情40件は、お手元に配付の請願
及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会及
び議会運営委員会に付託いたしました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

儀　間　俊　江　　課　　長　　補　　佐
宮　城　　　亮　　主　　　　　　　　幹
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査
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　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　日程第１及び日程第２を一括し、
これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案及び乙
第１号議案から乙第21号議案までを議題とし、質疑
に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　喜屋武　力議員。
　　　〔喜屋武　力　議員登壇〕
○喜屋武　力 議員　皆さん、おはようございます。
　自民党・無所属の会会派、喜屋武力です。
　先月６月16日にうるま市より県議会へ選出されま
した。玉城知事とは同年生で高校時代から顔見知り
で、何で力が県政に送られてきたのかという顔をして
いますが、これでもですね、市民や県民の暮らしをよ
くするためだと考えられますので、知事、県民のため
になるように頑張ってまいりましょう。
　よろしくお願いいたします。
　それでは、執行部には厳しく、県民には優しく一般
質問を行いますので、よろしくお願いいたします。
　１、道路問題について。
　(1)、うるま市内の多くの道路上、白線、案内標示
板の文字が消え、市民や観光客が迷惑を被っているが
どのように対応するのか。
　(2)、うるま市石川赤崎交差点の交通渋滞緩和対策
について。
　(3)、与勝半島一周道路の予算執行と計画進捗状況
について。
　(4)、うるま市内、兼箇段高江洲線、安慶名西原
線、兼箇段喜仲線、ヌーリ川公園安慶名田場線、与
那城18号線は沖縄振興予算と聞いているが内容を伺
う。
　２、うるま市内２級河川（石川川、天願川）につい
て。
　(1)、石川川の赤土流出による海への環境汚染対策
について。
　(2)、天願川における河川敷工事、管理用道路赤土
流出、ＰＦＯＳ汚染対策について伺います。
　３、中城湾州崎地域について。
　(1)、津波対策として、そこで働く人々の避難経
路、避難タワー、通用道路について伺います。
　(2)、ゆがふ製糖移設建て替えについて。
　ア、現ゆがふ製糖取水ピットがヘドロの堆積により
今後の運営に支障が出ているが対応を伺います。

　４、医療福祉学校行政について。
　(1)、県立中部病院の現地建て替えについて。
　ア、うるま市民、市議会への説明会は行ったのか伺
います。
　(2)、うるま市高江洲中学校、兼原小学校の改築工
事について。
　ア、特に高江洲中学校は生徒数増加により教室不足
となっているが、兼原小学校の状況も併せて今後の対
応を伺います。
　(3)、知的障害者を対象とする特別支援学校につい
て伺います。
　(4)、フリースクールの内容事業化について伺いま
す。
　(5)、高齢者専用アパートについて伺います。
　５、職種改め見直しについて伺います。
　(1)、クリーニング業界工場及び印刷業界の工業団
地への入所について。
　(2)、工業用水の使用について（クリーニング業
界）。
　６、交通機能について。
　(1)、遮断された鉄軌道（ライカムイオンモール～
名護市テーマパーク）計画について伺います。
　(2)、うるま市下原県道33号線商業地域へのバス運
行について伺います。
　７、我が会派の代表質問との関連については削除い
たします。
　よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　ハイサイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　喜屋武力議員とは同年生であります。うるま市の発
展はもちろん、県勢全体の振興発展、県民の暮らし向
上に共に力を合わせて頑張ってまいりましょう。
　どうぞよろしくお願いいたします。
　それでは、喜屋武力議員の御質問にお答えいたしま
す。
　医療福祉学校行政についての御質問の中の(3)、知
的障害者を対象とする特別支援学校についてお答えい
たします。
　沖縄県では、中部地区における特別支援学校の過密
解消と教育環境の充実を図るため、うるま市兼箇段に
200名規模の特別支援学校を新設することとしており
ます。現在、教育委員会において、今年度は実施設計
を行い、令和７年度に着工し、令和10年度の開校を
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目指しております。
　沖縄県としましては、児童生徒の個々の能力を最大
限に伸ばすとともに、地域と連携し地域に根ざした魅
力ある学校となるよう取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、道路問題についての
(1)、うるま市内における区画線及び案内標識の修繕
についてお答えいたします。
　県では、区画線や案内標識などの道路施設につい
て、日常の道路パトロールなどにより劣化状況や修繕
箇所の把握に努めております。道路施設の修繕につい
ては、劣化状況等を勘案し、優先度が高い箇所から順
次実施しております。引き続き道路の適正な維持管理
に努めてまいります。
　次に同じく１の(2)、うるま市石川赤崎交差点の渋
滞対策についてお答えいたします。
　沖縄本島内の渋滞対策については、国や県等の関係
機関で構成する沖縄地方渋滞対策推進協議会におい
て、渋滞対策の検討や効果検証を行っております。う
るま市石川の赤崎交差点については、主要渋滞箇所に
特定された交差点であります。今後、効果的な渋滞緩
和策を講じる必要があることから、周辺道路も含め交
通状況を確認し、事業主体も含め国と意見交換を行い
たいと考えております。
　次に同じく１の(3)、勝連半島南側道路の進捗状況
等についてお答えいたします。
　勝連半島を一周する県道の整備については、当該地
域の観光振興や地域活性化、防災対策等のため、必要
性を認識しております。県では、これまでに沖縄県環
境影響評価条例に基づく米軍基地施設用地外の環境調
査を完了しております。今後、米軍施設用地内の環境
調査を行う必要があることから、施設用地内への立入
り許可が得られるよう沖縄防衛局及びうるま市と継続
的に調整を行っているところであります。
　次に同じく１の(4)、うるま市内のハード交付金事
業についてお答えいたします。
　沖縄振興公共投資交付金、いわゆるハード交付金に
ついては、近年減少傾向が続いている状況でありま
す。そのため、うるま市がハード交付金で実施する道
路及び公園整備事業についても十分な予算配分ができ
ない状況となっております。
　県としては、整備促進が図られるよう、うるま市と
連携を図りながら必要額の確保に取り組んでまいりま

す。
　次に２、うるま市内２級河川（石川川、天願川）に
ついての(2)のうち、天願川における河川工事と赤土
流出対策についてお答えいたします。
　天願川については、整備延長約6.5キロメートルの
うち、河口から川崎川合流部までの約4.5キロメート
ルが概成しており、現在、天願橋下流の護岸整備を
行っております。川崎川合流部より上流については、
河道拡幅と併せて管理用通路を整備することとし、用
地取得を進めているところであります。また、工事中
の赤土流出対策としては、汚濁防止膜等を用い、濁水
の流出防止に適切に対応しております。
　県としては、引き続き浸水被害の軽減に向け、天願
川の早期整備に取り組んでまいります。
　次に３、中城湾州崎地域についての(1)、中城湾港
新港地区における津波避難対策についてお答えいたし
ます。
　県では、平成26年度に州崎地域を含む中城湾港新
港地区の防災計画を策定しております。同計画におい
て、新港地区から隣接地への避難路や避難経路等の案
を取りまとめており、うるま市、沖縄市の地域防災計
画に反映するよう両市に提供しております。県では、
避難路となる橋梁の耐震化等を推進するとともに、両
市の地域防災計画に基づいた具体的な津波避難計画策
定の支援に努めてまいります。
　次に４、医療福祉学校行政についての(5)、高齢者
専用アパートについてお答えいたします。
　国土交通省の補助事業として、地域優良賃貸住宅制
度があります。同制度は、高齢者世帯や子育て世帯な
ど地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯を
対象として、民間事業者などに対し、整備費助成など
を行うものであります。また、沖縄県居住支援協議会
では、高齢者や障害者など住宅確保が困難な世帯への
居住支援に取り組んでいるところです。地域におい
て、きめ細やかな居住支援を行うためにも市町村居住
支援協議会が必要であり、県は市町村への情報提供や
助言などによる設立支援を行っているところです。
　次に５、職種改め見直しについての(1)、分区にお
ける業種の規制についてお答えいたします。
　港湾における土地利用の計画的な誘導と港湾の機能
を十分に発揮させるため、中城湾港新港地区について
は、臨港地区内に港湾法に基づく分区を指定し、その
大半が工業港区となっております。同地区の工業港区
においては、製造業以外の施設建設が規制されており
ます。このため印刷業の立地は認められております
が、クリーニング業については規制されることになり
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ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘  環境部長　２、うるま市内２級河川
（石川川、天願川）についての(1)、石川川の赤土等
流出対策についてお答えいたします。
　本県の赤土等の主な流出源は事業現場や農地であ
り、事業現場では事業者が赤土等流出防止条例に基づ
き沈殿池等の対策を講じております。農地では、勾配
抑制などの土木的対策やグリーンベルトなどの営農的
対策が講じられております。県では、赤土等流出防止
監視パトロールを行い、赤土等の流出が確認された場
合は事業者等を指導しております。なお、石川川への
赤土等の流出源としてはサトウキビ畑などの農地が確
認されており、河口海域の赤土等堆積状況は、堆積指
標が最も悪かった平成７年度のランク８から平成13
年度以降はランク６に改善しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　２、うるま市内２級河川（石
川川、天願川）についての(2)のうち、天願川のＰＦ
ＯＳ汚染対策についてお答えいたします。
　企業局では、中部水源である天願川に取水施設を有
しておりますが、取水地点からはＰＦＯＳ及びＰＦＯ
Ａの合計値で１リットル当たり平均40ナノグラム程
度が検出されていることから、水事情が良好な場合に
は取水を停止しております。一方で、渇水時や東系列
導水路トンネル工事期間中の水事情が厳しい場合は、
安定給水を確保する観点から、ＰＦＯＳ等の検査体制
を強化した上で天願川から取水することとしておりま
す。
　次に５、職種改め見直しについての(2)、クリーニ
ング業の工業用水の使用についてお答えいたします。
　企業局では、工業用水道事業法第２条の規定に基づ
き、製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業の
用に供する者へ工業用水を供給しております。また、
経済産業省通知により、工業用水に余剰が生じている
場合は工業用以外の用途の水を雑用水として供給して
も差し支えないとされていることから、現在クリー
ニング業を営む10事業所へ雑用水を供給しておりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕

○前門尚美 農林水産部長　３、中城湾州崎地域につ
いての中の(2)のア、ゆがふ製糖工場の建て替えと取
水対策についてお答えいたします。
　ゆがふ製糖工場については、老朽化対策の緊急性が
高いと認識しており、市町村や関係機関と工場整備に
係る方策について検討を重ねているところです。一
方、製糖工場の建て替えについては多額の建設費用を
要することから、事業実施主体や費用負担、財源の確
保等が課題となっているため、引き続き早期の工場整
備に向け、国や市町村、製糖事業者など関係機関との
協議を重ねてまいります。また、取水対策について
は、ゆがふ製糖と丁寧に意見交換を行い、次期製糖の
安定操業に向け、関係部局と対策を検討してまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　４、医療福祉学校行政に
ついての(1)のア、中部病院の建て替えについてお答
えします。
　県立中部病院は、地域の中核病院であることから、
建て替え等に当たっては広く関係者の意見を踏まえる
ことが重要だと考えております。このため、保健医療
介護部のほか中部市町村会等の外部有識者を含めた検
討委員会を設置して検討を行ってまいりました。検討
に当たり、うるま市長や地元自治会、中部病院職員に
も説明を行っております。
　病院事業局としましては、これまでの検討結果や検
討委員会の意見等を踏まえ、現地建て替えの方針を示
した将来構想案を作成し、現在うるま市民を含む県民
に対してパブリックコメントを実施しております。な
お、うるま市議会への説明については、市議会の要望
等を踏まえ検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　４、医療福祉学校行政について
の中の(2)のア、うるま市立高江洲中学校及び兼原小
学校の改築工事についてお答えいたします。
　県教育委員会では、市町村が作成する施設整備計画
について、毎年度ヒアリングを実施し助言等を行って
いるところです。うるま市教育委員会においては、現
在、兼原小学校の老朽化対策の改築工事に向けた基本
調査を実施しており、高江洲中学校については、学級
数の増加等に対応するため、令和８年度から９年度に
新増改築を実施する計画と伺っております。
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　県教育委員会としましては、引き続き市町村の施設
整備計画が着実に実施されるよう連携して取り組んで
まいります。
　同じく(4)、フリースクールについてお答えいたし
ます。
　フリースクールは明確な設置基準がなく、その規模
や活動内容が多種多様であることから、県教育委員会
では令和６年５月に児童生徒の利用状況など実態把握
に向けた調査を実施し、現在、結果を取りまとめてい
るところであります。今後はその調査結果や他県の実
施状況等を踏まえ、フリースクールと学校との連携の
在り方について研究を進めるとともに、引き続き、不
登校児童生徒の居場所づくりや全ての児童生徒が安心
して通うことのできる魅力ある学校づくりを推進して
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　６、交通機能についての中の
(1)、鉄軌道の計画についてお答えいたします。
　県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄
県総合交通体系基本計画において、県土の均衡ある
発展、県民及び観光客の移動利便性の向上等の観点か
ら、那覇と名護を１時間でつなぐ基幹軸として鉄軌道
の導入に取り組んでおります。具体的なルートや駅位
置、交通システム等については、構想段階の次の計画
段階において決定されることになりますが、現在、県
では計画段階へ移行させるため、国が課題としている
費用便益比等のさらなる向上に向けた調査検討を行っ
ており、引き続き国への提案や意見交換を行うなど取
組を進めてまいります。
　同じく６の(2)、県道33号線での路線バス運行につ
いてお答えいたします。
　県道33号線のうるま市下原地域においては、民間
の路線バスは運行しておりませんが、一部区域でう
るま市の公共施設間連絡バスが運行しているところで
す。県主催の中部圏域市町村連携交通会議において、
うるま市から同地域への路線バス運行の提案がなされ
ていることから、同会議において定量的な移動需要も
踏まえ、うるま市やバス事業者と意見交換をしてまい
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　それでは、再質問をさせてもら
います。
　赤崎交差点の道路問題について、ほとんど利用者の

ない歩道橋を撤去し、ロータリー交差点にし、スクラ
ンブル歩道にすることで交通渋滞の緩和につながると
提案いたしますが、そのことについて伺いたいもので
す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該交差点、赤崎交差点
については主要渋滞箇所に指定をされております。歩
道橋を撤去することについてでございますが、歩道橋
を撤去する可能性については沖縄地方渋滞対策推進協
議会において検討されるものと考えておりますが、一
般的には歩道橋を撤去いたしますと、歩行者が横断歩
道を横断することになるため、一般的には交通の流れ
が悪くなるというのが通常の状況かと考えているとこ
ろでございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　部長、この交差点、とても大き
いですよね。丸く変な、うるま市の文化財になってい
るような、うるま市でただ一つの歩道橋ではあるんで
すが、その交差点を見ますと、ロータリー式にすれば
スムーズに改善ができるんじゃないかなと私は考えて
いますので、ぜひ検討をよろしくお願いいたします。
　次に進みます。
　道路問題(4)、うるま市兼箇段高江洲線など、全て
沖縄振興ハード交付金と聞いているが、完成に至るま
で何年を要するのか、進捗状況について伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　まず路線が幾つかございますが、兼箇段高江洲線も
都市計画道路でございまして、うるま市が事業主体で
ございます。令和５年度末の進捗率は72％と聞いて
おります。同じく都市計画道路安慶田中線につきまし
ては、同じく令和５年度末で28％でございます。そ
れから道路事業の兼箇段喜仲線につきましては、これ
は令和６年度末の予定でございますが65.5％。同じく
道路の安慶名西原線については、同じく令和６年度末
の予定で73％というふうに聞いているところでござ
います。それから与那城18号線につきましては、同
じく令和６年度末の予定で65.5％というふうに聞いて
おります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　部長、一つ一つ完成すれば、都
市計画によってうるま市も計画を立てられるんです
が、あちこち止まっているため、うるま市の都市計画
が立てられないんですよ。土地所有者とか、そういっ
た方々がどういうものを造っていいのか、どういうも
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のを持ってきていいのか。そういった計画を立てられ
ないものですから、まずは一つ一つ完成させて、やっ
ぱり市民、県民のためにもう少し本腰を入れて、力を
入れるべきではないかなと思っております。少し触っ
て止めて少し触って止めて。もううるま市は25年ぐ
らい道路１本も通っていない状況ですので、ぜひよろ
しくお願いいたします。
　次に進みます。
　２、うるま市内２級河川（石川川、天願川）につい
て。
　２級河川の石川川は雨が降るたびに川の水が赤く染
まり、金武湾への赤土流出による海の環境汚染が広
がっているが、県として赤土流出防止対策はどのよう
になっているのか。もう一度お願いいたします。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　赤土対策としましては、先ほども答弁したとおりで
すが、事業現場における対策と農地における対策とい
うものがございます。
　事業現場におきましては、赤土等流出防止条例に基
づきまして沈澱池でありますとか、そういった対策が
講じられることになります。農地におきましては、土
木的な対策をやる場合には勾配抑制というようなもの
を対策で取りますけれども、営農的な作業をしている
ときにはグリーンベルトでありますとか、マルチン
グ、そういった営農的対策が講じられるというような
状況でございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　部長、この石川川、雨が降るた
びに本当に赤土がすごいんですよ。この赤土が出ると
いうことは、やっぱり上流のほうからの赤土じゃない
のかなと思っております。そういったものに対して、
今まで県はどういうことをやって赤土流出防止に努め
てきたのか。また今後どういうふうにこの赤土流出を
止めて、この金武湾を守るというか―今この石川の
白い砂が赤い砂に変わってしまっている状況でありま
す。これ何十年もそういった状況ですので早めに対応
しないと沖縄の観光にも大きな影響を及ぼしますの
で、県が本腰を入れてやらなければこの沖縄のきれい
な海は残せないと思いますよ。サンゴにも影響が出て
くると思いますので、ぜひ力を貸してください。お願
いします。
　これについてもう一回お願いします。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　県におきましては、赤土等流出防止条例に基づきま

して、監視パトロール等を行いまして不適切な事業現
場がありましたら、事業者に対して指導監督を行って
いるというところでございます。
　農地の対策につきましては、農林水産部あるいは市
町村とも連携を図りながら、農業者における対策とい
うものを進め、周知活動を行っているところでござい
ます。その結果としまして、先ほども答弁しましたけ
れども、石川川河口域おきましては、赤土等の堆積状
況という指標がありますけれども、これが最も悪いラ
ンク８から現在はランク６ということで改善されてき
ているというような状況にございます。
　引き続き、条例に基づき対策等の指導監督を行って
いきたいというふうに思っております。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　同じく２級河川天願川です。
　天願川については企業局が県の飲料水として採取し
ていると聞いている。ＰＦＯＳや悪臭問題があるが検
査や調査は万全に行っているのか。また、大雨のと
き、川が氾濫し住宅への浸水が２か所ありましたが、
早急な対応ができないのか、これについても伺いま
す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　浸水対策につきまして
は、浸水対策のための河川整備等に取り組んでいると
ころでございますが、引き続き浸水被害の防止に向け
取り組んでまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　沖縄県でこれ飲料水として使っ
ていますよね。天願川、ちょっと前から窒素、フッ素
いろいろなことが出ていましたが、そういった中、今
回ＰＦＯＳの話も出ていましたけれども、これに対し
て調査を行ったかということをもう一回お願いしま
す。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　ＰＦＯＳの対策ということで
天願川から取水する場合には、ＰＦＯＳの検査頻度等
を増やした上で水質基準以内であるということも十分
確認した上で、供給しているところでございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　県民の飲み水ですので、ぜひ県
のほうも本腰入れてやってもらいたいとお願いしま
す。
　次へ進みます。
　３、中城湾州崎地域についての(1)、今年４月の台
湾沖地震の際、沖縄県に津波警報が発令され低地帯か
ら高台への避難指示があり、その地域で働く多くの人
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たちが交通渋滞に巻き込まれ大変な思いをしたと聞い
ています。中城湾州崎地域からの避難経路として橋を
増やし、避難タワー、避難経路用の道路の確保ができ
ないものか伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　避難路としての新たな橋梁の増設または避難タワー
等につきましては、うるま市、沖縄市による津波避難
計画と併せて検討する必要があると考えております。
　県としましては、両市の具体的な津波避難計画策定
の支援に努めてまいります。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　部長、ここで働く県民の命を守
るために各自家用車での避難を中止して、各社でマイ
クロバスとか―緊急時でありますので、この中城湾
は貨物トラックがたくさんあると思うんですよ。それ
に人を乗せて車の量を少なくすることや、また電動自
転車などで対応することで道の混雑を避けられると思
うんですよ。それを考えて、県のほうで補助金を出し
てそういったことができないものか、再度伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員、御発言の内容につ
きましては、避難時における車両の減少という意味に
おいて有用であると考えますが、これらも含めまして
両市と津波避難計画の検討に併せて支援してまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　(2)、ゆがふ製糖の移設建て替え
についてですが、県は資金がない資金がないと言って
いますが、いつまでもこれでは機械が破損してしまう
んじゃないかと。唯一の基幹産業である製糖業ですの
で、早めに農林水産省やいろいろなところと話をする
ことで、やっぱり資金を調達することが大事だと私は
考えていますから、いろいろとこっちでもたもたもた
もたしていても生産農家は待ってくれませんがどのよ
うに考えていますか。よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　議員おっしゃるとおり、ゆがふ製糖老朽化対策の緊
急性は高いと認識しております。現在、市町村や関係
機関と工場整備に係る方策について検討を重ねており
まして、その中で例えば事業実施主体ですとか、費
用、財源の確保等について話し合っているところでご
ざいます。引き続き、早期のゆがふ製糖の建て替えに
ついての課題解決に向けて取り組んでまいりたいと思

います。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力  議員　現在、このゆがふ製糖の取水
ピット、周囲がヘドロの蓄積により取水ピットからの
海水取水が困難な状況と聞いています。今年の操業に
も相当引っかかってくるようなところがあると。少し
操業ができないということで話がありましたが、どう
いうふうな対策で早急に取り組む考えなのか、これに
ついてお聞かせください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時38分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　ゆがふ製糖工場は、沖縄本島唯一の製糖工場であり
生産農家の経営や関連産業への影響も大きいことか
ら、安定操業が重要であると考えております。近年、
ゆがふ製糖工場では土砂堆積の影響で海水が安定的に
取水できない状況となっており、操業への影響が生じ
ているものと認識しております。
　県としましては、どのような支援ができるか、引き
続きゆがふ製糖と丁寧に意見交換を行い、次期製糖の
安定操業に向け関係部局と対策を検討してまいりま
す。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　できれば、今年の10月までにこ
れをやらなければ機械の起動ができないということを
聞いていますので、ぜひ早急に取り組んでくださるよ
うお願いいたします。
　次に進みます。
　４、医療福祉学校行政関係についてです。
　中部病院の移設建て替えの話がうるま市では問題に
なっていますが、なぜ現地から移設建て替えを望んで
いるのか。また、今後の内容と、何も予知せず市民に
対していろいろと移設の話を広めて誤報が流されてい
るが、私の聞き取りによりますと、近隣市民はもう
100％に近い方々が移設は望んでいませんが、きちん
と市のほうにも話をしてけじめをつけてもらいたいと
思っていますが、これについてお答えください。お願
いします。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　関係者の説明では、令和
５年12月と令和６年４月にうるま市長へ説明を行っ
ております。令和６年３月には地元自治会及び中部病
院の職員に説明を行っております。また、うるま市選
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出の県議会議員から―もうお二人とも引退されまし
たけれども、連名で現地建て替えの要請を受けまし
た。それで意見聴取を行っております。先日、うるま
市議会の議長様から説明の要望を受けております。そ
れで今、日程調整をして近日中に出かけていって説明
したいと思います。現地建て替えということでです
ね。そういうことです。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　この病院が移設した後、今まで
の経過から病院跡地にはどんな建物を持ってきても繁
盛したことがないと聞いておりますので、現地建て替
えを進めてほしいと私は提言いたします。よろしくお
願いいたします。
　次に進みます。
　(4)、フリースクールの内容事業化についてです
が、本来の日本の義務教育の趣旨について伺います
が、本当に必要性のある子どもたちが通う学校なの
か、どのように審査して判断するのか伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満  教育長　フリースクールにつきまして
は、明確な設置基準がないという状況もあります。
　県としましては、その規模や活動内容が多種多様で
あることからまずは実態を把握して、しっかり対応し
ていきたいということで、現在、実態把握調査を行っ
て取りまとめをしているところであります。しっかり
とその内容も踏まえながら、フリースクールと学校の
連携の在り方についてしっかり研究してまいりたいと
考えております。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　教育長、そういった学校が多く
なりますと、今までの日本の文化といいますか、礼儀
作法とかですね、そういったところを学ぶのが―学
校は本来、勉強だけじゃなくて多くの子どもたちと団
体の中で心を育てるというのが目的じゃなかったかな
と私は思っています。そういった学校が増えてしまう
と、社会に出てからいろんなことを自分中心に務めて
しまう、そういったひきこもりになる。いろいろな人
が多く出てくる。将来この日本の国がどういうことに
なるのか、これも考えながらやらないと大きな問題に
なってきますので、やはり教育委員会のほうでそう
いったことを強く取り上げて問題化して、私たちがど
ういうふうに今までこういうふうに育ってきたのか、
人前でどういうふうにこういった提言をするのか、物
が言えるのかということまで考えないと、将来の日本
に大きな影響が出てきますので、ぜひこれを強く考え
ながら訴えて議論して、そういったことを決めるよう

よろしくお願いいたします。
　次に進みます。
　(5)、高齢者専用アパートについてですが、低所得
で年金暮らしをしている人たちに対して、国や県の補
助金を活用した民間アパート運営があると聞いていま
すが、沖縄県の取組について各市町村へ対応をもう少
し詳しく話をすれば、各市町村もこれに対して民間の
方々にいろいろと話ができると思うんです。これがま
だ行き届いていないのが多いんですよ。それについて
お答えください。お願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　高齢者世帯や子育て世帯
など地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯
を対象としてこの制度がございます。本制度の周知に
つきましては、機会を捉えまして市町村に対して情報
提供を行っているところでありまして、今後とも本制
度の活用について促進してまいりたいと考えていると
ころでございます。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　５、職種改め見直しについて。
　クリーニング業とか印刷業が工業団地への入所がで
きないかということで、県はリーディング産業が中心
となり多くの県民の生活基盤となっているが、中城湾
工業団地へのクリーニング業、印刷業が入所できな
かったのはなぜなのかと先ほど聞きましたが、やはり
これは見直すべきではないのかというところがありま
す。この市内、市街地の中でのクリーニング業の機
械、冬場はいいんですが夏場は相当の熱が出るんで
す。その地域で温暖化が発生して、ここから出てくれ
ないかということも多く出ていますので、これについ
て検討をしてもらいたい。これ要望です。答弁は要り
ません。
　６、交通機能について。
　遮断された鉄軌道ですけど、遮断の原因は普天間飛
行場が問題となっていると考えるが、今後北中城村の
イオンモールから名護市のテーマパークまでの鉄軌道
を通すことで中北部の活性化につながると考えるが、
これについて伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県のほうで構想段階で決定し
ました鉄軌道のルートについては、県民意見も踏まえ
て当初４つのルート、さらに県民意見も踏まえた３つ
の派生案、７つのルートでもって検討させていただき
ました。その結果、多くの県民から意見もいただいた
形で現在は那覇、宜野湾、北谷、沖縄市、うるま市、
それから恩納村から名護をつなぐようなルートという
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形で決定しております。県民との議論を踏まえたルー
トですので、現在はそれを計画段階に引き上げるよう
に今国に働きかけているところです。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　(2)、県道33号線のバス運行に
ついてですが、必ず那覇ターミナルまでではなくて石
川、安慶名を経由しててだこ駅まで、そして屋慶名―
てだこ駅までの区間で考えられないものか伺います。
よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　うるま市さんも一緒に今現
在、中部圏域の市町村との連携交通会議というもので
議論させていただいております。うるま市さんからは
直接要望のあるルートとして、屋慶名からうるマル
シェ、それから池武当、それから沖縄南インターチェ
ンジのほうにつなぐようなルートという形で要望がご
ざいます。この会議の中で定量的な移動需要も踏まえ
て、うるま市、それからバス事業者も一緒になって意
見交換してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　喜屋武　力議員。
○喜屋武　力 議員　バス会社によると、それぞれ縄
張があってこれができないという話を聞いています
が、ぜひ県のほうで重要性のあるところには、やっぱ
りこういったバスを通さないと、県、市の発展が見え
ないものですから、それについてぜひ努力してくださ
るようお願い申し上げ、今回の一般質問を閉じたいと
思います。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
　　　〔新里　匠　議員登壇〕
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○新里　匠 議員　皆さん、おはようございます。
　宮古島市選出の沖縄自民党・無所属の会、新里匠で
す。
　ＳＮＳでは保育園児から若い方々の中で、匠君、
しっかりと子どもたちが未来に希望が持てる沖縄をつ
くるためにとの選挙支援への感謝の思いも込めて、通
告に従って質問してまいります。
　１、宮古広域公園整備事業の進捗について。
　(1)、予算規模と現在までの投資額、その内容につ
いて伺う。
　(2)、用地買収状況を伺う。

　(3)、設置目的と宮古圏域に現在まで県立の都市公
園がない理由を伺う。
　(4)、ＰＦＩ法第６条第１項に基づく民間提案方式
に至った理由を伺う。
　(5)、都市公園課のホームページに今後の予定が
載っているがスケジュールがない。今後のスケジュー
ルと供用開始時期を伺う。
　(6)、沖縄県立の遊具広場の設置について伺う。
　２、下地島空港及び周辺用地の利活用事業の進捗に
ついて。
　(1)、事業の目的を伺う。
　(2)、第３期事業の進捗状況を伺う。
　(3)、下地島空港及び周辺用地の利活用事業者選定
の審査の観点を伺う。
　(4)、事業の今後のスケジュールについて伺う。
　(5)、耕作地明渡しの現在と今後の方針・計画につ
いて伺う。
　３、我が会派の代表質問との関連について。
　島袋大議員の質問中、１、知事の政治姿勢について
の(2)、名護市安波における車両死傷事故について。
　(1)、知事は事故関係者についてどのような思いを
持っているか。また県の管理体制についてどのような
評価をしているのか伺う。
　次に１(5)、酪農・畜産業支援についてのア、繁殖
牛農家の現状と支援策について。
　(2)、優良県産ブランド和子牛生産支援事業の繁殖
雌牛の更新における支援金の支払いを概算支給により
早期に支払うことについて伺う。
　次に１(5)エ、肉用牛経営相談窓口の対応状況につ
いて。
　(3)、サポートチーム強化の内容と支援の成果につ
いて伺う。
　次に５、人材育成・教育行政についての(2)、学力
等向上対策についてのウ、離島児童生徒の学習機会の
確保について。
　(4)、中高一貫校を宮古に設置することについて伺
う。
　(5)、教員採用第一次試験の離島開催について伺
う。
　答弁を聞いて再質問します。大きな声で答弁をお願
いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　新里匠議員の御質問にお答えい
たします。
　宮古広域公園整備事業の進捗についての御質問の中
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の(3)、設置目的と事業化の経緯についてお答えいた
します。
　宮古広域公園は、美しい海辺の景観や豊かな自然を
守り育て、地域住民や観光客へ多様なレクリエーショ
ンの提供を設置目的としております。これまで事業地
の選定に期間を要しておりましたが、平成15年に宮
古市町村会などで構成する宮古関係７団体から県営公
園の整備要請を受け、宮古都市計画区域マスタープラ
ンや沖縄21世紀ビジョン基本計画などへ整備を位置
づけたところであります。令和２年４月に都市計画決
定をし、同年７月に事業認可を取得しております。引
き続き、宮古圏域の振興発展に資する公園整備に取り
組んでまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、宮古広域公園整備事
業の進捗についての(1)及び(2)、事業内容等と用地
買収状況についてお答えいたします。１の(1)と１の
(2)は関連しますので、一括してお答えします。
　宮古広域公園整備事業の事業費は約78億円を見込
んでおります。令和２年度の事業化以降、令和５年度
末までに約14億円を支出しており、その内容は用地
買収、物件補償、ＰＦＩ導入の検討等となっておりま
す。全体面積約50.2ヘクタールのうち、公有地等を除
く民有地が約33ヘクタールあります。このうち、令
和５年度末までに約1.9ヘクタールを取得しており、
面積ベースの進捗率は約5.8％となっております。
　次に同じく１の(4)、ＰＦＩ法第６条第１項に基づ
く民間提案についてお答えいたします。
　ＰＦＩ法第６条第１項では、民間事業者は、地方公
共団体に対し、具体的な施設等を指定してＰＦＩ事業
の提案をすることができる旨規定されております。令
和５年10月20日に提出された提案は、同法に基づき
民間事業者が任意に提出したものであります。
　県としましては、提出された民間提案について、実
現可能性や妥当性等の評価・検討を行っているところ
であります。
　次に同じく１の(5)、事業スケジュール、供用開始
時期についてお答えいたします。
　宮古広域公園は、現在、用地取得及び物件補償を進
めているとともに、施設の整備運営に民間資金等を活
用する事業手法の検討を進めております。供用開始時
期については、現時点では明確にお答えすることは困
難でありますが、段階的に整備を行うなど早期の供用

に向けて取り組んでまいります。
　次に同じく１の(6)、宮古広域公園の遊具広場の設
置についてお答えいたします。
　平成29年２月に策定した基本計画では、公園の北
西側と南東側にそれぞれ１か所、合計２か所の遊具広
場を設置することとしています。これら遊具広場は、
子どもの遊び空間の充実を図るため、北西側の広場に
大型遊具等を設けるとともに南東側の広場には小型遊
具等を設けることを計画しております。
　次に２、下地島空港及び周辺用地の利活用事業の進
捗についての(1)、利活用事業の目的についてお答え
いたします。
　下地島空港は、民間航空機パイロットの訓練飛行場
として運用を行っていましたが、主要な民間航空会社
が撤退したことにより空港の利用頻度が減少しており
ました。そこで、3000メートルの滑走路など高度な
空港機能と広大な周辺公有地を民間事業者のノウハウ
等に基づき有効活用を図ることで、宮古圏域の経済・
社会の発展や沖縄県における新たな事業・産業の創
出、育成等を目指すこととしております。
　次に同じく２の(2)、第３期事業の進捗状況につい
てお答えいたします。
　令和３年度に第３期事業提案を公募し、令和４年３
月に７つの利活用候補事業を選定しました。そのうち
三菱地所株式会社が実施する旅客ターミナルのネッ
ト・ゼロカーボン化事業については、令和５年９月に
基本合意書を締結し、現在、同社において整備に着手
しております。他の利活用事業についても、事業者と
協議を進めてまいりましたが、事業実施の条件協議が
整わなかったことから、候補事業者から辞退届が提出
され、選定の取消しを行っております。
　次に同じく２の(3)、利活用事業者選定の審査の観
点についてお答えいたします。
　利活用の候補事業者の審査・選定の基本的な考え方
は、空港施設及び周辺用地を活用し、実現性、持続性
が高く、地域の活性化につながることができる提案を
候補事業として選定することとしております。選定に
当たっては、有識者等から成る下地島空港及び周辺用
地の利活用促進事業検討委員会の指導助言を踏まえ
て、県において審査を実施し選定しております。
　次に同じく２の(4)、今後の事業スケジュールにつ
いてお答えいたします。
　第３期の利活用候補事業者との協議が全て終了した
ことから、今後は早期の利活用が図られるよう第４期
の利活用事業の公募に向けて取り組んでいくこととし
ております。新たな事業公募に関するスケジュールに
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つきましては、これまでの課題等を踏まえ検討してい
きたいと考えております。
　次に同じく２の(5)、耕作地明渡しの方針等につい
てお答えいたします。
　県有地の無償耕作者に対しては、令和５年８月に
行った下地島空港周辺用地の利活用に係る説明会にお
いて、令和７年３月末での県有地の明渡しを求めてい
るところであります。しかしながら、現時点で第３期
の利活用事業による土地の使用の可能性がなくなった
ことから、明渡し時期については、新たな事業の公募
も踏まえ再度検討することとしております。引き続
き、宮古島市と連携して説明会等を開催し、利活用事
業や県有地の明渡しについて丁寧に説明し、理解を求
めてまいります。
　次に３、我が会派の代表質問との関連についての
(1)、事故関係者に対する知事の思い及び管理体制に
ついてお答えいたします。
　名護市の安和桟橋付近において、抗議活動中の市民
と警備員がダンプトラックに巻き込まれる事故が発生
したことについては極めて遺憾であります。お亡くな
りになった警備員の方に対し謹んで哀悼の意を表しま
すとともに、重症を負った方に対し、一日も早い回復
を心から祈っております。
　事故原因については、現在、県警において検証中で
あると認識しており、状況等に注視してまいります。
県は道路管理者として、道路法に基づき適切に維持、
修繕等の管理を行っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、我が会派の代表質問
との関連についての中の(2)、優良県産ブランド和子
牛生産支援事業の支援金の早急な支払いについてお答
えいたします。
　優良県産ブランド和子牛生産支援事業では、国が実
施する優良繁殖雌牛更新加速化事業の奨励金に対し、
上乗せ補助を行うこととしております。国の事業では
優良繁殖雌牛を令和６年12月末まで飼養することが
交付要件となっており、事業実施期間中の概算払いは
困難であります。一方で、子牛価格下落等により畜産
農家は厳しい経営状況にあると認識しております。そ
のため県では、奨励金の早期交付に向け、生産者・関
係団体と連携し、取組主体である畜産クラスター協議
会に対し申請書類作成等の指導助言を行ってまいりま
す。
　同じく３の(3)、肉用牛経営緊急サポート体制の取

組についてお答えいたします。
　県は、肉用牛農家への支援体制強化を図るため、相
談窓口を各家畜保健衛生所に設置し、市町村、ＪＡ等
と連携して、肉用牛農家からの相談対応に取り組んで
おります。また、地域内で対応が難しい相談について
は、畜産振興公社を窓口とした広域サポートチームと
連携することで、より専門的な支援を行うこととして
おります。県では、巡回指導時に積極的に肉用牛農家
との意見交換を行いながら個別農家の課題を把握し、
サポートチームで連携して、課題解決に向け、きめ細
やかな対応を行ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、我が会派の代表質問との関
連についての中の(4)、中高一貫教育校の宮古への設
置についてお答えいたします。
　本県における大学進学に特化した併設型中高一貫教
育校については、難関大学進学等への対応を図ること
を目的としており、これまで高い実績を上げている開
邦高校及び球陽高校に設置してきたところでありま
す。今後の中高一貫教育の推進については、本県の難
関大学進学等の状況や当該地域の児童生徒数、中学校
への影響等を踏まえ、長期的な観点から検討する必要
があると考えております。
　同じく(5)、教員候補者選考試験の離島開催につい
てお答えいたします。
　教員候補者選考試験においては、30種類以上の試
験区分やリスニング試験等の環境を同一にそろえる必
要があることから、公正・公平を期すため、校種・教
科ごとに那覇市内の県立学校２会場で実施していると
ころです。離島での試験実施については、一部地域に
台風が来襲した場合、同じ問題を使用する全ての会場
の試験を延期することとなり、受験者全体に大きな影
響があることから可能な限り試験会場を集約する必要
があります。
　県教育委員会としましては、今後とも本島での実施
について、受験者の理解を得ながら取り組んでまいり
たいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　議長、休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時５分休憩
　　　午前11時５分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
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○新里　匠 議員　１(1)ですが、当該地域で宿泊施設
が解体されましたが、その内容を伺います。先ほど用
地買収の話が出ました―用地買収でなく、物件買収
ですね。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時５分休憩
　　　午前11時７分再開
○中川　京貴 議員　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。お待
たせしまして失礼いたしました。
　まず用地の取得が令和５年度末で面積ベースで
5.8％進捗しているということと、筆数ベースでは同
じく令和５年度末で8.2％進捗しているという、今現
在そういう状況でございます。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時７分休憩
　　　午前11時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏  土木建築部長　大変失礼をいたしまし
た。
　令和３年10月に用地補償契約を行ったものがござ
いまして、その案件につきましては、用地買収費が約
9900万円、補償費が約６億1500万円となっていると
ころでございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　同じく(1)の関連なんですけれど
も、この物件はいつ建てられて、いつ解体されました
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　本物件につきましては、
令和２年４月の都市計画決定前の平成30年に建築確
認され、令和元年12月に建築工事が完了した物件で
あるということでございます。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　令和３年10月に契約を行っておりますが、解体を
いつしたかについては、大変申し訳ありませんが手元
に資料がございません。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。

　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏  土木建築部長　大変失礼をいたしまし
た。
　令和３年10月に契約を行い、令和４年12月に補償
費の支払いを行っております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　これ、できてから４年で解体をし
ていますね。これ都市計画決定があったので、ここに
あってはいけないので解体をしたということでありま
すけれども、そうなった理由をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　令和２年４月に都市計画
決定を行っておりまして、その前の平成30年に建築
確認が終了し、令和元年12月に当該建築物の建築工
事が完了した物件であるというところでございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　なので、これはこの４年間にこう
いうことが起こっているんですよ。
　それで、同じ沖縄県の土木建築部内の話なんですよ
ね。それに６億1500万円も出ているでしょう。これ
は問題だと思って、なぜこういうことが起きたのかと
聞いています。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該建築物は、都市計画
決定前の平成30年に建築確認が終了し、令和元年12
月に建築工事が完了している物件でございます。都市
計画決定は令和２年４月ということでございますの
で、補償を行ったところでございます。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時14分休憩
　　　午前11時15分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えいたします。
　補償の対応については、令和２年４月の都市計画決
定を１つの基準として検討しておりまして、当該物件
については、繰り返しになりますが、平成30年に建
築確認が完了し、令和元年12月に工事が完了してお
りましたので、都市計画決定の令和２年４月以前に建
築が完了しているということで物件補償を行ったもの
でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　じゃあ、沖縄県はこの予算執行は
正しいと思っているんですね。
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○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　関係法令に照らして適切
であるという認識でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　これ大変な答弁ですよ、部長。連
携さえしていれば、この６億1500万円はほかに使え
たんですよ。これちゃんと認識しないといけないと思
いますよ。
　続いて、先ほどと一緒で、１、宮古広域公園整備事
業の進捗についての(3)をまず初めに聞きます。
　先ほどの答弁で、美しい海辺の景色を育て、レクリ
エーション施設を備えるというところでありましたけ
れども、ちょっと抜けているところがあって、これは
県内圏域で唯一広域公園が未整備となっている宮古地
区でレクリエーション需要に対応する公園を整備する
ものと思っているんですけれども、いかがですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　宮古広域公園につきまし
ては、県内で宮古圏域にのみ広域公園がなかったとい
う状況がございまして、その必要性についてはかねて
から認識をしていたところでございます。
　これまで事業地の選定に期間を要していたというと
ころから計画決定まで遅れたところでございますが、
その後はこの広域公園の設置目的に沿いまして整備を
進めてまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　部長、同じく１の(4)についてです
けれども、これ当初Ｐａｒｋ―ＰＦＩの導入だったか
なと思うんですけれども、これ現在もＰａｒｋ―ＰＦ
Ｉの事業ですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　失礼いたしました。
　ＰＦＩ事業の導入につきましては、平成31年から
検討をしておりまして、現在導入について検討してい
るという状況でございます。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩

　　　午前11時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　議員御発言のとおり、ど
ちらの事業とするかについては、現在まだ未定という
状況でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　続いての質問に行くんですけれど
も、同じく１の(5)なんですが、このスケジュールに
ついて。
　明確に言えないと、段階的にやっていきますという
のはあったんですけれども、この事業は、たしか官報
に2020年の４月に載っていて、事業執行期間が令和
２年７月22日から令和16年３月31日となっているん
ですよ。それで、この４月には、令和３年から令和８
年まで、エントランスゾーンや観光・レクリエーショ
ン、海辺の森保全・活動ゾーンを公園西側に設置する
としていたが、この計画はいつ変更されたんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　都市計画法に基づきまして事業認可を取得しており
ます。その事業認可期間が、今議員御発言にありまし
た令和２年度から令和15年度ということで、都市計
画法の事業認可は受けているところではございます。
　ただし、現時点につきましては、施設の運営に民間
資金を活用する手法について検討を進めているなどの
理由で、現時点では供用開始時期につきましては、明
確にお答えすることは困難であるという状況でござい
ます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　官報で告示された事業の執行期間
というのは変更できるのですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　都市計画法で得た事業認可期間についてでございま
すが、事業の進捗を見ながら延長は可能となっており
ます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　先ほど土地の取得率がありました
ね。5.8％ということで、これいつまで用地取得をや
るんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　用地取得につきましては
現在鋭意取り組んでいるところでございます。可能な
限り早期に用地取得が完了するように取り組んでまい
りたいと考えております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
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○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時22分休憩
　　　午前11時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　供用開始時期等について
は、現時点で明確にお答えすることは困難な状況でご
ざいますが、引き続き地元と連携しまして早期の用地
買収に向けて取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　もう少し早くなるように頑張って
もらわないと。新聞で2020年に出たので、宮古の人
はもうすぐ始まると思っていますよ。ぜひお願いをし
たいと思います。
　関連して１の(6)、沖縄県立の遊具広場の設置につ
いてでありますけれども、沖縄県で唯一県立公園がな
いということでほかの県立公園を調べてみたんですけ
れども、全部大型遊具があるんですよね。宮古の子ど
もは大型遊具で遊んだことがないんですよ。けなげに
滑り台が２つ３つのところで喜んで遊んでいるんです
よ。この状況をちょっと変えないといけないなと思っ
ているんですけれども、離島格差を遊ぶ環境にまで及
ばせてはならないと思いますよ。早急に造るべきだと
思いますけれども、見解を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　遊具広場につきまして
は、先行して整備する必要があるという意見について
賜っております。この件につきましては、関係機関、
また地元と意見交換をしながら、どのような形で先行
整備ができるのかというところについて、検討して取
り組んでまいります。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　知事に聞きます。この答弁では、
いつ造れるか分かりません。今の子どもたちが大人に
なるまでにも多分できないかもしれない。なので、で
きないんだったら、宮古にある遊具がない公園に遊具
を整備する補助を出してもらえませんか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　宮古広域公園の早期整備につきましては、地元と連
携しながら取り組んでまいります。議員御発言の提案
内容につきましても、その提案を含めまして、地元と
調整してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　知事、再度答弁をお願いしたいん

ですけれども、宮古の子どもたちもたくさん思い切っ
て楽しく遊べるように遊具を設置していただきたいと
思うんですけれども、見解をお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー  知事　宮古広域公園の整備について
は、先ほど来土木建築部長から答弁をさせていただい
ております。平成15年、宮古市町村会などで構成す
る関係７団体から要請を受け、県営公園の整備につい
て現在取り組んでおります。その供用開始は、今土地
の取得等の整備状況も踏まえてまだ明確にお答えする
ことができませんが、できる限り子どもたちの健やか
な成長に資するための遊具広場なども整備をして、早
期に開園できるよう、開設できるよう努めてまいりた
いと思います。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時25分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　様々な御意見があるということ
も承知で承っておきたいと思います。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　離島の子どもたちも捨てられてい
ますね、これは。ＰＦＩ、民間でやるからうまくいく
ということでやっているのに、それがあるから遅く
なっているってちょっと分からないですよ、僕は。
　次行きます。
　２、下地島空港及び周辺用地の利活用事業の進捗に
ついてお伺いをいたします。
　(1)の事業目的の再質問で、ＰＦＩ事業にしたのは
なぜですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時27分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　利活用事業につきましては、公募をして事業者の主
体で行っているところでございまして、ＰＦＩという
手法を用いているわけではございません。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　２の(2)、下地島の第３期の事業進
捗の件なんですが、７件中６件が辞退したということ
であります。辞退理由を教えてください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　第１期の利活用では１事
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業者、第２期では４事業者、第３期では６事業者が辞
退となっております。辞退理由につきましては、企業
情報に関わる内容のため、具体的な答弁は控えさせて
いただきます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　次行きます。関連して。
　空港及び航空関連ゾーン、観光リゾート・コミュニ
ティゾーンについてなんですけれども、令和５年９月
議会の島尻忠明議員の質問で、上水についての課題を
認識しているが、具体的な調整段階までは上がってい
ないとの答弁がありました。本日までにその調整はな
されたかお伺いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　事業者との協議につきましては、これまで随時事業
者と進めてきたところでございますが、最終的には条
件協議が調わなかったというところから候補事業者か
ら辞退届が提出されたものでございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　もう一つ質問をいたします、関連
して。
　上水以外に課題がもう一つあると思われるんですけ
れども、景観条例についてですが、これは宮古島市と
調整されましたか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大変失礼いたしました。
　これまでの課題につきましては、水の供給、環境・
景観への配慮などもございましたが、これらの課題解
決につきましては、宮古島市と協議を重ねながら解決
に向けて調整をしてきたところでございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　この協議の中でどういった課題が
出ましたか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時31分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　失礼いたしました。
　景観に関しましては、高さなどの課題があり、その
点についての協議をしていたというところでございま
す。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　次の質問ですけれども、２の下地
島空港関連、同じく再質問です。
　利活用候補事業の選定から利活用事業者の決定の前
の工程である利活用計画の策定に向けて、県と利活用
事業候補事業者が行うべきこととして、沖縄県は事業
実施環境の整備に向けた取組―各提案の相互調整、
土地利用基本計画の見直し、制度改正等々。利活用候
補事業者の提案者は、県への提案事項の説明、県から
の質問や提案等への対応というのが書いてあるんです
けれども、先ほどの質問で、この水の問題、随時やっ
てきて調わなかったから事業者が辞退したという答弁
があったんですけれども、この答弁で当たっています
か。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事業者が事業を辞退した
その理由という御質問かと認識しておりますが、今、
水その他景観等含めて、事業の実施性、実現性、継続
性等に問題があるという認識で辞退がなされたという
認識でございます。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時35分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　水ですとか景観などの課題については、事業者が主
体的に解決すべきものということで、事業者と調整を
し、またその課題解決に当たっては、県も一緒に協議
しながら取り組むということにしておりましたが、そ
の点について実現性が見られないということから辞退
に至ったという認識でございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　いやいや違いますよ。宮古島市と
協議するのは事業者じゃなくて沖縄県と書いているん
で、これは大丈夫ですかと聞いているのに、これは民
間がやると言って答弁したらちょっとおかしいです
よ。このホームページに書いているのは全部うそとい
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うことになりますよ。
　また再質問したいんですけれども、この２期の事業
候補予定者の辞退が３件中２件、３期の事業候補予定
者の辞退が７件中６件、１期においても１件辞退。僕
はこれもう事業者だけの問題と思えないんで聞いてい
るんですね。ここについてどう思いますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　これまで辞退が多く出て
いるというところは１つ課題として認識しているとこ
ろでございます。これまでの状況を踏まえまして、今
期以降の利活用事業については取り組んでまいりたい
と考えております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　２の(3)について再質問をします。
　答弁で、検討委員会の助言を得て県で決めていると
いうことを言われましたね。この３次募集の概要によ
ると―この結果も含めての概要版だったんですけれ
ども、これ学識経験者や地元宮古島市等で構成される
下地島空港及び周辺用地の利活用促進事業検討委員会
の指導助言をいただきながら、事業の実現性、持続
性、地域社会への貢献度等の観点から県と審査を行っ
て決めているんですよね。最終の決定者は沖縄県であ
ります。早期の実現性、持続性、地域への貢献性を認
めたから選ばれているのに、これまで９件も辞退をし
ている。これはもう選考に誤りがあったとしか思えな
いんじゃないですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　周辺用地の利活用促進事
業検討委員会の議論につきましては、事業者からの提
案等を踏まえて適切になされたものというふうに認識
をしております。しかしながら、これまで辞退が多い
という状況でございますので、その点は踏まえなが
ら、今後の利活用事業に取り組んでまいりたいと考え
ております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　もうこれ根本から変えないといけ
ないなと思っていますよ。
　それで２の(4)、スケジュールについてであります
けれども、全て終了したから第４期に進めるという話
がありました。募集は何年度に―今年度中に募集を
開始しますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　４期の募集につきまして
は、これまでの課題を踏まえまして公募してまいりた
いと考えておりますが、今年度中に実施できるかどう
かにつきましては現在検討中でございます。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時39分休憩
　　　午前11時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　関連して、この地区の現在の地目
状況は何ですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時39分休憩
　　　午前11時39分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　利活用周辺地の地目等を
集計した資料が手元にございませんが、現状からいた
しまして、農地等の地目が多いだろうというふうに認
識をしているところでございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　そうです。現況は農地なんですよ
ね。これ県有地が304ヘクタールのうち270ヘクター
ル。これが全て農地ではないんですけれども、ただ農
林水産省と協議をするべき面積を超えていると思うん
ですよ。これ農林水産省と協議をしていますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　農林水産省との協議につ
きましては、現時点では実施をしておりません。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　これ、いまだに農地を―事業や
ると言って募集もしているのに農林水産省と話もしな
いってちょっとおかしくないですか。
　同じく(4)に関連してですけれども、景観条例、上
水、農地転用などだけでも、かなりの時間がかかると
思うんですけれども、沖縄県は事業実施を本当にでき
るんですか。この周辺用地については、県有地が304
ヘクタール、市有地が258ヘクタール、国が２ヘク
タール、私有地が12ヘクタール。沖縄県が半分、そ
のほかで半分持っているんですよ。宮古島市も半分ぐ
らい。これもう宮古島市に売却して、県がやらなけれ
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ばいいんじゃないかと思うんですけども見解をお伺い
します。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　下地島空港の高度な航空
機能と周辺用地の利活用を目指しまして、第４期につ
きましても利活用事業の推進に取り組んでまいりたい
と考えております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　県は50年も放っておいたんです
よ。それが今になってやろうとしても全然、この環境
整備すらされていない。おかしいですよね。
　次の質問に行きます。
　２の(5)、明渡しの状況でありますけれども、令和
７年３月に延ばされたけれども、今もう３期事業もな
くなった、４期事業もいつやるか分からないので、こ
の来年の３月はもう延びることになると理解してよろ
しいですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現時点、令和５年８月に
行った説明会におきましては、令和７年３月末での明
渡しを求めたというところでございます。しかしなが
ら、現時点で第３期の利活用事業による土地の使用の
可能性がなくなったことから、明渡し時期につきまし
ては、新たな事業の公募も踏まえ再度検討することと
しております。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　じゃあ、今の状況では無期限です
ね、決まるまで。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　明渡しの時期につきまし
ては、繰り返しになりますが、新たな事業の公募も踏
まえ再度検討したいと考えているところでございま
す。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　最後、再度伺います。
　約半分の土地を沖縄県が持つよりも同じ程度の面積
を持っている宮古島市に売却をするべきだと思うんで
すけれども、売却できない理由をお聞かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどもお答えをいたし
ましたが、高度な空港機能の利用と周辺用地の利活用
に向けまして、周辺用地の利活用に取り組んでいると
ころでございまして、引き続き第４期の事業募集等に
向けて取り組んでまいりたいと考えているところでご
ざいます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。

○新里　匠 議員　部長、知事、これはもう待ったな
しですよ。一生懸命、周辺環境整備も含めてやってい
ただきたいと思っております。
　次に３、我が会派の代表質問との関連についての
島袋大議員の質問１の(2)についてでありますけれど
も、思いとしては大変遺憾だというような話がありま
したけれども、再度質問しますが、知事はこの県の管
理体制、これまで言われてきたんですけれども、それ
についてどのような評価をしていらっしゃいますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　当該事故の箇所に隣接し
ている道路は、県管理の国道449号でございます。県
管理道路でございまして、県は道路法に基づきまして
適切に維持管理等を行ってきたところでございます。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時45分休憩
　　　午前11時45分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　部長、これ人が死んでいるんです
よ。それで適切に管理をしていた。北部土木事務所は
琉球セメントから何回もガードレールの設置を言われ
ているじゃないですか。言われている中で設置してい
なくて人が死んだ。これ適切な管理と言えますか。も
う一回答弁お願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　事業者からガードレール
等の設置等の求めがありました。その箇所は歩道上で
ございまして、その設置は歩行者の通行を妨げ、歩道
本来の目的を阻害するものとして、道路管理者といた
しましては設置は適切ではないと考えたところでござ
います。この点も含めまして、道路法に基づき適切に
管理をしていたというふうに考えているところでござ
います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　管理については、土木建築部長
から答弁をさせていただいております。
　なお、死亡事故が起こったことに関しましては、非
常に管理者としての責任、遺憾に思っておりますが、
事故原因については、現在警察において検証中である
と認識しております。状況等も注視し、今後の管理状
況についても、また検討してまいりたいというように
思います。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　先ほど思いを聞きました。極めて
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遺憾だという話がありました。だけれども、運転手さ
んについては何も言及はなかったですね。事故に巻き
込まれて人生台なしなんですよ。これについても答弁
するべきじゃないですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　繰り返して大変申し訳ありませ
ん。現在、事故原因については県警において検証中で
あるということで、状況等に注視してまいりたいと思
います。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　では、質問を変えます。
　知事、今回の抗議のために事故現場にいる方々は仲
間ですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　恐らくは県民の皆様であると認
識をしております。
○新里　匠 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時47分休憩
　　　午前11時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　どのような方々を仲間というよ
うに定義するかということについては、意見がたくさ
んあると思いますが、それぞれのお考えに立ってその
ように行動されているというように思料いたします。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　この方々は、一生懸命向こうで活
動していらっしゃるんですよ。
　では聞きます。
　防護柵は何のために設置しますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　防護柵につきましては、
防護柵設置要綱というものがございまして、転落防止
等の目的で設置をするものでございます。
○中川京貴 議長　新里　匠議員。
○新里　匠 議員　これ、車道用も歩道用も人を守る
ためのものだと僕は認識をしております。なので、我
が会派の議員たちが言った、これは設置するべきだと
いうようなことは、もう県民のほとんどが納得すると
思っております。かたくなに設置を拒むのはなぜです
か。責任回避ですか、伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　今回のガードパイプ等の
設置につきましては、歩行者の通常の進行を阻害する
ということから設置は適切ではないというふうに判断
をしたところでございます。

○新里　匠 議員　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
　　　〔大浜一郎　議員登壇〕
○大浜　一郎 議員　ケーラネーラ　クヨーム　ナー
ラ。
　無投票で当選をしてしまいました大浜一郎です。次
呂久県議と一緒でございます。頑張ってまいります。
　それでは、通告に従って一般質問をさせていただき
たいと思います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、令和７年度沖縄振興予算概算要求へ向けた知
事の重点的取組について。
　(2)、離島振興課題への取組について。
　ア、離島住民の声である離島間物流費軽減、住宅不
足対策、住民移動コスト軽減等の諸課題把握と解決へ
向けた知事の具体的な取組について。
　イ、離島課題把握に必要な先島地域の県出先機関の
機能強化と人員体制の取組について。
　(3)、尖閣諸島海域で連日圧力を強める中国海警の
実態への知事の認識、対応について。
　(4)、特定利用空港・港湾指定によるインフラ整備
を求める離島自治体からの要望について。
　(5)、住民保護に係る先島諸島５市町村の九州避難
先各県への知事の対応について。
　(6)、県独自の地域外交施策における知事の政治観
と近隣諸国への情勢認識について。
　(7)、市町村負担のない知事公約の給食費無償化を
求める自治体の要望への対応について。
　２、八重山地域の課題についてお伺いします。
　(1)、ゴルフ場を含むリゾート施設建設計画におい
て遅滞している県の許認可について。
　(2)、八重山地域の充実した医療体制整備につい
て。
　ア、現暫定ヘリポート恒久化と、それによって生じ
る高さ制限区域内に職員宿舎建設を提案する県と石垣
市の調整内容について。
　イ、旧八重山病院跡地へ民間病院移設を求める地域
の強い要望への対応について。
　(3)、和牛繁殖農家への充実した支援内容及び農家
借入債務のリスケジュールの支援対策について。
　(4)、石垣島製糖工場の深刻な老朽化による建て替
え等の具体的なスケジュールについて。
　(5)、竹富町港湾浮き桟橋の老朽化、駐車場拡張、
荷さばき場等整備への対処について。
　(6)、竹富町広域避難所に指定されている学校施設
の深刻な老朽化への早急な対策について。
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　(7)、与那国町祖納港の整備拡張について。
　ア、１万トン級の船舶が着岸できる整備拡張の可能
性について。
　イ、与那国空港に近い祖納港の海抜42.5メートルの
高さ制限により、大型船舶の装備等が整備拡張へ支障
があるのかをお伺いします。
　(8)、与那国島の農業再興は喫緊の課題であり、県
の具体的な対処施策の進捗状況についてお伺いしま
す。
　３、我が会派の代表質問との関連について。
　島袋大議員の１、知事の政治姿勢について(2)、名
護市安和における車両死傷事故について。
　これまでの答弁から知事の県民を守る姿勢が全く見
えてないことについて、知事に再度、対処姿勢を問い
ます。
　以上です。
○中川京貴 議長　ただいまの大浜一郎議員の質問及
び質疑に対する答弁は時間の都合もありますので、午
後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午後１時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　午前の大浜一郎議員の質問及び質疑に対する答弁を
願います。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　大浜一郎議員の御質問にお答え
いたします。
　我が会派の代表質問との関連について、事故関係者
に対する知事の考え及び管理体制についてお答えいた
します。
　名護市の安和桟橋付近において、抗議活動中の市民
と警備員がダンプトラックに巻き込まれる事故が発生
したことについては極めて遺憾であります。お亡くな
りになった警備員の方に対し、謹んで哀悼の意を表し
ますとともに、重傷を負った方に対しては一日も早い
回復を心から祈っております。
　事故原因につきましては、現在、県警において検証
中であると認識しており、状況等におきましては注視
をしてまいりたいと思います。
　県は道路管理者として、道路法に基づき適切に維
持、修繕等の管理を行っておりますが、今後の管理に
関しましては事故の詳細等の確認を含め検討してまい
ります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ

せていただきます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　１、知事の政治姿勢について
の(1)、令和７年度沖縄振興予算に係る要請について
お答えします。
　令和７年度沖縄振興予算に係る要請に向けては、こ
れまで41市町村の首長と意見交換を行うとともに、
内閣府とも意見交換を行っております。また、７月２
日には、沖縄担当大臣宛てに沖縄振興一括交付金の増
額要請を行ったところです。
　県としましては、沖縄振興一括交付金を含む沖縄振
興予算の所要額の確保は、全市町村の意向を踏まえた
県及び市町村の切実な要望であることから、国の概算
要求基準の上限額で要求するよう、知事を先頭に沖縄
担当大臣をはじめ関係要路に要請していきたいと考え
ております。
　同じく１の(2)のイ、先島地域出先機関の機能強化
等についてお答えします。
　宮古・八重山地域においては、本庁各部が担う施策
分野に応じ、事業の迅速かつ的確な執行を確保する効
率重視の組織体制として、本庁各部直結の個別出先機
関である各事務所及び保健所等を設置しております。
これにより、本庁と事務所間の連絡調整機能が発揮さ
れ、事務または事業の優先度等に応じた円滑かつ適切
な業務執行が図られているものと考えております。出
先機関の機能及び人員体制については、部等からの要
望を踏まえ、現状組織の効果や課題、新たな行政ニー
ズの状況などを整理しつつ、検討してまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の中の(2)のア、離島における諸課題の把握と具体的
な取組についてお答えいたします。
　県では、離島における諸課題に対応するため、離島
振興計画等に基づき離島住民の交通・生活コストの負
担軽減等の諸施策に取り組んでおります。一方、離島
地域においては、市場規模の不経済性、高コスト構造
など、条件不利性に起因する多くの課題が残されてお
ります。
　そのため、県としては、沖縄振興特別措置法施行後
５年以内の見直しに向けて、離島振興に係る取組の実
績や社会経済情勢の変化、離島市町村の意見等を踏ま
え、課題の把握に取り組むとともに、離島が抱える課
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題等について必要に応じ制度提言を行うなど、離島の
方々が安心して暮らし続けることができるよう全力で
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(3)、中国海警の実態と対応についてお答え
いたします。
　海上保安庁によると、中国海警船の尖閣諸島接近状
況について、令和６年１月から６月は、領海侵入が
23日で前年より３日の増加、接続水域入域が182日
で前年より７日の増加となっております。また、同庁
によると、同海域では、海警船がほぼ毎日確認され、
領海侵入も繰り返されており、海警船の大型化、武装
化、増強も進んでいるとされております。一方、昨年
３月、当時の第十一管区海上保安本部長は、記者会見
において、尖閣諸島周辺の情勢について現場の肌感覚
としてエスカレートしていると感じる現象はなかった
と述べております。
　県としては、尖閣諸島をめぐる問題がエスカレート
し、不測の事態が生ずることは決してあってはならな
いと考えております。このため、機会あるごとに日本
政府に対して、同海域における安全確保や冷静かつ平
和的な外交によって、中国との関係改善を図ることを
要請しております。
　同じく１(5)、避難先各県への知事の対応について
お答えいたします。
　知事は、昨年10月の九州地方知事会において、官
房長官の要請を受けた沖縄県からの避難住民に係る
受入れ検討に関して、九州各県知事と直接意見交換を
行っております。また、去る６月３日に行われた九州
地方知事会では、九州・山口各県において、先島諸島
の住民避難の受入れ検討に積極的に取り組んでいく旨
が表明され、池田副知事からは、各県知事に対しお礼
を申し上げるとともに、沖縄県の取組や地元の意見を
紹介したところです。九州地方知事会以後、事務レベ
ルで、受入れ検討の基礎情報のやり取りやオンライン
会議を行っており、７月下旬には対面による関係者会
議が予定されているなど、関係機関が連携し、具体的
な調整を進めているところです。
　同じく１(6)、地域外交及び近隣諸国の情勢につい
てお答えいたします。
　近年の沖縄県を取り巻くアジア太平洋地域の情勢
は、軍事的な安全保障面での緊張関係と経済面での緊
密な結びつきが併存するなど、戦後最も複雑な状況に

あると認識しております。
　県としましては、アジア太平洋地域の平和と安定を
図り、県の持続的発展を果たすためには、平和的な外
交・対話により緊張緩和と信頼醸成を図ることが重要
であると考えております。
　次に２、八重山地域の課題についての中の(2)の
ア、現暫定ヘリポートに関する県と石垣市の調整内容
についてお答えいたします。
　県では、県立八重山病院、石垣市及び関係者から上
げられてきた意見等を勘案しながら様々な案を検討し
ているところであります。地上型ヘリポート及びその
緩衝地帯の隣接地に職員宿舎を建設する案について
は、その中のアイデアの一つとして池田副知事から石
垣市長へ相談したものであります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　１、知事の政治姿勢につ
いての(4)、特定利用空港・港湾の整備についてお答
えいたします。
　政府の説明によると、特定利用空港・港湾とは、民
間との共用を前提に、自衛隊等が利用できるよう、整
備または既存事業の促進を図り、併せてインフラ管理
者との間で円滑な利用に関する枠組みを設ける施設と
のことでありました。現時点において、軍事目標等を
規定するジュネーブ条約との関係や米軍の利用、整備
後の運用など、不明な点が残されていることから、引
き続き国に対し確認を行うなど適切に対応してまいり
たいと考えております。
　次に２、八重山地域の課題についての(1)のうち、
ゴルフ場建設に係る開発許可申請の進捗状況について
お答えいたします。
　都市計画法に基づく開発許可申請は、同法第33条
に定める開発許可の基準等に適合していることが求め
られております。本開発許可申請につきましても、同
法に基づく許可基準等の適合性について、適正に審査
を行っているところであります。
　次に同じく２の(5)、竹富町港湾施設の老朽化等に
ついてお答えいたします。 
　県管理の港湾施設については、５年ごとに行う定期
点検や１年点検等を実施し、劣化状況の把握に努めて
おります。これらの点検診断結果に基づき、限られた
予算の中、優先順位をつけ市町村と連携しながら修繕
等を行うなど老朽化対策に取り組んでおり、今年度
は、小浜港、竹富東港で工事を予定しております。そ
の他の修繕等については、竹富町と意見交換を行いな
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がら、必要な予算の確保に努め、早急に対応したいと
考えております。
　次に同じく２の(7)のア、祖納港における整備拡張
の可能性についてお答えいたします。
　港湾整備では、船舶の安全かつ円滑な航行のため、
対象船舶の全長以上の航路幅等を確保する必要があり
ます。このため、祖納港において１万トン級の船舶が
入港するには、水深が深く波浪条件が厳しい沖合に防
波堤を新設する必要があり、多大な整備費用が必要に
なると考えております。
　県としましては、民間需要と効果の観点から、整備
拡張の可能性は低いものと考えております。
　次に同じく２の(7)のイ、祖納港における高さ制限
による整備拡張への支障についてお答えいたします。
　祖納港は与那国空港と近接しており、航空法に基づ
く進入表面の高さ制限を超える船舶が利用する場合、
一定の運用制限が必要になると認識しております。港
湾の技術指針である、港湾の施設の技術上の基準・同
解説に基づいた試算では、１万トン級の船舶の場合、
海上面からの高さは約30メートルとなることを確認
しております。このことから、対象船舶の装備が進入
表面を超える可能性は小さく、整備拡張の制約にはな
らないと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、知事の政治姿勢についての
中の(7)、学校給食費無償化を求める自治体の要望へ
の対応についてお答えいたします。
　市町村からの学校給食費無償化を求める要請につき
ましては、県として重く受け止めております。令和５
年度に行った学校給食実態調査の結果や市町村の意見
を踏まえ、また、持続可能な制度となることを念頭に
検討した結果、給食費無償化に向けた取組の第一歩と
して、教育費の負担が大きい中学生のいる世帯を対象
に、中学３年間の学校給食費の２分の１相当額を県と
して補助していくことといたいしました。今後は市町
村の意見等を踏まえ、詳細な制度設計を行い、令和７
年４月からの実施に向けて取り組んでまいります。
　続きまして２、八重山地域の課題についての中の
(6)、竹富町広域避難所に指定されている学校施設の
老朽化対策についてお答えいたします。
　県教育委員会では、竹富町議会から、老朽化した学
校施設の早期改築とその予算措置を求める要請を７月
３日に受けたところです。学校施設は、児童生徒が１
日の大半を過ごす学習等の場であり、また、地震発生

時は、児童生徒等の人命を守る避難場所となることか
ら、十分な耐震性能を持つ施設として整備することが
重要であります。
　県教育委員会としましては、引き続き同町教育委員
会と連携し、着実な老朽化対策等を支援してまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　２、八重山地域の課題に
ついての中の(1)のうち、ゴルフリゾート建設に係る
許認可についてお答えいたします。
　石垣ゴルフリゾート計画に係る農地転用及び林地開
発の手続につきましては個別案件であり、回答は差し
控えさせていただきますが、法令及び関係通知等に定
められている各基準に照らし、適切に審査しておりま
す。一般的に、農地転用許可の審査に当たっては、周
辺農地の営農条件に支障を来さないか、農地法以外の
関係法令への対応状況等を確認しております。また、
林地開発許可の審査に当たっては、開発に伴う災害の
防止や事業地周辺住民の生活環境の悪化を防止する観
点等を確認しております。
　同じく２の(3)、肉用牛農家への支援についてお答
えいたします。
　飼料価格高騰、子牛競り価格の下落により畜産農家
の経営状況が厳しいことは十分認識しているところで
す。そのため、県では配合飼料購入費の補助拡充、子
牛競り価格下落に対する補助拡充に加え、優良繁殖雌
牛の更新に係る支援について、今議会に補正予算17
億8000万円を計上しております。また、借入資金に
つきましては、制度資金の利子助成事業において、返
済期間の延長を含めた償還猶予等に新たに対応できる
よう取り組んでおります。さらに、県では、肉用牛農
家の様々な相談に対応するため、相談窓口を設置し、
肉用牛経営緊急サポート体制の強化に努めておりま
す。
　同じく２の(4)、石垣島製糖工場の整備についてお
答えいたします。
　石垣島製糖工場につきましては、老朽化対策の必要
性は高いと認識しており、沖縄県分蜜糖製糖工場安定
操業対策検討会議等により、市町村や関係機関と工場
整備に係る方策について検討を重ねているところで
す。一方、製糖工場の整備については、多額の費用を
要することに加え、事業実施主体や費用負担、財源の
確保等が課題となっております。
　県としましては、引き続き早期の工場整備に向け、
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国や市町村、製糖事業者など関係機関と具体的な方策
について協議を進めてまいります。
　同じく２の(8)、与那国町の農業振興に向けた支援
策についてお答えいたします。
　県では、地域農業振興総合指導事業等において、与
那国町を対象に重点支援を行っているところです。令
和５年度は、島ラッキョウとクシティの栽培技術向上
及びパインアップル産地協議会の設立、南帆安地区の
農業基盤整備等に取り組みました。令和６年度は、野
菜類や水稲、畜産の技術指導及び生産組織等のリー
ダー育成、南帆安地区の農業基盤整備等を支援してい
るところであります。
　県としましては、引き続き与那国町や農業団体等と
連携し、農業振興に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　八重山地域の課題につい
て(2)のイ、旧八重山病院跡地への民間病院移設につ
いてお答えします。
　旧県立八重山病院跡地の利活用については、地元の
意向を確認するとともに、関係部局と協議を重ねてい
るところです。
　病院事業局としましては、できる限り早期に地域医
療体制にも配慮した跡地利用の考え方を提示できるよ
う取り組んでまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　ちょっと休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時52分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大浜　一郎 議員　よろしくお願いします。
　２、八重山地域の課題についての(1)、ゴルフ場建
設等々に関しての許認可についてお伺いします。
　課題は絞り込まれていると聞いております。当初の
予定より大幅にスケジュールが遅れているというのは
事実だというふうに思っておりますが、迅速に課題の
処理を行ってほしい。もう相当時間がかかっていま
す。
　そこでお聞きしたいんですけど、新たな指摘事項は
ないというふうに思っているんですが、その辺はどう
なんでしょうか。課題調整の終了間際に新たな問題が
出てきているケースも多々あったわけですから、その
辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。

○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　審査に当たりましては、担当課において常に申請者
と情報共有を行いまして、審査基準等への適合性につ
いて質疑応答を行っている状況でございます。現在適
合性を確認できない一部の箇所について、申請者から
の回答を待っているという状況でございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　お伺いしますけど、令和５年12
月28日付で、国から土地利用転換手続の迅速化に関
する通達があったというふうに思っております。この
内容は把握されていますでしょうか。どのように対応
すべきかも含めてお答えください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御発言の文書でござ
いますが、令和５年12月28日付の文書であるという
ふうに認識をしております。その中で手続の迅速化に
ついてもうたわれておりまして、県といたしまして
は、この文書の内容も踏まえて対応しているところで
ございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　今の答弁のように、国の迅速化
の通達に準ずれば開発許可手続を速やかに行う必要が
あるというふうに思っておりますが、その認識でいい
というふうに私は理解していいか。あと、大まかなス
ケジュール感としてはどういうものなのか、ちょっと
お聞かせください。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　先ほどもお答えいたしま
したが、現在申請者と情報共有を図りながら本課題等
について質疑応答をしているところでございます。先
ほどの文書の趣旨も踏まえて適切に対応してまいりた
いと思います。許可の時期につきましては、明確な答
弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○大浜　一郎 議員　ちょっと休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時54分休憩
　　　午後１時55分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　恐縮でございますが、許
可の時期につきましては答弁を差し控えさせていただ
きます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　それでは(2)、病院の医療体制、
旧八重山病院の跡地の件についてお伺いをいたしま
す。
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　恒久使用ヘリポート建設と職員住宅の建設、民間病
院の移設は個別具体的な調整事項として、やはり石垣
市と協議をしなければ課題の解決にならないのではな
いかと、今までの経緯を見てですね。離島医療の問題
だけに調整事項を複雑化させてはいけないと私は思っ
ているんですよ。ですので、今後、この課題解決に向
けた具体的な取組をもう少し整理整頓されたほうがい
いのかなというふうに思いますけど、その点はどうで
しょうか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えします。
　宿舎建設とヘリポートの建設は、これまで一体的に
議論してきた経緯があることから、両者を分けて考え
ることについては関係機関と検討してまいります。た
だ、いわゆる八重山の医療を守る郡民の会、八重山病
院を造る前から僕もそのメンバーとしてやってきまし
たので、八重山の医療を守るためには、今議員が質問
されているように、民間の医療機関の移設も喫緊の課
題と聞いておりますし、加えて県立病院の宿舎が足り
ないというのも実は大きな問題ですね。両方あります
ので、できるだけ解決できるように頑張っていきたい
と思いますので御理解いただきたいと思います。
　よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほど答弁いたしましたと
おり、まず池田副知事から御提案させていただいたも
のについては、アイデアの一つということで意見交換
をさせていただいたということでございます。また、
現在石垣において様々な課題がございます。それにつ
きましては、それぞれ丁寧に検討を進めて、様々な案
を今検討しているというところでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　これは県と石垣市が最大公約数
をどこに持っていくかということが非常に大事な課題
だというふうに思いますから、どっちも嫌な思いをし
ないような調整をしていただきたいというように思い
ます。局長にこれかかっていますよ。よろしくお願い
します。
　次に(4)、石垣島製糖の老朽化対策の問題ですけ
ど、これはそろそろ出口を見据えた議論に入らないと
ちょっと難しいと思いますよ。私は選挙戦でいろいろ
地域を回って、キビ生産農家で僕に生産をしていいん
だろうかと、増産という意欲はもうないというような
ことを語る方もいらっしゃいました。とっても心配し
ています、この老朽化問題。具体的な整理が今後必要

です。ゆがふ製糖だって取水の問題でもう工場が止ま
りそうだというようなところまで来て、老朽化が大変
な状況になっている。そこはもう具体的な出口を見つ
けるべきだと思いますけど、そこはどうですか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　石垣製糖工場につきましては、老朽化対策等の課題
ですとか操業に関する課題につきまして、沖縄県分密
糖製糖工場安定操業対策検討会議等で市町村ですとか
関係機関と、工場整備に係る方策について現在検討を
重ねているところでございます。一方、製糖工場の整
備につきましては、多額の費用を要することに加え、
事業実施主体ですとか費用負担、財源の確保等が課題
になっておりますので、引き続き早期の工場整備に向
け、また国や市町村、製糖事業者等と関係機関と具体
的な方策について検討を進めてまいりたいと思いま
す。
○大浜　一郎 議員　ちょっと休憩いいですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時59分休憩
　　　午後１時59分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前門尚美 農林水産部長　失礼いたしました。お答
えいたします。
　石垣島製糖工場の整備つきましては、製糖事業者よ
り、整備計画を建て替えから部分更新に見直すことで
事業費が圧縮できると報告を受けているところでござ
います。一方、事業主体ですとか、工場の適正規模な
ど様々な課題があることから、今後の石垣島における
サトウキビの生産の見通しとか、製糖事業者の経営計
画等も精査し検討を重ねる必要があると考えておりま
す。
　県としましては、引き続き早期の工場整備に向け、
石垣市や製糖事業者等と具体的な方策について協議を
進めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　具体的な取組を進めていくこと
が農家の生産意欲にも直結しますから、ぜひよろしく
お願いしたいと思います。
　それから１、知事の政治姿勢についてお伺いをしま
す。
　(1)、令和７年度の沖縄振興予算概算要求に向けた
知事の取組なんですけれども、必要な概算要求を求め
る知事が東京で精力的に動いているということを政府
の関係者は誰も知りませんよ。いまだかつて振興調査
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会の国会議員のメンバーに個別訪問して対応している
ということも実は一度もないと聞いてちょっとびっく
りしました。このような時期に知事はフジロックに行
く余裕があるようですね。多くの職員から嘆きの声も
多く耳にしております。これまでの答弁を聞いても沖
縄を前に進めるんだという気概が知事からは感じられ
ない。知事は今どこを見て仕事をしているんですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄振興予算の獲得に向けて県
庁を挙げて取り組んでいるということは、これまでも
申し上げさせていただいておりますし、この所要額の
確保は市町村にとっても非常に重要な基盤整備への影
響を軽減させるということからも丁寧な説明を行って
おります。なお、せんだって自民党の沖縄振興調査会
の岡田会長にも面談を申し上げたところ、会長からは
体調不良で日程が取れず、その後大変申し訳なかった
ということで、また再度調整をしたいというような連
絡も頂戴しております。引き続き、あらゆる場面でそ
のような要請を続けていきたいというように思いま
す。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　これは個別具体的に対話を、個
別対話を充実させないとなかなか難しい問題です。副
知事が行ったからどうにかなるという話じゃないんで
すよ。これは知事がどういうふうな姿勢で向かってい
るかが全てなんですから。それはしっかりと肝に銘じ
て動いていただきたいなというふうに思います。
　(2)、離島振興課題への取組なんですけれども、私
も選挙期間中に地域との会話を通して、改めて離島の
山積する諸課題に対して思いをはせることがありまし
た。県の出先機関がこの事態を幅広く認識をしている
のか。そして、その解決に向けて本庁の部局とうまく
いっているというような答弁があったけど、密の連絡
体制ができているのか、僕は非常に疑問に思ったんで
すよ。それと、また残念なことに、離島地域への転勤
を望まない職員が結構多くいる。これも聞いている。
これも悲しいことだけど、実際そういうことも聞いて
いる。知事自身が離島振興が重要とおっしゃるなら、
どのような政治姿勢で離島諸課題の解決をしていくの
か、これは真剣にちょっと答えていただけませんか。
知事の政治姿勢として。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　この間、議員をはじめとする離
島選出議員の皆さんにも申し上げておりますし、県勢
の発展は離島の振興発展なくては語れないということ
も重ねて申し上げてきております。離島地域において

は、市場規模の不利性ですとか、あるいは移動コス
ト、物流のコスト等々、様々な課題があるということ
も十分承知をしておりますし、県としては、沖縄振興
特別措置法をはじめとする様々な国の財政的な支援な
ども活用しながら、各業界に向けても、その地域にお
けるなりわいを支えるという意味で、あるいは暮らし
を支えるという意味でもしっかり取り組んでいきたい
というように思います。引き続きしっかり努力をして
まいりたいと思います。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎  議員　今のお話が具現化するように
しっかりと取り組んでいただきたいというように思い
ます。
　(3)、尖閣諸島の問題についてお伺いしますけれど
も、昨日の段階で中国海警の領海侵入、それと接続水
域の航行件数をもう一度お願いします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　令和６年の６月末現在で領
海侵入の延べ日数が23日でございます。接続水域の
入域が延べ日数で182日というふうになっておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　尖閣諸島の海域での連日の高圧
的な状況に、知事のこの無関心な態度というのは私は
残念極まりないんですけど、実はこういうことを聞い
たんですよね。日本にある中国の出先機関から県に対
して細かくいろいろと干渉していることがあると。そ
してまた、県が中国の出先機関に何か問合せをしてい
るようなことも、そんな声も聞こえてきたんですよ。
そんなことが実際にあるんですか。もしそんなことが
影響して、中国の意向に沿った態度を仮に知事がされ
ているのであれば、これは大変な問題だというふうに
思うんですけど、これちょっと事実確認をさせてくだ
さい。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時６分休憩
　　　午後２時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　中国の領事館等と沖縄県に
ついては関係性がございますので、様々な意見交換を
行っております。その中で、中国側の考え方の説明が
あるのと同時に、沖縄県としても日本政府の基本的な
立場を踏まえて、いろいろな台湾との交流等を行って
いるというような説明を行っているということでござ
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います。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　やっぱりあったんだ。誰に会い
なさい、こういうのやめなさい、民進党系に会わない
でください、国民党系に会いなさいとか事細かにいろ
いろと詮索されているようですね。やはりこういった
問題があるから知事は尖閣とかいろんな問題につい
て、そういう忖度したような発言になっているんじゃ
ないんですか。ちょっとこれ問題じゃないですか。今
の答弁で、それが影響していると、そういうふうに思
いますよ。どうですか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　尖閣をめぐる問題については、
これまでも繰り返してきておりますが、問題がエスカ
レートし不測の事態が生ずることはあってはならない
ということで、日中両政府が平和の状況を維持すると
いうことが非常に重要であるということで、日本政府
に対しては同海域における安全確保、冷静かつ平和的
な外交によって中国との関係改善を図る、あるいは平
和の状況を維持するということを常に申し上げている
次第であります。何か忖度をするということはござい
ませんが、私は地域外交は多面的に行う必要があると
いう点から、それぞれの国や地域との円滑な連携に向
けて、日頃から部局を通じてそのような調整をさせて
いただいてございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　やはり非常に大きな疑問が残っ
たと思います。
　知事は、中国に対して、沖縄との友好関係を育むこ
とを阻害する行為を直ちにやめるべきだということま
でも言えないわけですよ。それぐらいは言えるでしょ
う。今の状況から考えて。それも言っちゃ駄目だって
言われているんですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　中国の―先ほども答弁い
たしましたけど、様々な意見交換を行っておりまし
て、沖縄県のほうからは沖縄県の立場、地域外交を進
める上での立場というのを繰り返し説明しているとこ
ろでございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　そういうことであろうというふ
うに思いましたから、ちょっと質問を変えます。
　ちょっと休憩します。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時13分再開

○中川京貴 議長　再開いたします。
○大浜　一郎 議員　八重山地域のことでちょっと聞
きそびれたのがあったので、ごめんなさい、お願いし
ます。
　(3)、この和牛繁殖農家への支援の件と債務の件で
すけど、これは私の提案ですけど、県が畜産支援に関
する基金を創設して各種支援策へ臨機応変に対応する
ことをまずやってみたらどうかと思います。今、農家
は新しい借入れが全くできない状況にあるんですよ。
特に債務返済に関しては、延滞金利の負担が重くのし
かかり過ぎて苦慮する農家がとても多い。債務の利子
負担支援等の施策も新たに検討すべきじゃないか。切
実な思いとしてあるんですけど、どうでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　借入資金につきましては、制度資金の利子助成事業
において返済期間の延長含めた償還猶予等に新たに対
応できるよう取り組んでおります。また、県では令和
６年５月にアンケート調査を実施し、農家の声を把握
しており、資金面での支援に係る要望も多く上がって
おりました。そのため県では７月から各家畜保健衛生
所に相談窓口を設置し、肉用牛経営緊急サポート体制
を強化しております。新たに設置したサポート窓口を
活用し、畜産農家に対し、経営、生産技術、両面のき
め細やかな支援を行ってまいります。また、国の支援
制度も活用しながら、県も一体となって畜産農家の支
援に取り組んでおりますが、本県の実情に即した国の
支援制度の拡充等についても、国に対し要望してまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　次に１、知事の政治姿勢に移り
ます。
　(5)、住民保護に係る先島諸島５市町村の九州への
避難の件です。
　知事は６月３日の九州知事会を欠席して、県議選の
与党候補の応援で演説をしていたということが昨日分
かってとてもショックでした。会議では先島住民の避
難の件も重要な議題に上がっていたわけですよ。受入
れ側である九州の知事の皆さんが何なんだと思うのは
当然だと思いますよ。これは会議に副知事が出たから
いいってもんじゃないですよ。離島住民をないがしろ
にするのも、ちょっといいかげんにしてくれません
か。なぜこんな態度が取れるのか。知事、この離島住
民の命を守るという覚悟が知事の中にあるのか、それ
はどうなのかちょっとお聞きしたいな。
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○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時16分休憩
　　　午後２時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　まず県としましては、国際情勢の厳しさが増し複雑
化していく中、引き続き政府に対し平和的な外交、対
話による緊張緩和と信頼醸成を求めているところで
す。一方で、武力攻撃事態や大規模テロなどの緊急対
処事態はあってはならない非常事態ですが、万が一発
生した場合に備え、住民の生命、身体及び財産を守る
国民保護措置の対処能力の向上を図ることは重要であ
るというふうに考えております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
　　　午後２時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　九州知事会においては、議員御
意見のように、先島諸島の住民避難の受入れ検討に対
して積極的に取り組んでいくということが表明されま
して、池田副知事からも各県知事に対してはお礼を申
し上げたところであります。なお、引き続き７月下旬
には対面による関係者の会議が予定されているなど、
丁寧に確認をしながら会議を進めていく。そしてそこ
に、もちろん離島住民の皆さんの避難の状況などもシ
ミュレーションしながら様々な状況に対処していくと
いうようなことは常に心がけておきたいというように
考えております。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　覚悟を持ってこういう問題には
対処してください。知事同士の話というのは大きいん
ですよ。きっちりと仁義を切りながら、知事としての
役割を果たしてもらいたい。これはもう大きな期待を
持っているし、私はそれを追いかけていきたいと思い
ますよ、知事の行動を。
　ちょっと休憩します。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大浜　一郎 議員　(6)、県独自の地域外交施策に関
する問題ですけど、知事は地域外交の施策を通して近
隣諸国との善意ある交流の促進が目的のはずなんです
よ。しかし、台湾の新総統就任式に際して、県は祝電

を出さなかったんです。実に非礼な対応だと僕は思い
ますよ。誰がそういう判断をしたんですか。これは知
事の地域外交のポリシーから全く外れていませんか。
誰が判断したんですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今年１月の総統選挙後に記者会見での質問にお答え
する形で、知事は民主的な選挙で選ばれた頼清徳氏に
対して祝意を表明しております。その後、祝辞につい
ては特に対応は行っていないんですけれども、ちょう
ど確認したところ、他県、例えば九州各県等でも同じ
ように祝電等の対応は行っていないということは確認
されております。
　以上です。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　沖縄と台湾の関係というのは深
いんじゃないんですか。地域外交の中で今後一番大事
にしなければいけない相手だというように思うんです
よ。そこに各県が出していないから自分のところも出
さなかったからいいでしょう、なんてことは通らない
んじゃないですか。誰が判断したんですか、それを。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
　　　午後２時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど知事公室長からもありま
したけれども、そのような九州各県の状況ですとか、
様々な総合的な形で判断したものであります。
○中川京貴 議長　大浜一郎議員。
○大浜　一郎 議員　これは知事の政治観が問われま
すからね。しっかりそれを自分の中で肝に銘じて、今
後地域外交されてください。
　次に(7)、給食費の無償化なんですけど、教育委員
会の皆さん、この知事答弁は施策の根本的な組立てが
全くできていませんよ。これは全くのやっつけ仕事。
だから自治体が混乱するのはもう仕方がない。教育に
関する重要な案件だから部局だけに任せていてもいけ
ないし、仕事がちょっと雑然過ぎますよ。知事は、そ
の点についてしっかり方向性を出さないといけないと
思うんだけど、その辺どうですか。しっかり答えてく
ださい。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満  教育長　議員御指摘のありましたとお
り、児童生徒の健康の保持・増進、子育て世代の経済
的負担の軽減等、この学校給食費無償化の施策は重要
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な施策であるというふうに考えております。これまで
も御説明を申し上げましたが、持続可能な制度となる
ことを念頭に予算規模、財源等の在り方、実施方法に
ついて検討を重ねてきたところであります。そして、
その結果として、今回の取組方針を決定し発表したと
ころであります。しっかりとこれから市町村に説明を
申し上げながら、令和７年４月の実施に向けて取り組
んでいきたいと考えております。
○大浜　一郎 議員　シカイトゥ　ミーファイユー。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
　　　〔高橋　真　議員登壇〕
○高橋　真 議員　休憩お願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○高橋　真 議員　皆さん、こんにちは。
　質問の前に一言所見と御挨拶を申し上げたいと思い
ます。
　このたび金城勉前県議の後継といたしまして、沖縄
市から選出をされました会派公明党の高橋真でござい
ます。初めての議会、大変に緊張して臨んでおりま
す。これまでの議論を聞いておりますと、ハイレベル
で大人な議論をしている印象を受けております。これ
まで４期14年間、沖縄市議会での経験を生かしまし
て、これからは視野を全県に広げて４年間、先輩議員
の皆様そして執行部、県当局の皆様から御指導を仰ぎ
ながら県民の負託にお応えできるよう、県勢発展のた
めに一生懸命頑張ってまいります。どうぞよろしくお
願いいたします。
　それでは、通告に従って質問をさせていただきま
す。
　１、消防、防災など危機管理政策について。
　この防災・減災を沖縄社会の主流にする抜本的な対
策を私自身の公約に掲げて県議選で訴えさせていただ
いたところであります。大規模地震、津波における避
難受入れ体制の早急な対策を含めて各自治体と連携強
化した取組を後押ししていくことがとても重要だと考
え、以下質問をさせていただきます。
　(1)、能登半島地震を教訓の一つに避難生活に伴う
体調悪化などが要因で亡くなる災害関連死が発生をし
ている。避難所の環境改善が求められており、沖縄県
地域防災計画の見直しを実施して福祉的支援の強化を
検討してはどうかお伺いいたします。
　(2)、福祉避難所について対象人数、充足率、自治
体への支援内容についてお伺いいたします。

　(3)、高齢者や障害者等が避難できる福祉避難所を
県内に増やしていくことについてお伺いいたします。
　(4)、県立特別支援学校の在籍児童等を対象に福祉
子ども避難所に指定するために市町村との連携や学校
側の理解を得る取組について後押しをすることについ
てお伺いをいたします。
　(5)、こちらは公共施設等総合管理計画の観点を含
めまして、施設整備や改修時において県公共施設は避
難所に指定される可能性があり、そのような施設整備
方針を持っているのかお伺いいたします。
　(6)、消防団への装備の改善、自主防災組織や女性
防火クラブ等への必要な支援について県の取組の現状
と支援拡充についてお伺いいたします。
　(7)、消防学校でのドローンの活用についてお伺い
いたします。
　(8)、ＡＥＤの設置方針についてお伺いをいたしま
す。
　２、沖縄県総合運動公園の体育館整備状況につい
て。
　(1)、床の全面改修後にできた段差の原因について
伺います。
　(2)、事業予算について伺います。
　(3)、沖縄県福祉のまちづくり条例に適合している
かお伺いいたします。
　(4)、関係者との意見交換を踏まえた検討について
お伺いいたします。
　３、てんかん拠点病院の現状について。
　(1)、県が指定した意義と診療実績について伺いま
す。
　(2)、難治性てんかん治療薬に大麻由来の医薬品が
使えるようになった背景と本県てんかん診療拠点が果
たす役割と期待される効果について伺います。
　(3)、大麻取締法の改正で今後は食品として摂取す
る場合には特定臨床研究の参画が必要となり、県内の
乱用防止、患者の適正使用の観点からも重要であり、
対象となる患者に周知をしてはどうかお伺いいたしま
す。
　４、我が会派の代表質問との関連についてでありま
す。
　上原章議員が代表質問をした質問の要旨２(7)、お
きなわ♯7119事業について、新規事業として今年度
をめどに各自治体で先行実施されると伺いました。丁
寧な周知が求められるとのことですが、広く県民や各
自治体への周知の在り方についてお伺いいたします。
　以上で、壇上からの質問は終わります。あとは答弁
を聞いて再質問をさせていただきます。
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○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　高橋真議員の御質問にお答えい
たします。
　なお、高橋議員とは同じ地域に住む者として地域の
皆様にも常にお支えをいただいております。お互いに
沖縄県全体の振興発展を目指して共に頑張ってまいり
ましょう。どうぞ、よろしくお願いいたします。
　では、改めてお答えいたします。
　１、消防、防災など危機管理政策についての御質問
の中の(1)、避難所の環境整備についてお答えいたし
ます。
　避難所の環境については、沖縄県地域防災計画にお
いて、設置者である市町村は避難者の健康状態や避難
所の衛生状態の把握など必要な措置を講じるよう努め
ることとしています。去る１月の能登半島地震では、
多くの高齢者の皆さんが避難を余儀なくされたほか、
備蓄物品など避難所のさらなる環境整備が求められま
した。このため国は、本年６月に防災基本計画を修正
し、避難所の開設当初からのパーティション等の設置
や高齢化の進展を踏まえた福祉的な支援の充実など避
難所運営の新たな対応を定めたところであり、都道府
県及び市町村防災会議はそれぞれ防災計画への反映を
検討する必要がございます。
　沖縄県としましても、避難所における生活環境が良
好なものとなるよう、県防災会議を開催して県地域防
災計画の修正を検討するとともに、市町村の計画修正
についても支援をしてまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　１、消防、防災など危機
管理政策についての御質問のうち、１の(2)と１の
(3)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　福祉避難所の対象者は、高齢者、障害者のほか妊産
婦、医療的ケアを必要とする方などのうち、避難所生
活において特別な配慮を要する方とされております。
災害時においては、災害の状況に応じて自宅避難や知
人・親類宅に避難する方のほか、一般避難所に避難す
る方、福祉避難所に避難する方など様々な避難先が想
定されることから、避難先等が記載される個別避難計
画の策定を進めることによって福祉避難所を必要とす
る対象者が明確になってくるものと思料されます。福
祉避難所の収容人数は、令和５年10月１日現在8457

名で、策定済みの個別避難計画の件数は、令和６年４
月１日現在3974件となっております。
　福祉避難所へ避難の必要がある対象者の把握を含め
早期の個別避難計画等の策定が必要となることから、
県におきましては、市町村に対してアドバイザー派
遣、セミナー、担当者会議などを通して引き続き市町
村への支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　１、消防、防災など危機管理政
策についての中の(4)、特別支援学校の福祉避難所指
定についてお答えいたします。
　福祉避難所を含む指定避難所については、市町村が
指定し、管理・運営を行うこととなり、県立学校が指
定避難所となる場合は、市町村と各学校において協定
を締結することとなっております。国の福祉避難所の
確保・運営ガイドラインが令和３年度に改正され、特
別支援学校が在校生等の障害児とその家族が直接避難
できる指定福祉避難所となり得ることから、その内容
について特別支援学校及び市町村教育委員会へ通知し
ているところです。
　県教育委員会としましては、今後とも福祉避難所に
ついての理解が図られるよう、各特別支援学校に対し
て情報の提供を行ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、消防、防災など危機管
理政策についての中の(5)、県公共施設の避難所指定
についてお答えいたします。
　指定避難所については、災害対策基本法及び沖縄県
地域防災計画に基づき、市町村が管理条件や構造条件
等を勘案し定めることとなっております。同計画にお
いては、耐震性のある県立施設の避難所指定に関し、
市町村との調整を推進するよう記載されております。
また、学校については、地域の避難所等の防災拠点と
して機能するため、施設の耐震化及びバリアフリー化
等の必要な対策を講じることや指定避難所としての利
用方法等について教育委員会等の関係者と調整を図る
ことが記載されております。
　同じく１(6)、消防団、自主防災組織等への支援に
ついてお答えいたします。
　県では、消防学校における消防団員への教育訓練の
実施、消防団加入促進等の事業を行う沖縄県消防協会
に対する補助金交付等を実施しております。また、国
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が実施する消防団の装備等に対する補助事業や無償貸
付事業等に関し、市町村がこれらの制度を活用できる
よう助言や指導を行っております。このほか自主防災
組織については、リーダー育成研修、防災気象講演会
の開催、広報誌等を活用した普及啓発に努めており、
女性防火クラブについては、県が事務局を担うととも
に指導者を対象とした火災予防講習等を実施している
ところです。
　県としては、今後も市町村と連携して、消防団の装
備の整備促進や自主防災組織率の向上等に努めてまい
ります。
　同じく１(7)、消防学校でのドローン活用について
お答えいたします。
　沖縄県消防学校では、現在、消防団員に対して、災
害現場の情報収集や要救助者の捜索が可能なドローン
操縦に関する基礎的な知識と技術の習得を目的に教育
訓練を実施しております。一方、消防職員について
は、災害予防、救急処置、幹部教育等、実施すべき項
目が数多くあり、これまでドローンに関する教育訓練
は実施しておりません。今後、消防職員への教育訓練
に関しては、沖縄県消防長会及び消防学校と協議して
まいりたいと考えております。
　次に４、我が会派の代表質問との関連についての中
の(1)、おきなわ♯7119事業の周知方法についてお答
えいたします。
　おきなわ♯7119事業の開始に当たっては、県ホー
ムページや広報誌、ＳＮＳ等県の広報媒体を活用する
ほか、広報ポスター及びチラシを作成し、県内医療機
関や公共施設等へ配布予定であります。また、今後、
市町村広報誌等への掲載を依頼する予定であり、市町
村とも連携して広報活動に取り組んでまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　１、消防、防災など危機管理
政策についての(5)のうち、県公共施設の整備方針に
ついてお答えします。
　沖縄県公共施設等総合管理計画は、公共施設等の全
体状況を把握し、施設の計画的な更新や長寿命化、施
設配置の最適化により財政負担の軽減及び平準化を図
ることを目的として策定しています。本計画には、県
有施設に避難所としての機能を持たせる等の地域防災
の観点は盛り込まれておりません。本計画期間は令和
８年度までとなっており、次期計画を改定する際に
は、各部局への意見照会を行うこととしており、意見
を踏まえ、次期計画に地域防災の観点を反映すること

を検討していきたいと考えています。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　１、消防、防災など
危機管理政策についての(8)、ＡＥＤの設置方針につ
いてお答えします。
　ＡＥＤの設置については、厚生労働省から適正配置
に関するガイドラインが通知されており、同ガイドラ
インでは、公共施設、大規模な商業施設、娯楽施設等
への設置が推奨されております。県においては、ガイ
ドライン等を踏まえ市町村等関係団体に対しＡＥＤ設
置及び管理等について周知しているところでありま
す。
　県としましては、ＡＥＤの設置について今後とも県
有施設への設置や関係団体への普及啓発に努めていき
たいと考えております。
　続きまして３、てんかん拠点病院の現状についての
(1)、指定意義と診療実績についてお答えします。
　県は、平成30年４月、沖縄赤十字病院をてんかん
支援拠点病院として指定し、てんかん患者・家族の治
療及び相談支援、県やてんかん治療を行う医療機関、
患者・家族などを構成員とするてんかん治療医療連携
協議会の開催、医療従事者向け研修会や普及啓発活動
を行っております。同病院のてんかん手術件数は平成
30年11件、令和元年15件、以降10件台で推移し、直
近の令和５年は12件となっております。てんかん外
来診療総数は令和３年2203件、令和４年2365件、令
和５年2147件となっております。
　同じく３の(2)、大麻由来医薬品の施用及びてんか
ん支援拠点病院の役割等についてお答えします。
　従来の大麻取締法では大麻から製造された医薬品の
施用等が禁止されていましたが、国際整合性を図り医
療ニーズに対応する観点から、大麻から製造された医
薬品の施用等を可能とするため令和５年12月に大麻
取締法が改正されたところです。てんかん支援拠点病
院においては、てんかん診療支援コーディネーターを
配置し、専門的な相談支援及び治療をはじめ、関係者
との連携強化や普及啓発等により地域診療連携体制整
備を推進するとともに、大麻成分カンナビジオールの
全国治験への参加などを行っております。
　同じく(3)、大麻取締法改正の周知についてお答え
します。
　大麻取締法改正により、難治性てんかん患者が発作
抑制等のために使用している大麻由来の食品等が規制
される可能性があります。そのため、国が特定臨床研
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究の一環として、大麻由来の食品等を施用するための
研究班の設置を検討していることについては、報道等
で承知しておりますが、詳細について国から提示され
ていない状況です。
　県としましては、引き続き国の動向を注視してまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、沖縄県総合運動公園
の体育館整備状況についての(1)及び(2)、体育館床
の段差と工事費についてお答えいたします。２の(1)
と２の(2)は関連しますので、一括してお答えしま
す。
　体育館床の改修において、木材床の張替え工法と
シート・合板の重ね張り工法について、スポーツ施設
の品質基準、メンテナンス性、経済性等の観点から比
較検討した結果、重ね張り工法を採用しております。
重ね張り工法の採用に伴い、既設床面と段差が生じる
ことから、擦り付け部材を設置しております。また、
体育館床の改修に要した工事費は、約9000万円と
なっております。
　次に同じく２の(3)及び(4)、条例への適合状況と
関係者との意見交換についてお答えいたします。２の
(3)と２の(4)は関連しますので、一括してお答えし
ます。
　沖縄県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに
おいて、車椅子使用者が通行する際に支障のない段差
として、厚さ２センチメートル以下かつ擦り付けを設
けることとされております。体育館床の改修において
は、同条例に適合するように段差の高さを1.5センチ
メートルとするとともに擦り付け部材を設置しており
ます。現在、関係者と意見交換を行っており、より安
全で利用しやすい体育館となるよう対応を検討してい
るところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　ちょっと休憩をお願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時47分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○高橋　真 議員　知事、答弁ありがとうございまし
た。この防災について、しっかりと防災計画を福祉的
視点を基に改正をしていくという方向性が確認できま
した。

　それで再質問をさせていただきたいと考えておりま
す。
　この質問の要旨の１の(2)の部分、(3)と関連をい
たします。
　今、福祉避難所というものは、実際に対象者と比較
をした場合において、足りている状況とは言えないと
私は考えております。なので、沖縄県としては明確に
これをちゃんと増やしていく取組の後押しをすること
が非常に重要であろうと考えておるんですが、その辺
の見解はいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　県としましては、災害時における要避難者の良好な
生活環境等も確保する必要がありますので、各市町村
において要支援者の数や身体の状況に応じた福祉避難
所を適切に配置することが重要であるというふうに考
えております。そのため、議員おっしゃっているよう
に数が少ないんではないかという御指摘も、今数が明
確になっていない段階でも私どももある程度やっぱり
まだ少ないんではないかというふうに感じております
ので、その辺りにつきましては、市町村に対してアド
バイザーを派遣したり、福祉避難所に関するセミナー
を開催したりして、市町村が福祉避難所を設置するこ
とについて積極的に後押しをしていきたいというふう
に考えております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　この際でありますけど、この個別
避難計画をつくるのに大変苦戦しているのが各自治体
の現場の実情じゃないかなと考えております。なの
で、県は支援をするのであれば、具体的な数値目標を
持って、しっかりと自治体と連携して面的な広がりと
いうものもしっかり意識した上でやっていく必要があ
るだろうと思うんですが、実際に今取り組む内容に当
たって方針や計画など存在するものなんでしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　具体的な計画等ということでございますが、面の整
備も本当に大事だなというふうに私も感じているとこ
ろでございます。具体的な数字というのはまだ出され
ていないところではございますが、各市町村に対する
支援、会議の回数等も増やしながら積極的に支援して
まいりたいと思っております。
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○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　この新・21世紀ビジョン基本計画
の中に１行うたわれているのを教えていただきました
ので、しっかりと次は中期計画には具体的な数値目標
を持って、さらに個別方針など策定して、本当に福祉
避難所や各自治体での個別避難計画の策定が進むよう
な後押しをしてはいただけないでしょうか。見解をお
伺いいたします。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　ありがとうございます。
　福祉避難所の設置は非常に重要な点でございますの
で、積極的にやってまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　よろしくお願いいたします。
　教育長、文科省よりガイドラインが示されていると
いうことで、各情報提供をされているんだということ
でありましたが、これは県のほうが積極的に働きかけ
ることによって、各特別支援学校を有している自治体
のほうは福祉避難所の設定も含めてとても助かると思
うんですね。なので、しっかりとその情報発信をやっ
てはいただけないでしょうか。県のリーダーシップが
求められていると私は考えております。いかがでしょ
うか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　基本的には学校長のほうが学校
の実情を判断して施設等の活用について判断をしてい
きますが、福祉避難所につきましては重要な取組であ
るというふうに考えておりますので、ガイドラインの
ほうも周知してありますが、引き続きしっかりと各当
事者の学校に周知をしながら、また具体的に市町村か
ら申出があり教育委員会に相談があった場合には、
しっかりと意見交換を図っていきたいというふうに考
えております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　もう少し積極的な取組を求めたい
と思っております。例えば、他の自治体の教育委員会
は記者会見などを開いて、私たちはこう、避難所とし
てどうぞ使ってくださいと、各自治体また特別支援学
校の皆様に情報発信をしているわけです。いかがで
しょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　御提案の件につきましては、特
別支援学校の校長とも意見交換を図りながらどういっ
たことができるか少し検討してみたいと思っておりま
す。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。

○高橋　真 議員　よく検討して前向きに捉えていた
だきたいと考えております。
　そして、総務部長や知事公室長にお尋ねをしたいと
思っております。指定避難所の件でございます。
　各自治体が県の公共施設に指定避難所として相談を
持ちかけるときに、大変やりづらいんだという声をよ
く聞いております。県が非協力的とは言いませんが、
いわゆる自治体、各地域で県の公共施設を避難所とし
て活用することに対して、計画に盛り込まれていない
から県の姿勢として無頓着なんじゃないか、そういう
ふうな思いがあります。例えば、備蓄倉庫や消防団の
詰所などを併設して活用するなど、県の公共施設は防
災拠点として有効に機能する地域資源になり得ると考
えておりますけど、これをしっかりと全庁的な方針で
公共施設の総合管理計画に盛り込んでいくという見解
を先ほども答弁いただきましたが、実際に前に進めて
いくためにどのような協議をなされていくのか、お伺
いいたします。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　現行の沖縄県公共施設等総合
管理計画の基本的な方針が、安全・安心の確保、施設
規模・配置機能の適正化、そしてコスト縮減及び財政
負担の平準化というふうになっておりまして、地域防
災の拠点というか、利用等をする施設という観点は今
のところ入っておりません。ただし、この計画が令和
８年度までということになっておりますので、その８
年度の改定に向けて各部局、各方面から意見照会を広
く募りますので、その中でその各施設が有する機能と
いう部分で防災の観点からの整備なりが必要というよ
うな意見が多々出てくることが想定されますので、そ
ういった意見を酌み取って改定に反映させていきたい
というふうに考えております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　その際、地元の市町村の防災担当
とかも交えていただけませんか。いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　地域防災計画におきまし
て、耐震性のある県立施設の避難所指定に関し、市町
村との調整を推進するというような記述もございます
ので、当然市町村とも連絡しながら進めたいというふ
うに考えております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　ありがとうございます。
　続いて(6)、消防団の件でございます。
　本員は、非常備消防としてほとんど無償ボランティ
アに近い活動をしている消防団の取組―いわゆる防
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災の面でいえば、自助・共助の要ともなるそういった
消防団でございますけど、沖縄県はもっと消防団を大
切にしていただきたいなと、そういう思いでお尋ねを
しております。
　実際に消防団担当の職員を配置するなどして、しっ
かりと消防団の部分を見ていただくということは、今
後方向性として考えられるんでしょうか、お伺いいた
します。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県としましても、消防団の
活動については昨今の防災の観点からもどんどん重要
性が増しているということは理解しております。た
だ、県の職員につきましては、何というんですか、限
られたマンパワーの中で様々なことをやっております
ので、具体的に担当を専属でというところは現在今難
しい状況になっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　ありがとうございます。
　ただ、各地域の消防団というのは、やはり濃淡がご
ざいまして、しっかりと県が情報発信しているんだ
と、もしくはいろんなものを提供しているんだと言っ
ても、その情報が行き渡っていないということは、
やっぱり専担が必要ではないかという視点でお尋ねを
しました。しっかり今後検討していただきたいと考え
ております。
　次(7)、消防学校へのドローンの導入についてであ
ります。
　今、消防の現場でドローンを導入しているのは社会
実装レベルでやっております。ただ、消防の現場で新
たにドローンのオペレーターの育成などが現場の負担
となっているという状況が課題と伺っております。そ
うであれば、消防学校での研修時においてドローンの
オペレーターを取り扱うカリキュラムを追加導入し
て、資格まで取得させて現場の各消防に送り出しても
よいのではないかと考えております。実際どうでしょ
うか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　ありがとうございます。
　先ほども答弁させていただいたところなんですけれ
ども、消防職員については防災予防、救急措置等、
様々なカリキュラムをこなさないといけないというと
ころでかなりハードな訓練内容となっていて、今ド
ローンに関する教育訓練というのが実施できない状況
になっております。これについて、ニーズ等もあると
いうことですので、ぜひ消防長会―現場ですね。現

場や消防学校と議論していきたいというふうに考えて
おります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　ありがとうございます。
　続いて(8)、ＡＥＤの件でございます。
　県の公共施設にＡＥＤが設置されていると思います
が、所管部署が全部違っております。しっかりと県は
ＡＥＤの取扱いについて方針があって、全庁的に均質
化が図られているのか、また適正な配置がされている
現状なのかお伺いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　ＡＥＤの設置については答弁させていただいたよう
に国のガイドラインというのがございまして、こちら
のほうを各部局に周知をするという形でこれまでは配
置をしてきたところでございます。それぞれの管理者
の下で管理をされているというふうな形ですけれど
も、まだ全体的な把握でありますとか、そういうのが
ルーチンで行われているというところではないですの
で、今議員の御提言も踏まえて今後検討していきたい
と思っております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　ありがとうございます。
　しっかりとやっていただきたいと思います。恐らく
ですけど、自治体の、地元の消防本部のほうが取扱い
は大変上手ですので、そこから学んでもいいと思って
おります。様々なノウハウをぜひ県の公共施設の中で
も設置の中でも知見を生かしていただきたいと考えて
おります。
　続いて再質問、質問の２です。県総合運動公園の体
育館の整備状況についてであります。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時０分休憩
　　　午後３時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○高橋　真  議員　（パネルを掲示）　今週の月曜
日、私も現場のほうに行ってまいりました。車椅子に
実際に乗車してもらって現場を確認していただいた、
そういう状況でありました。その結果、大変危険な状
況であるということが判明いたしました。先ほどから
部長の答弁では、何かバリアフリーの、いわゆる達成
基準はもう達成してるんだと、基準は達成しているな
どというふうなお話でありましたが、実際は段差に気
づかずスピードを上げて通過したら車椅子が転倒した
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り、また乗っている方が身を投げ出されてしまう。そ
ういった事態でありました。この段差が本当に異常だ
と私自身が感じた根本の原因は、なぜバリアがなかっ
た体育館床にバリアを設けて床改修工事を実施したの
かという視点であります。
　そもそもこの段差についてでありますが、段差が発
生すると気づいたのはいつの時点でありますか、お伺
いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　体育館床の改修に当たりまして、様々な工法を検討
した結果、当該工法を採用したわけでございますが、
この工法を採用する時点でこのように段差が生じると
いうところは認識をしているところでございます。先
ほど条例等には適合しているという答弁をいたしたと
ころではございますが、このような段差については支
障があるという御意見を様々頂戴しておりますので、
今後どのような方法でより安全に使用できるかという
ところについては、関係者の皆様、利用者の皆様から
意見をお伺いしながら対策を検討したいと考えている
ところでございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　設計の時点で段差がないところに
段差が発生すると分かっていたわけですね。その時点
でなぜ利用者等の御意見を聞かなかったんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　その時点で御意見を頂戴しなかったというところに
ついては、反省すべき点であるというふうに考えてお
ります。今後この段差の問題につきましては、どのよ
うな改修がより安全かというところについて、様々な
意見を頂戴しながら検討したいと考えているところで
ございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　非常に危ない答弁だと思っており
ます。
　再度聞きます。福祉のまちづくり条例の理念に合致
している工事だったんでしょうか、お伺いいたしま
す。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　段差等の寸法的なもの、
それから擦り付けがあるかないかというところについ
ては、先ほど答弁したとおりではございますが、もと
もと議員御指摘のとおり段差がなかったところでござ
いますので、段差がなかったところに新たな段差がつ
いているというところについては課題があるというふ

うに考えているところでございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　ということは、条例の理念に合致
していない工事をやったということなんですよ。これ
非常に大きい問題になると思います。ちなみに、沖縄
県公共施設等総合管理計画では、ユニバーサルデザイ
ン化が推進方針というふうにうたっておりまして、平
成17年に沖縄県ではユニバーサルデザイン推進指針
というのを策定しております。（資料を掲示）　この
推進方針に抵触をしていませんか、お伺いいたしま
す。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時６分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　沖縄県福祉のまちづくり条例の施設整備マニュアル
建築物編というものがございまして、それに載ってい
る寸法など、もしくは擦り付けがあるかないかなどの
基準には適合しているとは思いますが、もともとが段
差がなかったところに段差が生じているというところ
で利用者に不便が発生しているということについて
は、今後解消に向けて取り組んでいきたいと考えてい
るところでございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　多分、このユニバーサルデザイン
推進指針を理解していなかったんだろうなと私は考え
ております。今、部長は答弁されましたけど、どのよ
うに改修するんですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　まず応急対策としまし
て、利用者の出入りが想定される箇所につきまして、
端部の擦り付け部材の勾配を緩やかにするなどの改善
を図りたいと考えております。現在関係者と意見交換
を行っているところでございまして、より安全で利用
しやすい施設となるよう対応を検討していきたいと考
えているところでございます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　今部長が答弁されたのは、この擦
り付け部分ですよね。この擦り付け部分って、そもそ
もユニバーサルデザインに合致した擦り付けですか、
お伺いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
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○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　先ほど答弁いたしました施設マニュアル上では、寸
法等の基準については合致をしているという考えでご
ざいます。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　じゃあ、お聞きしますけど、その
整備マニュアルでは、擦り付け部分から何センチの傾
斜をつけると適合しているっていうんですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　段差につきましては、２センチという基準があると
いうふうに認識をしております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　段差がある場合２センチ以下で擦り付けという基準
がございますが、５％という数値については段差にと
いう部分について適用される数値ではないというふう
に認識しております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　確かにそれは当たっていますよ。
なぜならば、もともと何もなかった、バリアフリー
だった床がバリアになった。そこに対する設置基準な
んてあるはずがないんですよ、そもそも。
　それでやっぱりこれは大変重要な事案だと思ってい
ますので、知事、担当副知事にお尋ねをしたいと考え
ております。これは、今後どのように改善をしていく
のか、お尋ねをしたいと思ってます。本員は、これは
床の全面改修で―休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○高橋　真 議員　（パネルを掲示）　全面改修後に
段差注意という注意喚起がなされていること自体がも
う異常事態なんですよ、そもそもの話。なので、これ
をどのように認識されているのか。私は全面改修後に
改善されたとは思っていません。改悪されたと思って
いるんです。どのような認識なんですか。そして、今

後再発防止をしていただきたいと思っております。
しっかりとこれは三役にお尋ねをしたいと考えており
ます。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　もろもろ基準につきましては、
その数値等を今答弁をさせていただいております。し
かし、やはりこの明らかに段差が生じているというこ
とについては、この段差をなくさなければならないと
いうことについて、より安全で利用しやすい体育館と
なるよう今対応を検討しているというところですの
で、その対応によって確実に改善が図られるというこ
とを検討していきたいと思います。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　確実に改善されるという方向性は
よく理解はできましたが、実際に県民が今使っている
体育館であります。ここで転倒事故とか、また本当に
車椅子ユーザーの皆さんが大変悲しい思いをしている
体育館なんですよ。その気持ちをちょっと分かってい
ただきたいなという思いがありまして、じゃあ何をい
つまでにどうするのかという方向性は示していただか
ないと、なかなか難しい状況があるのではないかと
思っています。いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　現在この段差の改善に向
けまして、利用者等と意見交換を行いどのような対応
が可能か検討をしているところでございます。時期に
つきましては今後検討を進めながらなるべく早急に対
応したいと考えております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
○高橋　真 議員　分かりました。改善をするわけで
すよね。
　そしてもう一つ本員が言いたいのは、これは組織的
なエラーだと考えております。誰がどうやってもこう
いう工事を発注しないようにする仕組みが必要だと
思っています。ユニバーサルデザイン推進指針とか、
福祉のまちづくり条例とかをしっかりと学び合いなが
ら研修しながら、再発防止もしっかりと組織的に取り
組んでいただくことが非常に肝要であろうと考えてお
ります。それについてはどうでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　本事案につきましては、部内、各職員で共有をする
とともに、今後こういう施設の設計に当たっては慎重
な検討、それから関係課との十分な協議等を行うよう
部内職員を指導してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　高橋　真議員。
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○高橋　真 議員　しっかりと対応をいただくよう、
しっかりとこの辺は指摘をさせていただきたいと思い
ます。本当に多額の予算をかけてこうやって県民から
不満が出てくるような、もしくは不十分な施設整備を
したというのは、大いに後世の―後からですね、反
省材料として生かしていただきたいと主張させていた
だいて、私の一般質問は終わらせていただきます。
　どうもありがとうございました。
○中川京貴 議長　引き続き一般質問を行います。
　糸数昌洋議員。
　　　〔糸数昌洋　議員登壇〕
○糸数　昌洋  議員　議場の皆様、そして県民の皆
様、こんにちは。
　さきの県議選にて那覇市・南部離島区より糸洲朝則
前県議の後任として４年越しの初当選させていただき
ました、公明党の糸数昌洋です。
　多くの支持者の皆様のおかげで県政に送り出してい
ただき、南部離島久米島の出身者として離島振興をは
じめ、県政の課題に取り組ませていただけることに心
から感謝の気持ちと身の引き締まる思いでいっぱいで
ございます。
　県議会の一員として是々非々の立場で執行部の皆様
と切磋琢磨しながら県民の負託に応えられるよう頑
張ってまいる所存でございます。
　議員の皆様、執行部の皆様、どうぞよろしくお願い
いたします。
　それでは一般質問に入ります。
　まずは１、知事の政治姿勢について伺います。
　(1)、県と市町村のあるべき関係について知事の見
解を問う。
　(2)、二元代表制における行政と議会の関係につい
て知事の見解を問う。
　(3)、離島振興の意義と重要性について知事の見解
を問う。
　(4)、地域外交の意義と必要性について知事の見解
を問う。
　２、本県離島の課題と対応について伺います。
　(1)、人口減少の推移と対策の基本方針を問う。特
に１万人以下の中規模、小規模離島について伺いま
す。
　(2)、離島における物価の現状と課題及び対応を問
う。
　(3)、本島と離島を結ぶ航路・空路に係る住民負担
の現状と課題への認識を問う。
　(4)、離島における保育及び教育環境の現状と課題
への認識を問う。

　(5)、離島における医療及び介護体制の現状と課題
への認識を問う。
　(6)、離島における道路、港湾、建築土木等、イン
フラ整備の現状と課題への認識を問う。
　(7)、小規模離島における防災体制の課題への認識
と対応について問う。
　３、沖縄県海洋深層水研究所について伺います。
　2000年６月に、県が久米島町に開所した海洋深層
水研究所は設置から四半世紀となり、一定の成果を上
げるとともに今後の課題も様々浮上しております。今
後、県はどうのような方向性で研究所を活用して行く
のか伺います。
　(1)、設置の経緯と機能及びこれまでの取組につい
て問う。
　(2)、研究所外への分水による産業振興の状況と県
の評価を問う。
　４、災害復旧について伺います。
　(1)、６月の集中豪雨による県内の被災状況と対応
を問う。
　(2)、県指定文化財（史跡）である久米島町の伊敷
索城跡の土台部分が崩落し早急な復旧が求められてお
ります。県の対応を問う。
　５、我が会派の代表質問に関連して伺います。
　県議選のさなかに知事が発表された給食費の無償化
について、市町村の戸惑いや、そして今後の実施に向
けた展開をめぐり、議会でも懸念の声が噴出しており
ます。知事はこの混乱の要因をどのように認識してい
るのか見解を問います。
　以上、壇上での質問を終わります。
○中川京貴 議長　ただいまの糸数昌洋議員の質問及
び質疑に対する答弁は、時間の都合もありますので休
憩後に回したいと思います。
　20分間休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時40分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前の糸数昌洋議員の質問及び質疑に対する答弁
を願います。
　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　糸数昌洋議員の御質問にお答え
いたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)、二元
代表制における行政と議会との関係についてお答えい
たします。
　議会と行政の長は、共に県民の負託を受け、県民を
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代表する機関であります。二元代表制の原則の下、議
決機関である県議会と執行機関である知事は、相互に
独立し、均衡を保ちつつ、それぞれが県民の負託に応
え、県民福祉の向上及び県勢の発展のために、法に定
められた一定の権限を行使する役割と責任があるもの
と考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　１、知事の政治姿勢について
の(1)、県と市町村のあるべき関係についてお答えい
たします。
　地方自治法において地方公共団体は、地域における
行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うも
のとされております。住民に最も身近で、基礎的な地
方公共団体である市町村と市町村を包括する広域の地
方公共団体である県が、県民福祉の向上及び県勢の発
展に向けて、連携を図ることが重要であると考えてお
ります。
　同じく１の(3)、離島振興の意義と重要性について
お答えいたします。
　本県の離島地域は、それぞれの島々が個性豊かな自
然環境、歴史・文化等を有しているほか、領海・領
空・排他的経済水域の確保など、我が国及び国民の利
益の確保と増進に重要な役割を果たしております。一
方、離島地域においては、市場規模の不経済性、高コ
スト構造など条件不利性に起因する多くの課題が残さ
れており、人口流出や高齢化の要因となっておりま
す。そのため、離島の振興を図ることは、本県の振興
にとっても重要であるとの認識の下、離島振興に取り
組む必要があります。
　県としましては、引き続き離島市町村等とも意見交
換を行いながら、離島振興に関する諸施策を推進して
まいります。
　次に２、本県離島の課題と対応についての中の
(1)、人口減少の推移と対策の基本方針についてお答
えいたします。 
　直近の国勢調査によると、本県の離島の人口は、
平成22年の約12万7000人から、平成27年の約12万
5000人に減少した後、令和２年には約12万6000人と
なり、ほぼ横ばいで推移しております。一方、宮古島
市、石垣市を除く小中規模離島においては、平成22
年の約２万8000人から、令和２年の約２万5000人に
減少しております。離島においては、さらなる人口減
少により、地域社会を支える活動の維持が困難になる

などの影響が懸念されるため、県としてはこのような
状況に危機感を持っているところです。
　そのため県としては、離島振興計画において、令和
13年の目標値として小中規模離島の人口２万3000人
の維持を掲げ、交通コストの軽減、医療・福祉サービ
スの確保、産業振興による雇用の創出など、移住の促
進、関係人口の創出などに継続して取り組むこととし
ております。
　同じく２の(2)、離島における物価の現状と課題及
び対応についてお答えいたします。
　離島地域においては、市場規模の不経済性、高コス
ト構造など条件不利性に起因する物価高に加え、原
油・原材料価格等の上昇により、家計や事業者に大き
な影響を及ぼしているものと認識しております。県で
は、物価高騰対策として本議会において補正予算案を
提案しているところですが、これに加え、本島から離
島への石油製品の輸送費補助等を行うとともに、日常
生活用品については、希望する離島市町村と連携した
価格調査を毎年実施しているところです。今後も引き
続き、離島市町村等と連携しながら物価高騰の負担軽
減に取り組んでまいります。
　同じく２の(3)、離島住民の交通コスト負担の現状
と課題についてお答えいたします。
　離島住民については、交通機関を飛行機や船に頼ら
ざるを得ず、陸上交通と比較して割高な運賃を負担し
ております。そのため県では、離島住民の経済的負担
を軽減するため沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事
業を実施し、離島住民等の航路及び航空路の運賃低減
を図っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(4)、地域外交の意義と必要性についてお答
えいたします。 
　近年の沖縄県を取り巻くアジア太平洋地域の情勢
は、軍事的な安全保障面での緊張関係と経済面での緊
密な結びつきが併存するなど、戦後最も複雑な状況に
あると認識しております。
　県としましては、同地域の平和と安定を図り、持続
的発展を果たすためには平和的な外交・対話による緊
張緩和と信頼醸成を図ることが重要であると考えてお
ります。このため、今年３月に沖縄県地域外交基本方
針を策定し、沖縄県の有する歴史的・文化的特性等の
ソフトパワーと国際ネットワークを最大限に活用し、
アジア太平洋地域の平和構築と相互発展に貢献してま
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いりたいと考えております。
　次に２、本県離島の課題と対応についての中の
(7)、小規模離島における防災体制についてお答えい
たします。
　小規模離島においては、交通アクセスが限られ、地
震・津波により港湾、空港や通信施設が被災した場
合、外部からの支援が困難となる事態や少ない人員で
の初動対応となることが予想されます。このため県で
は、地理的特性を踏まえた業務継続計画の内容充実や
島外からの応援を受け入れる受援計画策定支援のほ
か、避難所の非常用電源や備蓄物資の確保等を促すと
ともに、孤立化を想定した傷病者搬送等の訓練を実施
しております。また、重要施設の耐震化整備や無電柱
化等を進めるとともに、地域の通信途絶に対応可能な
スターリンク導入など防災力向上に努めているところ
です。引き続き、市町村と連携しながら小規模離島の
防災体制の強化に取り組んでまいります。
　次に４、災害復旧についての中の(1)、６月の豪雨
による被害状況についてお答えいたします。
　本年６月11日から連続的に発生した記録的な大雨
により、沖縄本島地方の複数の地域で降り始めから
の降水量が500ミリを超え、那覇、久米島、宮城島の
各観測点で６月の記録が更新されました。この大雨に
より、７月５日現在で住家被害35件、非住家被害11
件、土砂崩れ19件、道路冠水等の被害が発生してお
ります。
　県としては、県民の生命、身体及び財産を災害から
保護するため、引き続き災害対策の推進に努めてまい
ります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　２、本県離島の課題と
対応についての中の(4)、保育の現状と課題について
お答えいたします。
　本県の待機児童数は、令和６年４月１日時点で356
人、うち離島については21人となっており、保育士
確保が課題となっております。このため県において
は、新規保育士の確保や潜在保育士等の就労支援、保
育士の処遇改善に取り組んでおり、毎年500人程度の
保育従事者の増加につながっております。うち、沖縄
県保育士・保育所総合支援センターにおいては、離島
を含め県内において合同就職説明会や保育園の見学ツ
アーなどにも取り組んでおり、令和５年度において
は、就労につなげた保育士111人のうち、11人が離島
で就職しております。

　県といたしましては、引き続き市町村と連携し保育
士確保に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　２、本県離島の課題と対応につ
いての中の(4)、教育環境の現状等についてお答えい
たします。
　小規模離島の学校においては、児童生徒が少ないこ
とにより複式学級とならざるを得ないことや、他者と
関わる機会が少ないこと等が課題であると認識してお
ります。県教育委員会では、離島における公平な教育
機会の確保に向けて、複式学級で授業を補助する非常
勤講師の派遣やＩＣＴを活用した本島児童生徒との交
流等、多様な考え方に触れる授業づくりなどを推進し
ております。また、高校進学に伴う経済的負担等の課
題については、高校が設置されていない離島からの進
学に伴う通学・居住に要する経費の支援や離島児童生
徒支援センターの運営などに取り組んでおります。
　続きまして４、災害復旧についての中の(2)、伊敷
索城跡の毀損及び復旧についてお答えいたします。
　伊敷索城跡は、伊敷索按司が久米島全体を統治した
際に築城されたと伝わるグスクで、昭和36年に県の
史跡に指定されております。今回の毀損は、当該城跡
の立地する石灰岩台地が崩落したもので、令和６年６
月18日の大雨による被害と考えられます。
　県教育委員会としましては、同年７月４日に久米島
町教育委員会と共に現地で状況確認を行ったところ、
崩落箇所が史跡指定地外の山林のため、文化財部局で
の対応が困難であることから、引き続き町教育委員会
と連携しながら、伊敷索城跡の記録保存を目的とした
測量調査の実施に向けて協力していきたいと考えてお
ります。
　続きまして５、我が会派の代表質問との関連につい
ての中の(1)、学校給食費無償化に対する市町村の賛
否等についてお答えいたします。
　学校給食費の無償化につきましては、現在、各市町
村において、様々な方法で助成が行われております。
　県としましては、そのような市町村の取組状況、他
県の事例、学校給食実態調査などを踏まえ、まずは県
としての取組方針を固めた上で市町村に提示し、御意
見を聞きながら必要に応じて修正を加え、制度設計を
行うという考えの下で取組を進めてきたところであり
ます。学校給食費無償化につきましては、県・市町村
共通の課題であり様々な御意見があることから、引き
続き市町村の理解が得られるよう丁寧な説明を行い、
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令和７年４月からの実施に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　２、本県離島の課題
と対応についての(5)、離島の医療・介護体制の現状
と課題についてお答えします。 
　離島における医療体制については、３か所の県・公
立病院、20か所の県・町村立診療所が設置されてお
り、医師・看護師等の安定的な確保等が課題となって
おります。県では、課題解決に向け、修学資金の貸与
による医師や看護師の養成、定着促進に向けた環境整
備、航空機による救急搬送体制や島外へ通院する離島
の患者への支援等を行っております。また、離島町村
においても介護サービスが提供されていますが、人材
確保の課題解決に向け、介護専門職の受入れ費用や運
営費の補助、外国人介護人材のマッチング支援事業等
を実施しております。
　今後とも、離島の医療・介護提供体制の充実に努め
てまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、本県離島の課題と対
応についての(6)、離島におけるインフラ整備につい
てお答えいたします。
　県では、離島振興として空港、港湾、道路、公営住
宅、公園等の整備事業を実施しているところです。離
島における課題として、資材の高騰、技術者や作業員
の不足、入札の不調・不落と認識しており、対策とし
て小規模工事の合併発注、技術者等の兼任要件の緩
和、実勢価格の反映等により改善に取り組んでいると
ころであります。
　県としては、引き続き離島における定住条件の整備
や持続可能な地域づくり等に資するインフラ整備を推
進してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、沖縄県海洋深層水研
究所についての中の(1)、設置経緯と機能及び取組に
ついてお答えいたします。
　沖縄県海洋深層水研究所は、海洋深層水の研究開発
機能に加え企業等への技術移転や分水等、本県の産業
振興に寄与することを目的として、平成12年度に開

所しました。当研究所は、水深612メートルの地点か
ら日量最大１万3000トンの深層水の取水が可能であ
り、海洋深層水を活用した水産養殖研究に資する施
設等を備えています。県では、これまでにクルマエビ
の母エビ養成技術や海ブドウの陸上養殖技術開発を行
い、沖縄県車海老漁業協同組合などの民間事業者に技
術移転しております。
　同じく３の(2)、海洋深層水の譲渡による産業振興
と県の評価についてお答えいたします。 
　海洋深層水研究所では、民間企業に対し、水産用や
工業用として海洋深層水を譲渡しております。その主
な用途としては、ウイルスフリーのクルマエビ養殖用
種苗生産や海ブドウ養殖のほか飲料水や化粧品等の原
料に使用され、令和５年度には約48万トンを譲渡し
たところであります。本県ではクルマエビ養殖と海ブ
ドウ養殖のいずれも生産日本一を誇っており、久米島
における海洋深層水の活用がこれら養殖産業に大きく
寄与しているものと評価しております。
　県としましては、引き続き海洋深層水の譲渡による
産業振興に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　知事はじめ御答弁ありがとうご
ざいました。
　それでは、再質問に早速入らせていただきます。
　まず１点目ですけれども、我が会派の代表質問に関
連して、学校給食費の無償化の案件について知事に再
質問したいと思います。
　教育長から御答弁いただきましたけれども、私の質
問の趣旨は、今回のこの給食費無償化の発表後の市町
村の戸惑い、そして様々な混乱がありました。議会で
も今回様々な懸念の声が噴出しております。この混乱
の要因をどのように認識しているのかという質問でご
ざいますので、まずは知事に答弁を願いたいと思いま
す。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　先ほど教育長からも答弁をさせ
ていただきましたが、市町村の取組状況、他県の事
例、そして学校給食実態調査などを行い、県としての
取組方針を固めた上で市町村に提示し、御意見を聞き
ながら必要に応じて修正を加え、制度設計を行ってい
くというようなところを、事前に十分な情報提供や説
明がなかったということがその要因であろうというよ
うに思います。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　私もこの事業の今後の成り行き
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を非常に懸念しております。一連の答弁を聞いており
ましての感想ですけれども、やっぱり誠意ある答弁で
はないなというふうに非常に感じております。当初か
らこのタイミングでの発表予定であったというふうに
ございましたけれども、この事業の事業スキーム、そ
れから制度設計の熟度からいっても、やっぱり不十分
な段階での発表であったんじゃないかと、そう感じて
おります。県議選を終えてからでも十分に間に合った
んじゃないかというふうに感じております。この問題
は、選挙戦の終盤でいわゆる争点なき戦いと言われる
状況の中で、知事も危機感という言葉を言われました
けれども、この危機感を感じた知事が発表を早めて、
御自身が支持する候補を押し上げるために政争の具に
したことで混乱が生じたんじゃないかと。そういうこ
とではないんですか、知事。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　発表に係るこの時期的な経緯に
つきましては、この議会でも説明をさせていただいて
おりますが、できるだけ来年度の予算編成等、様々な
市町村との意見調整も踏まえて、早めに発表させてい
ただこうということでのタイミングでこのような形に
させていただきました。なお、この中学生から始める
というような内容につきましても、学校給食実態調査
によって高校生に上がる中学生がいらっしゃる御家庭
が一番家計に占める、いわゆる教育費の負担が大きい
ということと、そして41全ての市町村で県がその２
分の１相当を補助するということで、学校現場及び行
政の現場における事務的な取組が―何ていうんで
しょう、非常に簡単に進められるというメリットと、
それから子どもたちはやがて中学生にも進級・進学し
ていきますので、この給食費の無償化は、やはりまず
中学生から始めようというところから県の方針を決め
ていったというところでございます。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　中身の話じゃなくて、私も先月
の頭まで那覇市の議員をやっておりましたので、この
事業については非常に期待感が高かったわけですよ。
市町村からすると、事前にアンケート調査とか、それ
からまた意見交換を踏まえてこれから具体的な協議が
行われると、そう思っていた矢先に突然発表された。
そういうふうな印象なんですね。しかも、期待してい
た中身とは違うということで、ぜひ知事は子どもたち
を預かる市町村の身になっていただきたいと思いま
す。このいきなりの発表は、知事が思う以上にやっぱ
りショックな内容だったわけですよ。この大事な事業
が政争の具にされたことで、市町村そして有権者の皆

さんは事業そのものの実施に今危機感を感じている
と、こういう状況だと思います。知事の行動が、この
市町村の不信と反発、混乱を招いたと、そういう原因
だと思いませんか、知事。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー  知事　市町村の皆さんにおきまして
は、当初、戸惑いもあられたということについては申
し訳ないということも私反省をしておりますが、た
だ、この制度そのものは沖縄県がしっかりと支援をし
ていくという方向性を示したもの、つまり学校給食費
無償化の第一歩であります。県が中学生の給食費の２
分の１を負担するということは、市町村にとっても、
もちろん中学生のいる御家庭にとってもメリットだと
いうように、我々はそういうことを方針を決める上に
おいて、その方針から市町村と調整をさせていただこ
うということで取組を進めさせていただきたいという
ことを丁寧に丁寧に説明をしていきたいというように
考えております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　だから、給食費無償化の第一歩
は、これいいことなんですよ、それは分かっているん
です。ただ、今回の議会でいろいろ語られていること
というのは、まずは人として素直に反省すべきは反省
をして、誠心誠意答弁すべきじゃないかということだ
と思います。中身の議論より、まずは多くの県民はじ
め市町村に対して、混乱を招いたことに対して、まず
はきちんとわびるべきだと思いますけど、いかがで
しょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー  知事　混乱を招いたことには、せん
だっても申し訳ないということで反省の弁を述べさせ
ていただきました。そしてこれから、しっかりとその
中身について、ぜひ議論をさせていただきたいという
ことで、市町村とも協力して呼びかけていきたいと思
います。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　この問題を県と市町村のあるべ
き関係から問いたいと思います。
　地方自治法では、県は市町村を包括する広域の団体
という答弁がありました。上下関係はなく対等な立場
です。お互いの役割分担に従って共に協力して住民福
祉の向上を目指す関係ですから、広域にまたがるこの
ような事業については、各市町村がある程度納得をし
て、そして妥協できる最大公約数を探るのが県の仕事
のはずだと思います。このままでは市町村の理解を得
るということは非常に難しくなると思います。対象児
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童、予算規模含めて、この事業内容について改めて市
町村と真 な協議を行う用意はございますか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　少し説明させていただきたいと
思います。
　我々教育委員会は所管部署としまして、令和５年度
から学校給食支援事業を立ち上げて、学校給食の調査
あるいは他県の事例の調査、市町村との意見交換も行
いまして、しっかりと議論を重ねて、これまでその方
法について検討を重ねてきたところでございます。や
はり様々な早めに実施してもらいたいという御意見も
ございました。そういうことも踏まえて、最短の実施
時期は令和７年４月であると我々目標を定めまして、
じゃあそのために、どういうふうにして、いつの時期
で発表をさせていただくかというようなことも検討し
て、今般の発表をさせていただいたところでございま
す。様々な市町村の御意見をいただきました。これら
を真 に受け止めていきたいと思います。６月17日
から25日にかけて一度説明を申し上げましたが、こ
れからさらに調査をして御意見を賜りまして、さらに
もう一度、再度説明会を持ちながら丁寧に市町村の皆
様方に説明を申し上げ、そして制度設計に向けて詳細
な制度設計をつくり上げまして、令和７年４月、その
スタートに向けて丁寧に取り組んでまいりたいという
ふうに考えているところです。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　説明は大事だと思います。説明
ではなくて私がお聞きしているのは、今議会でもいろ
いろ中身について出ておりますけど、いわゆる対象児
童は今中学生だけというお話があります。そこと予算
規模含めて、事業内容そのものについて市町村と改め
て協議を行うという用意はありますかという質問で
す。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　先ほども申し上げました、ぜひ
令和７年、早めのスタート―まずはスタートしてい
くこと、これが重要であるというふうに思っておりま
すので、６月６日、７日の市町村長の皆様方の御意見
を踏まえて、今回修正を加えさせていただいていると
ころであります。今、我々が定めたポリシーに基づい
て何とか進めていきたいと。経済的負担の大きい中学
生を対象にということで今回は設定をさせていただき
ました。また、２分の１につきましても、やはりお話
があったとおり、学校給食費無償化に向けては市町
村、県共通の課題であるというふうに考えておりまし
て、今定めた制度をベースにしてできるだけ協力をい

ただきながら御説明をし、進めていきたいと考えてい
るところでございます。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　市町村、様々な混乱がありまし
たので、ぜひ丁寧に説明をされながらも、一旦、やっ
ぱりしっかりと最初の状況に立ち戻って、対象児童、
予算規模含めて真 に協議を行っていただきたいとい
うことを要望しておきたいと思います。
　あと、もう一つの課題は、今回やっぱり議会への情
報提供の問題があったんじゃないかというように感じ
ております。先ほどありました、行政と議会の関係は
二元代表制ですから、本来、与野党の区別はないはず
です。区別があるのは議員内閣制の国会だけというの
は御承知のとおりだと思います。昨日の答弁では事前
に与党と調整したかどうかというお話もありましたけ
れども、事前調整するのもおかしな話で、お互いは共
に県民に選ばれた代表として、県勢の発展、住民福祉
の向上に切磋琢磨する関係だというふうに私は理解を
しております。特に知事は県民に選ばれたのであっ
て、特定の議員に選ばれたのではない。議員が知るべ
き情報、県民の税金が使われる案件の取扱いについて
は、与野党の区別なく平等に同時に情報提供はなされ
るべきというふうに考えますけれども、いかがでしょ
うか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　進め方については、様々な御指
摘をいただいているところであります。答弁で申し上
げました、我々としましてはまず様々な市町村の取組
がありますので、県の方針を固めた上で丁寧に説明を
申し上げ進めていきたいというようなことで進めてき
たところであります。今後のこういった事業施策の進
め方については、またしっかりと御指摘を受けて、関
係部局と連携しながら検討させていただきたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　執行部の皆さんは、この二元代
表制の下で議員平等の原則というのがあるわけですか
ら、与野党で判断することなく、重要な情報はぜひ平
等に議員に提供いただきたいということを強く要望し
ておきたいと思います。
　続きまして１(3)、離島振興の意義と重要性につい
て再質問、これはちょっと所感を述べさせていただき
ます。
　沖振法に基づく離島、いわゆる指定離島というのが
54島ありまして、そのうち有人離島は38島という中
で、今回はちょっと初回ですので離島の課題について
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大ざっぱに現状に対する認識をお聞きさせていただき
ました。離島ゆえの大変さは島チャビと呼ばれて、か
つては沖縄全体が島チャビであったという状況が、今
は本島の発展に比べて特に人口１万人以下の中規模、
小規模の離島というのは、やっぱりいまだに地理的不
利性というものを克服できずに格差が拡大する一方だ
なというふうに感じております。離島振興は何よりも
離島で暮らす住民の幸せが第一の目的であると思いま
す。同じ課題であっても離島ごとにそれぞれ違います
ので、その違いもしっかり踏まえながら、今後一つ一
つ課題の解決に向けて共に取り組んでまいりたいと思
いますので、よろしくお願いしたいと思います。
　１点だけ、ちょっと再質問をさせてください。
　先ほど、物価―様々な支援いただいておりますけ
れども、燃料価格含めてやっぱり離島はどうしても割
高になります。そのような中で、先ほどあった本島か
ら小規模離島などに輸送される食品・日用品等の輸送
費補助があって、現在は価格調査を毎年実施している
という状況ですが、現在、この補助は止まっていると
思いますけれども、例えばこれは必要とする離島があ
る場合に、個別に対応は可能なのかというところをお
聞きしたいと思います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　生活物資に対する支援につい
ては、先ほど議員のほうからも御案内のあったとお
り、平成30年度までそういう食品や日用品等の輸送
費補助について行っておりました。その際、各離島の
物流の状況が違うこととか、市町村からの意見も踏ま
えまして、あと外部有識者の意見も踏まえて、一旦
は平成30年をもって事業を終了したところです。今
後、離島市町村と様々な意見交換をする中で、また新
たな支援の方法、そういったものについて御意見があ
れば、またそれ自体がその離島共通の課題の解決につ
ながるということであれば、またそれについても検討
してまいりたいというように考えております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　ありがとうございます。
　続いて３、沖縄県海洋深層水研究所についてお尋ね
したいと思います。
　この事業は、海に囲まれた海洋島嶼県の沖縄にとっ
ては非常に大きな可能性を秘めている事業だと思いま
す。この海洋深層水研究所ができまして、それからま
た譲渡による産業振興、様々起こっております。その
中で県は21世紀ビジョンで示された「低炭素島しょ
社会の実現に向けて」ということで、海洋エネルギー
の研究開発を促進して沖縄の地域特性に合ったクリー

ンエネルギーの地産地消による環境負荷の低減を図る
ということを目的に深層水の利用高度化に向けた海洋
温度差発電利用実証事業、これを2013年から始めま
した。その成果と今後の展開についてお聞きしたいと
思います。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　県では、平成24年度から平成30年度にかけて、久
米島町において海洋温度差発電の技術的実証事業を
行ってまいりました。同事業におきましては、連続自
動運転の実現等の成果を得た一方で、同技術の実用化
に向けては採算性等に課題があるというふうに認識し
ております。現在、久米島町において産学官が連携し
て発電規模の拡大に向けて取り組んでおり、県は実証
設備を町に貸与するなど協力をしているというところ
でございます。また、県におきましては今年度小規模
離島における海洋温度差発電の導入可能性調査に取り
組んでいるというところでもございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋  議員　知事にお聞きしたいと思いま
す。
　2013年から実証事業が始まりまして、２年後の
2015年にハワイ島で世界最大の温度差発電のプラン
トというのができました。それができるまでは、この
久米島のプラントが世界初の実験プラントだったんで
すね。知事は視察されたことはあるのでしょうか。あ
りましたら、ぜひ感想をお聞きしたいと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　久米島海洋深層水の採取の研究
所につきましては視察をさせていただき、そこのクル
マエビの養殖、それから海ブドウの養殖、それからウ
イルスフリーのカキも養殖をしているということで話
を聞きまして、そのほか化粧品ですとか、非常に有効
活用されているということで、さらにこの深層水の活
用について広げていきたいというような地元の意見も
拝聴させていただいております。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　あわせて知事、2015年からハワ
イ島で大きなプラントが、世界最大級のプラントがス
タートしております。沖縄県は、ハワイ州と沖縄県の
クリーンエネルギー協力に関する覚書を締結しており
ます。このハワイ州のプラント、知事は視察されたこ
とはございますか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　ハワイのプラントは、まだ視察
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ができておりません。ぜひ視察したいと思います。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　それで知事、新・沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画において、基本施策の第一には「世界
に誇れる島しょ型環境モデル地域の形成」ということ
が１番目に書かれております。この脱炭素化を先導す
るクリーンエネルギー等のノウハウの蓄積、これをや
りながらグリーンインフラを輸出して世界の島嶼地域
に役立てていくことができるという、そのような大
きな可能性を秘めているのがこの海洋温度差発電だと
思っておりますけれども、いわゆる島しょ型環境モデ
ル地域の形成に向けて、この海洋温度差発電の可能性
について、ぜひ知事の見解をお聞きしたいと思いま
す。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　海洋温度差発電につきましては、今議員からござい
ましたが、2010年に沖縄県とハワイ州でクリーンエ
ネルギー協力覚書を締結して以来、双方で実証事業を
行い、その成果について共有するなど連携して取り組
んできたところでございます。
　県としましては、同協力覚書に基づき海洋温度差発
電など、海洋再生可能エネルギーの将来的な利活用も
含め、太陽光、水素、バイオマスなど幅広い分野のク
リーンエネルギーの導入拡大に向け、ハワイ州とも連
携しながら取り組んでいきたいというふうに考えてご
ざいます。
　以上です。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　ありがとうございます。
　先ほどの質問の中で、分水による産業振興の状況と
県の評価というところをお聞きしました。今、ハワイ
州のこのプラントについては、海洋深層水事業全般に
ついて州内での雇用とか、それから調達、それから州
への税収の評価とか、公共事業としてもいわゆる経済
性評価が行われているという意味では、まだ久米島の
海洋深層水事業は県のきちんとした評価が行われてい
ないというのが現状なんです。ですので、せっかく設
置をして四半世紀を経た今、ぜひとも県のほうでしっ
かりとした委託調査を行って経済性評価に取り組んで
いただきたいというふうに思っておりますけれども、
いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
○松永　享 商工労働部長　お答えいたします。
　先ほど答弁の中で申し上げたところですが、今年
度、小規模離島における海洋温度差発電可能性調査事

業というものを実施してございます。県では、地域特
性に合ったエネルギーの地産地消化を促進するため、
これまでの実証成果を含めた国内外の動向を調査する
とともに海洋温度差発電の導入可能な離島の絞り込
み、そして商用化の可能性分析を実施することとして
おります。当事業の結果によりまして、海洋温度差発
電の主力電源としての代替可能性、そして補助電源と
しての可能性が評価できるものというふうに考えてご
ざいます。
　県としましては、この海洋温度差発電の実用化に向
け、引き続き研究してまいりたいというふうに考えて
ございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　糸数昌洋議員。
○糸数　昌洋 議員　ありがとうございます。
　海洋温度差発電だけではなくて、いわゆる海洋深層
水事業、これまで四半世紀にわたり行ってきたわけで
すから、様々な経済効果が起きているわけですよ。そ
れら全体についての評価をぜひとも入れていただきた
いということは、これ要望にとどめておきますので、
よろしく、今後も取り上げてまいります。
　４、災害復旧についてです。
　県の指定史跡の伊敷索城跡の崩落への対応というこ
とで、これについては測量調査を入れて記録保存、ぜ
ひ早めに実施をしていただきたいというように思って
います。これから台風シーズンを迎えますので早めの
実施と、それからこれは断崖の上にあるということ
で、現状は史跡指定外のところが崩落してますけれど
も、やっぱり史跡指定されたところに及ぶ可能性が十
分にあるということで、ぜひとも今後土木工学的な対
応が必要になると思いますので連携をしながら取り組
んでいただきたいということを要望させていただきた
いと思います。
　最後になりますけれども１(4)、地域外交の意義と
必要性についてであります。
　私どもの上原代表も取り上げましたけれども、いわ
ゆる国際機関の誘致と、それから国際会議の誘致とい
うことが方針の中でもうたわれておりますけれども、
実は那覇市については昨年の８月に国連大学のマルワ
ラ学長を招いてのフォーラムをを開催しました。公明
党県本部としては、先月末ですけれども国連ユニセフ
の東京代表を招いてフォーラムを開催しました。これ
何かというと、やっぱり国際社会の中で、また国連機
関の中でも沖縄の知名度は全然低いんですよ。ですの
で、やっぱり世論をしっかりと高めていかないと誘致
は難しいというふうに言われておりますので、ぜひ県
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にあっても、那覇市であるとか取り組んでいるところ
としっかり連携をしながら、広く国際機関ではなくて
国連機関の誘致というところに絞って取組を開始した
らどうかと思いますけれどもいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　議員御提案の国連機関と連携した取組につきまして
は、その誘致の機運を高めることにもつながります
し、また理解の促進にもなるというふうに考えており
ます。
　県としてどのようなことができるのか、関係部局あ
るいは市町村とも連携しながら検討してまいりたいと
考えております。
　ありがとうございます。
○糸数　昌洋 議員　終わります。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
　　　〔松下美智子　議員登壇〕
○松下　美智子 議員　ハイタイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　私は、このたびの県議会議員選挙において、浦添市
区より初当選をさせていただきました公明党の松下美
智子です。新人ではありますが、若くはありません。
しかし、生涯青春の気概で頑張っていきたいと思って
おります。また、沖縄県としては初の公明党女性県議
として議席を与えていただき、多くの期待の声を頂戴
し、身の引き締まる思いでいっぱいです。
　公明党は本年、結党60周年を迎えます。大衆とと
もにとの立党精神を胸に、県民に寄り添い、小さな声
を聞く力を発揮し、平和と人権を守るため、協調と対
話で歩みを進めてまいります。
　議員の皆様、また執行部の皆様、どうぞよろしくお
願いいたします。
　本日は初登壇ということで、うらそえ織を着用して
まいりました。浦添市で養蚕された蚕の繭から手作業
で糸を引き、その糸を特徴とした手織りの絹織物で
す。今後もうらそえ織の普及に尽力したいと思いま
す。皆様もぜひ御愛用いただければと思います。
　それでは、通告に従いまして一般質問を行います。
　１、性の多様性を尊重する社会を実現するための県
としての条例制定の取組について。
　浦添市では県内初となる性的少数者への差別禁止や
パートナーシップ制度の導入を盛り込んだ、浦添市性
の多様性を尊重する社会を実現するための条例が令
和３年３月23日に市議会本会議で全会一致で可決さ
れ、10月１日に施行されました。県としても、性の
多様性に特化した条例制定を希望しておりましたが、

昨年10月１日に沖縄県差別のない社会づくり条例の
中に包括する形で条例が制定され、施行されていま
す。
　そこで(1)、現在の状況について。
　(2)、玉城知事の性の多様性を尊重する社会を実現
することへの見解をお伺いいたします。
　２、子育て支援について。
　(1)、今年10月から拡充される児童手当について、
改めてお伺いします。
　(2)、親の就労の有無に関係なく未就園児が保育所
を一定時間利用できるこども誰でも通園制度につい
て。
　ア、試行的にこの７月より浦添市のかすみ保育園で
実施されています。早速利用者の方からお喜びの声も
直接いただきました。その取組についてお伺いしま
す。
　イ、令和８年度から全国的に実施されるに当たり、
県としての取組についてお伺いします。
　(3)、待機児童解消のためには、現状の保育士不足
問題を解決することが最重要と考えます。そのための
施策についてお伺いします。
　３、健康・福祉行政について。
　(1)、高齢者補聴器購入費助成事業を県として取り
組むことについて。
　(2)、単身高齢者・障害者など住まいの確保が困難
な方への支援について。
　(3)、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成について。
　(4)、認知症対策について。
　ア、共生社会の実現へ優しさを伝えるフランスのケ
ア技術ユマニチュードの導入について。
　イ、スウェーデン発祥のタッチケア、タクティール
ケアは乳児から高齢者まで、また健康な方から看護・
介護が必要な方まで幅広く活用できる手のひらのケア
技術です。導入についてお伺いします。
　(5)、がん患者のアピアランス（外見）ケア支援事
業の県としての令和６年度からの導入された内容につ
いてお伺いします。
　(6)、がん教育について。
　ア、現状の取組について。
　イ、特定非営利活動法人沖縄がん教育サポートセン
ターとの連携についてお伺いします。
　４、教育行政について。
　(1)、高校受験の内申について、どのような基準に
なっているか伺います。この件は、中学校でいじめ、
不登校、非行などから立ち直り、高校受験を目指す際
の道が開かれているのかを伺いたく質問しています。
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　５、県営都市公園の管理について。
　(1)、危険箇所が見つかった際の取組についてお伺
いします。
　６、国立自然史博物館の沖縄への誘致について、取
組をお伺いします。
　７、我が会派の代表質問との関連について。
　この項目には上げておりますが、今回は取り下げた
いと思います。
　以上です。
　答弁によりましては、再質問をさせていただきま
す。御答弁よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　松下美智子議員の御質問にお答
えいたします。
　性の多様性を尊重する社会を実現するための県とし
ての条例制定の取組についての御質問の中の(2)、知
事の見解についてお答えいたします。
　沖縄県では令和３年３月に、誰もが自分らしく幸せ
に生きることのできる沖縄を目指し、沖縄県性の多様
性尊重宣言、通称美ら島にじいろ宣言を行いました。
令和５年３月には、沖縄県差別のない社会づくり条例
を制定し、性的指向・性自認を理由とする不当な差別
をしてはならないという基本理念の下、県民の理解増
進を図るための各種啓発活動やセクシュアリティーに
関する悩みや困り事に対応するＬＧＢＴＱにじいろ相
談を実施しております。また、令和６年度中のパート
ナーシップ制度の導入に向け、性的マイノリティーの
当事者への意見聴取や市町村と意見交換をしながら、
現在その制度設計を進めております。
　沖縄県としましては、全ての県民がその個性や能力
を十分に発揮し、個人の尊厳と多様性が尊重される社
会の実現に向け、引き続き全力で取り組んでまいりま
す。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　１、性の多様性を尊重
する社会を実現するための県としての条例制定の取組
についての(1)、条例制定後の取組状況についてお答
えいたします。
　県では、令和５年３月に制定した沖縄県差別のない
社会づくり条例に基づき、多様な性を理由とする困難
を解消するため、啓発活動や相談支援を行っておりま
す。また、パートナーシップ制度の導入に向けて、性

的マイノリティー当事者への意見聴取や市町村と意見
交換を行うとともに、庁内の関係課に対し証明書の提
示などで利用可能となる行政サービスについて照会を
行っているところです。今後、有識者、当事者、支援
団体で構成する検討委員会やパブリックコメントでの
意見等を踏まえ、令和６年度中の制度導入に向け取り
組んでまいります。
　続きまして２、子育て支援についての(1)、児童手
当の拡充についてお答えいたします。
　国のこども未来戦略に基づき、子育てに係る経済的
支援の強化のため、子ども・子育て支援法等の一部
を改正する法律が令和６年６月12日に公布されまし
た。これにより、児童手当の所得制限が撤廃され、支
給期間が高校生年代まで延長されるとともに、第３子
以降の支給月額が３万円に増額されるなど児童手当の
抜本的拡充が図られております。令和６年10月から
実施され、支払い月が年３回から年６回、拡充後の初
回支給が12月となっていることから、県といたしま
しては、国や市町村等と連携し円滑な支給に努めてま
いります。
　続きまして同じく２の(2)、浦添市の取組内容につ
いてお答えいたします。
　こども誰でも通園制度（仮称）は、昨年度末から試
行的に実施され、県内では今年度浦添市が７月から受
入れを開始し、那覇市が８月からの予定となっており
ます。また、アンケート調査の結果、令和７年度につ
いては７市町村が実施の意向を示しております。浦添
市では78人の応募に対して39人を決定し、受入れを
行っております。事業実施に当たっては、予約を前月
に受付し、効率的な人員配置を行うなど施設の負担軽
減を図りながら実施していると聞いております。
　続きまして同じく２の(2)のイ、県としての取組に
ついてお答えいたします。
　本制度の実施に当たっては、実施主体となる市町村
において受入れ必要量の推計や提供体制の整備につい
て、令和８年度の本格実施までに検討していく必要が
あることから、県においては去る２月に市町村向け説
明会を開催し検討を依頼しております。加えて、市町
村においては、令和６年度改定予定の子ども・子育て
支援事業計画への当該事業の反映や施設整備基準に係
る条例の改正等を行う必要があることから、県といた
しましては、これらの取組を支援するとともに制度導
入が円滑に進められるよう保育士の確保等に取り組ん
でまいります。
　続きまして同じく２の(3)、保育士不足問題を解決
するための施策についてお答えいたします。
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　待機児童の解消に当たっては、保育士確保が最大の
課題となっていることから、県においては、学生への
貸付事業など新規の保育士の確保に向けた取組のほ
か、潜在保育士等の就労支援や保育補助者配置等に取
り組む保育所への支援など保育士の処遇改善に取り組
んでいるところでございます。この結果、新規の保育
士登録件数は毎年1000人を超えており、保育従事者
についても500人程度の増加となっております。
　県といたしましては、待機児童解消に向け、引き続
き市町村と連携して保育士の確保に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　３、健康・福祉行政
についての(1)、高齢者補聴器購入費助成事業につい
てお答えします。
　一般的に加齢により難聴が進んでまいりますと、日
常生活を送る上での不便やコミュニケーションを取る
ことが難しくなるなどの影響が出てくるものと承知し
ております。また、国の研究機関において、補聴器の
使用による認知機能低下予防の効果の検証に取り組ん
でいると伺っております。
　県としましては、その研究成果等を確認しつつ、必
要に応じて他県とも連携しながら、高齢者に対する補
聴器補助制度の創設等を国に対して要望することを検
討してまいりたいと考えております。
　同じく３の(3)、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成
についてお答えします。
　帯状疱疹ワクチン接種は、現在予防接種法上の定期
接種ではなく任意接種であることから、接種費用は全
額自己負担となりますが、県内では４町村で独自に接
種費用の助成を行っております。
　県としましては、予防接種への公的助成は、予防接
種法等の法制度に基づく定期接種として実施すること
が望ましいと考えており、全国衛生部長会を通して帯
状疱疹ワクチンの定期接種化について国に要望してい
るところであります。
　同じく３の(4)のア、認知症ケアについてお答え
します。３の(4)のアと３の(4)のイは関連しますの
で、一括してお答えさせていただきます。
　ユマニチュードはフランス発祥の包括的なコミュニ
ケーション技法による認知症ケア、タクティールケア
はスウェーデン発祥のタッチケアであり、認知症の人
との信頼関係の構築やストレスや不安の緩和により、
認知症の周辺症状の改善に効果があると言われていま

す。
　県では、令和６年２月に認知症疾患医療センター主
催で、ユマニチュード考案者の一人であるイヴ・ジネ
スト氏をお招きして認知症ケアに関する講演会を開催
したところです。
　県としましては、引き続き認知症疾患医療センター
等の関係機関と連携し、認知症の人が尊厳を保持し希
望を持って暮らすことができるよう、認知症に関する
正しい知識及び理解を深めるための普及啓発に取り組
んでまいります。
　同じく３の(5)、がん患者のアピアランスケア支援
事業についてお答えします。
　県においては、令和６年度から、がん患者の生活の
質の向上を目的に治療により生じた外見の変化を補完
するウイッグや乳房補整具等の購入費用を助成する市
町村へ助成額の２分の１を補助する事業を行ってお
り、６月末現在で11市町村が取り組んでおります。
今後、全市町村において実施できるよう情報交換をし
ながら推進してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　３、健康・福祉行政につ
いての(2)、単身高齢者などへの居住支援についてお
答えいたします。
　高齢者などの居住支援に関連する改正住宅セーフ
ティネット法が令和６年５月に成立し、令和７年秋頃
に施行予定と聞いております。改正法では、居住サ
ポート住宅の認定制度が創設されました。その内容
は、居住支援法人などが高齢者の安否確認、見守りな
どを行うことにより民間賃貸住宅での孤独死などのリ
スクが軽減され、円滑な入居の促進が期待されます。
新たな制度を推進していくためには市町村居住支援協
議会が必要であり、県は市町村への情報提供や助言な
どを行っております。
　次に５、県営都市公園の管理についての(1)、危険
箇所に対する取組についてお答えいたします。
　県営都市公園の公園施設等については、安全管理の
観点から指定管理者が日常的に点検を行っておりま
す。点検の結果、公園施設等に危険箇所が発見された
場合には、公園利用者の安全を確保するため、立入禁
止等の措置を行うとともに改善方針を検討し、補修や
更新を実施することとなります。公園管理に関するマ
ニュアルに基づき、指定管理者が危険箇所に対して適
切に対応するよう指導監督に取り組んでまいります。
　以上でございます。
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○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、健康・福祉行政についての
中の(6)のア及び(6)のイ、がん教育の現状の取組等
についてお答えいたします。３の(6)のアと３の(6)
のイは関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　学校においては学習指導要領の改訂に伴い、令和２
年度より段階的に小学校から高等学校まで、発達段階
に応じたがん教育に取り組んでおります。県教育委員
会では、教職員を対象とした研修において、がん教育
教材の作成や沖縄がん教育サポートセンターの講師に
よる講話などを実施しております。引き続き、教職員
を対象とした研修会において、外部講師による講話や
実践発表を行うなど教職員の資質向上に努めるととも
に、関係機関と連携しがん教育の推進に取り組んでま
いります。
　続きまして４、教育行政についての中の県立高校受
験の内申についてお答えいたします。
　高校入試は、公正かつ妥当な方法で各学校及び学科
等で学ぶための能力や適性等を適切に判定し、入学者
を選抜することを目的として実施しております。この
ことから、学力検査はもとより、生徒が３年間継続し
て努力してきた学習の成果や諸活動を正当に評価する
ことが大切であると考えております。
　県教育委員会としましては、今後とも生徒の諸活動
等が公平に評価されるよう適正な入試の実施に努めて
まいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　６、国立自然史博物館誘致
の取組についてお答えいたします。
　県では、これまで県内外でのシンポジウム開催など
により機運醸成を図っており、その認知度は確実に高
まっていると認識しております。また、平成29年度
から国等へ要請を行っており、昨年度は５回の要請を
行うなど国への働きかけを強化しており、今年度も骨
太の方針に係る要請で国による取組の開始を求めたほ
か、県選出国会議員に県の取組を個別に説明し協力を
お願いしたところです。
　県としましては、引き続き国への働きかけを強化す
るとともに、さらなる機運醸成を図るため、シンポジ
ウムの開催に加え県内外イベントでの普及啓発や誘致
に当たってのコンセプト等の検討を開始することとし
ております。

　以上でございます。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　すみません、休憩をお願いし
ます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時50分休憩
　　　午後４時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○松下　美智子 議員　一通り御答弁をいただきまし
たので、初めての県議会での一般質問であり、今回は
項目を選んで再質問をさせていただきます。
　まず１の性の多様性を尊重する社会を実現するため
の条例についてですけれども、沖縄県差別のない社会
づくり条例が施行されたことはすばらしいことだと思
います。取組に敬意を表します。全ての差別をなく
し、人権を守るための条例に包括する形で性的指向ま
たは性自認を理由とする不当な差別に関する施策とし
て第13条に明記されています。その中に、先ほど御
答弁にもありましたけれども、てぃるるでの相談事業
もＬＧＢＴＱにじいろ相談として展開していただいて
おります。当事者の方にとっては相談窓口があること
は安心です。
　多くの県民の皆様に性の多様性を尊重することを理
解していただくための講演会等の取組についてお伺い
したいと思います。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂  こども未来部長　ありがとうございま
す。
　県におきましては、これまでＬＧＢＴＱ・性の多様
性につきましては、啓発イベントというのを毎年開催
させていただいてる状況でございます。今年度も予算
を確保しているところでございます。今現在パート
ナーシップ制度導入に向けて取組を行っているもので
すから、その機運醸成を図るための事業を計画してい
るところですけれども、詳細については調整中でまだ
決まっておりません。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　分かりました。
　一つ提案というか、浦添市は本年10月に条例を制
定して３周年を迎えます。それを記念してドキュメ
ンタリー映画「沖縄カミングアウト物語」の上映会が
10月６日の日曜日、アイム・ユニバースてだこホー
ル市民交流室にて開催をされます。この映画の監督・
松岡弘明氏と主人公のゲイの当事者である沖縄出身の
かつきママをパネリストとして招き、性の多様性を認
め合う社会をテーマにトークセッションも予定されて
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います。沖縄を舞台に当事者の方の苦悩と性の多様性
を尊重することの大切さを映像を通して理解すること
ができます。まず、担当の皆様に御参加いただき、県
としてもこの映画を活用していただけないか御検討を
お願いいたします。玉城知事も日程が合えば御覧いた
だきたいと思います。御答弁があればお願いいたしま
す。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　情報提供、御案内ありがとうご
ざいます。
　そのような様々な行政、民間団体などの取組が広く
市民に伝わることによって、このパートナーシップ制
度を導入する意味ですとか、あるいは人が人として尊
厳を持って社会で生きていけるのだということの本質
的な理解が広がっていくこと、これが私たちの求めて
いる誰一人取り残さない沖縄らしい社会の一面である
というように思っております。
　沖縄県としましても、現在全庁でパートナーシップ
制度導入に向けた利用可能な制度への変更等について
―本当にもう幅広い内容がありますので、その調査
を図っておりますので、なお引き続き、県もこのよう
な外部の行政や団体の取組とも連携して周知が図られ
ていけるよう鋭意取り組んでいきたいと思っておりま
す。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　ありがとうございます。
　次に、先日の一般紙にも特集として取り上げられま
したけれども、パートナーシップ制度の導入につい
て、現在那覇市と浦添市で導入されています。先ほど
の御答弁で、いよいよ沖縄県としても今年度中に導入
を目指すとありました。那覇市で導入されたパート
ナーシップ・ファミリーシップ制度を導入されてはい
かがかと提案をいたします。取組についてお伺いしま
す。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂  こども未来部長　全国の状況を見ます
と、いろいろパートナーシップ制度の導入をされてい
る他県もあると承知しております。今後、県が検討す
るに当たりましても、その辺も議論を深めて検討して
まいりたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　次に移ります。
　２の子育て支援についての(1)の児童手当につい
て、御答弁がありましたように、この10月から大き
く拡充をされます。児童手当といえば公明党です。公
明党は他党に先駆けて児童手当法案を国会に提出する

などして、1972年、昭和47年の制度創設をリードし
た生みの親であり、実現後も拡充を推進してきた育て
の親であります。今回の児童手当の大幅な拡充が子育
て支援につながるよう期待し、さらに子育て支援に取
り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いい
たします。
　それでは２の(2)、こども誰でも通園制度について
伺います。
　７月からスタートした浦添市に続き、８月から那覇
市でも導入されるとの御答弁でした。令和８年の全面
実施に向けて、こども家庭庁でも本格実施に向けた検
討を開始したとありました。年齢に応じた子どもとの
関わり方の留意点をはじめ、通園制度を実施する当事
者にとって参考となる内容を盛り込んだ手引の作成も
進めるとのことです。県としては、こども家庭庁の手
引も参考に先駆的に取り組んでくださっている園とも
連携をして、しっかり情報提供をしていただき、自治
体で格差がでないよう取組をお願いしたいと思いま
す。要望でとどめておきたいと思います。よろしくお
願いいたします。
　２の(3)、保育士への処遇改善についても目に見え
る形で実現がされるように、これからも注視をしてい
きたいと思っております。
　続きまして３の健康・福祉行政についてですけれど
も、この(1)、(2)、(3)、それぞれ多くの市民相談を
いただいている案件でしたので、今回取り上げさせて
いただきました。国に要望していくという御答弁でし
たので、引き続き取り組んでいきたいと思いますし、
よろしくお願いしたいと思います。
　それでは(4)の認知症対策についても、ユマニ
チュードとタクティールケアといういずれもケア技術
導入の提案です。様々な効果が現れていますので県と
しても引き続き御検討をお願いしたいと思います。
　続きまして３(5)のがん患者のアピアランス（外
見）ケア支援事業についてです。
　実施している自治体は、ほとんどがウイッグや乳房
補整具に対して上限２万円の補助をしてくださってい
ます。がんと闘いながらアピアランスケアをして、社
会生活、子育て、お仕事をしていこうと、そこに来ら
れるまでに相当の葛藤があられたと思っています。ま
ず、がん告知の衝撃、絶望感から立ち上がり、がんと
共生の道を歩む決意をされ、手術や治療も乗り越えて
アピアランス（外見）ケアの道に進まれる当事者の方
の背中を大きく押す施策となっております。金額では
なくて、この自治体が実施するということが当事者の
背中を押すというお声をいただいております。この
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方々は既に相談できる医療機関を持っておられるはず
です。ウイッグ、乳房補整具を申請する段階で県が進
める６か所のがん相談支援センターへの新たな相談を
求めることは、背中を押すどころか当事者を後ずさり
させることになることを私は強く訴えたいと思いま
す。
　第４次沖縄県がん対策推進計画（案）の中で、がん
診療を行う医療機関は、がん患者が治療に入る前に主
治医や担当看護師からがん相談支援センターを案内
し、がん患者が治療前にアピアランスに関する相談支
援につながる体制を整備するとあります。今回の県の
要件は、まず当事者の方の負担になっている。県に先
駆けて実現をした糸満市、浦添市の担当者も当事者の
負担になる、ここを撤廃するようにと強く要望してい
ると聞いております。また、沖縄県医師会の常任理事
の方もこれはなくしたほうがいいと県に助言したと直
接お伺いしました。
　部長、私はぜひ再考して、要件から外していただき
たいと思いますが、御答弁をお願いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　今年度の４月から始めた事業ですけれども、始める
前の前年度の議会においても同様の御意見、御指摘を
いただいたというところで、今スタートしたばかりで
すので、様々な意見等を情報収集をしながら各機関と
調整をしていきたいと思っております。ほかの病院に
ある相談支援センターを―最初は受診というふうな
形がありましたけれども、そこはもう電話でもいいの
ではないかというふうなことになっており、現在では
御本人が希望しない場合は、その旨を市町村での申込
みの申請の際に記入していただければいいというとこ
ろまでは来ております。ただ、今議員から御指摘のあ
りましたいろんな意見について、こちらのほうも他県
の情報等も踏まえまして様々な情報収集をして、今後
も引き続き検討していきたいと考えております。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　部長、上原章県議が以前の議
会でもこのことを要望して再考してほしいというふう
にお伝えされたと思うんですけれども、今当事者に負
担があるので対面ではなくて電話でもいい、また希望
しなければそのことを書けばいいというふうに改善し
たというような御答弁をなさったんですけれども、そ
れ自体がもう煩雑だということを私は言いたいんです
ね。本当はがんにかかったときにこのがん支援セン
ターにしっかりとつながっていくことが大事であっ
て、対面をしてアピアランスケアを受けるまで乗り越

えて来られた方々にまた一からがん支援センターに相
談を求めるということ自体が当事者のお気持ちを全く
分かっていないというふうに私は思っています。様々
な方からこの御意見をいただいておりますので、ぜひ
ともここは撤廃していただいて、本当に心軽くこのア
ピアランスケア支援事業を当事者の方が受けられるよ
うな制度にぜひとも変えていただきたい。早めに変え
ていただきたいということを要望したいと思います。
御答弁をお願いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　御意見、御指摘あり
がとうございます。
　今年度からの取組ということで今状況を見ながら、
様々な情報収集をしながら、いただいた御意見も参考
に検討を続けてまいりたいと思いますので、ぜひ御理
解をよろしくお願いしたいと思います。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　ぜひとも参考にしていただけ
ることを信じて、次の項目に移ります。
　続きまして教育長への質問番号３の(6)、がん教育
についてと４(1)の高校受験の内申についてですけれ
ども、その前に私、今回初めて県議会に入りましたが
幾つか大変驚いていることがあります。その一つに、
この教育委員会の質問に半嶺教育長が一人で答弁をさ
れていることに大変驚いております。浦添市では、教
育部長、指導部長がそれぞれ答弁を担当されておりま
す。大切な教育現場を預かられていながら、また議会
答弁を一手に引き受けられるのは、大変な激務だとお
察しいたします。未来の宝である子どもたちの教育の
ために御尽力をお願いし、共に頑張りたいと思いま
す。
　その上で３の(6)のがん教育については、沖縄がん
教育サポートセンターの徳元亮太理事長は、自らがが
ん経験者であり御自身も幼いお子さんがいらっしゃる
んですね。この幼いお子さんに告知をすることが一番
つらかったという御経験をお話しされて、私直接講演
会でお聞きもしました。それゆえに、とても丁寧な取
組をされておりますので、ぜひ連携を取っていただい
て、外部講師の登用を御検討いただきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
　４番の教育行政の内申についてですけれども、教育
長からは、公平な３年間、しっかり見て公平に高校受
験を迎えさせてあげたいというお気持ちはよく分かり
ました。ただ、途中から高校受験で頑張って高校では
頑張ろうと思った子たちが報われるような開かれた制
度にならないかなと思っていますので、これは引き続
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き、また取組をさせていただきたいと思いますのでよ
ろしくお願いいたします。
　５の県営都市公園の管理についてですけれども、具
体的にお伺いします。
　浦添大公園の干支橋の橋の破損について、大変危険
な状態です。修繕について日程をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　浦添大公園の干支橋の石張り舗装についてでござい
ますが、補修に係る検討は終えておりまして、年内に
補修工事を実施する予定となっております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　松下美智子議員。
○松下　美智子 議員　先ほど、日常的に危険な箇所
がないか見回りをしているというふうに御答弁をされ
たんですが、この干支橋、私がお電話して危ないです
よと伝えるまで放置されておりました。しっかり日常
的に見回りをしていただいて、危ないときには安全対
策をしていただきますようにお願いをして、一般質問
を終わります。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　皆さん、こんにちは。
　長時間になりますけれども、よろしくお願いいたし
ます。
　さて、去る６月16日に初めて県議会議員として当
選させていただきました。また、多くの皆様方のお力
添えのおかげだと思っております。本当にありがとう
ございます。
　さて、私が訴えてまいりました、マクトゥーナー政
治姿勢―真っ当な政治姿勢で県勢発展とともに、そ
して沖縄の尊厳を守るために質問いたしたいと思って
おります。
　１、平和行政について。
　(1)、平和祈念公園の整備について。
　ア、常設大型テント施設整備について、毎年開催さ
れる慰霊祭、来年は沖縄戦終結80年の節目の年とな
ります。国立墓苑の正面敷地に常設大型テントを施設
整備することで、慰霊の日だけではなく年間を通して
沖縄の強烈な日差しよけとなり、また雨に関係なく市
民がくつろげる空間ができます。整備を考えるべきで
はないか伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　国内外の観光客や修学旅行生等が多く訪れる平和祈
念公園において、強い日差しや降雨等の影響を考慮し

て、屋根付休憩スペースの必要性を認識しておりま
す。屋根付休憩スペースの規模や設置場所等について
は、関係者と意見交換しながら検討していきたいと考
えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　ありがとうございます。
　ぜひともまた検討していただければ助かります。
　そして、平和祈念公園は沖縄戦終えんの地として平
和教育の場ともなっています。しかし、祈念公園の入
場者数の減の対策、そしてこの対策のためには内容の
刷新、これが必要だと思っておりますけれども、今沖
縄平和賞授賞式の会場としてはホテル等を使われてい
ると思っているんですが、なぜ祈念資料館を使わない
のか。私はこの祈念資料館を使って、しっかりと沖縄
の平和の賞を、これも含めて発信すべき場所になると
思っておりますけれども、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　沖縄平和賞の授賞式の会場
につきましては、参加者の収容数、音響、照明施設、
レイアウト、来賓室の確保など様々なことを勘案しな
がら選定しているところです。なお、議員の御提案に
つきましては、貴重な指摘だと考えておりますので、
今後その内容も含めて検討したいというふうに考えて
おります。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　検討もよろしいんですけれども、
本来であれば、この平和賞というのはその受賞する団
体もしくは個人、その方々に１円でも活動資金として
しっかりと与えていく。そうすれば受賞した方々もさ
らに大きな活動ができると私は思うんですね。これも
う１円、10円でもいいから多く与える。多く受賞者
の皆さん方に取っていただく。そうすればよろしいと
思うんですけれども、やはりホテル等民間の施設を使
いますとどうしてもそちらのほうが料金的に高いのか
なと思いますので、ぜひとも御検討のほどよろしくお
願いいたします。
　ちょっと休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時10分休憩
　　　午後５時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大田　守 議員　(2)、平和教育につきまして、ア、
これまでの取組と今後の対応について伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　平和教育の取組についてお答え
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いたします。
　県教育委員会では、平和教育を主要な施策に位置づ
けており、各学校においては各教科での取組のほか、
慰霊の日に向けた特設授業や地域の戦跡巡り等を実施
するなど、学校の教育活動全体を通して平和学習を
行っております。また、教員の指導力向上について
は、初任者研修等において、県平和祈念資料館等を活
用した研修や平和教育に関する研究授業等を行ってお
ります。引き続き関係機関と連携し、沖縄戦の実相と
教訓の次世代への継承に向け、平和教育の一層の充実
に努めてまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　しっかりとお願いしたいなと思っ
ておりますけれども、私は旧摩文仁村、旧三和村の出
身の議員でもあります。そういった中では、私たちの
地域は５割に近い方々が沖縄戦で亡くなっておりま
す。今の平和教育の中でやはり少し偏っている部分が
あるんじゃないかと思っております。私の父も母も親
族の中で亡くなった方がいらっしゃいます。しかし、
私たちの親族の中では、日本兵だとか、日本軍がとか
いうそういった言葉は一度も聞いたことないんですよ
ね。だからそれも含めて、本来の平和教育とは何なの
か。ましてや親族の中にはガマを個人的に掘って、そ
の中に家族と共に避難民も、そして日本軍も一緒に
入ってきた。ただ日本軍が入ってきた二、三日後に
―そこのちょっと位の高い方だったんでしょうね。
その方に呼ばれて、皆さん方は民間人です。どうぞこ
の洞窟から出ていってください。そして私たちは軍人
ですからここにとどまりますという形で命が助かって
いる方がいらっしゃるんです。やっぱりそういったの
を考えてみますと、これが壕の追い出しなのか、それ
とも民間人の命を救うのに、この隊長の判断がよかっ
たのかというものも出てくると思うんですよね。だ
からこういったものをしっかりと―やはり今もう沖
縄戦の体験者が少なくなりつつあります。そこをしっ
かりやってほしいなと思っておりますし、私の母もも
う96歳になります。当時はまだ小学校五、六年生で
すか。当時とすればやはり将校の皆さん方が立派な大
人に見えたと。でも、90過ぎるとナマカンゲーネー　
ワラバーグワー　ヤタンヤーって、どんなに家に帰り
たかっただろうなと。その日本軍の将校に対しても
やっぱりそこまで思い至る、そこが私は本来の平和教
育だと思うんですよね。だからこそしっかりとした平
和教育。片一方だけを見るんじゃなくて、両面から見
た平和教育をしっかりとお願いしたいなと思っており
ます。よろしくお願いします。

　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大田　守 議員　イ、県外からの教育民泊と平和学
習について、教育民泊の認識を伺います。
　平和を発信する県として、積極的に平和学習を取り
入れた沖縄の修学旅行誘致に取り組むことが私は必要
だと思いますが、そこで伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真  文化観光スポーツ部長　お答えしま
す。
　沖縄修学旅行における民泊は、県外の児童生徒が沖
縄の生活文化や食をじかに体験することで、沖縄に対
する理解を深め、将来にわたって沖縄に親しみを持つ
などの効果が期待されるプログラムの一つと考えてお
ります。また、平和学習は、沖縄を修学旅行の目的地
として選定する大きな理由の一つと認識しており、県
外での誘致活動において重要な要素となっておりま
す。
　県としましては、引き続き、教育旅行民泊や平和学
習など沖縄ならではの魅力を生かした修学旅行の誘致
に取り組んでまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　教育民泊のほうで一番重要となる
のは、やっぱり受入れ民家さんだと思うんですよね。
糸満のほうでは一時期民家の皆さん方が民泊部会とい
うのをつくって、お互いでいろんな料理の勉強会やら
沖縄の音楽の勉強会やら、そういったものをやってお
りました。しかしコロナでもってそれが今できなくな
りまして、解散に近い状態になっておりますけれど
も、そこは行政のいろんな下支えが必要になってまい
りますけれども、その点に関しまして県のほうは民泊
の方々へどういった手を差し伸べることができるのか
どうか、それをお聞きいたします。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では、県内の修学旅行関連事業者が緊密に連携
し、沖縄修学旅行のさらなる発展を図るため、沖縄県
修学旅行推進協議会というのを設置しております。そ
の中で５つ分科会を設けておりますが、その一つとし
て、教育旅行民泊分科会というのがございます。この
分科会では、県内各エリアの教育民泊の事業者と課題
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の共有及びその解決について定期的に話し合っており
ますので、その中でいろんな課題を吸い上げて対応を
していきたいと思っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　ぜひともよろしくお願いいたしま
す。
　(3)、平和祈念公園までの道路の整備状況について
伺います。
　ア、県道77号糸満与那原線、通称平和の道線の現
状の進捗状況を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　平和の道線は、糸満市山城から真栄里までの延長約
7.8キロメートル区間について、沖縄本島南部の観光
振興及び地域活性化を図る目的で整備に取り組んで
おり、令和５年度末の進捗率は、事業費ベースで約
48％であります。また、周辺で整備を進めている県
道奥武山米須線の進捗率は、令和５年度末の事業費
ベースで約82％となっております。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　今琉球ホテルが、リゾートホテル
が建っております。名城のそのホテルまでは用地買収
もほぼ済んでいると、ただ進捗状況がまだまだ至って
いないと。地域住民の皆様方が、やはりレンタカーや
らで交通量が多くなっていると交通事故の心配を今な
さっているんですよね。せめてそこまでの完成があと
何年ぐらいでできるのか、そのめどがあるんだったら
教えていただけますか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　そのような地元の方々か
らの声があることについては認識をしておりますが、
完了年度につきましては現時点で明確にお答えするこ
とは困難な状況でございます。引き続き早期整備に向
け取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　できるだけ早めという形でお願い
したいんですが、それから先の喜屋武のほうから平和
創造の森公園、そこまでは用買もあと３割か４割か、
なかなか進んでいないというお話なんですが、どのよ
うな支障があるんでしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時18分休憩
　　　午後５時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。

○前川智宏 土木建築部長　用地の取得状況について
でございますが、当該区間には県外の企業用地等がご
ざいまして、その交渉について難航しているところが
ございますが、引き続き粘り強く交渉を続けてまいり
たいと考えております。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　じゃあ、この交渉含めてその部分
も完成年度はいつ頃というのは言えないということな
んでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大変申し訳ございません
が、完成予定年度につきましては明確に現段階でお答
えすることは困難な状況でございます。引き続き早期
整備に向け取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　これが完成しなければ平和の道線
の完成はありません。今から十何年前ですか、東門元
副知事さんとお会いして、平和の道線は摩文仁まで開
通して完成ではないですかというお話をしたときに、
まずは平和創造の森公園までというお話がございまし
た。そのとき、じゃあこれから先はどうなっています
か、計画はありますかと聞いたら、今のところないよ
うな答弁だったと思います。その点に関しましては、
完成は摩文仁まで行って完成なのかどうか、今後県と
してその部分の整備の計画はどのように持っていらっ
しゃるのか、それをお聞きいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　当該道路の平和祈念公
園、糸満市摩文仁までの延伸についてでございます
が、現在事業中区間の完成供用後の交通状況など踏ま
えまして、その必要性については検討してまいりたい
と考えているところでございます。
○大田　守 議員　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時21分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、延
伸につきましては構想としては持っておりますが、ま
だ具体的に設計とかそういうところに入っていない状
況でございます。引き続き現在の整備区間の早期完成
をまず優先的に取り組み、延伸についてはその進捗状
況を踏まえて検討したいと考えております。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　しっかりとよろしくお願いいたし
ます。
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　イ、平和学習の拠点ともなっております、ひめゆり
の塔周辺の道路状況について、私たちは今年も糸満市
役所から摩文仁まで慰霊の行進をいたしました。国道
の一部で歩道のない箇所や狭隘な箇所がやっぱり今年
も目についております。その現状についての見解を伺
います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　ひめゆりの塔が面する道
路でございますが、国管理の国道331号となっており
ます。ひめゆりの塔やひめゆり平和祈念資料館には、
慰霊や平和学習など多くの方々が訪れておりますが、
周辺の歩道は、議員御指摘のとおり一部幅員が狭い状
況でございます。
　県としては、当該道路の現状等について国と意見交
換を行いたいと考えているところでございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　実際に歩道がないんですよね。ひ
めゆりの塔の第三外科壕からひめゆり部隊の同じ第二
外科壕、そこは僅か100メートル、200メートルぐら
いですか、そのぐらいの差なんですが、歩道がなく
て、ましてや車椅子の方は行けないんですよね。車道
を押していくわけにもいかない。やっぱり本来そう
いったものが観光地であってはならないと私は思って
おります。沖縄県のリーディング産業であります観光
産業、これはやはりこの南部の慰霊団、この慰霊のた
めの旅行から始まっていると思っております。だから
観光産業元祖の都市だと思っております。やっぱりそ
ういった場所をしっかりと整備するのが行政の役割だ
と私は思いますし、管轄は国道だろうが、やはりそこ
で難渋しているのは県民なんですよね。そこをしっか
りと県のほうはまた国に要請をしてください。よろし
くお願いします。
　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時23分休憩
　　　午後５時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大田　守 議員　(4)、慰霊碑・慰霊の塔の状況につ
いて。
　県内の慰霊碑の数について伺います。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　平成30年に行った慰霊塔・慰霊碑の管理状況等調
査及びその後の調査によりますと、県内に建立されて
いる戦没者の慰霊塔・慰霊碑は440基となっておりま
す。

○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　442ではなくて、440ですか。そ
のうち糸満には113あると思っております。そして最
近、李登輝さんが亡くなる２年前ぐらいに台湾の碑が
できております。それを入れると多分糸満には114に
なっていると思いますけれども、何度も申し上げま
すけれども、来年は沖縄戦終結80年の節目になりま
す。遺族の高齢化や関係者の減少で慰霊塔自体の維持
管理が厳しくなっております。放棄される状態になら
ないためにも、管理の有無等の調査等、遺族会の関係
団体との協議が必要だと思いますがいかがでしょう
か。私たちは今年ずゐせんの塔近くで一生懸命慰霊祭
の準備をしていた方とお話ししました。もう今年まで
かなというお話もされておりました。瑞泉の方々はも
ともとは首里高等女学校繊維科の方々が中心になって
いると。もうその流れから行くと首里高校にその碑を
移動する時期に来ているのかなと、そういったお話
もございました。そういった方々は、多分どこにどう
いった形で話をしたらいいか分からないと思うんです
よね。そこは県のほうでそういった話ができるのかど
うか、この協議をできるのかどうか伺います。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　先ほどお話ししました平成30年度の調査におい
て、管理不明または管理困難となっている慰霊塔・慰
霊碑の数につきまして、管理者が不明または不在の
慰霊塔・慰霊碑が44基。それから、管理が困難であ
る慰霊塔・慰霊碑が４基というふうになってござい
ます。管理者が不明な慰霊塔・慰霊碑でございまして
も、地域の住民の方々が清掃を行われていたり、参拝
者が確認されるなど、その地域で大切にされていると
いう状況も確認されておりますが、今後議員がおっ
しゃっているように管理困難な慰霊塔・慰霊碑が増え
ていくという現状もあると思います。そういった場合
には市町村ですとか、あと関係団体と情報を共有など
しながら、課題等について意見交換をして連携して取
り組んでいきたいと思ってございます。
　それと、ずゐせんの塔ですね。瑞泉同窓会のほうが
解散をしたということで、ずゐせんの塔のほうも首里
高校の辺りの一画に移すことはどうですかという御質
問だと思います。これにつきましては、慰霊塔・慰霊
碑につきまして、遺族等関係者の思いを込めて建立し
たものでありますけれども、その慰霊祭自体はサポー
トの会が引き継ぐというふうに連絡がございました。
あと、活動そのものは県立一中―今の首里高等学校
の同窓会組織が受け継ぐということも聞いてございま
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す。その上でその慰霊塔のほうの移設ということを希
望されているということであれば、また建立者等関係
者の意向を尊重いたしまして、そういった意向があれ
ば意見交換などをして支援をしていきたいと思ってお
ります。
　以上です。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　よろしくお願いいたします。
　今年も歩きながら、１つの塔が全く分からないんで
すよね。誰がいつ建てたか分からない。そして標識も
外されている。こんな状況が見える塔もあります。こ
れはぜひともまたよろしくお願いいたします。
　２、農林水産行政について。
　(1)、水産行政についてのア、高度衛生管理型荷さ
ばき施設整備の経緯について伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　泊漁港では、沖縄県漁業協同組合連合会地方卸売市
場が開設されておりましたが、築40年以上経過し老
朽化が著しく、狭隘で建て替え用地の確保が困難な状
況となっておりました。このことから県は、本県唯一
の第３種漁港である糸満漁港に国の水産流通基盤整備
事業を活用し、令和元年から令和３年にかけて高度衛
生管理型荷さばき施設を整備したところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　その糸満の高度衛生管理型荷さば
き施設の現状はどのようになっていますでしょうか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　高度衛生管理型荷さばき施設は、一般財団法人沖縄
県水産公社を市場開設者とし、沖縄県漁業協同組合連
合会及び糸満漁業協同組合で設立しましたＪＦ沖縄魚
市場有限責任事業組合が卸売業者となり、令和４年
10月よりイマイユ市場として運営されております。
令和５年度の市場取扱量は3617トンであり、計画の
5500トンの66％となっております。
　県としましては、引き続き関係者と連携し、さらな
る市場利用及び取扱量の増加を図ってまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　よろしくお願いいたします。
　今回、5000トン予定が3000トン余りということ
で、競りができない日があるよとおっしゃる仲買の方
もいらっしゃいました。私は、やはりこちらに移って
くるはずの漁業協同組合の一部の組合が来ていないの

も一つの原因じゃないかなと思っております。これに
対して県はどのように指導されますか。お聞きいたし
ます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　令和４年10月のイマイユ市場開設当初、漁具倉
庫、製氷施設、一時加工処理施設等の関連周辺施設の
整備が遅れておりましたことから、利用漁船数が伸び
悩んでおりました。令和５年１月以降、当該施設が順
次供用開始されたことで、取扱量は徐々に増加してお
ります。
　県ではさらなる利用漁船の増加に向け、中級トンク
ラスの漁船まで対応した船揚げ場の整備等を計画して
おり、引き続き関係者と連携しながら取扱量の増加を
図ってまいりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　よろしくお願いいたします。
　(2)、農業行政について。
　地下ダムの有効活用について、糸満南部の三和地域
は、地下ダムの農業用水が活用されることで農業の生
産高が高まり、若い農業従事者が増えています。現
在、農業用水整備がされていない北部地区にも地下ダ
ムの農業用水が活用されたら、さらに糸満市としての
生産高が上がります。北部地区への農業用水や配水を
することの考えはないか伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　沖縄本島南部地域における農業振興を目的として、
国営事業で整備した地下ダムにより、糸満市及び八重
瀬町の農地約1300ヘクタールの農業用水が確保され
ております。現在、糸満北部地域等の農業用水確保に
向けて、国営沖縄本島南部地区の関連事業を含めた用
水再編について、国、県及び糸満市等で定期的な協議
を行いながら、総合的な検討を実施しているところで
あります。
　県としましては、引き続き地下ダムの有効利用に向
けて、国及び関係機関と連携して取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　よろしくお願いいたします。
　イの農業資材、今高騰しておりまして、特に畜産関
係等々、農業のほうでも様々な資材高騰のために四苦
八苦やっております。なかなか経営的に厳しいという
言葉も聞いております。その対応について伺います。
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○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時34分休憩
　　　午後５時34分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、耕種農家に対する肥料購入経費の一部を補
助する緊急支援や園芸農家に対する農業用ハウスの新
規導入等への支援を実施してきました。また、畜産農
家への支援策として、飼料購入費の一部補助に取り組
んできたところでありますが、飼料価格の高止まりが
続いており、畜産農家の経営はいまだ厳しい状況にあ
ることから、今議会で畜産農家への追加支援策として
補正予算を計上しているところであります。
　県としましては、引き続き関係団体等と連携し、生
産者の経営安定に取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　よろしくお願いいたします。
　私の近くでもやはり畜産に携わっている若い専業農
家の方がいらっしゃいまして、この畜産関係の飼料等
の高騰ではもうこれ以上経営ができないと、そういっ
たお話も聞いております。そうなってきますと、やは
りもう国際価格に左右されるような海外からの輸入で
はなくて、沖縄県で自給できるような、そういった飼
料の自給ができるのかどうか、そちらのほうはいかが
でしょうか。対策については。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　近年の飼料価格高騰により、県内の畜産農家は厳し
い経営状況にあります。そのため県では、畜産農家の
経営安定を図るため、酪農家及び肥育牛農家を対象と
して、緊急的に粗飼料購入費の一部補助を令和４年度
より実施しております。また、議員の御指摘がありま
したような支援としまして、中長期的な支援といたし
まして、畜産担い手育成総合整備事業による草地面積
の拡大、そして畜産クラスター事業による牧草生産に
必要な機械の導入、飼料作物奨励品種の育成・普及等
に取り組んでいるところであります。
　県としましては、引き続きこれらの事業を推進する
ほか、生産者や市町村、関係団体と意見交換を行いな
がら畜産農家の経営安定に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　しっかりと対応策のほうよろしく
お願いいたします。
　３、教育行政について。

　教育費完全無償化について知事と教育長の見解を伺
います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　教育の無償化につきましては、国による高等学校等
就学支援金制度や高等教育の修学支援新制度により、
授業料等の免除または減額が図られております。県に
おいては、非課税世帯等の生徒に係るバス通学費の無
料化等に取り組んでいるところです。また、学校給食
費無償化に向けた取組の第一歩として、令和７年度か
ら県内41市町村全てに対して、中学生の学校給食費
の２分の１相当額を補助することとしております。全
ての子どもが安心して教育を受けることは重要だと考
えておりまして、今後も持続可能な支援の在り方を踏
まえ、教育費の負担軽減に取り組んでまいりたいと考
えております。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　教育費完全無償化の第一歩として
給食費の完全無償化、私はこれを市議会のほうでも提
案してまいりました。しかし今、県のほうが提案して
おります中学校の半分だけというそれだけであれば、
やはり残りの半分を手当てできる市町村、手当てでき
ない市町村が生じてきます。本来義務教育は、北海道
から沖縄の与那国まで全て平等にやらないといけない
と思っております。その点に関しまして、不平等にな
らないかどうか、これはもう知事とまた教育長のほう
にお聞きしたいなと思っております。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　令和７年４月から県内全て41市
町村において、中学校における給食費の２分の１相当
分を補助するということは、公平な支援になるという
ように考えております。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　今現在、学校給食の実施主体で
あります市町村において様々な取組が行われていると
ころでありますので、しっかりと県と市町村で課題を
共有しまして、共に協力しながら、今県は２分の１と
いうことで制度を定めておりますが、しっかりと連携
をして給食無償化に取り組んでいければと考えている
ところです。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　でも今、知事の答弁で私はびっく
りしました。平等化ではないと思います。ちゃんと給
食費の残りが手当てできる市町村には、やはり子ども
たち連れて住所を移転する方々も増えてくると思うん
ですよね。それができない市町村は人口がさらに減る
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可能性もあるんですよ。だからこそ、中学校をやるん
であれば半分ではなくて中学校は全員、100％全部県
がやると、私はそれが必要だと思いますけれども、そ
れに対していかがでしょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　将来の給食費の無償化に向けた
第一歩として、沖縄県はまずその財政的な考え方の
下、２分の１を公平に負担するというところから始め
ていきたいと。そしてそれぞれの市町村には、例えば
ふるさと納税ですとか、あるいはそのほかの財源を活
用して給食費の無償化に取り組んでいるというところ
も様々ございますし、またその取組の内容も市町村に
よってそれぞれ努力していただいていると思います。
ですから、その市町村における取組はまた市町村のほ
うでも努力をしていただけるものと思いますが、これ
からまたそういうようなことについても市町村と県で
しっかりと話し合って進めていきたいというように考
えております。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　これね、大変残念です、知事。私
が心配しているのは、そういったものも手当てできな
い市町村が出てきた場合、県自体が市町村の格差をつ
けるんですか。この義務教育に対する格差をつけるん
ですかと、私はそこを危惧しているんですよ。私は、
県の教育が格差をつける教育をやっちゃいけないと
思っております。だからこそもう少し考えてしっかり
とした制度をつくってほしいなと思っております。こ
れは提案でございます。
　休憩いたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後５時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大田　守 議員　４、我が会派の代表質問との関連
について伺います。
　７月11日に行われた我が会派の當間盛夫議員の１
の米軍基地問題について、(2)の米兵暴行事件につい
て伺います。
　沖縄県と沖縄県警本部は、県民の命と財産を守る大
きな役割を持っています。1995年、県民大会で大田
昌秀元知事は涙を流しながら児童を守ることができな
かったと謝罪をしていました。その後こんなことが二
度と起きないように、日米両政府や県は様々な仕組み
を構築してきたはずです。しかし、今回の事件でその
仕組みは全く機能していません。重要なことは、県警
と県が互いを信頼し情報共有化していれば、その後の

米兵による事件の防止にもなったと考えます。
　そこで伺います。
　1995年の事件後、どのような事件防止策を講じた
んですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時42分休憩
　　　午後５時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○大田　守 議員　じゃあ、知事と公安委員会の関係
性を伺います。
　知事部局と県警はそれぞれ独立した機関だというが
本当にそうなのか。知事部局と県警は独立すると言い
ながら、県警を管轄するのは公安委員会で、県公安委
員会が管理する沖縄県警本部長の任命権は国家公安委
員会だと思うが、県警は県公安委員会の管轄と思いま
すが、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　法制度上の位置づけについて申し上げますけれど
も、県警察につきましては、警察法第38条の規定に
基づき、県知事の所轄の下に置かれた県公安委員会に
より管理をされております。
　県知事と県公安委員会の所轄の関係につきまして
は、警察の政治的中立性を確保する観点から、知事は
公安委員の任免、県警察所管の条例及び予算に関する
権限を有する一方で、警察の運営において県公安委員
会を指揮監督する権限は有しないとされております。
　また、県公安委員会と県警察の管理の関係につきま
しては、県公安委員会は、警察運営についての個別的
または具体的な指示を行うのではなく、大綱方針を定
めて事前事後の監督を行うものとされております。
　現行の警察制度において、知事が県警察の運営に対
して指揮監督を行うということはないとされています
が、県民の安全と安心を守るという警察の責務を達成
するため、引き続き県との連携強化に努めてまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　管轄と管理の違いだと思いますけ
れども、私たちの軍特委員会の中でも話がありました
が、捜査に支障があるから県に知らせなかったという
ことをおっしゃっていたんですが、しかし３月27日
に起訴されております。起訴後の広報については、や
はりもう捜査には支障がないと思うんですよね。それ
なのになぜ県にすぐ報告しなかったのか伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
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○鎌谷陽之 警察本部長　まず、確認的に申し上げる
わけですけれども、起訴につきましては検察官が行う
ということでございますので、その広報自体を県警で
行うということはないんですけれども、起訴後であれ
ば警察の捜査が終わっているということで、捜査結果
について県警が広報を行ってもよいのではないかと
いった御趣旨であると思いますが、警察におきまして
は、起訴後でございましても、やはり被害者の二次被
害防止あるいはプライバシー保護の配慮というのは必
要であるというふうに考えておりまして、対外的な事
件広報に当たりましては刑事訴訟法第47条の趣旨を
踏まえまして、個別の事案ごとに公益上の必要性とと
もに関係者の二次被害防止、プライバシーへの影響等
を考慮して報道発表するか否かについて慎重に判断を
しているところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　個人のプライバシーに配慮してと
いうことなんですけれども、でも県が知る前に報道機
関は知っておりました。これはもうプライバシーも県
が守ろうとしたものも守られていないということなん
ですよね。この点に関してはいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　今回の事件が報道にどのよ
うな形で出たかということについて、我々としてコメ
ントをする立場にございませんので、答弁は差し控え
させていただきたいと思います。
○中川京貴 議長　大田　守議員。
○大田　守 議員　今回の事件は12月に起きて、そし
て３月にはもう起訴まで行って、しかし分かったのが
慰霊の日を終えての６月の後半だということになって
おります。こういった中では、私は県警も沖縄県も沖
縄県民の命を守ることはできないんじゃないかと思っ
ております。そして、これは子どもの人権、そして女
性の人権を踏みにじっております。それ以外に県と警
察がお互いを信頼していないこの状況は、私は沖縄県
の尊厳を毀損しているんじゃないかなと思っておりま
す。
　以上です。答弁ありがとうございました。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後５時48分休憩
　　　午後６時８分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　皆さん、遅い時間までお疲れさま

です。
　国頭郡区選出の儀保唯でございます。
　私は現在妊娠６か月なのですが、この妊娠は今年３
月に出馬表明をした直後に判明したことでして、当初
は公表するかどうか悩みました。理由は、妊娠・出産
して県議の仕事ができるのかということや無事に出産
できない場合もあるからです。しかし、後から分かる
というのはやはり県民に対して失礼だと思い、公表し
た上で選挙活動を続けたのですが、結果として当選す
ることができました。この事実は、県民の皆様から
の、特に女性からの自分たちの体のことを知ってほし
い、そしてその上で女性が生きやすい働きやすい社会
をつくってほしいという強いメッセージが込められて
いると思います。
　また、健康な人であっても病気やけがをして体が弱
ることはあります。配慮が必要な人々が生きやすい社
会というのは、全ての人が生きやすい社会になると考
えますので、この皆様から託された思いを実現できる
よう、これから取り組んでいきたいと思います。よろ
しくお願いいたします。
　では、質問に入らせていただきます。
　私は沖縄県の自立した経済を実現するためにも、沖
縄の観光事業は非常に重要だと考えております。その
中で、沖縄県の観光コンテンツとして、ブルーゾーン
沖縄が重要になってくると考えております。このブ
ルーゾーンというのは、世界の中で健康で生きがいを
持って長生きする人が多い地域５つを表す言葉で、沖
縄もその中に入っていることで世界から注目されてい
ます。理由は、2008年に全米でベストセラーとなっ
た本がきっかけのようで、県の観光振興課で令和２年
度に実施された国内富裕層向けプロモーション事業の
報告書の中でも、このブルーゾーン沖縄が話題になっ
ております。そして、健康長寿などのコンテンツを集
めていく必要があるというお話しがありました。
　しかし他方で、沖縄県はかつての健康長寿県から後
退しているのが現状でもあります。県として、ブルー
ゾーン沖縄に関して何か取組をしているのか、取組に
おける課題は何か伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県では、民間事業者等が取り組む健康・長寿・ウエ
ルネスを含む、沖縄のソフトパワーを活用した観光コ
ンテンツの開発を支援しております。また、開発した
観光コンテンツの定着に当たっては、コンテンツの継
続的な磨き上げ、収益化等が課題となることから、伴
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走支援、アドバイザーによるブランディング等への助
言なども行っております。
　県としましては、引き続き地域資源を生かした魅力
的な観光コンテンツの開発支援を行い、多彩で質の高
い沖縄観光を推進してまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　第６次沖縄県観光振興基本計画で
は、世界から選ばれる持続可能な観光地となることを
掲げていますが、先ほど述べた報告書では、欧米など
では、沖縄は日本の一部という認識で沖縄独自の個性
が知られていないという課題が挙げられていました。
私は10年以上民間で働いていたのでとても実感して
いるんですけれども、どんなにいいサービスや商品が
あっても知られていなければお客様に買ってはいただ
けません。だから民間は広告に費用をかけるのです。
どんなに沖縄がいい観光地だとしても知られていなけ
れば人は来ない。しかし、このブルーゾーン沖縄とい
うのは、もう既に沖縄県が費用をかけなくとも世界に
広まった言葉ですので、これをぜひ活用していただけ
たらと思います。
　次に、沖縄の健康長寿を観光に生かそうと思って
も、先ほど述べたように、長寿県沖縄は後退していま
す。ただ、沖縄県民が地元で健康で生きがいを持って
長生きできる、それがそのまま観光にもなるというこ
とは、県民にとってとても大変メリットがあることだ
と思います。県では、健康長寿や地産地消等の取組に
ついては農林水産部や保健医療介護部がそれぞれ担っ
ているようですけれども、文化観光スポーツ部が観光
事業とそれらの部局と連携している事業はないのか。
また、課題があれば伺います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　文化観光スポーツ部では、農林水産部と連携し、地
元産農産物などの豊富な食材を活用した本物の味を食
する機会や県産品食材を活用した宿泊施設の食事を食
する機会の提供に取り組んでおります。具体的には、
県産食材を使った料理を提供する高付加価値ツアーの
実施、生産者とホテル事業者とのマッチングなどを
行っております。県産食材等を観光資源として活用す
るためには、生産面、流通面の課題の解決が必要とな
ることから、引き続き関係部局と連携し取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。

○儀保　唯 議員　ぜひ、これからも観光と健康長寿
を結びつけるように連携していってほしいと思いま
す。
　次に、私は健康で生きがいを持って長生きできる島
にするためにも、県が積極的にそれに必要な環境を整
えていくことが必要だと考えています。そして、県民
が健康であるためには、まず食べる物が非常に重要で
あると考えており、それに関連することとして、有機
農業について質問いたします。
　県は、有機農業を含む環境保全型農業を推進してお
り、令和５年３月に策定した沖縄県みどりの食料シス
テム基本計画に基づき各施策を実施していますが、有
機農業を推進するためには、まず目標数値を掲げるこ
とが非常に重要だと考えます。現在、沖縄県内におけ
る農業従事者のうち、何％を有機農業にすることを目
標にしているのか伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、有機農業を環境保全型農業の一環として位
置づけ、各種施策に取り組んでおります。目標値とし
まして、新・沖縄21世紀農林水産業振興計画におい
て、環境保全型農業実践者数の令和13年度の目標を
2652件と定めております。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　県における有機農業実践者数及び
その数が県の農業従事者の何割に当たるのか伺いま
す。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　農林水産省によりますと、令和５年３月31日現在
の沖縄県における有機ＪＡＳ認証農家戸数は78戸と
なっております。また、販売農家戸数は、令和２年度
調査で１万674戸となっており、有機ＪＡＳ認証農家
戸数の割合は0.7％であります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　県に対して認証申請している有機
農業実践者の数だけでは、実際この申請をしていない
人を含めていない数なので正確な数ではないかなと思
います。また、この認証を得るためには、費用や手間
がかかり、小規模農業者にとってはメリットが少ない
という問題もあります。認証を受けていない有機農業
実践者の数の把握はしているのかを伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　有機ＪＡＳ認証を取得していない有機農業者数につ
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きましては、国の依頼により農家戸数及び取組面積等
を調査しております。
　令和４年度末における有機ＪＡＳ認証を取得してい
ない農家戸数は54戸、面積は約24ヘクタールであり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　沖縄で有機農業を行うに当たって
の課題について伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　有機農業を含む環境保全型農業を推進する上で生産
環境面からの課題としまして、亜熱帯性気候である本
県は他府県と比較して化学農薬の低減等が困難な環境
にあることが挙げられます。また、販売・消費面から
の課題としまして、慣行農産物と比較して差別化・高
付加価値化が期待されるものの、現状では消費者認知
度が低く、販売価格に転嫁できないことや販路が限ら
れることが挙げられます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　今挙げられた課題を解決するため
に、何か取り組んでいることはありますか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美  農林水産部長　県では、農業研究セン
ターで天敵を利用した技術開発などの実施、特別栽培
農産物認証等推進・普及事業において、特別栽培農産
物認証水準の栽培技術マニュアルの作成、おきなわ花
と食のフェスティバルでの取組の紹介、流通需要調査
や他府県における事例調査などを実施しております。
　県としましては、引き続きこれら課題解決に向けて
関係機関と連携しながら取り組んでまいりたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　今述べられた厳しい沖縄の環境で
も、私が知っている限りでも30年以上有機農業を実
践している方は多くいます。その方たちの現場を県が
視察するなどして学んで、それを県全体に広げるとい
う活動も行っていただければと思います。
　次に、市町村に沖縄県が有機農業を推進している姿
勢を見せる必要があると考えておりますが、現在、積
極的に有機農業を推進している市町村はどこがありま
すか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、県内41市町村と共同して沖縄県みどりの

食料システム基本計画を令和５年３月に策定し、エコ
ファーマーなど段階に応じた認証制度の推進や総合防
除ＩＰＭの推進など、市町村と連携し各種施策に取り
組んでおります。
　県内の地域単位での主要な取組といたしまして、多
良間村のサトウキビ、八重瀬町具志頭のピーマン、石
垣市のゴーヤーやマンゴーなどの取組が挙げられま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯  議員　有機農業は食べる人だけではな
く、農業従事者の健康を守り、自然環境も守り、土地
を豊かにすることは実証済みです。ただ、これらの理
念だけでは人は動きません。有機農業で稼げる必要が
あると考えます。そのために、有機農産物が消費され
る仕組みをつくることがとても重要だと考えておりま
す。
　課題の一つに、有機農産物を育てても販路がなけれ
ば収入の確保につながらず、やる気があっても諦めて
しまうことがあります。個人で能力がある人は自ら販
路を開拓できているケースもありますが、県が有機農
業を推進する立場であれば、設備投資の支援など作物
を育てるときだけの支援ではなく、販路の拡大や流通
の確保についても支援する必要があると考えますが、
県の考えをお伺いします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　販売・流通の課題につきましては、品目数や生産
量・品質の確保が難しいこと、消費者認知度が低く販
売価格に転嫁できないこと、販路が限られることなど
が挙げられます。そのため、県では、令和４年度から
持続可能な環境保全型農業推進事業において、有機農
業実態調査の実施、おきなわ花と食のフェスティバル
における取組の紹介、環境保全型農業のＰＲツールの
作成などに取り組んでいるところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　今の実態調査というところで、ま
ず成功している人たちの方法を分析したり、またＪＡ
さんなど既存の販路を持つ企業との連携を考えてみた
りということをまた提案いたします。
　また、有機農産物に対する消費者の認知度を上げた
いということであれば、子どもの頃からの教育が大変
重要なので、教育現場と連携することも考えていただ
きたいと思います。
　次に、有機農産物の公共調達について県がしている
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施策はありますか。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　現在、有機農産物の調達に関する施策はございませ
ん。県では、これまで地産地消を推進するため、県内
飲食店における県産農林水産物の利用促進などに取り
組んでおります。有機農産物の利用促進に向け、どの
ような対策が可能か研究してまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　例えば、この買い上げる施策とし
ては学校給食が考えられますし、規模が大きくて難し
ければ病院などで提供することなど、品目から始める
ことなどを検討していただければと思います。
　次に、県におけるオーガニックビレッジ宣言の現状
と課題について伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　国は、地域ぐるみで有機農業の生産から消費まで一
貫して取り組む地域、オーガニックビレッジを中心
に、有機農業の取組を全国で面的に展開するため、有
機農業産地づくり推進事業を実施しております。令和
６年６月現在、全国で124市町村が宣言しております
が、県内で宣言している市町村はございません。課題
につきましては、有機農業の推進の課題と同様と考え
ております。
　県としましては、国と連携し、市町村への本制度の
周知を図るなどオーガニックビレッジ推進に取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　たしか沖縄県と東京がまだ一つも
ない状況だと伺っております。
　県の中で有機農業を実践している人が多い市町村は
どこか、まずそこに話を持ちかけるなどして取り組ん
でいっていただければと思います。
　次３番、地域包括ケアシステムの推進について伺い
ます。
　冒頭に申し上げたブルーゾーン沖縄に関連して、沖
縄県民が健康で生きがいを持って長生きするために必
要な環境を整えるため、今回は地域包括ケアの推進に
ついて伺いたいと思います。その中でも、沖縄県の在
宅医療、居宅介護サービスについて伺います。
　県の在宅医療を行う医療機関、医師、看護師の数を
教えてください。

○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　厚生労働省九州厚生局の資料によりますと、令和６
年５月時点で、在宅医療を提供する在宅療養支援病院
が23施設、在宅療養支援診療所が98施設となってお
ります。なお、在宅医療を担う医師及び看護師の数に
ついては既存のデータがございませんので把握するこ
とができない状況です。
　以上です。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　次に、居宅介護サービスを担う介
護事業者及び介護者の数について伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　介護保険指定事業者等管理システムというものによ
りますと、令和６年４月時点で、訪問看護を含む居宅
介護を実施している事業者は1609事業所となってお
ります。なお、同様に居宅介護を担う職員の数につい
ては統計データがないため把握することができませ
ん。
　以上です。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　今、答えていただいた数は、現在
県で在宅医療や居宅介護サービスを必要とする需要数
に対して必要な数となっていますか、伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　これは県の医療計画のほうに記載がございますけれ
ども、令和３年で沖縄県内の訪問診療を受けた患者数
は、65歳人口の10万人当たりという数字で比較しま
すと１万5037件となっています。同じ数字が全国で
は２万9151件ということで、沖縄県の場合は下回っ
ております。
　県では住み慣れた地域での暮らしを望む高齢者を支
えるため、在宅医療の提供体制の整備、居宅介護サー
ビスの充実が必要と考えております。さらに、今後高
齢化が進んでいきますと、在宅患者数は2040年以降
にピークを迎えるまで沖縄県は増加するというデータ
もございますので、その需要はまだ増えていくという
ことでございますので、しっかりとした体制整備が必
要になってくるという状況でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　在宅医療、居宅介護サービスの現
状と課題、その解決策について伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
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　高齢化が進展し医療と介護の両方のニーズを併せ持
つ高齢者が増加する中、誰もが住み慣れた地域で人生
の最期まで自らが望む生活を営むことができるよう
に、地域において在宅医療の体制整備及び医療と介護
の連携強化を図る必要がございます。そのため県にお
いては、新たに在宅医療に取り組む医師等の研修、訪
問看護の質の向上を図る取組、在宅医療・介護連携統
括アドバイザーの配置による市町村支援のほか、今後
は高齢者の単独世帯の増加が見込まれるため、身寄り
のない高齢者等の入退院の支援について関係機関と連
携することとしております。
　以上です。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　地域包括ケアに関し、基幹病院と
市町村との連携の現状と課題について伺います。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　地域における在宅医
療の提供の体制については、その方々が急変したとき
にしっかりと入院できる体制の病床の確保が必要と
なってまいります。急性期または回復期機能を担う地
域の基幹的な病院が、在宅療養後方支援病院として在
宅医療を支える体制が必要でございます。
　市町村との連携という御質問ですけれども、市町村
には医療と介護の両方のニーズを併せ持った高齢者の
増加に対応するため、そのサービスが切れ目なく提供
される体制の構築に向けて、市町村と地区医師会等が
連携をして、医療・介護関係者の研修及び情報共有、
そして地域住民への普及啓発等を今実施しているとこ
ろでございます。
　以上です。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　健康づくりという理念だけでなか
なか人は動けないと思いますので、最初に述べた観光
事業とも関連できるような、皆さんが健康づくりして
長寿で生きがいを持って長生きすることが、自分たち
にとって、沖縄県にとってメリットがあると感じられ
るような政策を一緒にまた考えていけたらと思いま
す。
　次に、我が会派の代表質問との関連について質問い
たします。
　山内末子議員の１(2)ア、在沖米空軍兵による誘
拐・不同意性交事件関連について質問いたします。
　図を表示していただけますか。
　休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後６時33分休憩

　　　午後６時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○儀保　唯 議員　（スクリーンに表示）　山内議員
の質問に対し知事公室長は、政府からは県の要請を受
け情報共有体制が示され、その中で可能な範囲で地方
自治体に対して情報伝達を行うと示されたと答えてお
りますが、この図にある平成９年３月に日米合同委員
会で合意された通報手続には通報経路の順番が詳細に
定められておりますが、可能な範囲で通報するという
ような例外要件は記載されておりません。政府の対応
としてはかなり後退しているのに、改善したかのよう
な発言は見逃してはならないと思います。県は外務省
に対しては、平成９年３月のこの合意に基づき、例外
なく通報すべきであるとの抗議、またなぜ外務省から
防衛施設局に通報がなかったのかの理由の解明を追及
していくべきだと思いますが、県の考えを伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　昨年12月と本年５月に発生した米軍人による性的
暴行事件等について、1997年の日米合同委員会合意
に基づく通報体制が十分に機能せず、県への連絡が一
切なかったことは再発防止や県民、地域住民の安全確
保の観点から大きな問題であったと考えております。
そのため、県は今月３日、政府に対し、事件に強く抗
議するとともに米軍人等による事件・事故について県
への通報を徹底することなどを求めたところであり、
５日には政府から在日米軍による犯罪における国内情
報共有体制が示されました。今後、沖縄防衛局や外務
省沖縄事務所、県警など県内の関係機関と具体的な情
報共有の在り方について意見交換を行いたいと考えて
おります。
○儀保　唯 議員　ちょっと休憩します。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後６時35分休憩
　　　午後６時36分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　質問内容としては、この３月の合
意に基づく運用をそのまま続けるべきだと、抗議すべ
きだと伝えたと思うんですけれども、それについては
県はどう考えますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　御指摘のとおり、通報体制
というのは日米合同委員会合意で決められております
ので、この体制に基づく通報を行っていただきたいと
いうことは、我々の基本的な考えでございますので、
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当然国に対してもこれを求めていくということでござ
います。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　この通報手続に可能な範囲でとい
う例外はないということを強く求めていっていただき
たいと思います。そして、この通報手続には、米側は
事件・事故発生情報を得た後、迅速に関係の防衛施設
局に通報するという基準も定められております。しか
し今回、この線にある米側からの防衛施設局に対して
の通報がなかったので、これについて県も理由の解明
を追及していくべきだと考えますが、県の考えを伺い
ます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　林官房長官は７月10日の記
者会見において、今般の事案について現地米軍から沖
縄防衛局への通報はなかったと述べております。今
後、関係機関と具体的な情報共有の在り方について意
見交換を行い、その中で米軍からの情報伝達の徹底あ
るいはなぜ米軍から情報がなかったのか等についても
確認していきたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　次に、今回警察本部長が捜査機関
の判断のみでプライバシーの配慮または捜査に支障が
あるという理由で県に通報していないということを答
弁されておりますが、これは捜査機関の判断のみで判
断したのか伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　県警から県への通報という
ことにつきまして、先ほど今議員がおっしゃったよう
なことを私が述べたということはないかというふうに
思います。県警から県への情報提供につきましては、
これまで報道発表を行うものについては報道発表文を
通知している。また、報道発表しないものを含めて米
軍構成員による刑法犯検挙件数、検挙人員、これを県
警ホームページに毎月掲載をしておりまして、県から
問合せがあれば可能な範囲で情報提供を行う、また県
議会の都度、米軍構成員等の犯罪検挙状況を報告し必
要な説明を行ってきたものでございまして、今回もそ
れに沿った対応をしたということでございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　報道によれば、外務省は捜査当局
と情報をやり取りする中でプライバシーに触れる情報
だと分かったので、捜査当局の判断も踏まえて防衛局
や県には共有しなかったと述べているんですね。なの
で、外務省とやり取りした事実はないんですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。

○鎌谷陽之 警察本部長　外務省とやり取りした事実
は県警としてはございません。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　そうすると県警本部としては内閣
府や外務省、防衛局、米国から県に対して通報を控え
るようにという要請はなかったか、それについて伺い
ます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　県警察としては、通報を控
えたという事実はございませんですし、また内閣府、
外務省、防衛省、米国からの要請というのは一切ござ
いません。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　次に山里将雄議員の５、名護市安
和における工事車両による死傷事故について伺いま
す。
　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後６時41分休憩
　　　午後６時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○儀保　唯 議員　（スクリーンに表示）　まず、こ
の名護市安和周辺の航空写真を今かざしておりますけ
れども、この赤い部分について歩道なのか車道なのか
伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　道路構造令では、歩道は専ら歩行者の通行の用に供
する部分、また車道は専ら車両の通行の用に供する部
分とされております。隣接する敷地への乗り入れのた
めに車両も歩行者も通行できる部分につきましては、
厳密には道路構造令にその定義はございませんが、道
路管理者としましては、歩行者の安全を主眼に設計等
を行っているところでございます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後６時42分休憩
　　　午後６時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　私が先に聞いていたのは、この場
所は車両も歩行者も通ることを制限できる場所ではな
いと聞いていますが、いかがですか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　隣接する敷地へ車両が乗
り入れする部分については、車両も歩行者も通行でき
る構造となっております。
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○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　では次に、警察本部長は質問の中
で、今回監視カメラの映像を確認したということです
が、それは間違いないですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えします。
　捜査の詳細についてはお答えを差し控えますけれど
も、県警察では今回の事案につき、防犯カメラの映像
の確認、実況見分、関係者からの聞き取りなど必要な
捜査を行っておりまして、私自身が映像を確認したの
かということでありましたら防犯カメラの映像を確認
をしております。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯  議員　今回けがをされた女性が出たの
は、この赤い部分のバッテンが描かれているところ、
少なくとも赤い部分、車道でも歩道でもない部分だと
いうことでは間違いないですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　警察といたしましては、発
生場所が車道か歩道のいずれに当たるかを含めまして
事故の詳細につきましては捜査中でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　車道か歩道かではなく、少なくと
もこの今指し示している写真の赤い部分に女性が出た
ということを確認したいのですが、いかがですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　繰り返しになりますけれど
も、発生場所につきましてもこの事故の詳細の一部で
ございますので捜査中でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　私は現場に２回行って、関係者と
この被害者の一番近くにいた目撃者から聞き取りをし
てきました。そこで目撃者からは、被害者が立ってい
たのはこの指し示すこの赤い部分の黄色いところの
バッテンの部分だと一応聞いてはおります。そして、
被害者がトラックの前に出ることができたのは、ト
ラックがそのとき一時停止していたからと聞いており
ます。
　本部長は、トラックの左折進行中に女性と警備員が
進路上に出たと発言されていましたが、進行中とは
いっても２人が進路上に出たときのトラックは走行中
ではなく一時停止していたのではないですか。伺いま
す。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　本件は、会社員の男性が運転する大型貨物自動車が

安和港出口から本部町向け左折進行中、すなわち停車
をしていない状態のところを大型貨物自動車の進路上
に出た女性及び警備員と衝突した事案でございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　当時、事故発生現場に機動隊を派
遣されていましたか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　安和港周辺及び塩川港では、土砂を搬入する車両の
前にてゆっくりと歩行する抗議行動が行われ、時には
走行中の車両の前に飛び出したり立ち塞がったりする
などの危険かつ違法行為に発展するおそれのある抗議
活動が行われていることから、これらの活動に対する
警備を行うために部隊を派遣しております。事故発生
時には、安和港内において活動中のため現場にはおら
ず、関係者からの連絡で事故発生を覚知したものであ
ります。覚知後、部隊を事故現場に派遣して救護措
置、交通誘導などを行い、現場に到着した救急隊員に
引継ぎするなど対応を行ったものと承知しておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　今、答弁にあったように事故が起
きてから現場に駆けつけて救護活動を行ったというこ
とですので、その事故が起きる前に何か違法な行為が
あって駆けつけていたということではない、というこ
とでよろしいですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　繰り返しになりますけれど
も、この安和港周辺におきましては、走行中の車両の
前に飛び出したり、あるいは立ち塞がったりするなど
の危険かつ違法行為に発展するおそれのある抗議活動
が行われているということで現地には部隊を派遣して
いるということでございます。
○中川京貴 議長　儀保　唯議員。
○儀保　唯 議員　事故の詳細がこれから明らかにな
るというのはもう承知しておりますが、トラックと女
性とが衝突した場所が車道ではないということは確認
したかったことです。
　これで一般質問を終わります。
○中川京貴 議長　以上で、本日の一般質問及び議案
に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明18日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
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　　　午後６時49分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　中　　川　　京　　貴

会議録署名議員　　瑞 慶 覧　　長　　風

会議録署名議員　　宮　　里　　洋　　史





令和６年７月18日

　
令和６年
第 ２ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録

（第７号）
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令 和 ６年
第 2 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

令和６年７月18日（木曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第７号
令和６年７月18日（木曜日）

午前10時開議
第１　選挙管理委員及び補充員の選挙
第２　一般質問
第３　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第21号議案まで（質疑）
第４　乙第22号議案から乙第24号議案まで（知事説明、質疑）
第５　陳情第98号及び第99号の付託の件
第６　議員派遣の件（令和６年度沖縄県議会議員海外派遣）

 
本日の会議に付した事件

日程第１　選挙管理委員及び補充員の選挙
日程第２　一般質問
日程第３　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第21号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の
　　　　　　　　　　　　　 一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第８号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第９号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第10号議案　債権の放棄について
　　　　　　乙第11号議案　家屋損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第13号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第14号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第20号議案　専決処分の承認について
　　　　　　乙第21号議案　専決処分の承認について
日程第４　乙第22号議案から乙第24号議案まで
　　　　　　乙第22号議案　沖縄県監査委員の選任について
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県監査委員の選任について
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　　　　　　乙第24号議案　沖縄県監査委員の選任について
日程第５　陳情第98号及び第99号の付託の件
日程第６　議員派遣の件（令和６年度沖縄県議会議員海外派遣）

 
出　席　議　員（47名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員
２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員
23　番　　島　尻　忠　明　議員

24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員
26　番　　新　垣　光　栄　議員
27　番　　上　原　快　佐　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員

 
説明のため出席した者の職、氏名

玉　城　デニー　　知　　　　　　　　事
照　屋　義　実　　副　　　知　　　事
池　田　竹　州　　副　　　知　　　事
溜　　　政　仁　　知　事　公　室　長
宮　城　嗣　吉　　総 　 務 　 部 　 長
武　田　　　真　　企 　 画 　 部 　 長
多良間　一　弘　　環 　 境 　 部 　 長
北　島　智　子　　生 活 福 祉 部 長
真　鳥　裕　茂　　こ ど も 未 来 部 長
糸　数　　　公　　保健医療介護部長
前　門　尚　美　　農 林 水 産 部 長
松　永　　　享　　商 工 労 働 部 長

諸見里　　　真　　文化観光スポーツ部長
前　川　智　宏　　土 木 建 築 部 長
宮　城　　　力　　企　　業　　局　　長
本　竹　秀　光　　病 院 事 業 局 長
友　利　公　子　　会　計　管　理　者
金　城　康　司　　総務部財政統括監
半　嶺　　　満　　教　　　育　　　長
當　間　秀　史　　公安委員会委員長
鎌　谷　陽　之　　警　察　本　部　長
下　地　　　誠　　労働委員会事務局長
森　田　崇　史　　人事委員会事務局長
安慶名　　　均　　代 表 監 査 委 員

 
欠　席　議　員（１名） 

４　 番　　儀　保　　　唯　議員
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

平　田　正　志　　議 会 事 務 局 長
前　田　　　敦　　次　　　　　　　　長
中　村　　　守　　議　　事　　課　　長

儀　間　俊　江　　課　　長　　補　　佐
宮　城　　　亮　　主　　　　　　　　幹
比　嘉　太　一　　主　　　　　　　　査

○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　諸般の報告については、お手元に配付の文書により
御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　日程第１ 選挙管理委員及び補充員
の選挙を行います。
　お諮りいたします。
　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。

○中川京貴 議長　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

○中川京貴 議長　まず、選挙管理委員を指名いたし
ます。
　選挙管理委員には
　　勝連　盛博氏　　高江洲義直氏
　　武田　昌則氏　　村上　尚子氏
　以上の皆様を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました皆様を選挙
管理委員の当選人と定めることに御異議ありません
か。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました
　　勝連　盛博氏　　高江洲義直氏

　　武田　昌則氏　　村上　尚子氏
　以上の皆様が選挙管理委員に当選されました。

○中川京貴 議長　次に、選挙管理委員の補充員を指
名いたします。
　選挙管理委員の補充員には
　　第１位　上原　義信氏　　第２位　瀬良垣　馨氏
　　第３位　野崎　聖子氏　　第４位　儀部和歌子氏
　以上の皆様を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました皆様を選挙
管理委員の補充員の当選人と定めることに御異議あり
ませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました
　　第１位　上原　義信氏　　第２位　瀬良垣　馨氏
　　第３位　野崎　聖子氏　　第４位　儀部和歌子氏
　以上の皆様が選挙管理委員の補充員に当選されまし
た。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時４分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　日程第２及び日程第３を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案及び乙第１号議案から乙
第21号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　それでは６月定例会、会派おき
なわ新風、新垣光栄、一般質問を行います。
　よろしくお願いいたします。
　まず初めに、知事の政治姿勢について。
　在沖米兵による性的暴行事件に対する外務省沖縄事
務所、沖縄防衛局、沖縄県警の対応について知事の見
解を伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
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　昨年12月と本年５月に発生した米軍人による性的
暴行事件等について、外務省沖縄事務所、沖縄防衛局
及び県警は、被害者保護等の観点から県に情報提供を
行わなかったとの見解を示しております。
　県としては、今般の事件について、県への連絡が一
切なかったことは、再発防止や県民、地域住民の安全
確保の観点から大きな問題であったと考えておりま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄  議員　私はこういう事件があるたび
に、そしてまた沖縄の現状を見ていただきたいという
ことで、ワシントン事務所のロビー活動、働きかけ
で、沖縄の現状を理解し沖縄県の訴えに共感をしてい
ただいている米国関係者の皆さんにぜひ沖縄に来てい
ただいて、現状を見ていただきたいということで何度
か提案をしてきました。今どのようになっているの
か、お伺いいたします。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　議員からは何度も招聘につ
いての質問をしていただいております。
　県としましてもこれまでも取り組んでいるところな
んですけれども、まず基地負担の現状とか、辺野古の
新基地建設問題などの様々な問題をやはりいろんな方
に見てもらうということは非常に重要であるというの
は我々も同じ認識を持っております。そのため、まず
昨年国連に知事が行っていろんな方とお会いしまし
た。その中の国連関係者の方の沖縄招聘について今取
り組んでいるところでおります。今年度中に取組がで
きればというふうに考えております。それと、ワシン
トン駐在のほうも鋭意取組を進めておりますので、そ
こも確認でき次第また報告ができるかというふうに考
えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ただいまの答弁で国連関係者の
招聘を検討しているということでありがとうございま
す。そして、この国連関係なんですけれども、昨年玉
城知事はスイス・ジュネーヴの国連人権理事会の本会
議において、沖縄の基地から派生する問題に加え、普
遍的な課題である人権、民主主義、環境問題を訴えま
した。今年もこういう状態でありますので、私は継続
することが大切だと思っておりますけれども、国連へ
の参加は今考えていないのかどうか、お伺いいたしま
す。
○中川京貴 議長　知事公室長。

○溜　政仁 知事公室長　各国の代表や世界のＮＧＯ
等、国際社会の多くの方々へ沖縄が置かれている状況
を伝えるということは大変重要だと考えております。
一方、国連訪問を行うかについては、どのような手法
が情報発信の在り方として効果的かなど様々な手法を
比較しながら検討をしていくべき、する必要があるの
かなというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ぜひ継続していただきたいと思
います。その継続が昨日から皆さんが提案している、
沖縄21世紀ビジョン基本計画にも記載されている国
連関係の沖縄への誘致にもつながると思っております
ので、その辺を継続することによってそういった国際
機関の誘致にもつながると考えています。どうでしょ
うか、知事。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　国連関係機関の関係者の方々と
面談をすることによって、国連関連あるいは国際機関
などの誘致のそういう糸口が見つかるのではないかと
いう期待感も持っております。引き続き国連のおのお
のの関係者の方々との面談なども考慮していきたいと
いうように考えております。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時10分休憩
　　　午前10時10分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　新垣光栄議員。
○新垣　光栄  議員　それでは質問をちょっと変え
て、今回の対応で県は、関係機関に強く抗議するとと
もに厳しい姿勢で対応するとありますけれども、具体
的にどのような厳しい対応を皆さん執っていかれるの
か。本当に今までの対応が少しおとなし過ぎるのでは
ないかと私は感じています。どうでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の12月と本年２月の事
件の発覚を受けて、知事は速やかに東京に行って、外
務大臣をはじめ国へ強く要請を行ったところでござい
ます。その後、官房長官のほうから情報通達体制の在
り方についてのコメントがあったということでござい
ます。今後、具体的な内容を詰める必要があると思い
ますので、そこについては引き続き国あるいは県警、
米軍関係と詰めていくという作業になろうかと思いま
すので、そこでしっかり対策を講じていきたいという
ふうに考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
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○新垣　光栄 議員　しっかり抗議することによって
対応が変わっていくと思いますので、ぜひよろしくお
願いします。
　それでは(2)、沖縄振興計画と沖縄県東海岸サンラ
イズベルト構想の基本方針について知事の所見を伺い
ます。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県土の均衡ある発展に向けて
は、本島東海岸においてもう一つの南北に伸びる経済
の背骨を形成し、強固な社会経済基盤の構築を図るこ
とが重要であることから、県では令和３年３月に沖縄
県東海岸サンライズベルト構想を策定したところで
す。同構想に基づく取組の方向性については、新・沖
縄21世紀ビジョン基本計画に反映させ、各種施策を
今展開しているところです。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　この計画、沖縄の将来を見据え
た沖縄振興計画と東海岸サンライズベルト構想の展開
の基本になると私が思っているのが、県土のグランド
デザインです。今、那覇市に一極集中する過密化を避
けるために―人口と社会基盤の機能等が那覇市に一
極的に集中している、それを避けるためのサンライズ
ベルト構想であると考えていますけれども、そういっ
たゾーニング的な、グランドデザイン的な考えはどう
いうふうに考えているのか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　西海岸のほうが観光面で著し
く発展を遂げておりますが、その影響が東海岸までは
届いていないというふうなところが現状としてあろう
かと思っております。そういった観点で、沖縄全体を
広く均衡ある発展に向けて、東海岸にもう一つの南北
に伸びる経済の背骨を形成するということが大変重要
かというふうに考えております。東海岸の強みを生か
しながら西海岸との連携、役割分担を図りながら、広
域的な観点で県勢全体の均衡ある発展に向けて取り組
んでいきたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　そういった中で、均衡ある発展
のために東海岸サンライズベルト構想を掲げていると
いうことでした。しかし今、沖縄振興特別措置法には
そういったものが記載されていない。均衡ある発展は
北部の開発が今記載されているだけで、東海岸は今そ
の特別措置法の中には記載されていない。その相違を
どのように今展開をしていこうと考えているのか伺い
ます。
○中川京貴 議長　企画部長。

○武田　真 企画部長　サンライズベルト構想の施策
の内容、方向性については、新・沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画のほうにも落とし込まれております。具体
的な取組で言いますと、スポーツツーリズムの促進で
あるとか、ＭＩＣＥ施設の整備であるとか、中城湾港
の人流・物流機能の強化、それからハシゴ道路ネット
ワークの構築、そういったものも落とし込んだ形で現
在取り組んでいるところです。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　しっかり次の総合計画の中に、
措置法の中に組み込んでいただきたい。そうすると予
算措置等がしっかり確保できるのではないかと思って
いますので、よろしくお願いいたします。
　次に移りますけれども、私は振興計画とサンライズ
ベルト構想を考えると、個人的にはＪリーグ規格スタ
ジアムは東海岸に整備すべきではないかと思っており
ます。しかし、関係者との事前調整、知事の決断を踏
まえますと早期着工、早期完成が不可欠であり、私自
身もＪ１昇格を願っている一人として(3)、Ｊリーグ
規格スタジアムの整備等事業について知事の所見を伺
います。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　県は、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画におい
て、Ｊリーグ規格スタジアムをスポーツコンベンショ
ンの核に位置づけ、その整備を推進しております。Ｊ
リーグ規格スタジアムの整備に当たっては、令和６年
度の基本計画改定で、法手続への対応、既存イベント
との調整、整備費、財源等を整理し、令和７年度以降
に法手続と並行して整備事業者の選定、設計・建設工
事を行い、関係機関等と連携し、遅くとも令和13年
度の供用開始に向けて取り組んでまいります。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　そういった関係者との調整の中
で、今現状課題になっているのが陸上競技場とかテニ
スコートの整備等々あると思うんですけれども、その
ような調整の課題はどういうふうに認識しています
か。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　お答えいたし
ます。
　整備に当たっては、やはり那覇市との協力関係が非
常に重要だというふうに認識しております。現在、ス
タジアム整備予定地の一部には那覇市有地がございま
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す。また、整備をしていくに当たっては、那覇市との
法手続―これ具体的に言いますと都市計画法になり
ます。その緩和も手続上やっていかないといけない
と。ですので、この那覇市さんとの連携・協力、これ
は非常に重要だというふうに認識しております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　陸上競技場等含めて網羅的に施
設整備を考えていくのが私は文化観光スポーツ部の役
割だと思っていますので、ぜひそういった意味でも沖
縄全体を網羅した設備設計等を考えて、今後各市町村
と連携しながら指導的な立場に立つのが沖縄県だと
思っていますので、しっかり進めていただきたいと思
います。よろしくお願いします。
　次に、人材育成について。
　人材育成は、沖縄の発展に欠かせない要素であり、
適切な戦略、継続的な取組が求められています。
　そこで(1)、国際性に富む人材育成について、取組
状況と実績、今後の展開を伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　県教育委員会においては、国際性と個性を涵養する
人材育成を図るため留学事業等を推進しており、平成
24年度から令和元年度までに、アジア太平洋、欧米、
中南米等への長期留学に602名、短期研修に1688名を
派遣してまいりました。また、新型コロナの流行が収
束した令和５年度には、長期留学に20名、短期研修に
74名を派遣しております。
　県教育委員会としましては、今後とも留学事業等の
充実に取り組むとともに、引き続き国際性に対応でき
るグローバル人材の育成に努めてまいりたいと考えて
おります。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　こういった多くの人材育成に取
り組んできた成果は出ていると思うんですけれども、
私たちが見える形で、この留学制度がよかったんだな
と成果を確認できる、そういう発表の場とかがほしい
と思っているんですけれども、これから展開としてど
ういうふうに考えていますでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　派遣の生徒につきましては、例
えば派遣前のオリエンテーションがございます。その
際にこれまでの派遣者を招聘しまして、派遣を通して
得た自身の成長、あるいは将来の展望等について派遣
予定者に講話してもらうなどの人材育成を行っている
ところであります。また、地域の中学校にもそういう
要望がありましたら、その生徒たちが出向いて経験を

子どもたちに伝えるというようなことを取り組んでお
ります。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　今、沖縄県では様々な国際性に
富む人材育成、そしてグローバル人材育成ということ
で数多く行われております。数えると10以上、それ
以上あるのかなと思っておりますけれども、そういっ
た人材育成が一つになって実を結ぶような何か方法が
ないのかなといつも考えております。そしてまた、世
界のウチナーンチュネットワークの活用等、今ばらば
らになっているような気がちょっとして、これを一つ
にまとめた沖縄県が国際性に富むグローバル人材を育
てるような仕組みが必要ではないかなと思っておりま
すけれども、どうでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県においては、各専門分野に
おける課題を踏まえて各担当部局において様々な人材
育成事業が展開されております。その様々な人材育成
事業で得られた人材情報、その活用については個人情
報の取扱いなどにも留意しつつ、どういった形ででき
るかというのを今後研究してまいりたいというふうに
考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ぜひ、そういった人材バンク的
なシステムをつくっていただきたい。それに世界のウ
チナーンチュネットワークだったり、沖縄県の海外事
務所だったりを活用すればもっとよりよいものになっ
ていくのかな、効率もいいものになっていくのかなと
思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
　次に(2)、生きる力を育む教育、自尊心を高める教
育について所見を伺います。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　お答えします。
　児童生徒一人一人が将来自己実現を図り、夢や目標
を達成するために知・徳・体のバランスの取れた生き
る力の育成を図る、そういった取組は重要だと考えて
おります。
　県教育委員会としましては、学力向上推進施策を基
に児童生徒一人一人のよい点などを積極的に見つける
取組や地域の文化に誇りを持つ取組など、地域と連携
した自己肯定感を高める教育の充実に努めてまいりた
いと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　今、自己肯定感を高める教育と
いうことで、まさにそのとおりだと思います。その自
己肯定感を高める教育、地域との関わりがとても大切
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だと思っております。そこに私たちのウチナーンチュ
としての誇り、自尊心が生まれてくると思います。私
はその自己肯定感の中にこの誇りが入って自尊心が生
まれてくると思っていますので、しっかり私たちウチ
ナーンチュとしての誇りを高める教育をぜひ小さい小
学生のうちから、また地域の活動から育んでほしいと
思っております。どうでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　例えば、小中学校区また小学校
においては、放課後や週末等に余裕教室や公民館等公
共施設を活用して地域の住民の皆様方の参画を得て子
どもたちに様々な地域の体験活動を実施しているとこ
ろであります。そういった地域と連携しながら子ども
たちが自己肯定感を高める活動を通して成長していけ
るように今後とも取組を進めていきたいと思います。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　私たち中城村でも、やっぱりそ
ういった学校現場の余裕も子どもたちの自己肯定感を
高めているという報告書があります。そういった意味
でも学校現場の職員の余裕、先生方の余裕も子どもた
ちの自己肯定感を高めるのに資するのではないかなと
思っていますので、しっかり教育現場の自己肯定感を
高めるような施策を打っていただきたいと思っていま
すので、よろしくお願いいたします。
　次(3)、県庁職員の人材確保・離職者対策と人事評
価、待遇についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　お答えします。
　有為な人材を確保するためには、県の仕事のやりが
いや魅力を積極的に発信することが重要であり、イン
ターンシップ、採用試験合格者向け説明会、現役職員
との座談会等の取組を強化しているところです。ちょ
うど本日、県庁４階講堂で一次合格者向けの説明会と
若手職員による座談会を実施しているところでござい
ます。また、職員の離職を抑制するためには、ワー
ク・ライフ・バランスの確保、組織の活性化を図るこ
とが重要であり、時間外勤務の縮減や休暇取得の促進
等、働きやすい職場づくりに取り組むほか、若手職員
から自由で独創的な発想による政策に関する提案等を
募集するなど、職員の能力や意識の向上、やりがいの
創出に取り組んでまいります。
　人事評価については、地方公務員法の規定に基づ
き、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として
活用しており、能力評価を定期昇給へ、業績評価を勤
勉手当へ反映させております。
　以上です。

○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　そこで私もこの人事評価につい
て今この質問では待遇と言い換えたんですけど、やは
り民間であれば頑張れば処遇がどんどんよくなってい
く、公務員の場合はこの部分が少ないのではないかな
と思っております。そして技術職が１級建築士の資格
を取っても変わらないとか、技術面しか分からないん
ですけれども、事務であれば税理士資格を取っても給
料は変わらない。そういった状況を打破しないと自分
たちの自尊心といいますか、誇るもの、認めてもらえ
ないというのが出てくるのではないかと思っています
ので、その改善、待遇ではなくて処遇の改善をぜひ
やっていただきたいと思うんですけど、どうでしょう
か。
○中川京貴 議長　総務部長。
○宮城嗣吉 総務部長　県では、人事評価制度を実施
しまして、能力評価を定期昇給に、また業績評価を勤
勉手当に反映させるというところでありますけれど
も、具体的には能力評価の結果に基づき、優秀な成績
を残した上位から昇級区分をＡとかＢとかという形で
分けまして、Ａ区分、上位５％以内を目安として、通
常昇級に加えて３号給上乗せ、Ｂ区分は30％以内な
んですけど、それは１号給上乗せというような形、そ
れから業績評価につきましても優秀な成績上位５％
程度をＡ区分、Ｂ区分を上位25％以内程度としまし
て、標準に比べて0.05月から0.2月程度加算しており
ます。こういった評価を適切にすることによって職員
のモチベーションにつながっているというふうに考え
ております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　今回様々な試みを行っておりま
すので、ぜひ期待しております。よろしくお願いいた
します。
　続きまして、警察行政について伺います。
　警察は、全ての事象に即応する活動を行い、もって
県民の日常生活の安全と平穏を確保することを任務と
しています。
　(1)、米兵の性的暴行事件が相次いで発覚している
事件の情報共有について、今回の対応は異常であると
思っております。見解を伺います。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　情報共有ということですが、報道発表の話と、あと
県との情報共有の話の２つがございますので、両方と
もお話しさせていただきたいと思うんですけれども、
まず報道発表につきましては、県警察におきましては
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従前から対外的な事件広報に当たりまして、刑事訴訟
法第47条の趣旨を踏まえて個別の事案ごとに公益上
の必要性とともに関係者の名誉・プライバシーへの影
響、将来のものを含めた捜査・公判への影響の有無・
程度を判断した上で、公表するか否か、その程度、方
法を慎重に判断をしているところでございまして、と
りわけ性犯罪への対応に関しましては、被害者に対す
る二次被害防止、プライバシー保護に十分に配慮する
必要があるものというふうに認識をしております。例
えば、被害者が報道発表は絶対にやめてほしいと要望
する場合、あるいは公表されて報道された場合に、被
害者が自分のことと特定されてしまうことに不安、恐
怖を感じた結果、捜査に御協力をいただけなくなり、
犯人の検挙ができなくなるということも懸念をしてお
ります。これは米軍構成員らによる事件だけではなく
て、全ての性犯罪において同様に対応しているところ
でございまして、今回も被害者の二次被害防止、プラ
イバシー保護への影響を考慮して報道発表を行わな
かったということでございます。
　他方で、県あるいはその他の関係機関との情報共有
につきましては、報道発表を行う場合には、県警察の
ほうから報道発表文を通知をするといった形でやって
おります。他方で、報道発表しないものにつきまして
は、これは県警ホームページに毎月掲載した件数に基
づいて、県などの関係機関から問合せがあれば可能な
範囲で情報提供を行ってきたところでございまして、
今回もそれに沿って対応したということでございま
す。それに沿って対応したというのは丁寧に申し上げ
ますと、件数については今回の事件を含めてホーム
ページに掲載をしております。他方で、県からの問合
せというのは、今年２月に行われたのが最後でござい
まして、本件については問合せを受けていなかった、
その結果として情報共有がなされていないということ
でございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　昨日までの答弁、そして今日の
答弁を聞きますと、この事件に関する手続は通常に行
われたという認識で私は理解いたしました。そして外
務省と検察庁と警察庁にはしっかり通報したと。そし
てまた、プライバシーの問題で報道するもの、報道し
ないものがあり、今回は報道しなかったと。また、
ホームページにもしっかり載せたということで理解し
ました。そういう体制の中でも、今回こういう県民の
本当に大変な―感情的な部分もあって、大変な状況
だと私は思っておりますけれども、今後の対応、連絡
体制の強化について本部長どのようにお考えでしょう

か。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　米軍構成員らによる犯罪の
増加が県民に大きな不安を与えているということは認
識しておりまして、今後県としっかり連携をしてまい
りたいというふうに考えております。今般、沖縄県か
らの要請を踏まえまして、今後につきましては先ほど
申し上げたような従前の運用に加えまして、米軍関係
者による性犯罪で報道発表しないものについて、事件
検挙、すなわち逮捕、送致した後に、那覇地方検察庁
と相談の上で被害者のプライバシーの保護、心情への
配慮には特に留意した上で県に情報提供をすることと
してまいりたいというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　よろしくお願いします。
　(2)、中城村への交番の設置と駐在所の現状につい
て伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　交番・駐在所の設置などの基本的な考え方といたし
ましては、管内人口の変動、周辺環境の変化、治安情
勢あるいはその近隣の警察施設との位置関係などを勘
案して総合的に判断をしているところでございます。
中城村には２つの駐在所が設置されておりますけれど
も、その一つであります津覇駐在所につきましては、
裏手が急斜面で、設置された擁壁面に多数の亀裂損傷
があるということで、土砂災害のおそれが高いという
ふうに認められることから、現在、同駐在所職員の代
替活動拠点等について検討をしているというところで
ございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　そうですね、今津覇駐在所の後
ろのほうは土砂災害のおそれがあるということで、本
当にありがとうございます。そういった対応をやって
いただいて、本当に感謝申し上げます。
　そこで再質問です。
　津覇駐在所の代替活動拠点の確保と南上原地域への
交番の設置について早期実現すべきと考えますが、県
警の考え方をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　議員御指摘のとおり、この南上原地区につきまして
は、人口の急増、またそれに伴う都市化といったこと
が進行している状況でございまして、これを踏まえま
して中城村と同地区への交番設置に向けた協議を行っ
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ているところでございます。
　県警察といたしましては、限られた体制を効果的・
効率的に運用して、治安の維持・向上を図るため、引
き続き交番・駐在所の適正配置を検討してまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄  議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　続きまして(3)、名護警察署と運転免許センターの
移転の進捗状況と警察学校の改修工事についてお伺い
をいたします。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　名護警察署につきましては、施設の著しい老朽化や
十分な耐震性がないということに加えまして、津波に
よる被災の可能性も高いということで、名護市大北へ
の移転建て替えを計画しております。また、運転免許
センター北部支所につきましても同様に老朽化・浸水
による被災の可能性が高いということで、名護警察署
の移転に合わせて集約建設する計画でございます。こ
の運転免許センターが集約された形での名護警察署の
新庁舎建設事業の進捗状況につきましては、令和６年
中に新庁舎の基本設計及び用地造成設計の発注に向け
た作業を進めているところでございます。今後は、令
和７年度から８年度にかけて新庁舎の実施設計及び建
設用地造成工事、令和９年度から11年度にかけて新
庁舎を建設する計画でございます。
　また、警察学校につきましては、本館が昭和45年
建築ということで建築から50年以上が経過してお
り、施設の老朽化が著しいことから、必要な改修等を
行い適切な維持保全に努めているところでございます
が、同施設につきましては国費で整備しておりますの
で、各種業務に支障の生ずることのないように国の関
係機関と調整しつつ、整備等を進めているところでご
ざいます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　この名護警察署、そして運転免
許センターが一緒になるということは大変いいことだ
と思ってます。前会派から推進してきてよかったと
思っております。感謝申し上げます。そして今、機動
隊ですね。警察学校の整備、これが国庫―全額国費
の施設ということで、本部長をはじめ沖縄県警全体の
取組が重要だと思っておりますので、ぜひ皆さんのお
力添えで警察学校が新しくなることを期待しておりま

す。よろしくお願いいたします。
　続きまして、社会資本整備について伺います。
　沖縄県の自立発展のために、交通安全の確保とその
円滑化、経済基盤の強化、都市環境の改善、住生活の
安定の確保及び向上を図ることなど、社会資本整備が
極めて重要であると考えております。
　そこで(1)、公共交通施策の現状と問題点、改善策
について伺います。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　県内の公共交通においては、
慢性的な交通渋滞による定時性の低下、バスやタク
シー等の運転手不足による輸送力の低下等が課題であ
ると、そういうふうに認識しております。県では、令
和６年５月に沖縄県地域公共交通計画を策定し、バス
レーンの延長等を含め基幹バスシステムの導入促進や
運転手確保のための二種免許取得に対する支援等を実
施しているところです。同計画に基づく施策の展開に
ついては、交通事業者、市町村等で構成される沖縄県
地域公共交通協議会にて進捗評価等を行うこととして
おり、同協議会において実効性のある交通施策の在り
方を幅広く検討してまいります。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　昨日までの道路の基本整備は、
ちょっと予算の関係で長期的にかかるのではないかな
と。そういった意味でもこの公共政策、ソフト面を充
実させることが喫緊の課題と思っております。それ
で、わった～バス党のわった～バス利用促進乗車体験
事業についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　９月４日から29日まで、毎週
水曜日と日曜日の計８日間、県内の路線バス運賃を終
日無料とする、わった～バス利用促進乗車体験事業
というのを実施することとしております。そのことに
よって、県民に実際にバスでの移動をしていただきな
がら、バスならではの利便性、快適な移動、そういっ
たものを促していきたいというふうに考えておりま
す。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄  議員　この実証実験のデータによっ
て、また様々な施策を打たれていくと思います。そし
て、私が前回提案した路線バスを対象としたサブスク
運賃制度の実証実験もぜひ行っていただきたい。今、
サブスク制度の実証実験が各地域で行われていて、効
果的な制度だと評価が高く、いい実証実験であります
ので、次年度でもよろしいですので、ぜひ考えていた
だきたいと思いますけど、どうでしょうか。
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○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真  企画部長　サブスク制度につきまして
は、県外で一部そういった運用がされているというふ
うな事例は聞いております。ただ、サブスク制度を導
入するに当たっては、複数の交通事業者が利用可能と
なるように、例えば共通定期券のような仕組みが必要
だと考えておりますが、現在県内では複数の交通事業
者が利用可能な共通の定期券さえ整備されていない、
発行されていない状況になっております。先ほど御案
内した地域公共交通協議会には市町村も含まれており
ますが、交通事業者も構成されております。交通利用
者のほうも構成されておりますので、そういった場で
様々な公共交通の利用促進に向けて議論していきたい
と考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄  議員　私はそれこそが県の仕事だと
思っています。今幾つかの指導的な立場になって一つ
にまとめて協議していく、それが本来の沖縄県の仕事
だと思っています。問題は山積しているかもしれない
ですけど、しっかりその辺をやっていくことが交通渋
滞対策になっていくと思いますので、しっかりその辺
お願いしたいと思いますけれどもどうでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　様々な課題があると思います
が、こういった提言もお伝えしながらできるところか
らやってまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　せっかく知事も手を挙げており
ますので、意見をお聞きしたいと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　公共交通の運行の状況も県民か
ら様々意見を頂戴しておりますが、今回９月のこの実
証実験で県民の方々がもう一度バスに乗ってみる。バ
スに乗って利便性あるいは不便であるということなど
の様々なアンケートを我々が求めることがやはり重要
であると思います。それと同時に、その公共交通にお
けるＤＸ化を推進するための基盤整備をどうするかと
いうことが議員御意見のサブスク制度の導入に、まず
は将来的につなげていけるのではないかというような
検討も可能になると思います。ですから、やはり県民
の皆様にはこの９月の実証実験を沖縄における公共交
通の未来の在り方についてみんなで考えていこうとい
うきっかけにしていきたいと思いますので、引き続き
御協力を賜りたいと思います。よろしくお願いしま
す。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。

○新垣　光栄 議員　ぜひ期待しておりますので、よ
ろしくお願いします。
　もう一つお願いしたいのが、中城村が実施している
コミュニティーバスがあります。それは大変喜ばれて
おりますけれども、それがモノレール駅に直結してい
ない。その結節点としてのモノレール駅の利用とし
て、ぜひ今法定会議の中で―地域の枠を超えた運行
は、その法定会議のほうでなされていると思いますの
で、その辺に県が方向性を示していただきたい。そう
すれば実現するのではないかと思っておりますけど、
どうでしょうか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　中部圏域につきましても、令
和３年度から中部圏域の市町村と協議をするような形
で公共交通の利便性向上の取組を今議論しているとこ
ろです。その中には、路線バスとコミュニティーバス
の連携、そういったものも含まれておりますので、引
き続き協議してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　ぜひ、よろしくお願いします。
　(2)、沿道景観政策の強化と道路ボランティア団体
との連携について伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えします。
　県では、令和６年度から沿道景観推進室を設置し沿
道景観形成の体制強化を図るとともに、持続可能な国
際観光景観モデル事業を活用いたしまして沖縄らしい
世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道景観の形成
に取り組んでいるところであります。今年度は、本事
業において地域や道路ボランティア団体等との意見交
換を行い、地域の意向に沿った沿道景観の整備に着手
することとしております。引き続き、官民連携による
維持管理体制の構築に取り組んでまいります。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　景観推進室の設置も実現しまし
た。本当に知事はじめ部長、大変お疲れさんです。そ
ういった室を活用するためには、ぜひ地域ボランティ
アの活動が重要になってくると思いますので、地域ボ
ランティアを今草刈りのボランティアから花植えのボ
ランティアに移行しないといけないと思っておりま
す。そういった考え方はどうでしょうか。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　官民連携の維持管理体制
の構築に取り組む中で、議員御提案の内容につきまし
ても議論し検討してまいりたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
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○新垣　光栄 議員　(3)、大型ＭＩＣＥ施設周辺と東
海岸地域の社会資本整備について伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大型ＭＩＣＥ施設周辺を
含みます沖縄本島東海岸地域の社会資本整備につきま
して、道路事業では、国において国道329号与那原バ
イパス及び南風原バイパスの整備、県においては県道
浦添西原線、県道幸地インター線、県道宜野湾北中城
線等の整備を行っております。港湾事業においては、
国と連携して中城湾港新港地区や泡瀬地区の整備を
行っております。大型ＭＩＣＥ施設の整備と併せて、
これらの社会資本整備が実施されることにより、東海
岸地域一帯の活性化及び県土の均衡ある持続可能な発
展につながるものと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　私はもうこの道路工事にＭＩＣ
Ｅ施設が成功になるか、かかっていると思います。こ
の道路整備が充実しないと、大型ＭＩＣＥ施設が迷惑
施設になっていく、そういう考え方の下でしっかりＭ
ＩＣＥ施設の開業とともに、ぜひ間に合うように道路
整備をしていただきたい。そういった意味でも交通政
策は今どのようになっているか伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　関連する道路の進捗状況
等についての御質問と考えております。国道329号
の与那原バイパスが今80％の進捗、西原バイパスが
65％、県で整備しております浦添西原線が47％、幸
地インター線が83％と順調に道路整備を進捗させて
いるところでございます。
○新垣　光栄 議員　ちょっと休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　企画部長。
○武田　真 企画部長　ＭＩＣＥ地域に対する新たな
公共交通システムについて、その基本的な考え方とし
ては大型ＭＩＣＥ施設の存在と相まって都市ブランド
力の向上、地域全体のにぎわいの創出につながる可能
性があるということから、交通需要、それから採算
性、そういったものに着目してＭＩＣＥエリアにふさ
わしい公共交通のシステムについて関係者と幅広く検
討していきたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　私はモノレールの延伸が必要で
はないかと思っておりますけど、どうでしょうか。

○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　モノレールの延伸についても
調査はさせていただいています。今のところビー・バ
イ・シーがかなり低い状況になっております。ただ、
それについて今諦めるということではなくて、引き続
き検討をしていきたいと考えております。
○中川京貴 議長　新垣光栄議員。
○新垣　光栄 議員　最後に(4)、公有水面埋立てに伴
う水路（西原町・中城村・うるま市）のしゅんせつに
ついてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えします。
　中城村の吉の浦火力発電所背後地の水路につきまし
ては、平成29年度に中城村において鋼管を敷設し、
流末部の排水を確保する工事を実施しております。西
原町の南西石油背後地の水路につきましては、県が南
西石油背後地水路の導流堤整備等に着手をしていると
ころでございます。うるま市の製糖工場の取水口付近
については、過去に製糖工場が実施主体となってしゅ
んせつを実施した際に県は港湾管理者として許可をし
ております。
　県としましては、関係機関と引き続き調整を行い、
対応について検討してまいります。
○新垣　光栄 議員　公有水面を埋め立てた人が責任
を持つべきだと思いますので、ぜひよろしくお願いい
たします。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　仲村未央議員。
　　　〔仲村未央　議員登壇〕
○仲村　未央 議員　おはようございます。
　このたびは、県議選が終わって当選証書の交付式に
も出られない、熱を出してしまってなかなか本調子に
戻らず情けない思いもありますけれども、沖縄市から
五たび、この議場に送り出していただいたこと、市民
の皆様には心から深く感謝を申し上げ、またよりよい
沖縄社会の実現に全力を尽くす所存です。同時に今
般、米兵による凶悪犯罪が次々と明らかになりまし
た。女性の人権が許し難い暴力によって、またも踏み
にじられたこと、これを防げなかったこと、子どもの
安全さえ守れなかったということは、政治の場に身を
置くその一人としてもざんきに堪えません。これにつ
いては、代表質問関連で触れてまいります。
　それでは通告に従い、一般質問を行います。
　１、高齢者福祉政策について。
　(1)、2018年には沖縄県も高齢化率21.1％に達
し、全都道府県において既に超高齢社会であります。
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今後の高齢化率の見通し、並びに本年度の部局再編で
本県の高齢者福祉政策はどう推進されるのか。その強
化のポイントを伺います。
　(2)、本年度実施予定の高齢者実態調査の狙いや調
査対象を伺います。
　(3)、本県高齢者のうち無年金者の割合を伺いま
す。全国と比べどのような特徴があるか。公的年金や
医療保険制度をめぐる歴史的経緯等、県民、高齢者へ
の影響について考察を伺います。
　(4)、生活保護受給状況を伺います。受給世帯に占
める高齢者世帯の割合、うち単身世帯の割合について
も示されたい。
　(5)、新型コロナ特例で地域の社協が窓口となった
緊急小口資金の返済が始まっています。貸付けの件
数、償還免除、返済猶予など、どのような状況か伺い
ます。またこれも全国と比べ、免除、猶予の割合がど
うなっているか伺います。
　２、在日米軍のＰＦＡＳ対策について。
　(1)、米本国における最新のＰＦＡＳ規制や健康リ
スクへの評価、汚染浄化対策等はどうなっているか伺
います。
　(2)、在日米軍においては、兵士を対象にＰＦＡＳ
血中濃度の検査が行われていると聞きますがこれはど
うか。基地で働く日本人従業員への対応についても伺
います。
　(3)、ＪＥＧＳが規定するように、米政府の環境取
扱いは、日米両国におけるより厳しい基準を適用し、
環境対策に資する取組を行うことが原則です。水道原
水の汚染や地域住民の健康リスクに積極的に関与しな
いのはなぜか。
　(4)、アスベスト等、基地労働関係で生じた健康被
害の実態と政府の対応を伺います。
　３、国指定名勝アマミクヌムイ、越来グスクの資料
収集について。
　(1)、アマミクヌムイの一つとして国指定名勝に追
加指定をされた越来グスク、その歴史的価値を再評価
する取組が沖縄市や地域の自治会で始まっています。
越来グスクの文化的・歴史的価値について、国、県の
評価を伺います。
　(2)、戦後米軍統治下における開発により越来グス
クはその遺構を含めほとんどを消失しました。1955
年には拝所が再建され、今日も地域の人々によって大
切に保護されています。越来グスクの歴史資料はどの
ようなものがあるか、情報収集について県の協力をお
願いしたい。
　(3)、とりわけ城壁の立面写真がないか探していま

すがいかがでしょうか。
　４、我が会派の代表質問との関連で伺います。
　仲宗根悟代表質問１、知事の政治姿勢の(1)、畜産
の振興について伺いましたけれども、実際今、特に和
牛農家からは借入れの資金の返済のために自ら頭数を
減らして、本業以外のアルバイトをして返済に当たっ
ているというのが窮状として聞こえてきます。
　県が掲げる沖縄ブランドの確立と生産体制の強化、
これはむしろ危機に瀕しているのではないかというふ
うに見えます。目標に対する実績や頭数、離農件数、
この推移を伺います。
　５、農林水産業の振興についての(3)、制度資金の
利子助成として新たな償還猶予等に取り組んでいると
の答弁でしたが、どのような中身か。財源、その対象
や申請件数等を伺います。
　次に、知事の政治姿勢の(5)、今般の米兵による性
暴力事件について、この一連の事案を受け、今日まで
において岸田総理から何らかの言及があったか伺いま
す。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　仲村未央議員の御質問にお答え
いたします。
　高齢者福祉政策についての御質問の中の(1)、超高
齢社会に向けた県の高齢者福祉政策についてお答えい
たします。
　沖縄県の高齢化率は令和５年10月時点において
23.5％ですが、令和32年（2050年）には33.6％とな
り、県民の３人に１人が高齢者になると見込まれてい
ます。県では、市町村と連携を図りながら、地域で必
要な支援が包括的に提供される地域包括ケアシステム
の構築に取り組んでいるところですが、将来のさらな
る高齢化の進展を見通しますと、今後は従来の枠組み
を超えて、人と人、人と社会がより一層つながり、生
きがいや役割を持ち、助け合いながら生活を継続して
いける地域づくりが非常に重要となると考えておりま
す。このため地域の多様な主体が連携し、協働した地
域づくりを推進するためのプラットフォームの構築
に取り組むこととしております。また、医療と介護の
ニーズを併せ持つ方の増加が見込まれること。そし
て、健康長寿復活への実質的な取組をさらに促進させ
ることを併せて、高齢者介護・福祉に関する業務を保
健医療部に移管し保健医療介護部へと改組したところ
であり、医療や健康づくり等と介護や介護予防等の施
策を一体的に切れ目なく、より積極的に推進していき
たいと考えております。
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　その他の質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　１、高齢者福祉政策
についての(2)、高齢者の生活状況調査についてお答
えします。
　県では、県内の60歳以上4000人を無作為抽出し、
生活全般の実態及び支援ニーズを総合的に把握するた
めのアンケート調査を実施する費用として、今議会に
2730万円の補正予算を提案しているところでありま
す。本調査では、高齢者の経済生活、住宅、健康及び
生活環境など、内閣府が実施している類似の全国調査
を参考に質問項目を設定し、全国と比較できる内容と
することを検討しており、本県の特徴を分析すること
により、今後の新たな高齢者施策の立案に活用したい
と考えております。
　同じく１の(3)のうち、医療保険制度の高齢者への
影響についてお答えします。
　高齢者に係る医療保険制度については、65歳から
74歳の前期高齢者の方が加入する協会けんぽや市町
村国保などの医療保険と、75歳以上の全ての後期高
齢者の方が加入する後期高齢者医療保険に分かれて
おります。後期高齢者医療保険制度については、平
成20年度に全国一斉に制度が開始され、全国共通の
ルールで運営がなされております。制度開始から15
年が経過し、現在では県内の後期高齢者が安心して医
療を受ける上で大切な制度となっております。
　続きまして２、在日米軍のＰＦＡＳ対策についての
(1)の中の米国におけるＰＦＡＳ規制と健康リスク評
価についてお答えします。
　米国環境保護庁は、ＰＦＯＳとＰＦＯＡの飲料水基
準について、発がん性に関する安全な摂取量は存在し
ないとし、強制力のない目標値としてゼロに設定して
います。その上で、現実的に検査や削減が可能な強制
力のある基準値として、それぞれ１リットル当たり４
ナノグラムに設定しています。米国の公共水道では、
今後３年以内に飲料水中のＰＦＡＳ値のモニタリング
を開始し、測定値を公開するとともに、５年以内にそ
の濃度を４ナノグラムまで下げることが求められてお
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　１、高齢者福祉政策につ
いての御質問のうち(3)、無年金者の割合と全国との

比較についてお答えします。
　厚生労働省の年金に関する直近の調査結果によれ
ば、令和４年10月31日時点、県内における65歳以上
で年金を受給されていない方は約２万2000人で、65
歳以上人口の約6.2％を占めており、全国の2.9％の２
倍以上の状況となっております。
　続きまして同じく(3)、年金の歴史的経緯や県民等
への影響についてお答えします。
　沖縄の国民年金制度は、昭和36年４月に施行され
た国民年金法から９年遅れて琉球政府時代に独自の制
度がスタートし、復帰により日本の国民年金法に継承
されました。年金額は加入期間と保険料納付額によっ
て算出されるため、施行時期の９年の遅れについて
は、申出により免除期間とされるとともに、本土との
年金受給額の格差是正を目的とした保険料の追納の特
例措置が講じられてきたところです。年金受給額につ
きましては、本県の納付率がこれまで全国でも低かっ
たことを踏まえると、本県の年金受給者数や受給額が
全国と比べ低くなっていると考えられます。
　続きまして同じく(4)、生活保護受給世帯における
高齢者世帯の割合についてお答えします。
　沖縄県の令和６年２月時点の生活保護世帯における
高齢者世帯の割合は58.3％となっており、そのうち単
身世帯の割合は93.8％となっております。
　続きまして同じく(5)、緊急小口資金等の返済の状
況と全国との比較についてお答えします。
　緊急小口資金等の特例貸付けでは、償還免除制度が
あり、県内では令和６年４月末時点で償還の時期を迎
えた対象となる約12万8000件のうち、免除決定した
のは約６万1000件、割合にして約48％となっており
ます。また、償還が困難であるとの償還猶予の申請を
受け、決定いたしましたのは約7000件、割合にして
約5.7％となっております。全国との比較では、同時
点での償還免除の割合は全国約41.1％に対して、県約
48％、償還猶予の割合は全国約4.6％に対して、県約
5.7％であり、県では免除・猶予ともに全国よりも高
い割合となっております。
　県としましては、引き続き社会福祉協議会と連携し
て償還免除制度等の周知を行い、借受人の状況に応じ
た適切な対応に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　２、在日米軍のＰＦＡＳ対
策についての(1)のうち、米国における汚染浄化対策
についてお答えいたします。
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　米国では、有害物質による汚染が確認された場合、
汚染除去費用を政府がファンドから拠出し、浄化後に
その費用を原因者に負担させる、通称スーパーファン
ド法があります。米環境保護庁ＥＰＡは、ＰＦＯＳと
ＰＦＯＡが環境中に放出された場合、公衆の健康また
は福祉、あるいは環境に相当な危険をもたらす可能性
があるとして、本年７月、同法の有害物質として指定
したと承知しております。ＥＰＡの発表によります
と、指定により、ＥＰＡはより多くの現場に対処し、
早期に対策を講じ、最終的な浄化を迅速化できるよう
になるとのことであります。
　同じく２の(3)、ＪＥＧＳで規定する環境対策につ
いてお答えいたします。
　日本環境管理基準ＪＥＧＳにおいては、日本国内に
おける米国防総省施設において用いられる環境適合基
準及び管理実務を定めており、在日米軍はこのＪＥＧ
Ｓの基準に基づいて環境管理行動を取ることとされて
おります。ＪＥＧＳでは、2016年にＰＦＯＳ等が有
害物質に位置づけられており、泡消火剤漏出への対応
として、漏出の影響を受けた土壌等を密封可能な容器
に保管すること等についても記載されております。し
かしながら、ＪＥＧＳがどのように運用されているの
かについては公表されていないことから、どのように
対応されているか承知しておりません。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　２、在日米軍のＰＦＡＳ対
策についての中の(2)、在日米軍人及び基地内日本人
従業員に対するＰＦＡＳ血中濃度検査についてお答え
いたします。
　県は、米国防総省が米軍の消防士に対し、ＰＦＡＳ
血中濃度検査を実施するとする2020年９月付の文書
を確認しております。実際に、在日米軍の軍人や消防
士、また、消防士を含む駐留軍等労働者に対して血中
濃度検査が実施されているかについては、沖縄防衛局
に照会しているところです。
　次に４、我が会派の代表質問との関連についての中
の(3)、米軍人による性的暴行事件等の総理大臣から
の言及についてお答えいたします。
　これまで総理大臣から、昨年12月及び本年５月に
発生した米軍人による性的暴行事件等について、言及
があったことは承知しておりません。
　以上になります。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕

○松永　享 商工労働部長　２、在日米軍のＰＦＡＳ
対策についての(4)、基地労働関係で生じた健康被害
の実態等についてお答えします。
　県内でアスベスト等による健康被害を受けた駐留軍
従業員の数の把握は困難ですが、国は、労働者災害補
償保険法等に基づき、アスベストによる健康被害を受
けた者及びその遺族に対し、これまでに50件の保険
給付などを行っていると聞いております。また、沖縄
駐留軍離職者対策センターにおきましては、駐留軍
離職者等のアスベストによる健康被害等に関する相談
窓口を設置しており、平成17年12月から令和６年３
月までに5069件の相談を受けていると聞いておりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　３、国指定名勝アマミクヌム
イ、越来グスクの資料収集についての中の(1)及び
(2)、(3)、越来グスクの文化的・歴史的価値と城壁
立面写真を含む資料収集についてお答えいたします。
３の(1)から３の(3)までは関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えいたします。
　越来グスクは、第一尚氏第６代尚泰久王や第二尚氏
第２代尚宣威王が越来王子であった頃の居城であると
ともに、琉球開闢神話の伝承地アマミクヌムイの一つ
として、国の名勝に指定されております。また、令和
３年度からは沖縄市が文化庁補助による整備事業を進
めており、県教育委員会も指導助言を行っておりま
す。
　県教育委員会としましては、越来グスクに係る写真
資料等の存在が確認されていないことから、当該名勝
の適切な保存と活用を図るための資料提供の呼びかけ
等について、引き続き沖縄市と連携しながら対応して
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　４、我が会派の代表質問
との関連についての中の(1)、制度資金の利子助成の
取組についてお答えいたします。
　県では、畜産農家の厳しい経営状況が続いているこ
とから、制度資金に対する利子助成事業において、令
和６年度から据置期間及び償還期間の延長を講じるこ
ととしております。具体的には、農業近代化資金を借
り入れした畜産農家を対象に、最大３年間の償還期間
の延長を行うもので、財源は一般財源となっておりま
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す。現在、２件の相談があり、内容を確認していると
ころであります。
　同じく４の(2)、新・沖縄21世紀ビジョン実施計画
における肉用牛の達成状況についてお答えいたしま
す。
　令和５年12月末の県内肉用牛飼養頭数は７万2231
頭と、前年の７万3298頭に対して1.5％の減少となっ
ております。また、令和５年に離農した肉用牛農家は
89戸と、前年より23戸増加しており、離農の理由は
高齢化や経営不振等によるものと認識しております。
同計画の成果指標における令和６年度の肉用牛頭数目
標は８万89頭であり、令和５年12月現在の達成率は
90.2％となっております。
　県としましては、同計画の目標達成に向けて生産者
や関係団体と連携して取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　それでは、高齢者福祉政策に関
するところで、この分野、知事も働いたことのある中
からも明るいところがあるのかなというふうに察しま
すけれども、先ほど無年金の割合、これが全国の倍以
上ということであります。それから生活保護世帯に占
める割合、これが半数５割を超えて58.3％、またその
うちの単身世帯が93.8％ということになりますので、
地域における高齢者の皆さんの環境、特に孤立につい
てはこれからの超高齢社会の中での非常に大きな課題
になるかと思います。それで、実は遡ってどうだった
かと沖縄県の考察をということで、この世代の皆さん
が実際にどういう中を生きていらっしゃったかなとい
うことでいろいろ見ておりますと、日本が全国皆年
金、全国皆保険と言われた1961年あたりの時代状況
について、当時社協に勤めていらっしゃったカミザト
さんという方がこのように表現をしております。
　1961年、琉球政府の厚生局で調べた資料に基づく
と、医療の受診率は年間千分比で896と低く、１件当
たり治療日数も6.2日と本土の10.5の約半分と。受診
率や治療日数が低いのは、県民が病気にかからないか
らではなくて生活保護以外に医療保障がないために、
診療を受けて治療すれば一家が食っていけなくなると
いうことで受診を控えざるを得ないというのが、まさ
に全国が皆保険、皆年金を導入していくちょうどその
ときの沖縄県の時代状況でもあります。その当時の生
まれの皆さんがちょうど今、65歳に差しかかる年齢
になりますし、また今、80代の高齢世代を含めて見
ていくと、こういった沖縄の歴史的な環境、その中で
の貧困、生活的・経済的な困窮、そして健康とのリス

クの関係、この辺りも含めて非常に丁寧に見ていかな
ければいけないのかなというふうに感じるんですね。
それゆえに今回の県が行う実態調査については、非常
に関心を持ちますし期待もしています。こういう形で
県が独自に、実際に高齢者の皆さんの状況をアンケー
ト、インタビューを通じながらしっかりと把握してい
くこと、これが先ほど冒頭で知事がおっしゃっていた
沖縄らしい福祉の本丸になっていくのかなというふう
に感じるわけです。そういう意味では、今の奥行きを
持って超高齢社会、どのようなニーズがあるのか、そ
して特に健康へのリスクあるいは住居の貧困、そして
こういった世代から来る貧困の連鎖というもの、これ
は子どもの貧困も鏡のように連鎖をしていっているそ
の課題の一つ一つですので、ぜひ大きく取組を進めて
いただきたいですし、この辺りの背景についてもしっ
かりと踏み込んで取組の中に置いていただきたいとい
うふうに思いますけれどもいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　60歳以上の約4000人を対象とするというふうに予
定をしておりますけれども、調査項目につきましては
先ほど申し上げたように、今、内閣府のほうで毎年
3000人ほどを対象にテーマを決めて、経済生活それ
から生活意識、地域社会への参加、それから健康、住
居というふうに調査を行っておりますので、それと比
較対照できるような形で沖縄県の特徴が出るような内
容、そして専門家も交えた形で組み立て、あるいは考
察というふうな形にして、しっかりとした基礎資料に
なるように今後取り組んでいきたいと考えておりま
す。
○中川京貴 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　先ほど答弁の中にもあった無年
金に加えて、当時の25年間の支払い期間を満たすと
いうことの中で非常に困難があったこと、それから追
納追納によって非常に低額の追納によって、その年金
の受給権を確保したという意味では無年金者にかかわ
らず非常に低額の年金の方々が多く含まれているとい
うふうに考察をいたしますけれども、その辺りについ
ても含めて迫っていただきたいというふうに思います
ので取組をお願いいたします。
　休憩お願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時23分休憩
　　　午前11時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　未央 議員　２点目のＰＦＡＳについての関
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連で、米国においては今世界で最も厳格な基準と厳し
い対応をもってこれを取り除いていくという最先端に
国自体が立っている中で、それから先ほどの公室長の
答弁ですと2020年に米軍の消防士に関して、在日米
軍において、血中濃度の調査を行うというような取組
が表明されているということですよね。ところが、先
ほどアスベストの件も含めてお尋ねをしましたが、
5000件余りの相談に対して、実績として補償に至っ
たのが50件ということは、僅か１％ですね。アスベ
ストも過去においては危険であるということを知らさ
れないまま、その業務に従事した中で何十年とたって
これを証明するということは非常に困難を極めます。
そして、先ほどの50件というのが１％であることの
ように、まさにこれは後になってがんの原因であった
というふうに特定されても、これを証明するという力
は一人一人には非常に乏しい、評価ができないわけで
す。そういう意味では、同じように泡消火剤を触る一
方の米軍、兵士においては血中濃度の調査をすると。
ところが、日本の従業員に関してはこれは関係ありま
せんと、日本では基準がありませんということになる
と、もしも何十年もたってから、今アメリカが取る
ような健康リスクを自ら表明をしながら、ここは全く
証明ができないということになりかねないという不安
を現場は持っております。それでぜひ知事も、この辺
り国会議員時代からも詳しくアスベストについても取
り上げていらっしゃったと思うんですけれども、この
同じ現場において同じようにＰＦＡＳに触れるような
環境の働き方があるということについては、これは国
に対して特段その対応を求めるというのは、特に血中
濃度の調査に関しては、やはり従業員に関してはしっ
かりと執り行うということについて強く要求を上げる
べきではないかと思いますけれども、これはいかがで
しょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　先ほども答弁させていただ
きましたけれども、現在、在日の米軍人、消防士等に
ついて血中濃度検査が実施されてるかというのは、沖
縄防衛局に確認をしているところでございます。同じ
く、駐留軍労働者等についても確認をしているところ
でございますので、それを踏まえてまた検討をさせて
いただきたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　知事いかがでしょうか。やはり
この二重基準、アメリカ自らの国においては水道水に
一つも入ってはいけないというような厳格な基準を持
ちながら、地域社会の水道原水にも影響を与えている

というようなことについては、今なお調査をさせない
という態度です。少なくともこのような二重基準に関
して明らかなところは、しっかりと国に要求を上げて
いくということが必要だと思いますけれども、今の従
業員の取扱いに関してもいかが思われるかお尋ねをい
たします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　お答えいたします。
　まず、アスベストについては、労働者災害補償保険
法に基づいて健康被害を受けた者及びその遺族に対し
ては、これまで給付活動を行ってきております。これ
は実は沖縄駐留軍離職者対策センターの働きに負うも
のが非常に大きいわけですね。ですから、過ぎてし
まったことが、あの当時はこうだったけどということ
で、それを取り残さないということの追跡調査は非常
に重要だと考えております。そして同じように、これ
は日本に限らず諸外国においても、米軍基地を受け入
れている国々や地域の、特に環境汚染、ＰＦＯＳ等の
環境汚染によってどのような状況にあるかということ
については、私も国連で発言をさせていただいたとき
に非常に関心が高かったです。世界各国が今、このい
わゆる有機フッ素化合物を含むＰＦＯＳ等の環境汚染
にどのように取り組んでいくかということの関心が高
まりつつある中で、日本政府においてもやはり米国の
基準はもとより日本国においての基準の厳格化を高め
ていかなければならないということについては、沖縄
県から引き続き政府に対してそのような内容に即した
改定を求めていきたいというように考えております。
○中川京貴 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　休憩お願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　未央 議員　農林水産部長、先ほど目標に対
する実績についてお尋ねをしました。頭数についても
目標に対しては7800頭以上少ない９割というふうな
達成状況ですよね。そして経営不振による離農も増え
ているということですので、これは非常に危機的な状
況であるという認識は共有するものだというふうに思
います。これについては先ほどの利子助成のこともあ
りましたけれども、とてもその部分でカバーをできる
ような状況ではない、対象も狭すぎるということもあ
りますので、ぜひここはもう一段踏み込んで、振興に
対して、また自ら掲げる目標をどう達成するかという
ことへの取組は、もう一段踏み込まなければいけない
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と思いますけれども、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　直近の円安による飼料価格の高止まりですとか、子
牛の価格下落等々で畜産農家の経営は、いまだ厳しい
状況にあると認識しております。そのため県では今議
会において、畜産農家への追加支援として配合飼料の
購入費補助の支援の拡充ですとか、子牛の競り価格下
落に対する補助拡充、また優良繁殖雌牛の子牛に係る
支援ということで、17億8000万円の予算を計上して
いるところであります。またサポートチーム、サポー
ト体制の強化、資金の利子助成ということで実施し
ておりますが、なかなか厳しい状態でありますけれど
も、引き続き肉用牛の生産振興としまして、高能力な
県有種雄牛の造成でブランド化ですとか、あと畜舎等
の整備とか、未利用資源の飼料化、自給粗飼料の増産
等々、沖縄21世紀ビジョン農林水産業振興計画の達
成に向けて、県、市町村、ＪＡ、関係機関で引き続き
取り組んでまいりたいと思います。畜産農家の経営安
定のために、引き続き丁寧にきめ細かい支援というこ
とで、継続してまいりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　これについては、引き続き会派
含め取組をいたしてまいりますので、よろしくお願い
いたします。
　それから、アマミクヌムイの件ですけれども、資料
収集に関してはなかなか現存していないということで
したけれども、城壁近くの道路建設を米軍が主導して
行ったという経緯もありますので、むしろアメリカの
ほうに当時の資料があるのではないかというような期
待もあるようですけれども、その辺りの収集について
いかがですか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　議員御指摘のとおり、地域の皆
様からは、越来グスクの城壁石積みを撮影した写真が
残されていないか広く資料提供を呼びかけてほしいと
の要望を受けているところであります。
　県教育委員会としましては、沖縄市教育委員会と連
携しながら、米国公文書館等の関係機関へ今現在、問
合せ等を行っているところでございます。
○中川京貴 議長　仲村未央議員。

○仲村　未央 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時33分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○仲村　未央 議員　知事、暴行事件に関して、総理
から何らかの言及がありましたかということにありま
せんということでしたけれども、慰霊の日の際にも、
この件に関して知事には何ら言葉はなかったでしょう
か。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　６月23日、全戦没者追悼式の前
に総理と面談する時間をいただきましたけれども、こ
の件に関しての言及は特にありませんでした。
○中川京貴 議長　仲村未央議員。
○仲村　未央 議員　かつて95年の暴行事件の際に
も、あまりにも小さな籠にあまりにも多くの卵を詰め
過ぎているという表現が繰り返しなされました。いわ
ゆる構造的に、この沖縄の島の中において繰り返し
―特に今回は起訴に至ったのは２件でしたけれど
も、この１年を振り返っても、分かるだけでも５件の
少女あるいは女性に対する人権のじゅうりんが次々と
明らかになっているわけですよね。こういう中で、や
はり幾ら日米安保が大事だといえ、この体制の中であ
ればなおさらこのような非人道なことが起きてはいけ
ないということを一国の総理が強く表明をすること、
これはこの島における米兵に対する抑止力、綱紀粛
正、この発信についても非常に強く意味を持つという
ふうに思います。今般、質は違いますけれども、トラ
ンプ大統領への銃撃を受けて、総理から暴力について
は断じて立ち向かうというふうな発信が速やかにＸで
なされたということも報道されましたけれども、この
ような子どもや女性を巻き込む暴力を日本としては一
切認めないという態度をやはり強く、総理そしてその
一国のトップとして、国民のこのような巻き込みは絶
対に認めないんだという表明をしっかりとされるべき
だと思います。そして、そのことが本当に沖縄におい
てこれを繰り返させないということの強い発信に、緊
張感につながっていくはずだというふうに思いますけ
れども、知事はこの間、総理から何らこのことに対し
て言及がないこと、あるいはそのことについてさらに
踏み込んで何か政府に対して求めるつもりか、この辺
りお尋ねをいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今般の事案については、県民に
大きな衝撃を与え、また全国でも大きく報道されてお
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ります。沖縄県に対し情報提供しなかった国の姿勢が
批判されているということもあり、政府の中において
も、林官房長官のコメントにありますように非常に重
要な事態であると、案件であると捉えているというよ
うなコメントがあります。あわせてエマニュエル駐日
米国大使、それからターナー司令官からも共同のコメ
ントも発出されております。いずれにしても、このよ
うに大きな問題であるということは他方で、例えば衝
撃的なトランプ氏の銃撃事件に見るように、暴力によ
る民主主義の封殺、弾圧というのは決してあってはな
らないということと、私はこの人権をじゅうりんする
という意味においての暴力は同じレベルの非常に重大
な内容であるというように受け止めています。ですか
ら、これから総理に対しても面談をする機会には、ぜ
ひそのことを重く受け止めてしっかりと対応をすると
いうことを国民に向かってメッセージを発していただ
きたいということは、これからも強く求めていきたい
というように思います。
○仲村　未央 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時38分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　瀬長美佐雄議員。
　　　〔瀬長美佐雄　議員登壇〕
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前11時38時分休憩
　　　午前11時39時分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○瀬長　美佐雄  議員　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、こんにちは。
　日本共産党の瀬長美佐雄です。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビーン。
　一般質問を行います。
　１、米軍基地問題について。
　昨年12月に発生した少女誘拐暴行事件は、被害者
へ計り知れない苦痛を与え、人間としての尊厳をじゅ
うりんするもので断じて許せません。日米両政府によ
る隠蔽と被害者への謝罪さえないことに満身の怒りを
込めて抗議するものです。
　それでは質問に入ります。
　(1)、在沖米軍人・軍属による少女、女性への性的
暴行事件の復帰後の件数、この間の通報体制確立の歴
史的経緯、過去の事例と比較検証の結果を伺います。
　(2)、政府は新たな方針として可能な限り通報する

と発表したが、これまでより後退する内容ではない
か。
　(3)、事故発生後の速やかな通報、米軍人の外出禁
止の実施、地域協議会の設置など、実効ある対策につ
いて見解を伺います。
　(4)は、取り下げます。
　(5)、自公政権は米軍基地負担の軽減を唱えるが実
態はどうなっているのか。外来機の飛来等による騒音
被害の実態と推移。米軍関係の訓練や米軍関係者の事
件・事故の実態と推移、解決策への取組を伺います。
　(6)、(7)は、取り下げます。
　２、沖縄を二度と戦場にしないために戦争できる国
づくりに反対を。
　(1)は、取り下げます。
　(2)、自衛隊の軍事利用前提の特定空港・港湾整備
は沖縄を戦場化し県民を分断するもので許せません。
米軍の使用や軍事使用施設として軍事目標とされるこ
とは10・10空襲の歴史からも明らかではないか。
　(3)、軍隊は住民を守らない、沖縄戦での教訓では
ないか。戦争体験者の減少、戦争の記憶の風化が課題
になっています。戦争の記憶を後世に継承するための
取組状況、平和祈念資料館のリニューアルをどのよう
に進めるのか伺います。
　(4)は、取り下げます。
　(5)、サイパン陥落80年を迎えた。南洋群島帰還者
の会あるいは継承する会との連携やサイパンやテニア
ンなどとの平和、経済連携など交流事業の発展を求め
てきました。その取組状況を伺います。
　３、農林水産業の振興、農家支援の強化について。
　(1)、物価高騰対策での農漁業者支援について、こ
の間の支援状況、県独自の支援事業、今議会へ提案さ
れた補正予算計上に至る取組などを伺います。
　(2)、食料・農業・農村基本法が改正されました。
食料自給率目標を定めず、農家の所得補償や価格補償
が不十分な改正となった。同法への見解と県の食料自
給率目標達成への取組と体制を問う。
　(3)、漁業振興について。
　ア、日台漁業協定の見直しの取組を問う。
　イ、米軍訓練空域及び水域の使用実態、漁業者への
影響、訓練空域廃止の取組を問う。
　４、我が党の渡久地修県議の代表質問に関連し、１
の米兵の性的暴行事件の(1)に係る質問です。
　(1)、昨年12月の少女誘拐暴行事件の以前に発生し
た米軍関係の性的暴行事件に関して、県警察本部から
沖縄県に対しては、いつ通報があったのか。事件の概
要も併せて伺います。
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　５の欠陥機オスプレイについての(2)に係る質問で
す。
　(1)、2024年６月12日の米下院の公聴会で、米軍
司令官の証言内容、概要を伺います。
　(2)、これまで64人の兵士が死亡し、93人が負傷
しています。再設計されたクラッチが取得されるまで
は、リスクは除去されないと証言されています。安全
でない墜落のリスクがあるオスプレイがアメリカ本国
では飛行は確認されていないが、沖縄県では飛んでい
ます。事故が起きてからでは遅い、知事として県民の
命を守る立場から直ちに飛行を停止させるべきです。
取組を伺います。
　１の(5)の県警の事件公表に関して、公安委員会に
質問します。
　(1)、公安委員会は昨年12月の少女誘拐暴行事件に
ついて、県警からいつ報告を受けたのか。
　(2)、県警から沖縄県に通報されていない事案が昨
年から５件もあるようです。昨年12月の事件以外の
４件について、いつ発生した事件で、その概要と４件
の報告はいつ受けたのか伺います。
　(3)、これらの事件を沖縄県に連絡しなかったこと
は、公安委員会の判断、了解で連絡しなかったのか。
　(4)、県警から県に速やかに通報されていたら、次
の事件は起こらなかった、防止できたかもしれないと
県民は考えています。警察を管理する公安委員会とし
ての受け止めと今後の通報の在り方についての見解を
伺います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　瀬長美佐雄議員の御質問にお答
えいたします。
　沖縄を二度と戦場にしないために戦争できる国づく
りに反対することについての御質問の中の(3)、戦争
の記憶の継承と平和祈念資料館リニューアルについて
お答えいたします。
　沖縄県民は悲惨な地上戦を経験したことから、平和
の尊さを肌身で感じておりますが、戦後79年が経過
し、その記憶の風化が危惧されております。このため
県においては、県内外でのシンポジウムや児童生徒な
どを対象としたワークショップの開催、アジア諸国と
沖縄の若者との共同学習、語り継ぎ手の養成など平和
教育を推進しているところであります。また、現在、
戦後80周年平和祈念事業（仮称）に向けた取組を進
めており、平和祈念資料館については2000年に開館
し、一度も展示内容の更新等が行えていないため、有
識者から構成する監修委員会での検討を踏まえ、沖縄

県史との整合やＤＸの推進による発信力の強化など時
代に即した展示更新を図ってまいりたいと考えており
ます。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米軍基地問題について
の中の(1)、米軍人等による性的暴行事件の復帰後の
件数、通報体制確立の経緯等についてお答えいたしま
す。
　復帰から昨年末までの米軍人等による刑法犯検挙件
数は6235件であり、そのうち不同意性交等の凶悪犯
は586件、強制わいせつなどの風俗犯は80件となっ
ております。通報体制については、1995年の米軍人
による少女暴行事件を契機に1997年の日米合同委員
会合意により設けられております。当該手続により、
例えば、2016年３月に発生した海軍兵による準強姦
事件については、発生したその日に沖縄防衛局と県警
から通報があり、翌日には日本政府に抗議要請を行っ
ています。また、2021年４月に発生した軍属による
強制性交等未遂事件については、容疑者が逮捕された
同じ日に沖縄防衛局と県警から通報があり、県は約１
週間後に日本政府に抗議要請を行っております。この
2021年４月の事件を最後に、沖縄防衛局と県警から
性的暴行事件等の情報提供はありません。
　同じく１(2)、政府の新たな方針に対する見解につ
いてお答えいたします。
　去る５日に政府から公表された在日米軍による犯罪
における国内情報共有体制について、今般の米軍人に
よる性的暴行事件に係る情報共有が一切なかったこと
を踏まえると、事件の再発防止や県民、地域住民の安
全確保の観点からは情報共有がなされることは重要で
あると考えております。今後、沖縄防衛局や外務省沖
縄事務所、県警など県内の関係機関と意見交換を行い
たいと考えており、県の対応に必要十分な全ての情報
が速やかに提供されるよう調整していきたいと考えて
おります。
　同じく１(3)、米軍による事故発生後の実効ある対
策についてお答えいたします。
　県は、昨年12月と本年５月に発生した米軍人によ
る性的暴行事件等について、日米両政府に対し、リバ
ティー制度における外出制限措置のさらなる厳格化や
隊員教育の徹底など、より実効性のある再発防止策を
早急に講じるよう求めたところです。
　去る11日、再発防止に向け、エマニュエル駐日米
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国大使と第３海兵遠征軍ターナー司令官が連名で、リ
バティー制度を強化するため、兵士一人一人に直接指
導することや軍の法執行機関職員によるパトロールを
増やすこと、統一されたリバティー制度を軍の全部隊
に導入することを表明しております。
　県としては、再発防止策については、米軍人・軍属
等による事件・事故防止のための協力ワーキング・
チームを早期に開催し、効果を検証する必要があると
考えております。
　また、去る５日に示された在日米軍による犯罪にお
ける国内情報共有体制については、今後、沖縄防衛局
や外務省沖縄事務所、県警など県内の関係機関と具体
的な情報共有の在り方について、意見交換を行いたい
と考えております。
　同じく１(5)、基地負担の実態、解決策への取組に
ついてお答えいたします。
　令和５年度航空機騒音測定結果の速報値によると、
嘉手納飛行場周辺では19測定中９局で、普天間飛行
場周辺では11局中２局で環境基準を超過しており、
前年度と比較してそれぞれ１局増加しています。ま
た、航空機関連事故は復帰後から昨年までに計910
件、うち昨年は23件発生するなど、米軍基地に起因
する事件・事故は後を絶ちません。さらには、近年レ
ゾリュート・ドラゴン等大規模な日米共同訓練が実施
されております。政府は、沖縄の負担軽減を図るため
として、オスプレイの訓練移転や基地の整理縮小を進
めるとしております。
　しかしながら、県としては、目に見える形での負担
軽減が図られているとは言えないと考えております。
そのため、日米両政府に対し、あらゆる機会を捉え
て、目に見える形での基地負担の軽減が図られるよう
求めているところです。
　次に２、沖縄を二度と戦場にしないために戦争でき
る国づくりに反対することについての中の(2)、特定
利用空港・港湾についてお答えいたします。
　特定利用空港・港湾の米軍の使用について、政府は
国会において、特定利用空港・港湾は自衛隊、海上保
安庁の円滑な利用のための枠組みであって、この中に
米軍が参加することはないとしており、また、特定利
用空港・港湾の制度ができたからといって従前のアメ
リカの使用の在り方などは影響を受けないとしており
ます。また、県がジュネーブ条約との関係について政
府に確認したところ、何が軍事目標に当たるかについ
ては、実際に武力紛争が生じた場合において、その時
点における状況下で判断する必要があり一概にお答え
できない旨の回答がありました。

　次に４、我が党の代表質問との関連についての中の
(1)、昨年12月以前の米軍関係事件についてお答えい
たします。
　令和３年４月、沖縄本島中部の路上において、軍属
による強制性交等未遂事件が発生し、同年７月30日
に検挙されております。本事件については、被疑者が
検挙された同じ日に沖縄防衛局と県警から通報があり
ました。
　次に同じく４(6)、米下院公聴会における証言内容
等についてお答えいたします。
　去る６月12日の米国下院監視・説明責任委員会小
委員会において米海軍航空システム司令部司令官は、
オスプレイは現在、任務能力を制限した範囲での飛
行が許可されている。完全な任務能力への復帰は、
2025年半ばより前には実現しないと予想されてい
る。800時間を超えるクラッチの取替えを終了したも
のの、危険性が完全に除去されたわけではない旨を述
べております。
　県としては、オスプレイに対する県民の不安は一向
に払拭されていないと考えており、去る３月、政府に
対し、昨年11月の事故の原因や対策が明らかになる
までの全てのオスプレイの飛行停止とともに、オスプ
レイの配備撤回を求めたところです。
　以上になります。
○中川京貴 議長　文化観光スポーツ部長。
　　　〔諸見里　真　文化観光スポーツ部長登壇〕
○諸見里　真 文化観光スポーツ部長　２、沖縄を二
度と戦場にしないために戦争できる国づくりに反対を
することについての(5)、南洋群島との交流事業につ
いてお答えします。
　南洋群島は、戦前、沖縄から多くの人が移り住み、
現地の地域振興に大きく貢献したものと承知していま
す。県は令和６年６月に、パラオ共和国から第１回パ
ラオ国際アマチュア野球大会への招待を受け、県内大
学生等で構成する選手団を派遣しました。現地では、
試合を通じた若者交流、ＪＩＣＡパラオ事務所と連携
した国際協力事業による子どもたちとの交流、県系人
との交流、沖縄の塔などを巡る平和・歴史学習を実施
しました。今後とも、南洋群島との様々な交流を推進
してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、農林水産業の振興、
農家支援の強化についての中の(1)、物価高騰に係る
取組についてお答えいたします。
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　近年の物価高騰は、生産コストの上昇など農漁業者
への影響は大きいものと認識しております。このため
県では、肥料、飼料、水産関連における物価高騰に対
する県独自の支援として、肥料価格高騰緊急対策事業
や燃油費緊急支援事業など総額42億円を措置したと
ころです。そのうち畜産農家への支援策として、配合
飼料購入費や肉用子牛価格下落分について一部補助等
を実施するなど、これまで総額37億円を措置してお
ります。また、農家との意見交換を踏まえ、追加的な
支援として、17億8000万円の補正予算案を今議会に
計上しているところであります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し農漁業
者の経営安定に向けて取り組んでまいります。
　同じく(2)、食料・農業・農村基本法の改正への見
解と食料自給率の取組についてお答えいたします。
　国においては、令和６年５月に食料・農業・農村基
本法を改正し、令和６年度内に食料・農業・農村基本
計画の改定が予定されております。
　県としましては、国の動向を注視しつつ、食料自給
率向上については、生産拡大が重要なことから、引き
続き、各種生産振興対策、担い手の育成・確保や経営
力強化などに取り組み、農林水産物の生産拡大に努め
てまいります。
　同じく(3)のア、日台漁業協定見直しの取組につい
てお答えいたします。
　県では、本県漁業者の漁業権益を確保するため、平
成25年以降、漁業関係団体と共に日台漁業取決め及
び日中漁業協定の見直し等を求める要請を行っており
ます。
　去る２月８日に農林水産省、外務省等に対し、①日
台漁業取決めにおける八重山北方三角水域等の撤廃及
び操業ルールの改善、②日中漁業協定第６条の見直し
及び外務大臣書簡の破棄などの要請を行ったところで
あります。
　県としましては、漁業関係団体と連携し、日台漁業
取決め及び日中漁業協定の見直しと漁業者への支援等
について、引き続き国に対し強く求めてまいります。
　同じく(3)のイ、米軍訓練空域の漁業者への影響と
廃止への取組についてお答えいたします。
　本県周辺では、20か所の訓練空域と27か所の訓練
水域が設定されております。訓練の実施に当たって
は、事前に沖縄防衛局から連絡を受け、関連団体へ
メール等で周知しているところであります。特に、ホ
テル・ホテル訓練水域や鳥島射爆撃場水域では、ほぼ
毎日、訓練の実施計画が立てられていることから、漁
業者においては、操業できる海域が狭まるだけでな

く、漁場間の移動にも大きな制約を受けております。
そのため県では、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協
議会の要請等において、日米両政府に対し、使用実態
の公表を含め、訓練空域・水域の大幅な削減を継続し
て求めているところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　公安委員会委員長。
　　　〔當間秀史　公安委員会委員長登壇〕
○當間秀史 公安委員会委員長　公安委員会の委員長
をしています當間です。よろしくお願いします。
　御質問にお答えします。
　４、我が党の代表質問との関連について、恐縮です
が４の(2)と４の(3)は関連しますので一括してお答
えします。
　昨年12月の事件は本年６月27日、本年５月の事件
は７月４日に、県警察の性犯罪事件の公表の在り方や
県など関係機関との情報共有の方針と併せて説明を受
けております。なお、他の３件についての個別の発
生、検挙の報告は受けておりません。
　公安委員会の行う警察の管理は、警察運営の逐一に
ついての個別的または具体的な指示を行うものではな
く、大綱方針を定めて、事前事後の監督を行うものと
されており、そうした観点から、公安委員会による管
理に当たって、必要な報告がなされていると認識して
おります。
　次に、４の(4)と４の(5)についても関連しますの
で一括してお答えします。　
　個別事件に際して、他機関とどのように情報共有す
るかについては、県警察において適切に判断されるべ
きものと認識しております。他方で県等の関係機関と
の情報共有の方針については、本年７月４日に公安委
員会において説明を受けるなどしており、今後、適切
な運用がなされるよう県警察を指導・管理してまいり
ます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　質問の途中ではありますが、時間
の都合もありますので、瀬長美佐雄議員の再質問は午
後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時６分休憩
　　　午後１時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　瀬長美佐雄議員の再質問を行います。
　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄  議員　答弁ありがとうございまし
た。
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　再質問を行います。
　まず、米軍基地問題についてお聞きしますが、可能
な限り通報するということは、恣意的な判断で通報し
ない。公表せずに隠蔽してきた今回の経過を見れば明
らかではないでしょうか。97年の日米合同委員会の
合意の完全履行をしっかりと求める立場なんだという
点で、沖縄県の立場をまず確認させてください。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　日米合同委員会に基づく通
報体制については、当然、どのような事件・事故につ
いても同様に取り扱われるべきだというふうに考えて
おります。今後、このような性犯罪等についての取扱
いについても、沖縄防衛局、外務省沖縄事務所等とも
よく調整というか、確認をしまして、通報体制に基づ
いた取扱いができるように確認していきたいというふ
うに考えております。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　昨年12月の少女誘拐暴行事件
は大きな衝撃を受けましたが、５件あったと。昨年の
２月19日そして８月20日にもあったということで、
今年に入って２件。強制性交や不同意性交等の事件が
隠蔽されてきたというのは、もう本当に明らかだと思
います。
　改めて知事に伺いますが、通報されなかったことで
性暴力の再発防止対策が打てなかったということで、
女性の尊厳や人権がじゅうりんされた。このことに関
する知事の思いを改めて伺いたいし、再発防止に臨む
決意についても伺いたいと思いますが、いかがでしょ
うか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　今回の事件におきまして、
県への通報がなかったということは問題があったと考
えております。少なくとも、事前の情報提供があれ
ば、県から日米両政府及び米軍に対して抗議するとと
もに再発防止を講ずるよう求めることはできたと考え
ており、また、住民の安全確保を図るために周知を行
うことは可能であったというふうに考えております。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　1995年の少女暴行事件、県民
大会が開かれました。時の知事は本当に守れなかった
と。その思い。知事に改めて確認ですが、今回のこと
に対する思いと二度と許さないという決意について伺
います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　このような本当に人権をじゅう
りんするような事件は二度とあってはならないという

ことは米側に強く求めなければなりません。今般、エ
マニュエル駐日米国大使と第３海兵遠征軍ターナー司
令官が連名で、リバティー制度を強化すること、ある
いは軍の法執行機関によるパトロールを増やすなど発
表をしておりますけれども、沖縄県からすると、それ
らの実効性や透明性をしっかりと県民も理解ができる
ぐらいの厳しい対応を取っていただかなければならな
いと思いますし、私もこういう事件が二度と起こらな
いためには、やはり近いうちに米国を訪問して、米国
でもそのことを強く伝えなければならない、申し入れ
なければならないというように思っております。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　先ほど公安委員長は、この件
については６月、７月の公安委員会の会議で報告を受
けたと。私が気になるのは、この２件は報告を受けま
したが残り３件はどういうふうな扱いになったのかと
いう点。担当の警察本部長、残りの３件については報
告もされていませんが、どういうふうな捜査、送致、
起訴されたんでしょう、どういう状況で報告されてい
ないんでしょうか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　先ほど公安委員長からも御答弁申し上げたところな
んですけれども、ほかの３件につきまして、個別的な
発生、検挙という形での報告というのは行っておりま
せんけれども、昨年12月また本年５月の事件を報告
するに際しまして、県警察のこの性犯罪事件の公表の
在り方、また県などの関係機関との情報共有の方針、
そういった全般的なお話を御説明をいたしたところで
ございまして、これは公安委員会により管理をしてい
ただくに際しまして必要な報告を行ったということで
ございます。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　今回の報告の以前はいつだっ
たのかという点で、公室長の答弁では、令和３年４月
に発生した事件が７月の検挙と同時に県には通報があ
りましたと。今回３月に起訴された件については、こ
れは個別の状況だから報告しないと。この対応の違い
は一体何なのか、確認させてください。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたしますが、先ほ
ど知事公室長が御答弁されたものというのは、報道発
表された案件でございます。この報道発表した案件に
つきましては、県警察のほうから全て、その都度、県
を含む関係機関に通知をしているということでござい
ます。他方で、報道発表していないものにつきまして
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は、これは毎月県警のホームページに件数が掲載され
ます。それで、この件数に基づきまして、県など関係
機関からお問合せを受けるといった形での運用が昨年
度まで続いておりました。今年度に入りまして、問合
せというのは受けておりませんので、この３月に検挙
した12月の事件、また５月の事件については県に対
する情報共有というのは行う機会がなかったというこ
とでございます。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　まあ、情報提供の申入れがな
かったから答えないというのは、本当にこういう態度
でいいのかが問われると思います。
　公安委員長にお伺いしますが、公安委員会の会議録
を読みましたら、2021年、令和３年２月18日の会議
録に那覇市内で米海兵隊員を被疑者とする強制わいせ
つ事件で、被疑者検挙について刑事部から報告があり
ましたと。それ以降2022年、2023年、2024年６月
まで公安委員会にはこういう類いの重大な犯罪は報告
されていないと。この間に警察は何をしているのか
と。警察は、重大な犯罪が起こり、必要な捜査が行わ
れたということですから、この警察を管理する公安委
員長として報告されないというこの事態は当然だとい
うことなんでしょうか。どういう思いなんでしょう
か。
○中川京貴 議長　公安委員会委員長。
○當間秀史 公安委員会委員長　お答えします。
　県公安委員会と県警察との管理の関係なんですけれ
ども、県の公安委員会は、警察運営の逐一についての
個別的、具体的な指示を行うということではなくて、
大綱方針を定めて事前事後の監督を行うものとされて
いるところです。したがいまして、個々の事務執行に
ついては、県警察において法と証拠に基づき捜査する
などの必要な対応をすべきものでありまして、また、
公安委員会に対して、その結果に基づいて管理に資す
る内容の報告を適時行っているものと承知しておりま
す。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　公安委員会の制度や公安委員
長、公安委員会の役割とは何なのか。私は県警のホー
ムページの公安委員会の概要を読ませていただきまし
たが、委員長としてどういう制度でどういう役割を
担っているということなのか伺います。
○中川京貴 議長　公安委員会委員長。
○當間秀史 公安委員会委員長　公安委員会の設置目
的、任務等についてなんですけれども、県公安委員会
は合議制の行政委員会で、警察行政の民主的運営と政

治的中立性の確保を目的として設置されております。
そして、その警察の管理につきましては、これは警察
法第38条に「都道府県公安委員会は、都道府県警察
を管理する。」とありまして、その管理の内容は、沖
縄県公安委員会運営規則の第２条第２項の中で、委員
会は沖縄県警察の事務について、その運営の大綱方針
を定めるものとするとされておりまして、これに基づ
いて、県公安委員会は県警察を管理しているというこ
とでございます。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　県警のホームページの公安委
員会の概要を見ますと、先ほど言った、警察の民主的
な運営と政治的な中立性を確保するために設置されて
おりますと。その前段にホームページではこうも書か
れています。警察行政に県民の方々の意見を反映させ
るというのも重要な役割だということをまず御理解し
ていただきたいと。と同時に、例えば、警察の組織と
公安委員会の制度に関して、これは警察庁のホーム
ページですが、公安委員会制度は、強い執行力を持つ
警察行政について、その政治的中立性を確保し、か
つ、運営の独善化を防ぐためには、国民の良識を代表
する者が警察の管理を行うことが適切と考えられたた
め設けられた制度でありますと。要するに、警察の独
善がないか、政治的な中立は保たれているのかという
ことを、しかも県民の立場に立って、判断して任務遂
行が求められると。警察法に詳しい学者によります
と、警察法における公安委員会制度の存在意義は、警
察の民主的管理と政治的中立性の確保にあると。この
重要な責務への自覚、認識を持って務められておられ
るとは思いますが、こういう重要性を本当に理解し
た上で職務を果たしているということになっているの
か、その思いをお願いします。
○中川京貴 議長　公安委員会委員長。
○當間秀史 公安委員会委員長　御指摘のとおり、県
公安委員会は警察行政の民主的運営と政治的中立性の
確保を図ることを目的として活動をしているわけです
けれども、先ほどおっしゃられたように、県民視点を
持つということですね。それから、県民の良識を代表
する者によって構成されているということ。そういう
法の趣旨を公安委員会委員は各自それぞれよく理解し
て、県警察に対しては大所高所からの見識を持って意
見を述べているところであります。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　米軍関係は特に日本の国内法
が適用されずに特権的な地位が守られている。その米
軍関係者による性的暴行事件やわいせつ事件などは許
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されるものではないと。同時に、どういう状況なのか
は、管理権として公安委員会に漏れなく報告すること
を警察本部には求める、指示すべきではないかと思い
ますが、どうでしょうか。
○中川京貴 議長　公安委員会委員長。
○當間秀史 公安委員会委員長　先ほど申し述べたよ
うに、公安委員会は警察の管理に関しては大綱方針を
定めて事前事後の監督を行うものとしております。そ
れに適合しているかどうかについて定例会等で確認を
していくことになります。必要なものについては、県
警察から当然報告されているものと理解しておりま
す。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　昨年から今年にかけて、国政
の解散風が吹き、辺野古の代執行が強行され、沖縄県
議選挙など、政治的には重要な情勢が展開されており
ました。特に官邸筋が隠蔽したであろうと多くの県民
は疑念を抱いております。また、県に対する通報を
怠ったことで再発防止の対策ができなかったという実
情を考えるほどに、警察の対応を検証すべきだと。そ
の立場にあるのが管理する公安委員会ではないのかと
思うんですね。公安委員会は、警察行政に県民の方々
の意見を反映させながら、警察の民主的な運営と政治
的な中立性を確保するために設置されているんだと。
それ自身が存在意義なんだということに照らせば、長
期間、沖縄県へ通報しない県警の対応、警察の政治的
中立性にも県民は不信感や疑念を抱いております。警
察を管理する公安委員会が責任を持って警察の対応の
検証を行い、県民に明らかにすべきではないかと思い
ますが、見解を伺います。
○中川京貴 議長　公安委員会委員長。
○當間秀史 公安委員会委員長　公安委員会としまし
ては、そういう報告を受けた事案につきましては、県
警察が適切な措置を講じていくよう、引き続き指導・
管理してまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　本当に警察の管理という重要
な役割が報告を受けるだけなのかと。追認機関の役割
が形骸化しているのではないかという今の答弁を受け
た率直な印象でした。
　質問を変えますが、農業・農家の支援が本当に重要
な状況があります。酪農家をはじめ危機的な状況にあ
る農家について、引き続きの支援を県独自にでも取り
組んでいくという、その姿勢があるのかどうか確認い
たします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。

○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　近年の物価高騰は、生産コストなど農漁業者への影
響が大きいものと認識しております。また、円安によ
る飼料価格の高止まりなどにより畜産農家の経営はい
まだ厳しい状況にあると認識しております。そのため
県では、今議会において畜産農家への追加支援策とし
て、配合飼料購入費補助の支援拡充、子牛競り価格下
落に対する補助拡充、優良繁殖雌牛の子牛に係る支援
に17億8000万円の予算を計上しているところであり
ます。また、サポート体制の強化や制度資金の利子
助成などを実施しておりますが、引き続き市町村、Ｊ
Ａ、関係機関で連携を図りながら、経営改善ですと
か、また飼養管理技術の支援等も行いながら、畜産農
家の経営安定を図ってまいりたいと思います。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　瀬長美佐雄議員。
○瀬長　美佐雄 議員　食料自給率がカロリーベース
で32％台、それがなぜこういう結果になっているの
かということをやっぱり検証しなければ食料自給率
―先ほどの生産拡大が重要だという課題は分かるん
です。ただ、農家を取り巻く状況を見ると、やっぱり
食料輸入自由化、生産資材の外国への依存等々があっ
て今の状況になっている。さらには食料自給率の向上
をさせないといけないのですが、引き続き輸入を進め
ていく。そして、食料自給率の目標さえ設定しない。
やっぱり家族農業を今後守り、発展させるという点で
は、この間の農業政策自体、国の政策も問い、県とし
てもやっぱり農業政策の抜本的な見直し、検証、今後
の取組をどうしていくのかという重要な課題だと思い
ますので、どのように取り組むのか伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　本県の食料自給率は、令和３年度概算値でカロリー
ベースで32％、生産額ベースで52％となっておりま
す。令和13年度の目標値につきましては、国と同様
にカロリーベースで45％、生産額ベースで75％と設
置し、各種施策に取り組んでいるところであります。
　食料自給率の向上につきましては生産拡大が重要な
ことから、県としまして、各種生産振興対策、担い手
の育成・確保、経営力強化等々に取り組んでおりま
す。また、農林水産部におきましては、令和５年度に
農畜産物安定供給ワーキングチームを設置しまして、
食料自給率の向上に向けた検討を開始しております。
検討会では、県の農畜産業の現状や食料自給率の在り
方の整理等について議論を行っているところでござい
ます。
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　以上でございます。
○瀬長　美佐雄 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　西銘純恵議員。
　　　〔西銘純恵　議員登壇〕
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後１時53分休憩
　　　午後１時53分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　純恵 議員　皆さん、こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　一般質問を行います。
　１、少女や女性への米兵による性犯罪について問い
ます。
　(1)、県警は昨年12月の少女誘拐、性犯罪事件の犯
人を逮捕もせずに知事に報告しなかった。少女の人権
や尊厳を踏みにじった悪質極まりない凶悪犯罪を政府
が隠蔽した。通報していれば５月の女性への性暴行事
件、７月の性犯罪は防ぐことができたのではないか。
隠蔽への徹底的な事実解明が必要であるが取組を伺
う。
　(2)、犯罪が起こったらすぐに米軍を外出禁止にさ
せるべきではないか。
　(3)、政府が通報について、可能な限りとしたの
は、日米合意の通報体制よりも後退したものになるの
ではないか。
　(4)、日米政府の唱える綱紀粛正、再発防止は全く
機能せず、復帰後から昨年までで米軍関係の殺人や強
盗、性暴行など凶悪犯罪は586件、米軍関係刑法犯は
6235件、一月約10件、現在も米軍犯罪件数は過去最
高を更新している。米軍犯罪を根絶するには、米軍基
地を撤去するしかない。知事の見解を伺います。
　２、戦後79年目の慰霊の日について。
　(1)、平和宣言に込めたデニー知事の決意を伺いま
す。
　(2)、南部の戦没者の遺骨の眠る土砂を辺野古新基
地の埋立てに使うことは、戦没者を冒瀆するもので許
されない。知事の見解を問います。
　３、教員の正規雇用と多忙化解消について。
　(1)、教員の未配置の状況、対策を急ぐべきだが代
替教員の確保など取組状況はどうか。
　(2)、教員の多忙化解消のために県が行っている支
援策と現場の声はどうか。

　(3)、年度途中の代替教員に充てるために先行配置
をしている状況と拡充策を伺います。
　４、浦添西海岸の埋立てと軍港建設問題について。
　(1)、浦添市が西海岸埋立てのために行った環境ア
セスのパブリックコメントで、６割強の反対、見直し
を求める意見があるが、内容を伺います。知事意見の
内容も伺います。
　(2)、浦添西海岸はサンゴ礁に囲まれたイノーが残
る自然の豊かな海である。海を埋め立て新軍港を建設
するのは自然破壊、環境破壊、税金の無駄遣いであ
る。ＳＤＧｓの目標に豊かな海を守ろうが掲げられて
います。持続可能な目標と真逆な埋立てと新軍港建設
は相入れないが、見解を問います。
　(3)、浦添市が行う埋立て、新軍港建設のための埋
立て、4540メートルの防波堤建設をする海域は潮流
や生態系が不離一体のものである。事業者がそれぞれ
に環境アセスを行って環境影響の予測、評価ができる
のか。
　(4)、浦添新軍港は水深が15メートルから20メート
ルと機能が強化された海兵隊の出撃基地となり、原子
力空母や強襲揚陸艦が入港すると数千人の海兵隊が市
民生活に入り込むことになるのではないか。
　(5)、ミサイル配備など日米一体の軍事要塞化が進
められている中で、新軍港建設を中止させ、那覇軍港
の無条件返還を求めるべきではないか。移設協議会で
機能強化をしないという担保が取れたのか。
　(6)、キンザー米軍基地の返還時期を明確にさせる
のが先決ではないか。
　(7)、新軍港建設のためのボーリング調査を中止さ
せるべきではないか。
　６、介護保険制度について。
　物価高騰による生活苦の中で、介護保険料の納付書
が届いて負担増になった。保険料を払えないという声
が出ている。制度が始まった当初の保険料と今回の保
険料はどうなっているか。滞納の実態と減額免除の実
施状況及び拡充することについて伺います。
　７、住宅行政について。
　物価高騰が続いて、家賃の支払いが大変だとの悲鳴
が上がっている。家賃の補助制度が必要だと考える
が、対策を問います。
　８、病院でのマイナンバーカードの利用率の低さ
と、トラブル続きが指摘されている。県立病院でのマ
イナンバーカードの利用状況はどうか。政府はマイナ
保険証の強要をやめて健康保険証を残すべきだと思う
が、見解を伺います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
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　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　西銘純恵議員の御質問にお答え
いたします。
　戦後79年目の慰霊の日についての御質問の中の、
平和宣言に込めた思いについてお答えいたします。
　今年の平和宣言では、世界の平和と安定に向けて、
平和的外交・対話による問題解決が求められているこ
とや、沖縄独自の地域外交を展開していくことにより
地域の緊張緩和と信頼醸成に貢献することが重要であ
ると訴えました。また、一人一人の平和のための行動
が確実に世界の平和につながることから、一人一人が
勇気を持って立ち上がり、行動し、共に平和を創造す
ることを呼びかけたものであります。さらに、沖縄県
が世界の恒久平和に貢献する国際平和創造拠点となる
よう、全身全霊で取り組んでいくことを誓い、宣言し
たものであります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　１、少女や女性への米兵による性犯罪についての質
問のうち(1)、12月発生の事件の米兵を逮捕せず不拘
束で事件捜査を行った理由についてお答えをいたしま
す。
　捜査の詳細についての答弁は差し控えさせていただ
きますが、12月発生の事件については、事件認知の
当初より米軍側から必要な協力を得て所要の捜査を遂
げ、事件を送致したものであります。一般論として、
捜査は法と証拠に基づいて行うべきものであり、この
ことは被疑者の属性、例えば米軍人であることなどに
よって変わるものではございません。当該事件の捜査
については、米軍捜査機関とも連携し、遅滞すること
なく進んだものと認識をしております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、少女や女性への米兵に
よる性犯罪についての中の(2)、米軍人等の外出禁止
措置についてお答えいたします。
　2016年５月に発生した米軍属による死体遺棄事件
を受けて、外出規制等が実施された際には、全ての階
級の者を対象として、午前０時までに自宅等に戻るこ
ととする夜間外出規制や基地内に住む者に対して基地
外での飲酒を禁止する飲酒規制が設けられました。米
軍人等による事件・事故を防止するための取組とし

て、外出を制限することは効果があることから、県
は、今般発覚した性的暴行事件等を受けて、日米両政
府に対し、リバティー制度の厳格化等を求めたところ
です。
　去る11日、再発防止に向け、エマニュエル駐日米
国大使と第３海兵遠征軍ターナー司令官が連名で、全
兵士が同じ行動規範ルールを順守するように、統一さ
れたリバティー制度を軍の全部隊に導入すると表明し
ております。
　同じく１(3)、政府の新たな方針に対する見解につ
いてお答えいたします。
　去る５日に政府から公表された在日米軍による犯罪
における国内情報共有体制について、今般の米軍人に
よる性的暴行事件に係る情報共有が一切なかったこと
を踏まえると、事件の再発防止や県民、地域住民の安
全確保の観点からは情報共有がなされることは重要で
あると考えております。今後、沖縄防衛局や外務省沖
縄事務所、県警など県内の関係機関と意見交換を行い
たいと考えており、県の対応に必要十分な全ての情報
が速やかに提供されるよう、調整していきたいと考え
ております。
　同じく１(4)、米軍基地の撤去についてお答えいた
します。
　本県には、戦後80年近く、復帰後50年以上を経た
今もなお全国の約70.3％の米軍専用施設が集中してい
ることにより、米軍関係の事件・事故は後を絶ちませ
ん。このような中、昨年12月に少女に対する誘拐と
不同意性交等事件が、本年５月に女性に対する不同意
性交等致傷事件が発生しております。本県の基地負担
の状況は異常であり、到底受忍できるものではないこ
とから、令和３年に行った復帰50年に向けた要請や
令和４年に岸田総理大臣に手交した新たな建議書など
において在沖米軍基地のさらなる整理縮小等を求めて
おります。引き続き、目に見える形で過重な基地負担
の軽減が図られるよう取り組んでまいります。
　次に４、浦添西海岸の埋立てと軍港建設問題につい
ての中の(2)、持続可能な目標と那覇港湾施設の移設
との関係についてお答えいたします。
　那覇港湾施設の浦添埠頭地区への移設に当たって
は、民港部分においてＣＯ2削減、ゼロ・エミッショ
ン等、ＳＤＧｓの考え方を取り入れることや、できる
だけ自然環境を残すこととされております。
　県としては、令和３年５月の移設協議会において、
米軍施設部分についても、民港部分と同様に環境保全
に最大限配慮すること等を求めております。
　同じく４(4)及び４(5)、代替施設の機能強化及び
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建設中止についてお答えいたします。４(4)と４(5)
は関連しますので、一括してお答えします。
　那覇港湾施設は、那覇港に隣接し、那覇空港にも近
く、産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域
となっており、基地負担の軽減と産業振興の観点から
早期の返還が必要であると考えております。令和４年
10月に開催された第29回移設協議会においても、国
は代替施設においても現有機能の確保を目的としてお
り、米軍艦艇を恒常的に展開する計画や空母や原潜を
運用する計画があるとは承知していないと回答してお
ります。
　県としては、移設により基地機能が強化され、沖縄
の基地負担の増加につながることがあってはならない
と考えており、引き続き移設協議会において確認を求
めてまいります。
　同じく４(6)、牧港補給地区の返還時期についてお
答えいたします。
　2013年に発表された統合計画では、牧港補給地区
の返還時期は、2025年度またはその後となってお
り、現在、移設先となっている嘉手納弾薬庫知花地
区、キャンプ・ハンセン等、それぞれの施設で移設に
向けた作業が進められていると承知しております。
　県としては、牧港補給地区の返還は沖縄の過重な基
地負担の軽減及び振興発展につながるものであると考
えております。そのため本年２月、防衛大臣に対し同
地区の早期返還を実施すること、返還時期の更新や具
体的な返還手順の十分な説明を行うこと等を要請して
おります。
　同じく４(7)、那覇港湾施設の移設に係るボーリン
グ調査の中止についてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、那覇港湾施設の移設に係る地
質調査については、必要となる行政手続が完了した
後、開始するとのことです。那覇港湾施設の移設につ
いては、様々な意見があることは承知しております。
　県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、
基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与す
ると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、今後
とも移設協議会の枠組みの中で関係機関と協議を行っ
てまいります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　２、戦後79年目の慰霊の
日についての(2)、普天間飛行場代替施設建設事業に
使用する埋立土砂についてお答えいたします。
　令和２年４月に提出された公有水面埋立変更承認申

請書では、県内の埋立土砂等の採取場所のうち、糸満
市、八重瀬町の南部地区から約７割となる土砂の調達
が可能と記載されております。しかしながら、具体的
な採取場所及び調達量については、契約段階において
決定されるものであり、現時点において決まったもの
ではないと承知しております。
　なお、県としては、人道上、遺骨等が混じる土砂が
同事業に使用されるべきではないと考えております。
　次に７、物価高騰に伴う家賃補助制度についてお答
えいたします。
　県では、住宅確保が困難な世帯が民間賃貸住宅に入
居しやすい環境づくりに取り組む必要があると考えて
おります。そのため今議会において、沖縄県住宅確保
要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化等事業を補正予算と
して提案しているところであります。本事業は、低額
所得の高齢者世帯、子育て世帯などに対して、家賃負
担の低減に取り組む市町村に県が補助を行うものであ
り、今年度50戸分、525万円を計上しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、教員の正規雇用と多忙化解
消についての中の(1)、教員の未配置の状況等につい
てお答えいたします。
　令和６年６月時点の公立学校における教員の未配置
数は小学校15人、中学校６人、高校10人、特別支援
学校４人の計35人となり、今年度の４月時点と比較
して、23人増となっております。教員未配置の主な
理由としましては、年度途中の代替教員の確保が追い
つかない状況があります。
　県教育委員会としましては、教員未配置解消に向
け、教員選考試験制度改革や県内外における各種セミ
ナー及び大学生へのリクルート活動など様々な取組を
行っているところであり、引き続き教員確保に向け全
庁体制で取り組んでまいります。
　同じく(2)、教員の多忙化解消支援と現場の声につ
いてお答えいたします。
　学校における働き方改革の推進に関する令和６年度
当初予算額は、前年度の２倍となる約12億円となっ
ており、その主な事業として、教員業務支援員配置事
業等があります。同支援員を配置している学校から
は、教員の授業準備や事務作業等の補助により、教職
員の負担軽減につながっているとの報告を受けており
ます。引き続き、働き方改革とメンタルヘルス対策を
一体的に推進することで、教職員が心身ともに健康で
働きやすさと生きがいを実感できる環境の整備に努め
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てまいります。
　同じく(3)、代替職員の先行配置についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、国の加配定数を活用した産休等
代替職員の先行配置について、令和６年度は16名を
配置しており、令和５年度の７名から９名増となって
おります。産休等以外の先行配置については、代替教
員の確保等、様々な課題があることから、先行的に実
施している他地方公共団体の状況等について情報収集
を行っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　４、浦添西海岸の埋立てと
軍港建設問題についての(1)、浦添西海岸埋立てに係
る方法書に対する住民等意見及び知事意見の内容につ
いてお答えいたします。
　那覇港浦添ふ頭地区交流・賑わい空間公有水面埋立
事業に係る環境影響評価方法書については、令和５年
12月20日から縦覧に供され、提出のあった住民等意
見の概要については、その概要が令和６年２月16日
に事業者から県へ送付されております。これによると
主な意見は、調査・予測を見直すべきとの意見が32
件、埋立てを中止すべきとの意見が44件、市民等へ
の周知が不十分との意見が10件となっております。
知事意見については、埋立面積を最小限に抑える必要
があるなど、環境保全の見地から６項目120件の意見
を令和６年４月16日に述べたところです。
　同じく４の(3)、那覇港浦添埠頭地区における複数
事業の環境影響評価についてお答えいたします。
　那覇港浦添埠頭地区においては、沖縄防衛局と浦添
市土地開発公社及び那覇港管理組合による２つの事業
に係る環境影響評価手続が行われているところです。
各事業の実施予定区域は隣接していることから、各事
業者は環境影響評価の実施に当たり、それぞれの事業
によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況を明
らかにできるように整理し、これを勘案して予測を行
い、その結果を踏まえ、環境の保全についての配慮が
適正になされているかどうか評価する必要があると考
えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　６、介護保険制度に
ついての介護保険料の比較、滞納及び減額免除の状況
と拡充についてお答えします。

　現行の県平均の介護保険料は6955円で、介護保険
制度創設時の3618円と比べて3337円増加しておりま
す。保険料については、低所得者に対しては負担軽減
が、災害等の場合は減免措置が設けられております。
令和４年度の介護保険事務調査によると、保険料の
滞納者は県内で１万2325人となっており、保険料の
減額免除者は152人で、９保険者で実施されておりま
す。
　県としましては、必要な方が減免措置制度を利用で
きるよう、保険者に対し被保険者への周知・広報につ
いて必要な助言を行ってまいります。
　次に大項目８のうち、現行健康保険証の存続につい
てお答えします。
　現行の健康保険証について、国は本年12月２日に
新規発行を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組み
に移行することとしております。一方で、マイナ保険
証については、誤登録や医療機関窓口で使用できない
などのトラブルも発生しており、県では、同保険証の
安全・安定的な運用が図られるよう、全国知事会を通
じ国に要請を行っているところです。国においては、
登録済みデータの点検や誤登録防止強化等に取り組ん
でいるところであり、県としては、今後とも国の動向
を注視してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　県立病院のマイナンバー
カードの利用状況についてお答えします。
　令和６年４月の県立病院でのマイナンバーカードの
利用率は3.37％となっております。なお、同月の利用
率の全国平均は6.56％、沖縄県平均は3.28％となっ
ております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　再質問を行います。
　最初に県警本部長、お尋ねします。
　政府も県警も、昨年12月に犯罪を県に通報しな
かったのは、被害者のプライバシーを保護するためだ
とこれまで言ってきました。事件が明らかにされてプ
ライバシーは侵害されているんですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　個別の報道に関する認識につきましては、答弁を差
し控えますけれども、一般論といたしまして、これは
米軍構成員による事案に限らずでございますけれど
も、性犯罪への対応に関しましては、被害者に対する
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二次被害防止、プライバシー保護に十分に配慮する必
要があるものと認識をしております。性犯罪被害者の
方々、我々警察としては日々接しておりますけれど
も、やはりこの事件による苦痛、悲しみとともに大変
な不安、二次被害の不安というのを抱えながら被害申
告をされ、また捜査に協力をいただいているところで
ございます。実際の被害者の声の例を申し上げます
と、被害者が自分だと特定されないかいつも不安に感
じている、報道された事件の被害者が自分であったと
いううわさが広がり学校に行けなくなった、ＳＮＳな
どで被害者が悪いといった誹謗中傷を受けた、そう
いった例がございます。
　県警察といたしましては、被害者の置かれた状況、
心理状態を理解し再び平穏な生活が取り戻せるよう、
最大限努めることが重要であると考えて対応している
ところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　プライバシー保護、二次被害を
防ぐというのは当然ですよ。でも私が具体的に聞いた
のは、この案件に関してプライバシーは侵害されたん
ですか。それは答えられない、一般論として話された
わけですよね。だから、この件に関しては、私たち県
民も事件を知って、プライバシー保護というのは一番
大事にしているところなんですよ。侵害するわけには
いかないと。そういう答弁では、本当にこの事案に関
してどうだったのかと、私は具体的に聞いています。
　もう一つ、刑事訴訟法第47条に基づくプライバ
シーの保護がということをずっと政府も言ってきたと
思うんですけれども、この通報しなかったことを正当
化するための刑事訴訟法第47条ということではない
ですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたしますが、刑訴
法第47条のお話というのは、私、報道発表の話の中
で度々触れさせていただいてございます。県の通報の
話ではございません。
　報道発表について申し上げると、刑事訴訟法第47
条の趣旨を踏まえて、個別の事案ごとに公益上の必要
性とともに関係者の名誉・プライバシーへの影響等を
考慮して、報道発表するか否か、その程度及び方法を
慎重に判断するということで対応しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　刑訴法第47条の規定、お尋ねし
ます。

○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えいたします。
　刑事訴訟法第47条におきましては、「訴訟に関す
る書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはなら
ない。」、このように規定されております。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　ずっと政府もそうだったと思う
んですけど、被害者のプライバシーの保護ということ
を、この刑訴法第47条で言ってきています。今、答
えたように、そういうことにはなっていないし、そし
て被害者のプライバシー保護と言ってきたんですよ。
この中には被害者だけじゃなくて、被告人、被疑者
の、そして関係する皆さんのプライバシー保護という
のも入っているんじゃないですか。要するに、起訴す
る前には資料を出してはいけないという話ですよね。
プライバシー保護というのは被害者だけではないで
しょう。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　この刑事訴訟法第47条の趣旨につきましては、最
高裁の判例がございますので、これを読ませていただ
きますと、訴訟に関する書類が公判開廷前に公開され
ることによって、訴訟関係人の名誉が毀損され、公序
良俗が害され、または裁判に対する不当な影響が引き
起こされることを防止するための趣旨、これが最高裁
の判例と承知をしております。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　今のこと聞いても、被害者のプ
ライバシー保護のために通報しなかったというのは、
全く口実でしかないということを厳しく指摘したいと
思います。
　もう一つお尋ねします。
　日米地位協定、従属協定と言われている日米地位協
定でさえ、公務外の犯罪というのは日本側が逮捕でき
るんですよね。110番の通報を受けて、検挙、逮捕し
て、取調べをしなかったのはなぜですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　捜査の詳細についての答弁は差し控えさせていた
だきますけれども、この12月発生の事件につきまし
ては、事件認知の当初から米軍側から必要な協力を得
て、所要の捜査を遂げて事件を送致したということで
ございます。
　一般論として申し上げますと、この被疑者を逮捕す
るか否かというのは、これは逮捕の理由があるか否
か、被疑者に逃亡、罪証隠滅のおそれがあるか否かと
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いった点を勘案して総合的に判断をしているところで
ございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　110番の通報を受けたのはどこで
すか。この被害を受けた少女の家族から110番通報し
たと。それが第一報だったと思うんです。どこが受け
たんですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたします。
　事件の捜査の経緯の詳細についてはお答えを差し控
えますけれども、一般的に申し上げれば、110番通報
というのは県警察本部に入るという形になっておりま
す。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　この問題は、起訴前の身柄の問
題とかいろいろ今言われてますけど、それ以前に、県
警に110番通報されたら、ましてや公務外であるから
県警が検挙するなり、犯人を特定していますから何ら
かの拘留、拘束ができたはずなんですよ。それをやら
なかったのはなぜなのかというのが、沖縄県民、我々
の本当の疑問なんですよ。真っ先に、警察庁のほうに
県警は連絡を取ったのではないですか。そういう報道
もあります。110番通報を受けてどうするかというこ
とは、公務外だから警察は逮捕すればいいわけです。
逮捕はできないと、検挙すればいいわけですよ。身柄
を勾留すればいいわけですよ。何でそれをしなかった
のか。それをずっと米軍のほうの協力を受けてという
言い方をされている、そこが問題だと言っているんで
すよ。何で110番の通報を受けて県警がそれを取り扱
わなかったのか、どこに連絡をされたんですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之  警察本部長　お答えいたしますけれど
も、110番通報を受けた後に県警におきましては早期
に検挙すべく、迅速に体制を整えて最終的に検挙に
至っているということでございます。
　逮捕につきましては、先ほど申し上げたとおり、逮
捕の必要性であるとかあるいは逃亡、罪証隠滅のおそ
れがあるのかといった点を考慮して勘案して総合的に
判断した上で、逮捕をするということでございまし
て、これは米軍構成員による事件に限りませんけれど
も、逮捕というのはやはり人権を強度に制限する権限
行使でございますので、これは個別事案ごとに警察と
しては慎重に判断を行った上で対応しているというこ
とでございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　休憩願います。

○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時30分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えしますが、警察官に
与えられている権限というのは、刑事訴訟法上は逮捕
だけでございますので、逮捕としてお答えした次第で
ございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　検挙して拘留して、そして逮捕
の必要があればやるという形になっていると思うんで
すよ。ですから110番通報を受けて、県警が動いたわ
けでしょう。110番通報を受けて、この加害者はどこ
にいたんですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　繰り返しになりますけれど
も、捜査の詳細についてはお答えを差し控えたいと思
います。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　明らかにできない。警察庁に通
報してませんか、連絡してませんか、警察庁。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　個別の事件で、どのような
ところに連絡したかということについての答弁は差し
控えますけれども、通常110番通報を受けて捜査をし
ない間に警察庁に通報するということはあり得ないと
思います。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　米兵犯罪、凶悪犯罪について聞
いてるんですよ。通常の話じゃないんで、この事案に
ついて聞いてるんですよ。どうですか。一般論じゃな
いですよ。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　繰り返しになりますけれど
も、110番通報を受けて、警察庁に捜査をする前に通
報するということはあり得ません。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　米兵が犯罪を犯したと、凶悪犯
罪だという連絡を受けたわけですよ。110番通報を受
けたわけですよね。それで犯人のところに行ったわけ
でしょう。だから、米兵の凶悪犯罪に対する取扱いが
どうなのかと、ずっと通報問題が今県民に明らかにさ
れていないので、私も聞いているんですよ。だから、
県警本部長だけで判断できることなのか。米軍側の協
力を得たから米軍に委ねたという、そこが納得できな
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いんですよ。何で身柄の拘束を県警側がやらなかった
のかってそこだけですよ。110番通報は県警が受けて
いる。だけれども、何で県警が、ましてや公務外で
しょう。公務外だから簡単に言えば、公務外と公務中
分けて日米地位協定はちゃんと規定されていますよ
ね。県警でできることをやらなかったということが任
務放棄だと思うんですよ。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたしますが、本
事件につきましては、110番通報を受けた後、所要の
捜査を行いまして、米軍側の協力も得た上で、これを
事件として検挙をしたということでございますので、
御指摘は当たらないと思います。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　私は、本当に少女の人権よりも
米軍に配慮をしたからではないかと思っています。
　最後に、県警が知事に事件を通知していれば、知事
が被害者のプライバシーを守りながらケアを迅速に行
うと―今、被害者はそういうケアも受けていないと
思うんですよ。この起訴されたり、その後までも。だ
から、住民の安全対策、そして再発防止もできたと思
うんですよ。そういうことをしなかったから、５月に
も性犯罪が起こったし、７月にも起こったんじゃない
ですか。だから県警が知事に事件を通知していれば、
そんなことにはならなかったでしょう。どうですか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　お答えをいたしますが、繰
り返し申し上げていますように、報道発表する事件に
つきましては、県警察から県に対して御連絡をする
と。他方で報道発表してない案件につきましては県警
ホームページに検挙件数が載った―検挙件数を毎月
更新していますので、それを御覧になられた県等の関
係機関から問合せを受けて、それに対して情報提供を
するといった形になっておりましたので、県警察とし
て通報しなかったということではございません。この
報道発表されないものについて情報共有を行った場
合、知事部局におかれてどういう対策を取られるのか
ということについての御質問だと思いますけれども、
例えば今年の１月に性犯罪事件が起きていました。こ
れは報道発表しておりませんので、県警のホームペー
ジに掲載されたものを踏まえて、県からお問合せを受
けてこれが性犯罪事件であるということを、これを２
月に情報共有を行っております。ただ、その後、知事
部局におかれてどういった措置を取られたのかという
ことについては、我々承知をしておりませんのでお答
えは差し控えさせていただきたいと思います。

　なお、県警察では、本事件の事件覚知当初から、被
害者、保護者に対しまして警察が行う被害者支援につ
いて御説明をしておりまして、例えば、県が行われて
いるワンストップ支援センターを教授するなど、必要
な被害者対策を我々は講じているところでございま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　県警の対応について本当に知事
に通報しなかった、そのことが、ほかの犯罪も防止す
ることができなかった事実が今回あるわけですよ。ま
してや米兵の―そもそもが治外法権でいろいろやら
れている中で、公務外については県警ができると。そ
して、基地の中じゃないですよね。110番受けたのは
住民の中で受けているわけでしょう。だから、それは
何らかの形で県警が110番を受けた時点で、検挙する
なり、そこに行って何らかの身柄を拘束するなり、そ
れから逮捕に向けていくことが県警ができるというと
ころを私はもっと厳しく指摘をしたいと思います。今
の件について、県警が知事に通報していたら県として
もやっぱり再発防止とか、ケアとかいろいろできると
思うんですけど、これ知事はいかがですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　県警に限らず、通報手続に
従って国のほうから適時適切に県に通報があれば、当
然被害者のプライバシーを確保しつつ、日米両政府に
対し再発防止策を講じるよう求めることや、あるいは
地域住民の安全確保を図るために周知を行うことは可
能であっただろうというふうに考えております。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　被害者のプライバシー保護を口
実にして、日米政府が政治的に情報を隠蔽したのでは
ないかと思っています。事件以降の政治日程はどう
だったんですか。12月24日以降の政治日程。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　ちょっと事件の流れとその
間に何があったかというのを整理したいんですけれど
も。
　まず一つ目が、昨年12月24日に事件が発生して、
本年３月11日に事件送致、同月27日に起訴されて、
岡野外務次官からエマニュエル大使に抗議を行って、
６月25日に事件が報道されているというのが１件。
　また、海兵隊員による不同意性交等致傷事件につ
いては、本年５月26日に事件が発生して被疑者が緊
急逮捕されて、６月28日に事件送致。６月12日に岡
野外務次官からエマニュエル大使に抗議を行って、同
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17日に起訴されています。これが同月28日に事件が
報道されているということです。
　この間、12月28日に国土交通大臣が知事に代わっ
て埋立変更承認処分を行うということもございまし
た。４月10日には日米首脳会談が行われておりま
す。６月16日には県議会議員選挙、６月23日は慰霊
の日の沖縄全戦没者追悼式で総理をはじめ各大臣等が
参列されたということになっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　日米軍事同盟のために、被害者
のプライバシー保護を口実にして、情報が隠蔽された
疑念は拭えないのではありませんか。県民の命、人権
よりも日米軍事同盟が優先、主権国家とは全く言えな
い政府に徹底した真相解明を県も求めるべきだと思い
ますがいかがですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　今般の事案について、県警あるいは外務省は被疑者
保護等の観点から、県に情報提供を行わなかったとの
見解を示しております。
　県としては、今般の事件について県への連絡が一切
なかったことは、再発防止や地域住民の安全確保の観
点から大きな問題があったと考えております。今後、
沖縄防衛局、外務省沖縄事務所、県警など県内の関係
機関と具体的な情報共有の在り方について意見交換を
行いたいと考えており、原因についても確認していき
たいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時41分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○溜　政仁 知事公室長　最初のほう、もう一度申し
上げたいと思います。
　今般の事案について、県警や外務省は被害者保護等
の観点から、県に情報提供を行わなかったとの見解を
示しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　本当に県民の人権と尊厳を守り
抜くためには、私は米軍基地の撤去しかないと思って
います。新たな建議書や21世紀ビジョンには、基地
のない平和な沖縄を明記していますよね。ぜひ知事は
具体的にそれを発信していく、こんな米軍犯罪に苦し
められているというところは、発信していくべきだと

思うんですがいかがでしょうか。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　沖縄県における過重な基地負担
の現状については、やはり多くの国民にその現実を知
らせていく必要があると思います。同時に、この過重
な基地負担があるがゆえに米軍犯罪における県民の生
活不安についても、やはり人権がじゅうりんされる事
態が度々発生してきているということの、この重みを
同時に伝えて、日本政府、アメリカ政府にその責任を
しっかりと全うするということを、国民にその声を上
げていくよう協力を求めていく必要があるものと思料
いたします。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時43分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○西銘　純恵 議員　（パネルを掲示）　浦添の西海
岸埋立軍港建設について。
　最初に、美ら海を未来に残したいうちなーんちゅの
会の皆さんが署名を県に届けていますが、何人分でし
たか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　本年５月30日に、美ら海を
未来に残したいうちなーんちゅの会から、那覇港湾施
設移設に伴う浦添西海岸の埋立てに関する要請を受け
ております。その際、同要請に賛同する５万4050人
分の署名を受け取っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　西銘純恵議員。
○西銘　純恵 議員　移設協議会のことを私言いまし
たけど、ボーリング調査を中止させるという観点で、
県から移設協議会の開催を要求して機能強化をしない
という確約を得るまで、ボーリング調査や軍港建設に
ついては止めてほしいと、一切の手続をやめるべきだ
ということを言うべきではないか。移設協議会の開催
について県から積極的に申入れをすべきだと思います
がいかがですか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　那覇港湾施設の移設については、同施設の代替施設
が現有の機能の確保を目的としていることが、これま
での移設協議会において、累次にわたり確認されてお
ります。また、代替施設の機能に変更がある場合に
は、移設協議会において防衛省から説明がなされるも
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のと承知しております。
　県としては、那覇港湾施設の移設により米軍機能が
強化されることはあってはならないと考えており、引
き続き確認を求めてまいりたいと考えております。
　以上です。
○西銘　純恵 議員　質問に答えていない。
　開催要求したらどうですかと言ったんですけど。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　移設協議会の開催について
は、国のほうにも確認したいと思います。
　以上です。
○西銘　純恵 議員　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
　　　〔幸喜　愛　議員登壇〕
○幸喜　愛 議員　ハイタイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　私は今回の県議選におきまして、沖縄市から選出さ
れました会派てぃーだ平和ネット、社民党の幸喜愛と
申します。
　今般の選挙におきましては、多くの皆様の御支援、
御支持をいただき、当選させていただくことができま
した。心より感謝を申し上げますとともに、自治会長
として９年間、地元地域の最前線で地域の皆様の暮ら
し、そして県民の皆様の生活に寄り添い、サポートす
る仕事をしてきた経験を生かして、これからも初心を
忘れることなく頑張ってまいる決意でございます。
　初めての県議会でございます。大変緊張しておりま
すが、頑張って務めてまいりたいと思います。
　それでは、一般質問の通告書に従って質問をさせて
いただきます。
　今般の在沖米軍人による少女誘拐、性的暴行事件。
またかと思わせるこの凶悪な犯罪について、沖縄県民
の怒りは最高潮に達していると思います。
　そこで質問です。
　１、米軍人・米軍属による重大事件の対応につい
て。
　(1)、在沖米軍人による少女誘拐・性的暴行事件等
について伺います。
　(2)、日米地位協定では、加害者が米軍人であった
ときと米軍属であったときの対応に違いがあるかを伺
います。
　(3)、性暴力被害者のための相談や支援の取組の現
状と周知についてお伺いいたします。
　２、自衛隊及び米軍基地の強化についてお伺いしま
す。
　(1)、沖縄市池原の自衛隊射撃訓練場に住民への説

明がないままにミサイル弾薬庫を建設する計画が進め
られておりますが、県の見解をお伺いします。
　(2)、米軍普天間基地の代替施設として辺野古新基
地建設が強行されていますが、現状に対する県の見解
を伺います。
　(3)、安保３文書の閣議決定以降、米軍及び自衛隊
の軍備増強が推し進められていますが、知事の見解を
お伺いします。
　３、不登校児童生徒の支援について。
　(1)、不登校児童生徒の受皿となっている場所につ
いてどういうものがあるかお伺いいたします。
　(2)、そこへ通う児童生徒の出席の扱いはどのよう
になっているのか伺います。また、出席扱いになる基
準はあるのか、判断は誰が行うのかについてお伺いい
たします。
　４、去る６月豪雨の被害についてお伺いします。
　(1)、６月豪雨の被害状況についてお伺いします。
　(2)、河川の維持管理について県の取組をお伺いし
ます。これについては特に比謝川の維持管理について
の取組をお伺いしたいと存じます。
　(3)、沖縄県河川情報システムにおける監視カメラ
の運用について伺います。
　５、越来城について。
　(1)、越来グスク城壁の立面写真等についての情報
収集について伺います。
　６、我が会派の代表質問との関連についてですが、
上原快佐議員が行いました５の(1)、給食費無償化に
向けての関係自治体との協議状況と進捗についての中
で、居住する市町村と学校のある市町村が異なる場合
の補助の制度設計はどうなっているのかをお伺いした
いと存じます。
　以上でございます。よろしくお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　幸喜愛議員の御質問にお答えい
たします。
　自衛隊及び米軍基地の強化についての御質問の中の
(3)、米軍及び自衛隊の軍備増強についてお答えいた
します。
　幸喜愛議員御承知のとおり、戦後80年近く、復帰
後50年以上を経た今もなお、国土面積の約0.6％に過
ぎない沖縄県に在日米軍専用施設面積の約70.3％が集
中しています。日常的に発生する航空機騒音など、沖
縄県民は過重な基地負担を強いられ続けています。ま
た、いわゆる安保関連３文書では、南西地域を第一線
として位置づけた上で、沖縄における防衛力強化に関
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連する記述が多数見られます。
　沖縄県としては、米軍基地が集中していることに加
え、自衛隊の急激な配備拡張による抑止力の強化がか
えって地域の緊張を高め、不測の事態が生ずることを
懸念しており、ましてや沖縄が攻撃目標となることは
決してあってはならないと考えております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米軍人・米軍属による
重大事件の対応についての中の(1)、米軍人等による
性的暴行事件等についてお答えいたします。
　昨年12月と本年５月に発生した米軍人による性的
暴行事件等は、女性の人権や尊厳をないがしろにする
重大かつ悪質なものであり、断じて許すことはできま
せん。また、今回、1997年の日米合同委員会合意に
基づく通報体制が十分に機能せず、県への連絡が一切
なかったことは、再発防止や県民、地域住民の安全確
保の観点から大きな問題であったと考えております。
そのため県は、今月３日、政府に対し、事件に強く抗
議するとともに、米軍人等による事件・事故について
県への通報を徹底すること等を求めたところであり、
５日には政府から在日米軍による犯罪における国内情
報共有体制が示されました。
　県としては、今後も引き続き政府に対し、実効性の
ある再発防止策を求めるとともに、具体的な情報共有
の在り方について関係機関と意見交換を行いたいと考
えております。
　次に２、自衛隊及び米軍基地の強化についての中の
(1)、沖縄市への弾薬庫建設計画についてお答えいた
します。
　防衛省によると、平素から南西地域に配備されてい
る部隊及び南西地域に展開した部隊の活動を迅速かつ
継続的に支援するため、沖縄訓練場の敷地内に火薬庫
等を整備するとしております。自衛隊の配備をめぐっ
ては様々な意見があることから、県は２月17日の防
衛大臣への要請において、新たな自衛隊施設等の整備
を検討するに当たっては、事前に計画段階から県や関
係市町村、地域住民に丁寧に説明し、その意向を尊重
すること等を求めたところです。
　同じく２(2)、辺野古新基地建設に対する見解につ
いてお答えいたします。
　辺野古新基地建設に反対する民意は、辺野古埋立て
の是非に絞って行われた県民投票で明確に示されてお
りますが、政府はこのような民意を一顧だにせず工事

を強行し続けております。また、国土交通大臣が知事
に代わって埋立変更承認処分を行った代執行は、選挙
で県民の負託を受けた知事の処分権限を一方的に奪う
ものであり、多くの県民の民意を踏みにじり、憲法で
定められた地方自治の本旨をないがしろにするもので
あります。
　県としては、かねてから辺野古新基地建設問題は対
話によって解決策を求めていくことが重要と考えてお
り、引き続き政府に対して、対話により解決策を求め
る民主主義の姿勢を粘り強く訴えてまいります。
　次に４、６月豪雨の被害についての中の(1)、６月
の豪雨による被害状況についてお答えいたします。
　本年６月11日から連続的に発生した記録的な大雨
により、沖縄本島地方の複数の地域で降り始めからの
降水量が500ミリを超え、那覇、久米島、宮城島の各
観測点で６月の記録が更新されました。この大雨によ
り、７月５日現在で、住家被害35件、非住家被害11
件、土砂崩れ19件、道路冠水等の被害が発生してお
ります。
　県としては、県民の生命、身体及び財産を災害から
保護するため、引き続き災害対策の推進に努めてまい
ります。
　以上になります。
○中川京貴 議長　警察本部長。
　　　〔鎌谷陽之　警察本部長登壇〕
○鎌谷陽之 警察本部長　１、米軍人・米軍属による
重大事件の対応についての御質問のうち(2)、地位協
定上における被疑者が軍人または軍属であった場合の
対応の違いについて、お答えをいたします。
　被疑者が日米地位協定における軍人であるか、軍属
であるかといった違いにより、刑事手続における対応
が異なることはございません。このため、被疑者が軍
属であっても米国が第一次裁判権を有する場合、すな
わち専ら米国の財産もしくは安全のみに対する罪、ま
たは専ら米軍構成員等の身体もしくは財産のみに対す
る罪、また公務執行中の作為または不作為から生ずる
罪を除き、日本が第一次裁判権を有するものとして刑
事訴訟法等定める手続により捜査が行われることにな
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　１、米軍人・米軍属に
よる重大事件の対応についての中の(3)、性暴力被害
者のための支援の取組と周知についてお答えいたしま
す。
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　県では、平成27年２月に沖縄県性暴力被害者ワン
ストップ支援センターを開設し、令和元年８月の病院
拠点型移行と同時に24時間365日体制で相談を受け付
け、被害直後からの医療的支援や相談・カウンセリン
グ等の心理的支援等、総合的な支援に取り組んでいる
ところです。令和５年度は、テレビや県広報誌等を活
用した周知を行うほか、周知啓発用のｗｉｔｈ　ｙｏ
ｕカードを小・中・高等学校等へ約14万枚配布し周
知を図っております。
　県としましては、引き続き相談者に寄り添った支援
を行うとともに、広報媒体などを活用した周知啓発に
取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満 教育長　３、不登校児童生徒の支援につ
いての中の(1)、不登校児童生徒の受皿についてお答
えいたします。
　本県の不登校の現状については、喫緊の課題と捉え
ており、その対策として校内自立支援室事業を実施
し、居場所づくりや学習支援等に取り組んでいるとこ
ろです。また、市町村が設置する適応指導教室におい
ても、不登校児童生徒の支援を行っております。
　県教育委員会としましては、魅力ある学校づくりを
進めるとともに、スクールカウンセラー等によるきめ
細かな支援や関係機関と連携した組織的な取組を推進
してまいります。
　同じく(2)、不登校児童生徒の出席の取扱い等につ
いてお答えいたします。
　不登校児童生徒が校内自立支援室や適応指導教室に
通っている場合は、出席扱いとしております。学校外
の施設等において相談・指導を受けている場合は、文
部科学省からの通知において、「保護者と学校との間
に十分な連携・協力関係が保たれていること」などの
要件等を満たした場合、校長は指導要録上出席扱いと
することができると示されており、児童生徒の実態を
把握し判断しております。
　県教育委員会としましては、市町村教育委員会と連
携し、不登校児童生徒の支援に努めてまいります。
　続きまして５、越来城についての中の越来グスクの
情報収集についてお答えいたします。
　越来グスクは、第一尚氏第６代尚泰久王や第二尚氏
第２代尚宣威王が越来王子であった頃の居城であると
ともに、琉球開闢神話の伝承地アマミクヌムイの一つ
として、国の名勝に指定されております。また、令和
３年度からは沖縄市が文化庁補助による整備事業を進

めており、県教育委員会も指導助言を行っておりま
す。
　県教育委員会としましては、越来グスクに係る写真
資料等の存在が確認されていないことから、当該名勝
の適切な保存と活用を図るための資料提供の呼びかけ
等について、引き続き沖縄市と連携しながら対応して
いきたいと考えております。
　続きまして６、我が会派の代表質問との関連につい
ての中の居住市町村以外の学校に在籍している場合の
学校給食費無償化についてお答えいたします。
　県としましては、学校給食費無償化に向けた取組の
第一歩として、令和７年度から県内41市町村全てに
対して中学生の学校給食費の２分の１相当額を補助す
ることとしております。基本的な考え方として、給食
を提供する学校の設置者である市町村に対して補助を
行うこととなります。今後は、市町村の意見等を踏ま
え、詳細な制度設計を行い、令和７年１月末までに交
付要綱を策定し、同年４月からの実施に向けて取り組
んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　４、６月豪雨の被害につ
いての(2)、県管理河川の維持管理の取組についてお
答えいたします。
　県管理河川において、河積が阻害されている箇所に
ついては、危険性及び緊急性の高い箇所から予算の範
囲内で順次しゅんせつや除草等を行っているところで
あります。比謝川については、緊急浚渫推進事業債を
活用し、松本橋から下流においてしゅんせつを行って
おり、令和６年度は知花橋付近のしゅんせつを行うこ
ととしております。松本橋から上流については、現状
を確認した上で対応を検討していきたいと考えており
ます。引き続き、比謝川の適切な維持管理に努めてま
いります。
　次に同じく４の(3)、沖縄県河川情報システムにお
ける監視カメラについてお答えいたします。
　県管理河川においては、水害に対する警戒を促し、
避難活動の迅速化を図り、浸水被害の軽減につなげる
ため、水位、雨量、カメラ映像をリアルタイムに収
集・発信する河川情報システムを運用しております。
監視カメラについては、氾濫による影響が大きい箇所
から予算の範囲内で順次整備を行っており、比謝川に
ついても、今後、追加の設置を検討することとしてお
ります。
　県としては、引き続き比謝川の浸水被害の軽減に取
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り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　それでは、再質問させていただき
ます。
　まず１番目、米軍人・米軍属による重大事件の対応
についての(1)、今回の事件についてお伺いしました
けれども、県警にお伺いいたします。
　本日の本部長の御答弁から、県警のホームページに
当該のような事件が掲載された後、県からの問合せが
あれば情報を共有するというふうに対応しているとい
うことでしたが、間違いございませんか。
○中川京貴 議長　警察本部長。
○鎌谷陽之 警察本部長　間違いございません。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　では、県のほうにお伺いいたしま
す。
　これまでは県警より情報の提供があって情報共有を
した、というふうに公室長のほうから先ほど御答弁が
あったと記憶しておりますが、これまではホームペー
ジに掲載された情報を見て県から問い合わせて情報を
共有していたのですか、それとも先に県警から情報が
提供されていたのですか、その違いを教えてくださ
い。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁  知事公室長　情報提供につきましては
様々でございまして、県警あるいは沖縄防衛局両方か
ら情報が来る事案もございますし、県警のホームペー
ジ等を確認して、この事案は何ですかという確認をす
るという場合もございます。両方ございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　事案によって対応が変わってくるというところかな
というふうに感じるんですけれども、今後こういった
重大な性犯罪が起こった場合の対応について、今回政
府が可能な限り情報共有をしていきたいというふうに
発言したということでありますけれども、これまでは
可能な限りというような文言が含まれた対応ではな
かったと思っておりましたので、この言葉について
は、正直申し上げまして、一歩後退した発言だったと
いうふうに私は感じております。多くの県民からもそ
のような思いが伝わってきているんですけれども、こ
の点について県としてはどのようにお考えでいらっ
しゃいますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　議員御指摘のとおり、通報

体制におきましては、全ての事案について速やかに県
のほうに通知がなされるべきだというふうに考えてお
ります。今回、国のほうから可能な限り県のほうへ通
知するという発表があったところなんですけれども、
これにつきましては具体的な通達の方法だとか、そう
いうことはまだ決まっていないと承知しておりますの
で、その中で地元沖縄防衛局が外務省沖縄事務所等と
の調整の中で具体的にしていくということでございま
す。その際には、前提として全ての事案について報告
を受けるような方向で確認をしていきたいというふう
に考えております。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　戦後沖縄県において、女性に対する人権じゅうりん
にも当たるこの性犯罪がこれまで絶えることなく続い
てきた現状をもっと強く県として受け止めなければな
らないのではないかと考えています。県警におかれま
しても、県におかれましても、地域で子どもたちを守
る私たち大人一人一人の責任において、この問題につ
いては抜本的な見直し、抜本的な解決方法をいま一
度、いま一度一歩前に進んでやるべきだと考えており
ます。その点につきまして先ほどお伺いしました、地
位協定で加害者が米軍人であったときと、米軍属で
あったときの違いについてということで、本部長のほ
うから扱いに差異はないということでお伺いいたしま
したけれども、私のところに御相談に来ている被害者
というか、まだ届けが出されてはいないと思うんです
けれども、今回の事件とは全く関係はございません
が、米軍属の御主人からのＤＶを受けていて、大変つ
らい思いをしていらっしゃる方がいます。その方は御
主人のほうから、米軍属であるので自分たちは罪に問
われないというふうにずっと言われ続けてきたので
それを信じていたという女性がおりました。私たち自
身、県民がこの性犯罪において、軍人・軍属の区別な
く罪に問われて、そして裁かれるという状況をまだ把
握していない事実があるのではないかと思います。こ
の性犯罪については断固たる態度で県も県警について
も策を取っていただきたいと考えています。この性犯
罪が―すみません、休憩をお願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時14分休憩
　　　午後３時14分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　すみません。(3)の質問に移らさせていただきま
す。



- 349 -

　性暴力被害者のための相談や支援の取組の現状と周
知について伺うということで、先ほど御答弁をいただ
きましたけれども、このワンストップ支援センターの
存在を知らない県民が多いというふうに聞いておりま
す。先ほどテレビや県の広報誌、ｗｉｔｈ　ｙｏｕ
カードなどで周知活動を行っているというふうにお伺
いしましたけれども、実は私が勤めておりました公民
館でもｗｉｔｈ　ｙｏｕカードを設置させていただい
ておりました。ただ、カードが小さい上にこれについ
ての説明ができていないという状況があって、なかな
か周りの人たちが取って見るという状況が生まれな
かったのが周知が薄いというふうに言われる要因かと
思われます。今後の周知の対応について、もう少し踏
み込んだ対応ができないかと考えていますが、どのよ
うにお考えでしょうか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　現在、県では、周知として先ほど答弁いたしました
ｗｉｔｈ　ｙｏｕカードの配布のほか、支援機関の従
事者への講話という形でさせていただいております。
そのほか外部からの依頼を受けての講話ということ
で、大学に出かけていって講話をしたり、あと市町村
が実施する研修等での講話という形でさせていただい
ております。先ほどｗｉｔｈ　ｙｏｕカードが小さい
というお話がございましたけれども、これはちょっと
デリケートな問題だということで、小さいサイズで配
布させていただいているところではございますが、議
員の貴重な御提言を受けてさらに周知を図ってまいり
たいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　一つここで私から提言というか、提案なんですけれ
ども、今回の被害者の少女も16歳未満ということ、
そして多くが中学生、高校生、大学生といった若い女
性が被害者であることから、教育機関、学校の授業や
総合の授業等でこういった支援機関がある、そして性
暴力を受けたときにどういった対応をしたほうがいい
のかというような授業をぜひ学校の中で取り入れてい
ただけないかと考えておりますが、このことについて
どのようなお考えがあるかお伺いしたいです。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　各学校においては、主に保健あ
るいは体育―小学校においては体育に保健の領域が
ございます。また、中学、高校においては保健の授業
がございますので、その中で今議員から御指摘のあり
ました件については、授業の一環としてしっかりと子

どもたちに指導を行っているところでございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　今回は米軍による犯罪でございましたが、学校で性
暴力についての授業がある、情報が得られるというこ
とは、性犯罪における全般的な理解にもつながると思
います。命の授業を地域でやったことがございまし
て、その中で自分が加害者のような状況になっている
ということを発言した生徒もおりました。そういった
気づきも早いうちに気づかせてあげることができれ
ば、被害者を生まないだけではなく、加害者を生まず
に済む取組にもつながると思いますので、ぜひ教育現
場での取組についても積極的にお考えいただければと
思います。よろしくお願いいたします。
　では次、２番の自衛隊及び米軍基地の強化につい
て。
　これについては、私自身も知事と同じく、沖縄を再
び戦場にさせないためにも、戦争につながる全ての軍
備増強に反対の立場から知事にお伺いいたしました。
今後もこの立場を断固として貫き、沖縄県民の命と財
産を守る取組を続けていただきたいと存じます。ぜひ
よろしくお願い申し上げます。
　３番の不登校児童生徒の支援についてです。
　先ほど御答弁いただきました校内の自立支援教室、
あと校内での出席扱いができる指導についてでござい
ますが、不登校児童生徒の受皿でフリースクールや地
域の児童館、あと地域の自治会が運営しています公民
館等も含まれるかどうか、その可能性があるかどうか
についてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　出席扱いにつきましては、先ほ
ど申し上げましたとおり、文部科学省の通知に基づき
まして、しっかりと校長が民間施設との連携を図りな
がらその実態を把握し判断をしているところでござい
ますので、そういった民間施設等、今議員からお話の
あった施設につきましてもそういった指導をしっかり
となされているということでありましたら、その実態
を踏まえて校長が判断できるものというふうに考えて
おります。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　今、不登校児の問題は学校現場ではとても大きな問
題と聞いております。一説には600人、700人という
ふうに聞いているんですけれども、かなりの、マンモ
ス校１つできるぐらいの人数になっていると思いま
す。地域におきましては、子ども食堂を運営しており
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まして、そういった不登校まではいかなくても、学校
に行きづらい、行き渋りがあるような子どもたちの支
援も行っております。私がおりました沖縄市におきま
しては、37自治会の公民館のうち16自治会が子ども
食堂の支援をしておりまして、そこに来る子どもたち
の継続的な支援をしております。その中では、やはり
学校に行きづらい子たち、小学校でそうだった子は中
学校でも同じような傾向があり、そのまま高校進学が
あまりうまくいかなかった場合、高校でも不登校ぎみ
になるという子どもがいますが、学校で継続的にでき
なくても地域では継続的な見守りができるというふう
におっしゃっている自治会長もおります。実績として
私の自治会でもそれができたという実績がございま
す。ぜひ、地域の自治会、公民館との連携を今後とも
可能性としてお考え合わせいただきたいと存じますが
いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　まず学校においては、子どもた
ちにしっかりと寄り添いながら指導をし、安心して通
える学校づくりを心がけているところでありますけれ
ども、様々な背景によりましてどうしても学校に来ら
れないという児童生徒が多くおります。そういう子ど
もたちの受皿をしっかりと確保していく、このことも
重要であるというふうに考えておりますので、我々と
しましては、まず学校に来られる子どもたちについて
は、先ほど申し上げました校内自立支援室事業でしっ
かりと学校のほうで指導をし、状況に応じては教室に
戻すというふうな指導をしておりますが、その学校に
来られない子どもたち、それが非常に大きな課題と
なっておりますので、地域の公民館施設等、そういっ
たところと連携をしながら多様な学びの場をしっかり
構築していきたいと考えております。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。
　子どもたちが健全に育ち、そして学校に楽しんで行
ける社会の実現に向けてみんなで協力し合っていけれ
ばなと思っております。ありがとうございました。
　では続きまして４番、６月豪雨の被害についての中
の比謝川の河川の件ですけれども―すみません。沖
縄県河川情報システムにおける監視カメラの運用につ
いてですが、今回６月11日の豪雨のときでございま
すけれども、たまたま私も外におりまして、安慶田地
域、安慶田十字路での氾濫を見ております。監視カメ
ラの運用が今水辺公園はストップしているようでござ
いますけれども、今後、比謝川における監視カメラの
運用をもう少しお考え合わせいただくことができるか

お伺いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　比謝川水辺プラザの監視カメラにつきましては、水
辺プラザの整備によりまして、氾濫の危険性が低減さ
れたということから現在運用を停止している状況でご
ざいます。今後本庁サーバーの更新に合わせましてコ
ンテンツシステムから削除することとしております
が、県としましては、比謝川におきまして監視カメラ
を追加設置していく方向で検討しておりまして、今後
氾濫状況や河川の整備状況などを勘案しまして、設置
場所の選定につきまして検討してまいりたいと考えて
いるところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　幸喜　愛議員。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございます。よろしく
お願いいたします。
　では、続きまして５番の越来城についてです。
　先ほど仲村未央議員のほうからも御質問がありまし
て、沖縄市におきましてはこの越来グスクについては
思い入れがとても強くございます。今回、越来グスク
の立面写真等の情報収集のことに関しましては、去る
大戦の終了後、米軍の陸軍工兵司令部もしくは海兵隊
の工兵司令部がその作業に当たったのではないかとい
う情報がございます。ぜひ、アメリカ・ワシントンＤ
Ｃにある沖縄ワシントン事務所を通して、当時の工事
の記録として壊される前の越来グスクの城壁の立面写
真及び工事中の城壁の写真がないかお問い合わせいた
だき、調査依頼をしてほしいという要望がございます
が、それについての見解をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満  教育長　議員のお話にありましたとお
り、地域の皆様からは越来グスクの城壁、石積みを撮
影した写真が残されていないか、広く資料提供を呼び
かけてほしいとの要望を受けております。
　県教育委員会としましては、沖縄市教育委員会と協
力しながら、現在米国公文書館等の関係機関へ問合せ
を行っているところでありますので、引き続き収集等
に取り組んでいきたいと考えております。
○幸喜　愛 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　20分間休憩いたします。
　　　午後３時28分休憩
　　　午後３時50分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　瑞慶覧長風議員。
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○瑞慶覧　長風 議員　グスーヨー　チューウガナビ
ラ。
　沖縄社会大衆党ヌ瑞慶覧長風ヤイビーン。
　クムヤーカジタユティ　ティンヌハティイチュイ　
フィトゥヤチムシチドゥ　ウチユワタル。
　心の在り方を大切に、県民の皆様の幸せのために、
誠を尽くして頑張ってまいります。議員の皆様、執行
部、職員の皆様、４年間どうぞよろしくお願いいたし
ます。
　トー　アンセー　一般質問ウンヌキヤビラ　ミー
ヒッチョーティ　クィミソーリヨー。
　１、台風等自然災害に係る支援・対策について。
　(1)、昨年の台風６号を例に、今度も気候変動に伴
う自然災害の激甚化・頻発化も予想される中、在宅に
おいて人工呼吸器等の医療機器の電源を常に必要とす
る御家庭に対し、今回は特に医療的ケア児に関する質
問となります。停電対策として、家庭用発電機購入等
の補助が必要だと考えるが、現在の支援状況と今後の
対応を伺います。
　あわせて、(2)の上記のような方々が避難できる体
制の福祉避難所を整備できている県内市町村の状況を
伺います。
　よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　まず、災害時の電源の確保に関する県の支援につい
てお答えをさせていただきます。
　在宅で人工呼吸器を使用して療養をされている―
大人でしたら指定難病患者、それから小児でしたら小
児慢性特定疾病というふうな登録支援をしております
けれども、その方々の停電時における安全確保のため
にバッテリーや自家発電機を無償で貸与する事業を県
では実施しております。事業開始以降令和５年度まで
の貸与実績は、人工呼吸器用のバッテリーが225件、
家庭用の自家発電機が168件となっております。
　県としましては、引き続き難病相談支援センターや
拠点病院などの関係機関と連携をし、難病患者等への
災害時の支援に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　福祉避難所の確保状況に
ついてお答えいたします。
　福祉避難所の対象者は、高齢者、障害者のほか、妊
産婦、医療的ケアを必要とする方などのうち、避難所
生活において特別な配慮を要する方とされておりま
す。令和５年10月１日現在、市町村から福祉避難所

として報告されている施設は28市町村で204施設と
なってございますが、そのうち人工呼吸器等の医療機
器が備わっている福祉避難所の数は、現在確認中でご
ざいまして、まだ把握されていない状態でございま
す。
　以上です。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風  議員　御答弁ありがとうございま
す。
　(2)の福祉避難所から再質問を行います。
　県内で合計204施設登録されているということです
けれども、今、部長がおっしゃられたように、実際に
十分な電源確保であったり、支援の対応ができるか、
きちんと機能する避難所がどれくらいあるのかという
ことを見なければならないと考えます。台風６号の際
には、南城市の医療的ケア児の御家族からも、長期停
電の中、小型のポータブルバッテリーも容量が切れ、
電源を探し回りながら、少し雨風の弱まったときに南
部医療センターへ駆け込むしかなかったとお話を伺っ
ております。また、那覇市で医療的ケア児の医療型短
期入所等の支援を行う民間の施設においても、暴風の
中、本来休業のところに県内各地の利用者から助けを
求める連絡が入り、自治体の避難所から出ざるを得な
くなった方など、合計６名の医療的ケア児の緊急避難
を受け入れ、さらには各御家庭に蓄電池の貸出しの支
援も行われたそうです。このような状況があった中
で、県としては台風６号以降、福祉避難所の整備につ
いて、市町村とどのような連携をし対応を行ってきた
かお伺いいたします。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　福祉避難所は、災害対策基本法に基づきまして、市
町村において指定することとなっております。
　県としましては、昨年の台風６号での課題等を踏ま
えて、福祉避難所の設置開設や電源等に関するものを
含めた環境整備等の改善を図っていくため、市町村に
対して文書を発出しております。また、県医師会及び
沖縄気象台と連携して、避難所の開設期間であります
とか、設備体制等について、市町村との説明会を開催
しております。引き続き、福祉避難所の速やかな開
設、電源の確保を含めた環境の充実について、セミ
ナー、市町村担当者会議等を積極的に行って市町村を
支援してまいりたいと思っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　いつ何どきあのような大型台
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風がまた来るかも分かりません。来たときにまた整備
が整っていませんでしたということが本当にないよう
に、県としても、ぜひ先ほどお伝えした民間施設等の
お話しも伺うなどして、情報収集しながらしっかりと
機能する福祉避難所を市町村で整えていただきますよ
うお願いいたします。
　関連して、現在沖縄県医療的ケア児支援センターも
入っている南部療育医療センターにおいても福祉避難
所としての開設はなされなかったと伺っております。
今後は避難所として開設が行えるよう県からも働きか
けが行われているか、対応を伺います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後３時57分休憩
　　　午後３時58分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　議員おっしゃっておりましたように、昨年の６月に
は南部療育医療センターのほうは開所していなかった
ということでございます。お聞きしますと、那覇市と
沖縄南部療育医療センターとは福祉避難所としての協
定を結んでいるということでございます。その上で、
療育センターとしては那覇市のほうから依頼を受ける
と開所するというふうになっていたため、前回はその
依頼がなかったために開所していなかったということ
なんですけれども、沖縄南部療育医療センターのほう
では、通常台風の場合は、センターの外来患者に対し
ては自宅が停電した場合などに対してセンターで電源
を供給する等の案内を行っているということでござい
ます。しかしながら、従来の外来患者のみだけではな
く、一般のその電源を必要とする方々についての受入
れについても速やかな開設をしていただく必要がある
と思いますので、この辺りの件につきましては、今後
那覇市とも意見交換をして速やかな開設が行われるよ
うに支援をしていきたいと思います。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ぜひよろしくお願いいたしま
す。
　もう一点、医療的ケア児の受入れの専門性のある児
童デイにおいても、災害時に避難所として受入れを行
いたいというような施設もございます。そのような施
設に対して、非常用発電機等の設置に係る補助事業、
現在そのようなものがあるのかどうかお伺いします。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　県では、医療的ケア児とその家族が在宅で安心して

療養できるようレスパイトケアを実施できる事業所の
確保に向けた補助事業を行っております。こちらのほ
う、放課後等デイサービス事業所というところに対し
まして、電動ベッドやポータブル電源など必要な医療
機器等の購入経費を補助をしてございます。特定の災
害のための補助事業ではないのですが、こういったレ
スパイトケアに関する補助事業等も活用しながら、放
課後等デイサービス事業所等における災害時の受入れ
促進については、市町村の意見等も聞きながら研究し
ていきたいと考えております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ぜひ、あらゆる災害支援を想
定しながら、さらに補助の創設・拡充に努めていただ
きたいと思います。
　(1)の再質問に移りたいと思います。
　まず、県内における直近５年間の医療的ケア児の人
数について伺います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時１分休憩
　　　午後４時２分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　生活福祉部長。
○北島智子 生活福祉部長　お答えいたします。
　直近５年間の医療的ケア児の人数ということでござ
います。
　平成31年４月１日現在で230人、それから令和２年
同じく４月１日現在で275人、令和３年４月１日現在
で376人、令和４年４月１日現在で446人、令和５年
４月１日現在で468人となっております。
　以上です。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ありがとうございます。
　福祉避難所の整備というものは当然必要であります
けれども、台風のさなか、車椅子に乗っている医療的
ケア児の移動は危険を伴うことから、やはり一番は自
宅において対策が取れることが望ましいことでありま
す。このバッテリー等貸与事業に関して、これまで予
算拡充を重ねてこられたと思いますが、医療的ケア児
も年々増加するとともに災害に対する危機感も高まっ
て申請者も増えており、毎年抽選になっている状況が
あると伺っております。保健医療介護部長からの答弁
もありましたけれども全然やっぱり数が追いついてい
ない状況にあると思っております。電源が命に関わる
御家庭にとって、やはり抽選で左右されてしまうとい
うことはあってはいけないのではないでしょうか。ま
た、ある医療的ケア児のケースでは、二十歳を超えて
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小児慢性特定疾病の対象が終了し難病認定がされなく
なり、24時間人工呼吸器のケアが必要であるにもか
かわらず、このバッテリー等貸与事業も受けられない
状況があるそうです。このように制度のはざまでこぼ
れ落ちてしまう方への対応も加味しながら、命を守る
ための一層の予算、制度拡充に努めていただきたいと
思いますが、御答弁をお願いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　今、御指摘がありましたように、予算の範囲内での
貸与ということでございまして、申請者全てには貸与
ができていない状況でございます。県においては、毎
年貸与件数を拡充するため予算のほうも年々拡充をし
ております。令和４年度が350万6000円、令和５年
度が489万9000円、令和６年度が613万1000円とい
うふうな形で拡充に努めているところで、今後も拡充
に向けて調整をしていきたいと思っております。それ
から、御指摘のありました制度のはざま、小児慢性で
成人になった後に指定難病に登録されればまだこちら
の制度もありますけれども、そうじゃない場合につい
ては、各種行われている支援、県とか市町村とかＮＰ
Ｏ法人など様々な主体で支援が行われているというこ
ともございますので、その中からどういうふうな支援
ができるかということをしっかり情報収集をして案内
できるように、こちらのほうもまた対応していきたい
と思います。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　よろしくお願いいたします。
　また関連して質問します。
　県外の電力会社における災害時の支援の取組につい
て御紹介いたします。
　中部電力では、顧客の中で人工呼吸器や在宅酸素な
ど医療機器の電源が常に必要な方に関しては、台風等
災害時には停電等の状況確認の対応を行っており、そ
れと並行して自治体と協力しながらポータブル発電機
の無料貸出しも行っております。このような県外の電
力会社の取組も早急に調査していただきながら、県に
おいても、官民を挙げて今後の働きかけ、災害時の支
援拡充につなげていただきたいと考えますが、御見解
をお願いいたします。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　県外の電力会社の情報提供ありがとうございまし
た。私たちもそのような情報について、引き続き情報
収集を行って、災害時の電源確保に関する様々な方法
について検討していきたいと思います。必要であれ

ば、またそういう民間企業のほうとも意見交換をする
などして、電源確保がさらに充実するように努めてい
きたいと考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風  議員　ぜひ知事としてもリーダー
シップを取っていただければと思います。もしコメン
トいただければお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　医療的ケアを必要とする子ども
たちが年々増えている中、やはり我々も今議員御提案
のように、官民協力してそのような非常時の取組を迅
速に取れるような方向性で検討すべきであるというよ
うに思います。先ほど部長から答弁をさせていただき
ましたとおり、今後そのような連携についての研究を
進めてまいりたいと思います。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　災害対策は待ったなしだと思
いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
　続いて(3)、県管轄である与那原町の東浜水路にお
いて、大型台風時に遊歩道までヘドロが盛り上がり、
その上から波が上がって水路近辺の家が水浸しになる
被害も出ています。早期のしゅんせつ工事が求められ
ますが、対応についてお伺いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　中城湾港西原与那原地区
内の公有水面については、与那原町、西原町及び県の
３者で構成いたしますマリンタウン内水路保全・利活
用推進協議会におきまして、土砂流入や悪臭などの水
質浄化に係る課題が確認をされているところでござい
ます。
　県としましては、積極的に協議に参加をしまして、
意見交換を行ってまいりたいと考えているところでご
ざいます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　積極的に協議に参加するから
もう一歩前に踏み出した答弁をいただければ非常にあ
りがたいんですけれども、人命にも関わる災害対策で
すので、ぜひ早期に対応をしていただけますでしょう
か。もし踏み込んだ答弁ができればお願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　当該水路につきまして
は、港湾区域内ということではございますが、港湾施
設というところではないため、港湾管理者としての施
術は難しいところではございますが、背後地の治水を
管轄します市町村と連携しまして、役割分担等につい
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て積極的に協議を進め対応について一緒に検討してま
いりたいと考えております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　県のリーダーシップを期待し
たいと思います。どうぞよろしくお願いします。
　続きまして、２番の子どもの貧困対策支援に移りま
す。
　(1)、先日行われた沖縄子ども調査報告書において
も、物価高騰の苦しい生活状況の中でミルクを基準よ
り薄めて飲ませているという悲痛な声が届けられまし
た。ベビーミルク支援については、これまで民間団体
がボランティアかつ年中無休で奔走しながらＳＯＳに
応え、命をつなぐ活動を担っている状況がございま
す。困窮世帯乳幼児へのミルク、ベビー用品等の公的
な支援体制づくり、予算化が求められますが、県は今
後どのような対応を行いますでしょうか。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　切れ目のない支援を行うためには、単にベビーミル
ク等を配布するのではなく、母子の家庭状況等を把握
して必要な支援につなげていくことが重要というふう
に考えております。このため国においては、乳幼児等
の健診訪問、それから相談支援等を通して、家庭の実
情等を把握し必要なサービスにつなげる事業を行う市
町村に対して補助等を行っております。このうち、産
前・産後サポート事業、それから子育て支援訪問事業
につきましては、家庭の状況把握に当たり、ベビーミ
ルク等の配布支援が可能というふうになってございま
す。また、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用し
た子どもの貧困対策に資する市町村単独事業において
も同様の取組が可能となっておりまして、県といたし
ましては、市町村に対し、これら事業の積極的な活用
を呼びかけていきたいというふうに考えております。
○瑞慶覧　長風 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時11分休憩
　　　午後４時11分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　現在、そのような補助事業を
活用している市町村があればお伺いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時12分休憩
　　　午後４時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　こども未来部長。

○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　まず初めに、産前・産後サポート事業でございます
が、そちらの事業につきましては４市町村、市町村名
は、糸満市、豊見城市、与那国町、南大東村という形
になってございます。もう一つの子育て支援訪問事業
につきましては２村、恩納村と中城村という形になっ
てございます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　両事業の制度の詳細まで教え
ていただけますでしょうか。お願いします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　まず、１つ目の産前・産後サポート事業ですが、家
庭や地域で孤立感を感じる妊産婦を早期に発見するた
め、ミルクなどの育児用品等の支援と併せて、訪問や
役場への来所等で面談を行って家庭の状況に合わせて
支援につなぐという事業になってございます。対象期
間といたしましては、産後１年頃までの妊産婦という
形になっております。それから、１人当たりの育児用
品といたしましては1700円という形になってござい
ます。
　それから、子育て支援訪問事業ですけれども、こち
らのほうも支援が必要であるにもかかわらず行政機関
や地域における支援につながっていない家庭など、関
わりが必要な家庭に対してベビーミルクを含む育児用
品等の配布を契機として、当該家庭の状況把握や支援
を開始して虐待の未然防止を図るという事業になって
まして、こちらのほうは8000円という形になってご
ざいます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　生後から産後１年まで、生ま
れてすぐから産後１年までということでよろしいで
しょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時15分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　産前・産後サポート事業につきましては産後１年頃
までで、２つ目の子育て支援訪問事業に関しまして
は、期限は打たれていないということになっていま
す。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ありがとうございます。
　ちょっとこの民間団体のことを少し紹介しますけれ
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ども、代表が個人として活動を始めて７年間、そして
団体を立ち上げてからは５年間、生後18か月未満の
乳幼児に対して、これまで延べ2300名分、毎月120
から180名分のミルクの支援の活動をされてきており
ます。現在の活動においては、７割から８割が市町村
行政から依頼が来て、代表が御家庭に物資を届けると
いう状況がございます。もちろんボランティアで物資
の購入も団体が担っております。このような状況に対
し、私としてはやはり今後は行政が予算化を行い、訪
問事業の中で必要な困窮世帯に物資を届け、その後の
自立支援にもつなげられるような支援の拡充、仕組み
づくりが必要であると感じております。そのような先
ほど部長がおっしゃられた補助において、このような
支援制度をつくっていけるのかどうか、改めてお伺い
します。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　今般の物価高騰対策の一環として、ミルクとおむつ
を交換できるクーポン事業を６月補正で計上させてい
ただいたところなんですけれども、経済的な困難等を
抱える家庭などに対する支援については、一過性のも
のとはせず継続的に取り組むことが重要というふうに
考えていまして、やっぱり住民に身近な関係のある市
町村において、訪問や相談支援等を通して課題を把握
して、必要な支援につなぐことが必要だと思っており
ます。先ほど答弁いたしました産前・産後サポート事
業、それから子育て支援訪問事業、それから貧困基金
を活用した貧困対策に資する市町村単独事業等の活用
を広く呼びかけるとともに、また、この訪問によって
把握した対象者に対しましては、県の事業としてもい
ろんなメニューがございます。例えば、ひとり親事業
でございました、ゆいはぁと事業といって、家賃を補
助して、子育て、それから生活、就労支援まで総合的
に支援するような事業がございます。そういった支援
にしっかりつなげて、次のステージに上がってもらう
というふうな考えを持っております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ありがとうございます。
　この事業を周知していただくとともに、県内市町村
における支援の取組というものを県がモデルケース的
に選定して、各市町村にまた周知していくような取組
を今後行っていくのかどうか、お願いいたします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　これまでも市町村課長会議等では紹介してきたとこ
ろではございますが、今後は積極的に好事例―豊見

城市の事例とかもいい事例があると聞いておりますの
で、そういった事例を紹介しながら各市町村に広めて
まいりたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　よろしくお願いします。
　子どもの貧困対策が論じられ、子ども食堂など食料
支援の手は差し伸べられる状況になってきたものの、
乳幼児へのミルク支援はなかなか理解が深まらず、ま
たお母さんも責められることを恐れて声を上げづらい
という状況の中で、支援体制の穴となってきたことも
見ていかなければならないと思っております。代表に
お話を伺うと、ミルクの支援依頼をされる御家庭は、
減収、失業など予測のできないケースで困窮状態にあ
る方も多いそうです。代表自身も４人の子どもの子育
て真っ最中に過労死で突然旦那さんを亡くされた御経
験をされています。そういうことから、予期せぬこと
を自己責任にしてはいけない、そして声を上げられ
ない乳幼児の命と健康のためにと奔走をされておりま
す。先日の一般質問への答弁でも、知事の最重要施策
の１番目が子どもの貧困対策でありました。ぜひ知事
からもこの乳幼児を含めた支援体制の拡充について、
見解あるいは決意の言葉をお伺いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　このような支援事業、メニュー
がどのように市町村で行われているか、あるいはどう
いう支援メニューがあるかということがまだまだその
困っていらっしゃる方々の心に届いていないことは非
常に我々も心苦しく思っています。ですから、こうい
うサービスにつなげるためには、やはり市町村及び自
治会、関係団体と密に連携を図っていって、誰一人取
り残さない、地域で安心して暮らせる、そういう社会
をみんなでつくっていくことが必要だと思います。引
き続き、子どもの貧困のみならず、県民のあらゆる年
齢、ステージにおいて、支援の目からこぼれることが
ないよう、しっかりと心配りをして事業へとつなげて
いけるように取り組んでいきたいと思います。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　よろしくお願いいたします。
　それでは、３番の多様性尊重の施策推進についてに
移ります。
　(1)、県が制定するパートナーシップ制度につい
て、導入に向けたスケジュール及び専門家や当事者
からの意見聴取等のプロセスを伺います。あわせて
(2)、制度導入における県内市町村との連携の在り方
を伺います。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
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○真鳥裕茂 こども未来部長　まず最初に３の(1)のほ
うのパートナーシップ制度導入に係るスケジュール等
についてお答えいたします。
　県では、令和６年度中のパートナーシップ制度の導
入に向け、先行自治体の導入事例を調査研究するとと
もに、性的マイノリティー当事者への意見聴取や市町
村と意見交換をしながら制度設計を現在進めていると
ころでございます。また、庁内の関係各課に対して
は、パートナーシップの証明書の提示などで利用可能
となる行政サービスについて照会を行っているところ
です。今後、有識者、当事者及び支援団体で構成いた
します検討委員会やパブリックコメントでの意見等を
踏まえ、制度の導入に向けて取り組んでまいりたいと
いうふうに思っております。
　続きまして、県内市町村との連携についてでござい
ますが、こちらのほうに関しましては、県では令和６
年５月に市町村男女共同参画行政主管課長会議を開催
いたしまして、県のパートナーシップ制度の導入に関
して意見交換を行いました。同会議の意見等を踏ま
え、各市町村の行政サービスのうち、県が発行する証
明書の提示などで利用可能となるサービスについて引
き続き市町村と意見交換を行うことになってございま
す。
　県といたしましては、パートナーシップ関係にある
性的マイノリティーの当事者が県内のどこに住んでも
暮らしやすい環境が整えられるよう、市町村と連携し
ながら取り組んでまいりたいというふうに考えており
ます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　私もこれまで南城市議会にお
いて、性的マイノリティー当事者の皆さんと連携しな
がら制度導入について積極的に提案してきた立場とし
て、今回県が率先して導入をすることに大変うれしく
思います。今後、有識者や当事者の皆さんの御意見も
参考に、ぜひ充実した制度になることを期待します。
　私からも２点ほど提案をさせていただきます。
　昨日の一般質問とかぶる部分もございますが、重ね
てお願いさせていただきます。
　全国の制度導入都道府県において、静岡県のパート
ナーシップ制度の例を見ますと、対象者はＳＯＧＩの
観点から、性別、性的指向、性自認を問わず、事実婚
の異性カップルも宣誓できるようになっております。
さらには、パートナーに家族として養育する未成年の
子がいる場合、子に関するお困り事の軽減にもつなが
る仕組みとするため、希望に応じてそのお子さんも含
めて、制度で関係性を認証できるものとなっておりま

す。この２点は大切な要素かと思いますので、今後の
設計の中でぜひ御検討をお願いしたいと思います。
　御見解お願いします。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　先ほども申し上げましたけれども、これからまた再
度市町村との連絡会議、それから有識者を集めた検討
会議が開催されてまいります。その中で、議員御提案
のファミリーシップ制度などにつきましては、先行自
治体の事例も踏まえながら議論してまいりたいという
ふうに考えてます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ぜひよろしくお願いします。
　続きまして、４番の地域課題に移ります。
　まず(1)、南部東道路の予算状況並びに全線暫定供
用開始時期を伺います。あわせて(2)、事業進捗率と
用地進捗率、用地取得の完了時期を伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　南部東道路は、令和６年
度当初予算といたしまして約30億円を確保し、南城
佐敷・玉城インターチェンジから南城つきしろイン
ターチェンジの区間と、南城大里インターチェンジ
から南城大城インターチェンジの区間について整備
を行っております。引き続き南城市と連携を図りなが
ら、2020年代後半の暫定２車線による全線供用に向
け取り組んでまいります。
　また、南部東道路の進捗率ですが、令和５年度末時
点の事業費ベースで約51％となっております。用地
の取得率は、取得面積ベースで約82％となっており
ます。用地取得に当たりましては、任意交渉を継続す
るとともに土地収用法も活用しながら、地元南城市や
沖縄県土地開発公社と連携して取り組んでいるところ
でございます。引き続き、早期整備が図られるよう取
り組んでまいります。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　早期の全線供用開始のために
は用地取得をしっかりと完了させていくことが大事だ
と認識しておりますけれども、現在までどのような取
組を行ってきたか、そして今後の用地取得完了に向け
ての取組も併せてお伺いいたします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、事
業進捗のためには現在82％となっている用地取得率
を一日も早く100％に持っていくことが肝要であると
考えております。南部東道路現場事務所におきまして
は、令和２年度から技術職員また用地職員を増員する
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など体制を強化しているところでございます。また、
南城市から沖縄県土地開発公社のほうへ職員の派遣な
どもいただいているところでございます。引き続き用
地の取得につきまして、加速させながら早期の事業完
了に向け取り組んでまいりたいと考えているところで
ございます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風  議員　南部東道路の開通に関して
は、この高架下の空間を利用した公園整備など、本当
に南城市民、地域住民は楽しみに待っているところが
ございます。ぜひともこの暫定区間の早期開通に向け
て、御尽力いただきますようお願いします。
　続きまして(3)、コストコオープンに伴う影響が予
想される県道86号線等の交通渋滞対策についての考
えを伺います。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　大型商業施設の開業に伴
いまして、周辺の交通状況が変化することへの対応に
つきましては、関係法令に基づく手続において、開業
後に事業者が取り組むべき内容が示されており、県も
その内容を把握しております。県はこれまで南城市と
意見交換を行ってきたところでありますが、今月事業
者を含む関係機関が参加し、想定される交通渋滞への
対応を検討するための会議が開催される予定でありま
す。今後、事業主体も含め、必要な対策等について意
見交換を行ってまいります。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ありがとうございます。
　コストコ周辺はもちろんですけれども、今暫定供用
を開始している大城のほうのところから南風原に向か
う県道86号線、既に朝夕は非常に大変な渋滞になっ
ております。ですので、今後コストコがオープンする
とともにまた渋滞が予想されますので、今後南城市と
も力を合わせていただいて対策をお願いいたしたいと
思います。
　続きまして、５番の農林水産物条件不利性解消事業
について伺います。
　当該事業による補助が削減されたことにより、食
肉、畜産関係事業者からお困りの声が寄せられていま
す。当該事業の説明と削減した理由及び今後の対応に
ついて伺います。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　県では、県産農林水産物に係る県外産地との競争条
件の不利性を改善し、持続可能な物流ネットワークを
構築するために本事業を実施しております。具体的に

は、輸送コストへの補助を行うとともに、北部・離島
市町村を対象とした補助事業の実施、コールドチェー
ン化への支援、出荷団体へのアドバイザー派遣等を実
施しております。また、補助単価については、船舶輸
送を基本とするモーダルシフトを促す設定としており
ます。
　県としましては、引き続き生産者団体をはじめとす
る関係者と連携し、輸送コストの低減及び総合的な流
通の合理化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　沖縄からの県外出荷に係る輸
送費の補助というところですけれども、畜産物に関し
ては令和３年まではキロ当たり20円の補助でありま
した。しかしながら、それが令和４年度から設定が変
わったことでキロ当たり５円、４分の１に減額されて
しまったということでございます。原油高で海上輸送
費もどんどん高くなり負担が増す一方で、キロ５円の
補助だと実際の輸送費の１割にも満たない状況である
と伺っております。畜産業支援の必要性については、
議会、執行部ともに共通の認識であることは間違いな
いと思います。生産者支援と併せてぜひこの輸送費補
助に関しても、制度の見直し、改善をしていただきた
いと要望いたします。
　御答弁お願いします。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
○前門尚美 農林水産部長　お答えいたします。
　議員御指摘がありました補助単価についてでござい
ますけれども、補助要綱において、施行後３年を経過
したときに必要な見直しを行うと定めております。令
和６年度において、輸送コストに関する実勢運賃の調
査を踏まえ、令和７年度当初予算に反映するための作
業に着手してまいります。本事業の円滑な執行に向け
て、生産者、出荷団体、市町村などの関係者と個別の
相談対応や意見交換を定期的に行っております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　ありがとうございます。
　ぜひ中小企業にもしっかりと使いやすい制度にし
て、沖縄の畜産業の支援、広域的な支援に取り組んで
いただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
します。
　最後に、我が党の代表質問との関連について質問を
行います。
　平良識子議員の代表質問の１の(2)に関して、これ
までの在沖米軍人による少女暴行等凶悪事件において
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は、厳しい外出規制や四軍調整官による謝罪などの対
応が行われていたと認識しておりますが、事例を伺い
ます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　平成20年２月10日に、在沖海兵隊員による未成年
者に対する暴行事件が発生しております。その際に
は、同月12日に在日米軍沖縄地域調整官と在沖米国
総領事が、その翌日13日には駐日米国大使と在日米
軍司令官が来庁しております。また、２月20日には
在沖米軍人等を対象に約２週間の外出禁止措置が取ら
れております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　では、今回の少女暴行事件、
５月の性暴力事件後の米軍の対応を伺います。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時33分休憩
　　　午後４時34分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　失礼しました。お答えいた
します。
　昨年12月の米空軍兵によるわいせつ誘拐、不同意
性交等事件の発覚を受けて、６月27日に米空軍の第
18航空団司令官と在沖米国総領事が来庁し、池田副
知事と面談しております。また、再発防止に向けて
は、去る11日、エマニュエル駐日米国大使と第三海
兵遠征軍のターナー司令官が連名で、全兵士が同じ行
動規範ルールを遵守するように統一されたリバティー
制度を軍の全部隊に導入するということを表明してお
ります。
　以上です。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　改めてですけれども、知事並
びにこの被害者に対する謝罪の言葉はあったかどうか
伺います。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　遺憾という言葉はあったと
思うんですけれども、直接的な謝罪の言葉はなかった
と承知しております。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　７月14日の沖縄タイムスの記
事においては、四軍調整官と駐日米大使による対策強
化の発表後も多くの米兵でにぎわう変わらぬ街の喧騒
とともに兵士からは外出規制などの特別な制限はない

と。そしてまた少女暴行事件を知らない空軍兵もいた
という取材の様子が紹介されました。謝罪もしない、
そしてこれだけの事件があっても実質的には何も対応
がされていないものと認識しております。本来、より
厳格にならないといけない凶悪事件に対する対応が、
むしろ後退している状況にあることは非常に問題だと
感じております。この異常な状態、問題をぜひ知事は
早期に訪米していただいて、米国に直接訴えていただ
くとともに、米国内でも広く発信されるよう関係各所
に働きかけていただきたいと思います。知事から御答
弁お願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　今回のような米軍人による女性
暴行事件が悲しいことに相次いで発生しているという
こと、そして、そのような情報がきちんと提供されて
いなかったということについて、我々も国、県警察、
そしてこれから連携をしながら二度とこのようなこと
が、犯罪が起こることがないよう、沖縄の米軍基地の
問題の解決を図るためには、やはり当事者である米国
政府に対して直接その要求をするということが必要だ
ろうと思います。ぜひ、年内の早い時期に私が訪米を
して、関係各位、要路に対して、そのことを強く申し
入れてまいりたいと思います。
○瑞慶覧　長風 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後４時37分休憩
　　　午後４時37分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○玉城デニー 知事　失礼いたしました。
　米国側の理解と協力を促して、この沖縄県における
米軍基地問題の解決が図られるよう米国市民にも広く
呼びかけていきたいと思います。
○中川京貴 議長　瑞慶覧長風議員。
○瑞慶覧　長風 議員　よろしくお願いします。
　前回の訪米のときには、非常に影響力のあるオカシ
オ・コルテス議員などに面会できていると思います。
ぜひ積極的にアプローチしていただきたいと思いま
す。
　最後に１の(3)、ワシントン沖縄事務所の活動につ
いて、県民も含め、米国、世界に向けた発信力強化の
ためのＳＮＳの活用を提起いたします。見解をお願い
します。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　ワシントン駐在は、今回の性的暴行事件等に関して
も、速やかに米国政府関係者と面談するなど精力的に
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働きかけを行っております。
　また、同駐在は、米国における活動状況や英訳した
米軍基地問題に係る抗議、要請文等の情報を事務所の
ホームページに掲載して発信しております。
　県としては、さらに幅広く世界に向けて発信してい
くためにはＳＮＳの活用も効果的であると考えており
ます。その活用も含め、より効果的な情報発信の方法
をさらに検討していきたいと考えております。
　以上です。
○瑞慶覧　長風 議員　一般質問を終わりたいと思い
ます。
　イッペーニフェーデービル。
　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
　　　〔喜友名智子　議員登壇〕
○喜友名　智子 議員　会派おきなわ新風、立憲民主
党の喜友名智子です。
　先日の県議選にて、２期目の当選をさせていただき
ました。投票率は県全体で45.3％、私の活動区域選挙
区である那覇・南部離島区は、44.7％と非常に低い投
票率でした。まだやるべきことがあったのではないか
と思うことが多々あります。昨年の秋ですけれども、
とある県内の経済人のお一人からこのような言葉を頂
戴いたしました。激励と合わせてですが、今の社会
は、与党・野党、政党に関係なく、政治そのものにう
んざりをしている。政治家に誰も期待をしていない。
もろもろ政治の世界も大変だろうけれども負けずに頑
張れと、こういう励ましを頂きました。与党・野党で
はない、政党でもない。しかし私は、政党所属の議員
として政治に足を踏み入れた一人です。このような非
常に大変に重い指摘。自分の政治活動の信念、それに
加えて党の理念、綱領、そして矜持を持ち続けながら
県民の多様な意見を反映した活動とはどういうものな
のか、県議選に向かうときの非常に大きな戒めの言葉
となっております。
　今回２期目の当選をさせていただきました。このと
きに１票、１票、私に託してくださった皆様の思い
と、そしてそうではなかった県民全体のことも考え
て、県民の暮らし向上、そして働き方の改善、福祉、
こういったことをしっかりと県議会で取り組んでいき
たいと決意を新たにしております。
　それでは一般質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、米兵による相次ぐ暴行事件についてワシント
ン沖縄事務所の対応を伺います。
　(2)、病院事業局の総務事務センターについて。

　ア、設置前後の事務職員の人数と残業時間の変化を
伺います。
　イ、総務事務システムの開発・運用について現状は
どうなっているでしょうか。
　(3)、地域外交の取組について。
　ア、新設された平和・地域外交推進課の方針と令和
６年度の取組について伺います。
　イ、照屋副知事が日本国際貿易促進協会の訪中団に
参加いたしました。内容と成果を伺います。
　２、福祉行政について。
　(1)、給食費無償化に向けて市町村との協議状況は
どうなっているでしょうか。
　(2)、勤務実態がない職員の配置があったとして、
保育施設への特別指導監査がありました。保育施設へ
の県の監査体制について伺います。
　(3)、母子寡婦福祉、ひとり親支援策について課題
と今後の取組を伺います。
　３、経済・島嶼振興について。
　(1)、７月は県産品奨励月間です。地産地消、循環
型経済の実現に向けて大事な課題であり推進に向けて
の県の取組を伺います。
　(2)、県産品の中でも衣料品についても県内産を増
やすことが雇用創出につながるものと考えておりま
す。県内縫製産業の雇用状況と人材育成の現状をどう
認識しているでしょうか。
　(3)、非常に厳しい経営状況にある畜産農家への支
援策に加えて、減農薬・有機野菜の生産農家からも資
材高騰により経営が立ち行かないという悲痛な声を受
け取っております。県の支援策について伺います。
　(4)、離島漁業者の安全対策に関連し、海難事故が
起きたときの対応はどうなっているでしょうか。特に
海上保安庁の対応が難しい南北大東島周辺での対応に
ついてお伺いをいたします。
　４、我が会派の代表質問との関連についてです。
　１つ目、仲宗根悟議員の代表質問の１(2)、公共交
通に関連して伺います。
　公共交通に関しては、鉄軌道の導入やバスの無償化
の議論が多く、大変重要な議論であります。一方で、
その担い手は民間事業者が中心です。県では、総合交
通体系基本計画推進委員会、地域公共交通協議会な
ど、各種委員会、協議会を開催していますが、民間事
業者の皆様とはどのような意見交換を行っています
か。
　(2)、代表質問の３(1)、救急医療に関して、♯
7119事業について伺います。
　救急医療が逼迫する中で、その前段階で相談できる
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サービスは利用者やそして病院にとっても安定した医
療提供につながるものと期待をしております。今準備
を進めている事業者選定のプロポーザルはどのような
点を重視しているでしょうか。
　(3)、代表質問の６(3)、離島振興についてです。
　国際観光景観モデル事業について、街路樹の選定は
どのように行われているでしょうか。地域の要望で選
定を見直すことは可能ですか。
　以上、御答弁をお願いいたします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　喜友名智子議員の御質問にお答
えいたします。
　経済・島嶼振興についての御質問の中の(1)、地産
地消及び循環型経済の実現に向けた県の取組について
お答えいたします。
　沖縄県では、県内企業の育成強化を図るため、県内
企業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基
づき、国や市町村、大型店舗等に対して、県産品の優
先使用等についての要請を行うなど、需要拡大に向け
た官民一体による各種取組を実施しております。あわ
せて、地域資源を活用した特産品の開発や製造業と観
光業、農業などの産業間連携の促進を図るなど、域内
経済循環の向上につながる各種施策に取り組んでいる
ところです。また、７月の県産品奨励月間に当たりま
しては、県民の皆様に県産品を愛用していただけるよ
う、沖縄県としても様々な媒体を活用し、周知広報を
行っているところです。今後も引き続き関係団体と連
携を図りながら、県産品の優先使用等の推進を図るな
ど、地産地消や循環型経済の実現に資する取組を積極
的に推し進めてまいります。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　照屋副知事。
　　　〔照屋義実　副知事登壇〕
○照屋義実 副知事　喜友名智子議員の御質問にお答
えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(3)の
イ、訪中の内容と成果についてお答えをいたします。
　私は、去る７月１日から３日までの日程で、日本国
際貿易促進協会訪中団の一員として北京市を訪問しま
した。何立峰国務院副総理との会見においては、河野
団長から、日中間の経済交流の発展や貿易促進に向
け、日本人への短期滞在ビザ免除措置の再開等につい
て要請を行いました。中国商務部との意見交換におい
ては、私から、沖縄県と福建省との交流推進や貿易促

進に向けた関係機関との連携について要望したとこ
ろ、凌激副部長から、沖縄と中国の地方政府間の交流
を推進していきたいとの前向きな言葉がありました。
また、県独自の日程として中国国際航空を訪問し、那
覇―北京間の定期航空路線の復便に対する感謝を伝え
るとともに、搭乗率の向上に向けた連携について確認
をしたところであります。これらの成果等を踏まえ、
今後も沖縄と中国とのさらなる多面的な交流の推進に
向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、知事の政治姿勢につい
ての中の(1)、米軍人による事件に対するワシントン
駐在の対応についてお答えいたします。
　ワシントン駐在は、沖縄の米軍基地に起因する事
件・事故等の状況について、米国政府関係者との面談
等を通じて説明を行っております。今回の事件に関し
ても、速やかに米国政府関係者と面談し、事件の経緯
や県の日米両政府に対する抗議・要請の内容、日米両
政府の対応、県民の反応等を説明しております。ま
た、連邦議会上下両院の軍事委員会所属議員の補佐官
などに抗議・要請の内容をメールで送付するととも
に、７月16日までに10名の補佐官と面談を行ったと
ころであり、今後も２名の補佐官との面談を予定して
おります。面談した国務省の担当者からは、今回のこ
とを非常に重大に受け止めており、国防総省や日本側
の関係者と共に将来に向けた最善策を検討したいとの
発言がありました。
　同じく１(3)のア、平和・地域外交推進課の取組方
針と今年度の取組についてお答えいたします。
　県では、４月に平和・地域外交推進課を設置し、ア
ジア太平洋地域の平和構築と相互発展に向けた沖縄独
自の地域外交と平和行政を一体的に推進するととも
に、各部局の国際的な取組を総合的に支援し、部局横
断的かつ戦略的に地域外交を推進することとしており
ます。令和６年度は、平和祈念資料館のリニューアル
に向けた取組、済州４・３追悼式や済州フォーラムへ
の参加等、平和を希求する「沖縄のこころ」の世界へ
の発信を強化するとともに、外務省や駐日大使館との
連携による沖縄の観光・文化・経済などの魅力の発
信、ＪＩＣＡ沖縄と連携し、パラオ共和国とのＭＯＵ
を踏まえた水産分野における国際協力等の取組を進め
ることとしております。
　次に４、我が会派の代表質問との関連についての中
の(2)、♯7119委託事業者選定の評価についてお答え
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いたします。
　おきなわ♯7119事業運営業務は、事業者の高度な
技術や専門的な知識を生かした提案を広く募り、効率
的な調達を行うため、公募型プロポーザル方式により
提案内容を審査し、最も優れた企画提案者を選定する
こととしております。審査においては、実施体制のほ
か、事務運営、相談業務の実施や報告、利用者からの
意見への対応等に係る提案について評価することとし
ております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
　　　〔本竹秀光　病院事業局長登壇〕
○本竹秀光 病院事業局長　１、知事の政治姿勢につ
いて(2)のア、病院総務事務センター設置前後の事務
職員数等についてお答えします。
　病院総務事務センターは、令和５年４月に設置して
おります。病院事業局の事務職員の定数は、設置前の
令和４年度は210人、設置後の令和５年度は215人と
なり、５人増加しています。また、事務職員１人当た
りの月平均の時間外勤務時間数は、令和４年度が約
21.3時間、令和５年度が約22.7時間となっており、
約1.4時間増加しています。病院事業局では、これま
で北部病院、宮古病院及び本庁の総務事務を同セン
ターに移管したところですが、令和７年度までに全て
の病院の総務事務を段階的に移管するとともに、今年
８月からは病院総務システムを稼働させ、事務の効率
化と適正化を図っていくこととしております。
　続きまして(2)のイ、病院総務システムの開発状況
等についてお答えします。
　病院事業局では、令和４年度に調達した病院総務シ
ステムについて、令和５年度は医師の働き方改革を含
む病院独自のシフト勤務に対する勤務管理機能等の改
修を行い、令和６年度は病院現場の追加改修要望を踏
まえた勤務状況の見える化、ユーザーインターフェー
スの改善などを実施し改修を終えました。現在は、８
月の本稼働に向けて各病院現場の協力を得て、システ
ムの最終検証を行うとともに、各病院の医局を中心に
操作説明会等を実施しているところです。
　以上です。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　２、福祉行政についての中の
(1)、学校給食費無償化に向けた市町村との協議等に
ついてお答えいたします。
　県においては、学校給食費の無償化に向け、持続可
能な制度となることを念頭に、予算規模や財源の在り

方等を含め、実施方法について検討を重ねてまいりま
した。今年度取りまとめた学校給食実態調査の結果や
市町村の意見を踏まえ、学校給食費無償化に向けた取
組の第一歩として取組方針を決定いたしました。方針
発表後の６月６日及び翌７日に行った市町村長との意
見交換等を踏まえ、取組方針に修正を加え、その後、
市町村教育委員会等に対する説明及び意見交換を行っ
たところであります。今後は、それらの意見等を踏ま
え、詳細な制度設計を行い、令和７年４月からの実施
に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
○真鳥裕茂 こども未来部長　２、福祉行政について
の(2)、保育施設への監査体制についてお答えいたし
ます。
　令和６年度は監査指導監、主幹に職員２名を加えた
４名体制で、認可保育所等に対する指導監査を422件
予定しております。認可外保育施設に対しては、職員
２名に保育士等の資格を有する会計年度任用職員６名
を加えた８名体制で、241件の立入調査を予定してお
ります。また、認可外保育施設に対しては、通常の立
入調査のほか、新たに設置届出のあった施設や苦情等
のあった施設に対する巡回訪問を実施しており、令和
５年度の訪問件数は96件となっております。
　続きまして同じく２の(3)、母子寡婦福祉、ひとり
親支援策について課題と今後の取組についてお答えい
たします。
　県では、ひとり親世帯等の生活の安定及び自立を支
援するため、民間アパートを活用した就労や生活、子
育ての総合支援や母子父子寡婦福祉資金貸付け及び好
条件の転職等に役立つ資格取得支援等に取り組んでお
ります。現在、ひとり親等への様々な支援制度があり
ますが、認知度の向上や新たに誰もがチャレンジしや
すいＩＴ等を活用した在宅就業も含め、多様な働き方
の実現に向けた支援を行う必要があると考えておりま
す。
　県といたしましては、引き続き関係機関と連携を図
りながら、必要な支援を届けられるよう制度の一層の
周知を図るとともに、新たな支援の実施に向けて取り
組んでまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　商工労働部長。
　　　〔松永　享　商工労働部長登壇〕
○松永　享 商工労働部長　３、経済・島嶼振興につ
いての(2)、県内縫製産業の雇用状況と人材育成の現
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状の認識についてお答えします。
　沖縄県衣類縫製品工業組合によりますと、令和５
年５月末時点の縫製従事者数は206名となっておりま
す。また、個々の事業者が技術講習などの人材育成に
取り組む一方で、熟練工の離職等による人手不足が課
題であると聞いております。
　県としましては、新たな縫製従事者等の確保・育成
が重要であると認識しており、引き続き関係団体との
意見交換を行いながら、縫製事業者の人材育成等につ
いてどのような支援ができるか検討してまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　３、経済・島嶼振興につ
いての中の(3)、資材高騰に係る生産農家への支援策
についてお答えいたします。
　県では、畜産農家への支援策として、配合飼料購入
費の補助拡充などについて今議会に計上したところで
あります。また、令和４年度から肥料価格高騰対策を
実施したほか、令和５年度には、化学肥料の低減定着
に向けた堆肥の利用拡大などの取組を支援したところ
であります。なお、種苗に対する補助などは行ってお
りませんが、県が育成したゴーヤー、トウガン、ヘチ
マの優良品種については、平成27年から価格を据え
置いて販売されております。
　県としましては、引き続き関係団体と連携し、県内
農家の経営安定に努めてまいります。
　同じく３の(4)、離島漁業者の安全対策についてお
答えいたします。
　県では、漁業者の安全確保等のための通信業務を一
般社団法人沖縄県漁業無線協会への委託により実施し
ております。当該協会は、南北大東島周辺も含め、本
県周辺水域で事故が発生した際、速やかに海上保安
庁、周辺船舶等に通報できる体制を整えております。
これまで当該協会に連絡があった海上事故は、過去３
年間で32件、うち南北大東島周辺での発生は３件あ
りました。
　県としましては、現在行っている漁船への無線機設
置に係る補助事業を継続し、今後とも漁業者の安全操
業の確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　企画部長。
　　　〔武田　真　企画部長登壇〕
○武田　真 企画部長　４、我が会派の代表質問との
関連の中の(1)、県の公共交通施策に係る意見交換の
場の設置についてお答えいたします。

　県では、市町村を超えた広域における県民等の移動
手段の確保、維持、充実等を図ることを目的に、市町
村、交通事業者及び公共交通利用者等で構成する沖縄
県地域公共交通協議会を設置し、同協議会での協議を
経て、令和６年５月に沖縄県地域公共交通計画を策定
したところです。
　県としましては、実効性のある交通施策の在り方を
幅広く検討するため、同協議会において、交通事業者
や公共交通利用者等と共に引き続き意見交換してまい
ります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　４、我が会派の代表質問
との関連についての(3)、街路樹の選定見直しについ
てお答えいたします。
　県管理道路の街路樹については、沖縄県道路緑化基
本計画に基づき、周辺環境などを考慮して複数の樹種
を選定し、地域の意見等を踏まえ決定しております。
また、令和５年度に街路樹植栽・維持管理ガイドライ
ンを策定しており、問題のある街路樹について、他の
樹種への更新などを行う考えであります。引き続き、
沖縄らしい世界水準の観光地にふさわしい良好な沿道
景観形成に努めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　御答弁ありがとうございまし
た。
　再質問を行います。
　まず、ワシントン沖縄事務所の対応についてなんで
すけれども、質問というよりも所感と激励という形で
受け止めていただければと思います。
　先ほど答弁をお聞きしまして、早速県民のために適
切な情報をアメリカの政府関係者、それから議会関係
者にもアプローチをして説明をしているということで
大変心強く思います。外務省の対応と全く逆だなとい
う印象を受けました。政府の対応を見ていますと、県
民の人権よりも日米地位協定で守られている米軍特権
の姿がまた出たとしか言いようがないと思っていま
す。このアメリカ政府に問題だとすら伝えていないか
のような対応は、とてもよく聞かれます外交は政府の
専管事項であるという言葉からは本当に程遠い対応だ
と思っています。こうやって県が直接アメリカ政府、
それから議会関係者に情報を伝えるということがいか
に大切か、県のワシントン事務所の重要性がますます
高まっていると思います。ぜひ頑張っていただきたい
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です。
　休憩をお願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時８分休憩
　　　午後５時９分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　では、次は福祉行政で保育施
設への監査体制です。
　人数と今年度予定されている監査件数、やはり非常
に多くて、職員の皆さんも奮闘されていると想像して
おります。今回は、勤務実態について通報があったこ
とで発覚したと報道ベースで知っておりますけれど
も、本来このようなことは定期監査でできるだけ不
正、それから不備を見つけるということが求められて
いると思います。今回の緊急の監査を受けて、県のほ
うでは今後どのような対応をまた考えているでしょう
か。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
○真鳥裕茂 こども未来部長　お答えいたします。
　今回の案件につきましては、通常の指導監査では施
設から提出のあった監査調書に基づいて確認をしてい
るということもございまして、関係書類が整備されて
いれば、なかなか不正を見抜くことができないという
ような実態になってございます。今回の案件につきま
しては、複数の市町村にまたがって、それも種類もま
たがって経営されていた方というところで、なかなか
指摘が難しかったということがございます。今調査を
している段階でございますが、結果が出た後に関係市
町村と今後の監査の在り方を検討してまいります。そ
の中でどういった監査方法で今後やっていくのが―
こういう複数にまたがった保育所の場合、そういった
検討を踏まえて、もしそれでその業務量が増えるとい
うことであれば、また関係部局のほうとも調整をして
まいりたいというふうに考えております。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　県も職員が限られる中で本当
に大変だと思うんですね。ただ、複数の市町村にまた
がる保育園事業者については、やはり市町村では対応
に限界があると思います。ここはやはり県の大きな出
番だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと要
望をいたします。
　次に、病院事業局の総務事務システムです。
　この２月議会までに、本会議でも委員会でも相当質
疑をしてまいりました。答弁で、総務事務センターの
職員の―すみません。答弁いただいた職員の数が
210名、215名ということで、総務事務センターの職

員ではなくて、何か事務員全てのトータルではないか
と思うんですけれども、改めて総務事務センターの人
数、今何名なのか、確認させてください。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時12分休憩
　　　午後５時12分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えします。
　総務事務センターは、令和５年４月から病院事業局
本庁の課内室として、職員７人―室長１人、主幹１
人、室員等４人、事務補助員１名の体制で業務を開始
しております。
○喜友名　智子 議員　合計何名ですか。
○本竹秀光 病院事業局長　７名です。
○喜友名　智子 議員　休憩お願いします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時13分休憩
　　　午後５時13分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　改めて総務事務センターを設
置した目的、令和７年度までに全ての病院の総務事務
ですか、全て移管をするということでありましたけれ
ども、もともとの目的は何だったでしょうか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　お答えします。
　総務事務センター設置の目的は、給与事務処理の効
率化、適正化及び担当職員の負担軽減としておりま
す。令和３年度に県立病院ビジョンにおいて、事務の
効率化、適正化を図る観点から、総務事務集約化の取
組を位置づけて、これらを踏まえ令和４年度に総務事
務集約化に関する基本方針を定め、令和５年４月に集
約化組織として病院総務事務センターを設置し、令和
７年度を目標に段階的に事務の集約化、移管を進めて
いるところです。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　事務の効率化、集約化、適正
化、先ほど総務事務センターではないと思うんですけ
れども、残業時間が事務部署で微増している、残業時
間がトータルで増えているという御答弁でした。この
病院総務システムは８月から稼働するということです
けれども、今の時点でこの適正化や効率化、それから
職員の負担軽減につながっているとお考えですか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光  病院事業局長　今段階で本格稼働まで
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ちょっと時間がかかります。それから事務職の時間に
関しては、総務事務センターだけじゃなくて、各県立
病院にはいろんな、例えば令和５年度は中部病院では
電子カルテの更新とか、それから南部医療センターで
は九州厚生局の特定共同指導とか、いろんな時間外を
要するような事案がありましたので、現時点で軽減が
できているということはないと思いますけれども、そ
ういうのはなくて、令和７年から段階的にはその負担
軽減になっていくものと思っております。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　これまで委員会、それから本
会議で―委員会中心だったと思いますけれども、各
病院から総務事務センターに事業の移管、それから現
状確認も含めて本庁のほうに移動させながら業務を整
理していくと。しかし、２月までの委員会の中では、
病院によっては事務職員が減るどころか仕事が増えた
ので会計年度の形で増やしましたという病院もあっ
て、総務事務センターを設置した、そして病院の中に
はそのために事務員を増やしたという話を鑑みると、
とても負担軽減にはなかなかつながっていない。そし
て８月の稼働以降もこれが解消されるのか、先がよく
見えないという理解をしております。８月にこの勤務
管理のシステムが稼働後、総務事務センター、それか
ら各病院の給与計算の職員の残業、どの程度見込んで
いるんでしょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時17分休憩
　　　午後５時17分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　総務事務の集約化によっ
て、各県立病院の給与事務担当者等の負担軽減につな
がるものとは考えておりますが、時間外労働は業務量
のほか、職員体制―様々な要因によって増減するた
め、総務事務センター集約による時間外労働の削減に
ついてなかなか目標が定められないところではありま
すけれども、本格的稼働の後には段階的には軽減して
いくものと考えてはおります。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　ちょっとここからは局の案件
ではありますけれども、ぜひ知事、副知事に認識をお
答えいただきたい部分なんです。
　２月議会で、私この総務事務のシステム開発、当初
の予算の３倍であるということを質疑で明らかにいた
しました。今回、こういった３倍の予算をかけなが

ら、職員の負担軽減にはなかなかつながる見込みが見
通せません。この事業の評価、それからもともと契約
に関しても本来不適切ではなかったかということも再
三委員会で指摘をしております。今の時点で結構です
けれども、この事業の受け止め、それから問題点、ど
のように認識されているでしょうか。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　知事部局におきましても総務事
務センターを導入して事務の効率化に取り組んでいる
ところでございます。導入直後から当初の効果が必ず
しも出たわけではなくて、やはり一定の試行錯誤をや
りながら取り組んできた面もございます。システム開
発の部分につきましては、私ども直接見ていませんの
で、３倍というのがどのような形でなったのか、機能
の強化であるとか、当初の見積りがどうだったかとい
うところはちょっとコメントを差し控えますけれど
も、県庁の中だと各課でやっていた認定業務などが集
約化されたことで、各課のいわゆる経理の負担という
のはかなり軽減されていると思います。そういった観
点で病院のほうもそういう導入に向けて取り組んでい
るというふうに考えております。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　すみません、改めて病院事業
局長にお伺いしますけれども、これ今後開発の追加予
算は予定されておりますか。
○中川京貴 議長　病院事業局長。
○本竹秀光 病院事業局長　現在のところ追加予算は
考えておりません。いわゆる当初からの経費の膨らみ
について、去年の４月から来ていろいろ質問されてい
ますのでいろいろ考えましたけれども、やはり最初の
事務方でそれを決めた一つの、何といいますか、結局
今各課の班長以上がいわゆる問題点を共有できてない
というのが、もしかしたら一つの要因になるかもしれ
ません。そういうことで、今年になって統括監のアイ
デアで各課の班長以上を集めてラウンドテーブルで問
題点の共有をしようということを始めています。それ
から現場とは、当然コロナ禍でなかなかコミュニケー
ションが取れなかったとは思いますけれども、これも
もともと現場主義で医療をやってきましたので、今病
院事業局のメンバーは足しげく現場に出かけて行っ
て、ヒアリングをして問題点を拾い上げて、今回のこ
とを一つの反省材料として次につなげていきたいとい
うふうに考えています。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子  議員　このシステム開発について
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は、先ほど池田副知事からは詳細はちょっと把握―
まだ見てませんという意見でしたけれども、恐らく知
事部局であれば、これは行政管理的に問題のある進め
方、それから予算のつけ方だったんじゃないかと指摘
せざるを得ない状況だったかと思います。ぜひ、病院
事業局の問題ではありますけれども、県の一般会計か
らも出ていますよね。この開発予算、次年度の予算に
含めることはないものと思っていますけれども、これ
を入れた場合、私予算案については相当厳しいことを
言います。それぐらい問題のあった進め方だと思って
います。保守管理費も今後かかるということですけれ
ども、ぜひ知事部局のほうでも今回のこのシステム開
発のプロセスを見直していただきたい、振り返って遡
及でもいいですから見直していただきたいと思ってい
るんですけれども、いかがでしょうか。使わないでい
い予算が１億ほどあったり……。
○中川京貴 議長　池田副知事。
○池田竹州 副知事　病院事業局から情報収集して検
討したいと思います。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　当初の予算から１億弱は恐ら
く使わないでもいい予算を使ってしまったのではない
かと思っています。先ほどワシントン事務所の職員の
方、私本当に頑張ってほしいと思います、事務所も。
年間の運営予算に匹敵する予算の規模なんですよ。こ
ういうところをしっかりと知事部局でもグリップし
て、使うべきところにしっかり予算を使っていただき
たい。そういう思いも込めてこの病院事業局の総務事
務システムの質問をさせていただきました。
　休憩お願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時23分休憩
　　　午後５時23分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　次に、給食費の無償化につい
てですけれども、もろもろあって市町村は反発をして
いるという意見がこの議会でも相次いでおります。し
かし、私は何名かの小規模自治体の村長さんから、県
がやるなら自分たちも議会で提案しやすいんだけどな
ということをこそっとおっしゃっていただいた方が実
はおられました。県が市町村と意見をやり取りする中
で、こういった前向きな意見というのは何か出てきた
ことございますか。
○中川京貴 議長　教育長。
○半嶺　満 教育長　これまで６月６日、７日に市町
村長会との意見交換を行いました。その中で肯定的な

意見で申し上げますと、一歩進むことも大事で、白紙
撤回しないでいただきたいという御意見がございまし
た。また、６月17日から６月25日の市町村説明会に
おきましても、半額でも保護者の負担を減らす意味は
あると評価するというふうな御意見もございました。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　ありがとうございます。
　一度やると決めた事業ですから、子どもたちのため
に、そして保護者の皆さんも見守っておられる事業で
す。ぜひしっかりと開始できるように頑張っていただ
きたいと思います。
　休憩お願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時25分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　続いて、福祉行政のひとり親
支援についてです。
　先ほどもベビーミルク支援について質問がありまし
た。県の予算のメニュー化ができるかどうかは私も担
当の方と意見交換をさせていただいておりまして、メ
ニューはあるのでぜひ市町村に広がるようにと期待を
しているものです。それと関連して、少し現状確認で
質問をしたいと思います。
　今回、補正予算の中で生活困窮高齢者への緊急支援
策として、生活資材を配布するというメニューがござ
いました。子どもたちの食支援の取組と事業の枠組
み、スキームがどのように違うのかを確認させてくだ
さい。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
○糸数　公 保健医療介護部長　お答えいたします。
　高齢者への緊急支援のスキームについて御説明いた
します。
　県では、昨今の物価高騰の影響等により、生活に困
窮している高齢者に対して食料品や日用品等の生活
資材を緊急に支援するための費用として、今議会に
7149万8000円の補正予算を提案しているところでご
ざいます。具体的な支援の流れでございますが、相談
支援機関において生活困窮を主訴とする相談があった
高齢者に対し、この事業への申込みを御案内して、そ
の方に県が委託した民間事業者が当該高齢者の御自宅
に生活資材を配送するというスキームを現在想定して
いるところです。
　以上です。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子 議員　今回この補正予算を見たとき
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に、子ども向け食支援との違いを、子どもの食支援は
もう既に民間の動きが先行しているため県はそこを支
援すると。高齢者への支援は、既に支援機関それから
相談窓口があるので今回は緊急的にそこを窓口にする
という理解をいたしました。県の支援を評価しつつ、
現場で奔走する方たちの現状は子どもの食支援につい
てはボランティアベース、そして高齢者の支援につい
ては非正規雇用の職員の方が非常に多くおられて―
要は自分たちも生活が不安定な中で支援に奔走されて
いるんですね。ぜひ、こういった支える側が支援疲れ
しないように、こういった現場の状況も鑑みながら支
援の拡充を行っていただきたいと思います。
　休憩お願いいたします。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時28分休憩
　　　午後５時28分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○喜友名　智子 議員　ちょっと時間もなくなってき
ましたが、最後は我が党関連の質問で公共交通につい
てです。
　事業者の皆さんと意見交換をしている、そこに利用
者、市民団体の方も入っているという理解でよろしい
ですか。
○中川京貴 議長　企画部長。
○武田　真 企画部長　そうです。そのとおりです。
○中川京貴 議長　喜友名智子議員。
○喜友名　智子  議員　那覇市がＬＲＴの計画をつ
くっていると数か月前に報道があって、県議選でも地
域の課題として取り上げた議員が複数いらっしゃいま
した。私もその中の一人です。ただ、この公共交通と
いう言葉の意味自体が、まだ県民の中で共有認識が足
りないんではないかというふうな心配をしておりま
す。そもそも公共交通の中にバスが入っていますけれ
ども、バスは民間の事業者です。バス事業者は公共交
通なんでしょうか、一企業者なんでしょうかという理
解すらまだ共有されていない。こういった議論も県議
会のほうでも勉強しながら広げていく必要性を感じま
した。県のほうの仕組みも取組も進めていただきつ
つ、県議会の取組を強化していきたいと考えた次第で
す。
　御答弁ありがとうございました。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
　　　〔米須清一郎　議員登壇〕
○米須　清一郎  議員　皆さん、大変お疲れさまで
す。
　中頭郡区選出の米須清一郎です。

　最後になりますので、よろしくお願いしたいと思い
ます。
　さきの県議選、瑞慶覧功前職県議の後継として立候
補し、多くの方々のお力を頂いて初当選いたしまし
た。私も皆様と同じように県民のために、沖縄のため
に最大限努力し全力で取り組んでまいります。
　皆様、共に頑張りましょう。どうぞ、よろしくお願
いいたします。
　それでは質問に入ります。
　１、米軍基地問題について。
　(1)、相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行
事件について。
　このような事件を繰り返さないため、どのような対
策を講じるべきか。
　(2)、騒音問題について。
　ア、嘉手納飛行場周辺、普天間飛行場周辺の航空機
騒音の状況を伺います。
　イ、深夜・早朝における航空機騒音の状況を伺いま
す。
　ウ、航空機騒音による被害を防ぐため、騒音軽減に
どう取り組んでいるか。
　(3)、有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）汚染につい
て。
　ア、比謝川流域の汚染源特定のための基地内立入調
査の実施はどうなっているか。
　イ、健康影響に関する実態把握のため、血中濃度調
査を実施する必要はないか。
　ウ、農作物及び魚介類の汚染実態を把握するための
調査を実施できないか。
　２、物価高騰対策について。
　所得増を上回る物価高について、県民生活の厳しさ
が増した状況が続いている。県としての対策、県民へ
の支援はどうなっているか。
　３、高齢者福祉について。
　生活困窮の実態と対策を伺います。
　４、子ども・子育て支援について。
　待機児童の状況と対策を伺います。
　５、教育行政について。
　(1)、教員不足の状況と対策を伺います。
　(2)、学校給食費無償化の取組を伺います。
　６、まちづくりについて。
　(1)、米軍基地返還予定地の状況と返還に向けた取
組を伺います。
　(2)、県道24号線バイパス整備の状況と推進のため
の取組を伺います。
　７、我が会派の代表質問関連はございません。
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　以上、よろしくお願いします。
○中川京貴 議長　玉城知事。
　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　米須清一郎議員の御質問にお答
えいたします。
　米軍基地問題についての御質問の中の(1)、米軍人
等による性的暴行事件などの対策についてお答えいた
します。
　昨年12月と本年５月に発生した米軍人による性的
暴行事件等については、去る３日に私が上京し、外務
大臣ほかに対し抗議するとともに、リバティー制度に
おける外出制限措置のさらなる厳格化や隊員教育の徹
底など、より実効性のある再発防止策を早急に講じる
よう求めたところです。これらの再発防止策について
は、米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協
力ワーキング・チームを早期に開催し、効果を検証す
る必要があると考えております。また、去る５日に示
されました在日米軍による犯罪における国内情報の共
有体制については、今後、沖縄防衛局、外務省沖縄事
務所、県警など県内の関係機関と具体的な情報共有の
在り方について、意見交換を進めてまいりたいと考え
ております。
　その他の質問につきましては、部局長から答弁させ
ていただきます。
○中川京貴 議長　環境部長。
　　　〔多良間一弘　環境部長登壇〕
○多良間一弘 環境部長　１、米軍基地問題について
の(2)のア及びイ、嘉手納飛行場及び普天間飛行場周
辺の航空機騒音の状況について、１(2)のアと１(2)
のイは関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　県では、基地周辺における航空機騒音の状況につい
て市町村と連携して調査しております。令和５年度の
測定結果速報値では、環境基準の類型当てはめのある
測定局において、嘉手納飛行場周辺の19測定局中９
局で、普天間飛行場周辺の11測定局中２局で環境基
準を超過しており、前年度と比較すると両飛行場とも
に１局増加しております。最大ピークレベル騒音につ
いても前年度と比較が可能な測定局において、嘉手納
飛行場周辺の21測定局中14局で、普天間飛行場周辺
の12測定局中９局で、前年度より騒音値が高くなっ
ております。また、夜間22時から翌朝６時までの深
夜早朝における航空機騒音の状況は、一月当たりの騒
音発生回数について、嘉手納飛行場周辺の21測定局
中16局で、普天間飛行場周辺の全12測定局で前年度
より増加しております。

　以上でございます。
○中川京貴 議長　知事公室長。
　　　〔溜　政仁　知事公室長登壇〕
○溜　政仁 知事公室長　１、米軍基地問題について
の中の(2)のウ、航空機騒音被害軽減の取組について
お答えいたします。
　県は、平成９年度から、嘉手納飛行場及び普天間飛
行場から発生する航空機騒音について常時監視測定を
実施しております。その結果、航空機騒音規制措置で
飛行が制限されている夜10時から翌朝６時までの間
においても騒音が数多く発生していることが確認され
ており、依然として目に見える形での負担軽減が図ら
れておりません。このため、今後とも軍転協等と連携
し、あらゆる機会を通じて、同規制措置の厳格な運用
について日米両政府に求めてまいりたいと考えており
ます。
　次に６、まちづくりについての中の(1)、米軍基地
返還予定施設の状況と返還に向けた取組についてお答
えいたします。
　2013年に発表された統合計画においては、今後、
キャンプ桑江やキャンプ瑞慶覧等の６施設の全部また
は一部の返還が予定されています。沖縄防衛局による
と、このうちキャンプ桑江とキャンプ瑞慶覧喜舎場住
宅地区については、移設先における住宅建設が進めら
れているとのことです。また、キャンプ瑞慶覧インダ
ストリアル・コリドー地区については、移設先となる
キャンプ・ハンセン、トリイ通信施設では移設工事が
進められており、嘉手納弾薬庫地区では令和３年１月
にマスタープランが見直され、現在、道路新設に係る
設計業務が実施されているとのことです。
　県としては、普天間飛行場代替施設の県内への新た
な提供を除き、統合計画で示された施設・区域の返還
を着実に進める必要があると考えており、本年２月、
防衛大臣に対し、これらの施設の返還を確実に実施す
るよう要請しております。
　以上になります。
○中川京貴 議長　企業局長。
　　　〔宮城　力　企業局長登壇〕
○宮城　力 企業局長　１、米軍基地問題についての
(3)のア、嘉手納基地への立入りについてお答えいた
します。
　企業局におけるこれまでの調査結果から、比謝川流
域で検出されるＰＦＯＳ等の汚染源については、嘉手
納基地内にある蓋然性が高いと考えております。この
ため平成28年６月に基地内への立入調査を申請しま
したが認められておりません。また、令和２年４月に
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国が水道水の目標値を定めたことから、同年５月に再
度立入調査を申請いたしましたが、これに対する回答
はありません。基地由来のＰＦＯＳ等汚染は国の責任
において適切に対処する必要があると考えており、こ
れまでも国及び米軍に対し、汚染原因の究明と必要な
対策の実施、県職員による立入調査の実現等を要請し
ているところです。
　企業局といたしましては、引き続きこれらの実現に
向けて強く求めてまいります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　保健医療介護部長。
　　　〔糸数　公　保健医療介護部長登壇〕
○糸数　公 保健医療介護部長　１、米軍基地問題に
ついての(3)のイ、ＰＦＡＳ血中濃度調査についてお
答えします。
　環境省のＰＦＡＳに対する専門家会議が昨年公表し
たＱ＆Ａ集によると、現時点の知見では、血液検査の
結果のみをもって健康影響を把握することは困難であ
ることが示されています。血中濃度の基準に加え、基
準を超過した場合の対処方針が定まっていないことな
どから、現時点で県独自の血中濃度調査を実施するに
は課題があるものと考えております。
　県としては、公衆衛生学や疫学等に関する専門家の
意見を聴取し、県民の健康影響についての対策を検討
していきたいと考えております。
　続きまして３、高齢者福祉についての(1)の中の、
生活に困窮している高齢者への対策についてお答えし
ます。
　県では、物価高騰の影響等により生活に困窮してい
る高齢者に対して食料品や日用品等の生活資材を緊急
に支援するための費用として、今議会に7149万8000
円の補正予算を提案しております。また、今後の新た
な高齢者施策の立案に活用するため、高齢者御本人に
対し、生活全般の実態及び支援ニーズを総合的に把握
するためのアンケート調査に要する費用として2730
万円、多様な主体の連携・協働による地域づくりを
進める全国の先進事例を調査する費用として1206万
5000円の補正予算を提案しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　農林水産部長。
　　　〔前門尚美　農林水産部長登壇〕
○前門尚美 農林水産部長　１、米軍基地問題につい
ての中の(3)のウ、農作物及び魚介類のＰＦＡＳ実態
調査についてお答えいたします。
　農作物や魚介類のＰＦＡＳ実態調査に当たっては、
県には農作物を調査する権限がないこと、農作物や魚

介類等への蓄積特性などが明らかになっておらず、基
準値も設定されていない中で調査だけを実施しても安
全性の評価や確保につながらないこと、風評被害によ
る影響などを考慮すると慎重な対応が求められること
などの課題があるものと承知しております。
　このような状況を踏まえ、県では、国において基準
値を設定することが重要であると考えており、これま
で国に対して、農業用水や農地における基準値を設定
するよう求めてきたところであります。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　総務部長。
　　　〔宮城嗣吉　総務部長登壇〕
○宮城嗣吉 総務部長　２、物価高騰対策についての
(1)、物価高騰への対応策についてお答えします。
　本議会に提案した補正予算案において、総額約29
億円のうち、物価高騰対策として約26億円を計上し
ております。具体的には、経済的に困難な状況にある
子育て世帯、ひとり親及び女性等に対する物価高騰に
よる負担軽減のための支援に要する経費、生活に困窮
する高齢者に対する生活資材の配布等に要する経費、
肉用子牛価格下落や配合飼料価格高騰等に対する畜産
農家への支援に要する経費などを計上したところであ
り、主に一般財源で措置しております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　生活福祉部長。
　　　〔北島智子　生活福祉部長登壇〕
○北島智子 生活福祉部長　３、高齢者福祉について
の御質問のうち、高齢者の生活困窮の実態についてお
答えします。
　単身高齢者世帯の増加や物価高騰が続いている経済
状況等を踏まえ、令和６年２月に子ども生活福祉部に
おいて、各種相談機関を対象に経済的な事由を中心と
した60歳以上の高年齢者の困り事や相談支援の状況
について把握し、必要な支援策を検討するための基礎
資料とするため、高年齢者の生活困窮実態調査を実施
したところです。同調査の結果、相談件数は、コロナ
禍の影響を受けなかった令和元年と令和５年を比較し
た場合、約60％増加しています。相談に来られた高
年齢者の世帯状況は約半数が単独世帯であり、相談内
容としては年金の不足または無年金といった経済問題
が最も多く、その他病気・けが・要介護、雇用問題、
住居問題など、様々な相談が寄せられている状況が把
握されたところでございます。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　こども未来部長。
　　　〔真鳥裕茂　こども未来部長登壇〕
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○真鳥裕茂 こども未来部長　４、子ども・子育て支
援についての中の(1)、待機児童の状況と対策につい
てお答えいたします。
　本県における待機児童は、施設整備が進んだことに
より９年連続で減少し、令和６年４月１日時点で356
人となっております。待機児童の解消に当たっては、
保育士の確保が最大の課題となっていることから、県
においては、学生への貸付事業等新規の保育士確保に
向けた取組のほか、潜在保育士等の就労支援や保育補
助者配置等に取り組む保育所への支援など、保育士の
処遇改善に取り組んでいるところです。この結果、新
規の保育士登録件数は毎年約1000人を超えており、
保育従事者も500人程度の増加となっております。
　県としましては、待機児童の解消に向け、引き続き
市町村と連携して保育士の確保に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　教育長。
　　　〔半嶺　満　教育長登壇〕
○半嶺　満  教育長　５、教育行政についての中の
(1)、教員不足の状況等についてお答えいたします。
　令和６年４月時点の公立学校における教員の未配置
数は小学校３人、中学校５人、高校３人、特別支援学
校１人の計12人で、昨年度の同月の23人から11人減
となっており、担任の未配置についてはありませんで
した。
　県教育委員会としましては、教員未配置解消に向
け、教員選考試験制度改革や県内外における各種セミ
ナー及び大学生へのリクルート活動など、様々な取組
を行っているところであり、引き続き教員確保に向
け、全庁体制で取り組んでまいります。
　同じく(2)、学校給食費無償化の取組についてお答
えいたします。
　県においては、学校給食費の無償化に向け、持続可
能な制度となることを念頭に、予算規模や財源の在り
方等を含め、実施方法について検討を重ねてまいりま
した。今年度取りまとめた学校給食実態調査の結果や
市町村の意見を踏まえ、学校給食費無償化に向けた取
組の第一歩として取組方針を決定いたしました。方針
発表後の６月６日及び翌７日に行った市町村長との意
見交換等を踏まえ、取組方針に修正を加え、その後、
市町村教育委員会等に対する説明及び意見交換を行っ
たところであります。今後は、それらの意見等を踏ま
え、詳細な制度設計を行い、令和７年４月からの実施
に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。

○中川京貴 議長　土木建築部長。
　　　〔前川智宏　土木建築部長登壇〕
○前川智宏 土木建築部長　６、まちづくりについて
の(2)、県道24号線バイパス整備の進捗状況等につい
てお答えいたします。
　県道24号線バイパスは、北谷町桑江から吉原まで
の延長1720メートルの区間を幅員32メートル、４車
線で整備を行っております。これまでに米軍提供施設
以外の区間の整備を進め、令和５年度末の進捗率は事
業費ベースで約42％となっております。米軍提供施
設内の区間については、立入調査が可能となるよう沖
縄防衛局へ令和５年８月に申請を行ったところであり
ます。引き続き早期着手が可能となるよう取り組んで
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　再質問いたします。
　まず、２の物価高騰対策のほうからお願いしたいん
ですけれども、今回の補正予算事業で上がっている事
業、10事業ほどあるようですけれども約26億円とい
うことで、その中で住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家
賃低廉化等事業についてお願いしたいと思いますけれ
ども、この事業の概要、対象者とか、家賃低廉化とい
うことですけれども、その内容をお願いしたいと思い
ます。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時55分休憩
　　　午後５時56分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏  土木建築部長　大変失礼をいたしまし
た。
　沖縄県住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化等
事業の内容でございますが、本事業は居住支援に関す
る制度の周知やネットワークの構築などの委託業務、
それから低額所得の高齢者、子育て世帯などに対して
家賃負担の低減に取り組む市町村に県が補助を行うと
いう内容になっております。
　以上でございます。
○米須　清一郎 議員　ちょっといいですか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時57分休憩
　　　午後５時57分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○前川智宏 土木建築部長　高齢者世帯、子育て世帯
など、住居の確保に配慮を要する方を対象としており
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ます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　事前にちょっとお聞きした内
容では所得のことが要件だったように聞いていますけ
れども……。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　所得につきましては、15万8000円ということで規
定をされております。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　細々したところを確認したい
わけでもないんですけれども、公営住宅としては、国
がもう増やさないというのを以前から方針を出してい
る。県としても改築に伴う増加分というのはあるのか
もしれませんけれども、なかなか新しいものは造らな
いという方針だと伺っていますけれども、人口減少と
いう流れの中でそういうハード整備が厳しいこともあ
るかと思うんですけれども、その一方で県民の生活実
態を踏まえたこのような居住施策というのは、これか
ら本当に必要なんだろうと。そういう意味で私はとて
も大事だなと思っています。それで再質問をまたした
いんですが、その対象者、要件もあると思うんですけ
れども、今回の事業の対象者数ということではなく
て、県全体での対象者の数的なものを把握しているで
しょうか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後５時59分休憩
　　　午後６時０分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　お答えをいたします。
　月収15万8000円以下の世帯ということでございま
すが、過去１年間における所得金額の合計から、高齢
者、子どもなど世帯の構成により算定された額を控除
した上で月収を算定するということになっておりま
す。その対象世帯数全体を正確に把握することは難し
いと考えております。
　以上でございます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　ちょっと質問通告以上の見え
ないところで細か過ぎたところだと思うんですけれど
も、今のお話の続きで、県としてハード整備をしてい
た中で私的に必要だと思って取り上げているんですけ
れども、対象者数の把握というのが、今この質問で通
告が伝わらなくて答弁できないというところだけじゃ
なくて、県として把握できるかというのがあると思う

んですよ、実施に当たってですね。何が言いたいかと
いうと、この事業は市町村主体でしょうか。そこはお
願いします。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　市町村のほうで主体的に
取り組んでいただいて、そこに県が補助をするという
スキームでございます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　ありがとうございます。
　それで、その市町村主体というところで、その居住
施策として県が家賃補助のための補助をしますという
ところかと思うんですけれども、その対象者数―数
というよりは、この事業の対象となる方の把握が市町
村主体であることでやれる事業かなと思うんですけれ
ども、そういう意味でもぜひ市町村の理解がないとで
きない事業。それから、福祉的な要素もあると思いま
すので、その福祉関係者との連携というのが本当に必
要だろうなと思うんですが、その辺いかがでしょう
か。
○中川京貴 議長　土木建築部長。
○前川智宏 土木建築部長　議員御指摘のとおり、住
居の確保に配慮を要する方々への対応につきまして
は、住宅部門だけではなくて、福祉部門との連携が重
要であろうかと思っております。そういった面も含め
まして、市町村に対しまして情報の提供を行っている
ところでございます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　新しく取り組むというところ
での大変さがあると思うんですが、その必要な方々に
しっかり届くように市町村との連携、福祉関係者との
協力というのをぜひお願いしたいと思います。
　休憩します。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後６時２分休憩
　　　午後６時３分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
○米須　清一郎 議員　１の米軍基地問題について行
きたいと思います。
　(1)の米軍関係の暴行事件の関係ですけれども、繰
り返さないというところでの対策、いろいろなお話が
あるかと思うんですけれども、いわゆる再発防止策で
すね。御答弁もありましたけれども、ここ数日のマス
コミの報道、新聞記事等で拝見しますと、駐日米国大
使と四軍調整官の発表というんですか、表明というん
でしょうか、７月12日にという記事が出てますけれ
ども、そこで強化していく、再発防止のためにリバ
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ティー制度を、統一された制度を全部隊に導入すると
か、そういうこともありましたけれども、これという
のはこれからなんでしょうか。それとももうやってま
すよということなんでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　お答えいたします。
　去る11日にエマニュエル駐日米国大使とターナー
司令官が連名で表明したものについては、その内容と
しては、リバティー制度を強化するため、兵士一人一
人に直接指導をするということと、軍の法執行機関
の職員によるパトロールを増やす、統一されたリバ
ティー制度を軍の全部隊に導入するなどとなっており
ます。これにつきましては明確にはされていないんで
すけれども、今後やっていくということであろうとい
うふうに承知しております。
　以上です。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　７月11日なのか、12日なの
かあれですけれども、今の答弁が11日の駐日大使の
マスコミに寄せた、表明したものということで私も
ちょっとそれを拝見しているんですが、これを読むと
―日本語訳なんですけれども、実施しています的
な表現なんですよ。３点防止策として挙げていて、教
育、それから監視、それからルールの一元化。ルール
の一元化に関しては、統一されたリバティー制度を全
部隊に導入していきますという表現です。日本語での
文章を見ているだけなんですけれども、これを見る限
りですね。そして、１点目、２点目、教育と監視に
ついては、実施していますとなっているんです。その
一方で先ほど他の議員の質問、やり取りでもありまし
た。街中で夜中に米軍が普通に飲み食い、外出してい
ると。そしてインタビューしたら、そういう事件も知
らないし、規制のことも知らないよというようなこと
が報道に出ていたりするわけです。これは今もうやっ
てますよということだったら、現状と全然合わないわ
けなんですけれども、そういう意味でもしっかり確認
してほしいなというところなんですが、いかがでしょ
うか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　寄稿文を確認しますと、議
員御指摘のとおり、兵士一人一人に直接指導をしてい
ますという表現になっていますし、パトロールを増や
し拡大していますという表現になってます。統一され
たリバティー制度については導入していきますという
形で、これはこれからなのかなという形に読めます。
いずれにしましても、何というんですか、具体的にリ

バティー制度をどのように厳しくしたのか、あるいは
変えていないのか、統一というには今のリバティー制
度を変えないといけない話なので、どのように変えた
かというのはまだ明確に説明されていないところです
ので、今後、再三申し上げているんですけれども、外
務省沖縄事務所や沖縄防衛局、あるいは米軍等とも調
整を行いまして、その辺りについてはきちっと確認を
していきたいというふうに考えております。
　以上です。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　何回も同じことをこれから先
繰り返すわけにはいきませんので、ぜひ実行ある取組
として―これまでもこういう話は何度もあったかも
しれませんけれども、ぜひ今やっていることが何なの
か、これからなのか、その内容は何なのか、いま一度
しっかりと確認して、再発防止を徹底していただきた
いと思います。
　次の質問に移りますけれども、騒音問題について。
　県の令和５年度の速報値ということでの答弁いただ
きました。嘉手納と普天間の飛行場周辺それぞれで
ちょっと聞き取れなかった部分もあるんですが、測定
局というんですか、それぞれの測定局での数値の答弁
をいただいたんですけれども、環境基準値を超えたと
ころが増えているということだったと思います。それ
から、最大ピークというんですか、最大レベルという
んですか、それも増えている。その測定局単位で見た
ときに、基準値を超えた局が令和４年度よりも令和５
年度が増えている。最大ピークも増えている。さらに
は、深夜・早朝の発生回数も局単位で見たときに増え
ているということで理解していますけれども、よろし
いですか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　そのとおりでございます。
　環境基準の測定局の箇所数で環境基準が１局ずつ増
えている。それから最大ピークレベルについても騒音
値が増加しておりまして、一月当たりの夜間の騒音発
生回数についても前年度より増加してるというような
ことでございます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　その要因というのは分かりま
すか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　お答えいたします。
　前年度から騒音の状況が悪化した原因ということで
すけれども、米軍機の運用といったものが、その実態
というのが明らかになっていませんので、その特定と
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いうものは困難ではあるんですけれども、沖縄防衛局
が行っております外来機による離発着回数を見てみま
すと、これが嘉手納飛行場、普天間飛行場ともに前年
度よりも離発着回数が増加しております。ですから、
この外来機の離発着回数の増加というのが影響してい
るということが一つ考えられるかというふうに思って
おります。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　深夜・早朝の発生回数でいく
と、普天間飛行場周辺は12局でしたか、その全てで
増えているということだったと思うんですけれども、
嘉手納も含めて増えている。その深夜・早朝の回数が
増えていることの要因は何でしょうか。
○中川京貴 議長　環境部長。
○多良間一弘 環境部長　増えているのは外来機にお
ける離発着回数の増加ということなんですけれども、
これに関しましては米軍機の運用実態というものが明
らかになっていないということがありますので、実際
にどういった原因でもってこの離発着回数が増加して
いるかというものについては特定には至っていないと
いう状況でございます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　運用もありながら、守ること
としてまず騒音防止協定、航空機騒音規制措置という
のがあるわけですけれども、それを守る義務はないの
かも知れませんけれども、まず一方で運用としての実
態があるというところで、その要因とか実態が分かり
にくい部分もあると思うんですけれども、その軽減を
目的とするための措置ですよね、合意があっての。そ
れで県としても確認を求めているとは思うんですけれ
ども、その規制措置で具体的に定められている項目に
ついて、具体的に一緒になってこれはどうだ、何でだ
というような確認をするようなことはありますか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　航空機騒音規制措置、例え
ば嘉手納における航空機騒音規制措置については、
14項目ございまして、例えば進入及び出発経路を含
む飛行場の場周経路はできる限り学校、病院を含む人
口稠密地域上空を避けるようにするとか、先ほどの深
夜の場合も22時から翌朝の６時の間の飛行及び地上
での活用は米軍の運用上の所要のために必要と考えら
れるものに制限されるということで、何というんです
か、できる限り、あるいはその限定的なものに限って
いまして、これが守られているか、守られていないか
というとちょっとまた微妙な話になってきます。です
ので、我々としましては、その厳格な運用というもの

を日米両政府に求めているというところでございま
す。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　もう御存じだと思うんですけ
れども、その飛行場周辺に行くと昼間も含めて本当に
すごいですよね。私もそこで生まれ育って、いる人み
んな言っているんですけれども、音が以前よりもどん
どんすごくなっているんですよ。物すごいです、その
一番ひどいときの音というのが、昼間のその近くにい
るときの音というのが。それに加えて夜間や早朝も増
えたよねと。もう明らかに多くなっていると。もう夜
寝てるんだけどという声がもう本当に増えてきてま
す。以前からある話なんでしょうけれども、それがも
うどんどん、負担軽減どころじゃないんですよ。もう
どんどんどんどん悪化している。これは住民の暮らし
という面での話なんですけれども、そういったところ
から―以前からのことではあるんだけれども、いま
一度この事の状況を米軍側にも関係者にも理解しても
らうためにしっかりテーブルに着いて話し合うような
ことが必要ではないでしょうか。行って要請して終わ
りとか、その反応があるかどうかというのも分からな
いんですけれども。しっかりと、いま一度この合意し
た規制措置の中身について状況がどうなんだと。これ
がすぐ守られるかどうかは分からないです。運用の実
態というのも分からないんですけれども、まず状況を
確認するところから、米軍側と県と関係者で一緒に
なってその状況を把握する、確認する。そういう場が
必要かなと思いますが、いかがでしょうか。
○中川京貴 議長　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　議員御指摘のとおり、最近
については騒音がひどくなっているという声を我々も
耳にしていますし、実際そうなっているというところ
でございます。これについて米軍とも一緒になって
テーブルに着いて議論をすべきではないかという御指
摘、ごもっともというか、そのとおりだと思っており
ます。ただ、個別になかなかそういう機会というのは
現実にはつくられていないところではございます。
もっと大枠といいますか、様々な問題について広く意
見交換というものを行いながら、その騒音の規制措置
についてもぜひ意見交換をしていきたいというふうに
考えております。
○米須　清一郎 議員　ちょっと休憩。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後６時18分休憩
　　　午後６時18分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
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　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　ＰＦＡＳ汚染のほうに移りた
いと思いますけれども、比謝川流域の汚染源特定のた
めの立入調査、御答弁いただきました。申請しても回
答がないという状況が続いているということですけれ
ども、これちょっと関連して再質問ですが、県の取水
源として引き続き比謝川流域は欠かせないものなんで
しょうか。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　中部水源として比謝川、天願
川からの取水は、水事情が好調な場合には取水を停止
しているというところでございます。一方で渇水時期
であったり、東系列の導水路のトンネル、この工事を
する際には西側から水を引っ張ってこないといけませ
んが、それでは少し水量が足りないので、その場合は
比謝川等からも取水をするという運用を今している状
況にございます。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　有害物質として―取水源と
しても必要、でも調査に入れない、特定できない。こ
れは有害物質であるわけですよね。それはほっておく
と自然になくなりますか。なくなるのにどのぐらいか
かりますでしょうか。
○中川京貴 議長　企業局長。
○宮城　力 企業局長　嘉手納基地由来の汚染につい
ては、基地内に汚染源があるだろうということで推定
しています。その蓋然性が高いだろうということで考
えております。その除去といいますか、ＰＦＯＳの濃
度が下がる、あるいはなくなるには汚染源を特定し
て、そこをまず浄化しないといけないという作業が必
要になってきますが、そこにまず全然至っていないと
いうところからすると、いつなくなるのかと言われま
すと非常に難しい状況にあるというところでございま
す。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　なかなかできないことだらけ
の状況かと思うんですが、すぐになくならないだろう
と考えると、本当に放置しておき続けるわけにはいき
ませんので、何とか立入調査をして―先ほど他の議
員のやり取りでもありました。二重基準じゃないか
と。米国本国でこういうことが起きたらどうなんで
しょうか。立入調査できますか。
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後６時21分休憩
　　　午後６時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。

　知事公室長。
○溜　政仁 知事公室長　米国内におきましては、米
軍基地は国内の問題になりますので国内法が適用され
るということで、問題が発生すると当局が調査を行う
ということになろうかと思っております。
○中川京貴 議長　米須清一郎議員。
○米須　清一郎 議員　現状としては本当難しいと思
うんですけれども、その米国での取扱いの話もしなが
ら沖縄だからやらない。そういうことがあってはなら
ないと思うんですよ。もうしっかりと沖縄でも、米軍
基地内のことであってもしっかり対応していただくこ
とをいま一度県として訴えて、立入調査、早急に改
善・解決につながる道筋を何とかつけていただきたい
と思いますが、知事、お願いできればと思います。
○中川京貴 議長　玉城知事。
○玉城デニー 知事　この環境における水質の汚染の
問題、原因を追及し、そしてそれを解決するために米
軍基地内への立入調査も求めておりますがまだ実現も
できておりません。しかし、我々は粘り強くこれから
も基地ある限りずっと求め続けなければならない課題
解決のための道筋だと思っていますので、これからも
両政府に対してそのような軽減についての取組を行う
よう厳に求めてまいりたいと思います。
○米須　清一郎 議員　ありがとうございました。
○中川京貴 議長　以上をもって通告による一般質問
及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第１号議案及び乙
第１号議案から乙第21号議案までについては、お手
元に配付してあります議案付託表のとおりそれぞれ所
管の常任委員会に付託いたします。

　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　

○中川京貴 議長　日程第４ 乙第22号議案から乙第
24号議案までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔玉城デニー　知事登壇〕
○玉城デニー 知事　令和６年第２回沖縄県議会（定
例会）に追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、同意議案３件であり
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ます。
　乙第22号議案から乙第24号議案までの沖縄県監査
委員の選任については、委員４人の任期満了に伴い、
その後任を選任するため同意を求めるものでありま
す。
　議員のうちから選任すべき委員について、県議会議
長から御推薦をいただきましたので、識見を有する者
のうちから選任すべき委員とともに同意議案として提
出するものであります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく
お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　ありがとうございます。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております乙第22号議案から
乙第24号議案までについては総務企画委員会に付託
いたします。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午後６時26分休憩
　　　午後６時27分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　日程第５　陳情第98号及び第99号の付託の件を議
題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情２件については、米軍基地関係特別
委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思い
ます。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。

　よってさよう決定いたしました。
　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　

○中川京貴 議長　日程第６ 議員派遣の件を議題とい
たします。

　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　お諮りいたします。
　本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり
議員を海外へ派遣することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

○中川京貴 議長　次に、お諮りいたします。
　ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取扱いを議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明７月19日から
29日までの11日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、明７月19日から29日までの11日間休会と
することに決定いたしました。

○中川京貴 議長　以上をもって本日の日程は、全部
終了いたしました。
　次会は、７月30日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時28分散会
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令 和 ６年
第 ２ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

令和６年７月30日（火曜日）午前10時１分開議

議　　事　　日　　程　第８号
令和６年７月30日（火曜日）

午前10時開議
第 １　乙第１号議案から乙第３号議案まで（総務企画委員長報告）
第 ２　乙第４号議案から乙第６号議案まで（文教厚生委員長報告）
第 ３　乙第７号議案及び乙第14号議案から乙第22号議案まで（総務企画委員長報告）
第 ４　乙第23号議案及び乙第24号議案（総務企画委員長報告）
第 ５　乙第10号議案（経済労働委員長報告）
第 ６　乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第11号議案から乙第13号議案まで（土木環境委員長報告）
第 ７　甲第１号議案（総務企画委員長報告）
第 ８　製糖工場の次期操業に不可欠な冷却用海水の安定確保に関する緊急決議
　　　　　 新垣　淑豊議員　　仲村　家治議員 
　　　　　 座波　　一議員　　大浜　一郎議員 
　　　　　 花城　大輔議員　　儀保　　唯議員 
　　　　　 上原　快佐議員　　喜友名智子議員　　提出　議員提出議案第３号 
　　　　　 次呂久成崇議員　　上原　　章議員 
　　　　　 瀬長美佐雄議員　　當間　盛夫議員 
　　　　　 当山　勝利議員
第 ９　陳情第82号（経済労働委員長報告）
第10　請願第２号、陳情第42号、第43号、第44号の２、第45号及び第102号（文教厚生委員長報告）
第11　陳情第46号（土木環境委員長報告）
第12　陳情第66号（議会運営委員長報告）
第13　陳情第49号、第50号、第74号及び第98号（米軍基地関係特別委員長報告）
第14　閉会中の継続審査の件

 
本日の会議に付した事件

日程第１　乙第１号議案から乙第３号議案まで
乙第１号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄県税の課税免除及び不均一課税に関する条例の一部を改正する条例

日程第２　乙第４号議案から乙第６号議案まで
乙第４号議案　沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の
　　　　　　　一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　国民健康保険法施行条例の一部を改正する条例

日程第３　乙第７号議案及び乙第14号議案から乙第22号議案まで
乙第７号議案　工事請負契約について
乙第14号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第15号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第16号議案　車両損傷事故に関する和解等について

⎧
│
│
│
│
⎨
│
│
│
│
⎩

⎧
│
│
│
│
⎨
│
│
│
│
⎩
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乙第17号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
乙第18号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について
乙第19号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
乙第20号議案　専決処分の承認について
乙第21号議案　専決処分の承認について
乙第22号議案　沖縄県監査委員の選任について

日程第４　乙第23号議案及び乙第24号議案
乙第23号議案　沖縄県監査委員の選任について
乙第24号議案　沖縄県監査委員の選任について

日程第５　乙第10号議案
乙第10号議案　債権の放棄について

日程第６　乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第11号議案から乙第13号議案まで
乙第８号議案　財産の取得について
乙第９号議案　財産の取得について
乙第11号議案　家屋損傷事故に関する和解等について
乙第12号議案　車両損傷事故に関する和解等について
乙第13号議案　車両損傷事故に関する和解等について

日程第７　甲第１号議案
甲第１号議案　令和６年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）

日程第８　製糖工場の次期操業に不可欠な冷却用海水の安定確保に関する緊急決議
日程第９　陳情第82号

陳情第82号　ゆがふ製糖株式会社具志川工場における新港地区側の適切な水路確保及び海水取水
　　　　　　　　　　　　  設備のしゅんせつに関する陳情
日程第10　請願第２号、陳情第42号、第43号、第44号の２、第45号及び第102号

請願第２号　認可外保育施設の支援拡充に関する請願
陳情第42号　誰でも気軽に利用できる公民館の環境づくりに関する陳情
陳情第43号　公民館の利用者の減少を食い止め、利用者の増加・利用促進に関する陳情
陳情第44号の２　女性が活躍できる社会を求める陳情
陳情第45号　若者に広がる投資詐欺に関する陳情
陳情第102号　沖縄県差別のない社会づくり条例に基づく効果的な施策につながる実態調査を求め
　　　　　　   る陳情

日程第11　陳情第46号
陳情第46号　災害時のペット保護に関する陳情

日程第12　陳情第66号
陳情第66号　選挙管理委員会における女性委員の選出に関する陳情

日程第13　陳情第49号、第50号、第74号及び第98号
陳情第49号　嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情
陳情第50号　常態化する米軍パラシュート降下訓練に関する陳情
陳情第74号　常態化する米軍パラシュート降下訓練に関する陳情
陳情第98号　相次ぐ在沖米軍兵による性的暴行事件に関する陳情

日程第14　閉会中の継続審査の件
 

出　席　議　員（48名）

48　番　　中　川　京　貴　議長
42　番　　上　原　　　章　副議長
１　 番　　瑞慶覧　長　風　議員

２　 番　　瀬　長　美佐雄　議員
３　 番　　喜友名　智　子　議員
４　 番　　儀　保　　　唯　議員
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５　 番　　大　田　　　守　議員
６　 番　　高　橋　　　真　議員
７　 番　　宮　里　洋　史　議員
８　 番　　徳　田　将　仁　議員
９　 番　　比　嘉　　　忍　議員
10　番　　新　垣　善　之　議員
11　番　　新　里　　　匠　議員
12　番　　平　良　識　子　議員
13　番　　比　嘉　瑞　己　議員
14　番　　次呂久　成　崇　議員
15　番　　米　須　清一郎　議員
16　番　　幸　喜　　　愛　議員
17　番　　當　間　盛　夫　議員
18　番　　松　下　美智子　議員
19　番　　喜屋武　　　力　議員
20　番　　大　屋　政　善　議員
21　番　　小　渡　良太郎　議員
22　番　　新　垣　淑　豊　議員
23　番　　島　尻　忠　明　議員
24　番　　当　山　勝　利　議員
25　番　　西　銘　純　恵　議員

26　番　　新　垣　光　栄　議員
27　番　　上　原　快　佐　議員
28　番　　玉　城　健一郎　議員
29　番　　山　里　将　雄　議員
30　番　　糸　数　昌　洋　議員
31　番　　仲　里　全　孝　議員
32　番　　仲　村　家　治　議員
33　番　　下　地　康　教　議員
34　番　　座　波　　　一　議員
35　番　　新　垣　　　新　議員
36　番　　大　浜　一　郎　議員
37　番　　渡久地　　　修　議員
38　番　　仲宗根　　　悟　議員
39　番　　仲　村　未　央　議員
40　番　　照　屋　大　河　議員
41　番　　山　内　末　子　議員
43　番　　西　銘　啓史郎　議員
44　番　　又　吉　清　義　議員
45　番　　呉　屋　　　宏　議員
46　番　　花　城　大　輔　議員
47　番　　島　袋　　　大　議員
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○中川京貴 議長　これより本日の会議を開きます。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、新垣淑豊議員外12人から議員提出議案第３
号「製糖工場の次期操業に不可欠な冷却用海水の安定
確保に関する緊急決議」の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　日程第１　乙第１号議案から乙第
３号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。

　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○西銘啓史郎  総務企画委員長　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました乙第１号議案から乙第３
号議案までの３件について、以下、委員会における審
査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県使用料及び手数料条例
の一部を改正する条例」は、大麻取締法の一部が改正
されたことに伴い、大麻草採取栽培者免許の申請に対
する審査に係る手数料の徴収根拠を定める等の必要が
あることから、条例を改正するものであるとの説明が
ありました。
　本案に関し、法律改正に伴い県民生活にどのような
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影響があるかとの質疑がありました。
　これに対し、法律の改正により、これまで使えなか
った大麻由来の医薬品が使えるようになることから、
現在、難治性てんかんの患者を対象としたエピディオ
レックスという製品の治験が開始されているとの答弁
がありました。
　次に、乙第２号議案「沖縄県税条例の一部を改正す
る条例」は、地方税法の一部が改正されたことに伴
い、外形標準課税の適用対象法人を見直すほか、軽油
引取税の課税免除の特例措置について一定の船舶を適
用対象から除外する等の必要があるため、条例を改正
するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、当該特例措置の対象外となるものにつ
いて質疑がありました。
　次に、乙第３号議案「沖縄県税の課税免除及び不均
一課税に関する条例の一部を改正する条例」は、地方
活力向上地域内に本社機能の移転等を行うため、事務
所、研究施設等の新設に併せて保育所等を整備した事
業者に対し、不動産取得税及び固定資産税の課税を免
除し、または不均一の課税をする措置を講ずる必要が
あるため、条例を改正するものであるとの説明があり
ました。
　本案に関し、県内における当該措置を講じた実績に
ついて質疑がありました。
　採決の結果、乙第１号議案から乙第３号議案までの
３件については、全会一致をもって原案のとおり可決
すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案から乙第３号議案までの３件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案から乙第３号議案までは、原
案のとおり可決されました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　

○中川京貴 議長　日程第２　乙第４号議案から乙第
６号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣　新文教厚生委員長。

　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔新垣　新　文教厚生委員長登壇〕
○新垣　新 文教厚生委員長　ただいま議題となりま
した乙第４号議案から乙第６号議案までの３件につい
て、以下、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、こども未来部長及び保健医
療介護部長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいり
ました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第４号議案「沖縄県幼保連携型認定こども
園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一
部を改正する条例」は、就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条
第２項及び第４項の規定に基づき、内閣総理大臣及び
文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基
準の一部が改正されたことを踏まえ、職員の配置に関
する基準を改める等の必要があるため、条例を改正す
るものであるとの説明がありました。
　本案に関し、新基準適用後の保育士不足の解消の時
期について、新規保育士の確保状況を踏まえた見通し
を立てているかとの質疑がありました。
　これに対し、当該試算は行っていないが、３歳児
15人につき１人以上の保育士配置については既に加
算措置があり、583施設のうち、実際に配置している
保育所等は504施設、適用率は86％となっている。
　また、今回の基準改正後も当該加算が認められてお
り、今年度から４歳児及び５歳児についても新基準で
取り組む施設は加算が適用されていくとの答弁があり
ました。
　そのほか、不足している保育士数などについて質疑
がありました。
　次に、乙第５号議案「沖縄県国民健康保険財政安定
化基金条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険
の安定的な財政運営の確保のために必要がある場合
に、基金を取り崩し、沖縄県国民健康保険事業特別会
計に繰り入れることができるようにするため、基金の
処分に関する事項を定める等の必要があることから、
条例を改正するものであるとの説明がありました。
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　本案に関し、国民健康保険事業特別会計において決
算剰余金が生じる見込みがあるのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、平成30年度に県が同特別会計の財政
運営主体となって以降、決算剰余金は発生していない
が、国民健康保険の安定的な財政運営確保のため、今
後、決算剰余金が生じた際の資金の受皿として条例改
正をするものであるとの答弁がありました。
　そのほか、市町村との意見交換の内容及び財政調整
事業分として取崩しを行う時期などについて質疑があ
りました。
　次に、乙第６号議案「国民健康保険法施行条例の一
部を改正する条例」は、国民健康保険の国庫負担金等
の算定に関する政令の一部が改正されたことに伴い、
条例の規定を整理する必要があるため、条例を改正す
るものであるとの説明がありました。
　採決の結果、乙第４号議案から乙第６号議案までの
３件については、全会一致をもって原案のとおり可決
すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第４号議案から乙第６号議案までの３件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第４号議案から乙第６号議案までは、原
案のとおり可決されました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第３　乙第７号議案及び乙第
14号議案から乙第22号議案までを議題といたしま
す。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。

　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○西銘啓史郎 総務企画委員長　ただいま議題となり
ました乙第７号議案及び乙第14号議案から乙第22号
議案までの10件について、以下、委員会における審
査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び警察本部警務
部長の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第７号議案「工事請負契約について」は、
大東地区情報通信基盤整備工事（第２期・海底光ケー
ブル等）の請負契約の締結について、議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第１
条の規定により議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、同工事の契約金額が８億5224万7000
円、契約の相手方は西日本電信電話株式会社沖縄支店
であるとの説明がありました。
　本案に関し、契約金額の客観性と妥当性は担保され
ているのかとの質疑がありました。
　これに対し、工事費の積算に当たっては、業者の見
積りの内容を確認するとともに、これまでの県の実績
やノウハウも踏まえ、県の積算基準に従って精査して
いる。また、コンサルタントへの確認や事業者のヒア
リングを行い、金額を確定しているとの答弁がありま
した。
　次に、南大東島と北大東島の間に海底光ケーブルを
整備する必要性について質疑がありました。
　これに対し、今回の海底光ケーブルの敷設により
ループ化されることで、災害時にどこでケーブルが切
断されても両島に情報を伝えることができ、沖縄本
島、宮古、八重山及び与那国島を含め一定のループ化
が完成されるとの答弁がありました。
　そのほか、光ケーブルの未整備地域、全体のループ
化に要した期間、既設設備の今後の取扱い及び過去の
ケーブル切断事故などについて質疑がありました。
　次に、乙第14号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、証拠物件である車両の適切な保管を
怠ったことによる車両損傷事故について和解をし、損
害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項
の規定に基づき、議会の議決を求めるものであるとの
説明がありました。
　次に、乙第15号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、国道58号に県が設置した信号機の
ひさしが落下したことによる車両損傷事故について和
解をし、損害賠償の額を定めるため、地方自治法第
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96条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めるも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、事故の未然防止のため、どのような対
策や取組を行っているのかとの質疑がありました。
　これに対し、警察官による常時点検、年２回の定期
点検、台風等災害時の特別点検及び専門業者による年
１回の保守点検を行っている。今後は、予算を確保
し、高所作業車を使った点検も行っていきたいとの答
弁がありました。
　そのほか、事故の再発防止の徹底及び老朽化した信
号機の更新などについて質疑がありました。
　次に、乙第16号議案「車両損傷事故に関する和解
等について」は、職員の公務執行中における車両損傷
事故について和解をし、損害賠償の額を定めるため、
地方自治法第96条第１項の規定に基づき、議会の議
決を求めるものであるとの説明がありました。
　次に、乙第17号議案「沖縄県人事委員会委員の選
任について」は、人事委員会委員１人が令和６年７月
31日に任期満了となるので、その後任を選任するた
め、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議
会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
　次に、乙第18号議案「沖縄県収用委員会委員及び
予備委員の任命について」は、収用委員会委員２人が
令和６年７月31日に任期満了するほか、予備委員１
人が令和６年７月31日に辞職するので、その後任を
任命するため、土地収用法第52条第３項の規定によ
り、議会の同意を求めるものであるとの説明がありま
した。
　次に、乙第19号議案「沖縄県公安委員会委員の任
命について」は、公安委員会委員１人が令和６年７
月31日に任期満了するので、その後任を任命するた
め、警察法第39条第１項の規定により、議会の同意
を求めるものであるとの説明がありました。
　次に、乙第20号議案「専決処分の承認について」
は、地方税法の一部が改正され、原則として令和６年
４月１日から施行されることに伴い、住宅の取得及び
土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例の適用
期限を延長する等の必要があり、沖縄県税条例の一部
改正について、令和６年３月31日に地方自治法第179
条第１項の規定により専決処分を行ったため、同条第
３項の規定に基づき、議会の承認を求めるものである
との説明がありました。
　次に、乙第21号議案「専決処分の承認について」
は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措
置が適用される場合等を定める省令等の一部が改正さ

れ、原則として令和６年４月１日から施行することに
伴い、適用期限を延長する必要があり、沖縄県税の課
税免除及び不均一課税に関する条例の一部改正につい
て、令和６年３月31日に地方自治法第179条第１項の
規定により専決処分を行ったため、同条第３項の規定
により議会の承認を求めるものであるとの説明があり
ました。
　次に、乙第22号議案「沖縄県監査委員の選任につ
いて」は、監査委員４人のうち識見を有する委員２人
が令和６年７月31日に任期満了することに伴い、そ
の後任を選任するため、地方自治法第196条第１項の
規定により、議会の同意を求めるものであるとの説明
がありました。
　採決の結果、乙第７号議案及び乙第14号議案から
乙第16号議案までの４件は、全会一致をもって可決
すべきものと決定いたしました。
　また、乙第17号議案から乙第19号議案まで及び乙
第22号議案の４件は、全会一致をもって同意すべき
ものと決定いたしました。
　また、乙第20号議案及び乙第21号議案の２件は、
全会一致をもって承認すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時20分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　これより乙第７号議案及び乙第14号議案から乙第
22号議案までの採決に入ります。
　議題のうち、まず乙第７号議案及び乙第14号議案
から乙第16号議案までの４件を一括して採決いたし
ます。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第７号議案及び乙第14号議案から乙第
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16号議案までは、委員長の報告のとおり可決されま
した。

○中川京貴 議長　次に、乙第17号議案から乙第19号
議案まで及び乙第22号議案の４件を一括して採決い
たします。
　お諮りいたします。　
　ただいまの議案４件は、委員長の報告のとおり同意
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第17号議案から乙第19号議案まで及び
乙第22号議案は、委員長の報告のとおり同意するこ
とに決定いたしました。

○中川京貴 議長　次に、乙第20号議案及び乙第21号
議案の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり承認
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第20号議案及び乙第21号議案は、委員
長の報告のとおり承認することに決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第４　乙第23号議案及び乙第
24号議案を議題といたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。

　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○西銘啓史郎 総務企画委員長　ただいま議題となり
ました乙第23号議案及び乙第24号議案の２件につい
て、以下、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第23号議案及び乙第24号議案「沖縄県監査委員

の選任について」は、監査委員４人のうち議員選出の
委員２人が令和６年６月24日に任期満了したことに
伴い、その後任を選任するため、地方自治法第196条
第１項の規定により、議会の同意を求めるものである
との説明がありました。
　採決の結果、乙第23号議案及び乙第24号議案の２
件は、全会一致をもって同意すべきものと決定いたし
ました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第23号議案及び乙第24号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり同意
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第23号議案及び乙第24号議案は、委員
長の報告のとおり同意することに決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時25分再開
○中川京貴 議長　再開いたします。
　日程第５　乙第10号議案を議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣淑豊経済労働委員長。

　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔新垣淑豊　経済労働委員長登壇〕
○新垣淑豊 経済労働委員長　ただいま議題となりま
した乙第10号議案について、以下、委員会における
審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求
め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　乙第10号議案「債権の放棄について」は、農業改
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良資金助成法に基づく農業改良資金貸付金の借受者及
び連帯保証人が破産法による免責許可の決定を受けた
こと等により、県は債権回収の見込みがないと判断
し、農業改良資金貸付金の円滑な整理を進めるため、
借受者及び連帯保証人の債権を放棄することについ
て、地方自治法第96条第１項の規定により議会の議
決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、農業者の経営を支援するという目的に
沿って貸し付けた資金を返済できず、廃業に追い込ま
れるということについては、制度の矛盾を感じるがど
うかとの質疑がありました。
　これに対し、農業改良資金については、昭和47年
から総額約125億1230万円、件数にして5276件の
貸付けを行っている。そのうち未収金が２億1712万
円、66件であり、回収率は98.3％となっている。
　同資金は農業者の経営改善を下支えするものであ
り、支払いが困難な状況を踏まえて、支援を強化して
いくとの答弁がありました。
　次に、ほかの未収金債権についても債権放棄の手続
を進めているのかとの質疑がありました。
　これに対し、県としては、債権管理に関する方針や
同資金の債権管理マニュアルに基づき、時効を経過し
債権回収の見込みがないと判断する場合には、債権放
棄も含め積極的に債権管理を行っていく必要があると
考えているとの答弁がありました。
　そのほか、債権回収の具体的な取組内容、専門家の
活用、貸付金の財源などについて質疑がありました。
　採決の結果、乙第10号議案については、全会一致
をもって可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第10号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第10号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第６　乙第８号議案、乙第９
号議案及び乙第11号議案から乙第13号議案までを議
題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　仲里全孝土木環境委員長。

　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

　　　〔仲里全孝　土木環境委員長登壇〕
○仲里全孝 土木環境委員長　ただいま議題となりま
した乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第11号議案
から乙第13号議案までの５件について、以下、委員
会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、土木建築部長及び環境部長
の出席を求め、慎重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　まず、乙第８号議案の「財産の取得について」は、
沖縄県庁舎ほか９か所に配車するプラグインハイブ
リッド自動車の取得について、乙第９号議案の「財産
の取得について」は、沖縄県庁舎ほか７か所に配車す
る電気自動車の取得について、議会の議決に付すべき
契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規
定により議会の議決を求めるものであるとの説明があ
りました。
　乙第８号議案及び乙第９号議案に関し、公用車を電
動車に転換するに当たっての長期的な計画があるかと
の質疑がありました。
　これに対し、沖縄県公用車における電動車導入方針
に基づき、令和３年度から令和７年度までの集中期間
において約600台の公用車のうち200台から230台を
電動車に転換することとしており、その後は老朽化し
た公用車を買い換えながら転換を図っていくとの答弁
がありました。
　次に、プラグインハイブリッド車等を購入する際の
財源についてはどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、財源については、令和５年度に創設さ
れた脱炭素化推進事業債を活用しており、起債充当率
９割のうち３割が交付税措置されることとなっている
との答弁がありました。
　そのほか、充電設備の整備状況、小型電動車導入の
検討、市町村の電動車導入状況及び維持管理にかかる
費用などについて質疑がありました。
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　次に、乙第11号議案の「家屋損傷事故に関する和
解等について」は、県道豊見城糸満線に県が設置した
樹木による家屋損傷事故について和解をし、及び損害
賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１項の
規定により議会の議決を求めるものであるとの説明が
ありました。
　本案に関し、街路樹はどのように管理しているのか
との質疑がありました。
　これに対し、日頃の道路パトロール等により樹木に
異常がないか目視で確認するほか、地元からの要望や
危険性に関する通報があれば現地を確認して対応して
いる。また、台風前に危険性を予見できるものについ
ては、あらかじめ伐採するなどの対応をしているとの
答弁がありました。
　次に、道路の管理の在り方やきめ細かな管理体制に
ついて、県民が見えるような形で示す必要があるので
はないかとの質疑がありました。
　これに対し、令和６年３月に街路樹植栽・維持管理
ガイドラインを策定し、その中で地域に合った樹木の
把握や街路樹のデータベース更新などを進めていくこ
ととしているとの答弁がありました。
　そのほか、街路樹の処分に対する保険適用の有無、
倒木の原因、維持管理に係る予算額、樹木医の採用や
委託の検討、危険箇所の数及びデータベースの運用開
始時期などについて質疑がありました。
　次に、乙第12号議案の「車両損傷事故に関する和
解等について」は、県道那覇北中城線に県が設置し
た樹木による車両損傷事故について、乙第13号議案
の「車両損傷事故に関する和解等について」は、県道
104号線上の倒木による車両損傷事故について和解を
し、及び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第
96条第１項の規定により議会の議決を求めるもので
あるとの説明がありました。
　両案に関し、細部にわたる道路の管理については、
地域や市町村との間で情報や認識の共有を図り連携し
て対応することが重要と考えるがどうかとの質疑があ
りました。
　これに対し、県もしくは委託業者だけでは目が届か
ない部分がある場合には、地元自治会や市町村との連
絡調整が重要となる。このような事案が発生しないよ
う今後とも市町村などと緊密に連携していくとの答弁
がありました。
　そのほか、樹木伐採後の危険防止対策及び世界水準
の道路景観と街路樹の管理などについて質疑がありま
した。
　採決の結果、乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第

11号議案から乙第13号議案までの５件については、
全会一致をもって可決すべきものと決定いたしまし
た。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第11
号議案から乙第13号議案までの５件を一括して採決
いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案５件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、乙第８号議案、乙第９号議案及び乙第11
号議案から乙第13号議案までは、委員長の報告のと
おり可決されました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第７　甲第１号議案を議題と
いたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　西銘啓史郎総務企画委員長。

　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔西銘啓史郎　総務企画委員長登壇〕
○西銘啓史郎 総務企画委員長　ただいま議題となり
ました甲第１号議案について、以下、委員会における
審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め、慎
重に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和６年度沖縄県一般会計補正予算
（第１号）」は、物価高騰等の影響を受けた生活者や
事業者に対し、実情に即した必要な支援等を実施する
ため、緊急に予算計上が必要な事業について補正予算
を編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ28億8988
万9000円で、補正後の改予算額は8450億3288万
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9000円である。
　歳入の内訳は、繰入金及び国庫支出金等である。
　歳出の内訳は、経済的に困難な状況にある生活困窮
者、子育て世帯、ひとり親及び女性等に対する物価高
騰による負担軽減のための支援に要する経費、水道用
水供給事業者である沖縄県企業局に対し、海水淡水化
施設の最大運転にかかる費用増大に伴う支援に要する
経費、高齢者対象のアンケート調査や生活資材の配付
等の実施に要する経費、肉用子牛価格下落、優良繁殖
雌牛の更新、配合飼料価格高騰等に対する畜産農家へ
の支援に要する経費、観光事業者の人材確保、貸切り
バス事業者の乗務員確保の取組に対する支援に要する
経費などである。
　また、債務負担行為補正は、公営住宅建設費を追加
するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、去る３月の当初予算成立後間もない６
月に補正予算を計上する理由は何かとの質疑がありま
した。
　これに対し、今回は物価高騰が続く中、特に電気料
金に対する国・県の支援が終了するということがあ
り、生活者や事業者に対する影響を緩和するため、財
政措置の必要性が高いと判断した。また、当初予算に
対し、畜産業の支援に関する附帯決議もあったことか
ら、引き続きの支援が必要と判断し補正予算を計上し
たとの答弁がありました。
　次に、農家数や収入の減少、子牛価格の下落に歯止
めがかからない現状下において、今回の支援によりど
のように経営を改善することができると考えているの
かとの質疑がありました。
　これに対し、これまで実施している飼料購入費や子
牛の価格下落に対する補助に加え、追加支援として今
回の補正予算を計上している。県としては、引き続き
農業団体や農家との意見交換等も踏まえ負担軽減につ
なげるとともに、立ち上げたサポートチーム等による
個別相談で、農家の声を聞きながらしっかりと支援し
ていくとの答弁がありました。
　次に、超高齢社会における地域つながり・支え合い
推進事業におけるアンケート調査については、専門家
や現場の意見も踏まえた上で実施すべきと考えるがど
うかとの質疑がありました。
　これに対し、本調査の実施に当たっては、調査の企
画段階から社会福祉や経済等の専門家で構成する有識
者委員会において協議の上調査を実施し、年度内に結
果を取りまとめ、報告書を作成する予定であるとの答
弁がありました。
　次に、水道用水供給事業者支援事業による支援の期

間及び送水量について質疑がありました。
　これに対し、支援期間については、令和６年に海水
淡水化施設を最大運転した４月１日から５月21日ま
での51日間である。送水量については、189万1560
立方メートルであるとの答弁がありました。
　そのほか、沖縄県和牛子牛生産者緊急支援事業にお
ける保証基準価格とその根拠、生活困窮者暮らしサ
ポート事業等の補正額の積算根拠、財政調整基金額の
目安、補正予算成立後の速やかな事業の実施及び県内
医療施設における無菌室の整備状況などについて質疑
がありました。
　採決の結果、甲第１号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　なお、甲第１号議案については、沖縄自民党・無所
属の会から附帯決議案が提出され、採決の結果、全会
一致をもって可決されました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴  議長　日程第８　議員提出議案第３号　
製糖工場の次期操業に不可欠な冷却用海水の安定確保
に関する緊急決議を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　新垣淑豊議員。

　　　〔議員提出議案第３号　巻末に掲載〕

　　　〔新垣淑豊　議員登壇〕
○新垣　淑豊 議員　ただいま議題となりました議員
提出議案第３号につきまして、経済労働委員会の委員
により協議した結果、議員提出議案として提出するこ
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とに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提
案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、製糖工場の次期操業に不可欠な冷却用
海水の安定確保に早急に取り組むことについて、知事
に要求するためであります。
　次に、議員提出議案第３号を朗読いたします。
　　　〔製糖工場の次期操業に不可欠な冷却用海水の

安定確保に関する緊急決議朗読〕
　以上で、提案理由の説明は終わりますが、慎重に御
審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上
げます。
　なお、本議案につきましては、その趣旨を知事に直
接要請するため、経済労働委員会の委員を派遣する必
要があるとの意見の一致を見ておりますので、議長に
おかれましては、しかるべく取り計らっていただきま
すようお願い申し上げます。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第３号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

○中川京貴 議長　これより議員提出議案第３号「製
糖工場の次期操業に不可欠な冷却用海水の安定確保に
関する緊急決議」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第３号は、原案のとおり可決
されました。

○中川京貴 議長　ただいま可決されました議員提出
議案第３号については、提案理由説明の際、提出者か
らその趣旨を知事に要請するため経済労働委員会委員

を派遣してもらいたいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第３号の趣旨を知事に要請するため、
経済労働委員会委員を派遣することとし、その期間及
び人選については、議長に一任することに御異議あり
ませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第９　陳情１件を議題といた
します。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣淑豊経済労働委員長。

　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔新垣淑豊　経済労働委員長登壇〕
○新垣淑豊 経済労働委員長　ただいま議題となりま
した陳情１件につきましては、慎重に審査いたしまし
た結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決定い
たしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第10　請願１件及び陳情５件
を議題といたします。
　請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　新垣　新文教厚生委員長。

　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕
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　　　〔新垣　新　文教厚生委員長登壇〕
○新垣　新 文教厚生委員長　ただいま議題となりま
した請願１件及び陳情５件につきましては、慎重に審
査いたしました結果、審査報告書のとおり処理すべき
ものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております請願１件及
び陳情５件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決するこ
とに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願１件及び陳情５件は、委員
長の報告のとおり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第11　陳情１件を議題といた
します。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　仲里全孝土木環境委員長。

　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔仲里全孝　土木環境委員長登壇〕
○仲里全孝 土木環境委員長　ただいま議題となりま
した陳情１件につきましては、慎重に審査いたしまし
た結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決定い
たしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。

　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第12　陳情１件を議題といた
します。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　呉屋　宏議会運営委員長。

　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔呉屋　宏　議会運営委員長登壇〕
○呉屋　宏 議会運営委員長　ただいま議題となりま
した陳情１件につきましては、慎重に審査いたしまし
た結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決定い
たしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第13　陳情４件を議題といた
します。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　小渡良太郎米軍基地関係特別委員長。

　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

　　　〔小渡良太郎　米軍基地関係特別委員長登壇〕
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○小渡良太郎 米軍基地関係特別委員長　ただいま議
題となりました陳情４件につきましては、慎重に審査
いたしました結果、審査報告書のとおり処理すべきも
のと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○中川京貴 議長　これより質疑に入るのであります
が、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　質疑なしと認めます。
　これをもって、質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情４件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情４件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　日程第14　閉会中の継続審査の件
を議題といたします。

　　　〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕

○中川京貴 議長　各常任委員長、議会運営委員長及
び米軍基地関係特別委員長から、会議規則第82条の
規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり
閉会中の継続審査の申出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申出のとおり閉会中の継続審査に付す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中川京貴 議長　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続審
査に付することに決定いたしました。

　　　　　　　◆・・◆　　　　　　　
○中川京貴 議長　以上をもって本日の日程は全部終
了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和６年第２回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午前10時57分閉会
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